


誓約する団体の名称 誓約する団体の代表者⽒名 誓約する団体の役割

４．コンソーシアム構成団体が⾏政機関から受けた指導、命令等に対する措置の状況

団体名 指導等の年⽉⽇ 指導等の内容 団体における措置状況

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

3.コンソーシアム情報

(1)コンソ シアムの有無

コンソ シアムで申請す
る

コンソーシアムに関する誓約

コンソーシアムに参加する全ての団体（以下、「コンソーシアム構成団体」という）は、幹事団体が資⾦分配団体⼜は活動⽀援団体（以下、「資⾦分配団体等」という）としての助成の申請
なお、誓約内容について相違がなく、これらの誓約等に反したことにより、選定の取り消し等が⾏われることとなっても、異議は⼀切申し⽴てません。

1コンソ アム構成団体は、幹事団体を通じてコンソ アムの実施体制表を提出し、幹事団体が資⾦分配 団体として採択された場合は、 般財団法⼈⽇本⺠間公益活動連携機構との資⾦

２.本誓約書にて誓約をしたコンソーシアム構成団体について、申請締め切り後、コンソーシアム構成団体に変 更があった場合は申請を取り下げます。

3.コンソーシアム構成団体が申請に際して確認した次の（１）〜（４）の事項等

(１)⽋格事由について ⽋格事由について確認しました

(２)公正な事業実施について 公正な事業実施について確認しました

(３)規程類の後⽇提出について（※通常枠のみ該当） 規程類の後⽇提出について確認しました

(４)情報公開について（情報公開同意書） 情報公開について確認しました

3.コンソーシアムに関する誓約欄の内容につき、誓約します

4.事業情報の登録・事業県連書類の提出

事業名

「命の格差」を埋める︓⽣活困窮者の「健康格差」の解消を⽬指す地域包括⽀援ネットワーク事業

複数選択

草の根活動⽀援事業
全国



休眠預金活用事業 事業計画書 【2024年度通常枠】 ※採択された後の資金提供契約書別紙１の対象は、事業計画書の冒頭から「Ⅱ．事業概要」までとします。

基本情報

優先的に解決すべき社会の諸課題

(1) 子ども及び若者の支援に係る活動
① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
③ 社会課題の解決を担う若者の能力開発支援
⑨ その他

○ (2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
④ 働くことが困難な人への支援

○ ⑤ 孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
⑥女性の経済的自立への支援
⑨ その他

(3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
⑦ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
⑧ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
⑨ その他

申請団体 資金分配団体
資金分配団体 事業名（主） 「命の格差」を埋める：生活困窮者の「健康格差」の解消を目指す地域包括支援ネットワーク事業

事業名（副） ～「地域連携」と「背景調査」を通じて、より包括的な支援を届ける～
団体名

事業の種類1 ①草の根活動支援事業
特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン（世界の医療団） コンソーシアムの有無 あり

事業の種類4

領域／分野

その他の解決すべき社会の課題

事業の種類2
事業の種類3

必須

任意

申請時入力不要



SDGsとの関連

Ⅰ.団体の社会的役割
(1)団体の目的 196/200字

(2)団体の概要・活動・業務 199/200字

_3.すべての人に健康と福祉
を

3.4   2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予
防や治療を通じて３分の１減少させ、精神保健及び福祉を
促進する。

本事業で対象とする生活困窮者という受益者定義において、近年若年層の相対的貧困の増加や精神疾
病をはじめとする健康課題の増加が懸念されている。本事業でそういった若年層も含む生活困窮者向
けの包括的支援の実施によって、若年層における生活課題の解決につながり、若年層に向けた精神保
健および福祉の促進に貢献することができる

_10.人や国の不平等をなくそ
う

10.3   差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、並びに適切な
関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確
保し、成果の不平等を是正する。

生活困窮者の方々が社会的に困難な状況や健康課題にさらされるのは、本人のみの課題でなく性別・
年齢・職業などを含む社会的な要因に依存するといわれている。本事業において包括的支援を通じ
て、そういった健康課題にいたる社会的要因の経路の特定とアドボカシーを含む社会的広報活動によ
り、社会的脆弱層の方々が抱える差別的もしくは不平等なカニ用を招く法律・政策の撤廃に寄与する
ことができる

ゴール ターゲット 関連性の説明
_3.すべての人に健康と福祉
を

3.8   全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い
基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ
質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含
む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成す
る。

本事業を通じて、生活困窮者に対する医療相談を含む包括的支援および健康課題にいたる経路調査と
その改善活動によって、医療アクセスが改善されることでＵＨＣの達成に貢献することができる

メドゥサン・デュ・モンド（世界の医療団）は、人道医療支援に取り組む国際NGOです。国籍、人種、民族、思想、宗教などのあらゆる壁を越えて、世界各地で「医療」から疎外された人々
の支援を実施しています。また、医療倫理に即しながら、医療サービスの提供や地域社会に密着したアプローチの導入を行うことで、医療にまつわる社会的決定要因（健康格差）に影響を与え
るべく活動する、個人や地域社会を支援しています。

世界の医療団（日本）は、1995年の阪神淡路大震災発生時、フランスからの緊急医療支援チームが派遣されたことを契機に発足しました。2007年には「認定特定非営利活動法人」として認定
され、現在は世界17ある事務所のうちアジアの拠点として活動しています。日本での活動としては、2014年より東京・池袋を中心に、路上生活者の健康格差の解消を目指す「ハウジング
ファースト東京」プロジェクトを主催してきました。

_10.人や国の不平等をなくそ
う

10.2   2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出
自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりな
く、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的
な包含を促進する。

生活困窮にいたっている人々の中には、ひとり親などの性別や家族環境、在留外国人のような国籍が
要因となって適切な支援や福祉につながれていない人がいる。本事業を通じて、そういった受益者に
おける健康課題に至る危機経路を特定することで、すべての人々の社会的・経済的な包含の促進に貢
献できる

_5.ジェンダー平等を実現し
よう

5.1   あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあ
らゆる形態の差別を撤廃する。

本事業で支援対象とする生活困窮者において、近年ひとり親や外国人といった属性の女性が増加して
いるという報告がある。本事業を通じて包括的な支援及び危機経路の特定等を通じて、女性および女
児の医療アクセスや社会的包摂を阻害する要因の特定と改善に向けたアプローチが実施される



Ⅱ.事業概要

(終了)

国外活動の有無 － 資金提供契約締結日 採択後の契約時に用いる欄です

最終受益者 経済的に困窮する生活を送っており、健康上の悩みや病気などを抱えてい
る人

※「経済的に困窮」については、いわゆる「相対的貧困層」とされる層を
想定する。
※以下は厚労省（2018）のいわゆる「想定的貧困ライン」だが、実際に事
業対象者を選定する場合には、支援領域や対象者個人の事情により柔軟に
設定する
単身者世帯：約124 万円（年間手取り収入）
2人世帯：約175 万円（年間手取り収入）
3人世帯：約215 万円（年間手取り収入）
4人世帯：約248 万円（年間手取り収入）

(人数) 5実行団体で
単発を含む支援対象者：3年間のべ1万2500人程度（年間3600人程
度）
継続支援人数：3年間のべ1000人程度（年間350人程度）

※1実行団体ごとの平均値は以下となるが、支援領域によって対象者
人数の目標は異なる。
単発支援人数：3年間のべ2500人程度（年間のべ720人程度）
継続支援人数：3年間のべ200人程度（年間70人程度）

本事業における、不動産（土地・建物）購入の有無
※助成金で土地の購入はできません。建物の購入（建物新
築含む）は原則できません。自己資金等で購入する場合は
認められます。詳しくは公募要領をご確認ください。

なし

直接的対象グループ 「生活困窮者」を支援する活動を行っている民間公益団体
※ここでいう生活困窮者は、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関
係性その他の事情により、経済的に困窮するなどして生活に支援が必要な
人」を表します。

【実行団体の優先条件について】
※同一の地域で活動する、専門性の異なる団体（医療支援、生活支援、食
支援等）によるコンソ―シアム申請を優先する。
※本事業では、健康格差を生み出す社会的要因の特定を目指すヒアリング
調査なども活動の一つとする。そのため、社会調査の実績や専門家との連
携体制を持つ団体を優先する

(人数) 全国5団体
（注）
本事業はコンソーシアム申請を推奨しており、各コンソーシアムの組
成団体数により、総団体数は5～20程度まで変わりうる
※コンソーシアムが平均3団体で構成されていた場合は、総団体数は
5×3=15団体となる

実施時期

(開始) 2024/10/1 2028/3/1 対象地域

全国



事業概要

600/600字

本事業は「経済的な困窮」などを背景に、健康上の悩みや病気などを抱える人に対し、多様な団体が連携して支援し、「健康格差の解消」を目指す活動 に助成を
行います。
主な活動として、以下を想定します。
①健康課題を抱える対象者に、複数の団体が連携して支援を行う
②対象者への聞き取り調査等を通じて、格差の背景にある「社会的要因」を特定し、予防・改善に資する支援を行う

【具体的な活動】
①支援コーディネーターの育成と包括的支援
・地域の複数団体が連携するハブとなる「連携コーディネーター」の育成
・健康課題を抱える対象者への包括的支援の実施
②対象者へのリーチ活動
・アウトリーチ活動（夜回り・SNSなど）
・複数の団体がによる定期合同イベントの実施（例：居場所運営や炊き出し会、カフェなど）
※アウトリーチとイベントの組み合わせにより、多くの対象者が参加できる枠組みを構築
③健康格差を生み出す社会的要因の調査
・対象者に、健康課題の背景にある社会的要因のヒアリング調査等を実施
・結果を分析、健康課題の背景にある「社会的要因」を特定
・特定した社会的要因の改善を目指す支援の在り方の検討・実施
・事業全体のインパクト評価の実施

【補足】
・同一地域で活動する複数の団体が連携したコンソーシアム申請を優先します。
・対象者への聞き取り調査の実績や、専門家（社会学者など）との連携経験がある団を優先します。



Ⅲ.事業の背景・課題
(1)社会課題 997/1000字

(2)課題に対する行政等による既存の取組み状況 198/200字

(3)課題に対する申請団体の既存の取組状況 197/200字

(4)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 198/200字

Ⅳ.事業設計
(1)中長期アウトカム

「いのちの格差」とも呼ばれる、健康格差（健康の社会的決定要因）。収入や性別、国籍など社会的要因によって健康状態が悪化することを指す。例えば日本では、収入の低い高齢者は高い高
齢者より死亡率が3倍高い（34.6%対11.2%）。背景には、低収入の世帯は低額な米やパンなどの消費が多く、肥満や糖尿病のリスクが高いが、重症化するまで医療機関に行けない人が多いこと
などが挙げられている。国も2024年より始まった「健康日本21（第3次）」で主要な課題の一つとしている。

それにも関わらず、見過ごされているのが「生活困窮者」の健康格差だ。年間収入が200万円程度の、いわゆる「相対的貧困」にある人は、精神疾患や心臓疾患の有病率さらには死亡率が高
く、深刻な「健康格差」の状態にある。しかし生活困窮者の健康課題は、医療制度や行政支援の狭間にあり、十分な対処が行われていない。民間による支援に関しても、①支援に複数の専門性
が求められ、単独団体では限界があること、さらに②健康課題は複数の社会的要因が重なって生まれるが、そのプロセスが不明なことなどが課題になっている。結果、行政も民間団体も、有効
な支援策を打てずにいる。

どうすればいいのか。申請団体「世界の医療団・日本」は2014年より東京・池袋で、路上生活者の健康格差解消を目指す「ハウジングファースト東京」を実施。医療支援を専門とする「世界
の医療団」が事務局（コーディネーター）となり、「つくろい東京ファンド（住居支援）」や「TENOHASHI（食支援）」など多様な専門性を持つ団体が連携し、炊き出し会に来た人に医療相
談を行うなどワンストップの包括支援や社会的要因を探るアンケート調査などを実施した。その結果、当初は1回の炊き出しに100人程度の参加者だったのが、2023年には1回400～500人程度
と3倍以上増加。包括支援の結果、住居や孤独の要因が改善した参加者の多くに、生活習慣病や感染症など健康課題の改善が見られた。

このモデルは全国に展開可能だ。健康格差の影響を抱える対象者に、まず複数の団体が連携して包括的な支援とリーチ活動を行う。そして当事者への調査などを通じ、格差を生み出す要因を特
定し、行政等と連携してより本質的な支援を行う。いま健康格差に苦しむ人々に、こうした「より根本の改善に繋がる」支援を届けることが求められているのではないか。

国は「健康格差」に関して「健康日本21（第三次）」の中で主要課題のひとつに挙げているが、対策は主に高齢者に対して社会参加などを促すことに置かれている。一方で生活困窮者に関して
は、行政による支援には健康や医療に関するメニューが無く、一方で医療制度では治療費を支払える人しか受けられない上、提供される支援が「治療」に留まり社会的要因は改善されないなど
制度の狭間にあり、有効な支援策が提供されずにいる。

「世界の医療団」は2014年以降、路上生活者の健康格差解消を目指し、複数の団体と連携し「ハウジングファースト東京」プロジェクトを実施。コロナ禍の前後で支援対象者を3倍以上に広げ
たり、路上生活者136人に対するワクチン接種につなげるなどの実績を挙げた。READYFORは、過去の休眠事業（夜の居場所支援・発達障害支援）を通じ、外部専門家と連携した調査実施およ
び報告書の公表などの実績を積んできた。

休眠事業の目的は「国、地方公共団体が対応困難な社会の諸課題の解決を図る」ことである。「生活困窮者の健康格差」は、その深刻な影響が度々指摘されているにもかかわらず、医療・行政
制度の狭間にあり、支援が行き届いていない。本事業で生活困窮者の健康格差の背景にある社会的要因を明らかにし、その支援モデル構築や対策の提言行っていくことは、今後、医療・行政と
民間団体が連携して対応を行う道筋を示すことに繋がる。

長期アウトカム：
収入／性別／職業／国籍／婚姻など社会的な要因によって、健康格差が生まれない社会の創造

中期アウトカム
①生活困窮者が、健康格差の予防／解消につながる包括的な支援を受けやすくなっている
②広い地域において、生活困窮者に行政／民間団体が連携して支援を届ける枠組みが拡がっている
③国や自治体に生活困窮者の健康格差が課題として認識され、制度的な対策の枠組みが作られている



(2)-1 短期アウトカム（資金支援）※資金分配団体100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態
【対象者の変化① ※事業前半（1～2年目）で目指す変
化】
これまで生活の困窮により、健康格差の深刻な状態（す
でに主観的健康観が著しく低い状態）に置かれていた人
たちが、適切な支援を受け、健康状態を改善させてい
る。

【定量的指標】
支援対象者への主観的健康感のアンケート結果
（支援を受ける前後での比較）
【定性的指標】
介入前後の変化を聞くヒアリング調査（可能な
限り、事前調査時点と同一の対象者に対して行
う）

【定量的指標】
主観的健康観を聞くアンケート
で、「健康でない」と答える人
が大多数
【定性的指標】
語りの中から、健康観の低さを
示す単語が著しく多く検出され
る

【定量的指標】
主観的健康観を示すアンケート
結果が、支援前後で統計的有意
に改善している
【定性的指標】
語りの中から、健康観の低さを
示す単語の数が減少する

モニタリング

【実行団体の変化① ※事業前半（1～2年目）で目指す
変化】
活動地域において、これまで支援を受けてこなかった
「生活の困窮により著しい健康格差を抱える対象者」と
つながり、支援を実施できている

【定量的指標】
①アウトリーチできた対象者の数（例：炊き出
し会に参加した対象者の数）
②①のうち、本事業で団体が初めて支援を行う
人の数（推定可）
③対象者のうち、継続的な支援に繋がった人の
数

【定量的指標】
①②③なし

【定量的指標】
①②③団体により異なる

【対象者の変化② ※事業後半（2～3年目）で目指す変
化】
生活の困窮により、今後、健康格差が深刻になるリスク
のある状態に置かれていた人たち（主観的健康観が比較
的に低い状態）が、適切な支援を受け、健康状態を改善
させている。

【定量的指標】
支援対象者への主観的健康感のアンケート結果
（支援を受ける前後での比較）
【定性的指標】
介入前後の変化を聞くヒアリング調査（可能な
限り、事前調査時点と同一の対象者に対して行
う）

【定量的指標】
主観的健康観を聞くアンケート
で、「健康でない」「あまり健
康でない」と答える人が大多数
【定性的指標】
語りの中から、健康観の低さを
示す単語が多く検出される

【定量的指標】
主観的健康観を示すアンケート
結果が、支援前後で統計的有意
に改善している
【定性的指標】
語りの中から、健康観の良好さ
もしくは以前からの改善を示す
単語が多く検出される

【実行団体の変化③ ※事業後半（2～3年目）で目指す
変化】
活動地域において、対象者の主観的健康観の低下を生み
出す要因（病気など）の背景に共通する社会的要因に対
し、他の民間団体との連携体制を通じて、適切な支援が
行える状態になっている

【定量的指標】
「主観的健康観の低下を引き起こす、主な要
因」として同定した病気などを引き起こす「社
会的要因」に関して支援した対象者の数
【定性的指標】
病気などを引き起こす社会的要因への対策のた
め、適切な対策や連携の形がとれているかどう
か

【定量的指標】
団体により異なる
【定性的指標】
団体により異なる

【定量的指標】
団体ごとに異なる
【定性的指標】
外部専門家により、適切な連携
体制が取れていると判断される

【実行団体の変化② ※事業後半（2～3年目）で目指す
変化】
従来支援を実施してきた地域において、支援対象者の主
観的健康観を下げている主な要因（病気など）を生み出
す社会的要因や危機経路を特定できている

【定量的指標】
①社会的要因調査アンケート（選択項目）回答
者数（※Googleフォームなどで取得）
②社会的要因調査ヒアリング回答者数
【定性的指標】
調査結果を分析した結果、以下が同定できてい
る
①対象者の多くが抱える深刻な健康課題
②①が起きる社会的要因と危機経路図

【定量的指標】
①②なし
【定性的指標】
①②なし

【定量的指標】
①100（最低50）
②30（最低10）
【定性的指標】
①コンソ団体と連携し、複数が
同定できている
②コンソ団体と連携し、①のそ
れぞれに対し「危機経路図」が
作成できている
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【資金分配団体の変化② ※事業後半（2～3年目）で目
指す変化】
本事業の成果に関するインパクト評価（実行団体実施）
を含む成果をとりまとめ、「健康格差白書（仮）」にま
とめ、国内の関係省庁や機関に対策法について提言でき
ている。また、英訳した白書を世界の医療団ネットワー
クを通じ、WHO（世界保健機関）を含む国際社会に対し
発信できている

【定性的指標】
①すべての実行団体が、それぞれの取り組みの
成果（以下を含む）をまとめている
・事業によるアウトプット（支援対象人数な
ど）
・事業によるアウトカム（対象者や地域の変
化）
・健康格差の主な要因（病気など）の背景にあ
る社会的要因および経路図
・経路に共通する社会的要因への対策の提案
②①をとりまとめ、外部専門家の評価や国際的
な状況の違いなども加えた「健康格差白書
（仮）」の作成の有無
③作成した白書がリソースとして活用されてい
るかどうか

【定性的指標】
①まとめられていない
②作成できていない
③活用されていない

【定性的指標】
①すべての団体が成果をまとめ
ている
②作成できている
③メディア等で記事として取り
上げられていたり、白書を基に
した新しい取り組みや政策変更
の動きが始まっている

(3)-1 活動：資金支援 ※資金分配団体入力項目 時期
【0年目】※事業準備期間公募への応募・資金提供契約の締結 

※公募・審査への応募・事業案の作成、事前評価、事業計画書・資金計画書の作成・資金分配団体による審査・視察などへの対応 2024年11月～12月

事前評価の実施
※資金分配団体が実施する事前評価合宿（事前評価方法のレクチャー及びロジックモデルの作成）への参加
※活動地域における対象者の数、活動地域における対象者の主観的健康観の低下につながる主要な原因（病気、精神的不調など） ※活動地域における対象者へのリーチに適した活動（ア
ウトリーチ活動・定期イベントの内容など）の検討

2025年4月～9月

支援連携体制の構築
※事務局の設置、拠点の準備、連携団体との定期連絡会、支援要請があった場合の対応フローの構築
※連携コーディネート担当者による、業務理解を目的としたOJT実施（各団体の直接支援現場において、支援者として1～2か月活動する）

2025年4月～9月

※資金提供契約の締結・採択後の事業計画・資金提供契約の修正・資金分配団体との資金提供契約の締結 2025年3月

※主担当者（コーディネーター候補）の確保・採用活動／配置転換による主担当者のアサイン ～2025年月

【1年目】※事前調査～支援実施時期体制整備・事前評価・連携支援実施・プレ調査準備等
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支援対象者へのリーチ活動の準備
※リーチ活動に必要な物資の準備、周知活動など

2025年4月～9月

「社会的要因・経路調査」（プレ調査）の実施
※主に、本事業開始前から支援していたなど、関係性のある対象者向けへの聞き取り調査の実施

2025年8月～2026年3月

【2年目】※支援・調査の本格実施
支援本格実施／本調査開始／中間評価・プレ調査準備等

支援活動の本格実施
※リーチ活動の定期的な実施
※リーチできた対象者へのワンストップ包括支援の実施
※定期的な連携団体同士の連絡会等の開催

2026年4月～2027年3月

支援活動の開始
※リーチ活動の定期的な実施
※リーチできた対象者へのワンストップ包括支援の実施

2025年10月～2026年3月

調査に向けた合宿（包括支援に関する研修も含む）への参加
※「社会的要因・経路調査」プレ調査に向けた説明・研修に参加（ヒアリング調査の評価設問／質問方法／データ管理体制の構築法など）
※支援者に対する包括支援に関する研修／事例共有会への参加

2025年6月

「社会的要因・経路調査」（プレ調査）に向けた準備
※ヒアリング対象者の設定、データ管理体制の構築など

2025年6月～2026年8月

事業継続化に向けた検討
※事業継続の目的の設定
※事業継続の目的を元にした本事業終了後の連携体制の設定、必要資金の算出、それに合わせた資金調達法の検討

2026年4月～2027年3月

健康格差シンポジウム（仮）への参加
※事業の中間報告（事例報告や現状のアウトプット、作成した社会的要因経路図などの紹介）

2027年3月

【3年目】※支援・調査の実施継続／事後評価の実施
支援継続／本調査継続／本事業後の継続化施策の実施／事後評価の実施／健康格差白書（仮）の作成

「社会的要因・経路調査」（本調査）に向けた準備合宿への参加
※プレ調査の結果の分析、それをもとにした調査法の再設計、実施面での課題と修正点の確認
※支援者に対する包括支援に関する研修／事例共有会も実施

2026年4月

「社会的要因・経路調査」（本調査）の実施
※支援対象者への聞き取り・アンケート調査の実施
※社会要因調査の分析をもとにした、支援の質向上の実施

2026年5月～2027年3月

中間評価の実施
※本調査結果をもとにした、健康課題の原因となる社会的要因および経路図の作成
※経路図をもとにした事業計画の修正・検討（支援対象者像、支援内容、対象者数、連携体制が適切であるかの検討）
※他地域で活動している実行団体同士の視察・学びあい ※中間評価合宿は2027年1月を予定

2026年10月～2027年3月
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事後評価の実施
※本調査結果をもとにした、健康課題の原因となる社会的要因および経路図の作成（各団体が主領域としている対象者属性に特有の社会的要因の特定）
※経路図をもとにした事業計画の修正・検討（支援対象者像、支援内容、対象者数、連携体制が適切であるかの検討）
※他地域で活動している実行団体同士の視察・学びあい

2027年10月～2028年2月

事業継続化策の実施
※事業継続の目的を元にした本事業終了後の連携体制に資金が必要な場合、それに合わせた資金調達法の実施

2027年4月～2028年3月

健康格差白書（仮）の作成（事業報告書・事後評価報告書の作成・提出を含む）
※JANPIA指定の事業報告書、事後評価報告書の作成
※上記を基にした健康格差白書（仮）の自団体部分の執筆

2027年12月～2028年2月

支援活動の継続
※リーチ活動の定期的な実施
※リーチできた対象者へのワンストップ包括支援の実施
※定期的な連携団体同士の連絡会等の開催

2027年4月～2028年3月

「社会的要因・経路調査」（本調査）の継続
※支援対象者への聞き取り・アンケート調査の実施

2027年4月～2028年3月

事後評価前合宿（主に調査に関するもの）への参加
※本調査の結果の追加分析、それを基にした社会的要因・経路図の再作成・実施面での課題と修正点の確認
※白書とりまとめ内容の確認

2028年1月

健康格差シンポジウム（仮）への参加
※事業の最終報告（事例報告や最終アウトカム（インパクト）、作成した社会的要因経路図などの紹介）

2028年3月
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※審査により実行団体を決定
・書類審査、現地面談、プレゼン審査の実施（資金分配団体により3段階の審査を経て、諮問委員会に推薦する団体を決定）
・外部諮問委員の任命
・諮問委員会の実施（資金分配団体により推薦された団体から、委員会として推薦する団体を決定）※これまでの審査で不通過となった団体の団体名・事業情報も共有する
・諮問委員会の推薦を経て、資金分配団体同士で作る協議会にて最終の実行団体を決定

2024年12月～2025年2月

※評価計画の策定
・3年間の評価計画を策定（評価体制の構築、評価予算見直し、評価設問の策定）
・事前評価の実施（3年間の計画策定に必要な調査、資金分配団体評価担当者／専門家ワークショップなど）

2024年12月～2025年3月

【1年目】※事前調査～支援実施時期〇実行団体の体制整備・事前評価・連携支援実施支援〇専門家と連携した調査設計・実行団体に対する調査研修の実施

(3)-2 活動：組織基盤強化・環境整備：非資金的支援 時期
【0年目】※事業準備期間公募要領の作成・事前評価の実施、公募の実施・審査など

※公募要領作成、公募の実施
・公募要領作成に必要な事前調査の実施（資金分配団体担当者によるワークショップ・ヒアリング調査など）
・公募要領の作成／事業LPの公開・広報
・公募説明会の実施・Q＆Aの公開

2024年10月～12月

支援活動の開始支援
※リーチ活動の定期的な実施支援
※リーチできた対象者へのワンストップ包括支援の実施支援

2025年10月～2026年3月

「社会的要因・経路調査」の設計（調査計画の作成）
※専門家と協働し、社会要因・経路調査の調査計画を作成（以下の要素を含む）
①実行団体ごとのヒアリング目標数 ②調査設問の作成（健康の社会的決定要因として指摘されている項目を網羅的に収集した質問票を想定） ③分析方法の決定
④①～③に基づく実行団体の担当者への研修内容の作成 ⑤実行団体の担当者への研修会の実施（複数回） ⑥個人情報保護体制の整備

2024年12月～2025年6月

包括支援・調査に関する研修合宿の実施
※支援者に対する包括支援に関する研修／事例共有会の実施
※プレ調査に向けた説明・研修を実施（ヒアリング調査の評価設問／質問方法／データ管理体制の構築法など）

2025年6月

事前評価の実施支援 および資金分配団体としての事前評価の実施
※事前評価合宿（事前評価方法のレクチャー及びロジックモデルの作成、社会要因調査法の研修）の実施 ※6月実施予定
※活動地域における対象者の数、活動地域における対象者の主観的健康観の低下につながる主要な原因（病気、精神的不調など） ※活動地域における対象者へのリーチに適した活動（炊
き出し会、カフェなど）の検討支援

2025年4月～9月

支援連携体制の構築支援
※事務局の設置、拠点の準備、連携団体との定期連絡会、支援要請があった場合の対応フローの構築支援
※連携コーディネーターへの研修の実施（医療や生活困窮者支援に関する制度理解、定期イベントの開催法等）

2025年4月～9月

支援対象者へのリーチ活動の準備支援
※リーチ活動に必要な物資の準備、周知活動などの支援

2025年4月～9月
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支援活動の本格実施支援
※リーチ活動の定期的な実施
※リーチできた対象者へのワンストップ包括支援の実施
※定期的な連携団体同士の連絡会等の開催

2026年4月～2027年3月

「社会的要因・経路調査」（本調査）に向けた準備合宿の実施
※プレ調査の結果の分析、それをもとにした調査法の再設計、実施面での課題と修正点の確認
※支援者に対する包括支援に関する研修／事例共有会も実施

2026年4月

「社会的要因・経路調査」（本調査）の実施支援支援
※支援対象者への聞き取り・アンケート調査の実施
※社会要因調査の分析をもとにした、支援の質向上支援

2026年5月～2027年3月

「社会的要因・経路調査」（プレ調査）に向けた準備支援
※ヒアリング対象者の設定、データ管理体制の構築支援など

2025年10月～2026年3月

「社会的要因・経路調査」（プレ調査）の実施支援
※主に、本事業開始前から支援していたなど、関係性のある対象者向けへの聞き取り調査の実施支援

2025年10月～2026年3月

【2年目】※支援・調査の本格実施支援
支援本格実施支援／本調査開始支援／中間評価・「社会要因・経路図」作成支援

【3年目】※支援・調査の実施継続／事後評価の実施支援
支援継続／本調査継続／本事業後の継続化施策の実施／事後評価の実施／健康格差白書（仮）の作成

支援活動の継続支援
※リーチ活動の定期的な実施
※リーチできた対象者へのワンストップ包括支援の実施
※定期的な連携団体同士の連絡会等の開催

2027年4月～2028年3月

中間評価の実施支援・資金分配団体としての中間報告書作成
※本調査結果をもとにした、健康課題の原因となる社会的要因および経路図の作成
※経路図をもとにした事業計画の修正・検討（支援対象者像、支援内容、対象者数、連携体制が適切であるかの検討）
※他地域で活動している実行団体同士の視察・学びあい（中間評価合宿は2027年1月に実施）

2026年10月～2027年3月

事業継続化に向けた検討支援
※事業継続の目的の設定
※事業継続の目的を元にした本事業終了後の連携体制の設定、必要資金の算出、それに合わせた資金調達法の検討

2026年4月～2027年3月

健康格差シンポジウム（仮）の実施
※事業の中間報告（事例報告や現状のアウトプット、作成した社会的要因経路図などの紹介）
※専門家、厚労省（健康格差対策）、内閣府（孤立孤独）、自治体などの担当者を招致

2027年3月





Ⅵ.出口戦略・持続可能性について 助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。

398/400字

371/400字

Ⅶ.関連する主な実績
(1)助成事業の実績と成果 795/800字

資金分配団体

①事業継続について
「世界の医療団」は健康格差の解消を団体のミッションに掲げており、本事業終了後も活動を継続する。
②本事業の出口戦略
「事業成果を関係者が広く参照できるリソースとして残す」ことと、「多様な団体のハブとなる人材の育成」を重視する。
現状、生活困窮者の健康格差への支援が不十分な背景には「課題構造の不透明さ」があるが、過去の調査は「高齢者」に対するものが主になって
きた。今回、事業中にアカデミアと連携して「生活困窮者の健康格差の社会的要因調査」を行うが、その内容を「健康格差白書（仮）」にまとめ
広く発信することで、今後の行政・民間支援の活性化につなげることを目指す。
また本事業では、かねてより不足が指摘される「地域団体のハブ人材」（連携コーディネーター）の育成を目的のひとつに置くが、本事業により
人材が育成されることで、地域における民間支援体制に今後、長く影響を遺すことが出来る。

実行団体

①事業継続について
本事業は実行団体に、地域でもともと支援団体として活動している団体を想定しており、連携体制の構築やコーディネーターの育成を目的として
いる。本事業の資金的・非資金的支援が終わったとしても、整備された連携体制やコーディネーターの知見は事業後も活用可能であり、事業終了
により対象者への支援が止まる懸念は少ない。
②継続策を見据えた資金計画と調達実行
一方で連携体制の維持（定期的な連絡会の実施など）については、一定の費用が掛かるとも考えられる。事業期間中の早い段階から、本事業で得
られた有形・無形の資産をどのように活かしていくのか、何が満たされたら連携体制として意義があったと考えるかについて検討を実施し、それ
に定期的な資金が必要な場合、その資金計画を立て、CF・地域賛助会員・行政事業など適切な資金調達法を検討し、実現を目指す。

【幹事団体：世界の医療団】
過去、資金助成に関しては経験がない。一方で、災害支援等の際に現地団体への伴走支援の実績や、休眠預金活用事業への「実行団体」としての参画の実績を持つ。
・災害支援 2024年 能登半島地震の際に、現地団体への資金提供・伴走支援を実施し、被災した技能実習生に対する医療支援を実施
・2020年度 休眠預金活用事業「新型コロナウイルス対応緊急支援事業（資金分配団体：READYFOR）」において、（2）に記載する「ハウジングファースト東京プロジェクト」において実行
団体として事業を実施。
新型コロナ予防キットの作成・配布・感染予防啓発および行政と連携した路上生活者への新型コロナワクチン接種会などを実施した。

【構成団体：READYFOR】
資金助成事業実績：これまで、のべ369団体に対し総額19億9,096万5,869円の資金助成。
①新型コロナウイルス感染症：感染拡大防止基金（2020年4月～）助成数165 総額87,2491,000円
②新型コロナウイルス感染症：いのちとこころを守るSOS基金（2021年1月～）助成数34 総額72,922,377円
③花王株式会社、株式会社NTTドコモ、株式会社電通の3社、流通企業20社による「お買いいもの～It’s Shopping for Good.～プロジェクト」（2023年9月）分配数8 総額¥26,194,306円
④Unipos「SDGsプラン」（2020年2月～2024年5月現在）分配数25 累計総額20,326,078円
⑤休眠預金活用事業 通常枠・緊急枠含む2020年以降の総計 助成数 127 総額1,999,032,108円（※コンソーシアム構成団体としての実施含む）
（なお休眠預金活用事業に関して、既に終了した事業は全て、事業計画時に想定したアウトカム・アウトプット指標を達成している）





Ⅷ.実行団体の募集

200/200字

195/200字

197/200字

Ⅸ.事業実施体制
196/200字

名

名
197/200字

(1)採択予定実行団体数
全国5団体
（注）本事業はコンソーシアム申請を推奨しており、各コンソーシアムの組成団体数により、総団体数は5～20程度まで変わりうる
※コンソーシアムが平均3団体で構成されていた場合は、総団体数は5×3=15団体となる

(2)実行団体のイメージ

「生活困窮者」を支援する活動を行っている民間公益団体
※生活困窮者とは「経済的に困窮するなどして生活に支援が必要な人」とし、いわゆる「相対的貧困層」を想定する
※生活困窮層を多く含む領域の専門支援団体（例：ひとり親支援団体）も対象に含む

【優先条件について】
※同一地域で活動する、専門性の異なる複数の団体によるコンソ―シアム申請を優先する
※社会調査の実績や専門家との連携体制を持つ団体を優先する

(3)1実行団体当り助成金額

1実行団体あたり、年間1300～1600万円程度（3年間で3000～5000万円程度）
※1団体あたりの金額はコンソ構成団体数により変動するが、平均では年間1400万円程度を想定（「ハウジングファースト東京」実施の際の平均支出額（年間
1500万円程度）より推定）
※資金使途の例：人件費、直接支援費、外部委託費（原稿、ウェブ更新等）、拠点家賃（光熱費含む）、車両費（維持費・燃料費）など

(4)案件発掘の工夫

・幹事団体「世界の医療団」は、数少ない民間の医療支援を専業とする団体として、関連団体にネットワークを持っており本事業への参加を呼び掛けることが出
来る。
・構成団体「READYFOR」は、2万件を超えるクラウドファンディング利用団体との連絡手段があり、生活困窮支援領域の団体（ひとり親、困窮子育て、在留外
国人など）に広く周知できる。また、過去休眠事業での200を超える助成団体に対しても周知する。

(1)事業実施体制、メンバー
構成と各メンバーの役割

・世界の医療団は幹事団体として、事業全体の統括の他、自団体の過去事業の知見を活かし、地域連携体制の構築やコーディネーター育成を担当する
・READYFORは休眠事業の豊富な経験を活かし、事業PM、事業評価、団体基盤強化、経費精算含む運営全般を主導するほか、社会要因調査の主担当としてアカ
デミア（開智国際大学、帝京大学）と連携して実施する。
※体制面は事業計画書補足資料・資金計画書も参照下さい

(2)本事業のプログラム・オ
フィサーの配置予定

※資金分配団体用

人数 内訳 他事業との兼務 左記で「(兼務)予定あり」の場合、業務比率想定を記載
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(3)ガバナンス・
コンプライアンス体制

世界の医療団は、国際協力NGOセンターJANICよりASC2021認証マークの発行に加え、年次で有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、内部統制を実施。
READYFORは社内弁護士を含む法務部を設置し上場企業に準拠したガバナンス体制を敷いている。個人情報管理についてISMSの国際規格および国内規格の認証
を取得。
※両団体とも休眠預金事業が求める定款・規程類の整備／公開準備を完了している。

(4)コンソーシアム利用有無 あり

名

新規採用人数
(予定も含む)

2 予定あり(詳細は右記のとおり)

・世界の医療団：サブPOとして50-60％程度の兼業を想定
・READYFOR：メインPOとして50程度の兼業を想定（採用は決定済み。採択な
らずの際は別業務従事）
詳細は資金計画書の按分率をご参照ください

既存PO人数 予定あり(詳細は右記のとおり)

・世界の医療団：メインPOは他兼業20％程度、サブPOは50-60％程度の兼業を
想定
・READYFOR：メインPOは他兼業50％程度、サブPOは60-80％程度の兼業を想
定
詳細は資金計画書の按分率をご参照ください



 

資金計画書 バージョン
（契約締結・更新回数）

1

資金分配団体
2024/11/01 2028/03/31

事業名
団体名
事業名
団体名

プログラムオフィサー関連経費
評価関連経費

289,602,728

「命の格差」を埋める：生活困窮者の「健康格差」の解消を目指
特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン（世界

19,269,520

助成金

246,669,674

210,000,000
36,669,674

11,769,520
7,500,000

23,663,534

合計

申請団体
事業期間

資金分配団体

実行団体

事業費

資金分配団体用

実行団体への助成

実行団体用

管理的経費

～



 

資金計画書資料　①助成概要

1. 事業費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

4,502,878 81,000,376 80,660,245 80,506,175 246,669,674
70,000,000 70,000,000 70,000,000 210,000,000

4,502,878 11,000,376 10,660,245 10,506,175 36,669,674

2. プログラム・オフィサー関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

3,190,041 6,757,831 6,757,831 6,957,831 23,663,534
2,055,000 4,932,000 4,932,000 4,932,000 16,851,000
1,135,041 1,825,831 1,825,831 2,025,831 6,812,534

3. 評価関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

703,600 6,088,640 6,088,640 6,388,640 19,269,520
703,600 3,588,640 3,588,640 3,888,640 11,769,520

2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000

4. 合計 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

8,396,519 93,846,847 93,506,716 93,852,646 289,602,728助成金計(A+B+C)

その他経費

管理的経費

プログラム・オフィサー関連経費 (B)

実行団体用

プログラム・オフィサー人件費等

事業費 (A)

評価関連経費 (C)
資金分配団体用

実行団体への助成
－



 

資金計画書資料　②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 98.8% FALSE

【参考】年度別の助成金による補助率(A/(A+D))
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

補助率 93% 99% 99% 99%
366,300 879,120 879,120 879,120

(2)自己資金・民間資金からの支出予定
自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

年度 予定額[円] 調達方法 調達確度

2024年度 366,300 内部留保 B:内諾済

2025年度 879,120 内部留保 B:内諾済

2026年度 879,120 内部留保 B:内諾済

2027年度 879,120 内部留保 B:内諾済

特例申請対象

特例申請について
事業費のうち自己資金・民間資金による負担を20%未満とすることを申請する場合は「自己資金に関する申請書」に理由等を明示してください。
特例申請が認められた場合でも、複数年度の事業では、最終年度の補助率は 80％以下とします。

自己資金・民間資金
合計 (D)

3,003,660

説明（調達元、使途等）

助成金による補助率
(A/(A+D))

家賃負担分として
月額 407,000 x18％ =73,260円x5か月分（18％：1.7／
9=職員9名想定、うち平均工数1.7程度を想定）

家賃負担分として
月額 407,000 x18％ =73,260円x12か月分（18％：1.7／
9=職員9名想定、うち平均工数1.7程度を想定）

家賃負担分として
月額 407,000 x18％ =73,260円x12か月分（18％：1.7／
9=職員9名想定、うち平均工数1.7程度を想定）

家賃負担分として
月額 407,000 x18％ =73,260円x12か月分（18％：1.7／
9=職員9名想定、うち平均工数1.7程度を想定）
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実行団体 C

コンソーシアムモデルA（単独型）で実施予定

実⾏団体A 実⾏団体B 実行団体 C

事業実施‧成果に関する伴⾛⽀援
経理‧進捗管理‧広報など
運営業務に関する伴⾛⽀援
契約・助成金支払

コンソーシアム構成団体（2団体）
幹事団体と構成団体は業務委託契約を締結

受益者

構成団体

全ての契約‧助成⾦⽀払は
幹事団体と実⾏団体との間で実施

幹事団体

‧⽣活困窮者の包括的⽀援やリーチ活動に関する⽀援実績‧専⾨的知⾒を持つ世界の医療団を幹事団体とし、休眠預
⾦活⽤事業の運営ノウハウを持つREADYFORとコンソーシアムを形成することで、⼗分な伴⾛‧運営体制を構築する
‧世界の医療団は専⾨性を活かした包括的⽀援やリーチ活動に関する実⾏⽀援を実施。READYFORは過去の運営経験
を活かした効率的かつ安定した事業運営のほか、主な活動の⼀つの健康課題の危機経路調査などを実施する
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(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

都道府県 東京都
市区町村 港区東麻布
番地等 2-6-10麻布善波ビル2F

団体情報入力シート

団体名 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
郵便番号 106-0044

団体種別法人格 認定NPO法人 資金分配団体/活動支援団体

設立年月日 1995/3/25
法人格取得年月日 2000/10/10

電話番号 03-3585-6436

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://www.mdm.or.jp/

その他のWEBサイト
(SNS等)

https://www.facebook.com/mdmjapan/

https://x.com/mdm jp

https://www.instagram.com/mdmjapan/

代表者(1) 氏名 オスタン・ガエル・マリー・クリストフ
役職 理事長

フリガナ オスタン・ガエル・マリー・クリストフ

氏名
役職

役員数［人］ 9

代表者(2)
フリガナ

理事・取締役数［人］ 9
評議員［人］
監事/監査役・会計参与数［人］

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］

非常勤職員・従業員数［人］ 2
有給［人］ 2
無給［人］ 0

職員・従業員数［人］ 11
常勤職員・従業員数［人］ 9

有給［人］ 9
無給［人］ 0

事務局体制の備考 2024年3月末時点。上記以外に、海外事務所職員11人。





(12)過去に休眠預金事業で助成を受けた実績

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

番号

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名

申請中・申請予定又は採択された
事業名

2020年度 緊急枠 実行団体に採択
新型コロナウイルス対応緊急支援

助成



  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

事務局体制の備考

非常勤職員・従業員数［人］ 35
有給［人］ 35
無給［人］ 0

職員・従業員数［人］ 178
常勤職員・従業員数［人］ 143

有給［人］ 143
無給［人］ 0

役職

役員数［人］ 5

代表者(2)
フリガナ

理事・取締役数［人］ 3
評議員［人］ 0
監事/監査役・会計参与数［人］ 2

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 0

都道府県
市区町村
番地等

代表者(1) 氏名
役職

フリガナ

氏名

設立年月日
法人格取得年月日

電話番号

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト

その他のWEBサイト
(SNS等)

2011/03/29
2014/07/01

050-1746-9680

https://corp.readyfor.jp/
https://fund.readyfor.jp/

団体情報入力シート

団体名
郵便番号

団体種別法人格 株式会社（有限会社を含む）

米良 はるか
代表取締役 CEO

メラ ハルカ

樋浦 直樹
代表取締役 COO

ヒウラ ナオキ

資金分配団体/活動支援団体

東京都
千代田区
一番町8 住友不動産一番町ビル 7階

READYFOR株式会社
102-0082





(11)助成を受けた実績

(12)過去に休眠預金事業で助成を受けた実績

0

0

0
0
0

申請中・申請予定又は採択された
事業名

助成を受けた事業の実績内容

・新型コロナウイルス感染症：拡大防止活動基金（助成金額1,000万
円）
・新型コロナウイルス感染症：いのちとこころを守るSOS基金（助成金
額1,000万円）

番号

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名

助成した事業の実績内容

2023年度には64団体に対し総額9億8,830万1,133円の助成を実施した。
①花王株式会社、株式会社NTTドコモ、株式会社電通の3社、流通企業
20社による「お買いいもの～It’s Shopping for Good.～プロジェクト」
（2023年9月）分配数8 総額¥26,194,306円
②Unipos「SDGsプラン」（2020年2月～2024年5月現在）分配数25 累
計総額20,326,078円
③休眠預金活用事業 通常枠「「創造性」の格差を埋める～イノベー
ション人材となる機会を、すべての子どもに～」（2023年8月～）助成
数6 総額225,803,437円
④休眠預金活用事業 新型コロナ及び原油価格・物価高騰対応支援枠
「コロナ物価高で増える「虐待」を防ぐ 緊急居場所支援事業」（2023
年8月～）助成数11 総額250,000,000円
⑤休眠預金活用事業 新型コロナ及び原油価格・物価高騰対応支援枠
「孤立孤独／生活苦を抱える若者への緊急支援事業」（2023年8月～）
助成数7 総額206,784,543円
⑥休眠預金活用事業 通常枠「発達障害支援の「質の向上」を目指す地
域ネットワーク構築事業」（2024年5月～）助成数7 総額259,192,769円
（※③～⑥はいずれもコンソーシアム構成団体として実施）

今までに助成を受けて行っている事業の実績 あり



0
0
0
0
0
0
0
0
0
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※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン 記入箇所チェック 記入完了

団体名：
「命の格差」を埋める：生活困窮者の「健康格差」の解消を目指す地域包括支援ネットワーク事
業

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第14条

公募申請時に提出 定款 第14条

公募申請時に提出 定款 第14条

公募申請時に提出 定款 第14条

公募申請時に提出 定款 第14条

公募申請時に提出 定款 第14条

公募申請時に提出 定款 第14条

公募申請時に提出 Board Best Practices & Minimum Standards 10

. . .

公募申請時に提出 Board Best Practices & Minimum Standards 14

公募申請時に提出 Board Best Practices & Minimum Standards 14

. . .

公募申請時に提出 定款 第7条4,5項

公募申請時に提出 定款 第7条5項

公募申請時に提出 定款 第7条

公募申請時に提出 定款 第7条6項

公募申請時に提出 定款 第7条4,5項

公募申請時に提出 定款 第7条10項

公募申請時に提出 定款 第7条

公募申請時に提出 Board Best Practices & Minimum Standards 10

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 定款 第8条

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 第10条

. . .

公募申請時に提出 定款 第12条

公募申請時に提出 定款 第7条12項

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定
されていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

役員及び評議員の報
酬等並びに費用に関す
る規程（２）報酬の支払い方法

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数
の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

定款
（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の
総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という
内容を含んでいること

（１）開催時期・頻度

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」と
いう内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する
除外規定は必須としないこととします。

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いします。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目



⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 JANIC憲章, Code of Conduct Code of Conduct 1

公募申請時に提出 就業規則 第5章 28条⑥、㉑

公募申請時に提出 就業規則 第5章 28条⑩

公募申請時に提出 就業規則 第5章 28条

公募申請時に提出 就業規則 第5章 28条⑥、㉑

公募申請時に提出 ハラスメント防止規定, Code of Conduct 規定全部、Code of Conduct p.5

公募申請時に提出 NPO法に基づいて活動
第10,28,29条

公募申請時に提出 個人情報管理規定 第１条に規定の目的が明記

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

公募申請時に提出 Code of Conduct 4　commitment

公募申請時に提出 Code of Conduct 4　commitment

公募申請時に提出 Code of Conduct 4　commitment

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

公募申請時に提出 Compliance officer/ MdM Network TOR

公募申請時に提出 Compliance focal point ネットワークに報告

公募申請時に提出 JANIC 憲章、ハラスメント規定
JANIC 憲章５、
ハラスメント規定12-14条

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

公募申請時に提出 ハラスメント規定 第３条

公募申請時に提出 ハラスメント規定 第10,11条

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

公募申請時に提出 定款 第８条

公募申請時に提出 定款 第８条

公募申請時に提出 定款 第７条３項、第８条

公募申請時に提出 定款 第７条３項、第８条

. . .

公募申請時に提出 賃金規定 第3,4,5章

公募申請時に提出 賃金規定 第2章

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 定款 定款８条

公募申請時に提出 就業規則 第27条,28条

公募申請時に提出
特定非営利活動法人促進法に係る諸手続き
の手引き

法人規第59条

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 公募申請時に提出

NPO法人ガイドブック（東京都）及び内閣府の５
号基準により1~4は一般閲覧可能,　それ以外
はリクエストにより検討する

定款

第5章　情報公開

定款第14条

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 BCP 計画 1

公募申請時に提出 BCP 計画 2

公募申請時に提出 BCP 計画 3

公募申請時に提出 BCP 計画 3

⚫ 経理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 MdMJ会計手引き、認定会計処理について
手引き（財務プロセスについて　p.10)

会計処理について１、２、

公募申請時に提出 MdMJ会計手引き、認定会計処理について

手引き（財務プロセスについて　p.10)

会計処理について１、２会計処理について１、
２

公募申請時に提出 MdMJ会計手引き、認定会計処理について
会計処理について１、２、手引き（財務プロセス
について　p.9)

公募申請時に提出 MdMJ会計手引き、認定会計処理について 会計処理について１、２

公募申請時に提出 MdMJ会計手引き、認定会計処理について 手引き　p.9

公募申請時に提出 MdMJ会計手引き、定款
会計処理について１、２

定款第７条

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

（４）緊急事態対応の手順

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防
ぐ措置」について具体的に示すこと

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、
特別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織に
おいて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が
設置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を
公表する」という内容を含んでいること

（１）基本的人権の尊重

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える
行為を行わない」という内容を含んでいること

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（６）ハラスメントの防止



公募申請時に提出 BPMS, 定款
BPMS 18
定款第７条

（７）決算
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※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 自殺ハイリスク領域におけるゲートキーパー育成＆アウトリーチ支援事業 記入箇所チェック 記入完了

団体名： READYFOR株式会社

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている。

確認が必要です。E列に
未記入があります。

記入完了 確認が必要です。G列に未記
入があるか、提出時期と整合
していません。（E列が「内定
後提出」「提出不要」の場合
は空欄にしてください）

(参考)JANPIAの規程
類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第22条

公募申請時に提出 定款 第23条

公募申請時に提出 定款 第23条

公募申請時に提出 定款 第23条

公募申請時に提出 定款 第43条

公募申請時に提出 定款 第24条

公募申請時に提出 定款 第43条

. . .

役員名簿で確認できる通り、現状、取締役構
成はこの点を満たしている

役員名簿で確認できる通り、現状、取締役構
成はこの点を満たしている

. . .

公募申請時に提出 取締役会規程 第3条

公募申請時に提出 取締役会規程 第4条

公募申請時に提出 取締役会規程 第4条

公募申請時に提出 取締役会規程 第5条

公募申請時に提出 取締役会規程 第9条、第1 決議事項

公募申請時に提出 取締役会規程 第7条

公募申請時に提出 取締役会規程 第11条

公募申請時に提出 取締役会規程 第7条

. . .

理事の職務権限規程
（理事会を設置しておらず、該当する規程等は
ない）

⚫ 監査役の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 監査役監査基準
第2条、第5章 業務監査、
第6章 会計監査、第9章
監査の報告

. . .

公募申請時に提出 役員報酬規程
第2条、第4条、第5条、第
6条

公募申請時に提出 役員報酬規程 第9条

定款

（２）取締役の構成
「他の同一の団体の取締役である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある取締役の合計数が、取締
役の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

【参考】JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担
が規定されていること

監査役の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監査役を設置していない場合は、株主総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

（１）役員（置いている場合にのみ）の報酬の額 役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程（２）報酬の支払い方法

　規程類必須項目確認書（株式会社）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、株式会社を想定したものです。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

規程類に含める必須項目

⚫ 株主総会の運営に関する規程

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

⚫ 取締役の構成に関する規程　※取締役会を設置していない場合は不要です。

⚫ 取締役の職務権限に関する規程

⚫ 役員の報酬等に関する規程

（１）開催時期・頻度

（１）取締役の構成
「各取締役について、当該取締役及びその配偶者又は３親等内の親族等である取締役の合計数が、取締役
の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 取締役会の運営に関する規程　※取締役会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「取締役会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する取締役を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること



⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 企業倫理規程 第16条

公募申請時に提出 企業倫理規程 第3条

公募申請時に提出 企業倫理規程 第3条

公募申請時に提出 監査役監査基準 第22条

公募申請時に提出 企業倫理規程 第3条

公募申請時に提出 企業倫理規程 第6条

公募申請時に提出
休眠預金等活用における指定分配団体として
の業務マニュアル

第7条

公募申請時に提出 個人情報保護規程
第6条をはじめとする全条
項

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

公募申請時に提出
①企業倫理規程
②定款

①第3条
②第43条

公募申請時に提出
①企業倫理規程
②定款

①第3条
②第43条

公募申請時に提出

①企業倫理規程
②定款
③休眠預金等活用における指定分配団体とし
ての業務マニュアル

①第3条
②第43条
③第4条、第5条

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第3条

公募申請時に提出
①コンプライアンス規程
②休眠預金等活用における指定分配団体とし
ての業務マニュアル

①第3条
②第6条

公募申請時に提出
①企業倫理規程
②休眠預金等活用における指定分配団体とし
ての業務マニュアル

①第4条
②第7条

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

公募申請時に提出 内部通報規程 第3条

公募申請時に提出 内部通報規程 第14条

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

公募申請時に提出
①業務分掌規程
②休眠預金等活用における指定分配団体とし
ての業務マニュアル

①第2条
②第8条

公募申請時に提出
①定款
②取締役会規程（理事会は設置していないが
代替として取締役会規程を提出する）

①第4条
②第12条

公募申請時に提出 業務分掌規程 第2条

公募申請時に提出
取締役会規程（理事会は設置していないが代
替として取締役会規程を提出する）

第7条、第9条、第11条、
別表

. . .

公募申請時に提出 給与規程 第2章 給与、第4章 賞与

公募申請時に提出 給与規程 4〜15条

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出
取締役会規程（理事会は設置していないが代
替として取締役会規程を提出する）

第7条、第9条、第11条、
別表

公募申請時に提出 文書管理規程 第5条

公募申請時に提出 文書管理規程 別表

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 公募申請時に提出
休眠預金等活用における指定分配団体として
の業務マニュアル

第7条

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 第7〜9条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第3条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第7〜9条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第7〜9条、第11条

⚫ 経理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 経理規程 第37条

公募申請時に提出 経理規程 第3条

公募申請時に提出 経理規程 第12条

（１）区分経理

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）緊急事態対応の手順

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

以下の１.～３.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、キャッシュフロー計算書
３. 取締役会、株主総会の議事録（休眠預金活用事業に係る部分）

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、役職員、その他の事業協力団体の関係者に対し、特別の利益を与えないもの
である」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（１）基本的人権の尊重

・倫理規程
・ハラスメントの防止に関
する規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（６）情報開示及び説明責任

（７）個人情報の保護

（６）ハラスメントの防止

⚫ 職員の給与等に関する規程



公募申請時に提出 経理規程 第7章

公募申請時に提出 経理規程 第2章

公募申請時に提出 経理規程 第6条

公募申請時に提出 経理規程 第8章

経理規程（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算
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特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン 

定  款 

 

前文 

本団体は、特定非営利活動促進法の条項のもとに設立される。 

 

本団体は、人道的、非宗教的、及び非営利組織であり、人間の尊厳の尊重及び擁護に価値を置く。

本団体は、１９８０年に設立されたフランスのメドゥサン・デュ・モンドと提携関係にある。 

 

本団体は、人々の健康及び人間の尊厳に対する危機又は脅威を阻止するため、それらを明示す

る。 

 

本団体は、その会員が人道的活動を行うにあたって発見したこと、特に医療の利用を妨げる障害

の証人となり、その行動を通して人権に対する侵害を公に非難する。 

 

第１条  （名称） 

本団体は、「特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン」と称し、欧文名称を

「Médecins du Monde Japon」とする。 

 

第２条 （目的） 

本団体は、自然災害、集団惨禍、及び交戦状態の結果、危機又は社会からの排除に直面する世界

中の弱者を支援し、より一般的には、肉体的又は精神的苦痛に直面する世界及び日本の人々の救

援を行うことを目的とする。 

 

第３条 （活動の種類及び事業） 

本団体は、特定非営利活動促進法第２条の別表１号保健、医療又は福祉の増進を図る活動、同６

号災害救援活動、及び同９号国際協力の活動に該当する活動を行い、その目的を達成するため次

の事業を行う。 

 

（a）医師、他の医療専門家及び組織される使節団の目的に必要な技能を有するその他の人を、

出動させる。 

（b）災難下の人々のために、できるだけ迅速に、適切な効率性、技術、及び責任をもって救援

を行うための、あらゆる人的又は自然の資源を動員する。 

（c）本団体の目的達成を促進するためのあらゆる国家的又は国際的支援を求める。 

（d）災難下の人々の救援活動において、国及び地域の政府並びに他の関連する国際救援機関と

協力し、共同で事業を行う。 

（e）援助を必要とする人々を支援するため、世界のあらゆる地域に緊急救援隊を資力の範囲内

で派遣する。 
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（f）その他、本団体の目的を達成するために必要な事業を行う。 

 

第４条 （収益事業） 

本団体は、その目的を達成する事業に充てるため、次の収益事業を行うことができる。 

 

(a) 本団体のイメージを高める商品及びサービスに対しての商標の使用許諾。 

(b) 出版活動。 

(c) 本団体の理念に相違ない範囲で、サービスや物品の販売活動。 

 

第５条 （事務所） 

本団体は、主たる事務所を東京都港区東麻布 2丁目 6番 10号に置く。 

 

第６条 （財源） 

本定款第２条に定める目的を達成するため、本団体は、資金を借り、調達し、並びに、財政援助、

寄付金、補助金、献金、会員による会費、及び金品の遺贈を、適切であると考えられる、あらゆ

る政府機関、国際機関、又は地方機関等を含む、合法的ないかなる公的又は私的財源からも、勧

誘し、受領する機能を有する。 

 

収益事業の会計は、特別の会計として経理される。 

 

第７条 （理事会） 

 

１．権能 

本団体の業務執行及び財産管理は理事会がその権限を有する。 

理事会は、収益及び会員による会費とともに事業計画及び予算の決定、必要な職員及びその他人

員の雇用、出費の承認、並びに本団体の目的達成に必要なすべての手段をとる全権限を有する。 

 

２．数、選任及び任期 

本団体の理事会は、本団体の総会において選任される７名以上の理事から構成される。本団体の

設立当初の理事は、別紙役員名簿のとおりとする。 

 

すべての理事の任期は２年とし、再任されることができる。 

 

補欠による理事の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

設立当初の理事の任期は、本団体の設立登記の日から最初の通常総会終結の時までとする。 

 

３．理事長 
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理事会は、理事の中から１名以上の代表理事を任命し、代表理事の中から１名の理事長を任命す

る。理事長は本団体の最高運営責任者として、その職務に必要かつ適当な、あらゆる権限を有す

る。理事長は、常に理事会の議長をつとめ、理事会のすべての会議を主宰する。 

 

理事長は、本団体の名のもとに、及び本団体を代表して、抵当権の設定、契約、その他の法律文

書に署名する。ただし、理事会が、決議によって、その権限を理事長以外の他の理事又は代理人

（特に事務局長）に賦与する場合は、その者が理事会によって与えられた範囲内で完全な権限を

有する。理事長はその権限を部分的に、みずから指名する理事又は職員に委任することができ

る。 

 

４．年次理事会 

年次理事会では、本定款第９条に定める事業報告書等の提出、 各種会員が支払う年会費の決定、

並びに年次理事会で審議するのが適当なその他の議事を審議する。年次理事会は、毎年３月３１

日以前に開催される。 

 

５．通常理事会及び特別理事会 

通常理事会は、あらゆる議事を処理し、ときに応じて、理事会の決議が定める場所及び日時に開

催される。 

 

特別理事会は、理事長が必要と認める時、又は全理事の３分の１以上の者からの書面による請求

がある時に招集され、理事会の招集通知に記載されている場所及び日時に開催される。 

 

理事会は、東京、又は理事長が定める日本国内若しくは国外のその他の場所にて開催される。 
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６．招集通知 

年次理事会及び特別理事会の招集通知は、書面、ファックス、電報又は電子メールでなすものと

し、各理事宛てに、会議の少なくとも 5日前に、書面の場合には交付、その他の場合には送付さ

れなければならない。招集通知は、招集通知免除に署名した理事、又は通知の欠缺を会議前若し

くは開始時に異議を述べずに会議に出席した理事に対してはなされる必要はない。 

 

通常理事会の招集通知はなされる必要はない。 

 

７．同意による行為 

理事会の行う必要がある、又は行うことが認められている行為は、その行為を承認する決議の採

択に、すべての理事が書面にて同意する場合は、会議なしで行うことができる。理事による決議

及びその書面による同意は、理事会の議事録に記録される。 

 

８．会議電話による会議 

いずれの理事も、人数に関係なく、会議参加者全員が、同時に、お互いの発言を聞くことができ

る、会議電話又はそれに類似した伝達機器を用いて理事会の会議に参加できる。このような方法

による参加は、本人による会議出席とみなす。 

 

９．定足数 

理事会の各会議は、理事の２分の１以上の本人又は代理人による出席をもって、議事の審議に必

要な定足数とする。定足数に満たない場合、出席した複数又は単数の理事が、その会議での告知

をもって、ときに応じて、定足数を満たす本人又は代理人による出席があるまで、会議を延期で

きる。当初招集された会議で、定足数が足りていれば審議されるはずだった議事は、そこで審議

できる。 

 

理事長が欠席のときは、理事長によって指名された理事が、会議の議長をつとめる。 

 

１０．理事会の決議 

理事会の決議は、会議に本人又は代理人によって出席したすべての理事の過半数の承諾を得て

採択する。 

 

 

 

１１．辞任又は解任 

理事は、別段の定めのない限り、いつでも辞任できる。本団体の主たる事務所に書面での辞表が

到達した段階で、辞任は効力を発する。 

 

理由がある場合、理事の選任の場合と同じ多数決及び定足数の要件に従って総 
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会の表決により、理事を解任できる。 

 

１２．報酬及び手当 

理事は、その職務のためにいかなる報酬も受領しないが、理事会の決議によって、その出席が必

要又は有用とみなされる、理事会の会議又は他の会議若しくは行事への出席にともなう交通費

の支給を受領することができる。ただし、理事が上記以外の立場で本団体に役務を提供し、それ

につき報酬を受領することを妨げるものではない。 

 

１３．議事録 

議事録には、理事会の会議の議題及び審議の結果を記録し、理事長及び会議に出席した１名以上

の理事が記名捺印又は署名する。 

 

１４．オブザーバー 

理事長は、本団体の会員及び職員に、オブザーバーとして、理事会の会議へ出席することを依頼

することができる。 

 

第８条 （役職） 

 

１．理事の職務 

理事会は、事務局長、会計役、及びその他の適当と思われる役職を、理事の中から任命できる。 

 

２．事務局長 

事務局長は、会員及びボランティアとの関係を管理するため、理事会の決定に関連するあらゆ

る職務を遂行する権限を理事会から完全かつ明示的に与えられる。 

 

 

 

 

 

３．会計役 

会計役は、理事会によって別に定められない限り、本団体の資金及び有価証券を保管する。会計

役は、すべての金銭及びその他貴重品を、理事会が指定する銀行及び口座に、 本団体の名義及

び勘定で寄託する。会計役は、理事会の命令に従って、本団体の資金から支出することができ

る。会計役は、収支に関する、完全かつ正確な計算書が維持されるようにし、理事長及び理事会

が必要とする時はいつでも、会計役として処理した業務及び本団体の財政状況についての計算

書をそれらに提出する。会計役はその権限の一部を、職員に委任することができる。 

 

４．執行役員及び職員の選任 
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理事会は、本団体の目的を遂行するために、適切と思える条件のもと、執行役員及びその他職

員を任命できる。 

 

第９条 （事業報告書等） 

毎年の年次理事会において、理事長及び会計役、又は理事の過半数によって認証された、事業

報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書が提出される。理事会が選定した独立の公認会

計士又は監査法人の監査意見を事業報告書等に添付する。事業報告書等の要約は、年次理事会

の議事録におさめられる。事業報告書等は、本団体の総会に提出され、その承認を受けたうえ、

本団体の記録に保管される。 

 

第１０条 （監事） 

 

１．人数、選任及び任期 

監事１名以上が、総会で選任される。その任期は、２年とし、再選されることができる。本団体

の設立当初の監事は、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、本団体の設立登記の日から最初

の通常総会終結の時までとする。 

 

２．権能 

監事は、以下の職務を行う。 

 

(a) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(b) 本団体の財産の状況を監査すること。 

(c) 前２号に定める監査の結果、本団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定

款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄官庁に報告

すること。 

(d) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

(e) 理事の業務執行の状況又は本団体の財産の状況について、理事会に意見を述べること。 

 

３．辞任及び解任 

監事は、別段の定めのない限り、いつでも辞任できる。本団体の主たる事務所に書面での辞表が

到達した段階で、辞任は効力を発する。 

 

理由がある場合、監事の選任の場合と同じ多数決及び定足数の要件に従って総会の表決により、

監事を解任できる。 

 

４．報酬及び手当 

監事は、いかなる報酬も受領しないが、理事会の決議によって、その出席が必要又は有用とみな

される、理事会の会議又はその他の会議若しくは行事への出席にともなう交通費を受領するこ



 7 

とができる。 

 

第１１条 （名誉委員会） 

理事会は、全理事の過半数によって採択された決議により、名誉委員会を置くことができる。名

誉委員会は、本団体の目的及び信条に関心のある１２名以下の著名な個人で構成される。 

 

理事会は、ときに応じて、名誉委員会の会員数を増減したり、名誉委員会を解散したりできる。

理事会は、その裁量により、名誉委員会の空席を補充したり、名誉委員会の会員を解任できる。 

 

名誉委員会の会員の任期は、理事会の定めるところにより２年とする。 

 

理事会は、名誉委員会によって提案された候補者の中から、名誉委員会の議長を任命することが

できる。 

 

名誉委員会は、ときに応じて、政策の作成、企画の採択、本団体の振興、又は、本団体の目的に

含まれるその他のあらゆる事項について、本団体に助言を与えたり、理事会に勧告をしたりす

る。 

 

名誉委員会は、本団体の業務執行における、理事会のいかなる権限も行使しない。 

 

第１２条  （会員） 

 本団体の会員は、以下の者から構成される。  

 

（１）設立会員とは、本団体の設立に貢献した個人で、設立会員は理事会の定める年会費を納入し

なければならない。 

 

（２）評議員とは、本団体の活動理念に賛同しかつ深く理解し、日本の国内または日本以外の地域

で行われる本団体又は日本以外のメドゥサン・デュ・モンドによって組織された人道援助活

動に参加する意思とそれを遂行する能力を持つ個人、又はその他、理事会が本団体の目的に

照らして適当と認める個人で、評議員は理事会の定める年会費を納入しなければならない。 

 

本団体においては、設立会員及び評議員をもって、特定非営利活動促進法で定められているところ

の社員とする。 

 

第１３条（入会、退会及び除名） 

 

本団体に、評議員又は会員として加入しようとする者は、加入申込書を理事会に提出し、理事会

の同意を得なければならない。理事会は、正当な理由のない限り、本定款第１２条に規定される
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基準を充足するいかなる者の入会も認めるものとし、その入会を認めないときには、理由を付

した書面をもって加入申込者に通知するものとする。加入が承認された者には、譲渡不能の会

員証明書が発行される。 

 

設立会員、評議員又は会員は、退会申込書を理事会に提出して、任意に退会することができる。

また設立会員、評議員又は会員が死亡したときも退会とみなす。 

 

設立会員、評議員又は会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決により、こ

れを除名することができる。 

（１）年会費を６ヶ月以上滞納したとき 

（２）本定款又はその他の規則に違反したとき 

（３）本団体の名誉を傷つけ、又は本団体の目的に反する行為をしたとき 

 

 

設立会員、評議員又は会員が退会した場合、既に納入された会費、寄付金はいっさい返還され

ず、本団体によってその者に発行された会員証明書は自動的に効力を失い、直ちに本団体に返

還されなければならない。 

 

第１４条 （総会） 

本団体の総会は、議決権を有する設立会員及び評議員をもって構成する。設立会員及び評議員の

議決権は平等である。 

 

本団体の総会は、毎年１回、理事会が招集し、理事会の定める場所及び日時に開催される。 

 

総会の招集通知は、会議の少なくとも１５日前に、設立会員及び評議員に対して、書面あるいは

電磁的方法で行われる。 

 

会員、名誉委員会の会員及び職員は、オブザーバーとして総会に出席できる。 

 

通常総会において、理事は、本団体の事業報告書等の承認を求め、事業計画を報告する。 

 

総会は、出席した設立会員及び評議員の過半数の表決により、定められた数の理事及び監事を選

出する。ただし、設立会員及び評議員の２分の１以上が、本人又は代理人により出席している場

合に限る。 

 

総会に出席できない設立会員又は評議員は、書面あるいは電磁的方法による表決、又は他の設立

会員又は評議員に表決を委任することができる。いかなる設立会員又は評議員も、代理人は一人

までとする。 
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総会の議事録は、本団体により作成され、本団体の記録に保管される。 

 

第１５条 （登録商標） 

「メドゥサン デュ モンド」の登録商標の使用は、使用許諾契約の規定に従って、フランスの

メドゥサン・デュ・モンドから本団体に認められている。 

 

 

 

第１６条  （定款の変更、解散及び合併） 

 

１．定款の変更 

本団体は、法律で別に要求されない限り、総会において全設立会員及び評議員の３分の２以上の

承諾を得て、本定款を変更することができる。 

 

本定款は、本団体の理事長によって認証されたのち、その写しに事務局長の証明を受け、本団体

の主たる事務所に常時保管される。 

 

２．解散 

本団体は、総会において全設立会員及び評議員の３分の２以上の承諾を得、かつ所轄庁の認証を

得たうえで解散することができる。 

 

３．合併 

本団体は、総会において全設立会員及び評議員の３分の２以上の承諾を得、かつ、所轄庁の認証

を得たうえで、合併することができる。 

 

第１７条 （公告の方法） 

本団体の公告は、官報に掲載して行う。ただし、特定非営利活動促進法第２８条の２第１項に規

定する貸借対照表の公告については、本団体のホームページにおいて行う。 

 

第１８条 （効力発生日） 

本定款は、本団体が特定非営利活動促進法に従って設立登記された日から効力を有する。 

  

 



BOARD BEST PRACTICES & MINIMUM STANDARDS　2023
MÉDECINS DU MONDE/ DOCTORS OF THE WORLD/ MÉDICOS DEL MUNDO 

INTERNATIONAL NETWORK Minimum Standard
Best Practice

VALUES # Agreements ( Best Practice / Minimum Standard ) Progress Indicators + Sources of verification

1
Ensure a dynamic Board composition, connected to a community of active members through the use of Board member
(and Presidents) and healthy rotation of members (term limits and maximum terms).

Good progress

Indicator:
Having term limits on the terms and mandates of the Board members while ensuring gradual
renewal.
Sources of verification:
- Quote the concerned parts of the constitutional documents.

2
Strive to promote and/or contribute to movement-building, communications or fundraising activities in concrete ways
during the Board member term.

Good progress

No specific indicator but request to:
- Share examples of concrete ways in how Board members are contributing to movement-
building, communications, or fundraising activities (including for the network).
-Conduct a self-evaluation of the Board's activities.

3
Strive to use public fora (e.g. social or news media) during Board member term(s) to promote MdM's activism, increasing
MdM visibility and reach in line with the chapter's (and if applicable network's) communication policy.

Good progress                                                                                         "

4
Ensure adherence to core MdM identity documents, such as the Cracow and Ottawa Charters, by referencing these
common identity documents in relevant chapter documentation.

Good progress

Indicator:

Direct references to the Core MdM identity documents and MdM mission, vision, values, and

principles of action in each Chapter's legal documents.

Sources of verification:

-Documents: By-laws, Board agreements, Associative project, Chapter Strategic Plan, etc.

-Specify where these core MdM identity documents are referenced.

5 Strive for advocacy and social justice approaches to remain at the heart of all MdM programmes. Good progress
No specific indicator but request to:
- Share concrete examples of the impact on social change (change of laws, practices, and norms)
the chapter is striving for.

6
Ensure the establishment of a formal orientation program to help new Board members understand the responsibilities, role,
structure and processes of a Board, the issues facing the organization as well as MdM's methodological approach in order
to accelerate their ability to contribute to the Board’s work.

Good progress

Indicator:
Existence of an induction package for Board Members, including at least the following topics:
legal, financial, and HR responsibilities, MdM history/mandate/governance.
Source of verification
-Each new Board member signs a letter of received and endorses that package (same as staff of
chapters)
-Letter with the documents listed and linked.

7
Ensure the implementation of mechanism for exercising voice to ensure that volunteers and members are empowered to
participate at all levels of the chapter and influence the direction of the organisation.

Good progress

Indicators:
Granting the attendance and vote of members in the Chapter's General Assemblies.
Existence of consultative bodies including members and volunteers.
Source of verification:
-Constitutional documents (bylaws).
-list/ToRs of the consultative bodies.

8
Ensure at least one Board member is identified to cultivate peer-to-peer relationships with other chapter Boards to gain
learning, realise efficiencies and share knowledge.

Good progress
No specific indicator but request to:
-Share the concrete list of international meetings that the members of the Board had
participated in during the year with the name of the member and his/her position.

9 Strive to include at least of one beneficiary representative / Rights holder at Board level. Good progress No specific indicator but request to:
-Share the Board composition and CVs, and short lines explaining the experience.

10
Ensure Board members sign a standard document identifying any possible conflicts of interest upon taking voting
responsibilities and manage them in an ongoing way.

Good progress

Indicator:
Standard document identifying any possible conflicts of interest signed off by every Board
member by the moment of their nomination and on a yearly basis.
Source of verification:
-Conflict of Interest declaration signed off for all the Board members.

11 Ensure financial independence, as a chapter and in line with the network financial agreements. Good progress

Indicator:
Diversity of sources of funding (private/public)
Financial independence within the network (functional grants from other chapters)
Source of verification:
Share with the Network Fundraising community the Financial Statements and the Annual memory

12
Ensure that individual Board members cease membership or representation roles with any entities which may be in
conflict or counteracting the aims and values of MdM.

Good progress

Indicator:
Existence of an internal mechanism or Body for control of these situations. Inform in the
Nomination procedure.
Source of verification:
-Conflict of Interest policy.
-Conflict of Interest resolution procedure.
-Legal document with the TORs of the governance body in charge of the resolution of these
conflicts (e.g. Evaluation Committee).

13
Strive so that individual Board members who are engaged in MdM activities or programmes are able to maintain
independence and distance, avoiding conflicts of interest in order to provide better oversight.

Good progress
No specific indicator but request to:
-Share a memorandum on a yearly basis with every case listed.

14 Ensure the Board composition includes a diverse representation of skills / education linked to MdM mission. Good progress

Indicator:
Existence of an internal Policy of Board composition criteria and/or a mechanism or Body for
control of these situations.
Source of verification:
-By-laws or Nomination/Composition policy.
-Legal document with the TORs of the nomination body (e.g. Nomination Committee).
-Board composition and CVs.

15 Strive, as a chapter, to implement or support both national and international programmes. Good progress No specific indicator but request to:
-Explain how your chapter implements/supports international programmes.

16 Strive, as a chapter, to implement or support both emergency and long term programmes. Good progress No specific indicator but request to:
-Explain how your chapter implements/supports iemergency and long-term programmes.

17
Strive to establish a balance in Board agenda priorities and areas of focus, preventing from any dominance of personal
interests or abilities.

Good progress No specific indicator but request to:
-Explain the process of defining the Board agenda.

18 Ensure that chapters have their financial accounts audited annually by a certified professional expert Good progress

Indicator:
Financial Statements Audited by External Auditor with a favorable audit opinion.
Source of verification:
Audit Report and Financial Statements.

19 Ensure a regular, fair and inclusive, election process through an anonymous and confidential voting mechanism. Good progress

Indicator:
The existence of a nomination and election process with an anonymous and confidential voting
mechanism when the local law doesn't require different.
Source of verification:
-By-laws or Nomination policy.
-Board composition with nomination dates.

20
Ensure the Board and its committees have written mandates clearly defining the Board’s authority, responsibilities and
accountabilities.

Good progress

Indicator:
The existence of a Board/Committees TORs.
Source of verification:
-By-laws or Governance Policy.

21
Strive to implement a code of conduct/ethics for Board members, management, staff and volunteers that is understood
and reflected in the chapter’s internal policies.

Good progress
No specific indicator but request to:
-Share the Chapter's Code of Conduct ("CoC").
-Share internal audit of compliance with the Charpter's CoC and examples of training.

22
Ensure the Board chair / President is able to provide leadership within the chapter and the network, conveying the
Board’s 'vision' to colleagues, donors, chapter teams, media and other stakeholders.

Good progress

Indicator:
Board chair / President formed on Network values via onboarding and specific training (e.g.
Gloval Voice Protocol).
Source of verification:
-Examples of Board chair / President activity.

23
Ensure that Board members have or obtain field experience, such as programme work, volunteer interventions or field
visits so that their governance decisions remains connected to MdM’s operational realities.

Good progress
No specific indicator but request to:
-Share the Board composition and CVs
-Share examples of field visits.

 

We, as Board members, agree to make sure we understand and put in practice empowerment within our membership and governance
bodies.

We, as Board members, agree that social justice is a vehicle for equal access to healthcare, respect to fundamental rights and
collective solidarity.

We, as Board members, agree to be vocal actors of change as we implement MdM mission to deliver healthcare and bear witness
through evidence-based advocacy.

We, as Board members, agree to continually monitor and improve the quality, efficiency and performance of our Board and chapter.

We, as Board members, agree to adhere to and promote accountable and transparent practices.

We, as Board members, agree to maintain a balanced approach to governance matters, to rely on evidence and due process in our
decision making and advocacy capabilities.

We, as Board members, agree to act independently of political, religious or financial authorities or interests.
We are independent in the choice of our programmes and operating methods.



24
Ensure the implementation of a risk management system to assess and manage both high and low risks (strategic,
fiduciary, operational, security-linked liabilities etc.).

Good progress

Indicator:
The existence of a risk management mechanism approved by the Board. In the event that an
Audit and Risk Committee is present, it must manage the mechanism.
Source of verification:
-Mechanism documents.
-Minutes of the Committee meetings.

25
Ensure a neutral nomination mechanism to facilitate new member applications to the Board and to plan the Board rotation
and continuity.

Good progress

Indicator:
The existence of a nomination and election process.
Source of verification:
-By-laws or Nomination policy.
-Board composition with nomination dates.

26
Ensure an annual reporting system, documented in the Statutes or By-Laws, to report on the Board’s mandate fulfilment
and performance to the chapter membership.

Good progress

Indicator:
A report of the Board's activity is presented yearly to the Chapter's General Assembly.
Source of verification:
-Extract of by-laws
-Last report

27 Ensure the evaluation of chapter financial risks on a regular basis. Good progress

Indicator:
Financial risk Evaluation is carried out yearly by the Risk and Audit committee or Board.
Approve the year budget and mid-review of it.
Report in treasury notes to the Board every two months.
Source of verification:
-Financial risk Evaluation.
-Budget and Financial Statements.
-Meetings minutes.

28 Ensure the Board systematically fulfils the responsibilities to monitor financial systems and internal controls. Good progress

Indicator:
Regular feedback from the chief financial officer during the Board meetings.
Strategy lines of the board prior to the budget, then vote of year budget and year revised budget,
approval of year-end
Source of verification:
-Minutes of Board meetings

29 Ensure that external audits are carried out efficiently, at reasonable cost. Good progress

Indicator:
Tenders to choose external auditors (also for donor funding)
Source of verification:
-Comparison grids.

30 Ensure that adequate safeguards are in place to prevent fraud. Good progress

Indicator:
Anti-fraud and corruption policy, procurement policy, training for logistics and administration
staff on procurement procedures
Sources of verification:
-Documents and list of training carried out.

31
Ensure that each chapter has a policy on reserves which protects the ability to pay for fixed expenses for the minimum
months in accordance with network agreements on resource sharing

Good progress

Indicator:
The reserves policy is approved by the Board and reviewed every 3-5 years. Also analyzed by
the Network  Finance Community.
Sources of verification:
-Policy.

Some progress

No progress

Good progress

Completed

We, as Board members, commit to playing an active role to ensure the financial viability of our chapter.
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INTRODUCTION

OVERARCHING  
PURPOSE

The purpose of this Code of Conduct is to provide 
guidance to all MdM representatives – including but 
not limited to employees, board directors and trustees, 
volunteers, contractors, consultants, partners and 
interns – on the high levels of personal and professional 
standards and behaviours required while representing 
the organization.

This Code of Conduct is intended to serve as a guide for 
all staff detailing how to uphold the ethical foundation of 
the organization’s views and actions and to ensure that 
they safeguard the communities they work with, and to 
ensure they are not put at greater risk.

This Code of Conduct provides a framework within 
which all MdM employees and volunteers, regardless 
of location, will undertake to discharge their duties 
and to regulate their conduct, along with the chapter’s 
particular policies and procedures, terms and conditions 
of employment (as outlined in employment contracts or 
collective agreements, if applicable), volunteer charters, 
and any other document framing individuals’ engagement 
with MdM.

1.



SCOPE AND 
APPLICABILITY

For the purposes of this code of conduct, MdM  
means any MdM affiliate around the world. 

WHEN THIS CoC APPLIES

At all times, this Code of Conduct sets out the standards 
and behaviours expected of MdM’s representatives. 
Representation does not end after official work hours. MdM 
representatives must be mindful of their behaviour outside 
of their usual work environment, primarily when representing 
MdM. As such, all employees, and other persons representing 
MdM, are required to sign this document confirming they 
have read and understood the Code of Conduct and agree 
to comply with it at all times.

WHO THIS CoC APPLIES TO

All representatives of MdM, regardless of location, including 
but not limited to employees, board directors and trustees, 
volunteers, contractors, consultants, partners, and interns.

Any conduct and behaviour for which MdM has zero-
tolerance constitutes gross misconduct and results typically in 
immediate dismissal. Each MdM chapter ensures a chapter’s 
grievance and discipline policy is in place detailing specifics 
on reporting mechanisms and consequences of a breach, as 
described in this Code of Conduct.

WHO WE ARE
Through innovative health programmes and evidenced-based 
advocacy, we empower excluded people and communities to 
claim their right to health while fighting for universal access 
to healthcare. We are guided by universal humanitarian 
principles1 and use a human rights-based approach. 
Our values and principles are covered in the Cracow Charter 
(MdM International Network, 1990) and the “Vision, Mission, 
Values” (MdM International Network, 2016).

2.
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1  These are humanity, impartiality, neutrality, and independence. See the Fundamental Principles of 
the International Red Cross and Red Crescent Movement, proclaimed in Vienna in 1965 by the 20th 
International Conference of the Red Cross and Red Crescent Movement.



PROVISION OF  
HEALTH CARE

MdM’s primary objective is to improve access 
to health and the universal right to health care. 
MdM believes in the universal right to health. It is 
committed to assisting all vulnerable populations: 
victims of natural disasters, famine, disease, victims 
of armed conflict and political violence, refugees, 
displaced people, minority groups, and, in general, 
all those who are excluded from health care.

DUTY TO
BEAR WITNESS

To ensure it can work effectively, MdM must go further 
than the mere provision of health care by advocating 
on behalf of the populations for which we work. MdM 
speaks out where we see limited access to care and 
failures to respect human rights and dignity.

POWER
DYNAMICS

All MdM representatives hold a privileged position of 
power and trust. It is essential that all representatives 
of the organization understand the power differential 
between themselves and the communities they serve, 
and to ensure that employees do not exploit such 
power differentials for their benefit. This Code of 
Conduct is intended to guide standards of individual 
behaviour and professionalism to protect MdM 
representatives from situations that may damage their 
or MdM’s reputation and to ensure employees avoid 
exploiting unequal power dynamics for their benefit. 

Much of the work carried by MdM, as well as the 
ability to access communities in need, is dependent 
on the level of trust afforded to the organization. 
That trust is significantly reliant on all staff and MdM 
representatives upholding the standards detailed in 
this Code of Conduct.

CORE PRINCIPLES

1. All employees and other MdM representatives 
acknowledge and respect the core humanitarian principles 
and the universal right to health and commit to protecting 
that right in all their decisions and actions.

2. MdM recognizes that laws, customs, and cultures can vary 
from country to country. As an international network, this 
code of conduct is developed in compliance with international 
standards and regulations, and it shall be interpreted in such a 
way that it is compliant with those standards. 

3. All human, financial, and other MdM resources shall be 
used most appropriately and effectively, and for the means 
for which they were intended.

4. All employees and representatives must report any 
concern or suspicion they have regarding possible 
violations of this code of conduct via their MdM chapter’s 
reporting mechanism. 

5. Managers and leaders bear a particular responsibility 
in ensuring these standards are upheld and will take 
prompt, appropriate action to deal with any breach of this 
Code of Conduct.

6. This Code of Conduct should be shared with all beneficiaries, 
partners, and communities with whom MdM is working so 
that they are empowered to hold MdM accountable to the 
standards stated in this Code of Conduct.

THE CODE 
OF CONDUCT

3.



SEXUAL EXPLOITATION
AND ABUSE

MdM confirms its commitment to respecting the inherent 
rights, freedom, dignity, and equality of all people. In 
that regards, we prevent and refuse any form of abuse 
and exploitation. 

We have a specific attention on children and adults in 
vulnerable situation or where unequal power dynamics exist. 
Children and adolescents can be extremely vulnerable, 
especially in poverty, humanitarian crises or conflicts, and 
deserve higher protection standards. 

While MdM’s mandate does not pertain specifically to 
children, MdM’s representatives encounter children every 
day in the course of their work.

In the delivery of this its work, MdM is therefore committed 
to achieving full implementation [1] across its network 
of the six core principles adopted in 2019 by the Inter-
Agency Standing Committee Task Force on Prevention and 
Response to Sexual Exploitation and Abuse (PSEA). 

The six (6) core principles of the PSEA policy 
are as follows:

1. “Sexual exploitation and abuse by humanitarian workers 
constitute acts of gross misconduct and are therefore 
grounds for termination of employment.

2. Sexual activity with children (persons under the age 
of 18) is prohibited regardless of the age of majority or 
age of consent locally. Mistaken belief regarding the age 
of a child is not a defence.

3. Exchange of money, employment, goods, or services 
for sex, including sexual favours or other forms of 
humiliating, degrading or exploitative behaviour is 
prohibited. This includes exchange of assistance that is 
due to beneficiaries.

4. Any sexual relationship between those providing 
humanitarian assistance and protection and a person 
benefitting from such humanitarian assistance and 
protection that involves improper use of rank or 
position is prohibited. Such relationships undermine the 
credibility and integrity of humanitarian aid work.

5. Where a humanitarian worker develops concerns or 
suspicions regarding sexual abuse or exploitation by a 
fellow worker, whether in the same agency or not, he or 
she must report such concerns via established agency 
reporting mechanisms.

6. Humanitarian workers are obliged to create 
and maintain an environment which prevents 
sexual exploitation and abuse and promotes the 
implementation of their code of conduct.

7. Managers at all levels have particular responsibilities 
to support and develop systems which maintain 
this environment.”

MdM takes all concerns and complaints brought to 
their attention regarding sexual exploitation and abuse 
seriously. MdM initiates an investigation of complaints 
that indicate a possible violation of the PSEA Policy.

By signing this Code of Conduct, you affirm that you 
have read, understood and will comply with the full 
PSEA policy.
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TREAT ALL PEOPLE WITH
RESPECT AND DIGNITY

I WILL 

 Respect all persons equally and without any 
discrimination based on nationality, race, ethnicity, 
gender identity, sexual orientation, religious beliefs, 
political opinion, or disability.

 Treat all persons equally, with respect, dignity, 
and courtesy.

 Ensure that beneficiaries’ needs and rights, as well as their 
values, beliefs, and traditions, are respected at all times.

 Always seek to protect the rights of the most 
vulnerable and seek for a “do no harm” approach.

 Make sure that my personal beliefs or opinions do not 
jeopardize activities or tasks performed on behalf of MdM.

 Dress according to local standards and dress 
appropriately while representing MdM.

 Maintain the highest standards of professionalism 
at all times. 

 Refrain from seeking or receiving any favour in 
exchange for any service (for example, in exchange for 
protection and assistance).

 Ensure that my relationships and behaviour are not 
exploitative, abusive, or corrupt in any way.

 Discourage any form or kind of harassment, intimidation, 
exploitation, or abuse, and report any act that I am aware 
of through my hierarchy or existing mechanisms. 

 Report any misconduct, failure, or breach of this 
Code of Conduct.

I WILL NOT 

 Work under the influence of alcohol or a psychoactive 
substance on MdM’s premises, vehicles, or accommodation. 

 Carry any weapon or fake weapon on any MdM 
premises, or any MdM vehicles, or any place where 
MdM conducts business as it is strictly prohibited. 

 Abuse my position of authority or unequal power 
dynamics in any way.

 Engage in any form of sexual abuse or exploitation of 
any persons of any age.

COMMITMENTS

As an MdM representative, I will:

4.
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PROTECT MdM RESOURCES AND
SENSITIVE INFORMATION

I WILL 

 Respect MdM resources, whether material  
or intangible.

 Make responsible and appropriate use of MdM 
information, employee and patient data (including 
images and stories) and internal reports.

 Obtain the proper authorization (from MdM 
headquarters) before speaking to the national or 
international media or in public on behalf of MdM, or 
before disseminating any publication concerning MdM 

 Abide by MdM’s image rights and the right of an 
individual to have their private life and information 
protected when photographing, filming, or interviewing.

 Request informed consent from concerned individuals 
allowing myself, my team, or my field teams to 
photograph, film, and interview.

 Ensure that the individuals who have their testimony 
documented by photograph, film or interview 
understand and agree to MdM using their image and 
stories for testimonials and outreach and provide all 
appropriate information to allow them to make an 
informed decision. 

 Ensure testimonies are collected in total and absolute 
respect of their lives and values and that I will tell their 
stories as truthfully as they are presented.

 Respect the General Data Protection Regulation 
(GDPR) relevant to my territory when collecting and 
using the information through MdM communications 
channels, always protecting the anonymity of 
individuals.

 Verify, before usage, the image usage rights, as well as 
the terms of use, of images and videos provided by 
colleagues or a chapter and acquire usage rights by 
paying the appropriate fee, when required. 

 
I WILL NOT 

 Disclose confidential information and will 
exercise discretion when handling sensitive or 
personal information. 

 Make private use of the premises or any property or 
asset belonging to MdM, unless specifically authorized.

PERFORM MY DUTIES AND 
CONDUCT MY PRIVATE LIFE WITH 
THE HIGHEST STANDARDS 

I WILL 

 Declare any financial, personal, or close intimate 
relationship interest that may impact MdM activities.  

 Notify MdM of any intention to seek a nomination 
or official role and clarify whether any conflict or 
perceived conflicts that may arise with my duties 
with MdM.

 Reject monetary or non-monetary gifts from 
authorities, beneficiaries, donors, suppliers and 
other persons, which have been offered to me 
as a result of my employment with MdM. Where 
the giving and acceptance of gifts is a standard 
cultural practice, I will ensure that such gifts are 
within the limits of reasonable judgements and per 
internal policies.

 Ensure that MdM’s assistance is not provided in 
exchange for any service or favour from others. 

I WILL NOT 

 Assist any third party, whether it be a company or 
a private individual, having any interest with MdM 
if this might result in preferential treatment and 
take part in any activity that could lead to a conflict 
of interest.

 Use my position or affiliation within MdM to engage 
in personal gain.

 Offer or accept any bribe, and I will report any form 
of corruption.

 Solicit services of sex workers in the course of my 
duties for MdM, as well in the premises of MdM, 
during my travel or in my participation in MdM 
workshops, meetings or trainings.



Date: 

Name:

Signature:
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J A N I C 憲 章 
 

 

この憲章は、JANIC に加盟するすべての団体が共有する理念・価値観・行動指針を示した

ものです。  

私たちは多様であり、課題解決に向けたアプローチも団体によって異なります。  

以下の8箇条に掲げられた精神を各団体が日々の活動のなかで実践していくことを通して、

私たちは地球社会が抱える様々な課題の解決に力を合わせて取り組んでいきます。 

 

１）人権の尊重と社会正義の実現  

私たちは、人類社会が不断の努力で獲得してきた国際人権基準に示された人権規範に基づ

き、活動対象地域・個人の人権を最大限尊重することを誓います。また、さらなる人権規

範の普遍化を図るために、非軍事的、非暴力的手段を通じて、社会への働きかけを積み重

ねていきます。また、社会に存在する様々な不平等や不公正を取り除くため社会正義の実

現を目指します。 

  

２）持続可能で包摂的な社会  

私たちは、経済成長があらゆる前提となっている社会構造が気候危機等の環境破壊をすす

め、貧困や格差を助長し、社会的な分断を生み出していると認識しています。地球環境や

多様性に最大限配慮し、持続可能で包摂的な社会、そして地球上の全ての人々が安心して

暮らせる平和な社会の実現を目指します。 

 

３）対等で公平なパートナーシップと主体性の尊重 

私たちは、国内外で力を奪われている人々や市民社会組織、その他、目的や価値観を共有

する様々なアクターとの間で、相互尊重に基づく、対等で透明性のある関係構築を行いま

す。また、現地コミュニティの伝統や文化を尊重し、現地の人々が自身の生活に影響を及

ぼすことがらの問題解決や意思決定に主体的にかかわることを尊重します。 

 

４）市民社会組織としての自覚・責任  

私たちは、市民が自発的・主体的に行動する組織として、様々な社会課題の解決を目指す

とともに、 社会の制度や人々の意識といった社会システムの変革に積極的に取り組みま

す。組織の活動には、多くの市民の参加を促進するとともに、公正で持続可能な社会をつ

くるために行動する市民が育つ環境を創造します。そして、そのような活動を継続かつ広

めていくために、現在狭められつつある市民社会スペースを守る取り 組みを進めます。 
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５）ガバナンスと透明性  

私たちは、公正かつ社会的責任を果たすことのできる組織体制を構築するとともに、意思

決定プロセスや会計において透明性を確保した組織運営を行います。事業のインパクトや

組織運営の妥当性を確認するための評価活動を積極的に実施し、その結果を発表します。

また、暴力団等反社会的勢力との関係を排除するために考え得る全ての方策をとります。 

 

６）ハラスメント防止等のためのセーフガーディング  

私たちは、あらゆる人びとに対する性的な搾取 ・虐待、暴力、及びハラスメントを防止し、

それが発生した場合には適切な対応を取ることができるよう、セーフガーディング規程の

策定やスタッフの研修など、事業実施上のパートナーまでを含めた組織的な対策を進めま

す。 

 

７）倫理的な資金調達・管理  

私たちは、公的資金や寄付金を含めた資金の管理を厳正に行い、これを効果的に活用する

ために、 活動目的や使途を明示するとともに、それに沿って資金を運用します。また、

いかなるときも事業対象者の尊厳やプライバシーを尊重し、倫理的な規範に則って資金調

達を行います。 

 

８）人財の尊重  

上記のような持続可能な社会を実現し、市民社会組織としての責任を果たすためには、私

たちの組織で活動するスタッフが自信と尊厳をもつことが大切です。私たちは、安心して

働ける職場環境の実現や、 能力を高めるための人財育成に積極的に取り組みます。 

 

以上 

 

 

特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター 

 

本憲章は、2020 年 6月 20 日より適用する。 
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■ JANIC 憲章策定にあたって 

〜すべての地球市民が共生できる世界の実現を目指して〜 

 

地球社会を取り巻く課題は、これまで以上に深刻さと複雑さを増しています。地球環境の

破壊、人権の侵害、多発するテロや増大する難民・避難民の問題、そして解決の糸口が見

つからない不平等や貧困の連鎖など、地球規模の課題が山積しています。さらに言えば、

気候変動を生み出す人類のエネルギー消費のあり方、ポピュリズムによる国際政治の混乱、

広がり続ける世界的な社会の分断など、私たちの生きている社会の仕組みそのものが限界

を迎えていると言えるような状況です。 

こうした地球規模の課題に対し、私たちNGOをはじめとした市民社会組織は、草の根レベ

ルで行動を起こし、立場の弱い人々の声に耳を傾け続けてきました。そして、政治的およ

び経済的な枠組みから独立した立場で、その声を全世界へと発信し続けています。 

日本における国際協力NGOの活動基盤をより強固なものとするべく、私たち JANIC が誕生

したのは 1987 年です。それからの約 30年間を振り返ってみれば、市民社会の力によって、

世界には数々の確かな前進がありました。 

アジアを中心とした発展途上国の社会は大きな発展を遂げ、こうした地域の市民社会組織

も社会を構成するセクターのひとつとして確立してきました。持続可能な社会を目指すた

めに人類が取り組むべき普遍的な課題が SDGs  Sustainable Development Goals）として

まとめられました。そのなかに  No One Left Behind  誰 1人取り残さない）」というスロ

ーガンが盛り込まれたことは、市民社会の活動が果たした大きな成果だと言えます。 

いまや民間企業も地球規模の課題を無視することはできなくなり、市民社会組織とともに

その解決に向けて行動することが珍しくなくなってきています。また、NGO の活動に対す

る認知の高まりとともに、国際協力のあり方自体も、貧しい人々に援助してあげるという

発想から、対等なパートナーシップに基づいて人々のエンパワメントを目指す活動へと進

化してきています。 

市民社会の活動は決して無力などではなく、この世界を大きく前に進める力がある。これ

まで市民社会の活動に従事してきたすべての先人たちに対する感謝と祝福の気持ちととも

に、私たちはいま一度、このことをしっかりと受け止めたいと思っています。 

しかしながら、まだまだ私たちが取り組むべき課題は多く残されています。 

 

草の根レベルでの活動の成果を局地的なものに留めることなく、多様なステイクホルダー

を巻き込みながら、社会の制度や仕組み、人々の意識等の社会システムを変えていく姿勢

が必要です。また、昨今では日本をはじめとした先進国側の社会課題も深刻になっており、

これからは 支援する側」・  支援される側」という関係を超えた、よりグローバルな視座

での課題解決が求められるようになっています。さらには、昨今では政治的な権力の動き



4 

 

によってNGOの活動を制限する動きが世界的にも日本国内でも広がっており、市民社会が

活動するスペースをいかに確保していくのかが、市民社会組織にとって重要テーマとなっ

ています。 

また、市民社会の活動の担い手も大きく変化しています。特に 21世紀に入ってからは、民

間企業や自治体、さらには学生団体などが国際協力を担うようになり、いまや、援助機関

や国際協力NGOだけではなく、さまざまな主体者が多様なアプローチで地球社会が抱える

課題に取り組む時代に突入したと言えるでしょう。 

こうした中、国際協力NGOのあり方、あるいは JANIC のあり方自体も、変わっていく必要

があると私たちは考えています。この憲章では、こうした答えのない変化の時代を迎える

にあたり、私たちが共通して目指す世界の姿、そして、立ち返るべき市民社会活動として

の原点と理想とを、改めて掲げました。  

私たち JANIC が目指すのは、 地球社会に生きるすべての人々が取り残されることなく共生

できる持続可能な世界」の実現です。 

地球社会のどのような地域・国、どのような環境・境遇に生まれた人たちも、それぞれが

幸せに生きる権利を享受しながら暮らすことができ、互いの置かれた立場に対して共感し

合い、助け合うことのできる世界。そして、あらゆる意味で持続可能な世界を実現するた

めに、世界中の市民同士が連帯して立ち向かっていくことのできる世界。 

こうした世界をつくっていくことが、これまで国際協力に取り組んできた団体・個人の掲

げてきた崇高な理想であり、共通の目標でした。たしかに現在の地球社会をめぐる状況は

深刻な状態で、誰もこれから世界が進むべき道筋を明確に描けていません。でも、だから

こそ、私たちはこうして理想を力強く掲げ、前に進んでいきたいと考えています。 

私たち JANIC は、この憲章に賛同する市民社会の様々なセクターの仲間たちとともに、す

べての地球市民が共生できる世界という共通の理想を追い求めていきます。 

 

以上 

 

 

 

 

JANIC 憲章委員会 (2018 年 12 月～2020 年 7 月) 

委員長：小松 豊明 JANIC 副理事/ 特活）シャプラニール＝市民による海外協力の会 事務局長 

委 員：鬼丸 昌也 JANIC 理事/ 特活）テラ・ルネッサンス 理事・事務局長 

委 員：中村 絵乃 JANIC 理事/ 特活）開発教育協会 理事・事務局長 

委 員：小沼 大地 JANIC 理事/ 特活）クロスフィールズ 代表理事 

委 員：若林 秀樹 JANIC 事務局長 

 



就 業 規 則 

 

第１章   総  則 

 

 （目   的） 

 この規則は、特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モンド ジャポン（通称：世界の医療団、以下「団体」という）

の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、職員の就業に関する労働条件及び服務規律を定めたもので

ある。 

 

 （職員の定義） 

１．職員とは、団体と雇用契約を締結した次の者をいう。 

 ① 職   員             期間の定めのない者 

 ② 契約職員             プロジェクト業務等に従事する期間の定めのある者 

２．前項の職員とは、常に所定労働時間を就労できる者で、団体の目的遂行のために直接担当業務のみでなく、

周辺業務を含めた職責を全うできうる立場の者をいう。 

３．本規則の適用対象となる職員は、第１項第１号（職員）及び第２号（契約職員）（以下「職員」という。）とし、パ

ートタイマー・アルバイトとして採用された者については、「パートタイマー・アルバイト就業規則」を適用する。 

 

 （規則遵守の義務） 

 団体はこの規則に基づく労働条件により職員に就業させる義務を負い、職員はこの規則を遵守する義務を負う

と共に、相互に協力して団体の発展に努めなければならない。 

 

 （秘密保持） 

 職員は団体の業務ならびに職員の身上に関し、その職務上知り得た事項については、在職中はもちろん退職

後といえども、みだりに公表してはならない。 

 

 

第２章   採      用 

 

 （採   用） 

１．団体は就職を希望する者の中より、選考試験に合格し、所定の手続きを経た者を職員として採用する。 

２．職員は採用の際、以下の書類を提出しなければならない。 

① 履  歴  書（3 ケ月以内の写真添付） 

② 住民票記載事項証明書（内容は団体指定） 

③ 健康診断書 

④ 扶養控除申告書 



⑤ 源泉徴収票（暦年内に前職のある者のみ） 

⑥ 年金手帳、雇用保険被保険者証（所持者のみ） 

⑦ 身元保証書（身元保証人は、本人の親又は独立の生計を営む成年者で、団体が適当と認めた者とす

る。） 

⑧ 誓約書 

⑨ 必要により、免許証、資格証明書、学業成績証明書、卒業証明書 

⑩ 本人及び扶養家族の個人番号（以下、「マイナンバー」という。）が確認できる書類 

⑪ その他団体が必要と認めたもの 

３．前各号の書類は、団体の指示によりその一部を省略することができる。 

４．前条第 1 項第 10 号で取得した職員及び扶養家族の個人番号は、次の目的のために利用し、それ以外の書

類については、人事労務管理のために使用する。 

① 給与所得の源泉徴収票作成事務 

② 健康保険・厚生年金保険・国民年金第３号被保険者・雇用保険届出事務 

③ 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務 

５．入社に際し履歴を偽り、又は事実と異なる陳述をした場合、あるいは提出書類の記載事項に虚偽の申告が

あった場合は、採用を取り消すことがある。 

６．在職中に上記提出書類の記載事項に異動があった場合は速やかに所定の様式により団体に届け出なけれ

ばならない。 

 

 （試用期間） 

１．新たに採用した者については採用の日から 3 ケ月間の試用期間を設ける。ただし、特別の技能又は経験を

有する者には試用期間を設けないことがある。 

２．試用期間は、団体が必要と認めた場合、最長で 6 ヶ月まで延長できるものとする。 

３．試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き職員として勤務させることが不適当であると認められる者につ

いては、本採用は行なわない。 

４．前項の決定には、健康状態、出勤状態、勤務状態、成績等を総合的に勘案する。 

５．試用期間は勤続年数に通算する。 

 

 

第３章   異   動 

 

 （異   動） 

１．業務の都合により必要がある場合は、職員に異動（配置転換、転勤、出向）を命じ、又は担当業務以外の業

務を行わせることがある。 

２．職員は、正当な理由なく前項の異動を拒むことはできない。 

 

 

 



第４章   就業時間、休憩時間、休日及び休暇 

 

 （労働時間及び休憩時間） 

１．所定労働時間は８時間以内とし、始業・終業の時刻及び休憩時間は、原則として次のとおりとする。 

業務時間 始業 午前 9 時 30 分 

終業 午後 6 時 30 分 

休憩時間 12 時から 13 時までの 1 時間 

  

２．業務の状況又は季節により、就業時間及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げ又は変更をすることがある。 

３．出張その他事業場外で勤務する場合において、労働時間を算定することが困難であるときは、第 1 項で定め

る労働時間勤務したものとみなす。 

４．職員をテレワーク（在宅勤務、モバイル勤務等）させる場合は、別に定める「テレワーク勤務規程」による。 

 

 （フレックスタイム制） 

１．前条の規定にかかわらず、職員の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、始業及び就業の時刻を

職員の自主的決定にゆだねることとしたフレックスタイム制により勤務させることがある。 

２．フレックスタイム制に関する他の項目は、別添の労使協定を就業規則の一部として当該協定に定める内容

による。 

 

 （休   日） 

１．休日は以下のとおりとする。なお、日曜日を法定休日とし、それ以外の休日を法定外休日とする。 

   ①土曜日及び日曜日 

   ②国民の祝日 

   ③年末年始（毎年 12 月 30 日～１月 4 日） 

   ④各職員との契約に基づき定められた特定の曜日及び日付 

２．プロジェクトの都合により、現地の休日、祝日、法定休日を適用することがある。 

３．職員が前項で規定された休日に勤務する場合には、あらかじめ上司の承認を得るものとする。 

 

 （振替休日） 

 団体は、業務上の都合その他必要があるときには、前条 1 項で指定された休日をあらかじめ他の日に振り替え

ることがある。法定休日を振り替える場合には、４週間以内の特定の日を、法定外休日を振り替える場合には、

勤務 3 時間以上 5 時間未満につき半日（4 週間以内の特定の日とする。）、勤務 5 時間以上で 1 日（4 週間以内

の特定の日とする。）の特定の日を指定し通知する。 

 

 （代休） 

１．職員が、第１３条に基づき、休日に勤務した場合（休日を振り替えた場合を除く）には、団体の業務上の判断

により代休を付与する。 

２．前項の休日勤務が 1 月 1 日から 10 月末日までの間に行われた場合には、その年の末日までに代休を取得

するものとし、11 月 1 日から 12 月末日までの間に行われた場合には、翌年 2 月末日までに代休を取得するも



のとする。 

２．前項の代休が付与された場合、法定休日労働については、所定の割増賃金（0.35）のみ、法定外休日労働に

ついては、割増賃金（0.25）のみを支払う 

 

 （時間外及び休日勤務） 

１．団体は、業務の都合上やむを得ない場合には、時間外勤務及び休日勤務を命じることがある。 

２．前項の時間外勤務及び休日勤務は、所轄労働基準監督署長に届け出た時間外・休日に関する協定（36 協

定）の範囲内とする。 

３．時間外及び休日勤務を命ぜられた者は、正当な理由が無ければこれを拒むことはできない。 

 

 （適用除外） 

本章の定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、管理監督の職務にある者には適用しない。 

 

 （出   張） 

 業務の都合により必要がある場合は、出張を命ずることがある。職員は正当な理由がなければ、これを拒むこ

とはできない。 

 

 （年次有給休暇） 

１．下表の勤続年数に応じ、所定労働日の 8 割以上を出勤した職員に対して以下の表に掲げる年次有給休暇を

付与する。 

① 週の所定労働時間が３５時間以上であって、かつ週の所定労働時間が 5 日の職員については、次の年次有

給休暇を付与する。 

＜初年度＞ 

 採用日において、下記の採用月に応じた年次有給休暇を付与する。 

      1 月～6 月採用   ･･･ 12 日 

      7 月採用       ・・・  6 日 

      8 月採用       ・・・   5 日 

      9 月採用       ・・・   4 日 

       10 月採用        ・・・   3 日 

            11 月採用        ・・・   2 日 

            12 月採用        ・・・   1 日 

＜次年度以降＞ 

  毎年 1 月 1 日付にて、下記の勤続年数に応じた年次有給休暇を付与する。 

勤続年数 

 

2 年目 

 

 3 年目 4 年目 5 年目 

 

6 年目 

 

7 年目以上 

年次有給休暇

日数 
13 日 14 日 16 日 18 日 20 日 25 日 

  



② 週の所定労働時間が 30 時間以上であって、かつ週の所定労働日数が 4 日の職員については、次の年次有

給休暇を付与する。 

＜初年度＞ 

 採用日において、下記の採用月に応じた年次有給休暇を付与する。 

      1 月～6 月採用    ･･･10 日 

      7 月採用        ・・・5 日 

      8 月採用        ・・・ 4 日 

      9 月採用        ・・・ 3 日 

        10 月採用         ・・・  2 日 

            11 月採用         ・・・  1 日 

12 月採用         ・・・ 1 日 

＜次年度以降＞ 

  毎年 1 月 1 日付にて、下記の勤続年数に応じた年次有給休暇を付与する。 

勤続年数 

 

2 年目 

 

 3 年目 4 年目 5 年目 

 

6 年目 

 

7 年目以上 

年次有給休暇

日数 
11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日 

 

③ 週の所定労働時間が 30 時間未満であって、かつ週の所定労働日数が 4 日以下の職員については、次の年

次有給休暇を付与する。 

＜初年度＞ 

採用日において、下記の採用月に応じた年次有給休暇を付与する。 

週所定労働日数       4 日    3 日    2 日     1 日 

 

      1 月～6 月採用   ･･･  7    5 日    3 日   1 日 

      7 月採用       ・・・  3    2 日    1 日    

      8 月採用       ・・・  3    2 日    1 日   

      9 月採用       ・・・  2    2 日   

       10 月採用        ・・・  1     1 日   

＜次年度以降＞ 

勤続年数 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目以上 

 

週

所

定

労

働

日

数 

4日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 

3日 6日 6日 8日 9日 10

日 

11日 

2日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 

 



２．年次有給休暇は、特別の理由がない限り少なくとも 1 週間前までに、所定の様式により事務局長に届けなけ

ればならない。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、指定した日を変更することがある。 

３．急病等で当日やむを得ず年次有給休暇を取る場合は、必ず始業時刻の 15 分前までに事務局長へ連絡をし

なければならない。この場合、医師の診断書の提出を求めることがある。ただし、度重なる場合は、この年次有

給休暇の取得を認めないことがある。 

４．第１項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇、産前産後の休業の期間、育児休業期間、介護休業期

間及び業務上の傷病による休業の期間は出勤したものとして取り扱う。 

５．第２項の規定にかかわらず、職員の過半数を代表する者との書面協定により、各職員の有する年次有給休

暇のうち 5 日を超える日数について、予め時季を指定して与えることがある。 

６．付与された年次有給休暇が 10 日以上となる職員に対して、団体は本人の希望を聴いた上で、付与日から１

年以内に５日について取得時季を指定することとし、職員は、その指定された時季に取得しなければならない。

ただし、職員が自ら取得した日数、及び前５号の労使協定に基づく計画付与により取得した日数（５日を超える

場合は５日）分については、時季指定を行わない。 

６．年次有給休暇は次年度に限り繰り越すことができる。 

７．団体が事前に承認した場合、年次有給休暇は半日単位で取得することができる。 

 

 （特別休暇） 

 試用期間終了後の者の慶弔・公事のため、以下の特別休暇を与える。この休暇を取得する場合は、あらかじめ

所定の様式により事務局長に届けなければならない。 

   ① 職員が結婚するとき              5 日 

   ② 父母（養父母、継父母を含む）、配偶者、子（養子を含む）が死亡したとき 3 日 

   ③ 同居の祖父母、同居の義父母、血族の兄弟姉妹が死亡したとき  2 日 

   ④ 妻が出産するとき       1 日 

   ⑤ 職員の子女が結婚するとき      1 日 

    

 （母性健康管理のための休暇等） 

１．妊娠中又は出産後 1 年を経過しない女性職員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく 保健指導又は

健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、以下の範囲で休暇を与える。 

  ①産前の場合 

    妊娠 23 週まで……4 週に 1 回 

    妊娠 24 週から 35 週まで……2 週に 1 回 

    妊娠 36 週から出産まで…… 1 週に 1 回 

     ただし、医師又は助産婦（以下「医師等」という。）がこれと異なる指示をしたと 

    きには、その指示により必要な時間。 

  ②産後（1 年以内）の場合 

    医師等の指示により必要な時間 

２．妊娠中又は出産後 1 年を経過しない女性職員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について

医師等の指導を受けた旨申し出があった場合、以下の措置を講ずることとする。 



  ①妊娠中の通勤緩和 

    通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として 1 時間の勤務時間の短縮又は 1 時間以内の時

差出勤 

  ②妊娠中の休憩の特例 

    休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加 

  ③妊娠中、出産後の諸症状に対する措置 

妊娠中又は出産後の諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を

守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等 

３．前 2 項の休業時間中又は休業期間中は賃金を支給しない。 

 

 （子の看護休暇、介護休暇） 

１．小学校就学の始期に達するまでの子がいる労働者が申し出た場合、病気又は怪我をした子の看護のため、

又は当該子に予防接種もしくは健康診断を受けさせるために、１年間につき５日（当該子が２人以上の場合は

10 日）を限度として、就業規則第 16 条に規定する年次有給休暇とは別に子の看護休暇を取得することができ

る。 

２．要介護状態にある、対象家族の介護、通院等の付添、又は対象家族が介護サービスの提供を受けるために

必要な手続きの代行、その他対象家族に必要な世話をする職員が申し出た場合は、１年間に５日（当該家族が

２人以上の場合は１０日）介護休暇を取得することができる。 

３．前第１号、第２号の１年間とは 1 月１日から１２月３１日までの期間とする。 

４．子の看護休暇中、介護休暇中は賃金を支給しない。 

５．子の看護休暇及び介護休暇の対象者、取得手続き等については「育児・介護休業規程」及び労使協定の定

めるところによる。 

 

 （産前産後の休業） 

１．６週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間）以内に出産する予定の女性職員には、その申出によって、産

前６週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間）以内の休業を与える。 

２．女性職員が出産した場合には、８週間の産後休業とする。ただし、産後６週間を経過した女性職員が就業を

申し出た場合においては、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。 

３．前２項の休業期間中は賃金を支給しない。 

 

 （生理休暇） 

１．女性職員で生理日の就業が著しく困難な者から休暇の請求があったときは、これを与える。 

２．前項の休暇については、賃金を支給しない。 

 

 （育児時間） 

 生後 1 年に達しない生児を育てる女性職員が予め申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1 日について 2 回、

それぞれ 30 分の育児時間請求することができる。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。 

 



 （育児休業） 

１．職員は、別途定める「育児・介護休業規程」により、その子が 1 歳に達するまで（一定の条件に該当する場合

は、子が２歳に達するまで）を限度として所定の期間、育児休業を取得することができる。 

２．育児休業期間中は賃金を支給しない。 

 

 （介護休業） 

１．職員は要介護状態にある家族を介護するために、対象家族１人につき最大９３日間までの範囲内で３回を上

限として、介護休業を取得することができる。 

２．介護休業期間中は賃金を支給しない。 

３．介護休業の申し出手続き等に関する事項は別に定める「育児・介護休業規程」による。 

 

 （公民権行使の時間及び裁判員休暇） 

職員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、裁判員（候補を含む）の職務を執行する

ため、予め申し出た場合は、それに必要な時間を与える。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。 

 

 （欠勤及び遅刻、早退） 

１．欠勤及び遅刻、早退するときは所定の様式により事前に事務局長に届けなければならない。 

 ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができないときは、電話等により連絡し、出勤した日に届

け出なければならない。 

２．病気欠勤 4 日以上に及ぶときは、医師の診断書等を提出させることがある。 

３．欠勤日、遅刻・早退の時間に対する賃金は支給しない。 

 

 

第５章   服      務 

 

 （出退社） 

  職員は出社及び退社については以下の事項を守らなければならない。 

① 始業時刻以前に出社し、就業に適する服装を整える等、始業時刻より直ちに職務に取りかかれるよう

に準備しておくこと。 

② 職員は、始業・就業時間について、正しく記録し、自己申告し、団体は必要に応じてその申告が実際の

労働時間と合致しているか実態調査を実施する。 

③ 作業に必要でない危険物を所持しないこと。 

④ 退社時は備品、書類等を整理格納すること。 

 

 （服務心得） 

 職員は服務にあたって、以下の事項を守らなければならない。 

① 職員は団体の方針及び自己の責務をよく認識し、その業務に参与する誇りを自覚し、団体及び上長の

指揮と計画の下に、全員よく協力、親和し、秩序よく業務の達成に努めなければならない。 



② 職員は業務組織に定めた分担と団体の諸規則に従い、上長の指揮の下に、誠実、正確かつ迅速にそ

の職務にあたらなければならない。 

③ 服装などの身だしなみについては、常に清潔に保つことを基本とし、他人に不快感や違和感を与える

ようなものとしてはならない。 

④ 常に健康を維持できるよう、体の自己管理に気を配らなければならない。 

⑤ 職員が以下の行為をしようとするときは、予め上長の承認を得て行なわなければならない。 

1. 団体名義で又は団体のために物品の購入をするとき。 

2. 団体の重要書類又はこれに類する物品等を社外に持ち出すとき。 

⑥ 職員は下記の行為をしてはならない。 

1.団体の命令及び規則に違反し、また上長に反抗し、その業務上の指示及び計画を無視すること。 

2.職務の怠慢及び職場の風紀、秩序を乱すこと。 

3.取引先より金品の贈与を受けること、またそれを要求すること。 

⑦ 職員は団体の業務の方針及び制度、その他団体の機密を外部の人に話し、書類を見せ、また雑談中

当該内容を察知されないよう、注意せねばならない。 

⑧ 職員は団体の名誉を傷つけ、又は団体に不利益を与えるような言動及び行為は一切慎まなければな

らない。 

⑨ 業務上の失敗、ミス、クレームは隠さず、ありのままに上司に報告しなければならない。 

⑩ 職員は職務上の地位を利用し私的取引をなし、金品の借入又は手数料、リベートその他金品の収受

もしくはゴルフの接待など私的利益を得てはならない。 

⑪ 職員は団体に許可なく他の団体に籍をおいたり、自ら事業を営んではならない。 

⑫ 職員は以下に該当する事項が生じたときは、速やかに団体へ届け出なければならない。 

 1.職員が自己の行為により、団体の施設、器物、資材、商品等を損傷し、もしくは他人に損害を与えた

とき。 

2.団体の損失もしくは関係者に損害を及ぼし、又はその虞があるのを知ったとき。 

3.団体又は職員に災害の発生、又はその虞があるのを知ったとき。 

⑬ 職員は、別に定める「ハラスメント防止規程」を遵守し、違反する行為を行ってはならない。 

⑭ インターネットにて業務に関係のない WEB サイトを閲覧してはならない。 

⑮ 団体のメールにて私的な内容のメールのやりとりをしてはならない。 

⑯ 業務中に私用の携帯電話を使用してはいけない。 

⑰ 団体、又は他の従業員の名誉や信用を棄損するような内容のブログ、ツィッター、フェイスブック等の

SNS、動画サイト、又はインターネット上の掲示板等への投稿を行ってはならない。 

⑱ 団体内で、明らかに一党一宗に偏した政治及び宗教活動を行ってはいけない。 

㉑  在職中はもちろんのこと退職後においても、内部事項、又は業務上知り得た秘密事項、個人情報・ 

特定個人情報、及び団体の不利益となる事項を他に漏らしてはならない。 

㉒  他の従業員に対して販売・勧誘行為を行ってはならない。 

㉑  反社会的勢力・団体（暴力団員、暴力団関係者、）とかかわりをもってはならない。 

㉒  前各号の他、団体が定める諸規則及び通知事項を守らなければならない。 

 



 （その他勤務にかかる注意事項） 

１．私用外出、その他就業時間中職場を離れる場合は、予め事務局長に届け出てその許可を受けなければなら

ない。 

２．来訪者との私用面会は原則として、休憩時間中に定められた場所で行なわなければならない。 

３．無断及び無届欠勤に対する年次有給休暇の振替は認めない。 

４．職員は、事業場内に日常携行品以外の私物を持ち込んではならない。 

５．団体は、職員に対し、所持品の点検又は身体検査を求めることがある。職員はこの検査を正当な理由なく拒

否してならない。 

６．テレワーク勤務者（「在宅勤務」、「モバイル勤務」等に従事する者をいう、以下同じ。）の服務規律については、

第 28 条に定めるもののほか、「テレワーク勤務規程」に定めるところによる。 

７．団体は、必要と認める場合には、職員に貸与したパソコン内に蓄積されたデータ等を閲覧、監視することが

できる。 

 

 

第６章   教   育 

 

 （教   育） 

 団体は職員の技能知識教養を向上させるために必要に応じて教育を行い、又は社外の教育に参加させること

がある。 

 

 

第７章   表彰及び制裁 

 

 （表   彰） 

  職員が以下の各号の一に該当したときは、その都度審査のうえ表彰する。 

① 業務成績、優良で他の模範と認められるとき。 

② 業務に関して、有益な発明考案をしたとき。 

③ 災害の防止又は、非常の際、特に功労があったとき。 

④ 前各号に準ずる程度の業務上の功績が認められるとき。 

 

 （表彰の方法） 

 表彰は、以下の各号の１つ又は２つ以上を併せて行なう。 

① 表彰状の授与 

② 賞金又は賞品の授与 

③ 昇給又は昇格 

 

 （制   裁） 

  団体は職員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の禁止・制限事項に抵触する職員



に対して、制裁を行なう。 

 

 （制裁の種類、程度） 

  制裁の種類は次のとおりとする。 

① 訓     戒－－文書により将来を戒める。 

② 減     給－－1 回の額が平均賃金の 1 日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額 

の 10 分の 1 以内で減給する。 

③ 出勤停止－－7 日以内の出勤停止を命じ、その期間の賃金は支払わない。 

④ 諭旨退職－－退職願を提出するよう勧告する。なお、勧告した日から 3 日以内にその提出 

がないときは懲戒解雇とする。 

⑤ 懲戒解雇－－予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合、所轄労働基準監督 

署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給しない。 

 

 （訓戒、減給及び出勤停止） 

 以下の各号の一に該当する場合は、減給又は出勤停止にする。ただし、情状によっては訓戒にとどめることが

ある。 

① 正当な理由なく欠勤、遅刻を重ねたとき。 

② 過失（重過失を除く）により災害又は、営業上の事故を発生させ、団体に重大な損害を与えたとき。 

③ 労働時間の申告を不正に行った場合、もしくは依頼した場合。 

④ 第５章の服務心得等に違反した場合であって、その事案が軽微なとき。 

⑤ その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行なったとき。 

 

 （懲戒解雇） 

  以下の各号の一に該当する場合は懲戒解雇に処する。ただし情状によっては、諭旨退職、減給又は出勤停止

にとどめることがある。 

① 無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続 14 日以上に及んだとき。 

② 出勤常ならず、改善の見込みのないとき。 

③ 刑事事件で有罪の判決を受け、同判決が確定したとき。 

④ 重要な経歴をいつわり、採用されたとき。 

⑤ 故意又は重大な過失により、災害又は営業上の事故を発生させ、団体に重大な損害を与えたとき。 

⑥ 団体の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したり又は労務に服し、若しくは事業を営む

とき。 

⑦ 職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしをうける等、自己の利益を図ったと

き。 

⑧ 団体の許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき。 

⑨ 前条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき。 

⑩ 第５章の服務心得に違反した場合であって、その事案が重大なとき。 

⑪ 暴行、脅迫その他不法行為をして著しく職員としての体面を汚したとき。 



⑫ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。 

⑬ 私生活上の非違行為や団体に対する誹謗中傷等によって団体の名誉信用を傷つけ、業務に重大な

悪影響を及ぼすような行為があったとき。 

⑭ 団体の業務上の秘密を外部に漏洩して団体に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。 

⑮ その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき。 

 

 （損害賠償） 

 職員が違反行為等により団体に損害を与えた場合、団体は損害を現状に回復させるか、又は回復に必要な費

用の全部もしくは一部を賠償させることがある。なお、当該損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。

さらに、本人より賠償がなされないときは、身元保証人にその責任を追求することがある。 

 

 

第８章   解雇、退職及び休職 

 

 （解   雇） 

１．職員は以下の事由により解雇することがある。 

① 身体、精神の障害により、業務に耐えられないとき。 

② 勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき。 

③ 団体内において、団体の許可を受けず演説、文書の配布掲示、その他これに類する行為をしたとき。 

④ 団体内において、明らかに一党一宗に偏した政治及び宗教活動を行ったとき。 

⑤ 協調性を欠き、他の従業員の業務遂行に悪影響を及ぼすとき。 

⑥ 事業の縮小等、やむを得ない業務の都合により必要のあるとき。 

⑦ 事業の運営上、やむを得ない事情、又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業

の継続が困難になったとき。 

⑧ 試用期間中又は試用期間満了時までに職員として不適格であると認められたとき。 

⑨ その他、第５章の服務心得等にしばしば違反し、改悛の情がないなど、職員としての適格性がないとき。 

 

２．職員を解雇するときには、団体は当該職員に対し 30 日前に予告する。予告しないときは平均賃金の 30 日分

を支給して即時解雇する（平均賃金の 30 日分とは、過去３カ月の総支給額をその期間の暦日数で除したも

のを 1 日分としてその 30 日分をいう）。なお、予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができ

る。 

３．第 1 項で定める事由により解雇される際に、当該職員より証明書の請求があった場合は、解雇の理由を記

載した解雇理由証明書を交付する。 

 

 （解雇制限） 

 職員が業務上の傷病により療養のために休業する期間及びその後 30 日間、ならびに女性職員が第 20 条の

規定により出産のため休業する期間及びその後 30 日間は解雇しない。 

 



 （一般退職） 

１．職員が以下の各号の一に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職とする。 

① 死亡したとき。 

② 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。 

③ 自己の都合により退職を申し出て団体の承認があったとき。 

④ 休職期間満了までに休職理由が消滅しないとき。 

⑤ 連絡がなく 30 日が経過し、団体が所在を知らないとき。 

２．職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも 30 日前までに事務局長に文書により退職の申

し出をしなければならない。 

３．退職する者は、退職日までに業務の引継その他指示されたことを終了し、貸与又は保管されている金品を返

納しなければならない。 

 

 （雇い止め等） 

１． 契約職員が次の各号の一つに該当する場合は、契約更新を行わない。 

① 職務命令に対する違反行為、無断欠勤など勤務態度が不良なとき 

② 業務を遂行する能力が十分ではないと認められたとき 

③ 事業の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ないとき 

２． １年を超えて継続勤務している契約職員が、第１項に該当した場合、少なくとも契約満了の 30 日以前に通

知する。 

 

 （定   年） 

１．期間の定めの無い職員の定年は満 60 歳とし、定年年齢に達した日の直後の賃金締切日をもって退職とす

る。 

２．前項による定年到達者が引き続き勤務を希望した場合、第 38 条の解雇事由、第 40 条の退職事由、若しくは

第 36 条の懲戒解雇事由に該当する事由の無い職員については、契約職員として再雇用する。 

３．前項の再雇用及び契約更新の上限年齢は 65 歳とする。 

４．65 歳以上の職員について、団体が必要と認める場合は、あらためて期間を定めて嘱託として再々雇用する

ことがある。 

 

 （休   職） 

 職員（３ヶ月以上の雇用契約期間がある者）が、以下の各号の一に該当するときには休職を命ずることがある。 

① 業務外の傷病による欠勤が連続 1 ケ月以上にわたったとき。 

② 業務外の傷病により通常の業務提供ができず、回復に一定の期間を要するとき。 

③ 家事の都合、その他やむを得ない事由により 1 ケ月以上欠勤したとき。 

④ 出向をしたとき。 

⑤ 前各号のほか、特別の事情があって、団体が休職をさせることを必要と認めたとき。 

 



 （休職期間） 

１．休職期間は次のとおりとする。 

  ① 前条①②の場合  勤続１年以上 3 年未満   ３ヶ月 

                  勤続 3 年以上        ６ヶ月 

               ただし情状により期間を延長することがある。 

  ② 前条③④⑤の場合 その必要な範囲で、団体の認める期間 

２．休職期間中、賃金は支給しない。 

４．休職期間満了後においても休職事由が消滅しないときは、満了の日をもって退職となる。 

 

 （復   職） 

１．第 43 条第１項、第２項の休職の場合、復職にあたっては団体が指定した医療機関で受診させ、その結果に

よって復職の是非を判断する。正当な理由なく、この受診を拒否する場合には、復職は認めない。 

２．休職の事由が消滅したときは、原則として旧職務に復職させるが、業務の都合もしくは当該職員の職務提供

状況に応じて異なる職務に配置することがある。この場合、労働条件の変更を伴うことがある。 

３．休職期間満了前に復職した場合であっても、６ケ月以内に同一もしくは類似の理由で連続して４労働日欠勤

もしくはそれに準ずる状態になった場合は再度休職を命じ、前回の休職期間と通算する。 

 

 

第９章   賃   金 

 

 （給与、退職金） 

１． 職員に対する給与に関する事項は、賃金規程に定める。 

２． 職員に対する退職金に関する事項は、退職金規程に定める。 

 

 

 

第１０章   災   害   補   償 

 

 （災害補償） 

１．職員が業務上、負傷し又は疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って以下の補償をする。 

① 療養補償            必要な療養の費用 

② 障害補償            障害の程度によって決定される額 

③ 休業補償            平均賃金の 60％ 

④ 遺族補償            平均賃金の 1000 日分 

⑤ 葬祭料               平均賃金の 60 日分 

２．補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法によって前項の災害補償に相当する保

険給付を受けるべき場合においては、その給付の限度において前項の規定を適用しない。 

３．職員が業務外の傷病にかかった場合は、健康保険法により扶助を受けるものとする。 



第１１章   安全及び衛生 

 

 （心   得） 

 職員は安全衛生に関する規定を守り、常に職場の整理整頓に努め、消防具、救急品の備付場所ならびにその

使用方法を知得しておかなければならない。 

 

 （火災の措置） 

 火災その他の災害を発見し、又はその危険を予知したときは、直ちにこれを係員又は適当な者に報告してその

指揮に従って行動しなければならない。 

 

 （健康診断） 

１．常勤（週の労働時間が３０時間以上）で、１年以上継続して雇用される予定の職員には、入社の際及び毎年

1 回以上の健康診断を行なう。 

２．職員は、正当な理由なく、健康診断受診を拒否してはならない。 

３．健康診断の結果、特に必要のある場合は就業を一定の期間禁止し、又は職場を配置替えすることがある。 

４．団体は、第１項の入社時及び定期健康診断、又は再検査以外にも、職員に対し臨時の健康診断を行うこと

がある。 

 

 （衛生上の制限） 

１．職員が次の病気にかかったときは、団体が指定する医師の意見を聴いた上で、その就業を禁止する。 

① 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病 

（新型インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症、及びその疑いを含む） 

② その就業により病勢悪化のおそれのある病気 

２. 職員は、伝染性の疾病（新型インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症及びその疑いを含む。）に感染した

場合、又はその疑いがある場合、直ちに団体に報告しなければならない。 

３．職員の同居の家族、又は同居人が伝染性の疾病に感染した場合、もしくはその疑いがある場合も直ちに団

体に報告しなければならない。 

 

 

第１２章 無期雇用契約への転換 

 

 （無期転換ルール） 

１．期間の定めのある雇用契約を締結している職員であって通算契約期間が 5 年を超える者については、期間

の定めのない雇用契約への転換（現に締結している有期雇用契約の満了日の翌日から転換）を申し込むことが

できる。この場合において、団体は当該申し込みを承諾したものとみなされます。 

２．団体との間で有期雇用契約が締結されていない期間が 6 ヵ月以上ある場合には、当該空白期間前後の有

期雇用契約の期間は通算できない。 

 



３．第 1 項の申し込みは、現に締結している有期雇用契約の満了日の 30 日前までに、所定の様式を団体へ提

出することにより行うこととする。 

 

 

第１３章 雑    則 

 

 （相談窓口） 

次の事項に係る職員からの相談及び苦情の申出を受け付けるため、相談窓口を設ける。相談窓口は管理部門

が担当する。 

① 育児休業等に関する事項 

② 各種ハラスメント等に関する事項 

③ その他、この規則に関する事項等 

 

 （疑義の解釈） 

本規則の解釈に関して疑義が生じた場合の判断は理事長（理事会）が行う 

 

 

 

付   則 

 

この規則は平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

令和 ２ 年１０ 月 1  日 改定し施行する。 

令和 ３ 年 １ 月 1  日 改定し施行する。 



賃金規程 

 

 

第１章  総 則 

 

  （目   的）  

この規定は、就業規則第 46 条に基づき、職員の給与に関する事項を規定することを目的とする。  

 

  （適用範囲） 

この規定は、就業規則第２条に定める職員及び契約職員に適用する。 ただし、就業規則第１４条に規定に該当

する者は、第１４条（割増賃金）に規定する時間外労働割増賃金、及び休日労働割増賃金の適用を除外する。 

 

  （賃金の種類） 

職員の賃金の種類は次の通りとする。  

① 基本給    -―――――  固定給 

              ------    固定残業手当  

② 基準外賃金 ----------  時間外割増賃金 

          ------    休日割増賃金 

          ------    深夜割増賃金 

③ 通勤手当 

 

 

第２章  賃金計算及び支払方法 

 

  （計算期間）  

賃金の計算期間は、毎月 1 日から末日までを１か月として計算する。  

 

  （賃金の支払日）  

１．賃金の支払日は、毎月 25 日とする。賃金支給日が休日にあたるときは、前営業日に繰り上げて支払う。 

２． 25 日以降月末までに入社した職員の当月の賃金は、翌月の 25 日に支払う。 

３．前２項にかかわらず、職員が退職又は解雇されたときで、本人又は権利者からの請求があった場合は、請求

日から７日以内に既往の労働に対する賃金を支払う。  

 

  （賃金の支払方法）  

賃金は、原則として直接本人が指定した本人名義の金融機関の預金口座へ振込みによって支払うものとする。  

 



  （賃金の控除）  

次に掲げるものは、賃金から控除する。  

①  源泉所得税、住民税  

②  健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料  

③  その他、従業員代表との書面協定により賃金から控除することとしたもの  

 

  （中途入社・退職者並びに休職者及び復職者の賃金計算）  

賃金計算期間の途中に入社、退職、休職又は復職した場合は、その月の賃金を下記の算式により日割計算し

て支払う。  

  （基本給＋諸手当）÷１ヵ月平均所定労働日数×出勤日  

 

  （欠勤等の扱い）  

欠勤、遅刻、早退及び私用外出をした場合の時間については、原則として、下記の計算式に従い、１日又は１時

間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。ただし、賃

金計算期間の全部を休業した場合は、賃金月額のすべてを支給しないものとする。  

①  遅刻・早退・私用外出等の控除  

固定給（基本給-固定残業手当）÷１ヵ月平均所定労働時間×不就労時間数  

 

②  欠勤控除  

固定給（基本給-固定残業手当）÷１ヵ月平均所定労働日数×不就労日数  

     ※ 但し、不就労日数が１０日を超えた場合は、（基本給）を元に計算する。 

 

  （計算の端数処理） 

１． 賃金計算において生じる端数の処理は、次のとおりとする。 

① 円未満の端数は四捨五入する。 

② 欠勤、遅刻等の不就労時間の計算は、当該賃金計算期間において時間数を合計し、３０分未満の端数が

ある場合はこれを切り捨てる。 

２． 時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当の計算は、当該賃金計算期間において各々時間数を合計

し、３０分未満の端数がある場合はこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合はこれを１時間に切り上げる。 

 

  （休暇休業等の賃金）  

１． 年次有給休暇及び就業規則第 17 条（特別休暇）に定める特別休暇の期間は、 所定労働時間労働したと

きに支払われる通常の賃金を支給する。  

２． 就業規則第 18 条（母性健康管理時間）から第 26 条（欠勤及び遅刻・早退）までについては、賃金を支給し

ない。 

３． 就業規則第 43 条により休職を命ぜられた期間に対する基本給及び諸手当は支給しない。 

４． 団体の責に帰すべき事由に基づき職員を休業させた場合は、賃金は支給せず、労働基準法第 26 条に定め

る平均賃金の 100 分の 60 の休業手当を支払う。 



５． 職員が業務上の傷病により休業したときは、休業開始日より賃金は支給せず、最初の３日間については通

常の給与に相当する額を支給し、以後は、労働者災害補償保険法による給付を申請するものとする。 

 

 

 

第３章  基本給 

 

  （基本給）  

１．基本給は、職員ごとに、学歴、勤務経験、職務内容、職責、職務遂行能力、勤続年数を考慮して定め、 

月給制とする。 

２．基本給は、固定給と、固定残業手当から構成され、固定残業手当は 1 ヶ月あたり 30 時間に相当する割増賃

金額とする。  

 

  （賃金の改定）  

1．基本給の改定については、原則として毎年 1 月に行うこととし、改定額については、団体の業績及び職員の

勤務成績等を勘案して各人ごとに決定する。  

２．前項のほか、特別に必要があるときは、臨時に賃金の改定を行うことがある。  

 

 

 

第４章 基準外賃金 

 

  （割増賃金） 

１．所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外労働割増賃金を、法定の休

日に労働した場合には休日労働割増賃金を、深夜（午後 10 時から午前５時までの間）に労働した場合には深夜

労働割増賃金を、それぞれ以下の計算により支給する。ただし、固定残業手当の範囲では支給しない。 

時間外労働 

割増賃金      
 

算 定 基 準 賃 金 
×1.25×時間外労働時間数 

月平均所定労働時間 

法定休日労働     

割増賃金      
 

算 定 基 準 賃 金 
×1.35×法定休日労働時間数         

月平均所定労働時間 

深夜労働      

割増賃金      
 

算 定 基 準 賃 金 
×0.25×深夜労働時間数         

月平均所定労働時間 

   ※ 算定基礎賃金は、固定給（基本給から固定残業手当を除いた額）とする。 

２．当月の割増賃金は翌月の賃金支払日に支払う。 

 

 

 

 



 

第５章 諸手当 

 

  （通勤手当）  

公共交通機関を利用して通勤する者に対しては、定期券と実費請求額のいずれか小さい額を非課税限度内に

おいて支給する。 ただし、その経路は合理的に最短の経路であって、団体が認めたものに限る。 

 

 

 

付   則 

この規定は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

令和 ２ 年 １０ 月 1  日 改定し施行する。 

 

 

  



退職金規程 

 

 

 （退職金の支給） 

1．職員が退職したときは、この規程により退職金を支給する。  

２．前項の退職金の支給は、会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金

共済事業本部（以下「機構・中退共」という。）との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。  

 

 （退職金共済契約の締結） 

新たに雇い入れた職員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構・中退共と退職金共済契約を

締結する。  

 

 （退職金強制契約の掛金月額） 

退職金共済契約の掛金月額は、週の労働時間が 30 時間以上の職員は 6,000 円、30 時間未満の職員は 4,000

とし、毎年 1 月に調整する。  

 

 （掛金納付の停止） 

休職期間および業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の２分の１を超えた期

間は、機構・中退共の掛金納付を停止する。  

 

 （退職金の額） 

退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた額とする。  

 

 （退職金減額の申出） 

職員の退職の事由が懲戒解雇等の場合には、機構・中退共に退職金の減額を申し出ることがある。  

 

 （退職金共済手帳の交付） 

1.退職金は、職員（職員が死亡したときはその遺族）に交付する退職金共済手帳により、機構・中退共から支給

を受けるものとする。  

2.職員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく退職金共済手帳を本人又は

その遺族に交付する。  

 

 （規程の改廃） 

この規程は、関係諸法規の改正及び社会事情の変化などにより必要がある場合には、職員代表と協議のうえ

改廃することができる。  

 

 



付 則  

第１条 

この規程は令和３年１月１日から実施する。  

令和３年１月８日改訂し施行する。  

 

 

第２条 

この規程の実施前から在籍している職員については、勤続年数に応じ過去勤務期間の通算申出を機構・中退

共に行うものとする。  



ハラスメント防止規程 

 

 

第１章  総   則 

 

 （目的） 

この規程は、特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モンド ジャポン（通称：世界の医療団、以下「団体」とい

う）の職場におけるハラスメント（セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠・出産・育児・介護休業

等に関するハラスメントなど）を防止するために従業員が遵守すべき事項や防止するための措置等を定めたも

のであり、働きやすい職場環境を実現することを目的とする。 

 

 （定義） 

１. セクシュアルハラスメントとは、従業員等により、職場において性的な言動が行われ、その性的言動に対する

従業員の対応により当該従業員がその労働条件につき不利益を受けること、又は性的な言動により当該従業

員又は他の従業員の就業環境が害されること（そのおそれがある場合も含む）をいう。なお、セクシュアルハラス

メントには同性に対するものも含まれ、従業員の性的指向や性自認にかかわらず、本規程の対象とする。  

２．パワーハラスメントとは、職場における優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を超え、身体的もしくは精

神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲

で行われる適正な業務指示や指導につじては、パワーハラスメントに該当しない。 

３．妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、従業員の妊娠・出

産及び育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害することをいう。

なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、

妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントには該当しない。 

４．前各項のいずれも、職権を背景にしないハラスメント行為も含むものとし、これらに準ずるものであって職場

環境を悪化させたり個人の人格や尊厳を侵害したりするような一切の行為を、この規程におけるハラスメントと

する。 

２．この規程における従業員とは、職員、契約職員、アルバイト等団体における従業員のみならず、派遣労働者

等、その身分や雇用形態に関わりなく職場内で就業するすべての者を含むものとする。 

５．職場とは、主として勤務する場所のみならず、従業員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時

間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。 

 

 

 

 

 



第２章  禁止行為 

 

 

 （禁止行為の原則)  

１. すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序ならびに

協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において本規程第４条から第６条に掲げる行為をしてはならない。 

２． 従業員等は職場においてハラスメントに該当する行為を確認したときは、相談窓口への申出や上司への報告等

といった対応をとらなければならない。 

３． 団体及び職場内の管理監督の地位にある者は、部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事

実を認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。 

 

 （セクシュアルハラスメント行為の禁止） 

 従業員は、次に掲げるようなセクシュアルハラスメント行為をしてはならない。 

① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言 

② 性的及び身体上の事柄に関するうわさの流布 

③ わいせつ図画の閲覧、配布、掲示 

④ 不必要な身体への接触 

⑤ 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為 

⑥ 交際・性的関係の強要 

⑦ 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益

を与える行為 

⑧ その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動 

 

 （パワーハラスメント行為の禁止） 

従業員は、次に掲げるようなパワーハラスメント行為をしてはならない。 

① 暴力・傷害等身体的攻撃 

② 脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言、人格を否定するような発言をする等精神的な攻撃 

③ 隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離し 

④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能葉ことを強制、仕事の妨害 

⑤ 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う環境で、業務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求 

⑥ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと 

⑦ 私的なことに過度に立ち入るなど個への侵害 

 

 （妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント行為の禁止） 

 従業員は、次に掲げるような妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント行為をしてはならない。 

① 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆す

る言動 



② 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動 

③ 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等 

④ 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動 

⑤ 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等 

 

 

第３章  相談・苦情の取扱い 

 

 （相談窓口の設置） 

１. 団体は、ハラスメントに関する相談・苦情に対応するため管理部門に相談窓口を設ける。 

２．相談窓口は次の業務を担当するものとする。 

① ハラスメントに関する相談・苦情を受け付けること。 

② 相談・苦情があった事案について、事実関係を確認すること。 

③ 相談・苦情があった事案について、事実に基づいた適切な措置を講ずること。 

④ その他、ハラスメント防止に関連する事項の処理を行うこと。 

 

 （相談・苦情の申出への対応） 

１．ハラスメントを受けた従業員又はハラスメントを目撃した従業員は、相談窓口に対してハラスメントに関する

相談・苦情の申出を行うことができる。 

２．ハラスメントに関する相談・苦情の申出は、現実に発生した場合だけでなく、発生のおそれがある場合にも行

うことができる。 

３. 相談窓口担当者は、相談者のプライバシーに配慮した上で、被害者、行為者、必要に応じて当事者の上司、

その他の従業員から事情を聴くことができる。 

４. 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。 

 

 （申出の方法） 

  前条に定める相談・苦情の申出は、原則として、就業時間外に書面又は口頭で行うものとする。 

ただし、緊急を要する場合は、就業時間中においても申し出ることができる。 

 

 （プライバシーの保護） 

  相談窓口の担当者は、申出をした従業員及び関係当事者のプライバシーの保護に十分留意しなければなら

ない。 

 

 （不利益取扱いの禁止） 

  団体は、従業員がハラスメントに関する相談・苦情を申し出たこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理

由として、当該従業員に不利益な取扱いをしてはならない。 

 



 

第４章  ハラスメントへの対応 

 

 

 （事実認定） 

ハラスメントの最終的な事実認定は、相談窓口からの報告をもとに、理事会で行う。 

 

 （懲戒処分） 

  団体は、ハラスメント行為が認められた従業員に対し、就業規則に基づいて懲戒処分を行う。ただし、派遣労

働者等当社の就業規則の適用を受けない者については、当該者の雇用主等に対して厳正な処分を求めるもの

とする。 

 

 （指導・啓発） 

  団体及び職場内の管理監督者は、従業員によるハラスメント行為が起きないよう、従業員の指導・啓発に努

めなければならない。 

 

 （再発の防止） 

  団体は、ハラスメント事案が生じたときは、必要に応じ、本規程の周知の再徹底及び研修の実施等、速やか

に再発防止に取り組むこととする。 

 

 

附  則 

 

本規程は令和２年１０月１日から施行する。 



MdMJ 会計業務の手引き 

 

経費計上に関する役割分担：Check & Balance 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担当職員

パートナー団体

会計担当事業責任者

事業マネージャー 

経費が事業目的・予算に合致

したものであることを承認。 

経費が正しい予算費目につ

けられていることを確認。 

 

経費が正確に計上されてい

ることを承認。 

必要な根拠書類がそろって

いることを確認。 

承認済みの計画・予算に基づき、担当

する活動・業務を実施する。 

支出前に予算費目と予算残高を確認。 

支出時に根拠書類を揃える。 

承認済みの契約書・計画・予算に基づ

き、事業を実施する。 

変更は事前相談。 

毎月、収支報告書、明細、根拠書類、

金銭管理表を提出。 

支出時に根拠書類を揃える。 

計画・予算外の支出 

予算費目を 20%以上超過 

支払いルール上の支出権限

を超過 

 適正な手続きが踏まれてい

ることの確認 



 

予実管理に関する役割分担 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現地担当職員

現地
会計担当

現地
事業責任者

事業マネージャー 

本部担当職員 

収支報告書の承認。 

全ての支出につき、明細

リスト、証憑が整ってい

ることを確認。 

本部提出前に全証憑チェ

ック。 

計上承認済みの経費を収支

報告書に入力。 

費目ごとにオリジナルの証

憑を整理、保管。 

収支報告書により進捗・予算消化状況

の確認。 

進捗状況・予算残高に基づき、担当す

る活動・業務の計画を調整。 

収支報告書により進捗・予算

消化状況の確認 

 



業務フロー 

  

支出発生

•30万円以下：担
当職員が起票、
根拠書類を提出

•30万円以上：担
当職員が
Specificationsを
準備。(発注承認
後)見積もり取得。

支出・発注
承認

•(支出・発注)事
業マネージャー
の承認。

•(支出)経理総務
マネージャーの
チェック。

•30万円以上：事
務局長・理事長
による稟議書の
承認。

•総務経理マネー
ジャーによる計
上

支出発生

•30万円以下：担当職員が起票、根拠
書類を提出

•30万円以上：担当職員が
Specificationsを準備。(発注承認後)

見積もり取得。

支出・発注
承認

•(支出・発注)事業責任者の承認。

•(支出)会計担当のチェック。

収支報告書
作成

•現地会計担当が所定のフォーマット
へのデータ入力。

•現地会計担当が明細リストと根拠書
類整理。

収支報告書
承認

•チェックリストに基づき、事業責任
者が明細リストと根拠書類確認。

•事業責任者が報告書に計上漏れがな
いこと、正しい費目に計上されてい
ることを確認して承認。

収支と残余
金との照合

•会計担当が通貨ごとに銀行残高と手
持ち現金を確認。

•現地事業責任者が収支と残余金が一
致することを確認。

•事業責任者から事業部資金管理担当
へ

共通費発生

•総務経理マネー
ジャーによる共
通費計上

共通費按分

•事業部資金管理
担当による事業
ごとの按分。

•事業マネージャ
ーによる承認

•各事業担当者に
よる内部振替起
票、総務経理マ
ネージャーへの
提出。

収支報告書作
成

•担当職員が所定のフォーマットへの
データ入力。

•担当職員が事業用のファイルに明細
リストと根拠書類整理。

団体会計報告
書との照合

•総務経理マネージャーから担当職員
に事業ごとの団体会計ファイル共有。

•担当職員が団体会計ファイルとの照
合。

現地報告書確
認

•会計補佐によるスポットチェック(通
常)。或いは全ての証憑チェック(新規
事業立ち上げ、人員交代の時)。

•会計補佐による収支と残余金照合の確
認。

団体会計への
提出

•事業部資金管理担当から総務経理マネ
ージャーへ

事業別収支
報告書作成

•事業部資金管理担当が現地収支報告書と本
部収支報告書を合体させ、事業ごとの収支
報告書作成。

•各事業チームに共有。

予実管理

•事業責任者、現地・本部担当職員、事業マ
ネージャーで毎月レビュー

監査対応

•事業部資金管理担当が監査を取り仕切り、
監査の指摘を受けて会計システムの改善を
図る。。

•各事業担当者が監査指摘事項に対する対応
を行う。

現地事務所 本部事務所 



月の会計サイクル 

 

事業側 

 10 日：現地事業責任者より本部事業マネージャー(cc:事業部資金管理担当・国内事業担当者)に前月の会

計報告書・活動報告書提出。 

 15 日：事業部資金管理担当から総務経理マネージャーに現地会計報告書提出。 

 20日：事業部資金管理担当より、支援事業マネージャー、現地事業責任者、本部事業担当者に対し

て、現地・本部を含めた事業別収支報告書の送付。 

 25日：事業チームごとに収支報告書レビュー及びフィードバック。 

 30日：フィードバックを踏まえた会計報告書の修正・最終化(計上漏れや費目変更などがあった場

合) 

 

団体会計側 

 10 日：本部事業担当者による前月の支出及び人役の起票。 

 ｘ日：事業部資金管理担当による共通費の按分。 

 ｘ日：総務経理マネージャーによる共通費計上。 

 

 

収入プロセスについて 

●受取会費 

サブプロセス 業務内容 使用資料名 

入会手続き 加入申込書を理事会に提出し、理事会の同意を得なければならない。加入

が承認された者には、譲渡不能の会員証明書が発行される。 

定款 

入会金・会費請求 ・年会費については Excel ファイル MEMBERSHIP FEES 及びセールスフ

ォースにて管理している。 

・総会時に納入依頼（現金、振込、クレジットカード払い）、年度の 10 月

時点で未入金者には、メールにて Word 年会費納入依頼書を送付。 

銀行通帳 

ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ年会

費データ 

伝票作成 ・銀行または現金の入金、クレジットカード決済時ももって Excel 入金伝

票にて起票し、サイボウズに経理担当が申請後、事務局長が承認。 

入金伝票 

 

●受取寄付金 

サブプロセス 業務内容 使用資料名 

支援者情報管理 ・GOEN システム（Salesforce)にて支援者情報管理をしている 

・ログインはユーザー登録されたユーザー毎にパスワード設定 

・ユーザーは支援者の個人情報や支援内容を閲覧できるが、クレジットカ

ード情報や口座情報は GOEN システムに詳細登録していない 

・クレジットカード情報は GMO ペイメントサービス、口座情報は JACCS 

CYBER-J-COLLECT を使用。パスワードはサイボウズのパスワード管理

アプリでファンドレイジングチームで共有。実際のデータ管理・アクセス

Salesforce 

個 人 情 報 に な

るため、寄付担

当者 2 名のみが

ログイン可能。 



は寄付担当のみ。 

寄付金申込 【インターネット申込】 

・団体ホームページの寄付申込フォームより、寄付タイプ、個人情報、金

額、カード情報を入力 

・入力後、申込内容についてのお礼メールが寄付者へ配信。同時に、寄付

申込通知が事務局長、ファンドレイジングチーム寄付担当に配信される 

・自動配信メールの内容をもとに、寄付担当が GOEN システムで申込者お

よび寄付内容を確認 

・寄付担当が GOEN システムの前日寄付データをダウンロードし再チェ

ック 

・クレジットカード以外の支払方法の場合、申込用紙及び振込用紙を寄付

担当が支援者に送付する 

Salesforce 

個 人 情 報 に な

るため、寄付担

当者 2 名のみが

ログイン可能。 

継続寄付（スマイル

クラブなど） 

【請求データ作成前準備】 

・継続支援寄付元データは GOEN システムで継続支援登録をした後、自動

生成される 

・月末・月初に退会連絡があった支援者の継続支援を停止 

・当月寄付データを GOEN システムよりダウンロードし、寄付方法・入金

日を更新する。 

 

【決済と寄付データ】 

・寄付データはすべてセールスフォースの GOEN システムにて管理。 

＜クレジットカード＞ 

・登録時に入力した決済日に GOEN システムの GMO が連動し、事前に

GMO に登録した決済日に自動実行 

・GOEN システム管理会社、エニシフルコンサルティングと GMO ペイメ

ントからの前月分の決済件数、総額通知を 15 日前後に受領し、GOEN シ

ステムのデータと照合 

・決済はほぼ 15 日に集中しているため、前月 16 日～当月 15 日でカード

決済エラーデータを抽出。決済エラーとなった支援者に連絡をとりカード

情報更新依頼をかける。 

＜銀行口座振替＞ 

・ジャックス Cyber-J Collect で口座情報と寄付開始年月、引落金額を寄

付担当が入力 

・寄付開始月より毎月 27 日にジャックスより自動振替処理実施 

・翌月初に Cyber-J Collect より振替結果を CSV でダウンロードし、GOEN

システムのデータへデータローダで結果反映 

・データローダ終了後、Cyber-J のレポート入金・未入金額、件数と GOEN

システムデータを寄付担当が照合 

 

Salesforce 

個 人 情 報 に な

るため、寄付担

当者 2 名のみが

ログイン可能。 



【遅延管理】 

エクセルファイルにて管理。担当者が督促、4 回で自動退会。 

単発寄付 ・クレジットカード払いの支援者には〇日に決済される旨をメールで通知

する。 

・郵便寄付 ゆうちょ銀行サイトに入金日翌日にアップロードされる。そ

れを元に寄付担当者がセールスフォースにて管理、経理は Excel Bank 

Balance にて日々の入出金合算額を転記し管理。 

 

＜郵便寄付＞ 

・郵便寄付 ゆうちょ銀行サイトに入金日翌日にアップロードされる。そ

れを元に寄付担当者がセールスフォースにて管理、経理は Excel Bank 

Balance にて日々の入出金合算額を転記し管理。 

Salesforce 

個 人 情 報 に な

るため、寄付担

当者 2 名のみが

ログイン可能。 

寄付内容の登録 ・カード情報変更や解約等を支援者が回答してきた場合は、〇〇の情報を

更新する。 

Salesforce 

個 人 情 報 に な

るため、寄付担

当者 2 名のみが

ログイン可能。 

入金 【請求データの作成】 

・入金日はカード会社の締め日により異なるが、請求月翌月。 

 

【入金計上分の寄付別振替】 

・経理：銀行、現金、カード入金時、仮受金にて計上、月末にセールスフ

ォースデータに基づき各寄付に振替計上。 

 

【未収入金計上】 

・12 月分の入金が翌年に繰り越したもののみ、期末仕訳にて未収入金計

上。入金時に振替。 

 

【入金確認】 

・銀行、現金、カード入金情報は経理が Excel Bank Revenue ファイルを

入金の都度更新。セールスフォースデータと照合し、Bank Revenue ファ

イルに寄付詳細を簡単に記載。 

Salesforce 

個 人 情 報 に な

るため、寄付担

当者 2 名のみが

ログイン可能。 

Excel Bank 

Revenue 



伝票作成 ・ファンドレイジング寄付者担当が「入金種類」と「引き落とし月」を抽

出して請求データを作成する。 

・経理担当が銀行、カード、現金の入金ファイル（Excel Bank Balance,現

金出納帳）と Excel Bank Revenue、及び寄付担当者がセールスフォース

よりダウンロードした寄付データと照合し、金額が合致しているか確認

後、Excel Bank Revenue ファイルを伝票代わりに使用。 

・○○は、同じ方法で別途データを抽出し、件数と金額が同額になるかダ

ブルチェックをする。 

 

【決済情報の取込】 

＜クレジットカード＞ 

・請求データをアップロード後、決済結果を○○の画面から CSV でダウ

ンロードし、○○にインポートする。 

Salesforce 

個 人 情 報 に な

るため、寄付担

当者 2 名のみが

ログイン可能。 

Excel Bank 

Revenue 

 

●受取助成金（国庫助成金、民間助成金） 

サブプロセス 業務内容 使用資料名 

申請 【外務省、ジャパンプラットフォーム、他民間団体の助成金】 

・プロジェクト管理者が起案し、事務局長の決済を受けた後、契約を締結

する。 

 

【メドゥサン・デュ・モンド ネットワークの助成金】 

・各ネットワークの事務局長の協議により作成された MoU に基づく。 

各 助 成 金 の 指

定資料 



入金～海外送金 【外務省、ジャパンプラットフォーム、他民間団体の助成金】 

・外務省（MoFA）：専用口座に入金（事業により現地口座の場合と日本口

座の場合がある） 

 現地口座入金分：現地会計管理、日本会計では期末に当座預金として振

り替える。 

 日本口座入金分：前受金計上、月次費用計上に基づき、助成金振替。現

地送金分のうち、 

 パートナー団体送金分は仮払金、MdM 現地事務所および出張者に渡す

現金については前渡金にて処理。 

・ジャパンプラットフォーム：専用口座に入金 

 前受金計上、月次費用計上に基づき、助成金振替。 

・他民間助成金：共通の口座に入金 

 通常は入金時に仮受金処理をし、月末に費用計上、年度をまたがる期間

の助成金については、 

 年度繰越資産として管理。年度指定の無いものは当期費用計上。 

 

【メドゥサン・デュ・モンド ネットワークの助成金】 

・各ネットワークの事務局長の協議により作成された MoU に基づく。 

 入金伝票類は経理にて作成、サイボウズに申請。 

 MdM フランスについては年複数回あるため、年度末にレートを調整す

る。 

Excel Bank 

Revenue 

弥 生 会 計 プ ロ

ジ ェ ク ト 別 月

次残高試算表 

 

  



 

財務プロセスについて 

●財務 

サブプロセス 業務内容 使用資料名 

小口現金 【用途】 

・費用コンビニ払い分の支払い。（NTT,大塚商会） 

・出張者の前渡金 

・社会福祉協議会ボランティア保険の支払い 

・職員現金精算（新型ｺﾛﾅ感染症のため可能な限り銀行振込に移行） 

 

【実査】 

・小口出金の都度確認、合わない場合は出金しない。 

・現金出納帳の実査金額と入出金残高を弥生データと確認後 

 事務局長が承認。 

 

【管理方法】 

・立替経費申請をした職員が、起票、サイボウズにアップロード後、上長、

事務局長に承認された後、出力した伝票をもとに経理が支払い、受領時に、

サインをする。 

・小口現金金庫は常時施錠できる棚に保管、入出金の都度、開錠する。（施

錠できるのは事務局長及び経理担当者のみ。） 

 

【限度額】 

・途上国への出張時及び災害時の出張については現金を持っていくことが

多いため、限度額は設けられていない。入国の際に限度額による。 

Excel 現金出納

帳 

預金 【残高確認】 

・毎月、ネットバンキングを利用している銀行からは残高証明を入手し利

用していない銀行については通帳の残高で確認。経理は ExcelBank Blance

を入出金の都度更新し、弥生会計より出力する現金預金明細票と照合。 

・現金預金明細票については、全ての残高関連ファイルと照合し、事務局

長が承認している。 

弥生会計 

Excel Bank 

Balance 

資金移動 【資金移動】 

・助成金に関わる移動；プロジェクト担当者が専用口座から支出費用を団

体自己資金口座へ移動する際に、サイボウズにて移動金額の根拠となる資

料を添付し申請後、上長、事務局長の承認を得る。 

・助成金に関わらない者については、主に楽天銀行より振込を行っている

ため、経理が毎月の資金管理をし、必要に応じて、みずほ銀行、三菱 UFJ

銀行、ゆうちょ銀行の口座より資金移動の申請を、Excel ファイルにて作

成後、PDF 化し、サイボウズにて申請、事務局長の承認を得る。 

サイボウズ 



 

財務報告プロセスについて 

●財務報告 

サブプロセス 業務内容 使用資料名 

日々の仕訳入力 日々の入金・出金の仕訳は、入金伝票、出勤伝票を作成しサイボウズにア

ップロード後、事務局長が承認する。 

サイボウズ 

Excel 入金伝

票、出金伝

票、 

月次の仕訳入力 ・現金の入出金を伴わない仕訳については、月次で Excel に仕訳計上して

いる。 

・仕訳については、経理が起票し、サイボウズに申請後、事務局長がが承

認する。 

サイボウズ 

Excel 振替伝票 

月次決算 ・月次で Monthly Report を作成する。（弥生会計、Excel 給与、Excel 

BS Data から作成している。） 

・上記の月次決算報告は事務局長の確認を得る。 

弥生会計 

Excel 給与 

Excel BS Data 

年次決算 経理が財務諸表を作成し、内容を確認後、監査法人の監査を得て事務局

長、理事、監事に報告する。 

弥生会計 

ExcelPL 部門

別 

Excel BS Data 

 

購買プロセスについて 

●購買 

サブプロセス 業務内容 使用資料名 

発注 ・物品購入希望者が品質、価格、納期等、諸条件について総合的に検討し

て調達先を選定、上長・事務局長の承認を得る。 

 

金額別手続き 

・30 万円までの経費 

 見積書等にて上長・事務局長の承認を得る。 

・10～100 万円までの固定資産、30～100 万円までの経費 

 稟議書作成後、上長・事務局長の承認を得る。 

 発注書作成し発注する。 

・100 万円以上 

 稟議書作成後、上長、事務局長、理事長の承認を得る。 

 発注書作成し発注する。 

調達管理規定

（案） 

Excel 支払ルー

ル 



納品・検収 ・発注担当者が業者から商品を受領し、発注内容と現物の一致を確認す

る。 

調達管理規定

（案） 

Excel 支払ルー

ル 

支払い ・振込伝票、精算伝票、前払申請伝票等起票後、サイボウズに添付し申

請。 

・上長、事務局長の承認後、経理が支払いを実行する。 

サイボウズ 

振込伝票等 

伝票起票 ・上記サイボウズ証憑類をもとに伝票入力。 サイボウズ 

振込伝票等 
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メドゥサン・デュ・モンドジャポン業務継続計画（BCP） 

vol.1 

2021/9/21 米良・石井 

1. 概要と目的                          

1. BCPの位置づけ 

本計画では、首都直下型地震などの大規模な自然災害の発生時に、職員の安否

確認方法、BCP発動手順および BCP発動時下において取り組むべき優先業務

などについて取りまとめている。 

 

本計画は以下についてメドゥサン・デュ・モンドジャポン（以下 MDMJ）事務局内で

の合意を経てまとめている。企画調整グループは本計画の更新・運用の責任をも

つ。企画調整グループは MDMJ職員に本計画の周知及び防災避難訓練を実施

し、そこでの学びを活かし、本計画の定期的な見直し・改訂を行う。 

2. 想定する状況 

大型の首都直下型地震もしくは南海トラフ地震、富士山噴火が発生するか、東京

都内で震度 5 強以上の地震が発生した場合、BCP発動の可否を決定する。 

2. 発災直後〜BCP発動まで                   

1. 職員の安否確認 

発災直後はまず職員の安否確認を最優先とする。 

1. 就業時間内で発災した場合 

基本として以下の順序で行動する。 
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①自身の安全確保（必要に応じて避難行動を含む） 

②周囲の人や事務所内の安全確認 

③安否連絡 

④家族の安否確認 

⑤事務局長（もしくは代行者）が、緊急連絡網での安否確認。（緊急連絡

網優先順位：1.LINEアプリ、2.携帯電話） 

⑤サイボウズアプリにて安否確認情報を登録。 

2. 就業時間外で発災した場合 

原則、自宅で待機し、全体 ML （staff all)に自らの安否情報を配信する。

翌日の出勤については、BCPの発動状況ならびに交通機関の状況等か

ら判断する。 

3. 確認手段 

過去の経験から、大きな地震の発災直後は、携帯電話は通じにくくなるこ

とが想定されるため、既存の全体 ML （staff all)を活用する。しかし、全体

ML （staff all)が利用できない状況にある場合は、電話を利用する。 

2. BCP発動の可否判断 

災害の規模や事務所の被害状況等を勘案して、BCPの発動可否を判断する。 

1. BCP発動基準 

1. 大型の首都直下型地震、南海トラフ地震、富士山噴火、もしくは東京都内

で震度 5 強以上の地震が発生した場合。 

2. 台風・洪水等の自然災害によるインフラの停止等、業務継続への影響が

あると判断された場合。 

 

2. BCP発動者 

BCPの発動は、代表理事が行う。 ただし、代表理事が不在（海外出張含

む）の場合は、以下の職員が代行する。下記リスト内の職員の安否確認も

しくは不在（発動不能）状況も含めて、全体 ML（staff all) で行う。 
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表１）BCP発動権限順序一覧  

発動権限 名前 役職 

1 米良 事務局長 

2 
 

経理/総務担当 

3 
 

マーケティング G 

4. 
 

事業 

 

3. BCP発動までの時間目安 

BCPの発動可否判断は、目安として発災後 2時間までとする。しかし、2

時間経過して可否判断ができない場合には、その後も表１内の職員によ

って速やかに可否判断を行うこととする。 

4. BCP発動の関係者への連絡 

BCP発動後、代表理事（もしくは代行者）が、BCP発動の旨および対策本

部を招集することを全体 ML（staff all)に通知する。招集の方法は、各人の

携帯電話や ML、LINEを用いる。 

3. BCP 発動後の業務と体制                 

1. 対策本部の体制と役割 

BCP発動後は、対策本部が設置される。対策本部の主な役割は、団体の事業継

続に関する「重要な決定事項」の意思決定とする。 

1. 対策本部のメンバー構成 

対策本部のメンバーは、代表理事に加えて、表１内のなかから「勤務可能

な職員（遠隔含む）」を上から順に合計２名を対策本部メンバーとする。そ

の順番で最上位の職員を「本部長」とする（代表理事がいる場合は代表理

事が本部長となる）。 
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通信状況（電話およびネット）が許す場合は、テレワークでのメンバー入り

も可能とする。 

2. 対策本部の設置の連絡 

対策本部メンバーから、全体 ML （staff all) で対策本部の設置およびそ

のメンバー構成を通知する。 

3. 「重要な決定事項」の意志決定 

 

対策本部の重要な役割として、以下の表２にある、「重要な決定事項」関

する意思決定がある。 

 

表２）重要な意思決定事項 
 

決定事項 決定

目標

時間 

決定時の判断基準 決定者 

1 東京事務所の継続利用

の可否判断 

2日

以内 

以下がすべて満たされる場合は利用可とす

る。 

【事務所損傷】建物の損傷がなく業務ができ

る 

【インフラ】電気／上下水道／電話／ネット

が業務可能なレベルで機能している 

【勤務可否】交通機関の状況から、フルタイ

ム職員のうち２名以上が出勤できる 

 

事務局長 

2 東京事務所閉鎖の場

合、閉鎖する期間の決

定 

2日

以内 

上記の条件のすべてが「利用可能な状況」

に改善すると予想される期間 

※状況によっては、後日に期間延長もありう

る。 

事務局長 

3 東京事務所閉鎖の場

合、代替事務所の決定 

5日

以内 

以下の条件を満たす場所があるか調べて、

速やかに確保する。 

事務局長 



 5 

【建物状況】建物の損傷がなく、職員が４名

以上勤務できるスペースがある 

【インフラ】電気／上下水道／電話／ネット

が業務可能なレベルで機能している 

【勤務可否】場所および交通機関の状況か

ら、職員が出勤できる場所にある 

※必要に応じて費用が発生することも視野

に入れて探す。 

4 事務所閉鎖中の海外事

業の継続方法 

3日

以内 

以下の条件がひとつでも満たされない場合

は、業務を一時停止する。 

【事務所機能】東京事務所側（事業担当含

む）が機能していなくても、現地側で事業運

営のキャパシティ（意思決定含む）がある 

【海外送金】海外送金がしばらくできない状

態でも事業運営が可能である 

対策本部 

5 事務所閉鎖中の国内事

業（証言、FR、TP、総務・

経理）の継続方法 

3日

以内 

以下の条件が満たされない場合は、業務を

一時停止する。 

【事務所機能および職員の状況】テレワーク

を含み、実務が可能な状況がある 

 

事務局長 

6 事務所閉鎖中の職員へ

の給与支払いに関する

決定 

7日

以内 

以下の条件がひとつでも満たされない場合

は、業務を一時停止する。 

【事務所機能および職員の状況】テレワーク

を含み、実務が可能な状況がある 

【決済状況】金融機関との決済が可能な状

況にある 

事務局長 

7 海外事務所への送金 7日

以内 

以下の条件がひとつでも満たされない場合

は、業務を一時停止する。 

【事務所機能および職員の状況】テレワーク

を含み、実務が可能な状況がある 

対策本部 
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【決済状況】金融機関との決済が可能な状

況にある 

【予算との関連】予算内であるか、予算外で

あっても使途が妥当であること 

 

 

下の表の事項について、対策本部メンバーではなく、別途意思決定する。 

 

表３）重要な意思決定事項から外れる事項 
 

決定事項 決定目標

時間 

決定時の判断基準 決定者 

1 緊急支援事業

の開始 

 

別途「国内災害対策基準」のプロセスに則

るものとする。 

事務局長→理

事会 

 

4. BCP解除に向けての判断 

BCPの解除は対策本部が決定する。決定の方法については 3.3を参照。 

2. BCP発動下での「優先業務」とその対象範囲 

BCP発動下においては、各職員は通常の業務のなかから以下で規定するものを

「優先業務」として、優先的に推進するものとする。 

1. 「優先業務」の範囲 

１）業務継続のために優先度が高い通常業務： 

１）事業ならびに経理：海外送金 

２）経理：給与支払い 

２）発災後非常時対応業務： 

１）職員各自：職員の安否確認 

２）証言：事務所の現状に関する対外的情報発信  
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2. 「優先業務」の実施者 

「優先業務」に関しては、本来は担当職員が行うべきことだが、BCP発動

下においては、これらの業務の一部に関する実施権限を、他の職員、もし

くは職員外の信頼できる外部者（非常勤理事を含む／地理的に離れてい

ることも想定しうる）に委託することができるものとする。（例：ウェブサイト

による情報発信、海外送金など） 

3. 「優先業務」以外の活動 

「優先業務」以外のすべての活動については、以下の職員が事業運営を

推進する。 

１）現地事務所がある事業：現地事務所代表（代行含む） 

２）現地事務所がない事業、各担当者。担当者が勤務不可能の場合は、

各事業担当が対策本部と協議の上で判断および推進する。 

4. 「共有フォルダー」に関して 

東京事務所における「共有フォルダー」は、クラウド上に保管されており、

仮に東京事務所の機器が破損しても、クラウド上にデータは保管されるこ

とになる。クラウド上のデータ管理は株式会社デジタルハーツに委託し、

バックアップデータの利用はデジタルハーツ設定後、可能となる

TEL  

3. BCP解除 

対策本部長は、災害による被害が軽減し、状況の回復が見込めるようになった場

合に、対策本部で検討の上で総合的に判断し、BCPを解除する。解除にかかる特

定の指標は設定しない（事務所機能の復旧度合いや職員の勤務可動可否等は勘

案される）。解除の決定については、全体 MLで通知する。 

4. 平常時における維持管理               

１．BCPに関する周知 

入職時のオリエンテーションにおいて本計画を周知する。 
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2. 定期的な見直し 

軽微な実施経験や外部からのアドバイス等から、定期的に本計画を見直す機会を

持つ。また、折を見て訓練の機会を持つようにする。 

3. 一般的な防災対策 

事務所内の一般的な防災対策に関しては、別途定める防災規定を参照する。 

5. 参考資料                             

1. 首都直下地震における被害想定 

特集 首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）

http://www.bousai.go. p/kohou/kouhoubousai/h25/74/special 01.html 

2. 南海トラフ地震、首都直下地震に関する映像 

南海トラフ巨大地震、首都直下地震の被害と対策に係る映像資料について

http://www.bousai.go. p/ ishin/nankai/nankai syuto.html 

3. BCP発動下での業務に関する情報 

以下の「優先業務」に関する詳細な業務リストを準備する（作成時期：202１年 12

月末）。これは、BCP発動下での判断を容易にし、作業漏れをなくすことを目的と

する。 

    １）業務継続のために優先度が高い通常業務 

    ２）発災後非常時対応業務 

※必要に応じて関連する作業のマニュアル（アクセス権限情報なども含む）も作成

する。これについては、関連する職員によって作成しておくものとする。 

※「国内災害対応計画」に関連する業務については、そちらを参照。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付 

参事官（共助社会づくり推進担当） 



は じ め に 
  
特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活

動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的と

して、平成10年12月に施行されました。 

今般、平成28年改正法附則の検討規定に基づき、NPO関係団体の要望を踏まえて、超党派の議員によるNPO

議員連盟において検討が行われた結果、NPO 法人の活動の健全な発展をより一層促進するため、令和２年 12

月に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（令和２年法律第72号）が成立し、令和３年６月９日から

施行されることとなりました。 

今回の法改正では、NPO法人の設立及び運営の手続を、より迅速かつ簡素なものにして、NPO法人の事務負

担を軽減するための措置として、⑴縦覧期間の短縮、⑵住所等の公表等の対象からの除外、⑶認定・特例認

定NPO法人の提出書類の削減等の改正が行われました。 

本書は、これらの改正事項を織り込み、認証及び認定制度に係る規定の内容及び諸手続について解説して

います。認証、認定を受けるための申請手続及び認証後、認定後に必要となる諸手続を行う際には、各所轄

庁の定める申請書式等に基づいて行う必要がありますが、法令等に基づく標準的な諸手続の解説として参考

にしてください。 

 

令和３年６月 

 

本書において使用している省略語は、次のとおりです。 

法 ・・・・・・・・・・・特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号） 

法 令 ・・・・・・・・・特定非営利活動促進法施行令（平成23年政令第319号） 

法 規 ・・・・・・・・・特定非営利活動促進法施行規則（平成23年内閣府令第55号） 

平成23年改正法  ・・・・特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成23年法律第70号） 

平成28年改正法  ・・・・特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成28年法律第70号） 

令和２年改正法・・・・・・特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（令和２年法律第72号） 

NPO法人 ・・・・・・・・特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人 

認定NPO法人 ・・・・・・特定非営利活動促進法第44条第１項に規定する認定特定非営利活動法人 

特例認定NPO法人 ・・・・特定非営利活動促進法第58条第１項に規定する特例認定特定非営利活動法人 

認定NPO法人等 ・・・・・認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人 

所轄庁 ・・・・・・・・・特定非営利活動促進法第９条に規定するその主たる事務所が所在する都道府県の知事（その事務 

所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長）   

措 法 ・・・・・・・・・租税特別措置法（昭和32年法律第26号） 

措 令 ・・・・・・・・・租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号） 

措 規 ・・・・・・・・・租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号） 

法人法 ・・・・・・・・・法人税法（昭和40年法律第34号） 

法人令 ・・・・・・・・・法人税法施行令（昭和40年政令第97号） 

法人規 ・・・・・・・・・法人税法施行規則（昭和40年大蔵省令第12号） 

所 法 ・・・・・・・・・所得税法（昭和40年法律第33号） 

所 令 ・・・・・・・・・所得税法施行令（昭和40年政令第96号） 

所 規 ・・・・・・・・・所得税法施行規則（昭和40年大蔵省令第11号） 

相 規 ・・・・・・・・・相続税法施行規則（昭和25年大蔵省令第17号） 

組登令 ・・・・・・・・・組合等登記令(昭和39年政令第29号) 

行手法 ・・・・・・・・・行政手続法（平成５年法律第88号） 

法10①二イ ・・・・・・・特定非営利活動促進法第10条第１項第２号イ 

令和２年改正法による主な変更点は、              が目印です。 

 

（注）この手引きは、令和３年６月９日現在の法令によっています。 

 ☞ 【令和２年改正点】 
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１ 法律の目的等 

 
⑴ 法律の目的 

特定非営利活動促進法（以下「法」といいます。）は、特定非営利活動（法第２条第１項に規定する特

定非営利活動をいいます。以下同じ。）を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動

が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人（以下「NPO法人」といいます。）の認定に係る

制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての

特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています（法１）。 

 
⑵ NPO法人になるための基準 

この法律に基づいて、NPO 法人になれる団体は、次のような基準に適合することが必要です（法２②、

法12①）。 

ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること（法２②） 

イ 営利を目的としないものであること（利益を社員で分配しないこと）（法２②一） 

ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと（法２②一イ） 

エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の３分の１以下であること（法２②一ロ） 

オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと（法２②二イ・ロ） 

カ 特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと 

 （法２②二ハ） 

キ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと（法12①三） 

ク 10人以上の社員を有するものであること（法12①四） 

  

２ NPO法人設立の手続 

 

 

NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証

を受けることが必要です（法10①）。所轄庁は、提出された書類の一部（役員名簿については、役員の住所

又は居所に係る記載を除いたもの。以下「特定添付書類」といいます。）を、申請書を受理した日から２週

間、公衆の縦覧に供するとともに、遅滞なく、申請があった旨、申請のあった年月日及び特定添付書類に

記載された事項を、インターネットの利用（公報への掲載でも可）により公表することとなります（法 10

②）。 

所轄庁は、縦覧期間を経過した日から２カ月以内（所轄庁の条例で２カ月より短い期間を定めている場

合には、その期間）に認証又は不認証の決定を行います(法 12②)。設立の認証後、登記することにより法

人として成立することになります（法13①）。 

（注１) 申請書に添付する書類は①～⑩となります。なお、①、②、⑦、⑨及び⑩は、公衆の縦覧に供する書類に該当

します。（②については、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの） 

① 定款 

② 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿） 

③ 役員の就任承諾及び誓約書の謄本 

④ 住所又は居所を証する書面 

⑤ 社員のうち10人以上の者の名簿 

⑥ 上記１の⑵のオ・カ・キに該当することを確認したことを示す書面 

⑦ 設立趣旨書 

⑧ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 

☞ 【令和２年改正点】 
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⑨ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（当分の間、収支予算書による提出も可。以下同じ。） 

（注２） NPO 法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在する都道府県の知事（その事務所が一の指定都市の区域内の

みに所在する場合は、当該指定都市の長）となります（法９）。 

 

３ NPO法人の管理・運営 
 

NPO法人は、法の定めにしたがって適切な管理・運営を行わなければなりません。NPO法人の管理・運営

を行うにあたっては、特に次の点にはご留意ください。 

① 役員 

NPO法人には、理事３人以上及び監事１人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表（注１）し、

その過半数（注２）をもって業務を決定します。役員の変更等があった場合は、所轄庁に届け出ることが必要

となります。なお、役員は暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける

者の数等に制限が設けられています（法２②一ロ、15～24）。 

（注１） 定款をもって、その代表権を制限することができます。 

（注２） 定款において特別の定めを置くことができます。 

② 総会 

NPO法人は、毎事業年度少なくとも１回、通常総会を開催しなければなりません（法14の２）。 

③ その他の事業 

NPO 法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業（以下「その他

の事業」という。）を行うことができます。その他の事業で利益を生じた場合は、その利益を特定非営利

活動に係る事業のために使用しなければなりません。また、その他の事業に関する会計を特定非営利活動

に係る会計から区分しなければなりません（法５）。 

④ 事業報告書等 

毎事業年度初めの３カ月以内に、前事業年度の事業報告書、計算書類（活動計算書、貸借対照表）、財

産目録などを作成し、すべての事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出することが必要です。法人の会

計については、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法第 27 条に定められた原則に従い会

計処理を行わなければなりません（法27～29）。 

⑤ 定款変更 

定款を変更するためには、総会の議決を経た上で、下記①～⑩に関する事項について変更を行う場合に

は、所轄庁の認証が必要です（法25③④）。 

下記①～⑩に関する事項以外の定款の変更については、所轄庁の認証は不要です。なお、この場合にも、

定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要となります（法25⑥）。 

（注) 定款の変更にあたり所轄庁の認証が必要となるのは、以下の①～⑩に関する事項となります。 

① 目的 

② 名称 

③ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限ります。） 

⑤ 社員の資格の得喪に関する事項 

⑥ 役員に関する事項（役員の定数に係るものを除きます。） 

⑦ 会議に関する事項 

⑧ その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

⑨ 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。） 

⑩ 定款の変更に関する事項 
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⑥ 合併、解散 

NPO法人は、総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続を経て、別の NPO法人との合併又は解散を行

うことができます。NPO 法人が解散する場合、残余財産は、定款で定めた者に帰属しますが、その定めが

ない場合は、国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には、国庫に帰属することとなります（法31～39）。 

（注） 定款で定めることができる残余財産の帰属すべき者は、①～⑥に掲げる者のうちから選定されなければなり

ません（法11③）。 

① 他の特定非営利活動法人 

② 国又は地方公共団体 

③ 公益社団法人，公益財団法人 

④ 学校法人 

⑤ 社会福祉法人 

⑥ 更生保護法人 

⑦ 監督等 

所轄庁は、法令違反等一定の場合に、NPO 法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合

によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すことができます。また、法に違反した場合には、

罰則が適用されることがあります（法41～43、77～81）。 

 

４ NPO法人格取得後の義務 

 

法人格取得後は、法及びその他の法令並びに定款の定めにしたがって活動しなければなりません。特に

次の点にはご留意ください。 

 

⑴ 事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出 

法人は、毎事業年度初めの３カ月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成しなければなりません。

また、これらの書類は、役員名簿及び定款等と併せてすべての事務所に備え置き、社員及び利害関係人

に閲覧させるとともに、所轄庁に提出し、一般公開されることとなります（法28～30）。 

（注） 閲覧される書類は①～⑨となります。 

① 事業報告書 

② 貸借対照表（事務所への備置き及び所轄庁への提出に加えて、公告も必要となります。） 

③ 活動計算書 

④ 財産目録 

⑤ 年間役員名簿（前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬

の有無を記載した名簿） 

⑥ 社員のうち10人以上の者の名簿 

⑦ 役員名簿 

⑧ 定款 

⑨ 認証・登記に関する書類の写し 

 

⑵ 納税 

法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。ここでは、一部例を挙げて説明しますが、詳細に

ついては、お近くの税務署、都道府県税事務所等にご相談ください。 

国税である法人税については、法人税法に規定された「収益事業」（その性質上その事業に附随して

行われる行為を含みます。）から生じる所得に対して課税されることとなります。 

地方税（法人住民税（法人税割）及び事業税）も、収益事業から生じた所得に対して課税されます。

所轄庁で閲覧・謄写させる場合、個人の住所又は居所

に係る記載の部分を除いたものを閲覧・謄写させるこ

ととなります（法30 条） 
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また、法人住民税（均等割）は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。 

(注１) 法人税法上の収益事業は、物品販売業等の下記に掲げられる事業で、継続して事業場を設けて行われるもの

をいいます（法人法２十三、法人令５①）。 

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請

負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問

屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸

教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業 

（注２） 特定非営利活動に係る事業であっても、上記(注１)に掲げる事業に該当する場合には、当該事業から生ず

る所得については法人税が課税されます。 

 

５ 認定NPO法人制度の概要 

 

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた

措置であり、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁が認定を行う制度です。 

 

⑴ 認定NPO法人とは 

認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するも

のにつき一定の基準（パブリック・サポート・テストを含みます。）に適合したものとして、所轄庁の

認定を受けたNPO法人をいいます（法２③、44①）。 

 

⑵ 特例認定NPO法人とは 

特例認定NPO法人とは、NPO法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動

が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつ

き一定の基準（パブリック・サポート・テストは含まれません。）に適合したものとして、所轄庁の特

例認定を受けたNPO法人をいいます（法２④、58①）。 

本制度は平成 23 年の法改正で導入され、「仮認定 NPO 法人」という名称を用いていましたが、平成

28年の法改正により、「特例認定NPO法人」という名称に改められました。 

 

⑶ 認定NPO法人等になることによるメリット 

① 寄附者に対する税制上の措置 

イ 個人が寄附した場合 

個人が認定 NPO法人等に対し、その認定 NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する

寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除（所得控除）又は税額控除のいずれかの控

除を選択適用できます（措法41の18の２①②）。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認

定 NPO 法人等に個人が寄附した場合、個人住民税（地方税）の計算において、寄附金税額控除が適

用されます（地方税法37の２①三四、314の７①三四）。 

   ロ 個人が現物資産を寄附した場合 

     個人が認定 NPO 法人等に対し、土地、建物、株式等の現物資産を寄附した場合のみなし譲渡所得

税について、その寄附財産を基金に組み入れる方法により管理するなどの一定の要件を満たす場合、

国税庁長官の非課税承認又は不承認の決定が申請から一定期間内に行われなかったときに自動的に

承認があったものとみなされます。また、非課税措置の適用を受けた寄附資産について、基金に組

み入れて管理し、その後買い換えた資産を当該基金の中で管理する等の一定の要件を満たす場合に
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は、国税庁長官へ必要書類を提出することで、引き続き非課税措置の適用を受けることができます

（措法40）。 

ハ 法人が寄附した場合 

法人が認定 NPO法人等に対し、その認定 NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する

寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額

と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます（措法66の11の２②）。 

   ニ 相続人等が相続財産等を寄附した場合 

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定 NPO

法人（特例認定NPO法人は適用されません。）に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係

る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に

算入されません（措法70⑩）。 

② 認定NPO法人のみなし寄附金制度 

認定 NPO 法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動

に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入

が認められます（特例認定NPO法人は適用されません。措法66の11の２①）。 

 

⑷ 認定の基準 

  認定NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります（法45、59）。 

① パブリック・サポート・テスト（PST）に適合すること（特例認定NPO法人は除きます。）。 

② 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50％未満であること。 

③ 運営組織及び経理が適切であること。 

④ 事業活動の内容が適正であること。 

⑤ 情報公開を適切に行っていること。 

⑥ 事業報告書等を所轄庁に提出していること。 

⑦ 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。 

⑧ 設立の日から１年を超える期間が経過していること。 

（注） 上記①～⑧の基準を満たしていても（特例認定 NPO 法人は①を除きます。）、欠格事由（法 47）に該当する

NPO法人は、認定（特例認定）を受けることはできないこととなります。 

 

⑸ 欠格事由 

次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定等を受けることができません(法47)。 

① 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 

イ 認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前

１年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から５年を経過しない者  

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

５年を経過しない者 

ハ NPO法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等若しくは暴力行為
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等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経

過しない者 

ニ 暴力団又はその構成員等 

② 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない法人 

③ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 

④ 国税又は地方税の滞納処分が執行されている又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過しない法 

 人 

⑤ 国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から３年を経過しない法人 

  ⑥ 暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人 

 

⑹ 認定等の有効期間等 

認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して５年となります（法51①）。 

特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して３年となります（法60）。 

なお、認定の有効期間の満了後、引き続き、認定 NPO 法人として特定非営利活動を行おうとする認定

NPO 法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります（特例認定の有効期間の更新はありません。）

（法51②、61一）。 
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第 2章 特定非営利活動法人の設立について 
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１ 設立の認証のための申請手続 

 

⑴  認証の申請 

イ NPO法人を設立するためには、所轄庁の条例で定めるところにより、次の①～⑩の書類を添付した申

請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります（法10①）。 

 ① 定款 

 ② 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿） 

 ③ 役員の就任承諾及び誓約書の謄本 

 ④ 役員の住所又は居所を証する書面 

 ⑤ 社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面 

 ⑥ 確認書 

 ⑦ 設立趣旨書 

 ⑧ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 

 ⑨ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

 ⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 

（注） 申請書及び添付書類の標準的な様式例は、16頁以降をご覧ください。 

 

ロ NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の

認証を受けることが必要です（法10①）。所轄庁は、提出された書類の一部（役員名簿については、役

員の住所又は居所に係る記載を除いたもの。以下「特定添付書類」といいます。）を、申請書を受理し

た日から２週間、公衆の縦覧に供するとともに、遅滞なく、申請があった旨、申請のあった年月日及び

特定添付書類に記載された事項を、インターネットの利用（公報への掲載でも可）により公表すること

となります（法10②）。 
（注） なお、法の特例として、国家戦略特別区域会議が、特定非営利活動法人設立促進事業を定めた区域計画につ

いて、内閣総理大臣の認定を受けた場合、上記の公衆の縦覧に供する期間は２週間とされていましたが（旧

国家戦略特別区域法24の３）、今回の法改正によって、全てのNPO法人の縦覧期間が２週間となりました。 

 

ハ 所轄庁は、認証又は不認証の決定を行うまでの間、縦覧事項の公表を行います（法10③）。 

 

ニ 提出書類に不備があるときは、その不備が所轄庁の条例で定める軽微なものである場合に限り、補

正をすることができます（申請書を受理した日から１週間に満たない場合に限ります。）（法10④）。 

（注） 軽微なものの例としては、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、

誤字又は脱字に係るものなどが挙げられます。 

 

⑵ 認証又は不認証の決定 

所轄庁は、正当な理由がない限り、縦覧期間の２週間経過後、２カ月（注）以内に認証又は不認証の決定

を行い、書面により通知します。（法12②③）。 

（注）所轄庁が条例で縦覧期間を経過した日から２カ月より短い期間を定めた時は、その期間内に認証・不認証を

行うこととなります。 

 
⑶ 法人成立後の届出 

設立の認証後、申請者が、主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで法人が成立します

（法13①）。設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証の通知があった日から２週間以内に行う必

要があります（組登令２①）。また、従たる事務所が、主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区

☞ 【令和２年改正点】 
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域外にある場合は、従たる事務所の所在地において、設立の登記の日から２週間以内に、従たる事務所

の所在地の登記をする必要があります（組登令11）。 

NPO法人は、登記により法人として成立した後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明

書及び NPO 法人成立時に作成した財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければなりません（法

13②）。なお、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から６カ月を経過しても登記をしないとき

は、所轄庁が認証を取り消すことがあります（法13③）。 

 

２ 認証の基準 

 

所轄庁は、NPO法人を設立しようとする者からの申請について、次の①～④の基準に適合すると認められ

るときには、その設立を認証しなければなりません（法12①）。 

 ① 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること 

② 当該申請に係る NPO 法人が特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、営利を目的としないもので

あって、次のイ及びロのいずれにも該当し、その活動が、次のハ～ホのいずれにも該当する団体である

こと（法２②関連） 

 イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 

 ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員の総数の３分の１以下であること 

 ハ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでない

こと 

 ニ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 

 ホ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること

を目的とするものでないこと。 

 ③ 当該申請に係るNPO法人が次のイ及びロに該当しないものであること 

  イ 暴力団 

  ロ 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下

にある団体 

 ④ 当該申請に係るNPO法人が10人以上の社員を有するものであること 

(注１) 特定非営利活動とは、以下の①～⑳に掲げる活動であって（法別表）、不特定かつ多数のものの利益の増進

に寄与することを目的とするものです（法２①）。 

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

② 社会教育の推進を図る活動 

③ まちづくりの推進を図る活動 

④ 観光の振興を図る活動 

⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

⑦ 環境の保全を図る活動 

⑧ 災害救援活動 

⑨ 地域安全活動 

⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

⑪ 国際協力の活動 

⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

⑬ 子どもの健全育成を図る活動 

⑭ 情報化社会の発展を図る活動 

⑮ 科学技術の振興を図る活動 
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⑯ 経済活動の活性化を図る活動 

⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

⑱ 消費者の保護を図る活動 

⑲ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

⑳ 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

  （注２） 政治活動には具体的な施策を推進することは含まれません。 
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 ≪参考≫設立の認証申請から登記完了の届出までのフロー 

（１週間未満） 

申 請 者 

②インタ

ーネット

の利用（公

報への掲

載でも可）

により公

表 

③認証・不認証

の決定 

④設立登記（主たる

事務所の所在地での

登記）＝法人成立 

 

⑤従たる事務所の所在

地での登記 

 

⑥所轄庁での 

閲覧・謄写 

所 轄 庁 

⑴提出 
（申請） 

⑵通知 

⑶提出 
（届出） 

２
カ
月
以
内 

軽微な補正 

（２週間以内） 

（２週間以内） 

市 民 

①認証申請書類の

提出（提出書類は

P15参照） 

 

縦覧書類 

・定款 

・役員名簿（役員の住

所又は居所に係る記

載の部分を除いたも

の） 

・設立趣旨書 

・事業計画書 

・活動予算書 

 

閲覧書類 

・定款 

・役員名簿（役員の住

所又は居所に係る記

載の部分を除いたも

の） 

・事業計画書 

・活動予算書 

・設立の時の財産目録 

・認証に関する書類の

写し 

・登記に関する書類の

写し 

縦
覧
期
間
２
週
間 
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○ 認証申請から設立登記の届出までの提出書類一覧 

 

⑴  認証申請時に提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

設立認証申請書 16、17 

定款 18～27 

役員名簿 

（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿） 
28 

就任承諾及び誓約書の謄本 29 

役員の住所又は居所を証する書面 （注） 

社員のうち10人以上の者の名簿 30 

確認書 31 

設立趣旨書 32 

設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 33 

設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 34～37 

設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 38～41 

（注）住民票の写し等。 
 

※上記の提出書類に補正が必要な場合の提出書類（軽微なものに限ります） 

・補正書（42ページ参照） 

 
⑵ 法人成立後の届出書類一覧 

提出書類のリスト 参照ページ 

設立登記完了届出書 43 

登記事項証明書 ― 

設立の時の財産目録 44 
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様式例・記載例 （P299備考：第一１関係） 

 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

申請者 住所又は居所           

氏名              

電話番号             

 

設立認証申請書 

 

特定非営利活動促進法第 10条第１項の規定により、下記のとおり特定非営利活動法

人を設立することについて認証を受けたいので、申請します。 

 

記 

 

１ 特定非営利活動法人の名称  特定非営利活動法人○○○○ 

 

 

 

２ 代表者の氏名  △△△△     

 

３ 主たる事務所の所在地  ・・・・・・・・ 

 

４ その他の事務所の所在地  ・・・・・・・・ 

 

５ 定款に記載された目的   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

申請書の提出年月日を記載する 

名称の登記には、日本文字、ローマ字、アラビヤ数字の他、符号と

して、アンパサンド「＆」、アポストロフィー「’」、コンマ「，」、ハ

イフン「－」、ピリオド「．」及び中点「・」を用いることができる 

なお、括弧やカギ括弧等は用いることができない 

定款の記載と完全に一致させる 

理事（理事長）の氏名を記載する 

監事の氏名を記載してはならない 

町名及び番地まで記載する 

町名及び番地まで記載する 

その他の事務所は、もれなく記載する 

定款の記載と完全に一致させる 
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（備考） 

１ ３及び４には、事務所の所在地の町名及び番地まで記載すること。 

２ 申請書には次に掲げる書類（P301備考第一５の規定の適用を受ける場合にあっては、④の

書類を除く。）を添付すること。             

 ①定款（法第 10条第１項第１号）[２部] 

②役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名

簿をいう。）（法第 10 条第１項第２号イ）[２部] 

③各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、

並びに就任を承諾する書面の謄本（法第 10条第１項第２号ロ）[１部] 

④各役員の住所又は居所を証する書面（法第 10条第１項第２号ハ）[１部] 

⑤社員のうち 10 人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所

又は居所を記載した書面（法第 10条第１項第３号）[１部] 

⑥法第２条第２項第２号及び法第 12 条第１項第３号に該当することを確認したことを示す

書面（法第 10条第１項第４号）[１部] 

⑦設立趣旨書（法第 10条第１項第５号）[２部] 

⑧設立についての意思の決定を証する議事録の謄本（法第 10条第１項第６号）[１部] 

⑨設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（法第 10条第１項第７号）[２部] 

⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（法第 10条第１項第８号）[２部] 

 

書類の提出部数等は、所轄庁が定めるところによります 
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特定非営利活動法人 定款例 
 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

第１章  総則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を○○県○○市○○町○○丁目

○番○号に置く。 

２ この法人は、前項のほか、その他の事務所を○○県○○市○○

町○○丁目○番○号、…に置く。 

 

 

 

 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、［ ① ］に対して、［ ② ］に関する事業を行

い、[ ③ ]に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の

特定非営利活動を行う。 

 (1) 

 (2) 

 

 

 

（事業） 

第５条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① ○○○○○事業 

② ○○○○○事業 

 

 

(2) その他の事業 

  ① △△△△△事業 

② △△△△△事業 

   

 

 

 

 

 

 ＜第 条＞と下線を付した条は、法に

定める必要的記載事項である。それ以外

の条文は、法人の任意による記載事項で

ある。 

 

＜第１条＞…必要的記載事項（法11①二） 

 

＜第２条＞…必要的記載事項（法11①四） 

注：「主たる事務所」と「その他の事務所

（＝従たる事務所）」を明確に区分した

上で、設置する事務所をすべて記載す

る。ただし、記載が必要となるのはそ

れぞれの事務所所在地の最小行政区画

まででよく、それ以下の住所は任意的

記載事項である。 

 

 

 

＜第３条＞…必要的記載事項（法11①一） 

注：特定非営利活動を行うことを主たる

目的とした法人であること等を明らか

にする必要がある。例えば、目的には、

① 受益対象者の範囲、② 主要な事業、

③ 法人の事業活動が社会にもたらす

効果（どのような意味で社会の利益に

つながるのか）や法人としての最終目

標等を具体的かつ明確に伝わるように

記載する。 

 

＜第４条＞…必要的記載事項（法11①三） 

注：法の別表に掲げる活動の種類のうち、

該当するものを選択して記載する（複

数の種類の選択も可能）。 

 

 

 

 

＜第５条＞…必要的記載事項（法11①三

及び十一） 

参考：法５ 

注１：第１項…法人が行う具体的な事業

の内容を記載する。その際、「特定非営

利活動に係る事業」と「その他の事業」

の内容は明確に区分しなければならな

い。 

注２：「その他の事業」を行わない場合は、

「この法人は、第３条の目的を達成す

るため、次の特定非営利活動に係る事

業を行う」旨を記載し、第１項第２号

及び第２項の記載を要しない。 

注３：「特定非営利活動に係る事業」にお
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２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支障が

ない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第１号に掲げる

事業に充てるものとする。 

 

 

 

第３章 会員 

 

 

 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の【  】種とし、正会員をもって

特定非営利活動促進法（以下「法」という。）上の社員とする。 

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人

及び団体 

 

 

 

 

 

（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入

会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当

な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、

理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入し

なければならない。 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格

を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3) 継続して【  】年以上会費を滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

 

 

 

（退会） 

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、

いて、付随的な事業を行う場合には、

「その他この法人の目的を達成するた

めに必要な事業」旨を記載する。ただ

し、「その他の事業」ではこの旨の記載

はできない。 

参考：第２項…法５① 

 

 

 

 

 

＜第３章＞…社員の資格の得喪に関する

事項は必要的記載事項（法11①五） 

参考：法２②一イ 

 

 

＜第６条＞ 

注１：ここでいう「社員」とは、社団の

構成員のことで、総会議決権を有する

者が該当する。 

注２：賛助会員等、正会員以外の会員種

別を定める場合は、正会員とそれ以外

の会員を区別して、第２号以降にその

旨を記載する。ただし、正会員（社員）

以外の会員種別を定款で定めるかどう

かは、法人の任意的記載事項。 

 

＜第７条＞ 

注１：第６条において、正会員以外の会

員について定める場合は、正会員とそ

れ以外の会員を区別して記載すること

もできる（以下、第11条まで同じ。）。

正会員以外については任意的記載事

項。 

注２：社員（正会員）以外の会員の入会

については、任意の条件を定めること

ができるが、社員（正会員）の資格取

得については、不当な条件を付けては

ならない。（法２②一イ） 

 

＜第８条＞ 

注：入会金又は会費の設定がない場合は、 

記載を要しない。 

＜第９条＞ 

 

 

 

 

注：第４号…除名を資格喪失の条件とす

る場合は、除名に関する規定を置く（第

11条参照）。 

 

 

＜第10条＞ 
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任意に退会することができる。 

 

 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の

議決により、これを除名することができる。この場合、その会員

に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) この定款等に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたと

き。 

 

 

第４章 役員及び職員 

 

（種別及び定数） 

第12条 この法人に次の役員を置く。 

 (1) 理事 ○○人 

(2) 監事 ○○人 

 

 

 

 

 

２ 理事のうち、１人を理事長、【  】人を副理事長とする。 

 

 

（選任等） 

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しく 

は三親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びに

その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超

えて含まれることになってはならない。 

４  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

（職務） 

第14条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表し

ない。 

３  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事

長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、

その職務を代行する。 

４  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に

基づき、この法人の業務を執行する。 

５  監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産

に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報

告すること。 

(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集す

ること。 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況につい

注：退会が任意であることを明確にする。

任意に退会できない場合などは法に抵

触する。 

 

＜第11条＞ 

注：総会の議決以外に理事会の議決やそ

の他の機関の議決でも構わない。 

 

 

 

 

 

＜第４章＞…役員に関する事項は必要的

記載事項（法11①六） 

 

＜第12条＞ 

注１：第１項…理事の定数は３人以上、

監事の定数は１人以上としなければな

らない（法15）。 

注２：「理事」及び「監事」を明確に区分

する。なお、役員の定数は「○○人以

上○○人以下」というように上限と下

限を設けることもできる。 

注３：第２項…職名は、理事長、副理事 

長以外の名称を使用することもでき 

る。 

 

＜第13条＞ 

注１：第１項…総会以外で役員を選任す

ることも可能。 

注２：第３項…法律上は、理事・監事が

６人以上の場合に限り、配偶者もしく

は三親等以内の親族を１人だけ役員に

加えることができる（法21）。 

参考：第４項…法19 

 

＜第14条＞ 

注１：第１項…理事長のみが法人の代表

権を有する場合に記載する。理事長以

外にも法人を代表する理事がいる場合

には、例えば「理事全員は、この法人

を代表する。」、「理事長及び常務理事

は、この法人を代表する。」というよう

な記載をすること。（法16）。 

注２：第２項…理事長以外の理事が代表

権を有しない場合には、第１項に加え

てその旨を明記することが望ましい。 

注３：第３項…副理事長が１人の場合は、

「理事長があらかじめ指名した順序によ

って、」という記載を要しない。 

 

参考：第５項…法18 

注４：監事は代表権を有しない。 
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て、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 

（任期等） 

第15条 役員の任期は、【  】年とする。ただし、再任を妨げな

い。 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合

には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長す

る。 

３  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞ

れの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するま

では、その職務を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（欠員補充） 

第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が

欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 

（解任） 

第 17 条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の

議決により、これを解任することができる。この場合、その役員

に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が

あったとき。 

（報酬等） 

第 18 条  役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受け

ることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償するこ

とができる。 

３  前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に

定める。 

（職員） 

第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

 

第５章 総会 

 

（種別） 

第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（構成） 

第21条  総会は、正会員をもって構成する。 

（権能） 

第22条  総会は、以下の事項について議決する。 

(1)  定款の変更 

(2)  解散 

(3) 合併 

 

 

＜第15条＞  

注１：第１項…必要的記載事項（法24①

（役員任期は２年以内において定款で

定める期間とする。）） 

注２：第２項…法人運営の円滑化を図る

ため、第13条において役員を総会で選

任する旨を明記している場合に限り、

法24②の規定に基づき、任期伸長規定

を置くことができる。 

注３：第４項…役員が存在しない期間が

生じた場合、法人が損害を被るおそれ

もあることから、前任者は、辞任又は

任期満了後においても応急的に業務執

行義務を負うものとされている。しか

し、新たな権限の行使まで認められる

ものではないから、至急後任者を選任

する必要がある。なお、この規定を根

拠に２年を超えて役員任期を伸長する

ことはできない。 

 

＜第16条＞ 

参考：法22 

 

＜第17条＞ 

注：役員の解任は総会の議決の他、理事

会の議決やその他の機関の議決でも構

わない。 

 

 

 

＜第18条＞ 

参考：第１項…法２②一ロ 

 

 

注：第３項…総会以外に理事会等の機関

の議決でも構わない。 

 

 

 

 

 

＜第５章>…会議に関する事項は必要的

記載事項（法11①七） 

 

＜第20条＞ 

参考：法14の２及び法14の３ 

 

 

＜第22条＞ 

注：定款で理事会等に委任しているもの

以外はすべて総会の議決事項（法14の

５）。 
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(4)  事業計画及び活動予算並びにその変更 

(5)  事業報告及び活動決算 

(6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(7) 入会金及び会費の額 

  (8)  借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入

金を除く。第48条において同じ。）その他新たな義務の負担及

び権利の放棄 

(9)  事務局の組織及び運営 

(10) その他運営に関する重要事項 

（開催） 

第23条  通常総会は、毎事業年度【  】回開催する。 

 

２  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の【  】分の【  】以上から会議の目的で

ある事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

(3) 第14条第５項第４号の規定により、監事から招集があった

とき。 

（招集） 

第24条  総会は、第23条第２項第３号の場合を除き、理事長が招

集する。 

２  理事長は、第 23 条第２項第１号及び第２号の規定による請求

があったときは、その日から【  】日以内に臨時総会を招集し

なければならない。 

３  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項

を記載した書面をもって、少なくとも会日の５日前までに通知し

なければならない。 

 

（議長） 

第 25 条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中

から選出する。 

  （定足数） 

第 26 条 総会は、正会員総数の【  】分の【  】以上の出席

がなければ開会することができない。 

 

（議決） 

第27条 総会における議決事項は、第24条第３項の規定によって

あらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会

員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

３ 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合

において、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたとき

は、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみな

す。 

（表決権等） 

第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらか

じめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会

員を代理人として表決を委任することができる。 

３  前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第２項、

第29条第１項第２号及び第49条の適用については、総会に出席

したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その

なお、法定の総会議決事項（定款変

更、解散及び合併）以外の事項につい

ては、理事会等の議決事項とすること

ができる（第31条参照）。 

 

 

 

 

 

 

＜第23条＞ 

注１：第１項…少なくとも年１回通常総

会を開催する必要がある（法14の２）。 

参考：第２項第１号…法14の３① 

注２：第２項第２号…社員総数の５分の

１以上を必要とするが、定款をもって

これを増減することは可能（法14の３

②） 

 

＜第24条＞ 

 

 

 

 

注：第３項…総会の招集は、定款で定め

た方法により、少なくとも総会の日の

５日前までに行われなければならない

(法14の４）。 

 

 

 

 

＜第26条＞ 

注：定款変更の際の定足数は、定款に特

別の定めがない限り、社員総数の２分

の１以上である（法25②）。 

＜第27条＞ 

参考：第１項…法14の６ 

 

 

 

注：第３項…書面以外に電磁的記録（法

規２）による同意の意思表示を可能と

する規定を置くこともできる（法14の

９①）。 

 

＜第28条＞ 

参考：第１項及び第２項…法14の７ 

注：書面による表決に代えて、電磁的方

法による表決を可能とする規定を置く

こともできる（法14の７③）。（電磁的

方法とは、電子情報処理組織を使用す

る方法。例えば、電子メールなどがこ

れに該当する（法規１の２）。） 
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議事の議決に加わることができない。 

（議事録） 

第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作

成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者があ

る場合にあっては、その数を付記すること。） 

(3)  審議事項 

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名

人２人以上が署名しなければならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思

表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合に

おいては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

 ⑴ 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 ⑵ 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 ⑶ 総会の決議があったものとみなされた日 

 ⑷ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

 

第６章 理事会 

 

（構成） 

第30条 理事会は、理事をもって構成する。 

（権能） 

第 31 条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議

決する。 

(1)  総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（開催） 

第32条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の【  】分の【  】以上から会議の目的であ

る事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

(3) 第14条第５項第５号の規定により、監事から招集の請求が

あったとき。 

（招集） 

第33条  理事会は、理事長が招集する。 

２  理事長は、第 32 条第２号及び第３号の規定による請求があっ

たときは、その日から【  】日以内に理事会を招集しなければ

ならない。 

３  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事

項を記載した書面をもって、少なくとも会日の【  】日前まで

に通知しなければならない。 

（議長） 

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（議決） 

第35条  理事会における議決事項は、第33条第３項の規定によっ

てあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の

参考：第４項…法14の８ 

 

＜第29条＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：第３項…書面以外に電磁的記録（法

規２）による同意の意思表示を可能と

する規定を置くこともできる（法14の

９①） 

 

 

 

 

 

 

＜第６章＞…会議に関する事項は必要的

記載事項（法11①七） 

 

 

 

＜第31条＞ 

注：総会の権能と整合性をとる（第22条

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第35条＞ 

 

参考：第２項…法17 
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ときは、議長の決するところによる。 

（表決権等） 

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか

じめ通知された事項について書面をもって表決することができ

る。 

３  前項の規定により表決した理事は、第35条第２項及び第37条

第１項第２号の適用については、理事会に出席したものとみな

す。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その

議事の議決に加わることができない。 

（議事録） 

第 37 条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を

作成しなければならない。 

(1)  日時及び場所 

(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあって

は、その旨を付記すること。） 

(3)  審議事項 

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名

人２人以上が署名しなければならない。 

 

 

第７章  資産及び会計 

 

（資産の構成） 

第 38 条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成

する。 

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産 

(2)  入会金及び会費 

(3)  寄附金品 

(4)  財産から生じる収益 

(5)  事業に伴う収益 

(6)  その他の収益 

（資産の区分） 

第 39 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る

事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の２種とする。 

（資産の管理） 

第 40 条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会

の議決を経て、理事長が別に定める。 

（会計の原則） 

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って

行うものとする。 

 

（会計の区分） 

第 42 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る

事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の２種とする。 

（事業計画及び予算） 

第 43 条  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長

が作成し、総会の議決を経なければならない。 

（暫定予算） 

第 44 条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算

が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第７章＞…必要的記載事項（法11①八

及び九） 

 

＜第38条＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第39条＞ 

注：特定非営利活動に係る事業のみを行

う場合は、記載を要しない。 

＜第40条＞ 

注：総会の議決以外に、理事会等の機関

の議決でも構わない。 

＜第41条＞ 

注：「法第27条各号に掲げる原則」とは、

正規の簿記の原則、真実性、明瞭性の

原則及び継続性の原則をいう。 

＜第42条＞ 

注：特定非営利活動に係る事業のみを行

う場合は、記載を要しない（法５②）。 

＜第43条～第45条及び第48条＞ 

注：平成 15年の法改正により、「予算準

拠の原則」は削除されている（法 27

一）。現行法上、予算管理を行うか否か

は法人の任意であることから、予算管
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の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができ

る。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

（予算の追加及び更正） 

第 45 条  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の

議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第 46 条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財

産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、

理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければな

らない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとす

る。 

（事業年度） 

第 47 条 この法人の事業年度は、毎年【  】月【  】日に始

まり翌年【  】月【  】日に終わる。 

（臨機の措置） 

第 48 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他

新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、

総会の議決を経なければならない。 

 

 

第８章  定款の変更、解散及び合併 

 

 

（定款の変更） 

第 49 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席

した正会員の【  】分の【  】以上の多数による議決を経、

かつ、法第 25 条第３項に規定する以下の事項を変更する場合、

所轄庁の認証を得なければならない。 

(1) 目的 

(2) 名称 

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に 

係る事業の種類 

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を

伴うものに限る） 

(5) 社員の資格の得喪に関する事項 

(6) 役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く） 

(7) 会議に関する事項 

(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該そ

の他の事業に関する事項 

（9） 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る） 

（10）定款の変更に関する事項 

 

（解散） 

第50条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4)  合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

(7) 

 

理を行わない場合又は内規等で予算管

理を行う場合は、記載を要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 47 条＞…必要的記載事項（法 11①

十） 

 

 

 

 

 

 

＜第８章＞…定款の変更と解散に関する

事項は必要的記載事項（法11①十二及び

十三） 

 

＜第49条＞ 

参考：法25 

注１：定款変更の際には、定款に特別の

定めがない限り、社員総数の２分の１

以上が出席し、その出席した社員の４

分の３以上の議決が必要となる。 

注２：法25③に規定する以外の事項は、

事務所の所在地（所轄庁の変更を伴わ

ないもの）（第２条参照）、役員の定数

に関する事項（第 12条参照）、資産に

関する事項（第７章参照）、会計に関す

る事項（第７章参照）、事業年度（第

47 条参照）、残余財産の帰属すべき者

に係るものを除く解散に関する事項

（第８章参照）、公告の方法（第９章参

照）をいう。 

 

 

 

＜第50条＞ 

参考：第１項…法31① 

第１号…法31①一 

 第２号…法31①三 

 第３号…法31①四 

 第４号…法31①五  

 第５号…法31①六  

 第６号…法31①七 

 第７号以下…法31①二（定款で定めた
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２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総

数の【  】分の【  】以上の承諾を得なければならない。 

 

 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得

なければならない。 

（残余財産の帰属） 

第51条 この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）した

ときに残存する財産は、法第11条第３項に掲げる者のうち、【○

○○】に譲渡するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（合併） 

第 52 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会

員総数の【  】分の【  】以上の議決を経、かつ、所轄庁の

認証を得なければならない。 

 

 

第９章  公告の方法 

 

（公告の方法） 

第 53 条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するととも

に、官報に掲載して行う。 

  ただし、法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表の公告に

ついては、【○○○】に掲載して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解散事由の発生） 

注：第２項…解散の際には、定款に特別

の定めがない限り、社員総数の４分の

３以上の承諾が必要となる（法 31 の

２）。 

参考：第３項…法31② 

 

 

＜第51条＞ 

参考：法11③、法32 

注１：【○○○】に記載する「残余財産の

帰属すべき者」は、他の特定非営利活

動法人、国又は地方公共団体、公益財

団法人又は公益社団法人、学校法人、

社会福祉法人、更生保護法人から選定

されなければならない（法11③）。 

注２：帰属先を定めない場合、又は帰属

先が明確でない場合は、国又は地方公

共団体に譲渡されるか国庫に帰属され

ることとなる（法32②③）。 

＜第52条＞ 

注：定款に特別の定めがない限り、合併

の際には、社員総数の４分の３以上の

議決が必要（法第34条）。 

 

＜第９章＞…必要的記載事項（法11①十

四） 

 

＜第53条＞ 

注１：公告とは、第三者の権利を保護す

るため、第三者の権利を侵害するおそ

れのある事項について広く一般の人に

知らせることである。法人の活動実態

に応じて、官報、日刊新聞やインター

ネットホームページを選択して記載す

ることが考えられる。 

注２：法人は、前年度の貸借対照表の作

成後遅滞なくこれを公告しなければな

らない。貸借対照表の公告方法は以下

の４つの方法から選んで定款で定める

必要がある（法28の２）。 

公告方法 【○○○】の記載例 

①官報 官報 

②日刊新聞紙 ○○県において発

行する○○新聞 

③電子公告 ・この法人のホーム

ページ 

・内閣府NPO法人ポ

ータルサイト 

（法人入力情報欄） 

④主たる事務

所の公衆の

見やすい場

所 

この法人の主たる

事務所の掲示場（に

掲示） 
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第10章  雑則 

（細則） 

第 54 条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を

経て、理事長がこれを定める。 

 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

 

２  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事長       ○ ○ ○ ○ 

副理事長     ○ ○ ○ ○ 

理事       ○ ○ ○ ○ 

同        ○ ○ ○ ○ 

 

 

監事             ○ ○ ○ ○ 

同        ○ ○ ○ ○ 

 

 

３  この法人の設立当初の役員の任期は、第 15 条第１項の規定に

かかわらず、成立の日から【  】年【  】月【  】日まで

とする。 

 

 

 

 

 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第 43 条の規

定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 

５  この法人の設立当初の事業年度は、第 47 条の規定にかかわら

ず、成立の日から【  】年【  】月【  】日までとする。                       

６  この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかか

わらず、次に掲げる額とする。 

(1) 正会員入会金  ○○○円 

正会員会費   □□□円（１年間分） 

(2) 賛助会員入会金 △△△円 

     賛助会員会費  ▽▽▽円（１年間分） 

  なお、③を選択する場合は、事故そ

の他やむを得ない事由によって電子公

告による公告をすることが出来ない場

合の公告方法として①か②のいずれか

を定めることができる（法28の２③）。 

 

注３：定款において、公告方法として官

報掲載を定めない場合であっても、以

下の①及び②の公告については、選択

した公告方法に加え、官報に掲載して

行う必要がある。 

①解散した場合に清算人が債権者に対

して行う公告（法31の10④） 

②清算人が清算法人について破産手続

開始の申立を行った旨の公告（法31の

12④） 

 

 

 

 

 

＜附則＞ 

注１：設立当初の記載内容は、成立後に

おいて変更しない。 

注２：第２項…必要的記載事項（法11②） 

  役員名簿の記載内容と一致させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注３：第３項…至年月日は、成立の日か

ら２年を超えてはならない。 

総会の開催時期を考慮に入れ、役員

任期の末日を事業年度の末日の２～３

ヶ月後にずらしておくと、法人運営に

支障をきたすおそれが少ない（第15条

注２参照）。 

 

 

 

 

 

注４：第６項…正会員以外の会員につい

て定める場合は、正会員と区別して記

載する。 
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様式例・記載例（法第10条第１項第２号イ関係） 
 
 

役 員 名 簿 
 
 
 

特定非営利活動法人○○○○ 

役職名 氏 名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 

理事長 
 
副理事長 
 
理事 
 
 
 
監事 
 
 

○○○○ 
 
□□□□ 
 
△△△△ 
 
 
 
▽▽▽▽ 
 
 

・・・・・・・・ 
 
・・・・・・・・ 
 
・・・・・・・・ 
 
 
 
・・・・・・・・ 
 
 

無 
 
無 
 
有 
 
 
 
無 
 
 

 
 
（備考） 

１ 「氏名」、「住所又は居所」、「報酬の有無」は、全ての役員について記載する。 

２ 「氏名」、「住所又は居所」の欄には、P301備考第一２に掲げる書面（住民票等）によって証された氏名、住

所又は居所を記載する。 

３ 「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報酬を受けない役員には「無」

を記入する。 

４ 役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割合は、３分の１以下でなけれ

ばならない（法第２条第２項第１号ロ）。 
 

理事の職名を定めている場合は、それぞ

れの理事について職名を記載する 

所轄庁が定める部数を提出する 
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様式例・記載例（法第10条第１項第２号ロ関係） 
○○年○○月○○日 

 
特定非営利活動法人○○○○ 御中 
 

就任承諾及び誓約書 
 

  住所又は居所 ・・・・       
氏名 ○○○○          

 
私は、特定非営利活動法人○○○○の理事に就任することを承諾するとともに、特定非営利活動促進法第20条各

号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反しないことを誓約します。 
 

（備考） 
  「氏名」、「住所又は居所」の欄には、P301備考第一２に掲げる書面（住民票等）によって証された氏名、住

所又は居所を記載する。 
 

特定非営利活動促進法第20条の要件 

次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過し

ない者 
三 以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年

を経過しない者 
・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合 
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合 
・ 刑法第 204条［傷害］、第 206条［現場助勢］、第 208条［暴行］、第208条の２［凶器準備集合及び結集］、

第222条［脅迫］、第247条［背任］の罪を犯した場合 
・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合 

四 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過

しない者 
五 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から２年を

経過しない者 
六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 
 

特定非営利活動促進法第21条の要件 

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は

当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならな

い。 
 

監事の場合は監事と

記載する 

（役員総数５人以下の場合） 配偶者若しくは三親等以内の親族は、含まれること

になってはならない 

（役員総数６人以上の場合）  配偶者若しくは三親等以内の親族は、それぞれの役

員について１人まで含まれてよい 

役員ごとの謄本を提出する 

原本は申請者が保管する 
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様式例・記載例（法第10条第１項第３号関係） 
 
 

社員のうち10人以上の者の名簿 
 
 
 
 

特定非営利活動法人○○○○ 
氏 名 住 所 又 は 居 所 

○○○○ 
△△△△ 

・・・・・・・・ 
・・・・・・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（備考） 
 １ 法人等が社員となる場合は、団体名と併せて代表者氏名を記載する。 

２ 10人以上であれば社員全員を記載する必要はない。 

 

社員とは、社団の構成員の意味であり、

総会で議決権を持つ者のことである 
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様式例・記載例（法第10条第１項第４号関係） 
 
 

確 認 書 
 
 
特定非営利活動法人○○○○は、特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第12条第１項第３号に該当

することを、【  】年【  】月【  】日に開催された設立総会において確認しました。 
 
 
○○年○○月○○日 

 
特定非営利活動法人○○○○           
設立代表者  住所又は居所 ・・・・       

氏名 ○○○○          
 
 
 
 
 

特定非営利活動促進法第２条第２項第２号の要件 

 
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと 
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと 
ハ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とす

るものでないこと 
 
 

特定非営利活動促進法第12条第１項第３号の要件 

 
暴力団でないこと 
暴力団の統制下にある団体でないこと 
暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ）の統制下にある団体でないこと 
暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体でないこと 
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様式例・記載例（法第10条第１項第５号関係） 
 
 

設 立 趣 旨 書 
 
 
１ 趣 旨 
 

・ 定款に定められている目的や事業に係る社会経済情勢やその問題点 
・ 法人の行う事業が不特定多数の者の利益に寄与する理由 
・ 法人格が必要となった理由 

等 
 
 
 
２ 申請に至るまでの経過 
 

・ 法人の設立を発起し、申請するに至った動機や経緯 
（活動実績がある場合は、これまで取り組んできた具体的活動内容） 

等 
 
 
 
 

○○年○○月○○日 
 

特定非営利活動法人○○○○           
設立代表者 氏名 ○○○○       

 
 

所轄庁の定める部数を提出する 

少なくとも１部は原本を提出する 
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様式例・記載例（法第10条第１項第６号関係） 
 
 

特定非営利活動法人○○○○設立総会議事録 
 
 
１ 日 時 ・・・・・・・・ 
２ 場 所 ・・・・・・・・ 
３ 出席者数 ○○名 
４ 審議事項 
 

・ 法人の設立に係る事項の確認（設立趣旨、定款、役員、事業計画・活動予算書等） 
・ 特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び法第12条第１項第３号に該当することの確認 
・ 設立についての意思の決定 
・ その他、設立認証申請に係る事項の確認 

   等 
 
 
５ 議事の経過の概要及び議決の結果 
 
 
 
６ 議事録署名人の選任に関する事項 
 
 
 
以上、この議事録が正確であることを証します。 

 
○○年○○月○○日 

 
議    長 ○○○○        
議事録署名人 △△△△        

同    □□□□       
 
 
（備考） 

３には、書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。 

謄本を提出する 

原本は申請者が保管する 



34 

様式例・記載例（法第10条第１項第７号関係「設立当初の事業年度の事業計画書」） 

 

 

設立当初の事業年度の事業計画書 

 

法人成立の日から○○年○○月○○日まで 

 

 

特定非営利活動法人○○○○ 

 

１ 事業実施の方針 

・設立当初の事業年度は、以下の事業を確実に実施することを目標とする。 

・本法人の事業内容をより多くの市民に知っていただくため、ホームページの開設準備委員会を発足させる。 

 

 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載し

た事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施予定日時 

(B)当該事業の 

実施予定場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①環境美化を

目的として

清掃を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清 

掃を行う。 

 

 

(A)年２回（５月と

10月に行う。） 

(B)地域の通学路や

駅周辺 

(C)20人 

(D)通学路や駅

を利用する

市民 

(E)不特定多数 

500 

 

 

 

②活動支援を

目的として

助言を行う

事業 

 

 

 

 

・地域の通学路や駅周辺の清掃を

行う活動の実施を検討してい

る他の団体を支援するため、電

子メールの利用による助言窓

口を開設する。 

・本年度は、来年度の開設に向け

た開設準備委員会を発足させ

る。 

・本事業年度は、実

施予定なし。 

 

－ 

 

－ 

 

③自然環境の

保護に関す

る講演会を

開催する事

業 

・大学、行政、他の特定非営利活

動法人に所属し、自然環境の保

護に関する研究や実務に携わ

っている方々を招き、講演会を

開催する。 

(A)年１回（１月に開

催する。） 

(B)□□市文化会館 

(C)８人 

(D)自然環境の

保護に関心

がある市民 

(E)50人 

600 

 

定款附則の「設立当初の事業年度」

の期間と一致させる 

実施する予定の事業は、

(A)から (E)までの事項を

もれなく記載する 

活動予算書で事業費を事業

別に区分している場合に記

載する。区分していない場

合は、任意の記載事項。 

所轄庁が定める部

数を提出する 
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(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載し

た事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施予定日時 

(B)当該事業の実施予定場所 

(C)従事者の予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①会員相互の

親睦会の開

催 

・会員相互の意見交換のため、親

睦会を開催する。 

(A)年１回（12月） 

(B)○○会館 

(C)20人 

100 

 

②チャリティ

ーコンサー

トの開催 

・自然環境の保護に関するイベン

トにおいて、チャリティーコン

サートを開催する。 

・本事業年度は、実施予定なし。 － 

 

 

 

 

（備考） 

１ 設立当初の事業年度の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書は、それぞれ別葉として作成する。 

２ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。 

３ ２(2)には、定款上、「その他の事業」に関する事項を定めているものの、設立当初の事業年度にその他の事

業を実施する予定がない場合、「実施予定なし」と記載する。 

その他の事業を行う場合のみ記載する 

特定非営利活動に係る事業の事業内容と、その他の事業

の事業内容とは、相違点を明らかにして記載する 
実施する予定の事業は、

(A)から (C)までの事項

をもれなく記載する 

記載する場合には、活動予算書

の「事業費合計額」と全体の予

算額の合計額を一致させる 
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様式例・記載例（法第10条第１項第７号関係「翌事業年度の事業計画書」） 

 

 

○○年度の事業計画書 

 

○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで 

 

 

特定非営利活動法人○○○○ 

 

１ 事業実施の方針 

・以下の事業を確実に実施することを目標とする。 

・前事業年度に発足させたホームページの開設準備委員会の検討ついては、検討結果を通常総会に付議できるよ

う議論を進める。事業年度内の開設を目標とする。 

 

 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載し

た事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施予定日時 

(B)当該事業の 

実施予定場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①環境美化を

目的として

清掃を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清 

掃を行う。 

 

 

(A)年２回（５月と

10月に行う。） 

(B)地域の通学路や

駅周辺 

(C)20人 

(D)通学路や駅

を利用する

市民 

(E)不特定多数 

600 

 

 

 

②活動支援を

目的として

助言を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清掃を

行う活動の実施を検討してい

る他の団体を支援するため、電

子メールの利用による助言窓

口を開設する。 

(A)ホームページの

開設後、随時実施

する。 

(B)主たる事務所 

(C)３人 

(D)助言を希望

する団体 

(E)４団体 

200 

 

③自然環境の

保護に関す

る講演会を

開催する事

業 

・大学、行政、他の特定非営利活

動法人に所属し、自然環境の保

護に関する研究や実務に携わ

っている方々を招き、講演会を

開催する。 

(A)年２回（１月と７

月に開催する。） 

(B)□□市文化会館 

(C)９人 

(D)自然環境の

保護に関心

がある市民 

(E)各回60人 

1,300 

 

実施する予定の事業は、

(A)から (E)までの事項を

もれなく記載する 

活動予算書で事業費を事業

別に区分している場合に記

載する。区分していない場合

は、任意の記載事項。 

 

所轄庁が定める部数を提出する 
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(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載し

た事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施予定日時 

(B)当該事業の実施予定場所 

(C)従事者の予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①会員相互の

親睦会の開

催 

・会員相互の意見交換のため、親

睦会を開催する。 

(A)年１回（12月） 

(B)○○会館 

(C)20人 

100 

 

②チャリティ

ーコンサー

トの開催 

・自然環境の保護に関するイベン

トにおいて、チャリティーコン

サートを開催する。 

(A)年１回（３月） 

(B)○○ホール 

(C)15人 

600 

 

 

 

 

（備考） 
１ 設立当初の事業年度の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書は、それぞれ別葉として作成する。 

２ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。 

３ ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、翌事業年度にその他の事業を実施

する予定がない場合、「実施予定なし」と記載する。

その他の事業を行う場合のみ記載する 

特定非営利活動に係る事業の事業内容とその他の事業の

事業内容とは、相違点を明らかにして記載する 
実施する予定の事業は、

(A)から (C)までの事項

をもれなく記載する 

記載する場合には、活動予算書の

「事業費合計額」と全体の予算額

の合計額を一致させる 
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様式例・記載例（法第10条第１項第８号「設立当初の事業年度の活動予算書」）

設立当初の事業年度　活動予算書
法人成立の日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××

当期経常増減額 ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

金額

（１）

（２）

（１）

（２）

定款附則の「設立
当初の事業年度」
と一致させる

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

施設等評価
費用も併せ
て計上（計
上は法人の
任意）

施設等受入
評価益も併
せて計上
（計上は法
人の任意）

所轄庁が定める
部数を提出する
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
設立時正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含
　　　む）を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区
　　　分して表示することが望ましい（表示例はＰ171の様式例を参照）。

次期事業年度活動予算
書の「前期繰越正味財
産額」と金額が一致す
ることを確認する

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は
不要。その他の事業を行う場合はＰ172の様式例を参照
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様式例・記載例（法第10条第１項第８号「翌事業年度の活動予算書」）

○○年度　活動予算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××

当期経常増減額 ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

金額

（１）

（２）

（１）

（２）

次期事業年度の自至
年月日を記載

人件費とその
他経費に分け
た上で、支出
の形態別に内
訳を記載

人件費とその
他経費に分け
た上で、支出
の形態別に内
訳を記載

施設等評価
費用も併せ
て計上（計
上は法人の
任意）

施設等受入
評価益も併
せて計上
（計上は法
人の任意）

所轄庁が定める
部数を提出する
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含
　　　む）を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区
　　　分して表示することが望ましい（表示例はＰ171の様式例を参照）。

当初年度活動予算書
（前事業年度活動計算
書）の「次期繰越正味
財産額」と金額が一致
することを確認する

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は
不要。その他の事業を行う場合はＰ172の様式例を参照
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様式例・記載例（P303備考第三２関係） 

 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

                      （申請者の住所若しくは居所 

又は特定非営利活動法人の名称） 

 申請者氏名又は代表者氏名         

  電話番号                  

 

補正書 

 

年  月  日に申請した[ 補正する書類の種類 ]について不備がありましたので、特

定非営利活動促進法第10条第４項（同法第25条第５項及び第34条第５項において準用する場合を

含む。）の規定により、下記のとおり補正を申し立てます。 

 

記 

 
１ 補正の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 補正の理由 

 

（備考） 

１ [ 補正する書類の種類 ]には、申請書の場合は、その申請書の名称（「設立認証申請書」等）

を、申請書に添付された書類の場合は、当該申請書の名称及び当該書類を特定することがで

きる文言（「設立認証申請書に添付する法第 10条第１項第１号の書類」等）を記載すること。 

２ １には、補正する箇所について、補正後と申請段階の記載の違いを明らかにした対照表を

記載すること。 

３ 補正書には、補正後の書類を添付すること。ただし、以下の書類について補正を行う場合

は、補正後の書類１部を添付すること。 

①定款 

②役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名

簿をいう。） 

③設立趣旨書又は合併趣旨書 

④設立若しくは合併当初の事業年度又は定款変更の日の属する事業年度及びそれらの翌事業

年度の事業計画書 

⑤設立若しくは合併当初の事業年度又は定款変更の日の属する事業年度及びそれらの翌事業

年度の活動予算書 

⑥法第 26条第２項の規定により添付する事業報告書等

補正後と申請段階の対照表は、以下のように作成する 

  

補正後 申請段階 

第○条 ○○○○･･･ 第○条 △△△△･･･ 

    

 

添付書類等は、所轄庁が定めるところによります 
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様式例・記載例 （P307備考第五１関係） 

 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）        

代表者氏名               

電話番号                 

 

 

設立登記完了届出書 

 

 

設立の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第13条第２項の規定により、登記事項証明書

及び財産目録を添えて届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

この届出書の提出に併せて、登記事項証明書を２部（うち、写し１部）及び財産目録を２部

提出すること。 

 

 

特定非営利活動法人○○○○

と記載する 

届出書の提出年月日を

記載する 

書類の提出部数等は、所轄庁が定めるところによります 
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様式例・記載例（法第14条関係）

設立の時の財産目録
××年×月×日現在

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金

手元現金 ×××
××銀行普通預金 ×××

未収金
××事業未収金 ×××

･････････････ ×××
流動資産合計 ×××

２．固定資産
有形固定資産
什器備品

パソコン１台 ×××
応接セット ×××
･････････････ ×××
歴史的資料 評価せず

・・・・・・・・ ×××
有形固定資産計 ×××
無形固定資産
ソフトウェア

財務ソフト ×××
･････････････ ×××
無形固定資産計 ×××
投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産
××銀行定期預金 ×××
･････････････ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払金
事務用品購入代 ×××
･････････････ ×××

預り金
源泉所得税預り金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
流動負債合計 ×××

２．固定負債
長期借入金 ×××

××銀行借入金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
正味財産 ×××

金額

（１）

（２）

（３）

登記事項証明書に記
載してある法人設立
の年月日を記載する

口座番号の
記載は不要

正味財産＝資産合計－負債合計

金銭評価ができない資
産については「評価せ
ず」として記載できる
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第 3章 認定ＮＰＯ法人制度について 
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○ 標準処理期間（行手法６） 

 

（注）設立認証申請手続及び認定（特例認定）申請手続の詳細については、各所轄庁のＮＰＯ担当窓口でご確認ください。 

１ 認定 NPO法人等になるまでのフロー 

① 設 立 認 証 申 請  
申請者 

④ 事前相談（任意） 

 
認定ＮＰＯ法人等 

⑥ 実態確認等 

任
意
団
体
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
へ 

Ｎ

Ｐ

Ｏ

法

人

か

ら

認

定

Ｎ

Ｐ

Ｏ

法

人

等

へ 

 
ＮＰＯ法人 

所
轄
庁
（
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
） 

（申請に必要な主な書類）《法10①》 
１ 定款 
２ 役員に係る次に掲げる書類 
イ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した
名簿） 

ロ 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約
し、並びに就任を承諾する書面の謄本 

ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの 
３ 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 
４ 法第２条第２項第２号及び第12条第１項第３号に該当することを確認したことを示す書
面 

５ 設立趣旨書 
６ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 
７ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 
８ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 
 

② 設立認証 

 

③ 事業報告書等の提出《法29》 

 

○ 事前の自己チェック（Ｐ50～63） 

○ 所轄庁一覧（Ｐ447～451） 

⑤ 認定（特例認定）申請 

 
○ 申請書及び添付書類（Ｐ49） 

○ 確認させていただく資料（例）（Ｐ96） 

 

⑦ 認定（特例認定） 
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認定又は特例認定を受けようとする NPO 法人は、認定申請書等を、都道府県又は指定都市の条例で定め

るところにより、所轄庁に提出することとされています（法44②、58②）。 

ただし、申請書の提出に当たっては、提出日を含む事業年度の初日において、設立の日から１年を超え

る期間が経過している必要があります（法45①八、59一）。 

 

◎ 認定又は特例認定を受けるための申請書及びその添付書類（条例で定める書類） 

申 請 書 

 
記

載

事

項 

① 申請者（NPO法人）の名称 

② 代表者の氏名 

③ 主たる事務所の所在地とその他の事務所の所在地 

④ 設立の年月日 

⑤ 申請者（NPO法人）が現に行っている事業の概要など条例で定める事項 

 

申 請 書 の 添 付 書 類 

① 寄附者名簿（実績判定期間内の日を含む各事業年度分） 

② 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

③ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

（注）①の書類については、条例個別指定の基準に適合する法人、特例認定 NPO 法人としての特例認定を受けようとする法人は、添

付の必要はありません（法44②、58②）。 

 

（参考） 

毎事業年度１回所轄庁への提出が必要な書類 

① 事業報告書 

② 活動計算書 

③ 貸借対照表 

④ 財産目録 

⑤ 年間役員名簿 

⑥ 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 

 

 

 

２ 認定等申請手続 
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○

○

○

○

○

○ 　ご不明な点がある場合や認定基準等の具体的な手続等についてお尋ねになりたい場合には、お気軽に所轄
庁にお問い合わせください。

　実績判定期間とは、認定基準等の判定対象となる期間のことです。チェックに当たっては、直前に終了した事
業年度以前の５事業年度分（初めて認定又は特例認定を受けようとする法人は２事業年度分）の各科目の合計
金額を使用します。詳しくは次のページでご確認ください。

⑨ 　欠格事由のいずれにも該当しない（Ｐ63） 適　・　否

ご 注 意 く だ さ い ！

　このチェックシートは、認定基準等を満たしているかどうかを簡易的に自己チェックするためのもので、全ての
チェック項目が「適」となった場合でも必ず認定又は特例認定を受けることができるとは限りません。

　設立の日から１年を超える期間が経過している（Ｐ62） 適　・　否

⑤ 　情報公開を適切に行っている（Ｐ59） 適　・　否

⑥ 　所轄庁に対して事業報告書などを提出している（Ｐ60） 適　・　否

　事業活動において、共益的な活動の占める割合が50％未満である（Ｐ55）

⑧

　運営組織及び経理が適切である（Ｐ57） 適　・　否

又は

ロ　【絶対値基準】年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上である（Ｐ53）

④ 　事業活動の内容が適正である（Ｐ58） 適　・　否

適　・　否

又は

③

⑦ 　法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない（Ｐ61） 適　・　否

《チェックポイント》

②

ハ　【条例個別指定】都道府県又は市区町村の条例による個別指定を受けている（Ｐ54）

①

(

特
例
認
定
除
く

)

適　・　否

イ　【相対値基準】収入金額に占める寄附金の割合が20％以上である（Ｐ52）

　申請書の提出を検討されている方は、まず、以下の９項目（特例認定を受ける場合は①を除く）のチェックポイ
ントを確認してください。

　項目①イ・ロ、②、④D・Eは実績判定期間において、項目①ハは申請日の前日において、項目③、④A・B・
C、⑤、⑥、⑦は、認定時まで継続して、各基準に適合しておく必要があります。

　認定又は特例認定を受けるためには、法令に定められた次に掲げる基準等（特例認定を受ける場合は①を除
く）に適合する必要があります。

　（注）特例認定は、設立の日から５年を経過した法人及び過去に認定又は特例認定を受けたことがある法人は受けることができません。

３ 事前チェックシート
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　 ⑤ ④ ③ ② ①　　▽ 　

　 　 　 　 　 　 　　　△

　  　  

　

　

認定を受けたことのある法人

認定を受けたことのない法人
特例認定を受ける法人

実績
判定
期間

　―　　実　績　判　定　期　間　に　つ　い　て　　―

A．申請（予定）年月日
（　　　　年　　　月　　　日 ）

②　（　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日 ）

　実績判定期間とは、認定を受けようとする法人の直前に終了した事業年度の末日以前５年（過
去に認定を受けたことのない法人又は特例認定を受ける法人の場合は２年）内に終了した各事業
年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいいます。

B．直前終了事業年度
（①　　年　　月　　日 　～　　年　　月　　日）

　 　

実績判定期間　　（　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日）

　

③　（　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日 ）

④　（　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日 ）

申請
区分

○

Bの１年前事業年度

Bの２年前事業年度

Bの３年前事業年度

Bの４年前事業年度

　　　　認定を受けたことのない法人
　□　　　　　　　　　又は
　　　　特例認定を受ける法人

　　　□　過去に認定を受けたことの
　　　　 ある法人

⑤　（　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日 ）

□　２事業年度　（①～②決算期） □　５事業年度　（①～⑤決算期）

実績判定期間

A. 年 月

実績判定期間

A. 年 月

実績判定期間

B. ① 年 月

（２事業年度）

（５事業年度）



52

☆　認定基準等①については、イ、ロ、ハのいずれかの基準を選択して適用いただくことになります。

☆　特例認定を受けようとするNPO法人は、認定基準等①の確認は必要ありません。

　　　 実績判定期間における

　 　　　 実績判定期間における

　

　
　

 

はい いいえ

（　　　　　　　　　　　　　　　円　）

　　L．休眠預金等交付金関係助成金 （　　　　　　　　　　　　円　）

（　　　　　　　　　　　　円　）

（　　　　　　　　　　　　円　）

（　　　　　　　　　　　　円　）

　　I． 同一者からの寄附金のうち、Ｇの１０％を超える額の合計

　　J． 1,000円未満の寄附金（同一者からの合計額）

　　K．氏名又は名称が明らかでない寄附金

（　 　　　　　　　　　　　　円　） H．受け入れた「寄附金総額
(注）

」

　　　（注）「総収入金額」欄には、活動計算書の経常収益計と経常外収益計の合計額）を記載します。

―パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ）について―
【相対値基準】

　G．差引金額（A - B - C - D - E - Ｆ）

 Ａ．活動計算書の「総収入金額
(注）

」

　　Ｂ．国・地方公共団体からの補助金等 （　　　　　　　　　　　　　　　円　）

認定基準等①-イ

（　　　　　　　　　　　　　　　円　）

（　 　　　　　　　　　　　　円　）

　　Ｄ．1,000円未満の寄附金（同一者からの合計額）

　　Ｃ．資産売却による臨時収入

（　　　　　　　　　　　　　　　円　）

（　　　　　　　　　　　　　　円　）

　　Ｅ．氏名又は名称が明らかでない寄附金

（　　　　　　　　　　　　　　　円　）

　　Ｆ．休眠預金等交付金関係助成金

　M．差引金額（H - I - J - Ｋ - Ｌ）

（ 否 ）
認定基準等に
適合しません

Mの金額（　　　　　　　　　　　　）

（　　　 　　　　　　　　　　円　）

　 　※　　初めて認定を受けようとする場合は、実績判定期間に係る寄附者名簿を作成し、申請書に添付してください。

Gの金額（　　　　　　　　　　　　）
≧　２０％である

（ 適 ）
認定基準等①-イに

適合すると思われます

　　　（注）対価性のない助成金等を含みます。
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☆　認定基準等①については、イ、ロ、ハのいずれかの基準を選択して適用いただくことになります。

☆　特例認定を受けようとするNPO法人は、認定基準等①の確認は必要ありません。

 

はい いいえ

★

★

年平均

　 人

実績判定期間において 、年間3,000円以上（ただし、休眠預金等交付金関係
助成金を受け取っている場合は、3,000円に当該休眠預金等交付金関係助
成金の額を加算した金額以上）の寄附者の数が年平均100人以上である。

―パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ）について―

合　計

月

月

自　　　　　　年　　月　　日
至　　　　　　年　　月　　日

月

月

月

月

自　　　　　　年　　月　　日

人

人

人

人

人

⑤
自　　　　　　年　　月　　日
至　　　　　　年　　月　　日

　※　　初めて認定を受けようとする場合は、実績判定期間に係る寄附者名簿を作成し、申請書に添付してください。

≧　１００
Ｂの合計（　　　　　）

（ 適 ）
認定基準等①-ロに

適合すると思われます

（ 否 ）
認定基準等に
適合しません

（注意事項）

　○　寄附者本人と生計を一にする者を含めて一人として数えます。

自　　　　　　年　　月　　日

　実績判定期間中に、年3,000円以上(ただし、休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている
場合は、3,000円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額を加算した金額以上)の寄附者が100
人以上でない事業年度がある場合には、次の算式により年平均100人となるかどうか判定してく
ださい。

①

②
至　　　　　　年　　月　　日

　実績判定期間中に、一月に満たない月がある場合は、それを一月とみなして月数を数えます。

実績判定期間月数（Ａ）

③
至　　　　　　年　　月　　日

認定基準等①-ロ
【絶対値基準】

　○　寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者
     のみを数えます。

　○　申請法人の役員及びその役員と生計を一にする者が寄附者の場合は、これらの
　　者は寄附者数に含めません。

×　１２　
=

Ａの合計（　　　　　）

④
自　　　　　　年　　月　　日
至　　　　　　年　　月　　日

年3,000円以上の寄附者数（Ｂ）

人
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☆　認定基準等①については、イ、ロ、ハのいずれかの基準を選択して適用いただくことになります。

☆　特例認定を受けようとするNPO法人は、認定基準①の確認は必要ありません。

　

はい いいえ

　

はい

 

はい

申請日の前日において条例の効力が生じている

  認定基準等①-ハ
【条例個別指定法人】

都道府県又は市区町村の条例により、個人住民税の優遇
措置を受ける法人として個別に指定を受けている

―パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ）について―

（ 適 ）
認定基準等①－ハに
適合すると思われます

（ 否 ）
認定基準等に
適合しません

条例個別指定を受けた都道府県又は
市区町村の域内に事務所がある

※主たる事務所であるか、従たる事務所であるかは問いません。

※ 申請書に寄附者名簿の添付は必要ありません。

いいえ

いいえ
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　―　　活　動　の　対　象　に　つ　い　て　　―

実績判定期間における 事業活動

 

はい いいえ

 

認定基準等②

（ 適 ）
認定基準等②に

適合すると思われます

　会員等のみを対象とし
た物品の販売やサービ
スの提供

A.
　

　特定の地域に居住す
る者にのみ便益が及ぶ
活動

F.

　会員等のみが参加す
る会議や会報誌の発行

　特定の人物や著作物
に関する普及啓発や広
告宣伝などの活動

　AからＦ（条例で個別に指定されている法人
は、ＡからＥ）の事業活動の割合は、ＮＰＯ法
人の事業活動全体の５０％未満である

（ 否 ）
認定基準等に
適合しません

　特定のグループにの
み便益が及ぶ活動

C.

　特定の者の意に反し
た行為を求める活動

Ｅ.

B.

D.

※ 「会員等」の定義については、P56を参照願います。
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　認定基準等②　　   　　（参　考）　「　会　員　等　」　に　つ　い　て　　

A
（P55のＡ欄の会員等の
定義を確認する場合）

B
（P55のB欄の会員等の
定義を確認する場合）

会員等に該当します
会員等に該当しないと

思われます

上記の物品の販売やサー

ビスの提供等（資産の譲

渡若しくは貸付又は役務

の提供）は不特定多数の

者を対象としたものか

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はいはい

継続・反復して物品の販

売やサービスの提供等

（資産の譲渡若しくは貸付

又は役務の提供）を受け

ている者として名簿等で管

理されている者か

いいえ

法人の役員か

不特定多数の者を対象とし

た物品の販売やサービス

の提供等（資産の譲渡若し

くは貸付又は役務の提供）

を受ける以外に法人の運

営又は業務の執行に関係

しない者か

会議や意見交換会等（相

互の交流、連絡、意見交

換）に参加している者とし

て名簿等で管理されてい

る者か
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　―　　運 営 組 織 及 び 経 理 に つ い て　　―

 

 

　公認会計士若しくは監査法人の監査を受けてい
る又は、青色申告法人と同等に取引を帳簿に記
録し保存している

　役員総数のうち、特定の法人の役員又は使用人
並びにこれらの者の親族（配偶者・三親等以内の
親族)等で構成されるグループの人数の占める割
合が１／３以下である

　役員総数のうち、役員及びその役員の親族（配
偶者・三親等以内の親族)等で構成されるグルー
プの人数の占める割合が１／３以下である

認定基準等③

（ 否 ）
認定基準等に
適合しません

（ 適 ）
認定基準等③に

適合すると思われます

　各社員の表決権が平等である

　支出した金銭について使途が不明なものはな
く、また、帳簿に虚偽の記載はしていない

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
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　―　　事　業　活　動　に　つ　い　て　　―

いいえ

いいえ

いいえ

 
　

 

いいえ

　※　事業費とは、法人の事業の目的のために直接要した費用で管理費以外のものをいいます。

（ 適 ）
認定基準等④に

適合すると思われます

（ 否 ）
認定基準等に
適合しません

認定基準等④

Ａ．宗教活動及び政治活動は行っていない

はい

Ｂ．役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれ
　らの者の親族（配偶者・三親等以内の親族)等
　に対して特別の利益を与えていない

Ｃ．営利を目的とした事業を行う者や上記Ａの活
  動を行う者又は特定の公職の候補者（公職に
  ある者）に寄附を行っていない

はい

はい

Ｄ．実績判定期間において 次の割合は８０％以
  上である
　 特定非営利活動に係る事業費　　　　（　　　　　　　　　　円）
　　　　　　　　総事業費　　　　　　　　　 　（　　　　　　　　　　円）

はい

Ｅ．実績判定期間において 次の割合は７０％以
 上である
　受入寄附金総額のうち特定非営

   利活動に係る事業費に充てた額　　　（　　　　　　　　　　　    　円）
　　　受 入 寄 附 金 の 総 額 　   　（　 　　　　　　　　　　     円）

はい

　　いいえ
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　―　　情　報　公　開　に　つ　い　て　　―

いいえ

はい

いいえ

はい

認定基準等⑤

　※　閲覧の対象となる書類

　　・　事業報告書等、役員名簿及び定款等（個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの）

　　・　各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

　　・　寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

　事業報告書や役員名簿などの情報を一般に公
開することができる

　一般の人から情報公開の請求があった場合、閲
覧に応じることができる

（ 否 ）
認定基準等に
適合しません

　　・　役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

　　・　収益の明細その他資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項等

（ 適 ）
認定基準等⑤に

適合すると思われます

　　　　を記載した書類

　　・　助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し
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　―　　所 轄 庁 へ の 書 類 提 出 に つ い て　　―

いいえ

はい

※

認定基準⑥

　 各事業年度において、事業報告書等を所轄庁
に提出している

　事業報告書等

・　　事業報告書

（ 適 ）
認定基準⑥に

適合すると思われます

（ 否 ）
認定基準に

適合しません

・　　活動計算書

・　　貸借対照表

・　　財産目録

・　　年間役員名簿

・　　社員のうち10人以上の者の氏名及び

　住所又は居所を記載した書面
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　―　　不　正　行　為　等　に　つ　い　て　　―

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ
 

　

はい

　法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に
違反する事実はない

　偽りや不正の行為によって利益を得た事実又は
得ようとした事実はない

　公益に反する事実はない

（ 否 ）
認定基準に

適合しません

認定基準⑦

（ 適 ）
認定基準⑦に

適合すると思われます
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　―　　設 立 後 の 経 過 期 間 に つ い て　　―

　

　

 

　
はい いいえ

　 ※　

「Ｄ」は「Ｂ」より遅い日付である

（ 適 ）
認定基準⑧に

適合すると思われます

（ 否 ）
認定基準に

適合しません

　合併によって設立したＮＰＯ法人が申請を行う場合は、各合併消滅法人の設立の日
から１年を経過した日のうち最も早い日を記入します。

　また、合併によって存続したＮＰＯ法人が申請を行う場合は、合併法人及び各合併消
滅法人の設立の日から１年を経過した日のうち最も早い日を記入します。

認定基準⑧

Ａ．登記上の「設立年月日」
（　　　　年　　　　月　　　　日）

Ｂ．「Ａ」の１年を経過した日（※）

（　　　　年　　　　月　　　　日）

Ｃ．申請書の「提出年月日」
（　　　　年　　　　月　　　　日）

Ｄ．「Ｃ」の事業年度の初日
（　　　　年　　　　月　　　　日）
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　―　　欠　格　事　由　に　つ　い　て　　―

（適）
欠格事由に該当

しないと思われます

〇役員のうちに、次のＡ～Ｄのいずれかに該当する者がある

Ｂ． 禁錮以上の刑に処せられ、その

執行を終わった日又はその執行を

受けることがなくなった日から５年

を経過しない者

Ｃ． NPO法若しくは暴力団員不当行為防止

法に違反したことにより、若しくは刑法204

条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯

したことにより、又は国税若しくは地方税

に関する法律に違反したことにより、罰金

刑に処せられ、その執行を終わった日又

はその執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者

Ｄ． 暴力団又はその構成員（暴力

団の構成団体の構成員を含む）

若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者

（Ｊ．において「暴力団の構成員

等」といいます。）

Ｅ． 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない

Ｆ． 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している

Ｇ． 国税又は地方税の滞納処分が執行されているもの又は当該滞納処分の終了の日から

３年を経過しない

Ｈ． 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しない

〇次のいずれかに該当する法人

Ｉ． 暴力団

Ｊ． 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

（否）
欠格事由に該当します

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

Ａ． 認定又は特例認定を取り消された法人

において、その取消しの原因となった事実

があった日以前１年内に当該法人のその

業務を行う理事であった者でその取消しの

日から５年を経過しない者
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―認定ＮＰＯ法人― 
ＮＰＯ法人のうち、その運営組織及び事業活動
が適正であって公益の増進に資するものとし
て、所轄庁の認定を受けたものをいいます（法２
③、44①）。 
 
 
 

ＮＰＯ法人 

認定手続等の概要 

◎ 認定申請をお考えの方は、まず、事前相談をお願いします。 
 
➤ 所轄庁一覧についてはＰ447～451をご確認ください。 

➤ 認定を受けるための基準についてはＰ77～95をご確認ください。 

事前相談(任意) 

申請書提出 
◎ ＮＰＯ法人の所轄庁に認定（特例認定）申請書を提出してください。 
 
➤ 申請手続についてはＰ67～76をご確認ください。 

➤ 申請様式については「様式例」Ｐ103～151をご確認ください。 

実態確認等 

特定非営利活動を行うことを主たる目的とする等の一定の要件を満たし、特定非営利
活動促進法の規定に基づき、所轄庁の認証を受けて設立された特定非営利活動法人を
いいます（法２②、10①）。 

―特例認定ＮＰＯ法人― 
ＮＰＯ法人の設立の日から5 年経過しないものう
ち、その運営組織及び事業活動が適正であって特
定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増
進に資すると見込まれるものとして、所轄庁の特
例認定を受けたものをいいます（法２④、58①）。 

 

◎ 所轄庁の担当者が実態確認等を行う場合があります（法73）。  
➤ 確認させていただく資料（例）についてはＰ96をご確認ください。 

 
役員報酬規程等の提出 

（Ｐ202～203参照） 

 
◎ 認定NPO法人等は、事業報告書
等、役員名簿、定款、認定等申請
の添付書類、役員報酬規程等の閲
覧の請求があった場合には、正当
な理由がある場合を除いて、これ
をその事務所において閲覧させ
なければなりません（法52④、54
④、62）。なお、閲覧させる際、役
員名簿・社員名簿等については、
個人の住所又は居所に係る記載
の部分を除くことができます（法
52⑤）。 

◎ 認定 NPO法人等は、認定等され
たとき、代表者の変更があったと
きなど所定の異動・変更等が生じ
た場合には、その旨を記載した書
類等（添付書類を含みます。）を、
所轄庁や所轄庁以外の関係知事に
提出しなければなりません（法49
④、52①～③、53①④、62、法規
30、31②）。 

 

 
異動の届出等 

（Ｐ203～204参照） 

 
◎ 認定 NPO法人等は、役員報酬規

程等及び助成金支給の実績等に関

する書類を所轄庁や所轄庁以外の

関係知事に提出しなければなりま

せん。ただし、役員報酬規程と職

員給与規程については、既に所轄

庁に提出されているものから内容

に変更がない場合、毎事業年度の

提出は不要です(法55①②、62)。 
  

 
情報公開 

（Ｐ205～207参照） 

 

☞ 
【令和２年改正点】 
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１ 認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けるための申請手続 

 

⑴ 認定を受けようとする場合 

イ   認定NPO法人として認定を受けようとするNPO法人は、所轄庁の条例で定めるところにより、次の

①～③の書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、認定を受けることとなります（法44②）。 

（注） 申請書及び添付書類については、様式例103～151頁をご覧ください。 

① 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿（寄附金の支払者ごとの氏名（法人の名称）と

住所並びに寄附金の額、受け入れた年月日を記載したもの） 

（注） 実績判定期間とは、認定を受けようとするNPO法人の直前に終了した事業年度の末日以前５年（過去に

認定を受けたことのない法人の場合は２年）内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から

当該末日までの期間となります（法 44③）。詳しくは、71～73頁「参考１（実績判定期間）」を参照して

ください。 

② 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

（注） 認定の各基準については77～93頁を、欠格事由については94～95頁をご覧ください。 
③ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

 

ロ 認定の申請書の提出は、申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日以後１年を

超える期間が経過している必要があります（法45①八）。 

 

ハ 認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して５年となります（法51①）。 

認定の有効期間の満了後、引き続き、認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとする認定NPO法

人は、その有効期間の更新を受ける必要があります（次頁の「(3)認定の有効期間の更新を受けようと

する場合」を参照してください。）（法51②）。 

 

 

⑵ 特例認定を受けようとする場合 

イ 特例認定 NPO 法人として特例認定を受けようとする NPO 法人は、所轄庁の条例で定めるところによ

り、次の①及び②の書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、特例認定を受けることとなります（法44

②、58②）。 

 （注） 申請書及び添付書類については、様式例103～151頁をご覧ください。 

① 特例認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

（注１）  特例認定の各基準及び欠格事由については「３ 認定 NPO 法人としての認定を受けるための基準

（ＰＳＴ基準を除きます。）」（87～95頁）をご覧ください。  

（注２）  特例認定の各基準に係る実績判定期間は、特例認定を受けようとする NPO 法人の直前に終了した

事業年度の末日以前２年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日まで

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 
 

所 轄 庁 

① 認定申請書 

② 認   定 

（役員報酬規程等提出書等の提出義務） 認定ＮＰＯ 
法人 
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の期間となります（法44③、58②）。詳しくは、72～73頁を参照してください。 
② 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

 

ロ 特例認定の申請ができるNPO法人は、次の掲げる基準に適合する必要があります（法45①八、59一

～三）。 

① 特例認定の申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日以後１年を超える期間

が経過していること 

② 特例認定の申請書を提出した日の前日において、その設立の日から５年を経過しない法人であるこ

と  

③ 認定又は特例認定を受けたことがないこと 

 

ハ 特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して３年となります（法60）。 

特例認定の有効期間が経過したときは、特例認定は失効しますので、特例認定の有効期間中又は有効

期間の経過後に認定NPO法人として認定を受けたい場合は、認定の申請を行う必要があります。 

なお、特例認定の有効期間中に認定NPO法人として認定を受けた場合には、特例認定の効力を失いま

す(法61①四)。 

 

⑶ 認定の有効期間の更新を受けようとする場合 

イ 認定の有効期間の更新を受けようとする認定 NPO 法人は、有効期間の満了の日の６月前から３月前

までの間（以下「更新申請期間」といいます。）に、所轄庁の条例で定めるところにより、次の①～②

の書類を添付した有効期間の更新の申請書を所轄庁に提出し、有効期間の更新を受けることとなります

（法51②③⑤）。 

① 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

  （注） 更新に係る認定の基準については77～93頁を、欠格事由については94～95頁をご覧ください。 
② 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

（注１） 申請書及び添付書類については、様式 111～150頁をご覧ください。認定の有効期間の更新の申請

書には、寄附者名簿の提出は不要ですが、当該名簿の作成の日から５年間事務所に備え置く必要があ

ります（法51⑤、54②一）。 
（注２）  認定の有効期間の更新の申請に係る実績判定期間は、更新を受けようとするNPO法人の直前に終了

した事業年度の末日以前５年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日

までの期間となります（法44③、51⑤）。 

（注３）  上記①、②に係る書類については、既に所轄庁に提出している当該書類の内容に変更がないときは、

その添付を省略することができます(法51⑤ただし書)。 
 

ロ 認定の有効期間の更新がされた場合の認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日か

ら起算して５年となります（法51①）。 

  なお、認定の有効期間の更新の申請があった場合において、従前の認定期間の満了の日までに当該申

請に対する処分がされないときは、従前の認定は、従前の認定の有効期間の満了後も処分がなされるま

での間は、なお効力を有することとなります（法51④）。 

  

 

⑷ 認定NPO法人等の役員報酬規程等の提出義務 

イ 認定 NPO 法人等は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度１回、役員報

酬規程等を所轄庁（２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定 NPO 法人等にあっては、所轄
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庁及び所轄庁以外の関係知事）に提出しなければなりません（法54②③、55、62）。提出する書類等の

詳細は、202頁～203頁「(1)事業年度終了後の役員報酬規程等の報告」をご覧ください。 

 

ロ 認定又は特例認定（以下「認定等」といいます。）の通知を受けた認定 NPO法人等（所轄庁以外の都

道府県の区域内に事務所を設置する法人に限ります。）は、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の

関係知事に提出しなければなりません（法49④、62、法規27②）。 

①  法規第27条第2項に規定する様式第１号 

② 直近の事業報告書等（Ⓐ事業報告書、Ⓑ活動計算書、Ⓒ貸借対照表、Ⓓ財産目録、Ⓔ年間役員名簿

（直近の事業年度において役員であったことのある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの

者の当該事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいいます。）、Ⓕ前事業年度末日における社員

のうち 10人以上の者の氏名（法人の場合は、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載

した書面） 

③ 役員名簿 

④ 定款等（Ⓐ定款、Ⓑ認証に関する書類の写し、Ⓒ登記事項証明書の写し） 

⑤ 所轄庁に提出した申請書及び添付書類の写し 

⑥ 認定又は特例認定に関する書類の写し 

 

ハ 認定の有効期間の更新の通知を受けた認定 NPO 法人（所轄庁以外の都道府県の区域内に事務所を設

置する法人に限ります。）は、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければな

りません（法49④、51⑤、法規28） 

① 法規第28条に規定する様式第２号 

② 所轄庁に提出した認定の有効期間の更新を受けるための申請書及び添付書類の写し 

③ 認定の更新に関する書類の写し 

 

≪参  考≫ 

１ 認定NPO法人等の名称等の使用制限 

認定NPO法人等でない者は、その名称又は商号中に認定NPO法人であると誤認されるおそれのある文

字を用いてはならず、また、何人も、不正の目的をもって他の認定NPO法人等であると誤認されるおそ

れのある名称又は商号を使用してはならないこととされております（法50①②、62）。 

  なお、これらの規定に違反している場合には、罰則の適用があります（法78二～五）。 

 

２ 所轄庁による認定等の通知 

所轄庁は、NPO 法人からの申請について、認定等又は認定の有効期間の更新をしたときはその旨を当

該申請法人に対し書面により通知することになります。また、認定等又は認定の有効期間の更新をしな

いことを決定したときはその旨とその理由を、申請法人に対し書面により通知することになります（法

49①、51⑤、62）。 

また、所轄庁は、所轄庁以外の都道府県の区域内に事務所を設置するNPO法人について認定等を行っ

たときは、その認定NPO法人等の名称その他一定の事項を、その主たる事務所が所在する都道府県以外

の都道府県でその事務所が所在する都道府県の知事（以下「所轄庁以外の関係知事」といいます。）に通

知することとされております(法49③、62、法規27①)。 

 

３ 認定の公示 

所轄庁は、認定NPO法人等の認定等又は認定の有効期間の更新をしたときは、インターネットの利用

その他適切な方法により、次に掲げる事項を公示することとされております（法49②、51⑤、62）。 

（公示事項） 
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① 認定NPO法人等の名称 

②  代表者の氏名 

③ 主たる事務所の所在地とその他の事務所の所在地 

④ 認定等の有効期間 

⑤ ①～④に掲げるもののほか、所轄庁の条例で定める事項 

また、所轄庁は、認定NPO法人等について、以下に掲げる事項に変更があったときも、インターネッ

トの利用その他適切な方法により、その旨を公示することとされております（法53②、62）。 

⑥ 上記（公示事項）①、③、⑤に掲げる事項に係る定款の変更の認証をしたとき 

⑦ 上記（公示事項）③、⑤に掲げる事項に係る定款変更（所轄庁の認証を受けなければならない事

項を除きます。）の届出を受けたとき 

⑧ 代表者の氏名に変更があった旨の届出を受けたとき 

⑨ 上記（公示事項）⑤に掲げる事項に変更があったとき 

 

４ 認定等の失効 

認定NPO法人等は、次のいずれかに掲げる事由が生じたとき、その認定等の効力を失います（法57①、

61）。 

イ 認定等の有効期間が経過したとき（法51④の場合にあっては、更新拒否処分されたとき） 

ロ 認定 NPO法人等が認定NPO法人等でない NPO法人と合併をした場合、その合併が法63①の認定

を経ずにその効力を生じたとき（法63④の場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき） 

ハ 認定NPO法人等が解散したとき 

ニ 特例認定NPO法人が認定NPO法人として認定を受けたとき 

なお、所轄庁は、認定NPO法人等が認定等の効力を失ったとき、インターネットの利用その他適切な

方法により、その旨を公示することとされております(法57②) 

また、所轄庁は、所轄庁以外の都道府県の区域内に事務所を設置する認定NPO法人等がその認定等の

効力を失ったときは、その旨を所轄庁以外の関係知事に通知することとされております(法57③、62)。 

 

５ 協力依頼 

  所轄庁は、NPO法の施行のために必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又

は協力を求めることができるものとされています（法73）。この規定により、所轄庁が認定申請中のNPO

法人や認定 NPO 法人等に対し、申請書の内容の確認や認定又は特例認定を取り消すべき理由が発生して

いないかどうか等を確認するために実態確認を実施することがあります。 
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実績判定期間とは、認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けようとする法人の直前に終了した事業

年度の末日以前５年（過去に認定を受けたことのない法人又は特例認定を受けようとする法人の場合は２年）

内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいいます（法44③、51⑤、

58②）。 

 

【具体例１】 

≪過去に認定を受けたことのない法人（又は特例認定を受けようとする法人）の申請の場合≫ 

➣事業年度             ４月１日～翌年３月31日 

➣事業報告書等の所轄庁への提出日  ｎ＋２年６月30日 

➣申請書を提出した日        ｎ＋２年７月31日 

➣実績判定期間           ｎ年４月１日（第１期）～ｎ＋２年３月31日（第２期） 

過去に認定を受けたことのない法人（又は特例認定を受けようとする法人）が申請を行う場合の実績判定期

間は、ｎ年４月１日（第１期）からｎ＋２年３月 31日（第２期）までの２年間となり、実績判定期間で算定

する認定基準（ＰＳＴ基準等）については、第１期から第２期までの事業報告書等に基づき算定することとな

ります。 

 

4/1

審査

期間

認定の有効期間（５年）
(特例認定の場合は３年）

　 　 提出日　6/30

認定

　 申請日　 7/31

4/1 4/1 4/1

第３期

　　　　過去に認定を受けたことのない法人

　　　　特例認定を受けようとする法人

　　　　の実績判定期間（２年）

第１期 第２期 第４期

ｎ年 ｎ+１年 ｎ+２年 ｎ+３年

第２期

事業報告書

認定

申請書

 

 

【具体例２】 

認定の有効期間内に更新を受けようとする場合のタイムスケジュールを作成すると、おおむね次表のとお

りとなります。 

 

➣ 事業年度             ：４月１日～翌年３月31日 

➣ 事業報告書等の所轄庁への提出日 ：ｎ＋２年６月30日 

➣ 初回の認定申請書の提出日     ：ｎ＋３年３月16日 

➣ 認定の有効期間          ：ｎ＋３年８月１日～ｎ＋８年７月31日 

➣ 更新申請期間           ：ｎ＋８年１月31日～ｎ＋８年４月30日 

参 考１（実績判定期間） 
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➣ 更新の申請書の提出日      ：ケースＡ又はケースＢのとおり 

 

≪ケースＡ：更新申請期間中のｎ＋８年１月31日～n＋８年３月31日の間に更新の申請書を提出する場合≫ 

➣ 実績判定期間：ｎ＋２年４月１日（第３期）～ｎ＋７年３月31日（第７期） 

更新申請期間中のｎ＋８年１月31日～ｎ＋８年3月31日の間に更新の申請書を提出する場合の実績

判定期間は、ｎ＋２年４月１日（第３期）～ｎ＋７年3月31日（第７期）となります。 

この場合の実績判定期間で算定する認定基準（ＰＳＴ基準等）については、第３期から第７期まで

の事業報告書等に基づき算定することとなります。 

≪ケースＢ：更新申請期間中のｎ＋８年４月１日～ｎ＋８年４月30日 に更新の申請書を提出する場合≫ 

➣ 実績判定期間：ｎ＋３年４月１日（第４期）～ｎ＋８年３月31日（第８期） 

更新申請期間中のｎ＋８年４月１日～ｎ＋８年４月 30日 に更新の申請書を提出する場合の実績判定

期間は、ｎ＋３年４月１日（第４期）～ｎ＋８年３月31日（第８期）となります。 

この場合の実績判定期間で算定する認定基準（ＰＳＴ基準等）については、第４期から第８期までの

事業報告書等に基づき算定することとなりますので、第８期の事業年度終了後早期に事業報告書等を作

成し、認定基準等を算定する必要があることに留意願います。 

 

ｎ+７年 ｎ+８年

4/1 4/1

　申請日　 3/16

認定の有効期間（５年）
(n+3年8月1日～n+8年7月31日）

認定

第９期

ｎ+３年 ｎ+４年 ｎ+５年 ｎ+６年

第６期第５期

　　提出日　6/30

4/1 4/1 4/1 4/1

審査

期間

最初の認定申請の実績判定期間（２年）
（A）更新申請の実績判定期間（５年）

（B）更新申請の実績判定期間（５年）

4/14/1 4/1

第７期 第８期

ｎ年 ｎ+１年 ｎ+２年

第１期 第２期 第３期 第４期

認定

申請書

第２期

事業報告書

更新申請期間（認定の有効期間満了の日の６月前から３月前ま

での間）に認定の有効期間の更新の申請が必要となります。

この場合、更新の申請の提出日により、実績判定期間が（A）期

間又は（B）期間となります。

実績判定期間が（B）の場合、実績判定期間で算定する認定基

準（PST基準等）については、第８期の事業報告書等を含めて算

定することとなりますので、第８期の事業年度終了後早期に事業

報告書等を作成し、認定基準等を算定する必要があることに留意

願います。

 

 

【具体例３】 

特例認定の有効期間中に認定を受けようとする場合のタイムスケジュールを作成すると、おおむね次表の

とおりとなります。 

 

➣ 事業年度            ：４月１日～翌年３月31日 

➣ 事業報告書の所轄庁への提出日  ：ｎ＋２年６月30日 

➣ 特例認定申請書の提出日     ：ｎ＋２年８月31日 

➣ 特例認定申請に係る実績判定期間 ：ｎ年４月１日（第１期）～ｎ＋２年３月31日（第２期） 

➣ 特例認定の有効期間       ：ｎ＋２年12月16日～ｎ＋５年11月15日  

➣ 認定申請書の提出日       ：ｎ＋５年7月31日 

➣ 認定申請に係る実績判定期間   ：ｎ＋３年４月１日（第４期）～ｎ＋５年３月31日（第５期） 
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➣  認定の有効期間         ：ｎ＋５年11月16日～ｎ＋10年11月15日 

 

　　申請日　8/31 　　申請日　7/31

認定の有効期間（５年）

認定

　　提出日　6/30 　提出日　6/30

審査

期間 特例認定の有効期間（３年）

審査

期間

特例認定

4/1 4/1 4/1

ｎ+６年 ｎ+７年

4/1 4/1 4/1 4/1 4/1

第８期

ｎ年 ｎ+１年 ｎ+２年 ｎ+３年 ｎ+４年 ｎ+５年

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期

特例認定申請の実績判定期間（２年） 最初の認定申請の実績判定期間（２年）

特例認定

申請書

認定

申請書

第２期

事業報告書

第５期

事業報告書

特例認定NPO法人が、認定NPO法

人として認定を受けたとき、特例認

定の効力を失います（法61）。
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イ 認定を受けるための申請書及び添付書類一覧 

申 請 書 ・ 添 付 書 類 

認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書 

１ 寄附者名簿（注） 

２ 認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

 

一
号
基
準 

イ、ロ、ハのいずれか１つの基準を選択してください。 

 イ 相対値基準・原則 又は 相対値基準・小規模法人 

  
認定基準等チェック表（第１表 相対値基準・原則用） 

認定基準等チェック表（第１表 相対値基準・小規模法人用） 

  
受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・原則用） 

受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・小規模法人用） 

 
 社員から受け入れた会費の明細表（第１表付表２ 相対値基準用） 

ロ 絶対値基準 

 
 認定基準等チェック表（第１表 絶対値基準用） 

ハ 条例個別指定基準 

  認定基準等チェック表（第１表 条例個別指定法人用） 

二
号
基
準 

いずれかの書類を提出することとなります。 

 認定基準等チェック表（第２表） 

 認定基準等チェック表（第２表 条例個別指定法人用） 

三
号
基
準 

認定基準等チェック表（第３表） 

役員の状況（第３表付表１） 

帳簿組織の状況（第３表付表２） 

四
号
基
準 

認定基準等チェック表（第４表） 

役員等に対する報酬等の状況（第４表付表１） 

役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第４表付表２） 

五
号 

基
準 

認定基準等チェック表（第５表） 

六
～
八 

号
基
準 

認定基準等チェック表（第６、７、８表） 

欠格事由チェック表 

３ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

（注意事項） 

条例個別指定基準に適合する法人は、寄附者名簿の添付は必要ありません（法44②ただし書）。 

  

参 考 ２ （認定を受けるための申請書及び添付書類） 
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ロ 認定の有効期間の更新の申請書及び添付書類一覧 

申 請 書 ・ 添 付 書 類 

認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請書 

１ 認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

 

一
号
基
準 

イ、ロ、ハのいずれか１つの基準を選択してください。 

 イ 相対値基準・原則 又は 相対値基準・小規模法人 

  
認定基準等チェック表（第１表 相対値基準・原則用） 

認定基準等チェック表（第１表 相対値基準・小規模法人用） 

  
受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・原則用） 

受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・小規模法人用） 

 
 社員から受け入れた会費の明細表（第１表付表２ 相対値基準用） 

ロ 絶対値基準 

 
 認定基準等チェック表（第１表 絶対値基準用） 

ハ 条例個別指定基準 

  認定基準等チェック表（第１表 条例個別指定法人用） 

二
号
基
準 

いずれかの書類を提出することとなります。 

 認定基準等チェック表（第２表） 

 認定基準等チェック表（第２表 条例個別指定法人用） 

三
号
基
準 

認定基準等チェック表（第３表） 

役員の状況（第３表付表１） 

帳簿組織の状況（第３表付表２） 

四
号
基
準 

認定基準等チェック表（第４表） 

役員等に対する報酬等の状況（第４表付表１） 

役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第４表付表２） 

五
号 

基
準 

認定基準等チェック表（第５表） 

六
～
八 

号
基
準 

認定基準等チェック表（第６、７、８表） 

欠格事由チェック表 

２ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

（注意事項） 

１ 寄附者名簿の添付は必要ありません（法51⑤）。 

２ 特定非営利活動促進法第55条第１項に基づき所轄庁に提出した書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項は、

改めて記載する必要はありません（法51⑤ただし書）。 

３ 「認定基準等チェック表（第３表）ロ」欄及び「認定基準等チェック表（第６表）並びに（第８表）」欄の記載は必

要ありません。 



76 

ハ 特例認定を受けるための申請書及び添付書類一覧 

申 請 書 ・ 添 付 書 類 

特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請書 

１ 認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

 

二
号
基
準 

いずれかの書類を提出することとなります。 

 認定基準等チェック表（第２表） 

 認定基準等チェック表（第２表 条例個別指定法人用） 

三
号
基
準 

認定基準等チェック表（第３表） 

役員の状況（第３表付表１） 

帳簿組織の状況（第３表付表２） 

四
号
基
準 

認定基準等チェック表（第４表） 

役員等に対する報酬等の状況（第４表付表１） 

役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第４表付表２） 

五
号 

基
準 

認定基準等チェック表（第５表） 

六
～
八 

号
基
準 

認定基準等チェック表（第６、７、８表） 

欠格事由チェック表 

２ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

（注意事項） 

寄附者名簿及び一号基準に関する書類の添付は必要ありません（法58②、59一）。 

 

 

 

 

 

（参 考） 

所轄庁に提出していることが必要な書類 

① 事業報告書 

② 計算書類（活動計算書、貸借対照表） 

③ 財産目録 

④ 年間役員名簿（役員であったことのある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者への報酬の有無を

記載した名簿） 

⑤ 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 

（注意事項） 

  上記書類は認定申請書への添付は不要ですが、法第 29 条の規定に基づき所轄庁に提出していることが認定基準の一

つとなっています（法45①六）。 
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２ 認定等の基準の概要 

 

⑴ 認定の基準の概要 

認定NPO法人としての認定を受けるためには、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に

資することにつき、次に掲げる(１)から(８)までの基準に適合する必要があります（法44①、45）。 

また、特例認定NPO法人として特例認定を受けるためには、NPO法人として新たに設立されたもののの

うち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に

資すると見込まれることにつき、次に掲げる(２)から(10)までの基準に適合する必要があります (法45、

58、59)。       

次表は認定基準等の概要をまとめたものですが、詳細については81頁以降をご覧ください。 

 

項    目 認 定 基 準 の 概 要 

(1)  パブリック・サポー

ト・テスト（PST）につ

いて 

 

広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準とし

て、次の３つの基準のいずれかに適合すること。 

 

１ 相対値基準   
 

イ 原則 

実績判定期間における 

寄附金等収入金額 ÷ 経常収入金額  
 

（注） 寄附金等収入金額、経常収入金額の詳細については、82頁を参照

してください。 
 

ロ 小規模法人の特例 

実績判定期間における 

  受入寄附金総額－ホの金額＋ヘの金額        

      総収入金額－ニの金額             
 
（注１） 上記の小規模法人の特例を適用するか否は、法人の選択になります。 

（注２） 小規模法人の定義、ニの金額、ホの金額、ヘの金額については、81頁

及び84～85頁を参照してください。 
 

※ 上記イ又はロの相対値基準の計算において、その法人に国の補助金等が

ある場合には、法人の選択により国の補助金等をＰＳＴの分母・分子に算

入することができます。その詳細については、85～86頁を参照してくださ

い。 

 

 

≧ 
５ 

１ 

≧ 
５ 

１ 
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２ 絶対値基準   
 
 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上（た

だし、休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている場合は、3,000円に

当該休眠預金等交付金関係助成金の額を加算した金額以上）である寄附者

の数の合計数が年平均100人以上であること。 

(注１)  氏名又は名称及び住所が明らかな寄附者のみを数えます。 

(注２)  寄附者本人と生計を一にする者も含めて一人として数えます。 

(注３)  寄附者が、そのNPO法人の役員及び役員と生計を一にする者である場 

合は、これらの者は、寄附者数に含めません。  
（注４） 休眠預金等交付金関係助成金とは、「民間公益活動を促進するための休

眠預金等に係る資金の活用に関する法律」（平成28年法律第101号）に基

づき事業を実施するために指定活用団体、資金分配団体、民間公益活動を

行う団体から受け取った助成金のことです。 

 

  
３ 条例個別指定基準  
 
都道府県又は市区町村が、個人住民税の寄附金税額控除の対象として条

例により個別に指定したNPO法人（その都道府県又は市区町村の区域内に

事務所を有するNPO法人に限ります。）については、パブリック・サポー

ト・テスト基準を満たしているものとして取り扱われます。 
 

(2)  活動の対象について 実績判定期間における事業活動のうち、次に掲げる活動の占める割合が

50％未満であること。 

イ 会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動 

ロ 特定の範囲の者に便益が及ぶ活動 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動 

ニ 特定の者の意に反した活動 
 
※ (1)３の都道府県又は市区町村が条例により個別に指定したNPO法人について

は、ロのうち、「便益の及ぶ者が地縁に基づく地域に居住する者等である活動」

を除いて判定することとなります。 
 

(3)  運営組織及び経理につ

いて 

次のいずれの基準にも適合していること。 

イ  運営組織が次のいずれにも該当すること。 
 

 ① 
役員のうち親族関係を有する者等で構成する

最も大きなグループの人数
 ÷  役員の総数 ≦  

  １ 

  ３ 
  

 
 
                                       １ 

  ②              ÷ 役員の総数  ≦   

                                        ３ 
 
ロ 各社員の表決権が平等であること。 

ハ  会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けているか、法

人税法施行規則第53条～第59条に規定する青色申告法人と同等に取引

を記録し、帳簿を保存していること。 

ニ  不適正な経理を行っていないこと。 

役員のうち特定の法人の役員 

又 は 使 用 人 等 で 構 成 す る 

最も大きなグループの人数 
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(4)  事業活動について 次のいずれの基準にも適合していること。 

イ  次に掲げる活動を行っていないこと。 

①  宗教活動 

②  政治活動 

③  特定の公職者等又は政党を推薦、支持又は反対する活動 

ロ  役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の親族等に特別

の利益を与えないこと及び営利を目的とした事業を行う者や上記イの活

動を行う者または特定の公職の候補者（公職にある者）に寄附を行って

いないこと。 
 
ハ 実績判定期間における 

  特定非営利活動に係る事業費 
 
ニ 

÷ 受入寄附金総額 ≧ 70％ 
 

(5)  情報公開について 次に掲げる書類をその事務所において閲覧させること。 

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等（個人の住所又は居所に係る記載

の部分を除いたもの） 

ロ ① 各認定の基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明す 

る書類並びに寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載し

た書類 

 ② 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程及び収益の明細その他

の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する

事項その他一定の事項等を記載した書類 

③ 助成の実績を記載した書類 

(6)  事業報告書類等の提出

について 

 各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により所轄庁に提

出していること。 

(7)  不正行為等について 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他

不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事

実等がないこと。 

(8)  設立後の経過期間につ

いて 

認定又は特例認定の申請書を提出した日を含む事業年度の初日におい

て、設立の日以後１年を超える期間が経過していること。 

(9)  過去の認定等の有無に

ついて 

過去に認定又は特例認定を受けたことがないこと。 

(10)  設立の日からの経過

期間について 

特例認定の申請書を提出した日の前日において、設立の日から５年を経

過しない法人であること。 

 

認定NPO法人等の上記基準のうち、(1)の１と２、(2)、(4)のハとニの基準は、実績判定期間において適

合する必要がありますが、(3)、(4)のイとロ、(5)、(6)、(7)の基準は、実績判定期間内の各事業年度だけ

でなく認定時又は特例認定時まで適合している必要があります（ただし、実績判定期間中に認定又は特例

認定を受けていない期間が含まれる場合には、その期間については(5)ロの基準を除きます。）（法45①

九)。 

認定又は特例認定を受けた後に(3)、(4)のイとロ、(7)の基準に適合しなくなった場合には、所轄庁は認

定又は特例認定を取り消すことができます（法67②）。 

 

 

 

 

÷ 総事業費 ≧ 80％ 

実績判定期間における受入寄
附金総額のうち特定非営利活
動に係る事業費に充てた額 
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⑵ 欠格事由の概要 

 認定又は特例認定の基準の規定にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人は認定又は特例

認定を受けることができません（法47、62）。 

 次表は各欠格事由の概要をまとめたものですが、詳細については94～95頁をご覧ください。 

 
 

項    目 
 

 
欠 格 事 由 の 概 要  

(1) 役員のうち、次のいずれか

に該当する者がある 
 

NPO 法人の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合には、欠格事由

に該当します。 
１ 認定NPO法人が認定を取り消された場合又は特例認定NPO法人が特例認定を取
り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前１年
内に当該認定 NPO法人又は当該特例認定 NPO法人のその業務を行う理事であっ
た者でその取消しの日から５年を経過しないもの 

２  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けること
がなくなった日から５年を経過しない者 

３ 法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法第
204 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しく
は地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が
終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

４  暴力団の構成員等 
 

(2) 認定等取消の日から５年

を経過していない 

 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない場合には、

欠格事由に該当します。 

 

(3) 定款又は事業計画書の内

容が法令に違反している 
 NPO 法人の定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処

分に違反している場合には、欠格事由に該当します。 

 

(4)  国税又は地方税の滞納処

分を受けている 
 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているNPO法人、又は当該滞納処分の終

了の日から３年を経過していないNPO法人は、欠格事由に該当します。 

 

(5)  国税に係る重加算税又は

地方税に係る重加算金を課

されてから３年を経過して

いない 

 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過して

いないNPO法人は、欠格事由に該当します。 

(6)  次のいずれかに該当する NPO法人が次のいずれかに該当する場合は、欠格事由に該当します。 

１ 暴力団 

２ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある 
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３ 認定NPO法人としての認定を受けるための基準 

 

認定NPO法人としての認定を受けるためには、次の⑴～⑻の認定基準に適合する必要があります（法45

①、法令１～５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額 
の総額が 3,000 円以上の寄附者の合計人数 

≧ 

× 12 

100人 
実績判定期間の月数  

パブリック・サポート・テスト基準の判定に当たっては、次の①～③のいずれかの基準を選択できます。 
 

① 相対値基準 

  実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が５分の１以上である

こと。 
なお、小規模法人の特例の適用、国の補助金等を算入するかどうかの選択に応じて次の４つのケー

スに分かれます。 
 

項  目 
小規模法人の特例 

選択しない 選択する 

国 

の 

補 

助 

金 

等 

相対値基準計算上の分

母・分子に算入しない

場合 

《算式１》 
原 則 

(82～84頁参照) 
 

《算式２》 
小規模法人の特例 
(84～85頁参照） 

 

相対値基準計算上の分

母・分子に算入する場

合 

《算式３》 
国の補助金等を算入する
場合（小規模法人の特例
適用なし） 
（８5～86頁参照） 

 

《算式４》 
国の補助金等を算入する
場合（小規模法人の特例
適用あり） 

（86頁参照） 
 

 
≪小規模法人の特例≫ 

小規模法人の特例を適用するか否かは法人の選択になります。 
この特例を選択適用できる法人は、実績判定期間における総収入金額に12を乗じて、これを実

績判定期間の月数で除した金額が 800 万円未満で、かつ、実績判定期間において受け入れた寄附

金の額の総額が 3,000円以上である寄附者（役員又は社員を除きます。）の数が 50人以上である

法人に限られます（法45②、法令３）。 
 
 

⑴ パブリック・サポート・テスト（PST）に関する基準 
 
 

【算式】 

実績判定期間の総収入金額 

実績判定期間の月数 

かつ 

実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額 

が3,000円以上である寄附者(役員、社員除く)の数 

 

×    12    ＜  800万円 

 

 

 ≧  50人 
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（解説） 

実績判定期間における経常収入金額（総収入金額（注１）からイの金額を控除した金額）のうちに寄附金等

収入金額（受入寄附金総額からロの金額を控除した金額（一定の要件を満たす法人にあっては、それにハ

の金額を加算した金額））の占める割合が５分の１以上であること（法45①一イ、法令１）。 

 （注１） 総収入金額とは、活動計算書の経常収益計と経常外収益計の合計額です。ただし、活動計算書にボランティ

ア受入評価益、施設等受入評価益等の法人自身が金額換算し計上した科目に係る金額については、経常収益計

から控除することとなります。 

 実績判定期間における 
 

寄 附 金 等 収 入 金 額          

経 常 収 入 金 額         

 

【 経 常 収 入 金 額 と は ？ 】 

  総 収 入 金 額  －  イの金額 

 

【寄附金等収入金額とは？】 

  受入寄附金総額  －  ロの金額  ＋  ハの金額 

 

《算 式 １》   相対値基準（原則） 

≧ 

② 絶対値基準 ≪算式５≫ 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上（ただし、休眠預金等交付金関係助

成金を受け取っている場合は、3,000 円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額を加算した金額以上）で

ある寄附者の数の合計数が年平均100人以上であること（87頁参照）。 
（注１）寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えます。  
（注２）寄附者数の算出に当たっては、寄附者本人と生計を一にする者を含めて一人として数えます。 
（注３）申請法人の役員及びその役員と生計を一にする者が寄附者である場合は、これらの者は寄附者数に含めません。  
 

【算式】 

 

 

 

 

 

③ 条例個別指定基準 

  認定 NPO法人として認定を受けるための申請書を提出した日の前日において、都道府県又は市区町村の条

例により、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること（その都道府

県又は市区町村の区域内に事務所を有するNPO法人に限ります。）。 
  ただし、認定申請書を提出する前日において条例の効力が生じている必要があります。 

≧ 

× 12 

100人 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000
円以上（ただし、休眠預金等交付金関係助成金を受け取っ
ている場合は、3,000円に当該休眠預金等交付金関係助成金
の額を加算した金額以上）の寄附者の合計人数 

実績判定期間の月数  

１ 

 

５ 
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イの金額 ⇒ 次に掲げる金額の合計額（法45①一イ(1)、法規５） 

① 国等（国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法

人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいいます。以下同じです。）からの補助

金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの（以下「国の補助金等」といいます。） 

② 委託の対価としての収入で国等から支払われるもの 

③ 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者

に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分 

④ 資産の売却による収入で臨時的なもの 

⑤ 遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。）により受け入れた寄附金、贈与者の被相続

人に係る相続の開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内に当該相続により当該贈与者が取得

した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます。）に

より受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額に相当する部分 

⑥ 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たないもの 

⑦ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかでない寄附金 

⑧ 休眠預金等交付金関係助成金 

 

（注２） 役員が寄附者の場合、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関

係のある者がいるときは、これらの者は役員と同一の者とみなします（いわゆる親族合算）（法規８）。 

上記の「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます（法規４二・16）。 

ａ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係 

ｂ 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している

関係 

ｃ ａ又はｂに掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係 

（注） は血族を示す。

は姻族を示す。

③ 曽祖父母 曽祖父母 ③

祖父母 ②② 祖父母

③ 伯叔父母 配 ③ ① 父母 ③

② 兄弟姉妹 配 ② 役員 配偶者

子 配 ① 兄弟姉妹の子 ③

父母 ① 伯叔父母

③ 兄弟姉妹の子 配 ③

≪三親等以内の親族図≫

配 ②

①

兄弟姉妹 ②

③ 曽孫 配 ③

② 孫

ロの金額 ⇒ 次に掲げる金額の合計額（法45①一イ(2)、法規６、７） 

① 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する金額 
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② 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たないものの合計 

額 

③ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかでない寄附金 

④ 休眠預金等交付金関係助成金 

（注３） 役員が寄附者の場合は、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊の

関係のある者がいるときは、これらの者は役員と同一の者とみなします（いわゆる親族合算）（法規８）。 

上記「特殊の関係」については、イの金額（注２）をご覧ください。 

（注４） 「一者当たり基準限度超過額」とは、同一の者からの寄附金の額の合計額のうち受入寄附金総額から休眠預金

等交付金関係助成金を控除した額の100分の10を超える部分の金額をいいます。ただし、特定公益増進法人、

認定NPO法人からの寄附金については、同一の法人からの寄附金の額の合計額のうち受入寄附金総額から休眠預

金等交付金関係助成金を控除した額の100分の50を超える部分の金額となります（法規６）。 

（注５）  「一者当たり基準限度超過額」及び「1,000円未満（同一の者からの合計額）の寄附金」の判定については、

実績判定期間に受け入れた寄附金の合計額で計算します（法45①一イ、法規７）。 

 

ハの金額 （法45①一イ(3)、法規４） 

 社員から受け入れた会費の合計額から、この合計額のうち共益的な活動等に係る部分の金額（「(2)活動の

対象に関する基準」に定める割合（87頁参照）を乗じて計算した金額をいいます。）を控除した金額（ただ

し、受入寄附金総額 ― ロの金額 を限度とします。） 

（注６） ハの金額をPSTの分子に加算するには、次の要件を満たす必要があります（法規４）。 

    (イ) 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。 

    (ロ) 社員（役員並びに役員の配偶者及び三親等以内の親族関係並びに役員と特殊の関係のある者を除きます。

「特殊の関係」については、イの金額(注２)と同様です。）の数が20人以上であること。 

（注７） 上記の「共益的な活動等に係る部分の金額」とは、社員から受け入れた会費の合計額に法人の行った事業活動

に係る事業費の額等の合理的な指標に基づき算出した事業活動に占める共益的な活動等の割合（87頁(2)の事業

活動のうちに会員等に対する共益的な活動等の占める割合をいいます。）を乗じた金額をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

実績判定期間における、総収入金額からニの金額を控除した金額のうちに、受入寄附金総額からホの金

額を控除した金額（一定の要件を満たす法人にあっては、それにへの金額を加算した金額）の占める割合

が５分の１以上であること(法令５②)。 

 

実績判定期間における 

 

受入寄附金総額 － ホの金額 ＋ ヘの金額             １ 

           総収入金額 － ニの金額                   ５ 

 

（注）小規模法人の要件（81頁参照）に該当する法人であれば、本特例を選択適用可能 

《算 式 ２》  相対値基準（小規模法人の特例） 

≧ 
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ニの金額 ⇒ 次に掲げる金額の合計額（法45①一イ(1)、法令５②一、法規５、25②） 

 ① 国の補助金等 

② 委託の対価としての収入で国等から支払われるもの 

③ 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき

者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分 

④ 資産の売却による収入で臨時的なもの 

⑤ 遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。）により受け入れた寄附金、贈与者の被相続

人に係る相続の開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内に当該相続により当該贈与者が取得

した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます。）

により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額に相当する部分 

⑥ 休眠預金等交付金関係助成金 

（注８） ここに掲げるものは、《算式１》のイの金額の①～⑤及び⑧と同一です。 

 

ホの金額 （法45①一イ(2)、法令５②二、法規６、７一四、25③） 

 ① 受け入れた寄附金のうち一者当たり基準限度超過額の合計額 

② 休眠預金等交付金関係助成金 

（注９） これは《算式１》のロの金額の①及び④と同一です。なお、《算式１》原則の場合と異なり、小規模法人の特

例を選択適用する場合には、役員が寄附者の場合であっても、いわゆる親族合算を行う必要はありません。 

（注10） 「一者当たり基準限度超過額」については、《算式１》の（注４）をご参照ください。 

 

への金額 （法令５②、法規４、25①） 

社員から受け入れた会費の合計額から、この合計額のうち共益的な活動等に係る部分の金額（「⑵活動の対

象に関する基準」に定める割合（87頁参照）を乗じて計算した金額）を控除した金額（ただし、受入寄附金

総額― ホの金額 を限度とします。） 

（注11） これは《算式１》の ハの金額と同一です（注６、注７をご覧ください）。 

（注12） ヘの金額をＰＳＴの分子に加算するには、次の要件を満たす必要があります（法規４、25①）。 

  (イ) 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。 

  (ロ) 社員（役員及び役員と親族関係を有する者並びに役員と特殊の関係のある者を除きます。）の数が20人以上で

あること。 

（注13） 共益的な活動等に係る部分の金額は、社員から受け入れた会費の合計額に法人の行った事業活動に係る事業

費の額等の合理的な指標に基づき算出した事業活動に占める共益的な活動等の割合（87頁(2)の事業活動のうち

に会員等に対する共益的な活動等の占める割合をいいます。）を乗じた金額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実績判定期間における 

寄附金等収入金額 ＋ チの金額           １ 

経常収入金額  ＋ トの金額            ５ 

 

（注） 国の補助金等をPSTに算入するか否か選択適用可能 

《算 式 ３》  相対値基準（国の補助金等を算入する場合（小規模法人の特例適用なし）） 

≧ 



86 

 

 

（解説） 

国の補助金等を受け入れている場合、選択により、当該国の補助金等を相対値基準計算上の分母・分

子に算入することが可能です（法令５①）。ただし、分子に算入する国の補助金等の額（ チの金額 ）

は、受入寄附金総額からロの金額（83頁参照）を控除した金額が限度となります（分母には、国の補助

金等の額の全額（ トの金額 ）を算入します。）。 

上記算式のうち、寄附金等収入金額及び経常収入金額については、《算式１》（82頁）を参照してくだ

さい。 

 

トの金額（法令５①） 

国の補助金等の全額 

 

チの金額 ⇒ 次のいずれか少ない金額（法令５①） 

① 国の補助金等の額 

② 受入寄附金総額からロの金額（83頁参照）を控除した金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

小規模法人の特例を選択適用する小規模法人で国の補助金等を受けている場合、選択により、当該国の

補助金等を相対値基準計算上の分母・分子に算入することが可能です（法令５③）。ただし、分子に算入す

る国の補助金等の額（ リの金額 ）は、受入寄附金総額からホの金額を控除した金額が限度となります。

（分母には、国の補助金等の全額（ トの金額 ）を算入します。）。 

  上記算式のうち、ニの金額、ホの金額及びヘの金額については、84～85頁を参照してください。 

 

トの金額（法令５③） 

国の補助金等の全額 

 

リの金額 ⇒ 次のいずれか少ない金額（法令５③） 

① 国の補助金等の額 

② 受入寄附金総額からホの金額を控除した金額 

 

 

 

 

実績判定期間における 

     受入寄附金総額 － ホの金額 ＋ ヘの金額 ＋ リの金額             

           総収入金額 － ニの金額 ＋ トの金額                   

 

（注）国の補助金等をPSTに算入するか否か選択適用可能 
 

《算 式 ４》  相対値基準（国の補助金等を算入する場合（小規模法人の特例適用あり）） 

≧ 
１ 

 

５ 
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（解説） 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数（※）の合計数が

年平均100人以上であること(法45①一ロ、法令２、法規９)。 

なお、実績判定期間の各事業年度単位で、年3,000円以上の寄附者数（※）が100人以上となっている

場合には、上記算式を当てはめるまでもなく基準に適合することとなります。 

※休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている場合は、3,000円に当該休眠預金等交付金関係助成金

の額を加算した金額以上の寄附者数となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

条例による個別指定とは、個人住民税の寄附金控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人として、

これらの寄附金を定める条例により定められている場合、認定に係るPST基準を満たすものとして認めら

れるというものです（当該条例を定めている都道府県又は市区町村の区域内に事務所を有するNPO法人に

限ります。）（法45①一ハ、地方税法37の２①四、314の７①四）。 

なお、条例による個別指定については、寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人の名

称及び主たる事務所の所在地が条例で明らかにされていることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績判定期間における 
イ 会員等に対する資産の譲渡等及び会員等 

が対象である活動                     

ロ 特定の範囲の者に便益が及ぶ活動          の事業活動に占める割合 ＜ 50％ 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動 

ニ 特定の者の意に反した活動 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所の明らかな寄附者のみを数えます。 

２ 寄附者本人と生計を一にする者も含めて一人として数えます。 

３ 寄附者が、そのNPO法人の役員及び役員と生計を一にする者である場合は、これらの者は、寄附者 

数に含めません。 

４ 月数は暦に従って計算し、一月未満の端数は切り上げて一月とします。 

⑵  活動の対象に関する基準 
 
 

《算 式 ５》  絶対値基準 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上（ただし、

休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている場合は、3,000 円に当該休眠

預金等交付金関係助成金の額を加算した金額以上）の寄附者の合計人数 
× 12 

実績判定期間の月数 
≧ 100人 

認定 NPO 法人として認定を受けるための申請書を提出した日の前日において、都道府県又は市区町村の条例に

より、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること 
 

(注)１ その都道府県又は市区町村の区域内に事務所を有するNPO法人に限ります。 

  ２ 認定申請書を提出する前日において条例の効力が生じている必要があります。 

 

条例個別指定基準 
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（解説） 

実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合が50％未満であること（法45①

二）。 

（注） 上記の割合は、そのNPO法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標に

よりその事業活動のうちにイ、ロ、ハ、ニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合をいいま

す（法規10）。 

イ 会員又はこれに類する者（NPO法人の運営又は業務の執行に関係しない者で一定の者を除きます。

以下「会員等」といいます。）に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供（以下「資産の譲

渡等」といいます。）、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動（資

産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他一定のものを除きます。） 

（注１） 会員に類する者とは、次に掲げる者をいいます（法規11）。 

① 当該申請に係るNPO法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受ける者又は相互の交流、連

絡若しくは意見交換に参加する者として、NPO法人の帳簿書類等に氏名又は名称が記載された者であっ

て、そのNPO法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは

意見交換に参加する者 

② 当該申請に係るNPO法人の役員 

（注２） NPO法人の運営又は業務の執行に関係しない者で一定の者とは、NPO法人が行う不特定多数の者を対象

とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外のNPO法人の活動に関係しない者をいいます

（法規12）。 

（注３） その他一定のものとは、次に掲げるものをいいます（法規13）。 

① その NPO 法人が行う資産の譲渡等で、その対価として資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね

10％程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他その資産の譲渡等に付随して生ずる費用で

その実費に相当する額（②において「付随費用の実費相当額」といいます。）以下のものを会員等から得

て行うもの 

② その NPO 法人が行う役務の提供で、その対価として最低賃金法第４条第１項の規定により使用者が労

働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第９条第１項に規定する

地域別最低賃金の額を会員等がその NPO 法人に支払う役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみ

なして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以

下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの 

③ 法別表19号に掲げる活動又は同表第20号の規定により同表第19号に掲げる活動に準ずる活動として

都道府県若しくは指定都市の条例で定める活動を主たる目的とする法人が行うその会員等の活動（公益社

団法人若しくは公益財団法人である会員等又は認定 NPO 法人である会員等が参加しているものに限りま

す。）に対する助成 

 

  ロ 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他これ

らに準ずるものを有する者などその便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動（会員等を対象とする

活動で上記イ（注３）③に掲げる活動及び会員等に対する資産の譲渡等を除きます。） 

(注１) 特定の地域とは、一の市町村（特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区。）の区域

の一部で地縁に基づく地域をいいます（法規15）。 

    (注２) 都道府県又は市区町村が、個人住民税の寄附金税額控除の対象として条例により個別に指定したNPO法

人については、特定の範囲の者のうち、「便益の及ぶ者が地縁に基づく地域に居住する者等である活動」

を除いて判定することとなります。 
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ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動 

 

ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

その運営組織及び経理に関して次に掲げる基準を満たしていること（法45①三）。 

イ 次の割合のいずれについても３分の１以下であること。 

① 役員の総数のうちに役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族（以下「親族関係を有する者」と

いいます。）並びに役員と特殊の関係のある者の数の占める割合 

② 役員の総数のうちに特定の法人（その法人との間に一定の関係のある法人を含みます。以下同じ。）

の役員又は使用人である者並びにこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係

のある者の数の占める割合 

（注１） 「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます（法規16）。 

ａ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係 

ｂ 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維

持している関係 

ｃ ａ又はｂに掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしてい

る関係 

（注２） 「一定の関係のある法人」とは、一の者（法人に限ります。）が法人の発行済株式又は出資（以下「発

行済株式等」といいます。）の総数又は総額の50%以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合にお

ける一の者と法人との間の関係（以下「直接支配関係」といいます。）にある法人をいいます。 

運営組織及び経理について、次のいずれにも適合していること。 

イ 運営組織が次のいずれにも該当すること 

 

役 員 の う ち 親 族 関 係 を 有 す る 者 等 で 構 成 す る 

最 も 大 き な グ ル ー プ の 人 数                 

 役 員 の 総 数                                        

               かつ 

役 員 の う ち 特 定 の 法 人 の 役 員 又 は 使 用 人 等 で 

構 成 す る 最 も 大 き な グ ル ー プ の 人 数              

役 員 の 総 数                                      

 

ロ 各社員の表決権が平等であること 

 

ハ 会計について 
 

または 

 
ニ 不適正な経理を行っていないこと 

 

⑶ 運営組織及び経理に関する基準 
 
 

≦ 

≦ 

公認会計士等の監査

を受けていること 

青色申告法人と同等の取引記録、 

帳簿の保存を行っていること 

１ 

３ 

１ 

３ 
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この場合において、次に該当するときは、一の者は、他の法人の発行済株式等の総数又は総額の 50%

以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなされます（法規17）。 

ａ 一の者及びこれとの間に直接支配関係がある１若しくは２以上の法人が、他の法人の発行済株式

等の総数又は総額の50％以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合 

ｂ 一の者との間に直接支配関係がある１若しくは２以上の法人が、他の法人の発行済株式等の総数

又は総額の50％以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合 

(注３) NPO法人の責めに帰することのできない事由によりこの基準に適合しないこととなった場合には、その

後遅滞なくこの基準を満たしていると認められるときは、この基準を継続して満たしているものとみなさ

れます（法規19）。 

 

ロ 各社員の表決権が平等であること 

 

ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は法人規第 53条から第

59条までの規定（青色申告法人の帳簿書類の保存）に準じて帳簿及び書類を備え付けてこれらにその

取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること（法規20）。 

 

ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の

不適正な経理が行われていないこと（法規21）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

その事業活動に関し、次に掲げる基準を満たしていること（法45①四）。 

イ 次に掲げる活動を行っていないこと。 

① 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。 

② 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対すること。 

③ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するこ

と。 

 

事業活動が次のいずれも満たしていること 

イ 宗教活動、政治活動及び特定の公職者等又は政党を推薦、支持又は反対する活動を行っていないこと 

ロ 役員、社員、職員又は寄附者等に特別の利益を与えないこと及び営利を目的とした事業を行う者等に

寄附を行っていないこと 

ハ 実績判定期間における 

特定非営利活動に係る事業費 

総事業費 

ニ 実績判定期間における 

受入寄附金総額のうち特定非営 

利活動に係る事業費に充てた額 

受入寄附金総額 

 

 

 

 

⑷ 事業活動に関する基準 
 

≧ 80％ 

≧ 70％ 
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ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者と親族関係を有する者又はこれらの者と

特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとし

て一定の基準を満たしていること。 

（注１） ここにいう「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます（法規16、22）。 

ａ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係 

ｂ 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の

配偶者若しくは三親等以内の親族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係 

ｃ ａ又はｂに掲げる関係のある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしてい

る関係 

（注２） 「一定の基準」とは、次に掲げる基準をいいます（法規23）。 

ａ 当該役員の職務の内容、当該NPO法人の職員に対する給与の支給の状況、当該NPO法人とその活

動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員、社員、職員若しくは

寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係のある

者に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。 

ｂ 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に

比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該 NPO法人との間

の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。 

ｃ 役員等に対し役員の選任その他当該 NPO法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を

与えないこと。 

ｄ 営利を目的とした事業を行う者、イの①から③に掲げる活動を行う者又はイの③の特定の公職の

候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと 

 

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80％

以上であること。 

（注１） この割合を事業費以外の指標によって算定し、申請書を提出した場合であっても、所轄庁の長はその

事業費以外の指標によって算定した割合が合理的であると認めた場合には、事業費により算定した割合

に代えて、その事業費以外の指標により算定した割合によりこの基準の判定を行うことができます（法

規24）。 

（注２） 活動計算書における経常費用中にボランティア評価費用、施設等評価費用等の法人自身が金額換算し

計上した科目に係る金額がある場合には、事業費の合計額から控除します。 

 

ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の70％以上を特定非営利活動に係る事業費に充てているこ

と。 

（注） 活動計算書における経常費用中にボランティア評価費用、施設等評価費用等の法人自身が金額換算し計

上した科目に係る金額がある場合には、事業費の合計額から控除します。 

 

（コラム）特定資産について 

・ NPO法人の特定非営利活動において、将来の特定非営利活動事業に充てるために、集めた寄附金の一

部を一定期間法人内部に積み立てることができます。 

・当該積立金相当額は、活動計算書上「費用」とはなりませんが、積立金の使用目的(その法人の今後の

特定非営利活動事業に充当するために法人の内部に積み立てるものであること)や事業計画、目的外取

り崩しの禁止等について、理事会又は社員総会で議決するなど適正な手続を踏んで積み立て、貸借対照

表に例えば「特定資産」として計上するなどしているものであれば、いわゆる「総事業費の80％基準」

や「受入寄附金の70％基準」の判定において、特定非営利活動事業費及び総事業費に含めて差し支えあ



92 

りません。 

・実績判定期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、勘定科目と金額を「認定基準等チェック

表 第４表（次葉）」（P139参照）に記載して下さい。 

・この場合、当該積立金相当額は、既に「総事業費の80％基準」等の判定において特定非営利活動事業

費及び総事業費として含めておりますので、事後に当該積立金を取り崩して費消(資産の取得等を含み

ます)し、かつ、活動計算書において費用(取得資産に係る減価償却費を含みます)として計上されてい

る場合には、当該費用を特定非営利活動事業費及び総事業費から除いたところで「総事業費の80％基

準」等の判定をする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

イ及びロの書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、当該書類をその

事務所において閲覧させること（法45①五）。 

 

 

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等（個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの） 

 

ロ ① 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類（法44②二） 

② 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類（法44②三） 

③ ⑴ 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程（法54②二） 

⑵ 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金

に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類（法54②三） 

  （注） 「内閣府令で定める事項を記載した書類」とは以下のものをいいます（法規32①）。 

１ 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項  

２ 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項  

３ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項 

イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから

順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引 

ロ 役員等との取引 

４ 寄附者（当該認定NPO法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の

関係のある者で、前事業年度における当該認定NPO法人に対する寄附金の額の合計額が20万

円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日  

５ 役員等に対する報酬又は給与の状況 

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況（ロに係る部分を除く。） 

次に掲げる書類を閲覧させること 

イ  事業報告書等、役員名簿及び定款等 

ロ ① 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

② 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

③ 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程、前事業年度の収益の明細その他の資

金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事

項を記載した書類 

④ 内閣府令で定める書類 

⑤ 助成の実績を記載した書類 

 

 

⑸ 情報公開に関する基準 
 

 
☞ 【令和２年改正点】 
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ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項  

６ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日  

７ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日  

⑶ 内閣府令で定める書類（法54②四） 

（注） 「内閣府令で定める書類」とは以下のものをいいます（法規32②） 

法第四十五条第一項第三号（ロに係る部分を除く。）、第四号イ及びロ、第五号並びに第七号

に掲げる基準に適合している旨並びに法第四十七条各号のいずれにも該当していない旨を説明

する書類。 

④ 助成の実績を記載した書類（法54③） 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

法第 28 条第１項に規定する事業報告書等（前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年

間役員名簿並びに前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載し

た書面）を法第29条の規定により提出していること（法45①六）。 

 

 

 

 

 

（解説） 

法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又

は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと（法45①七）。 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を超える期間が経過してい

ること（法45①八）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により所轄庁に提出していること 

⑹ 事業報告書等の提出に関する基準 
 

法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと 

⑺ 不正行為等に関する基準 
 

認定又は特例認定の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、設立の日以後１年を超える 

期間が経過していること。 

⑻ 設立後の経過期間に関する基準 
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４ 特例認定NPO法人としての特例認定を受けるための基準 

 

特例認定NPO法人としての特例認定を受けるためには、上記⑵～⑻の認定基準に加え、次の⑼及び⑽の

認定基準に適合する必要があります（法59）。 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

  申請書を提出した日の前日において、その設立の日から５年を経過しない法人であること（法59二）。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 欠格事由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

  欠格事由のいずれかに該当するNPO法人は、認定、特例認定（以下「認定等」といいます。）又は認定の

有効期間の更新の基準にかかわらず、認定等又は認定の有効期間の更新を受けることができません（法

47）。 

 

特例認定の申請書を提出した日の前日において、その設立の日から５年を経過しない法人であること 

(法59ニ)  

⑼ 設立の日からの経過期間に関する基準 
 

過去に認定又は特例認定を受けたことがないこと(法59三)  

⑽ 認定又は特例認定の有無に関する基準 
 

 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと（法47） 

イ 役員のうち、次の①から④のいずれかに該当する者がある 

 ① 認定等を取り消された法人において、その取消原因の事実があった日以前１年内に当該法人のその

業務を行う理事であった者でその取消しの日から５年を経過しない者 

 ② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日等から５年を経過しない者 

 ③ NPO法若しくは暴力団員不当行為防止法等に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を

終わった日等から５年を経過しない者 

 ④ 暴力団の構成員等 

ロ 認定等の取消しの日から５年を経過しない 

ハ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している 

二  国税又は地方税の滞納処分が執行されている又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過しない 

ホ  国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課されてから３年を経過しない 

ヘ 次の①、②のいずれかに該当する法人 

 ① 暴力団 

 ② 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人   

欠格事由 
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イ NPO法人の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合には、欠格事由に該当します。 

①  認定NPO法人が認定を取り消された場合又は特例認定NPO法人が特例認定を取り消された場合におい

て、その取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該認定NPO法人等のその業務を行う理事

であった者でその取消しの日から５年を経過しない者 

②  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年

を経過しない者 

③ NPO法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法第204条等(注１)若しく

は暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正

の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれ

らの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せら

れ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

④  暴力団の構成員等(注２) 

（注１）「刑法204条等」とは、刑法第204条、第206条、第208条、第208条の２、第222条若しくは第247条をい

います。 

（注２）「暴力団の構成員等」とは、法第 12条第１項第３号ロに規定する暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体

の構成員を含みます。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者をいいます。 

 

ロ 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない法人は、欠格事由に該当しま

す。 

 

ハ NPO法人の定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反している法人

は、欠格事由に該当します。 

 

ニ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされている法人、又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過して

いない法人は、欠格事由に該当します。 

なお、認定、特例認定及び認定の有効期間の更新の申請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税

証明書「その４」並びに関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書の

添付が必要となります。 

   

（注１） 添付が必要となる納税証明書は、国税及び地方税の納付の有無にかかわらず、主たる事務所が所在する所轄

税務署長、都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書となります。また、従た

る事務所において国税又は地方税を納付している場合には、当該従たる事務所が所在する所轄税務署長、都道

府県知事又は市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書の添付も必要となります。 

（注２） 所轄庁の条例で定めるところにより、毎事業年度１回所轄庁に提出する役員報酬規程等提出書には、上記の

納税証明書の添付は必要ありません。 

 

ホ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過していない法人は、欠格事

由に該当します。 

 

ヘ 次のいずれかに該当する法人は、欠格事由に該当します。 

① 暴力団 

② 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある法人 
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認定基準等の該当性や申請書類の記載内容を確認するための参考資料として提示（又は提出）

をお願いする可能性がある書類は次のとおりです。 

（注）これらは、確認させていただく資料の一例であり、認定審査の過程において、必要に応じて、これら以外の 

資料を確認させていただく場合があります。また、これらの資料は、事前相談の際にも確認させていただく場 

合があります。 

 

 

  確認させていただく書類の事例 
（参考） 

確認する主な認定基準 

1 
ＮＰＯ法人の事業活動内容がわかる資料 

(パンフレット、会報誌、マスコミで紹介されている記事、事業所一覧等） 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 

2 ＮＰＯ法人の従業員一覧、給与台帳 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 

3 

総勘定元帳など作成している帳簿や取引記録 

（会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合の

「監査証明書」を含みます。） 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 

4 

申請書に記載された数字の計算根拠となる資料 

（例）・事業費と管理費の区分基準 

   ・役員の総数に占める一定のグループの人数割合 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

5 

事業費の内容がわかる資料 

（事業活動の対象、イベント等の実績（開催回数、募集内容等）、支出先

など） 

活動の対象に関する基準 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

6 
寄附金・会費の内容がわかる資料 

（現物寄附の評価額、寄附金・会費に係る特典等） 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

事業活動に関する基準 

7 
絶対値基準（寄附金額の合計額が年3,000 円以上の者の人数が年平

均100 人以上）の算出方法がわかる資料 
パブリック・サポート・テストに関する基準 

8 条例により個別に指定を受けていることがわかる資料 パブリック・サポート・テストに関する基準 

9 
助成金・補助金収入を受けている場合、その募集要項、申請書及び報

告書等 
パブリック・サポート・テストに関する基準 

10 閲覧に関する細則（社内規則） 情報公開に関する基準 

11 

ＮＰＯ法人が特定の第三者を通じて活動を行っている場合、特定の第

三者の活動内容及びＮＰＯ法人と特定の第三者との関係がわかる資

料 

活動の対象に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 

確認させていただく資料（例） 
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６ 認定NPO法人等の税制上の措置 

認定NPO法人及び特例認定NPO法人（以下「認定NPO法人等」といいます。）にかかる税制上の措置とは、

次の５つをいいます。 

   

 

 

＜所得税＞ 
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う法第２条第１項に規定する特定非営利活動

に係る事業に関連する寄附（その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。）をし

た場合には、特定寄附金に該当し、次の⑴又は⑵のいずれかの控除を選択適用できます（所法78②、措

法41の18の２①②）。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 寄附金控除（所得控除） 

その年中に支出した特定寄附金の額の合計額から２千円を控除した金額を、その年分の総所得金

額等から控除できます。 

 

≪算 式≫ 

特定寄附金の額の合計額 － ２千円 ＝ 寄附金控除額 
（注） 特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40％相当額が限度です。 

 

(2) 認定NPO法人等寄附金特別控除（税額控除） 

その年中に支出した認定 NPO 法人等に対する寄附金の額の合計額から２千円を控除した金額の

40％相当額（所得税額の25％相当額を限度）を、その年分の所得税額から控除できます。 

 

≪算 式≫ 

（認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額－ ２千円）× 40％ ＝ 税額控除額 
（注） 認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額は所得金額の40％が限度です。ただし、認定NPO法

人等に対する寄附金の額以外の特定寄附金の額又は公益社団法人等に対する寄附金の額がある場合

には、これらの寄附金の合計額と認定 NPO法人等に対する寄附金の合計額は、所得金額の 40％相当

額を限度とします。 

   なお、税額控除額は、所得税額の25％相当額が限度です。 

 

【証明書の添付又は提示等】 

(1)の適用を受けるためには、寄附をした日を含む年分の確定申告書の提出の際に、確定申告書に

記載した特定寄附金の明細書と①特定寄附金を受領した旨（その寄附金が認定 NPO 法人等の行う特

定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を含みます。）②その金額及び受領年月日を認定

NPO法人等が証した書類を添付又は提示する必要があります（所令262①、所規47の２③）。 

(2)の適用を受けるためには、寄附金の税額控除額の計算明細書と上記①及び②を認定NPO法人等

が証した書類（注）（寄附者の氏名と住所が記載されたもの）を確定申告書に添付する必要があります

（措法41の18の２③、措規19の10の４）。 
（注） 平成30年分以後の所得税については、確定申告書に添付すべき寄附金控除に関する証明書の範

囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官が定める方法により出力した書面が加

えられました。 

 

① 個人が支出した認定NPO法人等への寄附金に対する措置 

② 申 告 ① 寄 附 
 

 

 
認定NPO法人等 

 
個   人 

 
税 務 署 
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＜個人住民税＞ 
認定 NPO 法人等に対する特定寄附金又は個人が NPO 法人の行う法第２条第１項に規定する特定非

営利活動に係る事業に関連する寄附（その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除き

ます。）をした寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県・市区町村が条例

で個別に指定した寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます（地方税法第 37条の２、第

314条の７）。 

 

 

 

 

 

 

 

≪算 式≫ 

（寄附金（注１）－２千円）×10％（注２） ＝ 税額控除額 

（注１）寄附金の合計は、総所得金額等の30％相当額が限度です。 

（注２）条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。 

・都道府県が指定した寄附金は４％ 

・市区町村が指定した寄附金は６％ 

（都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10％） 

 

【寄附金税額控除に関する申告】 

 所得税の確定申告を行うことにより、個人住民税控除の適用も受けることができます（所得

税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。）。このとき、寄附先の法人から受け取った

領収書などを申告書に添付することが必要です。 

 また、個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに、

住所地の市区町村に申告を行っても構いません（この場合、所得税の控除は受けられません。）。 

※条例で個別に指定されたNPO法人で認定NPO法人以外の法人への寄附金は、個人住民税の

控除の対象となりますが、所得税の控除対象となっていないため、控除を受ける場合は、確定

申告とは別に、市区町村への申告が必要となります（地方税法45の２⑤）。 

 

どの寄附金が指定されているか等については、住所地の都道府県・市区町村にお問い合わせくだ

さい。 

 

 

  

② 申 告 ① 寄 附 
 

 

・認定NPO法人等 
・条例により個別指定

されたNPO法人 

 
個   人 

 
税 務 署※ 
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法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する

寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額

と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。 

なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一

般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます（法人

法37④、措法66の11の２②）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一般寄附金の損金算入限度額） 

損金算入限度額とは、普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。 

１ 

（資本金等の額 × 0.25％ ＋ 所得金額 × 2.5％） ×  

                          ４ 

 

 

（特別損金算入限度額） 

特別損金算入限度額とは、普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。  

                          １ 

（資本金等の額 × 0.375％ ＋ 所得金額 × 6.25％） ×       

                              ２ 
(注) 事業年度が１年未満である場合には計算式が異なりますので、ご注意ください。 

 

 

（証明書の保存等） 

この措置の適用を受けるためには、寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書にその金

額を記載するとともに明細書を添付し、その寄附金が認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係

る事業に関連する寄附金である旨をその認定NPO法人等が証する書類を保存しておく必要があり

ます（法人法37⑨、措規22の12）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 法人が支出した認定NPO法人等への寄附金に対する措置 

② 申 告 
（損金算入） 

① 寄 附 
 

 
認定NPO法人等 

 
法   人 

 

 
税 務 署 
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相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定 NPO 法

人（特例認定NPO法人は適用されません。）に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事

業に関連する寄附をした場合には、その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不

当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税

価格の計算の基礎に算入されません。 

 

 

 

 

 

ただし、その寄附を受けた認定 NPO 法人が、寄附のあった日から２年を経過した日までに認定 NPO

法人に該当しないこととなった場合又はその寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利

活動に係る事業の用に供していない場合には、適用されません(措法70①②⑩)。 

 

（寄附財産の非課税） 

この措置の適用を受ける寄附をした財産は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。つ

まり、相続税の課税の対象とはなりません。 

  

（証明書の添付等） 

この措置の適用を受けるためには、相続税の申告書にこの措置の適用を受ける旨などを記載すると

ともに、その財産の寄附を受けた認定NPO法人が、①その寄附が特定非営利活動に係る事業に関連す

る寄附である旨、②その寄附を受けた年月日及びその財産の明細、③その財産の使用目的を記載した

書類を添付する必要があります（措法70 ⑤⑩、措規23 の５）。 

 

 

 

認定NPO法人については、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定

非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額はその収益事業に係る寄附金の額と

みなされます（みなし寄附金）。このみなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の 50％又は 200

万円のいずれか多い額までの範囲となります。 

なお、みなし寄附金制度は特例認定NPO法人には適用されません（法人法37⑤、法人令73①、法

人規22の４、措法66の11の２①）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（寄附財産は非課税） 
 

② 寄 附 

① 相 続 
 

相 続 人 
税 務 署 

認定 NPO 法人 
被 相 続 人 ③ 申 告 

③ 相続人等が認定ＮＰＯ法人に寄附した相続財産等に対する措置 

④ 認定ＮＰＯ法人のみなし寄附金制度 

課税所得 非課税所得 

               
課税所得 

        
 
       非課税所得 

納税額 

みなし寄附金 

収益事業 
収益事業以外の事業で特

定非営利活動に係る事業 
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個人が土地、建物、株式等の現物資産を寄附した場合には、その現物資産は寄附時の時価により

譲渡があったものとみなされ、その資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して、寄附した

人に「みなし譲渡所得税」が課税されます。 

ただし、その寄附が一定の要件を満たすときは、国税庁長官の承認を得ることで、みなし譲渡所

得税が非課税となります。この非課税措置には、全てのNPO法人が対象となる「一般特例」と、認

定NPO法人及び特例認定法人が対象となる「承認特例」の2つの制度があり、それぞれ承認要件な

どが異なります。 

また、寄附者が寄附資産について非課税措置の適用を受けた後に、NPO法人がその適用を受けた

寄附資産の買換えを行う際には、一定の要件を満たす場合、引き続き非課税措置の適用を受けるこ

とができます（「買換特例」及び「特定買換資産の特例」）。 

非課税承認を受けた後であっても、例えば、寄附財産が、寄附を受けた認定NPO法人等の公益目

的事業の用に直接供されなくなった場合等には、国税庁長官は、その非課税承認を取り消すことが

できることとされています。 

非課税承認が取り消された場合には、その取り消されることとなった事実の内容に応じ、寄附を

した人又は寄附を受けた認定NPO法人等に対して、原則として、その取り消された日の属する年分

の譲渡所得等として所得税が課されます。 

措法40、措令25の17、措規18の19、平成30年３月内閣府・総務省・財務省・文部科学省・ 

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第１号 

 

※ 詳細については、内閣府NPOホームページに掲載されている「認定NPO法人等に対する個人か

らの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認～証明申請等の手引き～」や、国税庁ホームペ

ージに掲載されている「『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた」等

をご参照ください。 

 

 

 

 

⑤ 認定NPO法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税の非課税措置 

現物寄附
寄附者

次の承認要件を満たすものとして承認を受けると非課税となる。
① その寄附が公益の増進に著しく寄与すること
② 寄附した財産が、寄附があった日から２年以内に公益目的

事業の用に直接供される、又は供される見込みであること
③ その寄附により、寄附をした者の所得税又は寄附をした者

の親族等の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる
結果とならないと認められること

【一般特例】

【承認特例】

一定の要件を満たす場合には、１か月又は３か月以内に国税庁
長官の承認又は不承認の決定がなかったときは、その承認が
あったものとみなされ、非課税となる。
〈主な承認要件〉
・寄附財産を基金に組み入れる方法により管理すること
・ＮＰＯ法人の役員や社員及びそれらの親族等以外の者から
の寄附

国税庁長官
による承認

寄附財産をそのまま
公益目的事業に利用

公益目的事業に利用しなくなっ
た場合（寄附財産の売却等）

非課税承認
の継続

非課税承認
の取消し

公益目的事業の用に２年以上直接供
している寄附財産を同種の資産等に
買換えをし、公益目的事業に利用

特例

原則

非課税承認
の継続

特例

〇 買換特例

〇 特定買換資産の特例

一定の「基金」で管理し、
公益目的事業に利用

基金内での
寄附財産の買換え

非課税
承認の
継続

一

般

特

例

の

場

合

譲渡所得税等
が非課税

ＮＰＯ法人

全てのＮＰＯ法人

認定ＮＰＯ法人
特例認定ＮＰＯ法人

非
課
税
承
認
後

一定の「基金」で管理し、
公益目的事業に利用

基金内での
寄附財産の買換え

非課税
承認の
継続

承
認
特
例
の
場
合

認定ＮＰＯ法人
特例認定ＮＰＯ法人

認定ＮＰＯ法人
特例認定ＮＰＯ法人
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○ 税制上の措置の対象となる寄附 

 

（個人又は法人が支出した認定ＮＰＯ法人等への寄附金に対する措置） 

措置の対象となるのは、認定 NPO法人等に対し、認定又は特例認定の有効期間内に支出をした、その法

人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附となります。 

したがって、認定又は特例認定を受けていない NPO法人に対する寄附金や認定又は特例認定の有効期間

に含まれない日に支出をした寄附金は、６①～③(97～100 頁)の措置の対象とはなりませんのでご注意く

ださい。 

 

（個人が認定ＮＰＯ法人等に寄附した現物資産に対する措置） 

措置の対象となるのは、認定 NPO法人等に対し、認定又は特例認定の有効期間内に支出をした、その法

人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する現物資産寄附となります。 

ただし、非課税措置の適用を受けた後において一定の事由に該当することが判明した場合には、当該寄

附資産に関する非課税承認が取り消され、その取り消された年分等の所得として、寄附者又は認定ＮＰＯ

法人等に課税されることがあります。 

 

（相続人等が認定ＮＰＯ法人に寄附した相続財産等に対する措置） 

措置の対象となるのは、相続又は遺贈により取得した財産をその相続税の申告期限内に認定 NPO法人に

対して行った、その法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附となります。 

ただし、その寄附を受けた認定NPO法人が、寄附のあった日から２年を経過した日までに認定NPO法人

に該当しないこととなった場合又はその寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利活動に係

る事業の用に供していない場合には、適用がなくなります。 
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認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書 

 
 
 
 
令和 年 月 日 
 
 
 
 
 
 
 

知事 ・ 市長 殿 

 
主たる事務所の  
 
所 在 地  

〒 
 
電 話（  ）   ― 
ＦＡＸ（  ）   ― 

（フリガナ）  

申請者の名称  

（フリガナ）  

代 表 者 の 氏 名   

設 立 年 月 日    年  月  日 本申請において適用するパブリ

ック・サポート・テスト基準 事  業  年  度   月  日～  月  日 

過去の認定の有無 

（過去の認定の有効期間） 

有 ・ 無 
自  年  月  日 
至  年  月  日  

□ 相対値基準・原則 

□ 相対値基準・小規模法人 

□ 絶対値基準 

□ 条例個別指定法人 

（過去に認定した所轄庁） （          ） 
過去の特例認定の有無  

（特例認定を受けた日） 
有 ・ 無 

（  年  月  日）  
（過去に特例認定した所轄庁） （          ） 

認定取消の有無 
（取 消 日） 

有 ・ 無 
（  年  月  日） 

 

（取り消した所轄庁） （          ）  
特例認定取消の有無 
（取 消 日） 

有 ・ 無 
（  年  月  日）  

（取り消した所轄庁） （          ）  

特定非営利活動促進法第 44条第１項の認定を受けたいので申請します。 

（現に行っている事業の概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記以外の事務所の所在地 左記の事務所の責任者の氏名 役 職 
〒 
 
 

電 話（  ）   ― 
ＦＡＸ（  ）   ― 

  

〒 
 
 

電 話（  ）   ― 
ＦＡＸ（  ）   ― 

  

 

様式例（P347備考第二十一関係） 
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（注意事項） 

・ 申請書を提出する日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を超える期間が経過していなければ認

定申請書を提出することができません。 

・ 過去に認定又は特例認定の取消しを受けている場合は、その取消しの日から５年を経過した日以後でなければ認定

申請書を提出することができません。 

・ 過去に認定（有効期間の更新を除きます。）又は認定取消を複数回受けている場合は、直近の認定の有効期間又は

取消日を記載してください。 

・ 申請書には「認定を受けるための申請書及び添付書類一覧（兼ﾁｪｯｸ表）」に掲げる書類を添付してください。 

・ 「事務所の責任者」とは、その事務所における判断事項について責任を持って判断ができる者をいいます。 

・ 「上記以外の事務所の所在地」については、定款に記載のある従たる事務所を全て記入してください。 
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 （認定申請書次葉） 

申請法人名  

上記以外の事務所の所在地 左記の事務所の責任者の氏名 役 職 

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   
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認定を受けるための申請書及び添付書類一覧（兼チェック表） 

申 請 書 ・ 添 付 書 類 チェック 

認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書  

１ 寄附者名簿（注）  

２ 認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

 

一

号

基

準 

イ、ロ、ハのいずれか１つの基準を選択してください。  

 
イ 相対値基準・原則 又は 相対値基準・小規模法人  

 
 

認定基準等チェック表（第１表 相対値基準・原則用） 
 

認定基準等チェック表（第１表 相対値基準・小規模法人用） 
 

 
 

受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・原則用） 
 

受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・小規模法人用） 
 

 

 社員から受け入れた会費の明細表（第１表付表２ 相対値基準用） 
 

ロ 絶対値基準  

 

 認定基準等チェック表（第１表 絶対値基準用） 
 

ハ 条例個別指定基準  

 
 認定基準等チェック表（第１表 条例個別指定法人用） 

 

二
号
基
準 

いずれかの書類を提出することとなります。  

 
認定基準等チェック表（第２表） 

 

 
認定基準等チェック表（第２表 条例個別指定法人用） 

 

三
号
基
準 

認定基準等チェック表（第３表） 
 

役員の状況（第３表付表１） 
 

帳簿組織の状況（第３表付表２） 
 

四
号
基
準 

認定基準等チェック表（第４表） 
 

役員等に対する報酬等の状況（第４表付表１） 
 

役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第４表付表２） 
 

五
号 

基
準 認定基準等チェック表（第５表） 

 
六
～
八 

号
基
準 

認定基準等チェック表（第６、７、８表） 
 

欠格事由チェック表  

３ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 
 

（注意事項） 
条例個別指定基準に適合する法人は、寄附者名簿の添付は必要ありません（法 44②ただし書）。 
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特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請書 

 
 

 
 
 
 
令和 年 月 日 
 
 
 
 
 

 
知事 ・ 市長 殿 

 
主たる事務所の 
 
所 在 地 

〒 
 
電 話（  ）   ― 
ＦＡＸ（  ）   ― 

（フリガナ）  

申請者の名称  

（フリガナ）  

代 表 者 の 氏 名  

設 立 年 月 日 平成・令和  年  月  日 

事  業  年  度 月  日～  月  日 

過去の認定の有無 有 ・ 無 
（過去に認定した所轄庁）  （               ） 

過去の特例認定の有無 有 ・ 無 
（過去に特例認定した所轄庁） （               ） 

特定非営利活動促進法第 58条第１項の特例認定を受けたいので申請します。 

（現に行っている事業の概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記以外の事務所の所在地 左記の事務所の責任者の氏名 役 職 
〒 

 
 

電 話（  ）   ― 
ＦＡＸ（  ）   ― 

  

〒 
 
 

電 話（  ）   ― 
ＦＡＸ（  ）   ― 

  

〒 
 
 

電 話（  ）   ― 
ＦＡＸ（  ）   ― 

  

   

様式例（P393 備考第二十九関係） 
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（注意事項） 

・ 申請書を提出する日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を超える期間が経過していなければ特

例認定申請書を提出することができません。 

・ 法人の設立の日から５年を経過していない法人でなければ特例認定申請書を提出することができません。 

・ 過去に認定又は特例認定を受けたことのある法人は特例認定申請書を提出することができません。 

・ 申請書には「特例認定を受けるための申請書及び添付書類一覧（兼ﾁｪｯｸ表）」に掲げる書類を添付してください。 

・ 「事務所の責任者」とは、その事務所における判断事項について責任を持って判断ができる者をいいます。 

・ 「上記以外の事務所の所在地」については、定款に記載のある従たる事務所を全て記入してください。 
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（特例認定申請書次葉） 

申請法人名  

 

上記以外の事務所の所在地 左記の事務所の責任者の氏名 役 職 

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   
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特例認定を受けるための申請書及び添付書類一覧（兼チェック表） 

申 請 書 ・ 添 付 書 類 チェック 

特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請書  

１ 寄附者名簿（注）  

２ 認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

 

一

号

基

準 

イ、ロ、ハのいずれか１つの基準を選択してください。（注）  

 
イ 相対値基準・原則 又は 相対値基準・小規模法人  

 
 

認定基準等チェック表（第１表 相対値基準・原則用） 
 

認定基準等チェック表（第２表 相対値基準・小規模法人用） 
 

 
 

受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・原則用） 
 

受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・小規模法人用） 
 

 

 社員から受け入れた会費の明細表（第１表付表２ 相対値基準用） 
 

ロ 絶対値基準  

 

 認定基準等チェック表（第１表 絶対値基準用） 
 

ハ 条例個別指定基準  

 
 認定基準等チェック表（第１表 条例個別指定法人用） 

 

二
号
基
準 

いずれかの書類を提出することとなります。 

 
認定基準等チェック表（第２表） 

 

 
認定基準等チェック表（第２表 条例個別指定法人用） 

 

三
号
基
準 

認定基準等チェック表（第３表） 
 

役員の状況（第３表付表１） 
 

帳簿組織の状況（第３表付表２） 
 

四
号
基
準 

認定基準等チェック表（第４表） 
 

役員等に対する報酬等の状況（第４表付表１） 
 

役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第 4表付表 2） 
 

五
号 

基
準 

認定基準等チェック表（第５表） 
 

六
～
八 

号
基
準 

認定基準等チェック表（第６、７、８表） 
 

欠格事由チェック表  

３ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 
 

（注意事項） 
寄附者名簿及び一号基準に関する書類の添付は必要ありません（法 58②、59一）。
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認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請書  

 

 
 
 
 

令和 年 月 日 
 
 
 
 
 
 

知事 ・ 市長 殿 
 
 

 
主たる事務所の 
 
所 在 地 

〒 
 
電 話（  ）   ― 
ＦＡＸ（  ）   ― 

（フリガナ）  

申請者の名称  

（フリガナ）  

代 表 者 の 氏 名  

認定の有効期間 自 平成・令和  年  月  日 
至   令和     年  月  日 

本申請において適用する
パブリック・サポート・
テスト基準 

認定の有効期間の満

了日の６月前の日 令和  年  月  日 

 

□相対値基準・原則 

□相対値基準・小規模法人 

□絶対値基準 

□条例個別指定法人 

認定の有効期間の満

了日の３月前の日 令和  年  月  日 

事  業  年  度 月  日～  月  日 

特定非営利活動促進法第 51条第２項の認定の有効期間の更新を受けたいので申請します。 

（現に行っている事業の概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記以外の事務所の所在地 左記の事務所の責任者の氏名 役 職 
〒 

 
 

電 話（  ）   ― 
ＦＡＸ（  ）   ― 

  

〒 
 
 

電 話（  ）   ― 
ＦＡＸ（  ）   ― 

  

 

様式例（P381備考第二十三関係） 
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（注意事項） 

・ 認定の有効期間の更新を受けようとする法人は、認定の有効期間満了の日の６月前から３月前までの間（更新申請

期間）に更新の申請をしなければなりません。この更新申請期間内に更新の申請をしない場合（災害その他やむを得

ない事由により更新申請期間内に更新の申請をすることができない場合は除きます。）は、改めて認定の申請を行う

こととなります。 

・ 認定の有効期間の欄には、直近の法第 44 条第 1 項の認定を受けた日から継続している有効期間を記入してくださ

い。 

・ 申請書には「認定の有効期間の更新の申請書及び添付書類一覧（兼ﾁｪｯｸ表）」に掲げる書類を添付してください。 

（既に所轄庁に提出している書類のうち、その記載した事項に変更のないものを除きます。） 

・ 「事務所の責任者」とは、その事務所における判断事項について責任を持って判断ができる者をいいます。 

・ 「上記以外の事務所の所在地」については、定款に記載のある従たる事務所を全て記入してください。 
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（認定の有効期間の更新申請書次葉） 

申請法人名  

 

上記以外の事務所の所在地 左記の事務所の責任者の氏名 役 職 

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  

〒 

 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

  



114 

認定の有効期間の更新の申請書及び添付書類一覧（兼チェック表） 

申 請 書 ・ 添 付 書 類 チェック 

認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請書  

１ 寄附者名簿（注）1  

２ 認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

 

一

号

基

準 

イ、ロ、ハのいずれか１つの基準を選択してください。  

 
イ 相対値基準・原則 又は 相対値基準・小規模法人  

 
 

認定基準等チェック表（第１表 相対値基準・原則用） 
 

認定基準等チェック表（第１表 相対値基準・小規模法人用） 
 

 
 

受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・原則用） 
 

受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・小規模法人用） 
 

 

 社員から受け入れた会費の明細表（第１表付表２ 相対値基準用） 
 

ロ 絶対値基準  

 

 認定基準等チェック表（第１表 絶対値基準用） 
 

ハ 条例個別指定基準  

 
 認定基準等チェック表（第１表 条例個別指定法人用） 

 

二
号
基
準 

いずれかの書類を提出することとなります。  

 
認定基準等チェック表（第２表） 

 

 
認定基準等チェック表（第２表 条例個別指定法人用） 

 

三
号
基
準 

認定基準等チェック表（第３表） 
（注）3 

役員の状況（第３表付表１） 
 

帳簿組織の状況（第３表付表２） 
 

四
号
基
準 

認定基準等チェック表（第４表） 
 

役員等に対する報酬等の状況（第４表付表１） （注）2 

役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第４表付表２） 
 

五
号 

基
準 認定基準等チェック表（第５表） 

 
六
～
八 

号
基
準 

認定基準等チェック表（第６、７、８表） （注）3 

欠格事由チェック表  

３ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 
 

（注意事項） 
１ 寄附者名簿の添付は必要ありません（法 51⑤）。 
２ 法第 55条第１項に基づき所轄庁に提出した書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項は、
改めて記載する必要はありません（法 51⑤ただし書）。なお、認定基準等チェック表の添付を省略
する場合はチェック欄に「省略」と記載してください。 

３ 「認定基準等チェック表（第３表）ロ」欄及び「認定基準等チェック表（第６表）並びに（第８
表）」欄の記載は必要ありません。
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 認定基準等チェック表 （第１表 相対値基準・原則用） 

（注意事項） 

・ 実績判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前５年（認定を受けたことのない法人の場合は２年）内に終了

した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。 

したがって、例えば、３月決算法人が平成 29年６月に申請書を提出する場合、実績判定期間は平成 24年４月１日から平成 29年

３月31日（認定を受けたことのない法人の場合は平成27年４月１日から平成29年３月31日）となります。 

・ チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認した場合に「○」を記載してください（第２表以

下についても同様です。）。 

法人名  実績判定期間   年 月 日～  年 月 日 

１ 経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が実績判定期間（注意事項参照）において５

分の１以上であること。 

ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

 

実 績 判 定 期 間 

 

 

 経 常 収 入 金 額 （ ㋙ の 金 額 ） ………………………………………… ① 円  

 

 総 収 入 金 額 ㋐ 円  

控 
  

除  
 

金  
 

額 

国の補助金等の金額（㋡欄に金額の記載がある場合は、記入不可） ㋑ 円 

委託の対価としての収入で国等から支払われるものの金額 ㋒ 円 

法律等の規定に基づく事業で、その対価を国又は地方公共団体が負担することとされて

いる場合の負担金額 
㋓ 

円 

資産の売却収入で臨時的なものの金額 ㋔ 円 

遺贈により受け入れた寄附金等のうち基準限度超過額に相当する金額（付表１（相対値

基準・原則用）Ⓛ欄の「（ ）」） 
㋕ 

円 

寄附者の氏名(法人の名称)等が明らかなもののうち、同一の者からの寄附金でその合計

額が１千円未満のものの額（付表１（相対値基準・原則用）Ⓘ欄） 
㋖ 

円 

寄附者の氏名（法人の名称）等が明らかでない寄附金額（付表１（相対値基準・原則用）

Ⓔ欄） 
㋗ 

円 

休眠預金等交付金関係助成金（付表１（相対値基準・原則用）Ⓙ欄） ㋘ 円  

差引金額 （㋐－㋑－㋒－㋓－㋔－㋕－㋖－㋗－㋘） ㋙ 円 ➯① 

                                                     ヘ 

 寄 附 金 等 収 入 金 額 （ ㋢ の 金 額 ） …………………………… ② 円  

 

 受入寄附金総額（付表１（相対値基準・原則用）Ⓐ欄） ㋚ 円  

控

除

金

額 

一者当たり基準限度超過額の合計額（付表１（相対値基準・原則用）Ⓛ欄） ㋛ 円 

寄附者の氏名(法人の名称）等が明らかなもののうち、同一の者からの寄附金でその合

計額が１千円未満のものの額（付表１（相対値基準・原則用）Ⓘ欄） 
㋜ 

円 

寄附者の氏名(法人の名称)等が明らかでない寄附金額（付表１（相対値基準・原則用）

Ⓔ欄） 
㋝ 円 

休眠預金等交付金関係助成金（付表１（相対値基準・原則用）Ⓙ欄） ㋞ 円 

 差引金額 （㋚－㋛－㋜－㋝－㋞） ㋟  円 
 

 

 

➯② 

会費収入（㋟欄と付表２（相対値基準用）④欄のうちいずれか少ない金額） ㋠ 円 

国の補助金等の金額（㋟欄の金額を限度とする。） ㋡ 円 

合計金額 （㋟＋㋠＋㋡） ㋢ 円 

                                                     へ 

 基準となる割合 （②÷①） ………………………………………………………… ③ ％  
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「認定基準等チェック表」（第１表 相対値基準・原則用）記載要領 

 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「総収入金額㋐」欄 

 

 

 

 

 

 活動計算書の経常収益計と経常外収益計の合計額

を記載します。 

 

その他の事業がある場合に

は、特定非営利活動に係る事業

と全てのその他の事業の経常収

益計と経常外収益計の合計額を

記載します。 

「国の補助金等の金額㋑」欄 総収入金額のうち、国、地方公共団体、法人税法別

表第１に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国

立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟

している国際機関（以下「国等」といいます。）から

の補助金その他国等が反対給付を受けないで交付す

るもの（以下「国の補助金等」といいます。）の金額

の合計金額を記載します。 

「国の補助金等の金額㋡」欄

に金額の記載がある場合は記入

できません。 

「委託の対価としての収入で国等から支

払われるものの金額㋒」欄 

 総収入金額のうち、国等からの委託事業費の合計金

額を記載します。 

 

「法律等の規定に基づく事業で、その対価

を国又は地方公共団体が負担することと

されている場合の負担金額㋓」欄 

総収入金額のうち、法律又は政令の規定に基づき行

われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対

価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負

担することとされている場合のその負担部分の合計

金額を記載します。 

 

「資産の売却収入で臨時的なものの金額

㋔」欄 

 総収入金額のうち、固定資産や有価証券等の売却収

入額を記載します。 

貸借対照表等において固定資

産として経理している資産であ

っても、実質的に販売用の資産

であるものは除かれます。 

「遺贈により受け入れた寄附金等のうち

基準限度超過額に相当する金額㋕」～「休

眠預金等交付金関係助成金㋘」、及び「受

入寄附金総額㋚」～「休眠預金等交付金関

係助成金㋞」の各欄 

「第１表付表１（相対値基準・原則用）」の各該当

欄の金額を転記します。 

 

「会費収入㋠」欄 「差引金額㋟」欄と「第１表付表２（相対値基準用）

④」欄のうちいずれか少ない金額を記載します。 

 

「国の補助金等の金額㋡」欄 国の補助金等の金額を算入する場合は、「差引金額

㋟」欄の金額を限度として記載します。 

国の補助金等の金額を算入す

るか否かは、法人の選択となり

ます。 
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認定基準等チェック表 （第１表 相対値基準・小規模法人用） 

法 人 名  実績判定期間 年   月   日～   年   月   日 

実績判定期間（注意事項参照）における下欄３の㋗欄の金額に占める㋞欄の金額の割合（㋟欄）が、

５分の１以上であること 

ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

 

小規模法人の判定 
 

   実績判定期間の総収入金額       円  

         実績判定期間の月数      月  

 

Ⓐが800万円未満である 
は い ２ へ 

いいえ  小規模法人の例計算・・・適用不可 

  

実績判定期間において受け入れた寄附金の合計

額が３千円以上の寄附者（役員、社員を除く。）

の数が50人以上である 

は い 小規模法人の特例計算・・・適用可３ へ 

いいえ 小規模法人の特例計算・・・適用不可 
 

    小規模法人の特例計算を適用する場合 

総 収 入 金 額 ㋐ 円 

控 
 

除 
 

金 
 

額 

国の補助金等の額（㋝欄に金額の記載がある場合は、記入不可） ㋑ 円 

委託の対価としての収入で国等から支払われるものの金額 ㋒ 円 

法律等の規定に基づく事業で、その対価を国又は地方公共団体が負担する

こととされている場合の負担金額 
㋓ 

円 

資産の売却収入で臨時的ものの金額 ㋔ 円 

遺贈により受け入れた寄附金等のうち準限度超過額に相当する金額（付表

１（相対値基準・小規模法人用）Ⓙ欄の「（ ）」） 

㋕ 円 

休眠預金等交付金関係助成金（付表１（相対値基準・小規模法人用）Ⓗ欄） ㋖  

差引金額 （㋐－㋑－㋒－㋓－㋔―㋕―㋖） ㋗ 円 

 

受入寄附金総額（付表１（相対値基準・小規模法人用）Ⓐ欄） ㋘ 円 

控
除
金
額 

一者当たり基準限度超過額の合計額 

（付表1（相対値基準・小規模法人用）Ⓙ欄） 
㋙ 

円 

休眠預金等交付金関係助成金（付表１（相対値基準・小規模法人用）Ⓗ欄） ㋚ 
円 

差引金額（㋘－㋙－㋚） ㋛ 円 

会費収入（㋛欄と付表２（相対値基準）④欄のうちいずれか少ない金額） ㋜ 円 

国の補助金等の金額（㋛欄の金額を限度とする） ㋝ 円 

合計金額 （㋛＋㋜＋㋝） ㋞ 円 
 

基準となる割合 （ ㋞ ÷ ㋗ ） ･････････・・・・・・・・・・・・・・・ ㋟ ％ 

（注意事項） 
・ 実績判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前５年（認定を受けたことのない法人の場合は２年）内
に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。 
したがって、例えば、３月決算法人が平成 29年６月に申請書を提出する場合、実績判定期間は平成 24年４月１日から平成

29年３月31日（認定を受けたことのない法人の場合は平成27年４月１日から平成29年３月31日）となります。 
・ チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認した場合に「○」を記載してください
（第２表以下についても同様です。）。 

×12 ＝ Ⓐ         円 

２ 

１ 

３ 
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「認定基準等チェック表」（第１表 相対値基準・小規模法人用）記載要領 

 
 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「実績判定期間の月数」欄 実績判定期間の月数の総数を記載します。 月数は暦に従って計算し、一

月未満の端数がある場合は一

月に切り上げます。 

「総収入金額㋐」欄 活動計算書の経常収益計と経常外収益計の

合計額を記載します。 

 

その他の事業がある場合には、

特定非営利活動に係る事業と

全てのその他の事業の経常収

益計と経常外収益計の合計額

を記載します。 

「国の補助金等の金額㋑」欄 総収入金額のうち、国、地方公共団体、法

人税法別表第１に掲げる独立行政法人、地方

独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用

機関法人及び我が国が加盟している国際機関

（以下「国等」といいます。）からの補助金そ

の他国等が反対給付を受けないで交付するも

の（以下「国の補助金等」といいます。）の金

額の合計金額を記載します。 

「国の補助金等の金額㋝」欄

に金額の記載がある場合は記

入できません。 

「委託の対価としての収入で国等か

ら支払われるものの金額㋒」欄 

 総収入金額のうち、国等からの委託事業費

の合計金額を記載します。 

 

「法律等の規定に基づく事業で、その

対価を国又は地方公共団体が負担す

ることとされている場合の負担金額

㋓」欄 

総収入金額のうち、法律又は政令の規定に

基づき行われる事業でその対価の全部又は一

部につき、その対価を支払うべき者に代わり

国又は地方公共団体が負担することとされて

いる場合のその負担部分の合計金額を記載し

ます。 

 

「資産の売却収入で臨時的なものの

金額㋔」欄 

 総収入金額のうち、固定資産や有価証券等

の売却収入額を記載します。 

貸借対照表等において固定

資産として経理している資産

であっても、実質的に販売用の

資産であるものは除かれます。 

「遺贈により受け入れた寄附金等の

うち基準限度超過額に相当する金額

㋕」、「休眠預金等交付金関係助成金

㋖」、「受入寄附金総額㋘」、「一者当た

り基準限度超過額の合計㋙」、「休眠預

金等交付金関係助成金㋚」の各欄 

 「第１表付表１（相対値基準・小規模法人

用）」の各該当欄の金額を転記します。 

 

「会費収入㋜」欄 「差引金額㋛」欄と「第１表付表２（相対

値基準用）④」欄のうちいずれか少ないほう

の金額を記載します。 

 

「国の補助金等の金額㋝」欄 国の補助金等の金額を算入する場合は、「差

引金額㋛」欄の金額を限度として記載します。 

国の補助金等の金額を算入

するか否かは、法人の選択とな

ります。 
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受け入れた寄附金の明細表  第１表付表１（相対値基準・原則用） 

 
１ 基準限度額の計算  

受 入 寄 附 金 総 額 Ⓐ 円 

休 眠 預 金 等 交 付 金 関 係 助 成 金 Ⓑ 円 

基準限度額（受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の 10％相当額（（Ⓐ－Ⓑ）×10％）） 
Ⓒ 円 

基準限度額（受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の 50％相当額（（Ⓐ－Ⓑ）×50％）） 
Ⓓ 円 

 
２ 寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかでない寄附金 

Ⓐのうち寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称） 
及 び そ の 住 所 が 明 ら か で な い 寄 附 金 の 額 

Ⓔ 円 

 
３ 寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附金 

役員の氏名 役職 

① 
 

寄附金額 
 
 

② 
①欄とⒸ（特定公益増進

法人、認定特定非営利活

動法人についてはⒹ）欄

のいずれか少ない金額 

③ 
 

①のうち基準限度超過 
額（①－②） 
 

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

役員等からの寄附金の額が 20 万円以上

のものの合計額 Ⓕ 
（        ） 

 
円 

（        ） 
 

円 

（        ） 
 

円 
Ⓕ欄以外の同

一の者からの

寄附金の額が

１千円以上の

ものの合計額 

特定公益増進法人、認

定特定非営利活動法人 Ⓖ 
円 円 円    

Ⓖ欄以外の者 Ⓗ 
（        ）

  
円 

（        ）
  
円 

（        ）
  
円    

同一の者からの寄附金の額が１千円

未満のものの合計額 
Ⓘ 

（        ）
  
円   

休眠預金等交付金関係助成金 Ⓙ   
 

         円   

合  計（Ⓕ＋Ⓖ＋Ⓗ＋Ⓘ＋Ⓙ） Ⓚ 
（      ） 

  
       円 

 
  

          
Ⓛ 

（      ）
  
円 

（注意事項） 
①～③の各欄の「（ ）」には、遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。）により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続

人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与
者から贈与（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます。）により受け入れた寄附金の額を記載してください。

法人名  実績判定期間   年  月  日～   年  月  日 
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「受け入れた寄附金の明細表」第１表付表１（相対値基準・原則用） 記載要領 

 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「受入寄附金総額Ⓐ」欄  活動計算書の収益の部の受取寄附金及び助成金（対

価性のないものに限ります。）の合計を記載します。 

なお、国の補助金等の金額は、寄附金及び助成金に

は含まれません。 

Ⓐ欄の金額は、Ⓔ欄の金額とⓀ欄の金額を合算した

金額になります（Ⓐ＝Ⓔ＋Ⓚ）。 

 受取寄附金は、実際に入金した

ときに収益として計上します。 

 

「休眠預金等交付金関係 

助成金Ⓑ及びⒿ｝欄 

指定活用団体や資金分配団体等から、休眠預金等交

付金関係助成金を受け取っている場合は、当該金額を

記載します。 

 

「役員の氏名」欄 「受入寄附金総額Ⓐ」欄のうち、役員からの寄附金

の合計額が 20 万円以上のものについて各人別に記載

します。 

役員からの寄附金の合計額の記載に当たっては、他

の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の

親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるとき

は、これらの者は同一の者とみなして、当該役員から

の寄附金に含めて記載する必要があります。 

なお、各人別の役員からの寄附金の合計額について

は、「役員からの寄附金の額が 20 万円以上のものの合

計額Ⓕ」欄に記載します。 

また、すべての寄附者（役員であって、寄附金の合

計額が 20 万円以上のものに限ります。）について記載

しきれない場合には、「受け入れた寄附金の明細表 第

１表付表１（次葉）」を利用してください。 

左欄の「特殊の関係」は、次に

掲げる関係をいいます。 

① 婚姻の届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあ

る関係 

② 使用人である関係及び使用人

以外の者で当該役員から受ける

金銭その他の財産によって生計

を維持している関係 

③ 上記①又は②に掲げる関係に

ある者の配偶者及び三親等以内

の親族でこれらの者と生計を一

にしている関係 

「役職」欄  役員の役職（代表理事、常務理事等）を記載します。  

「特定公益増進法人、認定

特定非営利活動法人Ⓖ」欄 

 特定公益増進法人（法人令 77）、認定特定非営利活

動法人からの寄附金で、同一の法人からの寄附金の額

が１千円以上のものの合計額を記載します。 

Ⓖ欄の①～③の各欄には、寄附

者毎に①－②＝③を計算し、それ

ぞれの合計を記載することとなり

ます。 

「Ⓖ欄以外の者Ⓗ」欄  上記Ⓖ欄記載以外の者からの寄附金で、同一の者か

らの寄附金の額が１千円以上のものの合計額を記載し

ます。 

Ⓗ欄の①～③の各欄には、寄附

者毎に①－②＝③を計算し、それ

ぞれの合計を記載することとなり

ます。 

「同一の者からの寄附金の

額が１千円未満のものの合

計額Ⓘ」欄 

 同一の者からの寄附金の額が１千円未満のものの合

計額を記載します。 
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受け入れた寄附金の明細表  第１表付表１（相対値基準・小規模法人用） 

 
１ 基準限度額の計算  

受 入 寄 附 金 総 額 Ⓐ 円 

休 眠 預 金 等 交 付 金 関 係 助 成 金 Ⓑ 円 

基準限度額（受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の 10％相当額（（Ⓐ－Ⓑ）×10％）） 
Ⓒ 円 

基準限度額（受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の 50％相当額（（Ⓐ−Ⓑ）×50％）） 
Ⓓ 円 

 
 ２ 受入寄附金総額の内訳 

役員の氏名 役職 

① 
 

寄附金額 
 
 

② 
①欄とⒸ（特定公益増進

法人、認定特定非営利活

動法人にあってはⒹ）欄

のいずれか少ない金額 

③ 
 

①のうち基準限度超過 
額（①－②） 
 

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

役員からの寄附金の額が 20 万円以上の

ものの合計額 Ⓔ 
（        ） 

 
円 

（        ） 
 

円 

（        ） 
 

円 

Ⓔ欄以外の同

一の者からの

寄附金の額の

合計額 

特定公益増進法人、認

定特定非営利活動法人 Ⓕ 
円 円 円    

Ⓕ欄以外の者 Ⓖ 
（        ）

  
円 

（        ）
  
円 

（        ）
  
円    

休眠預金等交付金関係助成金 Ⓗ 
  
円  

 
  

      
円    

合  計（Ⓔ＋Ⓕ＋Ⓖ＋Ⓗ） Ⓘ 
（      ） 

  
円 

 Ⓙ 
（      ）

  
円 

（注意事項） 
①～③の各欄の「（ ）」には、遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。）により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続

人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与

者から贈与（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます。）により受け入れた寄附金の額を記載してください。

法人名  実績判定期間   年  月  日～   年  月  日 
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「受け入れた寄附金の明細表」第１表付表１（相対値基準・小規模法人用） 記載要領 

 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「受入寄附金総額Ⓐ」欄  活動計算書の収益の部の受取寄附金及び助成金（対価性の

ないものに限ります。）の合計を記載します。 

なお、国の補助金等の金額は、寄附金及び助成金には含ま

れません。 

Ⓐ欄の金額は、Ⓘ欄の金額に等しくなります（Ⓐ＝Ⓘ）。 

 受取寄附金は、実際に入金したと

きに収益として計上します。  

「休眠預金等交付金関係助成金

Ⓑ及びⒽ」欄 

 指定活用団体や資金分配団体等から、休眠預金等交付金関

係助成金を受け取っている場合は、当該金額を記載します。 

 

「役員の氏名」欄  「受入寄附金総額Ⓐ」欄のうち、役員からの寄附金で、そ

の金額が20万円以上のものについて各人別に記載します。 

（注） 小規模法人における役員からの寄附金の記載に当た

っては、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三

親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者

があるとき、これらの者は同一の者とみなして、当該

役員の寄附金に含めて記載する必要はありません。 

なお、各人別の役員からの寄附金の合計額については、「役

員からの寄附金の額が20万円以上のものの合計額Ⓔ」欄に

記載します。 

また、すべての寄附者について記載しきれない場合には、

「受け入れた寄附金の明細表 第１表付表１（次葉）」を利

用してください。 

左欄の(注)書き「特殊の関係」と

は、次に掲げる関係をいいます。 

① 婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある関

係 

② 使用人である関係及び使用人以

外の者で当該役員から受ける金銭

その他の財産によって生計を維持

している関係 

③ 上記①又は②に掲げる関係にあ

る者の配偶者及び三親等以内の親

族でこれらの者と生計を一にして

いる関係 

「役職」欄  役員の役職（代表理事、常務理事等）を記載します。 

 

 

「特定公益増進法人、認定特定

非営利活動法人Ⓕ」欄 

 特定公益増進法人（法人令77）、認定特定非営利活動法人

からの寄附金で、同一の法人からの寄附金の合計額を記載し

ます。 

Ⓕ欄の①～③の各欄には、寄附者

毎に①－②＝③を計算し、それぞれ

の合計を記載することとなります。 

 

「Ⓕ欄以外の者Ⓖ」欄  上記Ⓕ欄記載の以外の者からの寄附金で、同一の者からの

寄附金の合計額を記載します。 

Ⓖ欄の①～③の各欄には、寄附者

毎に①－②＝③を計算し、それぞれ

の合計を記載することとなります。 
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受け入れた寄附金の明細表        第１表付表１（次葉） 

 
○ 役員からの寄附金の額が20万円以上のものの合計額 

役員の氏名 役職 

① 
 

寄附金額 
 
 

② 
 

①欄とⒸ欄のいずれか 
少ない金額 
 

③ 
 

①のうち基準限度超過 
額（①－②） 
 

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

  （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円    

合計（又は小計） （        ） 
円 

（        ） 
円 

（        ） 
円 

（注意事項） 

 役員からの寄附金の合計額（20 万円以上）の記載に当たっては、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と特殊

の関係のある者があるときは、これらの者は同一の者とみなして、当該役員の寄附金に含めて記載する必要があります（第１表付表１（相対値基準・原

則用）記載要領「役員の氏名欄」参照）。 

小規模法人における役員からの寄附金の合計額（20 万円以上）の記載に当たっては、当該役員の配偶者等からの寄附金があっても、当該役員の寄附

金に含めて記載する必要はありません（第１表付表１（相対値基準・小規模法人用）記載要領「役員の氏名欄」参照））。

法人名  実績判定期間   年  月  日～   年  月  日 
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社員から受け入れた会費の明細表   第１表付表２（相対値基準用） 
 

 

 

 

１ 社員の会費に関する基準 

  社員の会費の額を分子に算入する場合は、実績判定期間において、次のイとロの基準を満たす必要がありま

す。 

基     準 基準を満たしている旨を証する書類の名称とその内容等 判  定 

イ 
社員の会費の額が合理的な基準により

定められている 
 はい・いいえ 

ロ 
社員（役員等を除く。）の数が 20 人以

上である 
 はい・いいえ 

 ※ イとロの基準を満たしている場合は、「２ 社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算」を行ってくだ

さい。 

 

 

 

２ 社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算 

 

社 員 の 会 費 の 額 の 合 計 額 ・・・・・・・・・・ ① 
 

 

共益的活動の割合（第２表③欄 ） ・・・・・・・・・・ ② 
 

 

① か ら 控 除 す る 金 額 （ ① ×②） ・・・・・・・・・・ ③ 
 

 

差  引  金  額（①－③） ・・・・・・・・・・ ④ 
 

 

 

 

法人名  実績判定期間   年  月  日～   年  月  日 

         ⇓ 
第１表（相対値基準・原則用）㋠欄又は、 
第１表（相対値基準・小規模法人用）㋜欄へ 
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「社員から受け入れた会費の明細表」第１表付表２（相対値基準用） 記載要領 

 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「基準ロ」欄  「役員等」とは、役員並びに役

員の配偶者及び三親等以内の親族

並びに当該役員と特殊の関係のあ

る者をいいます。 

なお、上記の特殊の関係とは、

次に掲げる関係をいいます。 

① 婚姻の届出をしていないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあ

る関係 

② 使用人である関係及び使用人

以外の者で当該役員から受ける

金銭その他の財産によって生計

を維持している関係 

③ 上記①又は②に掲げる関係に

ある者の配偶者及び三親等以内

の親族でこれらの者と生計を一

にしている関係 

 

「基準を満たしている旨を証す

る書類の名称とその内容等」欄 

① イ欄には、例えば、「定款（又は会則）第○条に社員の

会費の額については、一律○円と規定」のように、基準を

満たしている旨を証する書類の名称と合理的な基準によ

り定められている旨を記載します。 

② ロ欄には、例えば、「社員名簿に○名登載」のように記

載します。 

 

「社員の会費の額の合計額①」

欄 

活動計算書の収益の部に計上されている社員の会費の額

を記載します。 

活動計算書の会費収入に期末の

未収会費額を計上している場合に

は、当該欄に未収会費額は算入で

きませんので、未収計上した会費

の額は会費収入から控除する必要

があります。 
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認定基準等チェック表 （第１表 絶対値基準用）  

（注意事項） 

・ 実績判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前５年（認定を受けたことのない法人の場合は２年）内

に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。 

したがって、例えば、３月決算法人が平成 29年６月に申請書を提出する場合、実績判定期間は平成 24年４月１日から平成

29年３月 31日（認定を受けたことのない法人の場合は平成 27年４月１日から平成 29年３月 31日）となります。 

・ チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認した場合に「○」を記載してください

（第２表以下についても同様です。）。 
・ なお、認定審査の過程において、年 3,000円以上の寄附者の数（※）の算出根拠について確認させていただく場合がありま

すので、寄附者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。 
※ 休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている場合は、3,000 円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額を加算した金額以

上の寄附者数となります。

法人名  実績判定期間   年  月  日～  年  月  日 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が 3,000 円以上である寄附者の数（※）の合

計数が年平均 100人以上であること 

ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

 

【留意事項】 

１ 寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてください。 

２ 寄附者の数の算出に当たっては、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としてください。 

３ 貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないでください。 

  

 

実績判定 

期間内の 

各事業年度 

 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ  

 自  年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日  年 月 日 

至  年  月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日  年 月 日 

年 3,000 円以上の

寄附者の数(※)が

100人以上である 

はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

【チェック欄】 

□ 寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えていますか。 

□ 寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としていますか。 

□ 貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者の場合、それらの方を寄附者数から除いていますか。 

 

 ○ 実績判定期間内において、寄附金額が年3,000円以上の寄附者の数（※）が年100人未満の事業年度がある場合は、下欄に

より、年平均100人以上かどうかを判定してください。 

 
年 3,000 円以上

の 寄 附 者 の 数

（※） 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ 合計  

人 人 人 人 人 Ａ 人 

実績判定期間の月数 
（注）一月未満の端数がある場合は、一月に切り上げます。 

Ｂ 月 

実績判定期間の年 3,000円以上の寄附者数(※） 
Ａ 

人 
× 12 

＝ 人 ≧ 100人 
実績判定期間の月数 Ｂ 

  月 
 

 



 

127 
 

「認定基準等チェック表」（第１表 絶対値基準用）記載要領 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「実績判定期間内の各事業年度」欄 

 

 

 

 

 

実績判定期間内の各事業年度を、「ⓐ」から「ⓔ」

の各欄に記載します。 

また、各事業年度において、寄附金額の合計額が年

3,000円以上の寄附者の数（※）が100人以上である

場合は下欄の「はい」、100 人未満である場合は「い

いえ」に○をします。 

なお、寄附金額の合計額が年3,000円以上の寄附者

の数（※）が100人以上であるかどうかの判定に当た

っては、チェック欄の事項にご注意ください（確認後

は、□に✔を記入してください。）。 

実績判定期間内のすべての事業年度において、「は

い」に○がされている場合は、その下の「年3,000円

以上（※）の寄附者の数」の計算の表及びその下の計

算式の記入は必要ありません。 

寄附者の数の算出に当たって

は、次の点に注意してください。 

イ 寄附者の氏名（法人・団体に

あっては、その名称）及びその住

所が明らかな寄附者のみを数え

ます。 

ロ 寄附者本人と生計を一にす

る方を含めて一人とします。 

ハ 貴法人の役員及びその役員

と生計を一にする方は寄附者

の数に含めません。 

 

「年3,000円以上の寄附者の数」欄 実績判定期間内の各事業年度における、寄附金額の

合計額が 3,000円以上の寄附者の数（※）を、「ⓐ」

から「ⓔ」の各欄に記載し、合計を「Ａ」欄に記載し

ます。 

 

「実績判定期間の月数」欄 実績判定期間の月数の総数を「Ｂ」欄に記載します。 月数は暦に従って計算し、一

月未満の端数がある場合は一月

に切り上げます。 

 
※ 休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている場合は、3,000円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額を加算した金額以上の寄附者数

となります。 
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認定基準等チェック表 （第１表 条例個別指定法人用） 

法人名  ﾁｪｯｸ欄 

 都道府県又は市区町村の条例により、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に

指定を受けていること 

 

【留意事項】 

１ 条例を制定した都道府県又は市区町村の区域内に事務所を有する場合に限ります。 

２ 申請日の前日において、条例で定められており、かつ、その条例の効力が生じている必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

条例を制定した都道府県又は市区町村  

条 例 指 定 年 月 日   年  月  日 

   

 条例を制定した都道府県

又は市区町村の区域内に事

務所がある 

はい・いいえ 

事務所所在地 

 

  ※ 法人の所轄庁以外の都道府県又は市区町村の条例により、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人とし 

て個別に指定を受けた旨の条例の写し（公報の写し）を添付してください。 

 
 
【記載要領】 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「条例を制定した都道府県又は市

区町村」欄 

条例を制定した都道府県又は市区町村の名称を記載しま

す。 

 

「条例指定年月日」欄 条例指定を受けた年月日を記載します。 申請書を提出する日の前日にお

いて、条例で定められており、かつ、

その条例の効力が生じている必要

があります。 

「条例を制定した都道府県又は市

区町村の区域内に事務所がある」

欄 

該当する方に○をします。 「いいえ」の場合は、他のパブリ

ック・サポート・テスト基準（相対

値基準又は絶対値基準）を満たす必

要があります。 

「事務所所在地」欄 条例を制定した都道府県又は市区町村の区域内にある事

務所の所在地を記載します。 
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認定基準等チェック表 （第２表） 
法人名  ﾁ ｪ ｯ ｸ欄 

２  実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が 50%未満であること  

 イ  会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）、会

員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動（資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。） 

 ロ  会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ

れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動（会員等に対する資

産の譲渡等を除く。） 

  （注意事項） 特定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。 

  ハ  特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動 

  ニ  特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動 

 
 実 績 判 定 期 間 

 
すべての事業活動に係る金額等 ………………………… ① 

(指標         ) 

 

 

 

 ①のうちイ～ニの活動に係る金額等 …………………… ②   

 

 イ 会員等に対する資産の譲渡等の活動（対価を得ないで行わ

れるもの等を除く。）に係る金額等 

ⓐ   

 

 

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が

会員等である活動に係る金額等 

ⓑ   

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ⓒ  

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ⓓ  
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を

求める活動に係る金額等 

ⓔ  

合     計     （ⓐ＋ⓑ＋ⓒ＋ⓓ＋ⓔ） ⓕ  ➯②へ 

 

 基準となる割合 （②÷①） ……………………………… ③   
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「認定基準等チェック表」（第２表）記載要領 
項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「すべての事業活動に係
る金額等①」欄 
 
 
 

 活動計算書の事業費の合計金額（その他の
事業がある場合は、特定非営利活動に係る事
業費計とその他の事業の事業費計の合計金
額）を記載します。算出方法を具体的に示す
資料を添付してください。 

 実績判定期間において使用する「指標」は、
例えば、その実績判定期間に行った事業活動
に係る事業費の額、従事者の作業時間数など
合理的なものを使用します。 

「①のうち上記イ～ニの
活動に係る金額等②」欄 

「合計ⓕ」欄の金額等を転記します。  

「ⓐ～ⓔ」各欄共通事項 
 
 

「ⓐ～ⓔ」の各欄に記載する金額等は、①
で用いた「指標」と同様の「指標」により算
出します。 

 「ⓐ～ⓔ」の各欄に記載する金額等につい
ては、重複する部分がある場合には一方から
控除して記載します。 

「会員等に対する資産の
譲渡等の活動（対価を得な
いで行われるもの等を除
く。）に係る金額等ⓐ」欄 

会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付
け又は役務の提供に係る活動（対価を得ない
で行われるもの等を除きます。）に係る金額
等を記載します。 

この表において「会員等」とは、次の者を
いいます。 
① 会員 
② 当該申請に係る法人から継続的に若し
くは反復して資産の譲渡等を受ける者又
は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参
加する者として当該法人の帳簿又は書類
その他に氏名（法人・団体にあっては、そ
の名称）が記載された者であって、継続的
に若しくは反復して資産の譲渡等を受け
る者又は相互の交流、連絡若しくは意見交
換に参加する者 

③ 役員 
 なお、①及び②においては、当該法人の運
営又は業務の執行に関係しない者で、当該法
人が行う不特定多数の者を対象とする資産
の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡
等以外の当該法人の活動に関係しない者は
除きます。 
また、「対価を得ないで行われるもの等」

には、次の対価を得て行うものを含みます。 
① 資産の譲渡等に係る通常の対価の 10％

相当額以下のもの及び交通費、消耗品費等
の実費相当額 

② 役務の提供の対価で最低賃金法による
最低賃金相当金額以下のもの及び付随費
用の実費相当額 

「会員等相互の交流、連絡
又は意見交換その他その
対象が会員等である活動
に係る金額等ⓑ」欄 

会員等相互の交流、連絡、意見交換など、
その対象が会員等である活動（以下の①及び
②に該当するものを除きます。）に係る金額
等を記載します。 
① 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸
付け又は役務の提供（以下「資産の譲渡等」
といいます。）に係る活動 

② 特定非営利活動促進法別表第 19 号に掲
げる活動又は同表第 20 号の規定により同
表 19 号に掲げる活動に準ずる活動として
都道府県又は指定都市の条例で定める活
動を主たる目的とする法人が行う、その会
員等の活動（公益社団法人若しくは公益財
団法人又は認定特定非営利活動法人であ
る会員等が参加しているものに限りま
す。）に対する助成 

「便益が及ぶ者が特定の
範囲の者である活動に係
る金額等ⓒ」欄 
 
 

会員等、特定の団体の構成員、特定の職域
に属する者、特定の地域に居住し、又は事務
所その他これに準ずるものを有する者その
他その便益が及ぶ者が特定の範囲の者であ
る活動（以下の①及び②に該当するものを除
きます。）に係る金額等を記載します。  
① 会員等に対する資産の譲渡等の活動に               
係るもの 

② 特定非営利活動促進法別表第 19 号に掲
げる活動又は同表第 20 号の規定により同
表 19 号に掲げる活動に準ずる活動として
都道府県又は指定都市の条例で定める活
動を主たる目的とする法人が行う、その会
員等の活動（公益社団法人若しくは公益財
団法人又は認定特定非営利活動法人であ
る会員等が参加しているものに限りま
す。）に対する助成 

この表において「特定の地域」とは、一の
市区町村の一部で地縁に基づく地域をいい
ます。 

「特定の著作物又は特定
の者に関する活動に係る
金額等ⓓ」欄 

特定の著作物又は特定の者に関する普及
啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他
の活動に係る金額等を記載します。 

 

「特定の者に対し、その者
の意に反した作為又は不
作為を求める活動に係る
金額等ⓔ」欄 

特定の者に対し、その者の意に反した作為
又は不作為を求める活動に係る金額等を記
載します。 
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認定基準等チェック表（第２表 条例個別指定法人用）   
法人名  ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

２  実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が 50%未満であること  

 イ  会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）、会

員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動（資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。） 

 ロ  会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者であ

る活動（地縁に基づく地域に居住する者等に対する活動及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。） 

  ハ  特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動 

  ニ  特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動 

実 績 判 定 期 間 
 
 

 
すべての事業活動に係る金額等 ………………………… ① 

(指標         ) 

 

 

 

 ①のうちイ～ニの活動に係る金額等 …………………… ②   

 

 イ 会員等に対する資産の譲渡等の活動（対価を得ないで行わ

れるもの等を除く。）に係る金額等 

ⓐ   

 

 

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が

会員等である活動に係る金額等 

ⓑ   

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ⓒ  

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ⓓ  
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を

求める活動に係る金額等 

ⓔ  

合     計     （ⓐ＋ⓑ＋ⓒ＋ⓓ＋ⓔ） ⓕ  ➯②へ 

 

 基準となる割合 （②÷①） ……………………………… ③   
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「認定基準等チェック表」（第２表 条例個別指定法人用）記載要領 

項 目 記  載  要  領 注 意 事 項

「すべての事業活動に係
る金額等①」欄

 活動計算書の事業費の合計金額（その他の
事業がある場合は、特定非営利活動に係る事
業費計とその他の事業の事業費計の合計金
額）を記載します。算出方法を具体的に示す
資料を添付してください。

 実績判定期間において使用する「指標」は、例
えば、その実績判定期間に行った事業活動に係る
事業費の額、従事者の作業時間数など合理的なも
のを使用します。

「①のうち上記イ～ニの
活動に係る金額等②」欄

「合計ⓕ」欄の金額等を転記します。

「ⓐ～ⓔ」各欄共通事項 「ⓐ～ⓔ」の各欄に記載する金額等は、①
で用いた「指標」と同様の「指標」により算
出します。 

 「ⓐ～ⓔ」の各欄に記載する金額等については、
重複する部分がある場合には一方から控除して記
載します。

「会員等に対する資産の
譲渡等の活動（対価を得な
いで行われるもの等を除
く。）に係る金額等ⓐ」欄 

会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付
け又は役務の提供に係る活動（対価を得ない
で行われるもの等を除きます。）に係る金額
等を記載します。 

この表において「会員等」とは、次の者をいい
ます。 
① 会員
② 当該申請に係る法人から継続的に若しくは反
復して資産の譲渡等を受ける者又は相互の交
流、連絡若しくは意見交換に参加する者として
当該法人の帳簿又は書類その他に氏名（法人・
団体にあっては、その名称）が記載された者で
あって、継続的に若しくは反復して資産の譲渡
等を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意
見交換に参加する者

③ 役員
なお、①及び②においては、当該法人の運営又

は業務の執行に関係しない者で、当該法人が行う
不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手
方であって、当該資産の譲渡等以外の当該法人の
活動に関係しない者は除きます。 

また、「対価を得ないで行われるもの等」には、
次の対価を得て行うものを含みます。 
① 資産の譲渡等に係る通常の対価の 10％相当額
以下のもの及び交通費、消耗品費等の実費相当
額

② 役務の提供の対価で最低賃金法による最低賃
金相当金額以下のもの及び付随費用の実費相当
額

「会員等相互の交流、連絡
又は意見交換その他その
対象が会員等である活動
に係る金額等ⓑ」欄 

会員等相互の交流、連絡、意見交換など、
その対象が会員等である活動（以下の①及び
②に該当するものを除きます。）に係る金額
等を記載します。
① 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸
付け又は役務の提供（以下「資産の譲渡等」
といいます。）に係る活動

② 特定非営利活動促進法別表第 19 号に掲
げる活動又は同表第 20 号の規定により同
表 19 号に掲げる活動に準ずる活動として
都道府県又は指定都市の条例で定める活
動を主たる目的とする法人が行う、その会
員等の活動（公益社団法人若しくは公益財
団法人又は認定特定非営利活動法人であ
る会員等が参加しているものに限りま
す。）に対する助成

「便益が及ぶ者が特定の
範囲の者である活動に係
る金額等ⓒ」欄 

会員等、特定の団体の構成員、特定の職域
に属する者その他その便益が及ぶ者が特定
の範囲の者である活動（以下の①、②及び③
に該当するものを除きます。）に係る金額等
を記載します。  
① 便益の及ぶ者が地縁に基づく地域に居
住する者等である活動に係るもの

② 会員等に対する資産の譲渡等の活動に
係るもの

③ 特定非営利活動を行う団体の運営又は
活動に関する連絡、助言又は援助の活動を
主たる目的とする法人が行う、当該法人の
会員等の活動（特定公益増進法人又は認定
特定非営利活動法人である会員等が参加
しているものに限ります。）に対する助成

「特定の著作物又は特定
の者に関する活動に係る
金額等ⓓ」欄 

特定の著作物又は特定の者に関する普及
啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他
の活動に係る金額等を記載します。 

「特定の者に対し、その者
の意に反した作為又は不
作為を求める活動に係る
金額等ⓔ」欄 

特定の者に対し、その者の意に反した作為
又は不作為を求める活動に係る金額等を記
載します。 
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認定基準等チェック表 （第３表）        （初葉） 

法人名  ﾁｪｯｸ欄 

３ 運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること 

 イ  役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ３分の１以下であること 

 

   ⑴  役員及びその親族等 

   ⑵  特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等 

 ロ  各社員の表決権が平等であること 

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記 

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること 

ニ  支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと 

 イ 

   項  目 

 

 

 

 

区  分 

役員数 

最も人数が

多い「親族

等」のグルー

プの人数 

割 合 

 

（②÷①） 

最も人数が多い「特定の

法人の役員又は使用人

である者及びこれらの

者の親族等」のグループ

の人数 

割 合 

 

（④÷①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ 

ⓐ 年 月 日～ 年 月 日 人 人 ％ 人 ％ 

ⓑ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

ⓒ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

ⓓ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

ⓔ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

申 請 時 
人 人 ％ 人 ％ 

  ㊟ 各欄の人数等は、第３表付表１「役員の状況」から転記してください。 

 

  ロ 

各社員の表決権が平等である ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ 申 請 時 

 上記を証する書類の名称とその内容等 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ   

  

（注意事項） 

・認定基準等チェック表（第３表）は、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時において

も記載及び添付する必要があります。その場合、上記ロの記載の必要はありません。 

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した

事項について、改めて記載する必要はありません。 
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第３表（次葉） 
ハ 

項       目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ 申 請 時 

会計について公認会計士又は監査法人の

監査を受けている 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書

類の保存を青色申告法人に準じて行って

いる 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

㊟ 該当する項目を○で囲み、監査証明書又は第３表付表２「帳簿組織の状況」を添付してください。 

 二 

項       目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ 申 請 時 

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚

偽の記載がある等の不適正な経理の有無 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

  
（注意事項） 

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事

項について、改めて記載する必要はありません。 

 
 

「認定基準等チェック表」（第３表）記載要領 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

イの各欄 

 

区分欄の「ⓐ」から「ⓔ」欄には、実績判定期間

の各事業年度（又は各年）を記載します。 

第３表付表１「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。 

 

ロの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。 

 「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、

例えば、「定款（又は会則）第○条に正社員の表決権

（又は議決権）は平等に一票を与えると規定」のよ

うに記載します。 

 

ハの各欄 

 

 

該当する一方を「○」で囲みます。 

なお、「ⓐ」から「ⓔ」については、上記イに記載

する各期間（「ⓐ」から「ⓔ」）を示したものです。 

① 「会計について公認会計士又は

監査法人の監査を受けている」の

「はい」に「○」した場合には監

査証明書を添付してください。 

② 「帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存を青色申告

法人に準じて行っている」の「は

い」に「○」した場合には、第３

表付表２「帳簿組織の状況」を記

載し添付してください。 

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。 

なお、「ⓐ」から「ⓔ」については、上記イに記載

する各期間（「ⓐ」から「ⓔ」）を示したものです。 
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役 員 の 状 況           第３表付表１ 

法人名  ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ 申 請 時 

役  員  数 人 人 人 人 人 人 

 ⑴ 最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数 
人 人 人 人 人 人 

⑵ 最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数 

人 人 人 人 人 人 

 

役 員 の 内 訳 

氏  名 住  所 職名 続柄等 

就 任 等 の 状 況 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ 申請時 
就任・退任 

年月日 

           

           

           

           

    
   

    

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

（注意事項） 

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事

項について、改めて記載する必要はありません。 
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「役員の状況」 第３表付表１ 記載要領 

 

１ 「役員の内訳」欄は「親族等」又は「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等」のグル

ープごとに記載します。 

 

２ 「就任等の状況」の「ⓐ」から「ⓔ」及び「申請時」の各欄は役員であった時期に「○」を付します。 

  なお、当該「ⓐ」から「ⓔ」については、認定基準等チェック表（第３表）のイに記載する各期間（「ⓐ」か

ら「ⓔ」）を示したものです。 

 

３ この表において、「親族等」とは特定非営利活動法人の役員である次の者が該当します。 

 ① 役員の配偶者及び三親等以内の親族 

 ② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

 ③ 役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

 ④ ②又は③に掲げる者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者 

 

４ この表において、「特定の法人の役員又は使用人である者並びにこれらの者の親族等」とは特定非営利活動法

人の役員である次の者が該当します。 

 ① 特定の法人の役員又は使用人 

 ② ①に掲げる者と役員の配偶者及び三親等以内の親族 

 ③ ①に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

④ ①に掲げる者の使用人及び使用人以外の者で当該①に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計

を維持している者 

 ⑤ ③又は④に掲げる者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者 

 

５ 上記の「特定の法人」には、特定の法人との間に発行済株式の総数又は出資の総額（以下「発行済株式の総数

等」といいます。）の 50%以上の株式の数又は出資の金額（以下「株式の数等」といいます。）を直接又は間接に

保有する関係にある法人を含みます。 

  なお、50%以上の株式の数等を直接又は間接に保有する関係とは以下のとおりです。 

  ○ 直接に保有する関係 

一の法人が他方の法人の発行済株式の総数等の 50%以上の株式の数等を保有する場合の一の法人と他方の

法人との関係（以下「直接支配関係」といいます。） 

○ 間接に保有する関係 

一の法人及び一の法人と直接支配関係にある法人又は一の法人と直接支配関係にある法人が、他方の法人

の発行済株式の総数等の 50%以上の株式の数等を保有する場合の一の法人、一の法人と直接支配関係にある

法人及び他方の法人との関係 
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   帳 簿 組 織 の 状 況        第３表付表２ 

法 人 名 
 
 
 

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

（記載要領） 

・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「現金出納帳」、「総勘定元帳」、「経費帳」などのように記載します。 

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「３枚複写伝票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。 
・ 「記帳の時期」欄は、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。 

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。 
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認定基準等チェック表 （第４表）        （初葉） 

法人名  ﾁｪｯｸ欄 

４ 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること 
イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと 

 

ロ 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配

する法人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の

選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目

的とした事業を行う者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対

し寄附を行わないこと 
 ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が

80％以上であること 

 ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の 70％以上を特定非営利活動の事業費に充てていること 

 
イ 

 
 

項        目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ 申請時  

宗教の教義を広め、儀式を行い、

及び信者を教化育成する活動 
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

政治上の主義を推進し、支持し、

又はこれに反対する活動 
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

特定の公職の候補者若しくは公

職にある者又は政党を推薦し、支

持し、又はこれらに反対する活動 
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

 
ロ 
 
 

項        目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ 申請時  
 

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対

する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対する

報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役員等

に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与の有無 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該

資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認め

られる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と

当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供与の有無 

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業

の運営に関して特別の利益の供与の有無 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特

定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

  

（注意事項） 

・「認定基準等チェック表（第４表）」は、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時にお

いても記載及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第４表（次葉）」（ハ及びニ）の記載

及び添付の必要はありません。 

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55 条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載し

た事項について、改めて記載する必要はありません。 
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（第４表 次葉） 
 
 
ハ 
 

 

項        目 実績判定期間  ㊟ 「ハ」について、事業費以外の

指標により計算を行う場合には、

使用した指標及び単位を記載して

ください。 

 

事 業 費 の 総 額 ① 円  

特定非営利活動に係る事業費の額 ② 円  

特定非営利活動の割合 （②÷①） ③ ％ 
  使用した指標 単位  

 
 
   

  
 
 
ニ 

・ 算出方法を具体的に示す資料を

添付してください。 
 

 項                目 実績判定期間    

受   入   寄   附   金   総   額 ① 円 
  

受入寄附金総額のうち特定非営 
利活動に係る事業費に充てた額 ② 円 

 

受入寄附金の充当割合 （②÷①） ③ ％ 
  

 
※ハ、二について、実績判定期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、以下に勘定科目及び金額を 

記載して下さい。 

 

勘 定 科 目 金 額 

 円 

 

 

（注意事項） 

・ 「認定基準等チェック表（第４表 次葉）」（ハ及びニ）は、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書

類）の提出時には記載及び添付の必要はありません。 
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「認定基準等チェック表」（第４表）記載要領 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

イ及びロの各欄共通 
 

該当する一方を「○」で囲みます。 
「役員等」とは、役員、社員、職員若しくは寄附

者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以

内の親族又はこれらの者と特殊の関係のある者を

いいます。 

「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。 

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある関係 

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該

役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者

の配偶者若しくは三親等以内の親族から受ける

金銭その他の財産によって生計を維持している

関係 

③ 上記①又は②に掲げる関係にある者の配偶者

及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一

にしている関係 

第４表付表１及び２「財産の

運用及び事業運営の状況等」を

記載し添付してください。 

なお、当該「ⓐ」から「ⓔ」

については、認定基準等チェッ

ク表（第３表）のイに記載する

各期間（「ⓐ」から「ⓔ」）を示

したものです。 

ハ 

共通事項 「事業費」以外の指標により計算を行う場合に

は、使用した指標及び単位を㊟欄に記載し、具体的

な算出方法を示す資料を添付してください。 

  

「事業費の総額①」欄 実績判定期間における活動計算書の事業費の合

計金額（その他の事業がある場合は、特定非営利活

動に係る事業費計とその他の事業の事業費計の合

計金額）を記載します。 
 

 損益計算書を作成している場

合には、損益計算書により事業

に係る支出金額を算出して記載

しても差し支えありません。そ

の場合には、損益計算書及び金

額の算定方法を示す資料を添付

してください。 
「特定非営利活動に係る

事業費の額②」欄 
活動計算書における特定非営利活動に係る事業

費の合計額を記載します。 
 

特定非営利活動に係る部分と

それ以外に共通する事業費は、

それぞれに合理的に配賦しま

す。 

ニ 

「受入寄附金総額①」欄 第１表付表「受け入れた寄附金の明細表」の「Ⓐ」

欄の金額を転記します。 
 

「受入寄附金総額のうち

特定非営利活動に係る事

業費に充てた額②」欄 

「受入寄附金総額①」欄のうち、特定非営利活動

に係る事業費に充てた額を記載します。 
 

 

「受入寄附金の充当割合

③」欄 
割合が 100％を超える場合は、100％と記載しま

す。 
 

（注意事項） 
・ハについて、一定の条件の下、将来の特定非営利活動に充てるために当期に「特定資産」等として貸借対照表に計

上した金額は、当期の「事業費の総額①」欄、「特定非営利活動に係る事業費の額②」欄にそれぞれ算入できます。 
・ニについて、一定の条件の下、将来の特定非営利活動に充てるために当期に「特定資産」等として貸借対照表に計

上した金額は、当期の「受入取寄附金総額①」欄に加え、「受入寄附金総額のうち特定非営利活動に係る事業費に

充てた額②」欄にも算入できます。 
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役員等に対する報酬等の状況         第４表付表１ 
法 人 名  

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者と特殊の関係にある者（注１）（以下「役員等」という）に対する報酬又は給与の支給について記

載してください。 
（注１）「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。 

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族  

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく

は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者  

 

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給（ロを除く）                                                                                                                                           

氏    名 職 名  
法人との関係 

（注２） 

報酬・給与の 

区    分 
支 給 期 間 等 支 給 金 額 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

（注２）注１の①～④の内容を具体的に記述します。 

 

ロ 給与を得た職員の総数及び総額 
集 計 期 間   年  月  日 ～   年  月  日 
 
給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額  

 円 
 

 
（注意事項） 

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に

記載した事項について、改めて記載する必要はありません。
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役員等に対する資産の譲渡等の状況等   第４表付表２（初葉） 
法  人  名  

１ 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこ

れらの者と特殊の関係（注）にある者（以下「役員等」という）又は役員等が支配する法人に対する資

産の譲渡等（実績判定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日まで

に行った取引等）について以下の項目を記載してください。 
（注）「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。 

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係 

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持し

ている関係 

③ 上記①又は②に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている

関係 

 

⑴ 資産の譲渡（棚卸資産を含む。） 
 

取 引 先 の 氏 名 等 
法人との

関 係 
譲 渡 資 産 の 内 容 

譲 渡 

年 月 日 
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等 

 

    円  
    円  
    円  
    円  
    円  
    円  
    円  

 
 
⑵ 資産の貸付け（金銭の貸付けを含む。） 
 

取 引 先 の 氏 名 等 
法 人との

関 係 
貸 付 資 産 の 内 容 

貸 付 

年 月 日 
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等 

 

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

     円  

    円  
  

（注意事項） 

・「役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第４表付表２）」は、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出

書類）の提出時には記載及び添付の必要はありません。 

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した

事項について、改めて記載する必要はありません。 
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第４表付表２（次葉） 

（注意事項） 

・「役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第４表付表２）」は、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出

書類）の提出時には記載及び添付の必要はありません。 

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した

事項について、改めて記載する必要はありません。 

 

⑶ 役務の提供（施設の利用等を含む。） 
 

取引先の氏名等 
法 人との

関 係 
役務の提供の内容 

役務の提

供年月日 
対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等 

 

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

 

２ 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項 
（該当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。） 

 

 
３ 支出した寄附金（実績判定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日

までに支出した寄附金） 
 支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 金 額 支 出 年 月 日 寄 附 の 目 的 等  

  円   

  円   

  円   

  円   

  円   

  円   

  円   
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認定基準等チェック表 （第５表） 

法人名  ﾁｪｯｸ欄 

５ 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること 

 

 イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等（個人の住所又は居

所に係る記載の部分を除いたもの） 

 ロ 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

 二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類 

ヘ 助成の実績を記載した書類 

 

 
 
 

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き

これをその事務所において閲覧させることに同意する。 

同  意  
 する しない 

イ 

① 事業報告書等（事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10

人以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面） 
② 役員名簿 
③ 定款等（定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し） 
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの 

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

ホ 

次の事項を記載した書類 
① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項 
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項 
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位５者との取引 
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引 
④ 寄附者（役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日 
⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況 

a  役員等に対する報酬又は給与の支給の状況（b に係る部分を除く。） 
b  給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項 

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日  
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日 

ヘ 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し 

 

（注意事項） 

・認定基準等チェック表第５表は、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に記載及び添

付する必要があります。 

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。 
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「認定基準等チェック表」（第５表）記載要領 

項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「同意」欄 

 

 

該当する一方を「○」で囲みます。 

 

閲覧に関する細則（社内規

則）等がある場合には、その細

則（社内規則）等を添付してく

ださい。 

「ホ」欄  ③、④の「特殊の関係」とは、

次に掲げる関係をいいます。 

① 婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の

事情にある関係 

② 使用人である関係及び使

用人以外の者で当該役員か

ら受ける金銭その他の財産

によって生計を維持してい

る関係 

③ 上記①又は②に掲げる関

係にある者の配偶者及び三

親等以内の親族でこれらの

者と生計を一にしている関

係 
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認定基準等チェック表 （第６表） 
６ 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等及

び役員名簿並びに定款等を同法第 29 条の規定により所轄庁に提出していること 

ﾁｪｯｸ欄 

 
特定非営利活動促進法第 28 条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への 

提出の有無 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ 

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

  
 

認定基準等チェック表 （第７表） 

７ 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により

何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと 

ﾁｪｯｸ欄 

 

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実 
その他公益に反する事実の有無 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ 申 請 時 

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

  （注）認定基準等チェック表（第７表）は、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の

提出時に記載及び添付する必要があります。 

 
 

認定基準等チェック表 （第８表） 
８ 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を超える期 

間が経過していること 
ﾁｪｯｸ欄 
 

  

事業年度    月   日 ～   月   日 設立年月日 平成・令和   年   月   日 

  

 

（注意事項） 

・法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に当たっては、認定基準等チェック表（第６表

及び第８表）は、記載する必要はありません。 

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表（第６表及び第８表）の記載の必要はありませ

ん。また、法第 55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、改めて記載する必要

はありません。 

認定基準等チェック表 （第６、７、８表） 

法人名  
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「認定基準等チェック表」（第６表）記載要領 

 
項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

各欄共通 該当する一方を「○」で囲みます。 「ⓐ」から「ⓔ」については、

認定基準等チェック表（第３

表）のイに記載する各期間

（「ⓐ」から「ⓔ」）を示したも

のです。 

 
 

 

「認定基準等チェック表」（第７表）記載要領 

 
項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

各欄共通 該当する一方を「○」で囲みます。 「ⓐ」から「ⓔ」については、

認定基準等チェック表（第３

表）のイに記載する各期間

（「ⓐ」から「ⓔ」）を示したも

のです。 

 
 
 

「認定基準等チェック表」（第８表）記載要領 

 
項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

各欄共通 該当する年月日を記載します。  
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欠格事由チェック表 

法人名  ﾁｪｯｸ欄 
認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該

当する法人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。 
１ 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合 

 

イ  認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を
取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該認定特定非営
利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日
から５年を経過しないもの 

 ロ  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年
を経過しない者 

ハ  特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条
等（注１）若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に
違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなっ
た日から５年を経過しない者 

二  暴力団の構成員等（注２） 

２ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から５年を経過しない法人 
３ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 
４ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過しな

い法人（認定、特例認定及び認定の有効期間の更新の申請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税
証明書「その４」並びに関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書の
添付が必要となります（注３））。 

５ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しない法人 
６ 次のいずれかに該当する法人 

イ 暴力団 
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 

 
 １ 役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無  
  イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が

特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前

１年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務

を行う理事であった者でその取消しの日から５年を経過しない者の有無 

有 ・ 無 

 

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなっ

た日から５年を経過しない者の有無 
有 ・ 無 

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、

若しくは刑法 204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若

しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わ

った日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者の有無 

有 ・ 無 

二 暴力団の構成員等の有無 有 ・ 無 
  
 ２ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から５年を経過しない法人 はい・ いいえ  
 

３ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい・いいえ 
 

４ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から３

年を経過しない法人 
はい・いいえ 

添付

書類 

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記４に係る所轄税務署長等か

ら交付を受けた納税証明書「その４」並びに関係都道府県知事及び市区町村長から交付

を受けた滞納処分に係る納税証明書を添付すること（役員報酬規程等提出書には添付不

要） 

はい・いいえ 

 

５ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しない法人 はい・いいえ 
 

６ 次のいずれかに該当する法人 
 イ 暴力団 はい・いいえ 

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい・いいえ 
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（注意事項） 

１ 「刑法 204 条等」とは、刑法第 204 条、第 206 条、第 208 条、第 208 条の２、第 222 条若しくは第 247 条をいい

ます。 

２ 「暴力団の構成員等」とは、法第 12条第 1項第 3号ロに規定する暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構

成員を含みます。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者をいいます。 

３ 添付が必要となる納税証明書は、国税及び地方税の納付の有無にかかわらず、主たる事務所が所在する所轄税務

署長、都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書となります。また、従たる事務所

において国税又は地方税を納付している場合には、当該従たる事務所が所在する所轄税務署長、都道府県知事又は

市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書の添付も必要となります。 
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寄附金を充当する予定の事業内容等 

 
法 人 名  

 

 
 

事 業 名 具 体 的 な 事 業 内 容 
実施予定

年 月 

実施予

定場所 

従事者の

予定人数 

受益対象者の

範囲及び予定

人 数 

寄附金充当

予 定 額 
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寄 附 者 名 簿 

 

法 人 名  事 業 年 度  年  月  日 ～  年  月  日 

 
寄附者の氏名又は名称 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地 寄 附 金 の 額 受 領 年 月 日 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

  円 ・  ・ 

合    計  円  

（注意事項）  

・ 条例個別指定の基準を満たす法人、認定の有効期間の更新を受けようとする法人及び特例認定特定非営利活動法人

としての特例認定を受けようとする法人は、添付の必要はありません（法 44②、51⑤、58②）。 

・ この寄附者名簿は、毎事業年度初めの３月以内に作成し、その作成の日から起算して５年間その事務所の所在地に 

備え置く必要があります（法 54②）。 

 

閲 覧 対象 外 書類 初回認定申請時のみ提出 
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第 4章 法人の管理・運営について 
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１ NPO法人の報告義務 

⑴  事業年度終了後の報告 

 イ 所轄庁への提出 

NPO 法人は、所轄庁の条例で定めるところにより、毎事業年度１回、前事業年度の事業報

告書等（下表①～⑦の書類）を所轄庁に提出しなければなりません（法 29）。 

なお、所轄庁は、上記事業報告書等について、NPO法人から３年以上にわたって提出が行

われないときは、NPO法人の設立の認証を取り消すことができます（法 43①）。 
 

○ 毎事業年度初めの３ヵ月以内に提出する書類 

 

 

 

 

 

   
 

提出書類のリスト 参照ページ 

① 事業報告書等提出書 166、167 

② 事業報告書 

事
業
報
告
書
等 

168、169 

③ 活動計算書 計
算
書
類 

170～173 

④ 貸借対照表 174 

⑤ 財産目録 178 

⑥ 
年間役員名簿 
（前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員

についての報酬の有無を記載した名簿） 

191 

⑦ 
前事業年度の末日における社員のうち 10人以上の者の名簿 
（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

192 
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（解説） 

NPO 法人は、次の①～④のうち、定款で定める方法により、作成後遅滞なく、貸借対照表を

公告しなければなりません。 

① 官報に掲載する方法（法 28の２①一） 
② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法（法 28の２①二） 

（注） ①又は②を選択した場合は、当該貸借対照表の「要旨」を公告することで足りること

となります（法 28 の２②）。また、一度掲載することで公告となります。 
③ 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受

けることができる状態に置く措置であって、内閣府令で定めるものをとる公告の方法

をいう。）（法 28の２①三） 
（注１） 内閣府令で定めるものとは、法規第１条の２第１号ロに掲げる方法のうち、インタ

ーネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置をいいます。（法

規３の２①） 
（注２） ③を選択した場合は、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を

することができない場合の当該公告の方法として、①又は②の方法のいずれかを定め

ることができます。（法 28の２③） 
（注３） 公告をしなければならない期間（以下「公告期間」といいます。）は、「貸借対照表

の作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」となりま

す（法 28の２④）。 

（注４） 公告期間中、公告の中断が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、

その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼしません（法 28 の

２⑤）。 

     a 公告の中断が生ずることにつき NPO 法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は

NPO法人に正当な事由があること（法 28の２⑤一） 

     b 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の 10 分の１を超えないこと（法 28 の

２⑤二） 

     c NPO 法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生

じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと

（法 28の２⑤三） 

④ 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置

として内閣府令で定める方法（法 28の２①四、法規３の２②） 
（注１） 「内閣府令で定める方法」として、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する

方法が規定されています（法規３の２②）。 

（注２） 公告期間は、「当該公告の開始後１年を経過する日までの間」となります（法規３

の２③）。 

NPO 法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で

定める方法により、これを公告しなければなりません（法 28の２）。 

① 官報に掲載する方法 

② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 

③ 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供

を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告

の方法をいう。） 

④ 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く

措置として内閣府令で定める方法 

ロ 貸借対照表の公告 
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⑵  役員変更等の届出 

NPO 法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には、所轄庁に変更後

の役員名簿を添えて、役員の変更等届出書を届け出なければなりません（法 23①）。 

さらに、役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除きます。）に

は、新たに就任した役員についての就任承諾書の謄本及び役員の住所又は居所を証する書面

を所轄庁に提出する必要があります（法 23②）。 
なお、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には、２週

間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります（組登令３①）。 

（注）「役員の氏名又は住所若しくは居所の変更」には、以下の①～⑧が該当します。 
① 新任 
② 再任 
③ 任期満了 
④ 死亡 
⑤ 辞任 
⑥ 解任 
⑦ 住所又は居所の異動 
⑧ 改姓又は改名 
 

≪参考≫ 定款による代表権の定めについて 
定款をもって、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その旨

を登記しなければなりません（組登令２、別表）。また、特定の理事（理事長等）のみが、

法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、当該理事以外の理事を、登記する必要はあ

りません。 

(注) 定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある場合には、理

事長のみが当該法人を代表し、それ以外の理事の代表権は制限したものと解されます。
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○ 役員変更等の届出書類 

⑴役員変更があった場合に提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

役員の変更等届出書 193、194 

変更後の役員名簿 － 

 

⑵上記のほか、役員が新たに就任した場合に提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

就任承諾及び誓約書の謄本 195 

役員の住所又は居所を証する書面 － 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪参考≫役員の変更等があった場合のフロー 

NPO法人 

①役員変更の届出 

 役員（理事及び監事）の 

(1)新任、(2)再任、(3)任期満了、 

(4)死亡、(5)辞任、(6)解任、 

(7)住所又は居所の異動、 

(8)改姓又は改名 

 

②主たる事務所の

所在地での登記 

 

所 轄 庁 

⑴ 届出 

（２週間以内） 

理事の変更等があった時は、登

記が必要。 
なお、代表権の制限に関する定

めがある場合は、その登記が必

要。この場合、代表以外の役員

登記は不要。 

 

届出の受理 

書類の確認 

 

閲覧書類の最新化 
・役員名簿 



159 

⑶  定款の変更 

NPO 法人が定款を変更する際には、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なけれ

ばなりません（法 25①）。社員総会の議決は、社員総数の２分の１以上が出席し、その出席者

の４分の３以上の多数をもってしなければなりません（定款に特別の定めがある場合には、

この限りではありません。）（法 25②）。 

なお、社員総会の議決にあたり、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときには当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったとみなされ

ます（法 14の９①）。 

    
イ  認証が必要な場合 

NPO 法人は、次の①～⑩に掲げる事項に関する定款の変更を行う際には、所轄庁の条例

で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の

定款を添付した書類を所轄庁に提出し、所轄庁の認証を受ける必要があります（法 25③④）。 
   ① 目的 

   ② 名称 

   ③ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

   ④ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限ります。） 

   ⑤ 社員の資格の得喪に関する事項 

   ⑥ 役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。） 

   ⑦ 会議に関する事項 

   ⑧ その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

   ⑨ 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。） 

   ⑩ 定款の変更に関する事項 

    
   （注１）当該定款の変更が、上記③及び⑧の事項に係る変更を含むものである時には、当該定款の変

更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付して所轄庁

に提出する必要があります。 
 
 
定款の変更にあたり所轄庁に対して提出された書類の一部は、受理した日から２週間、

公衆の縦覧に供することとなります。所轄庁は、縦覧期間を経過した日から２カ月以内に

認証又は不認証の決定を行います（法 25⑤）。 
 
認証後、NPO 法人は、目的等、登記事項に変更があった場合には、２週間以内に主たる

事務所の所在地での登記、３週間以内に従たる事務所の所在地での登記が必要となります

（組登令３①、組登令 11③）。 
登記完了後、NPO 法人は、定款の変更の登記完了提出書を所轄庁に提出する必要があり

ます（法 25⑦）。 

 
（注１）所轄庁の変更を伴う定款の変更がある場合には、変更前の所轄庁（旧所轄庁）を経由して変

更後の所轄庁（新所轄庁）に提出することとなります（法 26）。つまり、NPO 法人は変更前の

所轄庁に当該書類を提出することとなります。 
（注２）縦覧期間経過後の認証又は不認証決定までの期間は、各所轄庁の条例により２カ月より短い

期間を定めている場合があります。 
 
 
 
 
 

☞ 【令和２年改正点】 
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○ 定款変更時（認証申請が必要な場合）に提出する書類 

 ⑴ 定款変更認証申請時に提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

定款変更認証申請書 196、197 

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 198 

変更後の定款 ― 

 
⑵ 上記⑴のほか、行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 34～37 

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 38～41 

（注）「定款の変更の日」とは、定款変更の認証が見込まれる日 
 
⑶ 上記⑴⑵のほか、所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

役員名簿 

（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記

載した名簿） 

28 

確認書 31 

前事業年度の事業報告書 

活動計算書 

貸借対照表 

財産目録 

年間役員名簿 

前事業年度の社員のうち 10人以上の者の名簿 

又は（設立後これらの書類が作成されるまでの間は） 

設立の時の事業計画書、活動予算書、財産目録 

168、169 

170～173 

174 

178 

191 

192 

又は 

34、35、38 

39、44 

 

 

○ 定款変更認証後に提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

定款の変更の登記完了提出書 199 

登記事項証明書 ― 
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ロ 届出のみが必要な場合（認証を受ける必要がない場合） 
所轄庁変更を伴わない事務所の所在地の変更や役員の定数の変更などの以下のフローの

①⑴～⑻に掲げる事項のみに係る変更の場合には、所轄庁の認証は不要であり、所轄庁に

対する届出のみが必要となります。この場合、条例で定めるところにより、遅滞なく、当

該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所

轄庁に届け出なければなりません（法 25⑥）。また、法人は、事務所の所在地の変更があ

った登記事項に変更があった場合には、２週間以内に主たる事務所の所在地での登記、３

週間以内に従たる事務所の所在地での登記が必要となります（組登令３①、組登令 11③）。

登記完了後、定款の変更の登記完了提出書を所轄庁に提出する必要があります（法 25⑦）。 
 
 
 
 

≪参考≫定款の変更認証申請から登記完了の届出までのフロー 

（１週間未満） 

NPO法人 

②インタ

ーネット

の 利 用

（公報へ

の掲載で

も可）に

より公表 

①定款変更認証

申請書類の提出 

 
 

③認証・不認証の

決定 

⑤従たる事務所の所在

地での登記 

 

所 轄 庁 

⑴提出 
（申請） 

⑵ 通知 

⑶提出

（届出） 

軽微な補正 

（２週間以内） 

（３週間以内） 
（遅滞なく） 

⑥所轄庁による 

閲覧・謄写 

市 民 

縦覧書類 

・変更後の定款 

・事業計画書 

（事業の変更を伴う場合） 

・活動予算書 

（事業の変更を伴う場合） 

 

④登記（主たる

事務所の所在

地での登記） 

閲覧・謄写書類 

・変更後の定款 

縦
覧
期
間
２
週
間 
２
カ
月
以
内 
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○ 定款変更時（届出のみが必要な場合（認証を受ける必要がない場合））に提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

定款変更届出書 200、201 

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 198 

変更後の定款 ― 

 

○ 定款変更後に提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

定款の変更の登記完了提出書 199 

登記事項証明書 ― 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫定款変更の届出のみが必要な場合のフロー 

NPO法人 

①定款変更の届出 

（以下の事項のみを含む定款の変更） 

(1) 事務所の所在地の変更（所轄庁の変更

を伴わない場合に限る） 
(2) 役員の定数の変更 
(3) 資産に関する事項の変更 
(4) 会計に関する事項の変更 
(5) 事業年度の変更 
(6) 解散に関する変更（残余財産の処分に

関する事項を除く） 
(7) 公告の方法の変更 
(8) 法 11条第１項各号にない事項（合併に

関する事項、職員に関する事項、賛助会

員、顧問等に関する事項等） 
 

②主たる事務所の

所在地での登記 

所 轄 庁 

⑴届出 

（２週間以内） 

⑵提出（届出） 
届出の受理 

書類の確認 

 

 

届出の受理 

書類の確認 

 

閲覧書類の最新化 

・変更後の定款 

③従たる事務所の

所在地での登記 

（３週間以内） 
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２ NPO法人の情報公開 
 

NPO法人は、毎事業年度の初めの３カ月以内に、所轄庁の条例で定めるところにより、下記「閲

覧することのできる書類」表に掲げた事業報告書等を作成し、その作成の日から起算して５年が

経過した日を含む事業年度の末日までの間、その NPO 法人のすべての事務所に備え置かなければ

なりません（法 28①）。 

また、役員名簿並びに定款等（定款並びにその認証及び登記に関する書類の写し）をその NPO

法人のすべての事務所に備え置かなければなりません（法 28②）。 

これらの書類は、正当な理由がある場合を除いて、その社員及び利害関係人に閲覧させなけ

ればなりません（法 28③）。 
 
 

一方、所轄庁は、NPO 法人から提出を受けた事業報告書等（閲覧をする日から５年以内に提出

を受けたものに限ります。）、役員名簿又は定款等について、閲覧又は謄写の請求があったとき

は、所轄庁の条例で定めるところにより、これらの書類（事業報告書等又は役員名簿について

は、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの）を閲覧

させ、又は謄写させなければなりません（法 30）。 

 

このほか、NPO法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、内

閣府総理大臣と所轄庁に対して、NPO法人の活動状況等に関するデータベースの整備を図り、イ

ンターネット等の利用を通じて国民への迅速な情報を提供できるよう必要な措置を講ずる旨規

定されています（法 72）。また、所轄庁及び NPO法人に対して、NPO法人の活動状況等の情報を

内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努め

るよう規定されています（法 72②）。 

 

○ 閲覧することのできる書類 

書    類    名 
NPO法人 

（閲覧） 

所轄庁      

（閲覧又は謄写） 

事業報告書等 

事業報告書 ○ 
作
成
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
が
経
過
し
た
日 

を
含
む
事
業
年
度
の
末
日
ま
で 

○ 

過

去

５

年

分 

活動計算書 ○ ○ 

貸借対照表 ○ ○ 

財産目録 ○ ○ 

年間役員名簿(前事業年度において役員であ

った者の氏名及び住所又は居所並びに各役員

についての報酬の有無を記載した名簿) 

○ ○ 

社員のうち 10人以上の者の氏名等を記載した
書面 ○ ○ 

役 員 名 簿（注２）  ○ ○ 

定 款 等(注 2)  

定款 ○ ○ 

認証書の写し(認証に関する書類の写し)（注１） ○ ○ 

登記事項証明書の写し ○ ○ 

（注１） 「認証書の写し」には、定款変更の認証時の書類のほか、設立認証時の認証に関する書類の写しも含みます。 

（注２） 所轄庁又は NPO法人において役員名簿又は定款等の閲覧等を行う場合には、最新のものが閲覧等の対象とな

ります。 

 

 
☞ 【令和２年改正点】 
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３ NPO法人に対する監督等 

⑴  報告及び検査 

イ  所轄庁は、NPO法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款（以下「法令等」

といいます。）に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、その業務若し

くは財産の状況に関し報告をさせることができます。また必要に応じて、職員が、当該法

人の事務所その他施設に立ち入り、その業務、財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物

件を検査することができます（法 41①）。 
     

ロ  立入検査の手続に関する義務は、次のように定められています。 

①  所轄庁は、上記イの検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、法令等に

違反する疑いがあると認められる相当の理由を記載した書面を、あらかじめ、当該 NPO

法人の役員等に提示することとされています（法 41②）。 

② 当該検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示するこ

ととされており、当該検査の権限は犯罪捜査のために認められたものではありません（法

41③④）。 

 

⑵  改善命令 

   所轄庁は、NPO 法人が設立認証の要件を欠くに至ったと認めるとき、その他法令等に違

反し、又はその運営が著しく適性を欠くと認めるときは、当該法人に対し、期限を定めて、

その改善のために必要な措置を取るべきことを命ずることができます（法 42）。 

 

⑶  設立の認証の取消 

イ 所轄庁は、NPO法人が上記⑵の改善命令に違反した場合であって、他の方法により監督の

目的を達することができないとき、また NPO 法人が３年以上にわたって事業報告書等の提

出を行わないときは、当該法人の設立の認証を取り消すことができます（法 43①）。 

 
ロ 所轄庁は、NPO法人が法令に違反した場合、上記⑵の改善命令によってはその改善を期待

することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達すること

ができないときは、改善命令を経ないでも、当該法人の認証を取り消すことができます（法

43②）。 

 

ハ  設立認証の取消しに係る聴聞手続公開の努力義務等について、次のように定められてい

ます(法 43③④)。 

①  認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該 NPO 法人から請求があったとき

は、公開により行うよう努めることとされています。 

② 所轄庁は、①の請求があった場合、聴聞の期日における審理を公開により行わないと

き、当該 NPO法人に対し、公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければな

らないものとされています。 

 

⑷  罰則 

  法の規定に違反した場合には、以下のイ～ハの罰則が設けられています。 

イ 50 万円以下の罰金 

次の①及び②に該当する者は、50万円以下の罰金に処せられます。 

① 正当な理由がないのに、上記⑵改善命令の規定に違反してその命令に係る措置を採ら

なかった者（法 78①一） 
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② 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む）の代表者若しく

は管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務

に関して、上記①の違反行為をした場合に、行為者、またその法人等（法 79①） 

 

  ロ 20万円以下の過料 

以下の①～⑩のいずれかに該当する場合においては、NPO法人の理事、監事又は清算人は、

20 万円以下の過料に処せられます（法 80）。 

   ① 組合等登記令に違反して、登記を怠ったとき（法 80一） 

② 法人の成立時の財産目録の作成、備置きの規定（法 14）に違反して、財産目録を備え

置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき（法 80

二） 

③ 所轄庁への役員変更等の届出（法 23①）、定款変更の届出（法 25）の規定に違反して、

届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき（法 80三） 

④ 事業報告書等（P155参照）、役員名簿及び定款等（定款並びにその認証及び登記に関す

る書類の写し）の備置きの規定（法 28①②）に違反して、これを備え置かず、又はこれ

に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき（法 80四） 

⑤ 定款の変更に係る登記事項証明書の届出（法 25⑦）、事業報告書等の提出（法 29）の

規定に違反して、これらの書類の提出を怠ったとき（法 80五） 

⑥ 理事又は清算人が破産手続開始の申立て及び公告の規定（法 31の３②、法 31の 12①）

の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき（法 80六） 

⑦ NPO法人が貸借対照表の公告（法 28の２）の規定に違反して若しくは清算人が法人の

債権者に対する債権申出の催告等（法 31の 10①）及び破産手続開始の申立てに関する公

告（法 31の 12①）の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき（法 80

七） 

⑧ NPO法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの貸借対照表及び財産目録の作成、備置

きの規定（法 35①）に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載

せず、若しくは不実の記載をしたとき（法 80八） 

⑨ NPO法人が所轄庁から合併の認証を受けたときの債権者に対する公告・催告、債権者の

異議に対する弁済等の規定（法 35②、36②）に違反したとき（法 80九） 

⑩ 上記⑴の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌

避したとき（法 80十） 

 

ハ 10 万円以下の過料 

NPO 法人以外の者が、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字

を用いた場合には、10万円以下の過料に処せられます（法 81）。 
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様式例・記載例（法第 28条第 1項関係「事業報告書等提出書」） 
 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）       

代表者氏名              

電話番号                

 

 

 

 

 

事業報告書等提出書 

 

下記に掲げる前事業年度（  年  月  日から  年  月  日まで）の事業報

告書等について、特定非営利活動促進法第 29 条（同法第 52 条第１項（同法第 62 条にお

いて準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により、

提出します。 

 

記 

 

１ 前事業年度の事業報告書［①部］ 

 

２ 前事業年度の活動計算書［①部］ 

 

３ 前事業年度の貸借対照表［①部］ 

 

４ 前事業年度の財産目録［①部］ 

 

５ 前事業年度の年間役員名簿［①部］ 

 

６ 前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の氏名（法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面［①部］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出の際には、当該書類の副本１通を添えること。 

①の部分には、それぞれの提出部数を記入する。 

※各所轄庁の条例で定めている提出部数を記入する 

 

主たる事務所を設置している都道府県知事

宛（指定都市のみに事務所を設置している

場合は、その市長宛）に提出する 

(注)２以上の都道府県の区域内に事務所を

設置する認定特定非営利活動法人（特例認

定含む）は、従たる事務所を設置している

都道府県知事宛にも提出する必要がある。 

提出書の提出年月日を

記載する 

書類の提出部数等は、所轄庁が定めるところによります 
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 （備考） 

１ この提出書には、上記の提出書類各２部を添付すること（ただし、法第 52条第１項の規定によ

り非所轄法人が提出する場合は、副本の提出を要しない。）。 

２ 特定非営利活動に係る事業のほか、その他の事業を行う場合には、活動計算書を一つの書類の

中で別欄表示し、また、その他の事業を実施していない場合は脚注においてその旨を記載する、

あるいはその他の事業の欄全てに「ゼロ」を記載する。 

３ ５の書類は、前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並び

にこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。 

４ ２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営

利活動法人が法第 52 条第１項（法第 62条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、所轄

庁以外の関係知事に提出する場合には、提出先の団体が定めるところによること。 
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様式例・記載例（法第 28条第 1項関係「前事業年度の事業報告書」） 
 
 

○○年度の事業報告書 
 

○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで 
 

 
特定非営利活動法人○○○○ 

 
１ 事業の成果 

・以下の事業を実施した。 

・ホームページの開設のための議論の検討結果は、通常総会において実施の承認が得られた。当該

ホームページは、３月１日から開設している。 

 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金額

（単位：千

円） 

①環境美化を

目的として

清掃を行う

事業 

 

 

・地域の通学路や駅周辺の清 

掃を行った。 

 

 

(A)５月○日及び

９月△日に行

った。 

(B)○○地域の通

学路、△△駅

周辺 

(C)20人 

(D)通学路や

駅を利用

する市民 

(E)不特定多

数 

500 

 

 

 

②活動支援を

目的として

助言を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清

掃を行う活動の実施を検討

している他の団体を支援す

るため、電子メールの利用

による助言窓口を開設し

た。 

(A)３月１日から

随時行った。 

(B)主たる事務所 

(C)３人 

(D)助言を希

望する他

の団体 

(E)１団体 

 

110 

 

③自然環境の

保護に関す

る講演会を

開催する事

業 

・大学、行政、他の特定非営

利活動法人に所属し、自然

環境の保護に関する研究や

実務に携わっている方々を

招き、講演会を開催した。 

(A)１月○日に開

催した。 

(B)□□市文化会

館 

(C)８人 

(D)自然環境

の保護に

関心があ

る市民 

(E)50人 

600 

 

前事業年度の自至年月日

を記載する 

実施した事業は、

(A)から (E)までの

事項をもれなく記

載する 

活動計算書で事業費を

事業別に区分している

場合に記載する。区分し

ていない場合は、任意の

記載事項。 

 

所轄庁の定める部数を提出する 
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(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施日時 

(B)当該事業の実施場所 

(C)従事者の人数 

事業費の金額

（ 単 位 ： 千

円） 

①会員相互の

親睦会の開

催 

・会員相互の意見交換のた

め、親睦会を開催する。 

(A)年 1回（12月） 

(B)○○会館 

(C)20人 

100 

 

 

②チャリティ

ーコンサー

トの開催 

・自然環境の保護に関するイ

ベントにおいて、チャリテ

ィーコンサートを開催す

る。 

・本事業年度は、実施しなかっ

た。 
－ 

 

 

 

 

（備考） 
１ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして

記載する。 

 ２ ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他

の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。 

 

実施した事業は、(A)か

ら (C)までの事項をも

れなく記載する 

その他の事業を行う場合のみ記載する 

特定非営利活動に係る事業の事業内容と、その他の

事業の事業内容とは、相違点を明らかにして記載す

る 

記載する場合には、活動計算書

の「事業費合計額」と全体の合

計額を一致させる 
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様式例・記載例（法第28条第１項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」）

○○年度　活動計算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××

当期経常増減額 ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

金額

（２）

（１）

（２）

（１）

施設等評価費
用も併せて計
上（計上は法
人の任意）

当該事業年度の自至
年月日を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

施設等受入評
価益も併せて
計上（計上は
法人の任意）

会費の性格
に応じて分
けて記載
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
税引前当期正味財産増減額 ×××
法人税、住民税及び事業税 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　今年度はその他の事業を実施していません。

（一般正味財産増減の部）
Ⅰ　経常収益
　１．受取寄附金
　　　受取寄附金振替額 ×××
　　　　････････････････････
Ⅱ　経常費用
　２．事業費
　　　援助用消耗品費 ×××
　　　　････････････････････
（指定正味財産増減の部）
　受取寄附金 ○○○
　　　　････････････････････
　一般正味財産への振替額　　 　　　　 △×××

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含
　　  む）を受け入れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示
　　　することが望ましい。表示例は以下のとおり。

前事業年度活動計算書の
「次期繰越正味財産額」
と金額が一致することを
確認する

貸借対照表の「正味財産合計」と
金額が一致することを確認する

使途等の制約が解除されたことによる指定
正味財産から一般正味財産への振替額

「受取寄附金振替額」と
同額をマイナス計上

その他の事業を定款で掲げて
いない法人はこの脚注は不要
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○○年度　活動計算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

特定非営利活動
に係る事業

Ⅰ 経常収益
１．受取会費

正会員受取会費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金 ××× ×××
施設等受入評価益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
　　　　受取民間助成金 ××× ×××

･････････････ ××× ×××
４．事業収益

○○事業収益 ××× ×××
△△事業収益 ××× ×××

５．その他収益
受取利息 ××× ×××
雑収益 ××× ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ××× ××× ×××
法定福利費 ××× ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ×××
施設等評価費用 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ×××

事業費計 ××× ××× ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ××× ×××
給料手当 ××× ×××
法定福利費 ××× ×××
退職給付費用 ××× ×××
福利厚生費 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
人件費計 ××× ×××
その他経費
会議費 ××× ×××
旅費交通費 ××× ×××
減価償却費 ××× ×××
支払利息 ××× ×××
･････････････ ××× ×××
その他経費計 ××× ×××

管理費計 ××× ×××
経常費用計 ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ×××

（１）

（２）

科目 その他の事業 合計

様式例・記載例（法第28条第１項「前事業年度の計算書類（定款にその他の事業が掲げられている場合の活動計算書）」）

（１）

（２）

当該事業年度の自至
年月日を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

施設等評価
費用も併せ
て計上（計
上は法人の
任意）

施設等受入
評価益も併
せて計上
（計上は法
人の任意）
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Ⅲ 経常外収益
１．固定資産売却益 ××× ×××

･････････････ ××× ×××
経常外収益計 ××× ×××

Ⅳ 経常外費用
１．過年度損益修正損 ××× ×××

･････････････ ××× ×××
経常外費用計 ××× ×××

経理区分振替額 ××× △××× ×××
当期正味財産増減額 ××× ××× ×××

前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

貸借対照表の「正味
財産合計」と金額が
一致することを確認
する

前事業年度活動
計算書の「次期
繰越正味財産
額」と金額が一
致することを確
認する

その他の事業
で得た利益の
振替額

貸借対照表を
別葉表示しな
いこととする
場合には、正
味財産額の内
訳は表示され
ない

その他の事業を実施し
ていない場合は、「そ
の他の事業」欄の数字
をすべてゼロとする、
あるいはＰ171の様式例
を使い、脚注に「※今
年度はその他の事業を
実施していません。」
と明記する
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様式例・記載例（法第28条第１項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

○○年度　貸借対照表
××年×月×日現在

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金 ×××
未収金 ×××
･････････････ ×××
流動資産合計 ×××

２．固定資産
有形固定資産
車両運搬具 ×××
什器備品 ×××
･････････････ ×××
有形固定資産計 ×××
無形固定資産
ソフトウェア ×××
･････････････ ×××
無形固定資産計 ×××
投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産 ×××
･････････････ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払金 ×××
前受民間助成金 ×××
･････････････ ×××
流動負債合計 ×××

２．固定負債
長期借入金 ×××
退職給付引当金 ×××
･････････････ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 ×××
当期正味財産増減額 ×××

正味財産合計 ×××
負債及び正味財産合計 ×××

Ⅰ　資産の部
 　１　流動資産
　　　　････････････････････
Ⅱ  負債の部
　　　　････････････････････
Ⅲ  正味財産の部
　１  指定正味財産
　指定正味財産合計 ×××
　２  一般正味財産
　一般正味財産合計 ○○○

金額

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を
　　　含む）を受け入れた場合は、「Ⅲ　正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区
　　　分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

（１）

（２）

（３）

「資産合計」と金額が一致
することを確認する

「負債及び正味財産合計」と金額
が一致することを確認する

当該事業年度の
末日を記載する

前事業年度貸借対照表の
「正味財産合計」と金額が
一致することを確認する

活動計算書の「次期繰越正味財産額」
と金額が一致することを確認する

使途等が制約された寄附金等の残高を記載
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様式例・記載例（法第28条第１項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

計算書類の注記

１．重要な会計方針
　　計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

　 棚卸資産の評価基準及び評価方法
････････････････････････････････････････････

　 固定資産の減価償却の方法
････････････････････････････････････････････

　 引当金の計上基準
・退職給付引当金

・○○引当金
････････････････････････････････････････････

　 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「４.　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

ボランティアによる役務の提供

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．会計方針の変更
････････････････････････････････････････････

３．事業別損益の状況
（単位：円）

Ａ事業費 Ｂ事業費 Ｃ事業費 Ｄ事業費 事業部門計 管理部門 合計
Ⅰ　経常収益

受取会費 ××× ×××
受取寄附金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
受取助成金等 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
事業収益 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
その他収益 ××× ×××

経常収益計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
Ⅱ　経常費用

人件費
給料手当 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
臨時雇賃金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
･･････････ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
人件費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
その他経費
業務委託費 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
･･････････ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

経常費用計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
当期経常増減額 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

４．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
（単位：円）

内容 金額 算定方法
○○体育館の ××× ○○体育館使用料金表によってい
無償利用 ます。

 ３．

 ４．

 ５．

（４）

（３）

（２）

（１）

 １．

 ２．

（１）

（２）

（６）

（５）

　以下に示すものは、想定される注記を例示したものです。該当事項がない場合は記載不要です。
　なお、認定NPO法人においては、Ｐ189のⅡ３（１）の事項について、詳細に記載されることが望まれ
ます。

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認
められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算して
います。

ボランティアによる役務の提供は、「５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる
役務の提供の内訳」として注記しています。

科目

合理的な算定方法を記載する（活動計算書に
計上する場合は客観的な算定方法）

事業費のみの内訳を表示することも可能。事業
を区分していない法人については記載不要

どの会計基準に基づいて作成したか記載する

消費税を購入価格や販売価格に含めて記帳する方法
である「税込方式」と、消費税を支払ったり受け
取ったりする都度、区分して経理する方法である
「税抜方式」のどちらによっているかを記載する
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５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
（単位：円）

内容 金額 算定方法
○○事業相談員 ××× 単価は××地区の最低賃金によって
　■名×■日間 算定しています。

６．使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は×××円ですが、そのうち×××円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は×××円です。

（単位：円）
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

○○地震被災者 ××× ××× ××× ××× 翌期に使用予定の支援用資金
援助事業

△△財団助成 ××× ××× ××× ×××
××事業

合計 ××× ××× ××× ×××

７．固定資産の増減内訳
（単位：円）

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産
什器備品 ××× ××× ××× ××× △××× ×××
･･････････ ××× ××× ××× ××× △××× ×××

無形固定資産
･･････････ ××× ××× ××× ××× △××× ×××

投資その他の資産
･･････････ ××× ××× ××× ××× ×××

合計 ××× ××× ××× ××× △××× ×××

８．借入金の増減内訳
（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
長期借入金 ××× ××× ××× ×××
役員借入金 ××× ××× ××× ×××

合計 ××× ××× ××× ×××

９．役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）
計算書類に計 内役員及び近

上された金額 親者との取引

（活動計算書）
受取寄附金 ××× ×××
委託料 ××× ×××

活動計算書計 ××× ×××

（貸借対照表）
未払金 ××× ×××
役員借入金 ××× ×××

貸借対照表計 ××× ×××

科目

助成金の総額は××円です。活動計
算書に計上した額××円との差額×
×円は前受助成金として貸借対照表
に負債計上しています。

科目

内容 備考

合理的な算定方法を記載する（活動計算書に
計上する場合は客観的な算定方法）

対象事業及び実施期間が定められ、未使用額の返還義務が規定されている助
成金・補助金を前受経理をした場合、「当期増加額」には、活動計算書に計
上した金額を記載する。助成金・補助金の総額は「備考」欄に記載する
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　・　現物寄附の評価方法
現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。

　・　事業費と管理費の按分方法

　・　重要な後発事象

　・　その他の事業に係る資産の状況

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合
に基づき按分しています。

その他の事業に係る資産の残高は、土地・建物が××円、棚卸資産が××円です。
特定非営利活動に係る事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は土地・建物が××円で
す。

10．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす
　るために必要な事項

令和×年×月×日、○○事業所が火災により焼失したことによる損害額は××円、保険の契約金額は×
×円です。

貸借対照表日後に発生した事象で、次年度以降の財産又は損益に重要な影響を
及ぼすもの（例：自然災害等による重大な損害の発生、重要な係争事件の発生
又は解決、主要な取引先の倒産等）について記載する

その他の事業に固有の資産で重要なもの及び特定非営利活動に係る事業・その
他の事業に共通で使用している重要な資産の残高状況について記載する

重要性が高いと判断される場合に記載する

重要性が高いと判断される場合に記載する
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様式例・記載例（法第28条第１項「前事業年度の財産目録」）

○○年度　財産目録
××年×月×日現在

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金

手元現金 ×××
××銀行普通預金 ×××

未収金
××事業未収金 ×××

･････････････ ×××
流動資産合計 ×××

２．固定資産
有形固定資産
什器備品

パソコン1台 ×××
応接セット ×××
･････････････ ×××
歴史的資料 評価せず

･････････････ ×××
有形固定資産計 ×××
無形固定資産
ソフトウェア

財務ソフト ×××
･････････････ ×××
無形固定資産計 ×××
投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産
××銀行定期預金 ×××
･････････････ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払金
事務用品購入代 ×××
･････････････ ×××

預り金
源泉所得税預り金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
流動負債合計 ×××

２．固定負債
長期借入金 ×××

××銀行借入金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
正味財産 ×××

金額

（１）

（２）

（３）

当該事業年度の
末日を記載する

口座番号の
記載は不要

基本的に貸借対照表上の金
額と同じ金額を記載する

金銭評価ができない資産
については「評価せず」
として記載できる
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特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

Ⅰ 経常収益
１．受取会費 750,000
２．受取寄附金 290,000
３．その他収益 10,000
経常収益計 1,050,000

Ⅱ 経常費用
１．事業費

（1）人件費
　　 臨時雇賃金 200,000
　　 人件費計 200,000
（2）その他経費
　 　旅費交通費 300,000
　 　通信運搬費 100,000
　 　その他経費計 400,000
　　 事業費計 600,000

２．管理費
（1）人件費
　　 人件費計 0
（2）その他経費

　 　 　印刷製本費 150,000
　 　通信運搬費 100,000
　　 減価償却費 50,000
　 　雑費 50,000
　 　その他経費計 350,000
　 　管理費計 350,000

経常費用計 950,000
当期正味財産増減額 100,000
前期繰越正味財産額 450,000
次期繰越正味財産額 550,000

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

Ⅰ 資産の部
１．流動資産

現金預金 300,000
流動資産合計 300,000

２．固定資産
有形固定資産
　什器備品 250,000
固定資産合計 250,000

資産合計 550,000

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

流動負債合計 0
２．固定負債

固定負債合計 0
負債合計 0

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産 450,000
当期正味財産増加額 100,000

正味財産合計 550,000
負債及び正味財産合計 550,000

××年××月××日現在

科　目 金　額

計算書類等の記載例

活動計算書
××年××月××日から××年××月××日まで

科　目 金　額

貸借対照表

現預金以外に資産・負債がな
い場合には、当期の現預金の
増減額を表す

活動計算書の「次期繰越正味
財産額」と、貸借対照表の
「正味財産の部」の合計額は
一致することを確認する

経常費用は、「事業費」と

「管理費」に分ける。
事業費と管理費の意味につい
ては、12（２）及びガイドラ
インQ&A14-１、事業費と管理
費の按分の方法については、
12（２）及びガイドライン
Q&A14-２を参照

前事業年度活動計算書の「次
期繰越正味財産額」と金額が
一致することを確認する

「事業費」と「管理費」につ
いて、それぞれ「人件費」と
「その他経費」に分けた上で、
支出の形態別（旅費交通費、
通信運搬費など）に内訳を記
載する。事業費を事業の種類
別に表示したり、事業部門別、
管理部門別に損益を表示する
場合にはＰ175の様式例の３及
びガイドラインの記載例２の
注記の２を参照

受取会費は確実に入金されるこ
とが明らかな場合を除き、実際
に入金したときに計上する。詳
細は「実務担当者のためのガイ
ドライン」（平成23年11月20日
NPO法人会計基準協議会。以下
「ガイドライン」という）
Q&A12-１～12-３参照
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特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

Ⅰ 資産の部
１．流動資産

現金預金
　○○銀行普通預金 300,000
流動資産合計 300,000

２．固定資産
有形固定資産
　什器備品
　　パソコン１台 250,000
固定資産合計 250,000

資産合計 550,000
Ⅱ 負債の部

１．流動負債
流動負債合計 0

２．固定負債
固定負債合計 0

負債合計 0
正味財産 550,000

１．重要な会計方針
  計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）に
っています。

　（１）固定資産の減価償却の方法
　　　　有形固定資産は、定額法で償却をしています。

　（２）消費税等の会計処理
　　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．固定資産の増減の内訳

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
有形固定資産
　什器備品 300,000 300,000 △ 50,000 250,000
合計 300,000 0 300,000 △ 50,000 250,000

財産目録
××年××月××日現在

科　目 金　額

計算書類の注記

「重要な会計方針」の一番最初に、
この計算書類をどの会計基準に基
づいて作成したか記載する

該当する項目のみ記載する

口座番号の
記載は不要
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勘定科目 科目の説明
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに計上する。
賛助会員受取会費 対価性が認められず明らかに贈与と認められるものや、それを含む場合があり、PST

の判定時に留意が必要。
２．受取寄附金

受取寄附金
資産受贈益 無償又は著しく低い価格で現物資産の提供を受けた場合の時価による評価差益。
施設等受入評価益 受け入れた無償又は著しく低い価格で施設の提供等の物的サービスを、合理的に算定

し外部資料等によって客観的に把握でき、施設等評価費用と併せて計上する方法を選
択した場合に計上する。

ボランティア受入評価益 提供を受けたボランティアからの役務の金額を、合理的に算定し外部資料等によって
客観的に把握でき、ボランティア評価費用と併せて計上する方法を選択した場合に計
上する。

３．受取助成金等
　 受取助成金

受取補助金
４．事業収益 事業の種類ごとに区分して表示することができる。

売上高 販売用棚卸資産の販売やサービス（役務）の提供などにより得た収益。
○○利用会員受取会費 サービス利用の対価としての性格をもつ会費。

５．その他収益
受取利息
為替差益 為替換算による差益。なお為替差損がある場合は相殺して表示する。
雑収益 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない収

益。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
Ⅱ 経常費用

１．事業費
(1) 人件費

給料手当
臨時雇賃金
ボランティア評価費用 ボランティアの費用相当額。ボランティア受入評価益と併せて計上する。
法定福利費
退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定額

法により費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額を一
括して処理する場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
売上原価 販売用棚卸資産を販売したときの原価。期首の棚卸高に当期の仕入高を加え期末の棚

卸高を控除した額。
業務委託費
諸謝金 講師等に対する謝礼金。
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもでき

る。
通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。
地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。
賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも可

能。
施設等評価費用 無償でサービスの提供を受けた場合の費用相当額。施設等受入評価益と併せて計上す

る。
減価償却費
保険料
諸会費
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法人

税等を別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減額か
ら法人税等を差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい（Ｐ170～171
の様式例参照）。

研修費

活動計算書（活動予算書）の科目例

　以下に示すものは、一般によく使われると思われる科目のうち、主なものを例示したものです。したがって、該
当がない場合は使用する必要はありませんし、利用者の理解に支障がなければまとめても構いません。また、適宜
の科目を追加することができます。

補助金や助成金の交付者の区分によって受取民間助成金、受取国庫補助金等に区分す
ることができる。
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勘定科目 科目の説明
支払手数料
支払助成金
支払寄附金
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
為替差損 為替換算による差損。なお、為替差益がある場合は相殺して表示する。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない費

用。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
２．管理費
(1) 人件費

役員報酬
給料手当
法定福利費
退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定額

法により費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額を一
括して処理する場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費 車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもでき

る。
通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。
地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。
賃借料 少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも可

能。
減価償却費
保険料
諸会費
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法人

税等を別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減額か
ら法人税等を差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい（Ｐ170～171
の様式例参照）。

支払手数料
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない費

用。この科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
Ⅲ 経常外収益

固定資産売却益
過年度損益修正益 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。

Ⅳ 経常外費用
固定資産除・売却損
災害損失
過年度損益修正損 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。会計基準を変更する前事

業年度以前に減価償却を行っていない資産を一括して修正処理する場合などに用い
る。減価償却費だけの場合は、「過年度減価償却費」の科目を使うこともできる。

Ⅴ 経理区分振替額
経理区分振替額 その他の事業がある場合の事業間振替額。

　

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入
　　　れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示し、当該寄附金等を後者に
　　　計上することが望ましい。当該寄附金（補助金・助成金）の使途等が解除された場合等には、「一般正味財産増
　　　減の部」に　「受取寄附金（補助金・助成金）振替額」を、「指定正味財産増減の部」に「一般正味財産への振
　　　替額（△）」を勘定科目として記載する（表示例はＰ170～171の様式例参照）。
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勘定科目 科目の説明
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金
未収金 商品の販売によるものも含む。
棚卸資産 商品、貯蔵品等として表示することもできる。
短期貸付金 返済期限が事業年度末から１年以内の貸付金。
前払金
仮払金
立替金
○○特定資産 目的が特定されている資産で流動資産に属するもの。目的を明示する。
貸倒引当金（△）

２．固定資産
（１） 有形固定資産 土地、建物等実体があり、長期にわたり事業用に使用する目的で保有する資産。

建物 建物付属設備を含む。
構築物
車両運搬具
什器備品

　 土地
建設仮勘定 工事の前払金や手付金等、建設中又は製作中の固定資産。

（２） 無形固定資産 具体的な存在形態を持たないが、事業活動において長期間にわたり利用される資
産。

ソフトウェア 購入あるいは制作したソフトの原価。
（３） 投資その他の資産 余裕資金の運用のための長期的外部投資や、貸付金等長期債権から構成される資

産。
投資有価証券 長期に保有する有価証券。
敷金 返還されない部分は含まない。
差入保証金 返還されない部分は含まない。
長期貸付金 返済期限が事業年度末から１年を超える貸付金。
長期前払費用
○○特定資産 目的が特定されている資産で固定資産に属するもの。目的を明示する。

Ⅱ　負債の部
１．流動負債

短期借入金 返済期限が事業年度末から１年以内の借入金。
　 未払金 商品の仕入れによるものも含む。

前受金
仮受金
預り金

２．固定負債
長期借入金 返済期限が事業年度末から１年を超える借入金。
退職給付引当金 退職給付見込額の期末残高。

Ⅲ　正味財産の部
１．正味財産

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

貸借対照表の科目例

　以下に示すものは、一般によく使われると思われる科目のうち、主なものを例示したものです。したがって、
該当がない場合は使用する必要はありませんし、利用者の理解に支障がなければまとめても構いません。また、
適宜の科目を追加することができます。

（注）重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入
　　れた場合は、「Ⅲ　正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」とに区分してそれぞれを勘定科目と
　　して表示し、当該寄附金等を前者に計上することが望ましい（表示例はＰ174の様式例参照）。
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計算書類等の作成に当たっての留意事項 

 

Ⅰ 計算書類等 

１．計算書類の体系等 

（１）計算書類の体系 

現行法においては、活動計算書及び貸借対照表を計算書類とし、また財産目録はこれらを補

完する書類としています。それぞれの位置付け・記載事項については以下のとおりです。 
 ・ 活動計算書 

事業年度における NPO法人の活動状況を表す計算書です。営利企業における損益計算書に

相当するフローの計算書で、NPO 法人の財務的生存力を把握しやすくするため、資金収支ベ

ースの収支計算書から改めることとなったものです。受け取った会費や寄附金、事業の実施

によって得た収益や、事業に要した費用、法人運営に要した費用等を記載します（170～171

頁，172～173頁の様式例参照）。 

 ・ 貸借対照表 
   事業年度末における NPO 法人の全ての資産、負債及び正味財産の状態を示すもので、資金

の調達方法（負債及び正味財産）及び保有方法（資産）から、NPO法人の財務状況を把握する

ことができます。流動資産として現金預金、未収金、棚卸資産、前払金等を、固定資産とし

て土地・建物、什器備品、長期貸付金等を、流動負債として短期借入金、未払金、前受金等

を、固定負債として長期借入金、退職給付引当金等を記載します（174頁の様式例参照）。 

 ・ 財産目録 

   計算書類を補完する書類として位置付けられるものです。科目等は貸借対照表とほぼ同じ

ですが、その内容、数量等のより詳細な表示がされます。また、金銭評価ができない歴史的

資料のような資産についても、金銭評価はないものの記載することは可能です（178頁の様式

例参照）。 

  170～183頁は、「NPO法人会計基準」をベースとした計算書類等の標準的な科目例、様式例、

記載例ですが、計算書類の作成に当たっては、これらに限定されるわけではなく、上記の位

置付けに該当するものであれば足ります。例えば現金預金以外に資産や負債がないような NPO

法人においては、より簡易な記載で足りるなど、「NPO 法人会計基準」に示されている他の様

式・記載例等を参考にして作成することも可能です。 
 

（２）計算書類等の別葉表示 

法第５条第２項において、「その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特

定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない」

と区分経理について定めています。このため、従来、その他の事業を実施している NPO 法人に

対しては、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び収支予算書について、特定非営利活動に係

る事業のものとは別に、各々その他の事業に係るものの作成が求められてきました。しかし、

平成 23 年法改正案の国会審議における貸借対照表の別葉表示の見直しに係る質疑等も踏まえ

ながら、原則、全ての書類において別葉表示は求めないこととし、その他の事業に固有の資産

（例：在庫品としての棚卸資産等、本来事業に繰り入れることが困難なもの）で重要なものが

ある場合には、その資産状況を注記として記載することとします。一方、按分を要する共通的

なものについては基本的には記載を求めないものの、重要性が高いものについては注記するこ

ととします（175～177頁の様式例参照）。 
なお、活動計算書及び活動予算書については、別葉表示は求めませんが、一つの書類の中で

別欄表示し（172～173 頁の様式例参照）、その他の事業を実施していない場合又は実施する予

定がない場合については、脚注においてその旨を記載するか（38～39、170～171頁の様式例参

照）、あるいはその他の事業の欄全てに「ゼロ」を記載します（172～173頁の様式例参照）。ま

た、事業報告書においてもそのことを明らかにすることが望まれます。 
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２．活動計算書 

（１）収支計算書との違い 

従来フローの計算書として使用されてきた収支計算書は、NPO 法人の会計方針で定められた

資金の範囲に含まれる部分の動きを表すものです。これとは異なり、活動計算書は NPO 法人の

当期の正味財産の増減原因を示すフローの計算書で、法人の財務的生存力を把握する上で重要

なものの一つであるといえます。当期の正味財産の動きを表す活動計算書においては、収支計

算書における資金の範囲という概念は不要となり、ストックの計算書である貸借対照表との整

合性を簡単に確認することができます。 
また、固定資産の取得時において、収支計算書にはその購入時の支出額を計上しますが、活

動計算書には支出額ではなく、取得した資産の減価償却費を計上する等の相違点も挙げられま

す。 
 
（２）事業費・管理費の費目別内訳、按分方法 

事業費は、NPO 法人が目的とする事業を行うために直接要する人件費及びその他経費をいい

ます。管理費は、NPO 法人の各種の事業を管理するための費用で、総会及び理事会の開催運営

費、管理部門に係る役職員の人件費、管理部門に係る事務所の賃借料及び光熱費等のその他経

費をいいます。 

NPO 法人間の比較可能性や NPO 法人のマネジメント等の観点から、内訳の表示は必要である

と考えられるため、事業費と管理費のそれぞれを人件費とその他経費に分類した上で、さらに

形態別に分類して表示することとします。また、その費目については、181～182 頁の科目例を

参考に、NPO 法人の実態に合わせて必要な費目のみ表示します。なお、複数の事業を実施して

いる法人において、法人の判断により、その事業ごとの費用又は損益の状況を表示する場合に

は、活動計算書ではなく注記において表示します（175～177頁の様式例参照）。 

また、事業費と管理費に共通する経費や複数の事業に共通する経費は、合理的に説明できる

根拠に基づき按分される必要があり、恣意的な操作は排除されなければなりません。標準的な

按分方法としては、以下のようなものが挙げられ、重要性が高いと認められるものについては、

いずれの按分方法によっているかについて注記することが望まれます。 
・ 従事割合（科目例：給与手当、旅費交通費等） 
・ 使用割合（科目例：通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃等） 
・ 建物面積比（科目例：水道光熱費、地代家賃、減価償却費、保険料等） 
・ 職員数比（科目例：通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃等） 

 
（３）ボランティアによる役務の提供等の取扱い 

「NPO 法人会計基準」では、ボランティアの受入れをした場合や無償又は著しく低い価格で

の施設の提供等の物的サービスを受けた場合において、従来どおり会計的に認識しない方法に

加え、「合理的に算定できる場合」には注記でき、「客観的に把握できる場合」には注記に加え

て活動計算書への計上も可能とされています（同基準 25，26）。この点については、会計上認

識可能である一方で、不明確な処理は避けられるべきであることなどの観点に鑑みて、計上す

る際には、収益と費用に両建てされているものが判別できるよう、それぞれ「ボランティア受

入評価益」及び「ボランティア評価費用」として明示し、その金額換算の根拠についても注記

の「内容」及び「算定方法」で明確にすることとします（175～177 頁の様式例参照）。無償又

は著しく低い価格での施設の提供等の物的サービスを受け入れた場合にも同様の会計処理が認

められます。金額換算の根拠の具体例については、以下のとおりです（公益認定制度における

算入実例より）。 

・ 法人所在地における厚生労働省が公表している最低賃金（時間給）を従事時間数で乗じ

た額 
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  ・ 専門職の技能等の提供によるボランティアに関して、その専門職の標準報酬額をベース

に時間給を算定し、それに従事時間を乗じた額 

 

３．貸借対照表 

（１）資産等の表示方法 

現在、資産等の表示の状況は NPO 法人ごとに様々であるところ、以下のとおり整理されるこ

とが望ましいと考えられます。 
ア 固定資産と消耗品費の相違 

固定資産とは、販売を目的としない資産で、かつ決算日後１年以内に現金化される予定

のない長期にわたって保有する資産のことをいいます。実務上は、法人令第 133 条を参考

とし、１年を超える期間において使用する 10 万円以上の資産を固定資産とみなすのが、

一般的な目安となっています。ただし、この目安は、10万円未満のものについては費用処

理（消耗品費として計上）ができるということであり、必ずしも固定資産として扱えない

わけではなく、前述の要件に該当する資産については固定資産となり得る点に留意が必要

です。 
イ 減価償却の方法 

    減価償却とは、固定資産の価値は時間の経過や使用によって減少していくという考えの

下、貸借対照表に計上した固定資産の取得価額から、その使用期間（耐用年数）にわたっ

て減額していく会計処理です。NPO法人がその活動に利用できる資産を明確に表示するとい

う観点から、適切な処理が求められます。 

    この減価償却の方法には、主に「定率法」、「定額法」等があり、法人令第 48条、同第 48

条の２及び同第 133条を参考とし、適用方法を選択します。 

ウ 現物寄附を受けた固定資産等の取得価額 

    「NPO法人会計基準」において、現物寄附を受けた固定資産等については、その取得時に

おける公正な評価額を取得価額としています（同基準 24）。公正な評価額としては、市場価

格によるほか、専門家による鑑定評価額や、固定資産税評価額等を参考に合理的に見積も

られた価額等が考えられます。 

エ 特定資産 

    「NPO法人会計基準」において、特定の目的のための資産を有する場合には、特定資産と

して独立して表示することを求めており（同基準注解 13）、①寄附者により使途等が制約さ

れている資産、②NPO法人自ら特定資産と指定した資産が具体例として挙げられます（ガイ

ドラインＱ＆Ａ27－３）。 

オ リース取引 

    リース取引については、事実上売買と同様の状態にあると認められる場合には、売買取

引に準じて処理します。ただし、重要性が乏しい場合には、賃貸借取引に準じて処理する

ことができるものとします。 

  カ 投資有価証券 

長期に保有する有価証券のことです。投資有価証券を保有する NPO法人は極めて少数で

あるのが現状ですが、保有する NPO法人においては、他の会計基準を参照して独立して表

示することが望まれます。 

 

（２）チェックポイント 

計算書類は、以下のように接続するものです。これらの点に注意して作成すべきことは、全

ての NPO法人に共通して認識されなければなりません（詳細は様式例参照）。 
  ・ 「前期繰越正味財産」と前期末の「正味財産の部」の合計額が一致 
  ・ 「正味財産の部」の合計額と活動計算書の末尾（「次期繰越正味財産額」）が一致 
  ・ 「資産合計」と「負債及び正味財産合計」が一致 
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４．計算書類の注記 

（１）注記の記載 

注記は計算書類と一体であり重要なものであるため、以下の項目については、該当がある場

合には確実に注記することが必要です（記載例については 175～177頁の様式例参照）。 

ア 重要な会計方針 

適用した会計基準、資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金

の計上基準、施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理方法、ボランティアに

よる役務の提供を受けた場合の会計処理の取扱い等、計算書類の作成に関する重要な会計

方針 

イ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額 

ウ 特定非営利活動に係る事業とその他の事業を区分するほかに、更に詳細に事業費の内訳

又は事業別損益の状況を記載する場合には、その内容 

エ 施設の提供等の物的サービスを受けたことを計算書類に記載する場合には、受け入れた

サービスの明細及び算定方法 

オ ボランティアとして、活動に必要な役務の提供を受けたことを計算書類に記載する場合

には、受け入れたボランティアの明細及び算定方法 

カ 使途等が制約された寄附金等の内訳 

キ 固定資産の増減内訳 

ク 借入金の増減内訳 

ケ 役員及びその近親者との取引の内容 

役員及びその近親者は、以下のいずれかに該当する者をいいます。 

    a．役員及びその近親者（二親等内の親族） 

    b．役員及びその近親者が支配している法人 

    なお、役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払並びにこれらに準ずる取引の注記

は法人の任意とします。 

コ その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状

況を明らかにするために必要な事項 

例えば、以下のような事項のうち重要性が高いと判断される事項が存在する場合には、

当該事項を記載します。 

・ 現物寄附の評価方法 

・ 事業費と管理費の按分方法 

    ・ 貸借対照表日後に発生した事象で、次年度以降の財産又は損益に影響を及ぼすもの

（後発事象） 

・ その他の事業に固有の資産を保有する場合はその資産の状況及び事業間で共通的な

資産（後者については按分不要） 

 

（２）注記の充実 

注記における上記記載項目のうち、特にエ～カ及びケについては、活動規模が大きいなどの

社会的責任の大きい法人等においては特に留意した記載が求められます。記載の際の留意事項

は以下のとおりです。 
・ エ及びオについては、計算書類等に記載する場合は、情報の利用者の便宜性に配慮し、

当該金額の算定根拠が明らかになるように、詳細な記載をします（金額換算の具体例はⅠ

２（３）参照）。 
・ カについては、当期で収益として計上された使途等が制約された寄附金、補助金、助成

金等が該当します。これらについては、その内容、正味財産に含まれる期首残高、当期増

加額、当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を明確に記載します。 
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・ ケについては、その取引金額を確実に注記する必要があります。なお、取引の相手方と

の関係、取引内容、取引条件等についての記載は、法人の任意とします。 
 

５．財産目録 

現在、「現金預金」としてその預金金融機関における口座番号、「電話加入権」としてその電

話番号、「車両」としてそのナンバー、「借入金」等としてその取引の相手方の個人名等、個人

情報に関わると思われる情報まで財産目録に記載している NPO 法人が少なからず存在します。

しかし、計算書類を補完する位置付けの書類とはいえ、法に基づいて外部公表される書類であ

るため、上記のような個人の特定につながる情報の記載までは必要としません。 

また、前述のとおり、金銭評価ができない歴史的資料のような資産については、金額の代わ

りに「評価せず」として記載することができます（178頁の様式例参照）。 
 

６．活動予算書 

NPO 法人の計算書類である活動計算書の対の書類として位置付けられる活動予算書は、法人

の設立申請時及び定款変更時に提出する必要があります。その表示方法や考え方については、

対である活動計算書と基本的に同様とします（38～41頁の様式例参照）。 
なお、予算上固定資産の取得や借入金の返済等の資金の増減を表現したい場合には、計算書

類の注記における「固定資産の増減内訳」及び「借入金の増減内訳」の注記に準じて記載する

ことが望まれます。 
 
Ⅱ 留意すべき会計上の取扱い 

１．使途等が制約された寄附金等の取扱い 

（１）使途等が制約された寄附金の取扱い 

寄附金については、受け取ったときに「受取寄附金」として収益計上します。このうち使途

等が制約された寄附金については、原則、その内容、正味財産に含まれる期首残高、当期増加

額、当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を注記します（170～171，175～177 頁の様式

例参照）。 

なお、使途等が制約された寄附金で重要性が高い場合には、一般正味財産と指定正味財産を

区分して表示することが望ましいと考えられます。これは、当期に使途の制約が解除された収

益とそうでない収益を分けて表示したほうが、当該法人の財務状況・活動状況をより的確に把

握することができるからであり、複数事業年度にまたがらないものや、重要性が高くないもの

まで区分表示を求める必要はないと考えられます。 

また、「重要性」が高いと判断される寄附金には、例えば以下のようなものが考えられます。 

・ 使途が震災復興に制約され、複数事業年度にまたがって使用することが予定されている

寄附金 

  ・ 奨学金給付事業のための資産として、元本を維持して、あるいは漸次取り崩して給付に

充てることを指定された寄附金 

 

（２）対象事業及び実施期間が定められている補助金、助成金等の取扱い 

対象事業等が定められた補助金等は、使途等が制約された寄附金等として扱い、当期に使用

した額は収益（受取補助金等）として活動計算書に計上し、その内容、正味財産に含まれる期

首残高、当期増加額、当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を注記で表示します（170

～171，174，175～177 頁の様式例参照）。なお重要性が高い場合には、寄附金と同様に、正味

財産を一般正味財産、指定正味財産に区分し、当該補助金等を指定正味財産に計上することが

望まれます。 

対象事業及び実施期間が定められ、かつ未使用額の返還義務が規定されている補助金等につ

いて、実施期間の途中で事業年度末が到来した場合の未使用額は、当期の収益には計上せず、
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前受補助金等として処理します。 

また、実施期間の終了時に補助金等と対象事業の費用との間で差額が生じた場合には、当該

差額は前受補助金等ではなく未払金として処理し、この負債は返還した時点で消滅します。 

 

２．会費の計上方法 

会費と寄附金の差異については、これらの違いを十分に理解せずに会費を寄附金として扱う

と、誤った計算により認定基準の一つである要件（PST（パブリック・サポート・テスト）要件：

市民から広く支持を得ているとみなす基準）を充たしてしまうこととなり、NPO 法人全体の信

頼性の低下につながるおそれがあります。会費とは、税務上、サービス利用の対価又は会員た

る地位にある者が会を成り立たせるために負担するものとされており、直接の反対給付がない

経済的利益の供与である寄附金とは基本的に異なるものとされています。 

なお実態的には、会費として扱われているものには、①社員（正会員）たる地位にある者が

会を成り立たせるために負担すべきもの（「正会員受取会費」等）、②支出する側に任意性があ

り、直接の反対給付がない経済的利益の供与としての寄附金の性格を持つもの（いわゆる「賛

助会員受取会費」等）、③サービス利用の対価としての性格を持つもの（例えば「○○利用会員

受取会費」等）、の３つに分けられます。③に関しては、活動計算書において、事業収益として

計上します。また、将来的には一つの「会費」の中に、①と②、②と③というように複数の性

格を持つものがある場合には、その性格によって、明確に区分して計算書類に計上することが

望まれます。 

 

３．認定 NPO 法人についての留意事項 

（１）認定 NPO法人の会計処理 

認定 NPO 法人は、税務上の優遇措置の下に広く市民から寄附等を受けて活動を行うものであ

り、寄附や資金の使い方等について高い透明性をもって情報提供するよう努める責務を負うも

のと考えられます。こうした意味で、認定 NPO 法人においては、重要性が高いと判断される事

項については、計算書類における詳細な表示、注記の充実を図ることが望まれます。 

認定 NPO 法人において、重要性の適用に当たって一定の配慮が必要と考えられる事項として

は、以下のようなものが挙げられます。 

・ ボランティア等を計上する場合の金額換算方法（175～177 頁の様式例の注記４，５参照） 

・ 使途等が制約された寄附金等（対象事業及び実施期間が定められている補助金等を含む）

の内容、使用状況（175～177頁の様式例の注記６参照） 

・ 事業費と管理費の按分方法（175～177頁の様式例の注記 10参照） 

・ 会費の計上方法（181～182頁の科目例及び 170～171 頁の様式例参照。注記項目ではない） 

・ 現物寄附の評価方法（175～177頁の様式例の注記 10参照） 

・ 関連当事者間取引（175～177頁の様式例の注記９参照） 

 
（２）認定 NPO法人の会計処理と認定事務の双方に関連する事項の取扱い 

発生主義による会計処理を採用する法人が認定制度に基づく認定を受ける（受けている）場

合、現金主義・発生主義の併存を許容しながら運用されている認定制度の実務に基づき提出さ

れる行政上の書類と会計書類との間で差異が生ずることが考えられます。 

この点については、計算書類は、法人自身のマネジメントや対外的説明責任の基本となるも

のであり、計算書類と認定申請等のための行政上の書類とは基本的に整合的であることが望ま

しいと考えられますが、認定行政上の必要性に照らして合理的な差異が生ずることはあり得る

ものと考えられ、会計の明確化の在り方はそれとは切り離して考えられるべきものです。 

 

４．経過措置 

「NPO 法人会計基準」を適用するに当たっての経過措置については、以下のとおりとします。 
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  ア 過年度分の減価償却費 

減価償却を行っていない NPO法人においては、原則として適用初年度に過年度分の減価

償却費を計上します。この場合、過年度の減価償却費については、活動計算書の経常外費

用に「過年度損益修正損」として表示します。ただし、「過年度損益修正損」に該当する

費用が減価償却費だけである場合は、「過年度減価償却費」として表示することも可能で

す。 
過年度分の減価償却費を一括して計上せず、適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額と

みなし、当該適用初年度を減価償却の初年度として、以後継続的に減価償却することも認

めます。なお、この場合に適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過

年数を控除した年数とし、その旨を重要な会計方針として注記します。 
また、購入時に費用処理し、資産に計上していないものについては、過年度分に関して

は考慮せずに、適用初年度に購入したものから資産計上します。 
イ 退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異 

退職給付会計については、全ての NPO 法人に導入を求めるものではありません。 
ただし、この機会に退職給付会計を新たに導入しようとする法人における会計基準変更

時差異については、他の会計基準と同様に、適用初年度から 15 年以内の一定の年数にわ

たり定額法により費用処理すべきです。この処理は、会計基準変更時に一括して経常外費

用の過年度損益修正額として計上することも含まれます。なお、既に退職給付会計の導入

が行われている NPO法人においては、従前の費用処理方法により引き続き行います。 
ウ 過年度分の収支計算書の修正 

従来の収支計算書から活動計算書への変更については、制度改正に基づくものであり、

継続性の原則に反するものではないため、表示方法の変更等について遡って修正を行う必

要はありません。                                                                                            
エ 正味財産の区分 

「NPO 法人会計基準」へ移行した上で、正味財産を基本的には区分して記載することと

した場合、適用初年度以降区分することとし、遡って修正を行う必要はありません。 

  オ 適用初年度における「前期繰越正味財産額」 

    「NPO法人会計基準」適用初年度における活動計算書上の「前期繰越正味財産額」は、前

事業年度の貸借対照表における「正味財産合計」を記載することとします。 
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様式例・記載例（法第 28条第１項関係） 
 
 

前事業年度の年間役員名簿 
 

年  月  日から  年  月  日まで 
 
 
 

特定非営利活動法人○○○○ 

役職名 氏 名 住 所 又 は 居 所 就任期間 報酬を受けた期間 

理事長 
 
副理事長 
 
理事 
 
 
 
監事 
 
 

○○○○ 
 
□□□□ 
 
△△△△ 
 
 
 
▽▽▽▽ 
 
 

・・・・・・・・ 
 
・・・・・・・・ 
 
・・・・・・・・ 
 
 
 
・・・・・・・・ 
 
 

○年○月○日から 
□年□月□日まで 
○年○月○日から 
□年□月□日まで 
○年○月○日から 
□年□月□日まで 
 
 
○年○月○日から 
□年□月□日まで 
  

報酬無し 
 
報酬無し 
  
○年○月○日から 
□年□月□日まで 
 
 
報酬無し 
 

 
 
（備考） 

１ 「氏名」、「住所又は居所」、「就任期間」及び「報酬を受けた期間」は、全ての役員につい

て記載する。 
２ 「氏名」、「住所又は居所」の欄には、P301備考第一２に掲げる書面（住民票等）によって証

された氏名、住所又は居所を記載する。 
３ 「報酬を受けた期間」の欄には、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなか

った役員については「報酬無し」と、それぞれ記載する。 

前事業年度の自至年月日

を記載する 

理事の職名を定めている場合は、それ

ぞれの理事について職名を記載する 

所轄庁が定める部数を提出する 
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様式例・記載例（法第 28条第１項関係） 
 
 
 
 
 
 

前事業年度の社員のうち 10人以上の者の名簿 
 
 

年  月  日現在 
 

特定非営利活動法人○○○○ 
氏 名 住 所 又 は 居 所 

○○○○ 
△△△△ 
 
 
 
 
 
 
 
 

・・・・・・・・ 
・・・・・・・・ 

 
 
（備考） 

１ 前事業年度の末日現在における社員のうち 10 人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載す

る。 
２ 10人以上であれば社員全員を記載する必要はない。 

前事業年度の末

日を記載する 

社員とは、社団の構成員の意味

であり、総会で議決権を持つ者

のことである 

所轄庁が定める部数を提出する 
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様式例・記載例（P317備考第七１関係） 

 

年  月  日 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）       

代表者氏名              

電話番号                

 

 

 

 

役員の変更等届出書 

 

 下記のとおり役員の変更等があったので、特定非営利活動促進法第 23条（同法第 52条

第１項（同法第 62条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定により、変更後の役員名簿を添えて届け出ます。 

 

記 

変更年月日 

変 更 事 項 
役 名 氏  名 住所又は居所 

 

 

令和３年３月 31日 

任期満了 

任期満了 

 

 

 

令和３年４月 1日 

再任 

 

 

 

令和３年４月 1日 

新任 

新任 

 

 

 

令和３年３月 31日 

任期満了 

令和３年４月 1日 

新任 

 

 

 

理事 

監事 

 

 

 

 

理事 

 

 

 

 

理事 

監事 

 

 

 

 

理事 

 

監事 

 

 

 

中央 太郎 

日比谷 次郎 

 

 

 

 

銀座 春子 

 

 

 

 

千代田 夏子 

港 秋子 

 

 

 

 

新橋 冬子 

 

新橋 冬子 

 

 

 

・・・・・・ 

・・・・・・ 

 

 

 

 

・・・・・・ 

 

 

 

 

・・・・・・ 

・・・・・・ 

 

 

 

 

・・・・・・ 

 

・・・・・・ 

 

 

 

提出書の提出年月日を記載する 

特定非営利活動法人○○○○と

記載する 

新任の場合 

任期満了後に再任した場合 

任期満了に伴い退任した場合 

任期満了後に役名を変更した場合 

変更事項が「新任」の場合、以下の書類を併せて提出する 

・就任承諾及び誓約書の謄本（原本は法人が保管する） 

・住民票の写し等［コピー（複製）は不可］ 

主たる事務所を設置している都道府県知事

宛（指定都市のみに事務所を設置している場

合は、その市長宛）に提出する 

(注)２以上の都道府県の区域内に事務所を設

置する認定特定非営利活動法人（特例認定含

む）は、従たる事務所を設置している都道府

県知事宛にも提出する必要がある。 
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変更年月日 

変 更 事 項 
役 名 氏  名 住所又は居所 

 

 

 

令和２年３月１日 

辞任 

新任（補欠） 

 

 

 

 

 

理事 

理事 

 

 

 

 

 

赤坂 四郎 

霞 五郎 

 

 

 

 

 

・・・・・・ 

・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

１ 「変更事項」の欄には、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所（又は居所）の異動、

改姓又は改名の別を記載し、また、補欠のため、又は増員によって就任した場合には、その旨を

付記すること。なお、任期満了と同時に再任した場合には、再任とだけ記載すれば足りる。 

２ 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載すること。 

３ 改姓又は改名の場合には、「氏名」の欄に、旧姓又は旧名を括弧を付して併記すること。 

４ 「住所又は居所」の欄には、P301備考第一２に掲げる書面によって証される住所又は居所を記

載すること。 

５ 役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除く。）は以下の書類を添付す

ること。 

① 当該各役員が法第 20条各号に該当しないこと及び法第 21条の規定に違反しないことを誓約し、

並びに就任を承諾する書面の謄本（法第 23条第２項） 

② 当該各役員の住所又は居所を証する書面（法第 23条第２項） 

６  変更後の役員名簿については、２部を添付すること（ただし、法第 52条第１項の規定により非

所轄法人が提出する場合は、１部とする。）。 

 ７ ２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営

利活動法人が法第 52 条第１項（法第 62条において準用する場合を含む。）の規定に基づき所轄庁

以外の関係知事に提出する場合には、提出先の各都道府県が定めるところによること。 

赤坂四郎が任期途中で辞任し、霞五郎が補欠として選任された場合 

※変更後の役員名簿については、２部添付すること 

(ただし、法第 52 条第１項の規定により非所轄法人が提出

する場合は、１部添付すること） 

 

※２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定

非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人が法第

52 条第１項（法第 62 条において準用する場合を含む。）

の規定に基づき所轄庁以外の関係知事に提出する場合に

は、提出先の各都道府県が定めるところによる 

書類の提出部数等は、所轄庁が定めるところによります 
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様式例・記載例（法第 10条第 1項第 2号ロ関係） 
○○年○○月○○日 

 
特定非営利活動法人○○○○ 御中 
 

就任承諾及び誓約書 
 

  住所又は居所 ・・・・       
氏名 ○○○○          

 
私は、特定非営利活動法人○○○○の理事に就任することを承諾するとともに、特定非営利活動促

進法第 20条各号に該当しないこと及び同法第 21条の規定に違反しないことを誓約します。 
 

（備考） 
 「氏名」、「住所又は居所」の欄には、P301備考第一２に掲げる書面（住民票等）によって証さ

れた氏名、住所又は居所を記載する。 
 

特定非営利活動促進法第 20条の要件 

次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの 
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

二年を経過しない者 
三 以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなっ

た日から二年を経過しない者 
・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合 
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合 
・ 刑法第 204 条［傷害］、第 206 条［現場助勢］、第 208 条［暴行］、第 208 条の２［凶器準備

集合及び結集］、第 222条［脅迫］、第 247条［背任］の罪を犯した場合 
・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合 

四 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日

から五年を経過しない者 
五 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された

日から二年を経過しない者 
六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 
 
 

特定非営利活動促進法第 21条の要件 

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて

含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含ま

れることになってはならない。 
 

監 事 の 場 合

は 監 事 と 記

載する 

（役員総数５人以下の場合） 配偶者若しくは三親等以内の親族は、含ま

れることになってはならない 

（役員総数６人以上の場合）  配偶者若しくは三親等以内の親族は、それ

ぞれの役員について１人まで含まれてよい 

役員ごとの謄本を提出する 

原本は申請者が保管する 
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様式例・記載例（P319備考第八１関係） 

 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）       

代表者氏名              

電話番号                

 

 

 

 

 

定款変更認証申請書 

 

 下記のとおり定款を変更することについて、特定非営利活動促進法第 25条第３項の認証を受け

たいので、申請します。 

 

記 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書の提出年月日を

記載する 

特定非営利活動法人○○

○○と記載する 

 

新旧条文等の対照表は、以下のように作成する 

  

新（変更後） 旧（現行） 

第○条 ○○○○･･･ 第○条 △△△△･･･ 

    

 
 

【添付書類】 

・当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本（法第 25 条第４項）［１部］ 

・変更後の定款（法第 25 条第４項）［２部］ 

・当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書  

及び活動予算書（当該定款の変更が法第 11 条第１項第３号又は第 11 号に掲げる

事項に係る変更を含むものであるときに限る。）（法第 25 条第４項）［２部］ 

 

 

 

主たる事務所を設置している都道府県知事

宛（指定都市のみに事務所を設置している

場合は、その市長宛）に提出する 
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（備考） 

１ １には、変更しようとする定款の条文等について、変更後と現行の記載の違いを明らかに

した新旧条文等の対照表を記載すること。変更しようとする時期を定めている場合には、そ

の旨も記載すること。 

２ 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本（法第 25 条第４項）［１部］、変更後

の定款（法第 25 条第４項）［２部］並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業

年度の事業計画書及び活動予算書（当該定款の変更が法第 11 条第１項第３号又は第 11 号に

掲げる事項に係る変更を含むものであるときに限る。）（法第 25条第４項）［２部］を添付す

ること。 

３ 所轄庁の変更を伴う定款の変更の場合には、２に掲げる書類のほか以下の書類を添付する

こと。 

①役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名

簿をいう。）（法第 26 条第２項）［２部］ 

②法第２条第２項第２号及び法第 12 条第１項第３号に該当することを確認したことを示す

書面（法第 26条第２項）[１部] 

③直近の法第 28 条第１項に規定する事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間

は第 10 条第１項７号の事業計画書、同項８号の活動予算書及び第 14条の財産目録、合併

後当該書類が作成されるまでの間は第 34条第５項において準用する第 10条第１項７号の

事業計画書、第 34 条第５項において準用する第 10条第１項第８号の活動予算書及び法第

35条第１項の財産目録）（法第 26条第２項）[２部] 

  ４ 法第 52 条３項の規定により、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人

が法第 26条第１項の所轄庁の変更を伴う定款の変更の申請をする場合には、２及び３に掲げ

る書類のほか、第４章４⑶「その他の報告」⑥に掲げる提出書類⑧～⑪（204 頁参照）を添

付すること。 

  

【所轄庁変更を伴う定款変更認証申請の場合添付するもの】 

・役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を

記載した名簿をいう。）（法第 26 条第２項）［２部］ 

・法第２条第２項第２号及び法第 12 条第１項第３号に該当することを確認したこ

とを示す書面（法第 26 条第２項）[１部] 

・直近の法第 28 条第１項に規定する事業報告書等（設立後当該書類が作成され

るまでの間は第 10 条第１項７号の事業計画書、同項８号の活動予算書及び第

14 条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第 34 条第５項にお

いて準用する第 10 条第１項７号の事業計画書、第 34 条第５項において準用す

る第 10 条第１項第８号の活動予算書及び法第 35 条第１項の財産目録）（法第

26 条第２項）[２部] 

 

 

 
書類の提出部数等は、所轄庁が定めるところによります 
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様式例・記載例（法第 25条第４項関係） 
 
 

特定非営利活動法人○○○○第△△回社員総会議事録 
 
 
１ 日 時  ・・・・・・・・ 
２ 場 所  ・・・・・・・・ 
３ 出席者数  社員総数【 】人のうち【 】人出席 

（うち書面表決者【 】人、表決委任者【 】人） 
４ 審議事項 
 

・ 社員総数及び定款変更議決に必要な定足数の確認 
・ 定款変更に関する事項 
・ 事業計画及び活動予算に関する事項（行う事業の変更の場合） 
・ 特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び法第 12条第１項第３号に該当することの確認

（所轄庁の変更を伴う場合） 
等 

 
 
５ 議事の経過の概要及び議決の結果 
 
 
６ 議事録署名人の選任に関する事項 
 
 
以上、この議事録が正確であることを証します。 

 
○○年○○月○○日 

 
議    長 ○○○○        
議事録署名人 △△△△        

同    □□□□        
 
（備考） 
 ・３には、書面等表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。 

・社員総会で代表権のある理事の選任を決議した場合、登記手続の関係で登録印の押印が必要と

なる。 

謄本を提出する 

原本は法人が保管する 
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様式例・記載例（P321備考第十１関係） 

 

    年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）        

代表者氏名               

電話番号                 

 

 

 

 

定款の変更の登記完了提出書 

 

 

定款の変更の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第 25 条第７項（同法第 52 条第１項（同法

第62条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により、

登記事項証明書を添えて提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

  １ この提出書には、登記事項証明書２部（うち、写し１部）を添付すること（ただし、法第 52条

第１項の規定により非所轄法人が提出する場合は、写しの添付を要しない。）。 

２ ２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営

利活動法人が法第 52 条第１項（法第 62条においての準用する場合を含む。）の規定に基づき、所

轄庁以外の関係知事に提出する場合には、提出先の団体が定めるところによること。

特定非営利活動法人○○○○と記載する 

提出書の提出年月日を記載する 

【添付書類】 

・登記事項証明書２部（うち、写し１部） 

 (ただし、法第 52 条第１項の規定により非所轄法人が提出する場合は、写しの 

添付を要しない。) 

 

主たる事務所を設置している都道府県知事

宛（指定都市のみに事務所を設置している

場合は、その市長宛）に提出する 

(注)２以上の都道府県の区域内に事務所を

設置する認定特定非営利活動法人（特例認

定含む）は、従たる事務所を設置している

都道府県知事宛にも提出する必要がある。 

書類の提出部数等は、所轄庁が定めるところによります 
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様式例・記載例（P321備考第九１関係） 

 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）       

代表者氏名              

電話番号                

 

 

 

 

 

定款変更届出書 

 

 下記のとおり定款を変更したので、特定非営利活動促進法第 25 条第６項（同法第 52 条第１項

（同法第 62条において準用する場合を含む。）により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に

より、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて届け出ます。 

記 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人○○○○と記載する 

申請書の提出年月日を記載する 

新旧条文等の対照表は、以下のように作成する 

  

新（変更後） 旧（現行） 

第○条 ○○○○･･･ 第○条 △△△△･･･ 

    

 

【添付書類】 

・当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本（法第 25 条第６項）［１部］ 

・変更後の定款（法第 25 条第６項）［２部］ 

（ただし、法第 52 条第１項の規定により非所轄法人が提出する場合は、1 部でよい） 

 

 

 

 

 

 

 

主たる事務所を設置している都道府県知事

宛（指定都市のみに事務所を設置している

場合は、その市長宛）に提出する 

(注)２以上の都道府県の区域内に事務所を

設置する認定特定非営利活動法人（特例認

定含む）は、従たる事務所を設置している

都道府県知事宛にも提出する必要がある。 
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（備考） 

１ １には、変更した定款の条文等について、変更後と変更前の記載の違いを明らかにした新

旧条文等の対照表を記載し、併せて、変更した時期を記載すること。 

 ２ この届出書には、議事録の謄本１部及び変更後の定款２部を添付すること（ただし、法第

５２条第１項の規定により非所轄法人が提出する場合は、副本の添付を要しない。）。 

 ３ ２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は特例認定特定

非営利活動法人が法第５２条第１項（法第６２条において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、所轄庁以外の関係知事に提出する場合には、提出先の団体が定めるところによること。 
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４ 認定 NPO法人等の報告義務 

 

⑴ 事業年度終了後の役員報酬規程等の報告 

認定 NPO法人等は、所轄庁の条例で定めるところにより、毎事業年度１回、下表①～

⑨に掲げる書類を所轄庁に提出しなければなりません（法 54②二～四、55①、62、法規

32）。 

 

（注１） すべての NPO法人は、条例で定めるところにより、毎事業年度１回、所轄庁に事業報告

書等を提出する必要があります（法 29、155頁を参照願います。）。 

（注２） ２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定 NPO法人等は、所轄庁のほか所轄庁  

以外の関係知事にも提出しなければなりません（法 55①、62）。 

 

○ 所轄庁に毎事業年度提出する書類一覧 

 提 出 書 類 参照ページ 

① 認定（特例認定）特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書 213、214 

② 
前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

（内容に変更がない場合、毎事業年度の提出は不要） 
 

③ 
収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する

事項を記載した書類 

前 

事 

業 

年 

度 

の 

収 

益 

の 

明 

細 

な 

ど 

215～221 

④ 

次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に

関する事項を記載した書類 

イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれに

ついて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付し

た場合におけるそれぞれ第 1順位から第５順位までの取引 

ロ 役員等（注１）との取引 

⑤ 

寄附者（当該認定 NPO 法人等の役員、役員の配偶者若しく

は三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者（注２）で、

前事業年度における当該認定 NPO 法人等に対する寄附金の合

計額が 20 万円以上であるものに限ります。）の氏名並びにそ

の寄附金の額及び受領年月日を記載した書類 

⑥ 

役員等に対する報酬又は給与の状況 

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況（ロに係る

部分を除く。） 

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総

額に関する事項 

⑦ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日 

⑧ 
海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその

金額及び使途並びにその実施日を記載した書類 

【令和２年改正点】 

 
☞  
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⑨ 

第３章「２(1)認定の基準の概要」の⑶（ロの部分を除きます。）、
⑷イ及びロ、⑸並びに⑺に掲げる基準に適合している旨及び欠格
事由のいずれにも該当していない旨を説明する書類（特例認定の
場合も同じです。） 
※認定基準等チェック表（第３表、第４表（初葉）、第５表、第
７表）、欠格事由チェック表 

133～138 
144～149 

 
（注） ④欄の「役員等」及び⑤欄の「特殊の関係」の詳細については、223 ページを御参照くだ

さい。 
 
⑵ 助成金の報告 

認定 NPO 法人等は、助成金の支給を行ったときには、所轄庁の条例で定めるところによ

り、支給後遅滞なく、助成金の実績を記載した書類を作成し、所轄庁に提出しなければな

りません（法 54③、55②、62）。 
 

 ⑶ その他の報告 

   認定 NPO法人等は、次表に掲げる「提出するとき」欄に該当する事項がある場合には、

「提出書類」欄に掲げる書類を「提出先」欄に提出する必要があります。 
 

 提 出 す る と き 提 出 書 類 提 出 先 
① 所轄庁から認定、特例

認定又は認定の有効期間

の更新の通知を受けた場

合(法 49④、法 51⑤、法

62) 

※二以上の都道府県に事

務所を設置する法人に限

る。 

①直近の事業報告書等 

②役員名簿 

③定款等 

④認定、特例認定又は認定の有効期間の

更新の申請書に添付した書類の写し 

⑤認定、特例認定又は認定の有効期間の

更新に関する書類の写し 

⑥法規 27②、法規 28 及び法規 33①に規

定されている提出書（認定の通知を受

けた場合は様式第１号、特例認定を受

けた場合は様式第４号、認定の有効期

間の更新を受けた場合は様式第２号） 

※①～③は、認定の有効期間の更新の場

合は提出不要です（法 51⑤）。 

所轄庁以外

の関係知事 

 

② 役員の変更等をした場

合（法 52①、法 62、法 23) 

①役員の変更等届出書（193～194頁） 
②変更後の役員名簿 
③役員が新たに就任した場合は、 
 イ その役員が法第 20条（役員の欠格

事由）に該当しないこと及び法第 21
条（役員の親族等の排除）に違反し

ないことを誓約し、就任を承諾する

書面の写し 
 ロ 当該役員の住所又は居所を証する

書面として条例で定めるもの 

所轄庁（二

以上の都道

府県に事務

所を設置す

る法人は所

轄庁及び所

轄庁以外の

関係知事） 

 

③ 定款を変更した場合

（所轄庁の認証が必要な

場合を除きます。）(法 52

①、法 62、法 25⑥) 

①定款変更届出書（200頁） 

②当該定款の変更を議決した社員総会の

議事録の謄本 

③変更後の定款 

④その他所轄庁及び所轄庁以外の関係知

事の条例で定める事項 
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④ 定款の変更に係る登記

をした場合(法 52①、法

62、法 25⑦) 

①定款の変更の登記完了提出書（199頁） 

②登記をしたことを証する登記事項証明  

 書 
⑤  定款の変更の認証を受

けた場合(法 52②、法 62、

法 25③④) 

※二以上の都道府県に事

務所を設置する法人に限

る。 

①認定（特例認定）特定非営利活動法人

の定款変更の認証を受けた場合の提出

書（228頁） 

②当該定款の変更を議決した社員総会の

議事録の謄本 

③変更後の定款 

④その他所轄庁以外の関係知事の条例で

定める事項 

所轄庁以外

の関係知事 

 

⑥ 認定 NPO 法人等が所轄

庁の変更を伴う定款の変

更の認証を受けなければ

ならない事項の申請をす

る場合(法 52③、法 62、

法規 30、法規 34、法 26

①) 

①定款の変更の認証を受けなければなら

ない事項（法 25③）に係る定款変更認

証申請書（196頁） 

②定款の変更を議決した社員総会の議事

録の謄本 

③変更後の定款 

④定款の変更の日の属する事業年度及び

翌事業年度の事業計画書及び活動予算

書（法 11①三又は十一に掲げる事項に

限ります。） 

⑤役員名簿 

⑥宗教活動等を主たる目的等とするもの

ではないこと（法２②二）及び暴力団

等に該当しないものであること（法 12

①三）を確認したことを示す書面 

⑦直近の事業報告書等 

⑧認定等申請書に添付した寄附者名簿等

全ての添付書類の写し 

⑨認定等に関する書類の写し 

⑩所轄庁に提出した直近の役員報酬規程

等（寄附者名簿を除く添付書類を含み

ます。）の写し 

⑪所轄庁に提出した直近の助成金の実績

を記載した書類 

変更前の所

轄庁を経由

して変更後

の所轄庁へ

提出 

⑦ 認定 NPO法人等の代表者

の氏名に変更があった場

合（法 53①、法 62） 

認定（特例認定）特定非営利活動法人の

代表者変更届出書(227頁) 

所轄庁 

⑧ 認定 NPO 法人等がその事

務所が所在する都道府県

以外の都道府県の区域内

に新たに事務所を設置し

た場合(法 53④、法 62、

法規 31②、法規 33②) 

①直近の事業報告書等 

②役員名簿 

③定款等 

④認定、特例認定又は認定の有効期間の

更新の申請書に添付した書類の写し 

⑤認定、特例認定又は認定の有効期間の

更新に関する書類の写し 

⑥法規 31②及び法規 33②に規定されてい  

  る提出書（認定 NPO 法人は様式第３号、 

特例認定 NPO 法人は様式第５号） 

所轄庁以外

の関係知事 
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５ 認定 NPO法人等の情報公開 

 

⑴  認定 NPO法人等の情報公開（閲覧） 

認定 NPO法人等は、以下の書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由が

ある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならないこととされて

います（206～207頁の「認定 NPO法人等、所轄庁における閲覧等書類一覧」参照）（法

52④、54④、法 62）。 

① 事業報告書等 

② 役員名簿 

③ 定款等 

④ 認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格

事由に該当しない旨を説明する書類 

⑤ 認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載

した書類 

⑥ 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 

⑦ 前事業年度の収益の明細など 

⑧ ⑦のほか、法規 32②で定める書類 

⑨ 助成金の支給の実績を記載した書類 

 

 

（注）①～②の書類を請求に応じて閲覧させる場合、個人の住所又は居所に係る記載の部分

を除くことができます（法 52⑤）。 

 

≪参考≫ 

認定 NPO 法人等は、認定等を受けたときは、以下の書類をその事務所に備え置かなければならない

こととされています（法 54①②、法 62）。 

【令和２年改正点】 

 
☞  
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⑵ 所轄庁の情報公開（閲覧・謄写） 

所轄庁は、認定 NPO法人等から提出を受けた上記(1)の書類について、閲覧又は謄写の

請求があったときは、所轄庁の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写

させなければならないこととされています(法 30、56、62)。 

 

認定 NPO法人等、所轄庁における閲覧等書類一覧 

 認定 NPO 法人等及び所轄庁において閲覧（所轄庁においては謄写も可能です。）対象となる

書類及びその閲覧可能年分は以下のとおりです。 

 

 

書    類    名 
認定 NPO法人等   

（閲覧） 

所轄庁      

（閲覧又は謄写） 

事業報告書等（注１） 

○ 

作
成
日
か
ら
５
年
が
経

過
し
た
日
を
含
む
事
業

年
度
の
末
日
ま
で ○ 

過
去
５
年
間
に
提
出
を

受
け
た
も
の 

 

事業報告書 

計算書類（活動計算書、貸借対照表） 

財産目録 

年間役員名簿（各事業年度において役員であった者全員の氏名及び

住所等並びに報酬の有無を記載した名簿） 

社員のうち 10人以上の者の氏名及び住所等を記載した書面 

役員名簿（注１） 

（注２） （注２） 
定款等（定款、認証及び登記に関する書類の写し） 

認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及

び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 
○ 

認
定
の
有
効

期
間
中
（
注
３
） 

○ 
認
定
の
有
効

期
間
中
（
注
３
） 

認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容

を記載した書類 
○ ○ 

書    類    名 
備置き期間 

認定 NPO法人 特例認定 NPO法人 

認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書

類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類（法 54①） 認定の日から 

起算して５年間 

特例認定の日か

ら起算して３年

間 認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の

内容を記載した書類（法 54①） 

前事業年度の寄附者名簿（法 54②一） 
作成の日から 

起算して５年間 

作成の日から 

起算して３年間 

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程（法 54②

二) 

作成の日から起

算して５年が経

過した日を含む

事業年度の末日

までの間 

翌々事業年度の

末日までの間 

前事業年度の収益の明細など（法 54②三） 

第３章「２(1)認定の基準の概要」の(3)（ロに係る部分を除きます。）、
(4)イ及びロ、(5)並びに(7)に掲げる基準に適合している旨並びに欠
格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類（法 54②四、法規
32②） 

「助成金の支給の実績」を記載した書類（法 54③） 

作成の日から特

例認定の有効期

間の満了の日ま

での間 

【令和２年改正点】 

 
☞  
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 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 ○ 

作
成
日
か
ら
５
年
が
経
過
し
た
日
を
含
む
事
業
年
度
の
末
日
ま
で 

○ 

過
去
５
年
間
に
提
出
を
受
け
た
も
の 

前

事

業

年

度

の

収

益

の

明

細

な

ど

 

収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を
記載した書類 

○  ○ 

資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事
項を記載した書類 

○ × 

次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する
事項を記載した書類 
イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、
取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけ
るそれぞれ第１順位から第５順位までの取引 

ロ 役員等との取引 

○ ○ 

寄附者（当該認定 NPO法人等の役員、役員の配偶者若しくは三親
等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度におけ
る当該認定 NPO 法人等に対する寄附金の額の合計額が 20 万円以上
であるものに限ります。）の氏名並びにその寄附金の額及び受領年
月日を記載した書類 

○ ○ 

役員等に対する報酬又は給与の状況を記載した書類 
イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況（ロに係る部分を除
く。） 

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関
する事項 

○ ○ 

支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日を記載し
た書類 

○ ○ 
海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額

及び使途並びにその実施日を記載した書類 
○ ○ 

第３章「２(1)認定の基準の概要」の(3)（ロに係る部分を除きます。）、
(4)イ及びロ、(5)並びに(7)に掲げる基準に適合している旨並びに欠格事
由のいずれにも該当しない旨を説明する書類 

○ ○ 

「助成金の支給の実績」を記載した書類 ○ 

作
成
の
日
か
ら
５
年
が
経

過
し
た
日
を
含
む
事
業
年

度
の
末
日
ま
で
（
注
４
） 

○ 

寄附者名簿 × × 

認定（特例認定）申請書 × × 

認定（特例認定）申請書の添付書類のうち上記に含まれていないもの × × 

 
 

（注１） 認定 NPO 法人・特例認定 NPO 法人が閲覧させる場合、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くこ

とができます。所轄庁が閲覧又は謄写させる場合、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いて閲覧

又は謄写させなければいけません（令和２年改正法 30、52⑤）。 

（注２） 所轄庁又は認定 NPO 法人等において役員名簿又は定款等の閲覧等を行う場合には、最新のものが閲覧

等の対象となります。 

（注３） 特例認定 NPO法人の場合は特例認定の日から３年間 

（注４） 特例認定 NPO法人の場合は作成の日から特例認定の有効期間の満了の日まで 
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６ 認定 NPO法人等に対する監督等 

 

⑴ 認定 NPO法人等に対する報告及び検査 

イ 所轄庁は、認定 NPO 法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款

に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該

認定 NPO 法人等に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせることができ

ます。 

また、所轄庁は、所轄庁の職員に当該認定 NPO法人等の事務所その他の施設に立ち

入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ

とができます(法 64①)。 

ロ 所轄庁以外の関係知事は、認定 NPO 法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処

分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認め

るときは、当該認定 NPO 法人等に対し、当該都道府県の区域内における業務若しくは

財産の状況に関し報告をさせることができます。 

また、所轄庁以外の関係知事は、所轄庁以外の関係知事の職員に、当該都道府県の

区域内に所在する当該認定 NPO法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若

しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができます(法

64②)。 

ハ 上記イ又はロの検査については、次のように定められています。 

① 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、当該検査をする職員に、上記イ又はロの疑

いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、認定 NPO法人等の役員等に

提示させるものとされています（法 64③）。 

② 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事が、上記イ又はロの検査の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあると認める場合には、あらかじめ、上記ハ①の書面の提示を要し

ないものとされています（法 64④）。 

③ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、その検査を終了するまでの間に、当該検査

をする職員に、認定 NPO法人等の役員等に上記ハ①の書面を提示させるものとされ

ています（法 64⑤）。 

④ 上記イ又はロの検査をする職員が、当該検査により上記ハ①又は③で理由として

提示した事項以外の事項について、イ又はロの疑いがあると認められることとなっ

た場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではないものとされ

ています。この場合、ハ①又は③の規定による書面の提示は、当該事項に関する検

査については適用しないものとされています（法 64⑥）。 

⑤ イ又はロの検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを

提示しなければならず、この検査の権限は犯罪捜査のために認められたものではあ

りません（法 64⑦、41③④）。 

 
 



209 

⑵ 認定 NPO法人等に対する勧告、命令等 

  イ 所轄庁は、認定 NPO法人等について、(4)ロ①から③の認定又は特例認定（以下「認 

定等」といいます。）の取消事由のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由が 

ある場合には、当該認定 NPO 法人等に対し、期限を定めて、その改善のために必要な

措置を採るべき旨の勧告をすることができます(法 65①)。 

ロ 所轄庁以外の関係知事は、認定 NPO 法人等について、(4)ロ①（第３章「２(1)認定

の基準の概要」の(3)は除きます。） から③の認定等の取消事由のいずれかに該当する

と疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定 NPO 法人等に対し、期限を定め

て、当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必要な措置

を採るべき旨の勧告をすることができます(法 65②)。 

ハ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、上記イ又はロの規定による勧告を受けた認定

NPO 法人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該

認定 NPO 法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができます

(法 65④)。 

ニ 上記イ及びロの勧告並びにハの命令は、書面により行うよう努めなければならない

こととされています（法 65⑤）。 

ホ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、上記イ若しくはロの勧告又はハの命令をした

ときは、インターネットの利用その他適切な方法により、その勧告の内容又は命令を

した旨を公示することとされています（法 65③⑥）。 

へ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、イ若しくはロの勧告又はハの命令をしようと

するときは、次に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、それぞれに定

める者の意見を聴くことができるものとされています(法 65⑦)。 

① 欠格事由の概要（80頁参照）の(1)４及び(6)の事由 警視総監又は道府県警察本

部長 

② 欠格事由の概要（80頁参照）の(4)及び(5)の事由 国税庁長官、関係都道府 

県知事又は関係市町村長 

 

⑶ その他の事業の停止 

イ 所轄庁は、その他の事業を行う認定 NPO 法人につき、その他の事業から生じた利益

が当該認定 NPO 法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認め

るときは、当該認定 NPO法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができます(法

66①)。 

ロ 所轄庁は、上記イの命令を書面により行うよう努めることとされており、当該命令

をしたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、その旨を公示するこ

ととされています（法 66②、65⑤⑥）。 

 

⑷  認定 NPO法人等に対する認定等の取消し 

イ  所轄庁は、認定 NPO法人等が次のいずれかに該当するときは、認定又は特例認定（以
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下「認定等」といいます。）を取り消さなければなりません (法 67①③)。 

① 欠格事由（認定等を取り消され、その取消しの日から５年を経過しないものを除

きます。欠格事由については 94～95頁を参照願います。）のいずれかに該当するとき  

② 偽りその他不正の手段により認定、特例認定、認定の有効期間の更新並びに合併

による地位の承継の認定を受けたとき 
③ 正当な理由がなく、上記⑵ハの命令又は⑶イのその他の事業の停止命令に従わな

いとき 
④ 認定 NPO法人等から認定又は特例認定の取消しの申請があったとき 

ロ 所轄庁は、認定 NPO 法人等が次のいずれかに該当するときは、認定等を取り消すこ

とができます(法 67②③)。 

① 第３章「２(1)認定の基準の概要」(3)、(4)イ若しくはロ、(7)（77～79頁参照）

に掲げる基準に適合しなくなったとき 

②  事業報告書等を所轄庁に提出しないとき、「５ 認定 NPO 法人等の情報公開」(1)

（205頁参照）に違反して書類を閲覧させないとき 

③ 上記ロ①及び②のほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したと

き 

ハ  認定等の取消しに係る聴聞等について、次のように定められています。 

①  上記⑷イ又はロの認定等の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該認定

NPO法人等から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならないも

のとされています（法 67④、43③）。 

② 所轄庁は、上記ハ①の請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公

開により行わないときは、当該認定 NPO法人等に対し、当該公開により行わない理

由を記載した書面を交付しなければならないものとされています（法 67④、43④）。 

③ 所轄庁は、認定等を取り消したときは、その理由を付した書面をもって認定等を

受けていた NPO法人等にその旨を通知するとともに、インターネットの利用その他

の適切な方法により、その旨を公示することとされています(法 67④、49①②) 

④ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、認定等の取消しをしようとするときは、次

に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、それぞれに定める者の意見

を聴くことができるものとされています(法 67④、65⑦)。 

a 欠格事由の概要（80 頁参照）の(1)４及び(6)の事由 警視総監又は道府県警察

本部長 

b 欠格事由の概要（80 頁参照）の(4)及び(5)の事由 国税庁長官、関係都道府県

知事又は関係市町村長 

 

 

≪参考≫ 認定の取消しを受けた場合の取戻し課税 

認定 NPO 法人の認定が取り消された場合には、その取消しの基因となった事実が生じた日を

含む事業年度以後の各事業年度のみなし寄附金の額(注)のうち、所得の金額の計算上損金の額に

算入された金額に相当する金額の合計額は、その法人のその取消しの日を含む事業年度の収益
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事業（法人税法第２条第 13 号の収益事業を言います。(注)に同じです。）から生じた収益とみ

なされ、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することとなります(措法 66の

11の 2③～⑤)。 

   （注）収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該

当するもののために支出した金額をいいます（100頁参照）。 

 

⑸ 罰則 

法の規定に違反した場合には、以下のイ～ハの罰則が設けられています。 

イ ６か月以下の懲役又は 50万円以下の罰金 

偽りその他不正の手段により認定、認定の有効期間の更新、特例認定又は認定 NPO

法人等と認定 NPO法人等でない法人の合併について所轄庁の認定を受けた者は、６か

月以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処せられます（法 77）。 

ロ 50 万円以下の罰金 

次の①～④に該当する者は、50万円以下の罰金に処せられます（法 78、79）。 

① 認定 NPO法人又は特例認定 NPO法人でない者であって、その名称又は商号中に、

認定 NPO法人又は特例認定 NPO 法人であると誤認されるおそれのある文字を用いた

者（法 50①、62、78二、四） 

② 不正の目的をもって、他の認定 NPO法人又は特例認定 NPO 法人であると誤認され

るおそれのある名称又は商号を使用した者（法 50②、62、78三、五） 

③ 正当な理由がないのに、上記⑵ハの規定による命令に違反して、その命令に係る

措置を採らなかった者（法 65④、78六） 

④ 正当な理由がないのに、上記⑶イの規定による停止命令に違反して引き続きその

他の事業を行った者（法 66①、78七） 

  ハ 20万円以下の過料 

以下の①～④のいずれかに該当する場合においては、NPO法人の理事、監事又は清

算人は、20 万円以下の過料に処せられます（法 80）。 

   ① 認定 NPO法人等が、代表者の氏名に変更があったときの所轄庁への届出等（法 52

①、53①）、の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき（法 80三） 

   ② 認定 NPO法人等が、認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置きの規定（法

54①～③）に違反して、その事務所に備え置かなければならない書類（第４章５⑴

「認定 NPO法人等の情報公開（閲覧）≪参考≫（205～206頁）」）を備え置かず、又

はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき（法 80四） 

   ③ 事務所が二以上の区域内に事務所を設置する認定 NPO法人等が認定の通知を受け

たとき、若しくは認定 NPO法人等が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新

たに事務所を設置したときの関係知事への直近の事業報告書等及び役員名簿又は定

款等の提出の規定（法 49④、53④）又は事務所が二以上の区域内に事務所を設置す

る認定 NPO法人等が定款変更の認証を受けたときの関係知事への社員総会の議事録

の謄本等の提出の規定(法 52②)、認定 NPO 法人等が所轄庁への役員報酬規程等の提
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出の規定（法 55①②）に違反して、毎事業年度１回提出しなければならない書類（第

４章４⑴「事業年度終了後の役員報酬規程等の報告」（202～203頁）を参照してく

ださい）及び第４章４⑶「その他の報告」（203～204 頁参照）①、④、⑤、⑧の書

類の提出を怠ったとき（法 80五） 

   ④ 上記⑴イ若しくはロによる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避したとき（法 80十） 
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認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書 
特例認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書 

 
特定非営利活動促進法第 55条第１項（第 62条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、以下 
の書類を提出します。 

⑴ 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給
に関する規程 

ﾁｪｯｸ欄 

 

 

提出しない場合  

 最後に役員報酬規程を提出した事業年度（    年度）  

 最後に職員給与規程を提出した事業年度（    年度）  

⑵ 前事業年度の収益の明細その他の資金に関

する事項、寄附金に関する事項その他の内閣

府令で定める事項を記載した書類 

 （特定非営利活動促進法第 54 条第２項第３号

に定める事項を記載した書類のうち、資産の

譲渡等に関する事項を記載した書類を除く） 

 

 ① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その

他の資金に関する事項 

 

② 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額

その他その内容に関する事項 

イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる

取引のそれぞれについて、取引金額の最

も多いものから順次その順位を付した

場合におけるそれぞれ第一順位から第

五順位までの取引 

ロ 役員等との取引 

 

③ 寄附者（当該認定特定非営利活動法人等

の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内

の親族又は役員と特殊の関係のある者で、

前事業年度における当該認定特定非営利

活動法人等に対する寄附金の額の合計額

が二十万円以上であるものに限る。）の氏

名並びにその寄附金の額及び受領年月日 

 

 

 ④ 役員等に対する報酬又は給与の状況 

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給

（ロを除く） 

ロ 給与を得た職員の総数及び総額 

 

⑤ 支出した寄附金の額並びにその相手先

及び支出年月日 

 

⑥ 海外への送金又は金銭の持出しを行っ

た場合におけるその金額及び使途並びに

その実施日 

 

⑶ 法第 45 条第１項第３号（ロに係る部分を

除く。）、第４号イ及びロ、第５号並びに第

７号に掲げる基準に適合している旨及び法

第 47条各号のいずれにも該当していない旨

を説明する書類 

 

 認定基準等チェック表（第３表） 

※「ロ」の欄の記載は必要ありません。 

 

 

「役員の状況」第３表付表１  

監査証明書 又は 

「帳簿組織の状況」第３表付表２ 

 

認定基準等チェック表（第４表）(初葉)  

認定基準等チェック表（第５表）  

認定基準等チェック表（第７表）  

欠格事由チェック表  

 

 
（注意事項） 

２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人は、所轄庁及び所轄

庁以外の関係知事に提出することとなります。 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

 

 

 

        

知事 ・ 市長 殿 
 

主たる事務所の 

 

所  在  地 

〒 

 

電 話（  ）    ― 

ＦＡＸ（  ）    ― 

（フリガナ） 

 

名     称 

 

 

 

（フリガナ） 

 

代表者の氏名  

 

                   

   

認定（特例認定）の有効期間 事 業 年 度 

自 平成・令和   年  月  日 

至    令和     年  月  日 

自 平成・令和  年  月  日 

至   令和    年  月  日 

様式例（P389 備考第二十六１関係） 
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「認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書」 

「特例認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書」の記載上の留意点等 

 

１ この用紙は、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非活動法人が、特定非営利活動促進法第 55条第１項（第 62条に

おいて準用する第 55条第１項を含む。）の規定により、毎事業年度開始の日から３か月以内に特定非営利活動促進法第 54

条第２項に掲げる書類を所轄庁（２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は特例認定特定

非営利活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事。）に提出する際に使用します。 

 

２ 各書類を作成するごとに右欄の「チェック欄」にチェックし、この用紙を提出書類の一番前にとじて、提出してください。

「⑴ 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程」について、提出しない場合は「提出しない場合」にチェック

するとともに、「最後に役員報酬規程を提出した事業年度」「最後に職員給与規程を提出した事業年度」の空欄に事業年度を記

載いただき、「チェック欄」にチェックしてください。 

 

３  提出書類の様式について 

特定非営利活動促進法第 55条第１項の規定により提出する書類のうち、「法第 45条第１項第３号（ロに係る部分を除く。）、

第４号イ及びロ、第５号並びに第７号に掲げる基準に適合している旨及び法第 47 条各号のいずれにも該当していない旨を

説明する書類」については、認定申請書の添付書類としての「認定基準等チェック表」の第３表（「ロ」欄の記載は必要あ

りません。）、第３表付表１・２、第４表（初葉）、第５表、第７表及び欠格事由チェック表を使用することができますが、

その際には第３表の「 年 月 日～ 年 月 日」の欄に当該事業年度を記載の上、使用してください。 
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特定非営利活動促進法第 54条第２項第３号に定める事項を記載した書類 
 

１ 資金に関する事項［①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項］ 

法人名  事 業 年 度 年 月 日～ 年 月 日 

 
⑴ 収益の源泉別の明細 

収  益  源  泉  の  内  訳 金       額 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

合                   計 円 

 
 

⑵ 借入金の明細 
借       入       先 金       額 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

合                  計 円 

 
 ⑶ その他 
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２ 取引の内容に関する事項［②次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 ロ 役員等との取引］ 

 
 
 ⑴ 収益の生ずる取引の上位５者 

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等 

  円  

  円  

  円  

  円  

  円  
 
 
 ⑵ 費用の生ずる取引の上位５者 

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等 

  円  

  円  

  円  

  円  

  円  
 
 

⑶ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引 
イ 資産の譲渡（棚卸資産を含む。） 

取引先の氏名等 
法人との 
関  係 

譲 渡 資 産 の 内 容 
譲  渡 
年 月 日 

譲  渡  価  格 そ の 他 の 取 引 条 件 等 

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  
 

 
 

法人名  事 業 年 度 年 月 日～ 年 月 日 
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ロ 資産の貸付け（金銭の貸付けを含む。） 

取 引 先 の 氏 名 等 
法人との 
関  係 

貸付資産の内容 
貸  付 
年 月 日 

対  価  の  額 そ の 他 の 取 引 条 件 等 

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  
 
 
  ハ 役務の提供（施設の利用等を含む。） 

取 引 先 の 氏 名 等 法人との 
関  係 役務の提供の内容 役務の提

供年月日 対  価  の  額 そ の 他 の 取 引 条 件 等 

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  

    円  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人名  事 業 年 度 年 月 日～ 年 月 日 
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３ 寄附者に関する事項［③寄附者（役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日］ 

 

 
氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 

 円 .    . 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人名  事 業 年 度 年 月 日～ 年 月 日 
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４ 役員等に対する報酬又は給与の状況［④イ 役員等に対する報酬又は給与の支給（ロを除く）、ロ 給与を得た

職員の総数及び総額］ 
 

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者と特殊の関係にある者（注１）（以下「役員等」という）に対する報酬又は給与の支給について記

載してください。 
（注１）「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。 

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族  

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若し

くは三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者  

 

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給（ロを除く）                                                                                                                                           

氏    名 職 名  法人との関係 
（注２） 

報酬・給与の 
区    分 支 給 期 間 等 支 給 金 額 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

（注２）注１の①～④の内容を具体的に記述します。 

 

 

ロ 給与を得た職員の総数及び総額 
集 計 期 間   年  月  日 ～   年  月  日 
 
給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額  

 円 
 

 
 
 
 

法人名  事 業 年 度 年 月 日～ 年 月 日 
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５ 支出した寄附金に関する事項［⑤支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日］ 

 

 

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 金 額 支 出 年 月 日 寄 附 の 目 的 等 

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

  
円   

 
合   計 円   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人名  事 業 年 度 年 月 日～ 年 月 日 
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６ 海外への送金等に関する事項［⑥海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに

その実施日］ 

 

 

実  施  日 使          途 金   額 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

.    .  
円 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人名  事 業 年 度 年 月 日～ 年 月 日 
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資産の譲渡等の内容に関する事項［資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項］ 

法人名  事 業 年 度 年 月 日～ 年 月 日 

 
⑴ 資産の譲渡に係る料金及び条件等 

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  
 
 ⑵ 資産の貸付けに係る料金及び条件等 

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  
 
 ⑶ 役務の提供に係る料金及び条件等 

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  
 

※この書類は所轄庁へ提出する必要はありません。 



223 
  
 

「特定非営利活動促進法第 54条第２項第３号に定める事項を記載した書類」記載要領 

 

１ 「１ 資金に関する事項」欄 

  ⑴欄には、受取寄附金、○○事業収益、○○資産売却益、受取利息等の収益の源泉別の内訳を記載します。 

  ⑵欄には、借入金がある場合に、その借入先ごとの内訳を記載します。 

 ⑶欄には、上記の他に資金に関する重要な事項がある場合に記載します。 

 

２ 「２ 取引の内容に関する事項」欄 

  ⑴及び⑵の各欄には、収益及び費用が生ずる取引それぞれについて取引金額の最も多いものから上位５者に対する、取引内

容等について記載します。 

  ⑶の各欄には、役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の親族等との取引等について記載します。 

（注意事項） 

この場合の「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の親族等」とは次の者が該当します。 

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族  

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以

内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者 

 

３ 「３ 寄附者に関する事項」欄 

  当期中の寄附者のうち、役員、役員の親族等で寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上の者について記載し   

ます。 

（注意事項） 

この場合の「役員の親族等」とは次の者が該当します。 

① 役員の配偶者若しくは三親等以内の親族 

② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

③ 役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの 

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしているもの 

 

４ 「４ 役員等に対する報酬又は給与の状況」欄 

イの欄には、役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者に対する報酬又は給与の支給について記載します。ロの欄には、当期中に給与を支給した従業員の総数

と総額を記載します。なお、経過措置については次ページ「認定特定非営利活動法人等が毎事業年度提出する役員報酬規程

等提出書の変更点」を御参照下さい。 

 

５ 「５ 支出した寄附金に関する事項」欄 

  当期中に支出した寄附金（助成金を含みます。）について記載します。 

 

６ 「６ 海外への送金等に関する事項」欄 

  海外への送金又は金銭の持出しを行った場合に記載します。 
 
 「資産の譲渡等の内容に関する事項」欄 

（所轄庁への提出は不要ですが、NPO法人において、作成、備置、閲覧については引き続き行う必要があります。） 

⑴～⑶の各欄には、譲渡資産等の内容、料金及び特定の者に対する割引販売等の譲渡等における条件を記載します。 

個別の記載に代えて、料金表、カタログ等を添付する場合には、その旨を記載します。 
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11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

・前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程（法54②二）
・前事業年度の資産の譲渡等に関する事項（資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他の資金
  に関する事項）（法54②三、法規32①二。様式例P222）
・役員等に対する報酬又は給与の状況（法54②三、法規32①五。様式例P219）

認定特定非営利活動法人等が毎事業年度提出する
役員報酬規程等提出書の変更点

2021年

2021年６月９日

改正NPO法・改正NPO法施行規則施行

2020年度の役員報酬規程等

提出書の作成、提出

４月１日

2021年度の

事業開始
事ケース１

事業年度が

４月１日～３月31日の法人

2020年度の事業

ケース２

事業年度が

７月１日～６月30日の法人

2020年度の事業

2021年度の

事業開始

７月１日

改正NPO法・改正NPO法施行規則の施行日前に開始した

事業年度において作成・提出すべき書類に該当するた

め、従前の例による

• 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程について

は、変更がなくとも提出義務あり（令和２年改正法

附則３）

• 資産の譲渡等に関する事項については所轄庁への提

出義務あり（令和２年改正法附則３）

• 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況について、

作成の義務なし（令和３年改正施行規則附則２）

2020年

改正NPO法・改正NPO法施行規則の施行日以後に開始する事

業年度において作成・提出すべき書類に該当するため、改

正NPO法・改正NPO法施行規則が適用される

• 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程については、

既に提出されている書類の内容に変更がない場合、所

轄庁への提出は不要（令和２年改正法附則３）※

• 資産の譲渡等に関する事項については、所轄庁への提

出は不要（令和２年改正法附則３）※

• 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況について、

作成の義務あり（令和３年改正施行規則附則２）

※改正NPO法・改正NPO法施行規則の

施行日以後に開始する事業年度にお

いて作成すべき書類について、提出は

不要ですが、作成、備置、閲覧につい

ては引き続き行う必要があります。

（法54②二、法54②三、法54④）

2020年度の役員報酬規程等

提出書の作成、提出



225 
  
 

 

認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書 

特例認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書 

 
 
 
 
 
令和  年  月  日 
 
 
 
 
 
 

知事・市長 殿 

 
主 たる事 務 所   
 
の 所 在 地 

〒 

 

電話（  ）    －     

（フリガナ） 
 
法 人 名 

 
 

 

（フリガナ） 
 
代表者の氏名  

 

 

認定（特例認定）年月日 平成・令和  年  月  日 

認定（特例認定）の有効期間 自 平成・令和  年  月  日 
至   令和     年  月  日 

  助成金の支給を行ったので、特定非営利活動促進法第 55条第２項（第 62条において準用する

場合を含む。）に規定する助成の実績を以下のとおり提出します。 

支     給     日 支   給   対   象   者 支 給 金 額 助 成 対 象 の 事 業 等 

令和  年  月  日         円  

令和  年  月  日  円  

令和  年  月  日  円  

令和  年  月  日  円  

令和  年  月  日  円  

令和  年  月  日  円  

令和  年  月  日  円  

令和  年  月  日  円  

令和  年  月  日  円  

令和  年  月  日  円  

令和  年  月  日  円  

 

様式例（P391 備考第二十七２関係） 
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「認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書」・特例認定特定 

非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書」の記載上の留意点等 

 
  この提出書は、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合に、特定非

営利活動促進法第 55 条第２項（第 62 条において準用する場合を含む。）の規定により助成の実績を記載した書類を所轄庁

に提出する必要がありますので、その際に使用します。 

 

 「助成対象の事業等」の欄は、事業等の内容を具体的に記載します。 
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認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書  

           特例認定特定非営利活動法人の代表者変更届出書 

 
 

 

   

 

 令和   年   月   日  

 

 

          

 

 

                知事・市長   殿  

主 た る 事 務 所   

の 所 在 地 

〒 

   

 

 

電話（    ）   ― 

（フ リ ガ ナ）  

法 人 名 
 

 

（フ リ ガ ナ）  

代 表 者 の 氏 名                     

認定（特例認定）の 

有 効 期 間 

自  平成・令和   年   月   日 

至      令和     年   月   日 

 

 代表者を変更したので、特定非営利活動促進法第 53 条第１項（同法第 62条の準用含む）の規定に

基づき提出します。 
 

異動年月日 変更後の代表者の氏名及び住所 変更前の代表者の氏名及び住所 
   

様式例（P385 備考第二十五関係） 
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認定特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書 

特例認定特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書 

 
 

 

   

 

 令和   年   月   日  

 

 

 

 

 

          

                 知事   殿  

主 た る 事 務 所   

の 所 在 地 

〒  

 

電話（    ）   ― 

従 た る 事 務 所   

の 所 在 地 

〒  

 

電話（    ）   ― 

（フ リ ガ ナ）  

法 人 名 
 

 

（フ リ ガ ナ）  

代 表 者 の 氏 名                     

認定（特例認定）の 

有 効 期 間 

自  平成・令和   年   月   日 

至     令和      年   月   日 

特定非営利活動促進法第第 25 条第３項に規定する所轄庁の定款の変更の認証を受けたので、同法

第 52条第２項（同法第 62 条の準用含む）の規定に基づき提出します。 

定款変更の 

認証日 
定款変更の内容 添付書類 チェック 

   

・社員総会の議事録の

謄本 

・変更後の定款 

 

□ 

 

□ 

（注意事項） 

２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利法人又は特例認定特定非営利活動法人は、

所轄庁以外の関係知事に提出することとなります。 

様式例（P383備考第二十四３関係） 
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第 5章 法人の合併、解散について 
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１ NPO法人の合併 

NPO法人は、社員総会の決議により、他のNPO法人と合併することができます（法33)。社員総会におい

て合併の決議がなされたNPO法人は、社員総会の議事録の謄本を添付した申請書を所轄庁に提出し、認証を

受けなければなりません（法34）。 
所轄庁から合併の認証を受けた NPO 法人は、その認証の通知のあった日から２週間以内にその債権者に

対して、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告するとともに、貸借対照表及び財産目

録を作成し、債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、事務所に備え置く必要があり

ます（法35）。 
法人の成立の時期については、合併の認証その他合併に必要な手続が終了した日から２週間以内に、合

併により設立した NPO 法人又は合併後存続する NPO 法人の主たる事務所の所在地において登記をすること

によって効力を生じることとなります（組登令８）。 
 （注）「一定の期間内」の期間は、２カ月を下回ってはなりません。 

 
２ 合併法人に係る認定等の基準の適用  

合併により設立されたNPO法人又は合併後存続するNPO法人は、その所轄庁に認定の申請を行うことと

なります。申請書の提出日を含む事業年度の初日において合併後１年を超える期間を経過していないもの

が、認定又は特例認定（以下「認定等」といいます。）を受けようとする場合には、認定等の基準の適用に

おいて次のように取り扱われます。 

 

⑴  合併によって設立されたNPO法人が申請を行う場合 

認定等を受けようとするNPO法人が合併によって設立されたNPO法人で申請書の提出日を含む事業年

度の初日において合併後１年を超える期間を経過していないもの（以下「合併新設法人」といいます。）

である場合の実績判定期間及び認定等の基準は、次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

※ この取扱いは、合併によって設立された日から認定等の申請日を含む事業年度の初日において１年を超える期間

を経過していない法人が対象となります。 

 

イ 実績判定期間 

合併新設法人の実績判定期間は、次のとおりとなります（法46、令６③）。 

(ｲ) 実績判定期間の終了日 

①  合併新設法人が設立後最初の事業年度を終了しているとき  

       その最初の事業年度の末日 

② 合併新設法人が設立後最初の事業年度を終了していないとき 

       設立の日の前日 

(ﾛ) 実績判定期間の開始日 

 

NPO法人Ａ 

NPO法人Ｂ 

認定NPO法人
合併の 
認証申請 NPO法人Ｃ設立 認定等 

申 請 

所轄庁の 
合併の認証 

 

所轄庁の 
認 定 

 

※ 設立日から 
１年未満で申請 
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上記イ(ｲ)①又は②の日以前５年（過去に認定を受けたことのないNPO法人が認定を受けようとす

る場合、又は特例認定を受けようとする場合は２年）内に終了した合併によって消滅した各NPO法

人（以下「合併消滅法人」といいます。）の各事業年度のうち最も早い事業年度の初日 

(注)  特例認定の申請を行う場合には、その申請書を提出した日の前日において、合併新設法人及び各合併消滅

法人の設立の日のうち最も早い日から５年を経過していないことが特例認定の基準となります（法59、法令

８④）。 

 

（設立後最初の事業年度が終了した合併新設法人が初めて認定を受けようとする場合の実績判定期間） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

合併消滅法人Ａ 

合併消滅法人Ｂ 

合併日 
（設立日） 

 

認定申請日 

≪ポイント≫ 

この例の場合、申請書を提出するｎ＋１年６月30日に係

る事業年度の初日（ｎ＋１年５月 1 日）においては、設立

の日以後１年を超える期間が経過していません。 

なお、申請書を提出した日を含む事業年度の初日におい

て、設立の日以後１年を超える期間が経過している場合に

は、原則どおり申請した合併新設法人の事業年度で実績判

定期間を判定することとなります。 

これ以降に終了した合併消滅法人A又はBの事業年

度のうち、最もその開始日が早いものの初日が実績

判定期間の開始日になる 

⇒実績判定期間 

 「 n-２年９月１日～ n＋１年４月30日」 

合併新設法人Ｃ 

① 法人Ａ（事業年度：４月～３月）と法人Ｂ（ｎ-３年９月１日設立、事業年度：９月～８月）が、 

② ｎ年５月１日に合併して新設法人Ｃ（事業年度：５月～４月）を設立し、 

(注) 合併新設法人の最初の事業年度は、必ずしも 1 年間で設定されるとは限らず、１年間よりも短く設定され

る場合もあります。 

③ 新設法人Ｃがｎ＋１年６月30日に認定の申請を行う場合  

 

ｎ－３年   ｎ－２年   ｎ－１年    ｎ年 ｎ年  ｎ＋１年    ｎ＋２年 
 

                 実績判定期間 
 

4/1        4/1         4/1        4/1  5/1 

 

 

9/1       9/1         9/1               5/1  6/30 

 

           5/1                4/30  

 
                 

事業年度の末日以前 
２年以内 
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（設立後最初の事業年度が終了していない合併新設法人が初めて認定を受けようとする場合の実績判定期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考:各規定の読替え（法令６③）） 

通常の申請時 読替え後 

(実績判定期間について） 

実績判定期間とは、認定を受けようとする特

定非営利活動法人の直前に終了した事業年度

の末日以前５年（認定を受けたことのない特定

非営利活動法人が認定を受けようとする場合

にあっては、２年）内に終了した各事業年度の

うち最も早い事業年度の初日からその末日ま

での期間をいう（法44③）。 

（実績判定期間について） 

実績判定期間とは、認定を受けようとする特定非営利活

動法人の直前に終了した事業年度の末日（申請書を提出し

ようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終

了していない場合にあっては、その設立の日の前日。以下

この項において同じ。）以前５年（認定を受けたことのない

特定非営利活動法人が認定を受けようとする場合にあって

は、２年）内に終了した合併によって消滅した各特定非営

利活動法人の各事業年度のうち最も早い事業年度の初日か

らその末日までの期間をいう（法44③）。 

(設立後の経過期間について) 

申請書を提出した日を含む事業年度の初日

において、その設立の日以後１年を超える期間

が経過していること（法45①八）。 

(設立後の経過期間について)       

申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、合

併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のう

ち最も早い日以後１年を超える期間が経過していること

（法45①八）。 

 

  

① 法人Ａ（事業年度：４月～３月）と法人Ｂ（ｎ-３年９月１日設立、事業年度：９月～８月）が、 

② ｎ年５月１日に合併して新設法人Ｃ（事業年度：５月～４月）を設立し、 

③ 新設法人Ｃがｎ年６月30日に認定の申請を行う場合  

 

ｎ－３年   ｎ－２年   ｎ－１年    ｎ年 ｎ年  ｎ＋１年    ｎ＋２年 
 

                 実績判定期間 
 

4/1        4/1         4/1          4/1  5/1 

 

 

9/1        9/1         9/1           6/30 
 

5/1                  4/30  

 
                 

合併（設立）の日の前日 
以前２年以内 

 

合併消滅法人Ａ 

合併消滅法人Ｂ 

合併日 
（設立日） 

 

認定申請日 

これ以降に終了した合併消滅法人 A又は Bの事業

年度のうち、最もその開始日が早いものの初日が

実績判定期間の開始日になる 

⇒実績判定期間 

  「 n-３年９月１日～ n年４月30日」 

合併新設法人Ｃ 
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ロ 法人の設立前の期間における認定等の基準への適合の判定（法46、法令５②、６②③） 

申請をしようとするNPO法人が合併新設法人である場合は、実績判定期間中に合併新設法人の設立前

の期間が含まれることとなるため、この場合の特例として、次の取扱いが定められています。 

  ① 合併後の期間については、合併新設法人について基準の適合を判定します。 

  ② 合併前の期間（実績判定期間中に限ります。）については、次表の判定方法によって、各合併消滅法

人について基準の適合を判定します。 

 

認定基準 合併前の判定方法 

パブリック・サポート・テスト（PST）に関する基準（一号基準） 各合併消滅法人を一の法人とみな

して判定します。 活動の対象に関する基準（二号基準） 

運営組織及び経理に関する規準（三号基準） 

各合併消滅法人のそれぞれについ

て判定します。 事
業
活
動
に
関
す
る 

基
準
（
四
号
基
準
） 

イ 宗教活動、政治活動及び特定の公職者等又は政党を推

薦、支持又は反対する活動を行っていないこと 

ロ 役員、社員、職員又は寄附者等に特別の利益を与えな

いこと及び営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行

っていないこと 

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営

利活動に係る事業費の額の占める割合が80％以上である

こと 
各合併消滅法人を一の法人とみな

して判定します。 
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の70％以上を特

定非営利活動に係る事業費に充てていること 

情
報
公
開
に
関
す
る 

基
準
（
五
号
基
準
） 

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等を閲覧させること

（個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。） 

各合併消滅法人のそれぞれについ

て判定します。 

ロ 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨

を説明する書類、役員報酬又は職員給与の支給に関する

規定、収益に関する事項等、助成金の提出書、寄附金を

充当する予定の事業の内容を記載した書類等を閲覧させ

ること 

各合併消滅法人（実績判定期間中に

認定又は特例認定を受けていた期

間が含まれるものに限ります。）の

それぞれについて判定します。 

所轄庁への書類の提出に関する基準（六号基準） 各合併消滅法人のそれぞれについ

て判定します。 不正行為に関する基準（七号基準） 

また、設立後の経過期間に関する基準（八号基準）は次のとおりとなります。 

合併新設法人が申請書を提出しようする事業年度の初日においてその設立の日から１年を超える期間が経

過していない場合には、各合併消滅法人のうち最も設立の早い法人の設立の日を基準として判定すること

となります。 

（注１） 各基準の詳細は、第３章 解説編「３ 認定NPO法人としての認定を受けるための基準（81～93頁）を参照し

てください。 

（注２） 特例認定の申請をする法人については、１号基準及び５号ロの基準の適用はありません。 

 

≪ポイント≫ 

認定等申請書の添付書類は、合併新設法人に加え、各合併消滅法人の実績判定期間に係る添付書類も提出

する必要があります。 

また、三号基準、四号基準のイとロ、五号基準、六号基準及び七号基準は、実績判定期間内の各事業年度

だけでなく認定等の時まで満たしておく必要があります (法45①九)。 
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⑵  合併後存続したNPO法人が申請を行う場合 

認定等を受けようとするNPO法人が合併後存続するNPO法人で申請書の提出日を含む事業年度の初日

において合併後１年を超える期間を経過していないもの（以下「合併存続法人」といいます。）である場

合の実績判定期間及び認定等の基準は、次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

  ※ この取扱いは、合併の日から認定等の申請日を含む事業年度の初日において１年を超える期間を経

過していない法人が対象となります。 

 

イ 実績判定期間 

合併存続法人の実績判定期間は、次のとおりとなります（法46、法令６①）。 

(ｲ)  実績判定期間の終了日 

① 合併存続法人が合併後最初の事業年度を終了しているとき  

        その最初の事業年度の末日 

  ② 合併存続法人が合併後最初の事業年度を終了していないとき 

       合併の日の前日 

(ﾛ) 実績判定期間の開始日 

上記イ(ｲ)①又は②の日以前５年（過去に認定を受けたことのないNPO法人が認定を受けようとす

る場合、又は特例認定を受けようとする場合は２年）内に終了した合併存続法人又は各合併消滅法

人の各事業年度のうち、最も早い事業年度の初日 

（注） 特例認定の申請を行う場合には、その申請書を提出した日の前日において、合併存続法人及び各合併消

滅法人の設立の日のうち最も早い日から５年を経過していないことが特例認定の基準となります（法59、 

法令８）。 

NPO法人Ｂ 

認定NPO法人Ａ 

NPO法人Ａ 

所轄庁の 
合併の認証 

 

所轄庁の 
認 定 

 

合 併 
認定等 
申 請 

合併の 
認証申請 
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（合併後最初の事業年度が終了した合併存続法人が初めて認定を受けようとする場合の実績判定期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（合併後最初の事業年度が終了していない合併存続法人が初めて認定を受けようとする場合の実績判定期間） 

 

 

 

  

合併存続法人Ａ 

合併消滅法人Ｂ 認定申請日 

これ以降に終了した合併存続法人Ａ又は合併消滅法人

Ｂの事業年度のうち、最もその開始日が早いものの初

日が実績判定期間の開始日になる 

⇒実績判定期間 

  「 n-２年９月１日～ n＋１年３月31日」 

合併日 

① 法人Ａ（事業年度：４月～３月）と法人Ｂ（ｎ-3年９月１日設立、事業年度：９月～８月）が、 

② ｎ年５月１日に合併して法人Ａが存続し、 

③ 合併後の法人Ａがｎ年６月30日に認定の申請を行う場合 

 

ｎ－３年   ｎ－２年   ｎ－１年  ｎ年  ｎ＋１年    

 

        実績判定期間 

 

4/1        4/1          4/1        4/1  5/1           

 

 

                 9/1        9/1          9/1          6/30 

5/1            4/30                    12/1 

   

                                      合併日の前日以前２年 

                      以内 

 

合併存続法人Ａ 

合併消滅法人Ｂ 認定申請日 

これ以降に終了した合併存続法人Ａ又は合併消滅法人

Ｂの事業年度のうち、最もその開始日が早いものの初

日が実績判定期間の開始日になる 

⇒実績判定期間 

  「 n-３年９月１日～ n年４月30日」 

合併日 

① 法人Ａ（事業年度：４月～３月）と法人Ｂ（ｎ-3年９月１日設立、事業年度：９月～８月）が、 

② ｎ＋１年１月１日に合併して法人Ａが存続し、 

③ 合併後の法人Ａがｎ＋１年６月30日に認定の申請を行う場合  
 

ｎ－３年   ｎ－２年   ｎ－１年  ｎ年  ｎ＋１年    

 

           実績判定期間 

 

4/1        4/1          4/1        4/1      1/1  4/1         

 
                 

 

                 9/1        9/1           9/1        9/1    6/30 

    4/1           3/31                    12/1 

   

                                         Ａの直前に終了した事業 
                       年度の末日以前２年以内 
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（参考:各規定の読替え（法令６①）） 

通常の申請時 読替え後 

（実績判定期間について） 

実績判定期間とは、認定を受けようとする

特定非営利活動法人の直前に終了した事業

年度の末日以前５年（認定を受けたことのな

い特定非営利活動法人が認定を受けようと

する場合にあっては、２年）内に終了した各

事業年度のうち最も早い事業年度の初日か

らその末日までの期間をいう（法44③）。 

(実績判定期間について） 

実績判定期間とは、認定を受けようとする特定非営利活動法

人の直前に終了した事業年度の末日（当該末日の翌々日以後に

合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項

において同じ。）以前５年（認定を受けたことのない特定非営

利活動法人が認定を受けようとする場合にあっては、２年）内

に終了したその特定非営利活動法人又は合併によって消滅し

た各特定非営利活動法人の各事業年度のうち最も早い事業年

度の初日からその末日までの期間をいう（法44③）。 

(設立後の経過期間について) 

申請書を提出した日を含む事業年度の初

日において、その設立の日以後１年を超え

る期間が経過していること（法45①八）。 

(設立後の経過期間について)       

申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その申

請に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特

定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日以後１年を超

える期間が経過していること（法45①八）。 

 

 

ロ 法人の合併前の期間における認定基準等への適合の判定（法46、法令５②、６①②） 

申請をしようとするNPO法人が合併存続法人である場合は、実績判定期間中に合併存続法人の設立前

の期間が含まれることとなるため、この場合の特例として、次の取扱いが定められています。 

① 合併後の期間については、合併存続法人について基準の適合を判定します。 

  ② 合併前の期間（実績判定期間中に限ります。）については、次表の判定方法によって、合併前の合併

存続法人（以下「合併前法人」といいます。）及び各合併消滅法人について基準の適合を判定します。 

 

認定基準 判定方法 

パブリック・サポート・テスト（PST）に関する基準（一号基準） 合併前法人及び合併消滅法人を一の法人

とみなして判定します。 活動の対象に関する基準（二号基準） 

運営組織及び経理に関する規準（三号基準） 

合併前法人及び合併消滅法人のそれぞれ

について判定します。 
事
業
活
動
に
関
す
る 

基
準
（
四
号
基
準
） 

イ 宗教活動、政治活動及び特定の公職者等又は政党を推薦、

支持又は反対する活動を行っていないこと 

ロ 役員、社員、職員又は寄附者等に特別の利益を与えないこ

と及び営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行ってい

ないこと 

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利

活動に係る事業費の額の占める割合が80％以上であること 合併前法人及び合併消滅法人を一の法人

とみなして判定します。 ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の70％以上を特定

非営利活動に係る事業費に充てていること 

情
報
公
開
に
関
す
る 

基
準
（
五
号
基
準
） 

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等を閲覧させること 

（個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。） 

合併前法人及び合併消滅法人のそれぞれ

について判定します。 

ロ 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を

説明する書類、役員報酬又は職員給与の支給に関する規定、

収益に関する事項等、助成金の提出書、寄附金を充当する予

定の事業の内容を記載した書類等を閲覧させること 

合併前法人及び合併消滅法人（実績判定

期間中に認定又は特例認定受けていた期

間が含まれるものに限ります。）のそれぞ

れについて判定します。 
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所轄庁への書類の提出に関する基準（六号基準） 合併存続法人及び合併消滅法人のそれぞ

れについて判定します。 不正行為に関する基準（七号基準） 

また、設立後の経過期間に関する基準（八号基準）は次のとおりとなります。 

合併存続法人が申請書を提出しようする事業年度の初日においてその合併の日から１年を超える期間が経過し

ていないものである場合には、合併存続法人又は合併消滅法人のうち最も設立の早い法人の設立の日を基準とし

て判定することとなります。 

（注１） 各基準の詳細は、第３章 解説編「３ 認定NPO法人としての認定を受けるための基準」（81～93頁）を参照

してください。 

（注２） 特例認定の申請をする法人については、１号基準及び５号ロの基準の適用はありません。 

 

≪ポイント≫ 

認定等申請書の添付書類は、合併存続法人に加え、各合併消滅法人の実績判定期間に係る書類も提出する

必要があります。 

また、三号基準、四号基準のイとロ、五号基準、六号基準及び七号基準は、実績判定期間内の各事業年度

だけでなく認定等の時まで満たしておく必要があります (法45①九)。 

 

⑶  認定NPO法人等の合併 

イ  認定NPO法人が認定NPO法人でないNPO法人と合併した場合 

        認定NPO法人が認定NPO法人でないNPO法人と合併した場合で、合併後存続又は合併によって設立

したNPO法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、認定NPO法人としての地位を

承継します(法63①)。 

 

○ 申請から認定手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人は同時に 
申請を行う必要 

合併登記（効力の発生）までの間に認定・不

認定処分が行われない場合は、暫定的に、合

併の効力の発生日以降処分日までの間、認定

法人としての地位を継承しているものとみ

なす（法63④） 

認定・不認定の処分をした場合は、各合併消滅

法人の各所轄庁と所轄庁以外の関係知事に対

し、直ちに通知する必要（法規35②） 

認証・認定の申請は、いずれも合併法人の新所

轄庁に対して行う。63 条１項の認定の申請を

受けた新所轄庁は、各合併消滅法人の各所轄庁

と所轄庁以外の関係知事に対し、直ちに通知す

る必要（法規35①） 

合併の効力の発生 

（法39①） 

社員総会の議決 

(法34条１項) 

合併の認証申請 

(法34条４項) 

合併の認証 

(法34条３項) 

合併の登記 

(法39条１項) 

債権者への公告・催告 

 (法35条２項) 

合併の認定申請 

(法63条３項) 

合併の認定 

(法63条１項) 

合併の認定 

 (法63条１項) 
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 ロ 特例認定NPO法人が特例認定NPO法人でないNPO法人と合併した場合 

         特例認定NPO法人が特例認定NPO法人でないNPO法人（認定NPO法人を除きます。）と合併した場

合で、合併後存続又は合併によって設立したNPO法人は、その合併について所轄庁の認定がされた

ときに限り、特例認定NPO法人としての地位を承継します(法63②)。 

   

 ハ 合併の認定の申請 

上記イ又はロの所轄庁の合併の認定を受けようとするNPO法人は、所轄庁に提出する合併の認証

の申請に併せて、所轄庁に当該認定の申請をしなければなりません（法63③）。 

なお、当該認定の申請を行った場合において、その合併の効力が生ずる日までに認定の申請に対

する処分がされないときは、合併後存続するNPO法人又は合併によって設立されたNPO法人は、そ

の処分がされるまでの間は、認定NPO法人又は特例認定NPO法人としての地位を承継しているもの

とみなされます(法63④)。 

 

 ニ 実績判定期間及び認定基準 

合併後存続するNPO法人又は合併によって設立されたNPO法人が、上記イ又はロの所轄庁の合併

の認定を受けようとする場合の実績判定期間及び各認定基準は、次のとおりとなります。 

 

(ｲ) 実績判定期間 

合併の認定に係る実績判定期間は、次のとおりとなります（法63⑤、法令９①②）。 

(1) 実績判定期間の終了日 

       合併後存続するNPO法人及び合併によって消滅する各NPO法人（合併によってNPO法人を設立

する場合にあっては、合併によって消滅する各NPO法人。以下同じです。）の各事業年度のうち

申請書を提出する直前に終了した事業年度の末日 

    (2) 実績判定期間の開始日 

上記⑴の日以前２年内に終了した合併後存続するNPO法人又は合併によって消滅する各NPO法

人の各事業年度のうち、最も早い事業年度の初日 

           （注） 特例認定NPO法人が特例認定NPO法人でないNPO法人と合併する際の合併の認定の申請を行う場

合には、その申請書を提出した日の前日において、合併後存続するNPO法人又は合併によって消滅

する各NPO法人であって特例認定NPO法人でないものが、①その設立の日のうち最も早い日から５

年を経過していないこと、及び②過去に認定又は特例認定を受けたことがないこと、が特例認定の

基準となります（法59、法令９①②）。 
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（合併によって設立されるNPO法人が認定を受けようとする場合の実績判定期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（合併後存続するNPO法人が認定を受けようとする場合の実績判定期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 法人Ａ（事業年度：４月～３月）と法人Ｂ（ｎ-3年９月１日設立、事業年度：９月～８月）が、 

② ｎ年11月１日に合併して新設法人Ｃ（事業年度：５月～４月）を設立するため、 

③ ｎ年６月30日に合併の認定の申請を行う場合  

    ｎ－３年     ｎ－２年    ｎ－１年    ｎ年 ｎ年   ｎ＋１年   

 

実績判定期間 

 
         4/1         4/1          4/1         4/1    11/1   

 
                 

 

                 9/1        9/1          9/1     6/30 

4/1            3/31                    

認定申請直前に終了した事
業年度の末日以前２年内 

合併後消滅する法
人Ａ 

合併後消滅する
法人Ｂ 

合併日 
（設立日） 

 

認定申請日 

これ以降に終了した合併後消滅する法人Ａ又はＢの

事業年度のうち、最もその開始日が早いものの初日が

実績判定期間の開始日になる 

⇒実績判定期間 

  「 n-３年９月１日～ n年３月31日」 

合併によって設
立する法人Ｃ 

① 法人Ａ（事業年度：４月～３月）と法人Ｂ（ｎ-3年９月１日設立、事業年度：９月～８月）が、 

② ｎ年11月１日に合併してＡを存続させるため、 

③ ｎ年６月30日に合併の認定の申請を行う場合  

ｎ－４年    ｎ－３年     ｎ－２年    ｎ－１年    ｎ年 ｎ年   ｎ＋１年   

 

実績判定期間 

 
         4/1         4/1          4/1         4/1    11/1   

 
                 

 

                  9/1        9/1          9/1     6/30 

4/1               3/31 

認定申請直前に終了した事
業年度の末日以前２年内 

合併後存続する法
人Ａ 

合併後消滅する
法人Ｂ 

合併日 

認定申請日 

これ以降に終了した合併後存続する法人Ａ又は合併後消滅す

る法人Ｂの事業年度のうち、最もその開始日が早いものの初

日が実績判定期間の開始日になる 

⇒実績判定期間 

  「 n-３年９月１日～ n年３月31日」 
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（参考:各規定の読替え（法令９①）） 

通常の申請時 読替え後 

（実績判定期間について） 

実績判定期間とは、認定を受けようと

する特定非営利活動法人の直前に終了

した事業年度の末日以前５年（認定を受

けたことのない特定非営利活動法人が

認定を受けようとする場合にあっては、

２年）内に終了した各事業年度のうち最

も早い事業年度の初日からその末日ま

での期間をいう（法44③）。 

（実績判定期間について） 

実績判定期間とは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合

併によって消滅する各特定非営利活動法人（合併によって特定非

営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する

各特定非営利活動法人。以下この項において同じ）の各事業年度

のうち直前に終了した事業年度の末日以前２年内に終了した合併

後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定

非営利活動法人の各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から

その末日までの期間をいう（法44③）。 

(設立後の経過期間について) 

申請書を提出した日を含む事業年度の

初日において、その設立の日以後１年を

超える期間が経過していること（法45

①八）。 

(設立後の経過期間について)       

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する

各特定非営利活動法人（合併によって特定非営利活動法人を設立

する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法

人）の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日に

おいて、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消

滅する各特定非営利活動法人（合併によって特定非営利活動法人

を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利

活動法人）であって認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非

営利活動法人でないものの設立の日以後１年を超える期間が経過

していること（法45①八）。 

 

 

(ﾛ) 認定基準への適合の判定（法63、法令９③⑤） 

認定基準への適合の判定については、次の判定方法によって、合併後存続するNPO法人及び合併によ

って消滅する各NPO法人の実績について判定を行うこととなります。 

 

認定基準 判定方法 

パブリック・サポート・テスト（PST）に関する基準（一号基準） 合併後存続するNPO法人及び合併によって消

滅する各NPO法人を一の法人とみなして判定

します。 活動の対象に関する基準（二号基準） 

運営組織及び経理に関する規準（三号基準） 

合併後存続するNPO法人及び合併によって消

滅する各NPO法人のそれぞれについて判定し

ます。 

事
業
活
動
に
関
す
る 

基
準
（
四
号
基
準
） 

イ 宗教活動、政治活動及び特定の公職者等又は政党を推

薦、支持又は反対する活動を行っていないこと 

ロ 役員、社員、職員又は寄附者等に特別の利益を与えない

こと及び営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行っ

ていないこと 

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営

利活動に係る事業費の額の占める割合が80％以上である

こと 

合併後存続するNPO法人及び合併によって消

滅する各NPO法人を一の法人とみなして判定

します。 

 

 

 

 

ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の70％以上を特

定非営利活動に係る事業費に充てていること 
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情
報
公
開
に
関
す
る 

基
準
（
五
号
基
準
） 

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等を閲覧させること

（個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。） 

合併後存続するNPO法人及び合併によって消

滅する各NPO法人のそれぞれについて判定し

ます。 

ロ 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨

を説明する書類、役員報酬又は職員給与の支給に関する規

定、収益に関する事項等、助成金の提出書、寄附金を充当

する予定の事業の内容を記載した書類等を閲覧させるこ

と 

合併後存続するNPO法人及び合併によって消

滅する各NPO法人（実績判定期間中に認定又

は特例認定受けていた期間が含まれるもの

に限ります。）のそれぞれについて判定しま

す。 

所轄庁への書類の提出に関する基準（六号基準） 合併後存続するNPO法人及び合併によって消

滅する各NPO法人のそれぞれについて判定し

ます。 不正行為に関する基準（七号基準） 

設立後の経過期間に関する基準（八号基準） 

合併後存続するNPO法人及び合併によって消

滅する各NPO法人の各事業年度のうち直前に

終了した事業年度の末日の翌日において、合

併後存続するNPO法人及び合併によって消滅

する各NPO法人であって認定NPO法人又は特

例認定NPO法人でないものの設立の日以後１

年を超える期間を経過していることが、認定

基準となります。 

（注１） 各基準の詳細は、第３章 解説編「３ 認定NPO法人としての認定を受けるための基準」（81～93頁）を参照

してください。 

（注２） 現に特例認定法人である法人については、法59条２号（設立後５年以内である）及び３号（過去に認定を受け

たことがない）の基準は適用対象になりません（法63⑤、法令９②）。
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様式例・記載例（P339備考：第十七１関係） 

 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（合併しようとする特定非営利活動法人（甲）の名称） 

代表者氏名              

電話番号                

（合併しようとする特定非営利活動法人（乙）の名称） 

代表者氏名              

電話番号                

 

 

 

合併認証申請書 

 

 

 特定非営利活動促進法第 34 条第５項において準用する同法第 10 条第１項の規定により、下記

のとおり合併することについて、認証を受けたいので、申請します。 

 

 

記 

 

 

１ ①特定非営利活動法人の名称 

 

 

 

２ 代表者の氏名 

 

 

 

３ 主たる事務所の所在地 

 

 

 

４ その他の事務所の所在地 

 

 

 

５ 定款に記載された目的 

 

 

 

 

 

 

提出書の提出年月日を記載する 

特定非営利活動法人○○○○と記載する 

合併後存続又は設立する法人名 

合併後存続又は設立する法人の理事（理

事長）の氏名を記載する 

合併後存続又は設立する法人の町名及

び番地まで記載する 

合併後存続又は設立する法人の町名及

び番地まで記載する 

合併後存続又は設立する法人の定款の

記載と完全に一致させる 

主たる事務所を設置している都道府県知事宛

（指定都市のみに事務所を設置している場合

は、その市長宛）に提出する 

 



244 

（備考） 

１ ①の部分には、合併の態様に応じて「合併後存続する」又は「合併によって設立する」を記入

すること。 

２ ３及び４には、事務所の所在地の町名及び地番まで記載すること。 

３ 申請書には次に掲げる書類（特定非営利活動促進法施行条例（イメージ）第 18 条第２項におい

て準用する同令第２条第５項の規定の適用を受ける場合にあっては、⑤の書類を除く。）を添付す

ること。 

① 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本（法第 34 条第４項）[１部] 

② 定款（法第 10 条第１項第１号）［２部］ 

③ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿

をいう。）（法第 10 条第１項第２号イ）［２部］ 

④ 各役員が法第 20 条各号に該当しないこと及び法第 21 条の規定に違反しないことを誓約し、

並びに就任を承諾する書面の謄本（法第 10条第１項第２号ロ）[１部] 

⑤ 各役員の住所又は居所を証する書面（法第 10条第１項第２号ハ）[１部] 

⑥ 社員のうち 10 人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所

又は居所を記載した書面（法第 10条第１項第３号）[１部] 

⑦ 法第２条第２項第２号及び法第１２条第１項第３号に該当することを確認したことを示す

書面（法第 10条第１項第４号）[１部] 

⑧ 合併趣旨書（法第 10条第１項第５号）［２部］ 

⑨ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（法第 10条第１項第７号）［２部］ 

⑩ 合併当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書（法第 10条第１項第８号）［２部］ 

書類の提出部数等は、所轄庁が定めるところによります 
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様式例・記載例（P341備考：第十九１関係） 

 

                                   年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）        

代表者氏名               

電話番号                 

 

 

 

 

 

合併登記完了届出書 

 

 

合併の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第 39 条第２項において準用する同法第 

13条第２項の規定により、登記事項証明書及び財産目録を添えて届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

 この届出書には、登記事項証明書２部(うち、写し１部）及び財産目録２部を添付すること。 

 

特定非営利活動法人○○○○と記載する 

提出書の提出年月日を記載する 

【添付書類】 

・登記事項証明書２部（うち、写し１部） 

・財産目録２部 

主たる事務所を設置している都道府県知事宛（指定都市

のみに事務所を設置している場合は、その市長宛）に提

出する 

 

書類の提出部数等は、所轄庁が定めるところによります 
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特定非営利活動促進法第 63条第１項又は 

同条第２項の合併の認定を受けるための申請書 

 
 

 
 
 
 
令和 年 月 日 
 
 
 
 
 
 

知事 ・ 市長 殿 
 
 

 
主たる事務所の 
 
所 在 地 

〒 
 
電 話（  ）   ― 
ＦＡＸ（  ）   ― 

（フリガナ）  

申請者の名称   

（フリガナ）  

代表者の氏名   

認定(特例認定)年月日 年  月  日 法第 63 条第１項申請において適用  

するパブリック・サポート・テスト基準 

の有効期間 
    の有効期間 

の有効期間 

 自  年  月  日 
 至  年  月  日 

 
□相対値基準・原則 
□相対値基準・小規模法人 
□絶対値基準 
□条例個別指定法人 

事  業  年  度   月  日～  月  日 

 

 

特定非営利活動促進法第 63条      の合併の認定を受けたいので申請します。 

 

 

法 人 名 主たる事務所の所在地 現に行っている事業の概要 区分 
合併後存続する法人名又は合併によって設立する法人名 
 
 
（代表者名） 

 
 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

 
認定 
・ 

特 例 認 定 
・ 

上記以外 

合併によって消滅する法人名 
 
 
（代表者名） 
 

 
 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

 
認定 
・ 

特 例 認 定 
・ 

上記以外 

合併によって消滅する法人名 
 
 
（代表者名） 
 

 
 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

 
認定 
・ 

特 例 認 定 
・ 

上記以外 

合併によって消滅する法人が複数ある場合には、次葉に記載してください。 

第１項 
第２項 

□認定 
□特例認定 

様式例（P399備考第三十一関係） 
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（注意事項） 

・ この申請書は、特定非営利活動促進法第 63 条第３項の規定に基づき、同条第１項の認定を受けようとする認定特

定非営利活動法人又は同条第２項の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人が、同法第 34 条第３項の認

証の申請に併せて、所轄庁に提出してください。 

 

・ 申請本文の      は、いずれか一方の不要文字を二本線で抹消します。 

 

・ 区分欄は、その法人が該当する一つを「○」で囲みます。 

・ この申請に係る実績判定期間については、合併後存続する法人又は合併によって消滅する各法人（合併によって法

人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各法人）の各事業年度のうち申請書提出の直前に終了した事業

年度の末日以前２年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した各事

業年度の末日までの期間となります。 

・ 申請書には「合併の認定申請書及び添付書類一覧（兼ﾁｪｯｸ表）」に掲げる書類を添付してください。 

第１項 

第２項 
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法第63条第１項又は第２項の合併の認定申請書及び添付書類一覧（兼チェック表） 

申 請 書 ・ 添 付 書 類 
第１項 

（認定） 

第２項 

（特例認定） 

特定非営利活動促進法第63条第１項又は同条第２項の合併の認定を受けるための申請書   

１ 寄附者名簿（注）1   

２ 認定基準等に適合する旨及び第47条各号（欠格事由）のいずれにも該当しない旨を説明する書類(注)2,3 

 

一

号

基

準 

イ、ロ、ハのいずれか１つの基準を選択してください。(注)4    

 
イ 相対値基準・原則 又は 相対値基準・小規模法人    

 
 

認定基準等チェック表（第１表 相対値基準・原則用） 
 

 

認定基準等チェック表（第１表 相対値基準・小規模法人用） 
 

 
 

受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・原則用） 
 

受け入れた寄附金の明細表（第１表付表１ 相対値基準・小規模法人用） 
 

 

 社員から受け入れた会費の明細表（第１表付表２ 相対値基準用） 
 

ロ 絶対値基準   

 

 認定基準等チェック表（第１表 絶対値基準用） 
 

 

ハ 条例個別指定基準    

 
 認定基準等チェック表（第１表 条例個別指定法人用） 

 
 

二
号
基
準 

いずれかの書類を提出することとなります。  

 
認定基準等チェック表（第２表） 

 
 

 
認定基準等チェック表（第２表 条例個別指定法人用） 

 
 

三
号
基
準 

認定基準等チェック表（第３表） 
 

 

役員の状況（第３表付表１） 
 

 

帳簿組織の状況（第３表付表２） 
 

 

四
号
基
準 

認定基準等チェック表（第４表） 
 

 

役員等に対する報酬等の状況（第４表付表１） 
 

 

役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第４表付表２） 
 

 

五
号 

基
準 認定基準等チェック表（第５表）  

 
 

六
～
八 

号
基
準 認定基準等チェック表（第６、７、８表） 

 
 

欠格事由チェック表 
 

 

３ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 
 

 

（注意事項） 

1 条例個別指定基準に適合する法人、法第63条第２項の合併の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人は、寄附者名簿の添付は必要ありません（法

44②、58②、63⑤、法令９②）。 

2 各認定基準等チェック表のうち、第１表、第２表及び第４表（ハ及びニに係る事項に限ります。）の記載に当たっては、合併後存続する法人及び合併によって

消滅する法人（合併によって法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各法人。以下同じです。）を一つの法人とみなして記載してください（法令

９③⑤）。 

3 各認定基準等チェック表のうち、第３表、第４表（イ及びロに係る事項に限ります。）、第５表及び第６、７、８表については、合併後存続する法人、合併に

よって設立する法人及び合併によって消滅する法人について、それぞれ記載してください（法令９③⑤）。 

4 法第63条第２項の合併の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人は、一号基準に関する書類の添付は必要ありません（法59一、63⑤、法令９②）。  
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申請法人名  （合併認定申請書次葉） 
法 人 名 主たる事務所の所在地 現に行っている事業の概要 区分 

合併によって消滅する法人名 
 
 
（代表者名） 
 

 
 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

 
認定 
・ 

特例認定 
・ 

上記以外 

合併によって消滅する法人名 
 
 
（代表者名） 
 

 
 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

 
認定 
・ 

特例認定 
・ 

上記以外 

合併によって消滅する法人名 
 
 
（代表者名） 
 

 
 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

 
認定 
・ 

特例認定 
・ 

上記以外 

合併によって消滅する法人名 
 
 
（代表者名） 
 

 
 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

 
認定 
・ 

特例認定 
・ 

上記以外 

合併によって消滅する法人名 
 
 
（代表者名） 
 

 
 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

 
認定 
・ 

特例認定 
・ 

上記以外 

合併によって消滅する法人名 
 
 
（代表者名） 
 

 
 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

 
認定 
・ 

特例認定 
・ 

上記以外 

合併によって消滅する法人名 
 
 
（代表者名） 
 

 
 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

 
認定 
・ 

特例認定 
・ 

上記以外 

合併によって消滅する法人名 
 
 
（代表者名） 
 

 
 
 

電 話（  ）   ―   
ＦＡＸ（  ）   ―   

 
認定 
・ 

特例認定 
・ 

上記以外 
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３  NPO法人の解散・清算 

⑴  NPO法人の解散 

イ  NPO法人は次の①～⑦に掲げる事由によって解散します（法31①）。 

① 社員総会の決議 

② 定款で定めた解散事由の発生 

③ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

④ 社員の欠亡 

⑤ 合併 

⑥ 破産手続開始の決定 

⑦ 設立の認証の取消し 

      （注）社員総会における解散の決議には、総社員の４分の３以上の賛成が必要です。ただし、定款に別段の定め

があるときは、この限りではありません。 

 

ロ 上記の解散事由のうち③の事由により解散する場合には、その事由を証する書面を所轄庁に提出し、
所轄庁から認定を受けることが必要となります（法31②③）。 

 
ハ 清算人は、上記解散事由のうち①、②、④又は⑥の事由により解散した場合には、遅滞なくその旨
を所轄庁に届け出なければなりません（法31④）。 

 
ニ 解散後、清算中のNPO法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは存続す
るものとみなされます（法31の４）。 

 

⑵  清算の結了手続 

NPO 法人が解散したときは、定款に別段の定めがあるとき、社員総会において理事以外のものを選任

したとき、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事が清算人となり、主たる事務所の所在地

を管轄する地方裁判所の監督により、①～⑤の清算業務を行うこととなります（法31の５、法31の９、

法32の２①）。 
   ① 現務の結了 

   ② 債権の取立て及び債務の弁済 

   ③ 残余財産の引渡し 

   ④  債権の申出の公告と催告 

   ⑤ 公告と催告により判明した債務の分配 

   (注) 債権の申出の公告は、２か月以内に少なくとも１回官報に掲載する必要があります（法31の10①④）。 

 
清算人は、清算結了後、清算結了の登記を行い、当該NPO法人の法人格が消滅することとなります。

清算には、登記を行った後、その旨を所轄庁に届け出なくてはなりません（法32の３）。 
 

○ 解散登記後に提出する書類、清算結了の登記後に提出する書類 

（1）解散登記後に提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

解散届出書 253 

登記事項証明書 ― 

 

（2）清算結了の登記後に提出する書類 

提出書類のリスト 参照ページ 

清算結了届出書 256 

登記事項証明書 ― 
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 ≪参考≫総会における解散の決議から清算結了までのフロー 

 

NPO法人 所 轄 庁 

①社員総会において解散を決議

する 

②法務局において解散及び清算

人の登記を行う 

③主たる事務所の所在地を管轄

する地方裁判所の監督により、

清算業務を行う 

※清算人（一般に理事が就任する）は、法人格を

消滅させるため、以下の業務を行うこととなる。 
①現務の結了 
②債権の取立て・弁済を行う 
③債権の申出の公告と催告を、官報に掲載して２

カ月以内に行う。 
④公告と催告により判明した債務の分配を完了

する 
⑤残余財産がある場合、財産の引渡しを行う 

④法務局において清算結了した

旨の登記を行う 

解散及び清算の登記をし

たことを確認 
⑴届出 

⑵届出 法人格の消滅を確認 
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様式例・記載例（P331 備考：第十三関係） 

 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）       

代表者氏名              

電話番号                

 

 

解散認定申請書 

 

 

 特定非営利活動促進法第 31 条第１項第３号に掲げる事由により下記のとおり特定非営利活動

法人を解散することについて、同条第２項の認定を受けたいので、申請します。 

 

記 

 

１ 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯  

２ 残余財産の処分方法 

 

 

 

（備考） 

 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面を添付すること。 

  

提出書の提出年月日を記載する 

特定非営利活動法人○○○○と記載する 

主たる事務所を設置している都道府県知事宛

（指定都市のみに事務所を設置している場合

は、その市長宛）に提出する 
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様式例・記載例（P331 備考：第十四１関係） 

 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）       

清算人 住所          

氏名             

電話番号            

 

 

解散届出書 

 

 

 特定非営利活動促進法第 31 条第１項第①号に掲げる事由により下記のとおり特定非営利活動

法人を解散したので、同条第４項の規定により、届け出ます。 

 

記 

 

１ 解散の理由 

２ 残余財産の処分方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

１ ①の部分には、解散事由の区分に応じ、「１」「２」「４」又は「６」を記入すること。 

２ 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付すること。 

 

 

特定非営利活動法人○○○○と記載する 

提出書の提出年月日を記載する 

【添付書類】 

・登記事項証明書１部 

主たる事務所を設置している都道府県知事宛

（指定都市のみに事務所を設置している場合

は、その市長宛）に提出する 
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様式例・記載例（P333備考：第十四２関係） 

 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）       

清算人 住所          

氏名             

電話番号            

 

 

 

清算人就任届出書 

 

 

 下記のとおり（特定非営利活動法人の名称）の解散に係る清算中に清算人が就任したので、特

定非営利活動促進法第 31条の８の規定により、届け出ます。 

 

記 

 

１ 清算人の氏名及び住所 

２ 清算人が就任した年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付すること。 

 

 

 

提出書の提出年月日を記載する 

特定非営利活動法人○○○○と記載する 

【添付書類】 

・登記事項証明書１部 

主たる事務所を設置している都道府県知事

宛（指定都市のみに事務所を設置している場

合は、その市長宛）に提出する 
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様式例・記載例（P335備考：第十五関係） 

 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）       

清算人 住所          

氏名             

電話番号            

 

 

 

 

残余財産譲渡認証申請書 

 

 

下記のとおり残余財産を譲渡することについて、特定非営利活動促進法第 32 条第２項の認証を受けたいので、

申請します。 

 

記 

 

１ 譲渡すべき残余財産 

２ 残余財産の譲渡を受ける者 

 

 

 

（備考） 

２には、残余財産の譲渡を受ける者が複数ある場合には、各別に譲渡する財産を記載すること。 

特定非営利活動法人○○○○と記載する 

提出書の提出年月日を記載する 

主たる事務所を設置している都道府県知事宛（指定

都市のみに事務所を設置している場合は、その市長

宛）に提出する 
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様式例・記載例（P337備考：第十六関係） 

 

年  月  日 

 

知事・市長 殿 

 

（特定非営利活動法人の名称）       

清算人 住所          

氏名             

電話番号            

 

 

 

清算結了届出書 

 

 

 （特定非営利活動法人の名称）の解散に係る清算が結了したので、特定非営利活動促進法第32条の３の規定によ

り、届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人○○○○と記載する 

提出書の提出年月日を記載する 

【添付書類】 

・登記事項証明書１部 

主たる事務所を設置している都道府県知事宛（指

定都市のみに事務所を設置している場合は、その

市長宛）に提出する 
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特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引きＱ＆Ａ 
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１．法律の概要 

（問１）どのような活動が20の分野に該当しますか。また、逆にどのような活動が該当し

ませんか。 

（問２）政令市の区域内にのみ事務所を置いており、県内全域で活動を行っていますが、

この場合、所轄庁はどこになりますか。 

（問３）海外に事務所を置いて活動を行っていますが、この場合、設立認証の所轄庁はど

こになりますか。 

（問４）令和２年の法改正はどのようなものですか。 

（問５）令和２年の改正法はいつから施行され、いつから適用されますか。 

 

２．NPO法人の設立について 

（問６）縦覧の開始後１週間が経過した場合は、一切の補正が認められないのですか。 

（問７）申請後、補正が認められる事項としてはどのようなものがありますか。 

（問８）社員を「○○町△△丁目、○○町□□地域在住者に限る」とすることは、「不当な

条件」に当たりますか。 

（問９）社員がかなりの人数（1,000人以上）いる場合も定款変更等について総会で決めな

ければならないのですか。また、このような場合に、毎年１回の総会の開催を省略

することはできないのですか。 

（問10）定款によって代表権の制限をしたいのですが、定款上には、どのような定めを置

けばよいのですか。 

（問11）団体の代表者の職名は「理事長」と称さなければならないのですか。 

（問12）「代表権を有する者」とは、理事全員のことですか。それとも、理事長等理事の代

表者のことですか。 

（問13）代表権を有していない理事についても登記をする必要はありますか。 

（問14）どのような事項を登記するのですか。 

（問15）登記の申請書の記載事項と添付書類にはどのようなものがありますか。 

（問16）登記はいつまでに行わなければならないのですか。登記を行わなかった場合はど

うなりますか。 

（問17）設立の登記の後に行うべきことはありますか。 

 

３．認定NPO法人制度について 

（問18）認定NPO法人制度とは、どのような制度でしょうか。 

（問19）認定等を受けたいと考えていますが、どこに相談すればよいでしょうか。 

（問20）認定等の申請は、NPO法人設立後、いつからすることができますか。 

（問21）設立から５年以上を経過している場合は、特例認定を受けることができないので

しょうか。 

（問22）所轄庁の認定等の審査に当たり、申請法人の実態確認が行われますか。 

（問23）認定等の申請を行ったNPO法人に対して、その申請に対する結果は通知されるので
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すか。また、有効期間が満了して認定が失効した場合、所轄庁からNPO法人に通知さ

れるのですか。 

（問24）認定、特例認定の更新をすることはできますか。 

（問25）寄附者名簿を作成していないと認定されませんか。 

（問26）寄附者名簿にはどのような内容を記載すればよいのでしょうか。 

（問27）パブリック・サポート・テスト（PST）の判定に当たって、会費を寄附金として取

り扱うことはできるのでしょうか。 

（問28）寄附者の氏名（名称）だけ判明していれば、その寄附金は、パブリック・サポー

ト・テスト（PST）の判定に含めてもよろしいでしょうか。 

（問29）NPO法人等が寄附者から古本を寄贈（現物寄附）され、当該古本を業者に買い取っ

てもらったところ５千円に換金できました。この場合、当該古本（現物寄附）の換

金額を寄附金としてパブリック・サポート・テスト（PST）の判定に含めてよろしい

でしょうか。 

（問30）NPO法人の設立に当たり、当該NPO法人の前身の団体から財産を受け入れた場合に

は、当該受入財産については寄附として「総収入金額」及び「受入寄附金総額」に

含めて計算してもよろしいのでしょうか。 

（問31）特定非営利活動に係る事業に加え「その他の事業」を行っており、「その他の事業」

を区分経理して活動計算書を複数作成していますが、パブリック・サポート・テス

ト（PST）について相対値基準を採用する場合、総収入金額には、「その他の事業」

に係る収入金額も含めなければならないのでしょうか。 

（問32）国等からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものとは、どうい

うものをいうのですか。 

（問33）社会福祉法人などの公益法人等から交付される助成金等はPSTの計算上、国の補助

金等として計算してもよいのでしょうか。 

（問34）認定NPO法人の認定基準（PST算定）における休眠預金等からの助成金の除外とは

どのような制度ですか。 

（問35）パブリック・サポート・テスト（PST）の判定に当たって、絶対値基準を採用する

予定ですが、寄附者数は具体的にどのように算出すればよいのでしょうか。 

（問36）パブリック・サポート・テスト（PST）について絶対値基準を採用した場合、寄附

者数に含めた者・含めなかった者の区別を寄附者名簿に記載する必要はありますか。 

（問37）絶対値基準において寄附者数を算出するに当たり、役員からの寄附金かどうか、

生計を一にするかどうかは、いつの時点で判断すればよいのでしょうか。 

（問38）寄附者（又は役員）と生計を一にする者とは具体的にどのような者を指すのでし

ょうか。 

（問39）絶対値基準において、同一人物が年度をまたいで数回に分けて寄附している場合、

寄附者数はどのように計算するのでしょうか。 

（問40）近所にお住まいのご夫婦から3,000円（夫から2,000円、妻から1,000円）の寄附金

を受領しました。この場合、寄附者単位で見ると3,000円未満の寄附となるため、絶



261 
 

対値基準においては、寄附者に含まれないのでしょうか。 

（問41）条例による個別指定とはどのようなものですか。 

（問42）条例の個別指定を受けたNPO法人ですが、条例を制定した都道府県（又は市区町村）

内には当NPO法人の事務所はありません。この場合でも、パブリック・サポート・テ

スト（PST）基準を満たすこととなりますか。 

（問43）条例による個別指定はいつの時点で受けていればよいのですか。 

（問44）運営組織に関する要件のうち「配偶者及び三親等以内の親族」とは、具体的にど

のような範囲をいいますか。 

（問45）運営組織に関する基準のうち「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれら

の者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」とは、具体的

にどのような範囲をいいますか。 

（問46）経理に関する基準に「公認会計士又は監査法人の監査を受けていること」という

ものがありますが、小さな規模の法人でも必ず監査は受けなければならないのでし

ょうか。 

（問47）経理に関する基準に「帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存につい

て青色申告法人に準じて行われている」こととありますが、どのような帳簿書類の

備付けなどが必要ですか。 

（問48）将来の特定非営利活動事業に充てるための積立金は、認定基準等のうち、「総事業

費のうち80％以上を特定非営利活動事業費に充てること」 及び「受入寄附金総額の

70％以上を特定非営利活動事業費に充てること」の両基準において「特定非営利活

動事業費」に含めることができますか。 

 

４．法人の管理・運営について 

（問49）所轄庁の変更を伴う定款変更の場合の手続と提出書類はどうなっていますか。 

（問50）所轄庁の変更を伴わない場合の定款変更（認証が必要な場合）の手続と提出書類

は何ですか。 

（問51）定款変更に際して、所轄庁の認証が不要となるのはどんな場合ですか。 

（問52）定款等については、事務所に備え置く必要はないのですか。 

（問53）定款等については、毎年提出する必要はないのですか。 

（問54）役員を変更する場合どのような手続が必要ですか。 

（問55）特別代理人、仮理事を選任しなければいけない場合はどのような時ですか。 

（問56）「その他の事業」により赤字が生じた場合はどうなるのですか。 

（問57）その他の事業から生じた利益は、すべて特定非営利活動に係る事業に繰り入れな

ければならないのですか。 

（問58）区分経理を行わなければならないのはどのような場合ですか。 

（問59）NPO法人を設立した直後には、どのような書類を法人の事務所で閲覧させればよい

のですか。 

（問60）事業計画書及び活動予算書は毎年作成しなければならないのですか。法人として
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成立後も所轄庁に提出したり、閲覧させたりすることがあるのですか。 

（問61）事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、決算期に作成されるので、

設立当初は備え置く必要がないと考えてよいのですか。 

（問62）法人の事務所における閲覧について、各書類については、いつまでの期間のもの

を閲覧させればよいのですか。 

（問63）閲覧は、すべての事務所で行わなければならないのですか。 

（問64）法人の事務所で閲覧できる書類と、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は異なること

がありますか。 

（問65）謄写に当たって、所轄庁から手数料等を請求されることはありますか。 

（問66）貸借対照表の公告方法を定款で定める場合、どの程度まで具体的に定める必要が

ありますか。 

（問67）貸借対照表の公告方法を定款において定める場合、複数の手段を定めることはで

きますか。 

（問68）貸借対照表の公告以外にも公告事項はありますが、貸借対照表の公告のみを別の

方法とすることを定款に記載できますか。 

（問69）貸借対照表の公告の方法のうち、電子公告（法第28条の２第１項第３号、法規第

３条の２第１項）とはどのようなものですか。 

（問70）電子公告の方法として、LINEを使用する方法は含まれますか。 

（問71）貸借対照表の公告の方法のうち、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示」（法

第28条の２第１項第４号、法規第３条の２第２項）とはどのような場所が該当しま

すか。また、マンションや役員の自宅の一室をNPO法人の主たる事務所としている場

合はどのような場所に掲示すればいいですか。 

（問72）貸借対照表の「要旨」（法第28条の２第２項）とはどのようなものをいうのですか。 

（問73）役員が認定又は特例認定の取消しを受けた他の法人の理事を兼ねていたことを知

らなかった場合であっても、その法人は欠格事由の対象となるのでしょうか。 

（問74）国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの（法第47条第４号）とはどの

ような状態をいうのですか 

（問75）活動計算書と収支計算書では認定基準等の計算の仕方は違うのですか。 

（問76）事業年度終了後の報告のほかに、認定NPO法人等が所轄庁に提出しなければならな

い書類はありますか。 

（問77）認定NPO法人等が寄附者に対して発行する領収書には、形式の定めはありますか。 

（問78）認定が取り消された場合の取戻し課税とはどのような制度でしょうか。 

（問79）認定NPO法人等に寄附をした場合に税制上の優遇措置を受けるためには、どのよう

な手続が必要ですか。 

（問80）認定又は特例認定の取消しを受けたNPO法人は、二度と認定を受けることはできな

いのでしょうか。 

（問81）どのような場合に認定、特例認定は取り消されますか。 

（問82）認定基準等に適合しなくなった場合や、認定法人等としての義務違反があった場
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合、勧告・命令を経ずに取消しが行われることはありますか。 

（問83）事業年度の途中で役員の親族割合基準を満たさなくなった場合、直ちに認定取消

しとなるのでしょうか。 

 

５．法人の合併・解散について 

（問84）合併の認証申請の際にはどのような書類を所轄庁に提出する必要がありますか。 

（問85）法第35条第１項の規定により作成する財産目録は、合併前の各法人が作成するの

ですか。また、どちらの事務所に備え置くのですか。その財産目録は、申請時に提

出する財産目録と異なるものですか。 

（問86）合併の際の公告はインターネットによる方法が認められますか。 

（問87）合併の登記は、いつまでに行う必要がありますか。また、登記を行わなかった場

合はどうなりますか。 

（問88）認定NPO法人等の合併認定等の基準適合は、どのように判定するのですか。 
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１．法律の概要について 

 

（答） 法の別表には、20の活動分野が列挙され、それらの活動に該当しないと特定非営利活動とはみなさ

れません。その意味で、20の活動分野は限定的に列挙されています。 

これらの20の活動の一つ一つの意味（定義）は、法律には書かれていませんので、その言葉を解釈

するためには、他の法令における使用例等を参考にしつつ、社会通念つまり常識に従って判断するこ

とになります。 

一方、活動分野については、「多様な特定非営利活動を含むように広く運用すること」が立法当時の

衆議院内閣委員会で決議されていますので、社会通念の許す範囲でできるだけ柔軟な解釈をとること

が求められているといえるでしょう。 

したがって、どのような活動が20の活動に含まれ、また、逆に含まれないのかについては、それぞ

れの所轄庁が、他の法令における使用例、社会通念等に従いながら幅広く判断することとなります。 

 

（答） 法第９条の規定により、所轄庁は１の政令市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該

指定都市の長、それ以外の法人については主たる事務所が所在する都道府県の知事になります。所轄

庁は主たる事務所の所在地で判断され、活動の場所は所轄庁の決定の要素とはならないので、この場

合は政令市となります。 

 

（答） 法第９条の規定により、所轄庁は１の政令市の区域内のみに事務所が所在する法人については当

該指定都市の長、それ以外の法人については主たる事務所が所在する都道府県の知事になります。

海外に事務所を置いている団体についても、日本国内の事務所の所在で所轄庁を決めることになり

ますので、主たる事務所の所在地で判断することとなります。 

 

（答） 令和２年の法改正は、平成28年改正法附則第16条の検討規定に基づき、NPO法人の設立及び運営に

当たって必要な手続等について検討が行われ、改正されたものです。 

改正内容は、次のとおりです。 

   ① 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等（１カ月間→２週間）［法第10条関係］ 

   ② 住所等の公表等の対象からの除外 

［法第10条第２項、第30条、第45条第１項第５号及び法第52条第５項関係］ 

   ③ NPO法人（認定・特例認定）の提出書類の削減［法第55条第１項関係］ 

   ④ NPO法に基づく事務又は業務のデジタル化に関する規定［法附則第８条関係］ 

 

（答） 令和２年改正法は、令和３年６月９日から施行されます。 

また、改正法の主な経過措置は、次のとおりです。 

   ① 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等の規定は、令和３年６月９日以後に認証の申請があっ

（問１）どのような活動が20の分野に該当しますか。また、逆にどのような活動が該当しませんか。 

（問２）政令市の区域内にのみ事務所を置いており、県内全域で活動を行っていますが、この場合、所轄庁

はどこになりますか。 

（問３）海外に事務所を置いて活動を行っていますが、この場合、設立認証の所轄庁はどこになりますか。 

（問４）令和２年の法改正はどのようなものですか。 

（問５）令和２年の改正法はいつから施行され、いつから適用されますか。 
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た場合について適用されます。（令和２年改正法附則２） 

   ② NPO法人（認定・特例認定）の提出書類の削減の規定は、令和３年６月９日以後に開始する事業年

度において提出すべき書類について適用されます。（令和２年改正法附則３） 

 

２．NPO法人の設立について 

 

（答） 法第10条第４項の規定に基づく申請者からの補正については、１週間経過後の補正はいかなる場合

も認められません。 

なお、申請書に記載された事項のうち、明らかな誤字、脱字等の軽微な不備については、所轄庁に

おいて職権で補正することもできることとなっています。 

 

（答） 法第10条第４項の規定により、申請者からは「都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なもので

ある場合に限り」補正することができます。何を軽微な不備とするかは条例によって定められるため

所轄庁の判断になりますが、例えば客観的に明白な誤記、誤字又は脱字など、内容の同一性に影響を

与えない範囲のものであると考えられます。 

 

（答） 社員の資格を特定の地域の住民に限る場合でも、その制限が事業内容等との関連から見て合理的な

ものであれば、「不当な条件」に当たらない場合もあると考えられます。どのような制限であれば不当

な条件とならないかについては、一律に決まるものではなく、地域の限定の仕方と事業内容との相関

関係で判断することになります。社員を最少行政単位である市（区）町村在住者に限ることは、通

常、「不当な条件」には当たらないものと考えられます。しかし、例えば「△△丁目」といった極めて

限定された地域の住民以外の者が社員として加入することを、一切拒否するのであれば、実質的に共

益的・親睦会的な団体運営を意図するものとして、「不当な条件」とならざるを得ないでしょう。 

このため、例えば「この法人の活動に賛同し、かつ常時活動に参加できる者」といった規定のよう

に、地域に在住する者を念頭に置きながらも、法人の活動に賛同する者や積極的に活動へ参画できる

他地域在住者の参加の余地を残しておくことが望ましいと考えられます。具体的には、定款上、 

・○○市△△中心市街地の活性化を目的とし、まちづくり全般に関する事業を行うことを事業内容と

する法人が、社員に対し、「まちづくりに関わる業務又は、当法人の事業に、自ら率先し積極的に

参加できるもの」という条件を付している例 

・○○町の活性化を目的に活動する法人が、社員に対し、「この法人の目的に賛同し、その活動に関

与して主体的に推進する意思を有する者」かつ「個人の利益のために参加するのではなく、組織及

び地域社会のために活動を行えること」等の条件を付している例 

について、所轄庁において認証している例があり、このような形で会員資格を市町村の区域よりも狭

い地域の住民に実質的に限定することは、一般論として許容されるものと考えられます。 

なお、社員の資格の地域性の問題とは別に、その団体の主たる目的たる活動である「特定非営利活

動」は、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」ことでなければならないので、誰でもが

会員になれないような条件を付した会員の互助的な活動は「特定非営利活動」に当たらないものであ

ることに留意する必要があります。 

（問６）縦覧の開始後１週間が経過した場合は、一切の補正が認められないのですか。 

（問７）申請後、補正が認められる事項としてはどのようなものがありますか。 

（問８）社員を「○○町△△丁目、○○町□□地域在住者に限る」とすることは、「不当な条件」に当たりま

すか。 
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上記の趣旨を踏まえて、認証事務を行う所轄庁が、各地域の実情を踏まえて、柔軟に運用している

ため、地域内で活動しているNPO法人も地方には相当実例がありますので、参考としてください。 

 

（答） この法律では、定款変更、解散及び合併については、総会で決議することが必要とされていますの

で、社員の数がいかに多くとも、これらの事項の決定を理事会等に委任することはできません。 

また、NPO法人は、毎年１回必ず通常総会を開催することが義務付けられていますので、総会の開

催を省略することもできません。 

しかし、総会の議決の方法としては、書面による方法や代理人による方法、さらには書面による表

決に代えて電磁的方法も認められていますので、社員数の多い法人の場合は、これらの方法を活用し

て円滑な運営を行うことが期待されます。また、総会の定足数は定款で自由に定めることができます

ので、その団体の運営に適した定足数を定める方法もあります。 

 

（答） 「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」などの定めが考えられます。また、誤解等

を避けるため、「理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない」という規定を置く

ことが望ましいと考えらます。 

 

（答） それぞれの理事は、対外的には法人を代表しますが、定款で他の理事の代表権を制限し、特定の理

事を代表者とすることができます（法16）。 

    その場合、NPO法人の代表者の職名は必ずしも「理事長」である必要はなく、「代表理事」など他の

名称を用いることも可能です。いずれの名前を用いる場合でも、その者に団体を代表する権限を与え、

他の理事の権限を制限する場合には、定款にその旨を明記することが必要です。また、登記において

も、代表者だけを登記することとなります。 

 

（答） NPO法人の理事は、法律上は、それぞれ単独で法人を代表する権限を有することが原則とされていま

すので、法人が定款において代表権を制限していない場合には、理事全員が組合等登記令第２条第２

項第４号における「代表権を有する者」に当たります。したがって、理事全員について登記する必要

があり、理事長のみを登記することでは足りません。なお、組合等登記令の「代表権を有する者」は、

特定非営利活動促進法にいう「理事」のほかに、法第17条の３の「仮理事」、法第31条の５の「清算

人」、民事保全法（平成元年法律第91号）第56条の「その職務を代行する者」も含まれます。 

    また、法人が定款において代表権の制限を行っていて理事長のみが代表権を有する場合には、当該

理事長たる理事のみを「理事」として登記することとなります（問14を参照してください）。 

 

（答） 理事であっても代表権を有しない者については、登記を行う必要はありません。ただし、既に代表

（問９）社員がかなりの人数（1,000人以上）いる場合も定款変更等について総会で決めなければならないの

ですか。また、このような場合に、毎年１回の総会の開催を省略することはできないのですか。 

（問10）定款によって代表権の制限をしたいのですが、定款上には、どのような定めを置けばよいのです

か。 

（問11）団体の代表者の職名は「理事長」と称さなければならないのですか。 

（問12）「代表権を有する者」とは、理事全員のことですか。それとも、理事長等理事の代表者のことです

か。 

（問13）代表権を有していない理事についても登記をする必要はありますか。 
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権を持つ役員について、当該役員の代表権を完全に制限する旨の定款変更を行った場合は、代表権を

完全に喪失した者として、当該役員の氏名及び住所を登記しなければなりません。 

 

（答） 登記する事項は次のとおりです（組登令２②） 

① 目的及び業務 

② 名称 

③ 事務所の所在場所 

④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

⑥ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 

 

（答） 登記申請書の具体的な記載事項は、次の７項目です（組登令第25条において準用する商業登記法第

17条）。 

① 申請人の氏名及び住所 

② 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所 

③ 登記の事由 

④ 登記すべき事項（別紙として添付することも可能） 

⑤ 所轄庁の許可（認証）書の到達した年月日 

⑥ 申請年月日 

⑦  登記所の表示（○○法務局等） 

申請の記載は、横書きにしなくてはならず、また、申請書が２枚以上になる場合は、申請人は、各

紙のつづり目に契印を押さなければなりません（各種法人等登記規則（昭和39年法務省令第46号）第

５条において準用する商業登記規則第35条）。 

次に、申請書に添付する書類は、次のとおりです。 

① 定款（組登令第16条第２項） 

② 代表権を有する者の資格を証する書面（組登令第16第２項） 

具体的には、理事が各自法人を代表する場合においては、定款と各理事の就任承諾書が該当しま

す。 

③ 設立許可（認証）書又はその謄本（組登令第25条において準用する商業登記法第19条） 

設立許可（認証）書の謄本とは、具体的には、設立許可（認証）書の写しに、認証した所轄庁が原

本と相違ない旨を認証したものが該当します。 

なお、申請書に添付した書類については、登記所に対し、原本還付を請求することが可能です（各

種法人等登記規則第５条において準用する商業登記規則第49条）。 
 

※このほか、登記の申請書に押印すべき者（設立時の法人の代表者、一般的には理事長）は、あら

かじめ、その印鑑を登記所に提出しなくてはなりません（各種法人等登記規則第５条において準

用する商業登記規則第35条の２）。 

※ 申 請 書 及 び 印 鑑 届 書 の 記 載 例 や 記 載 方 法 に つ い て は 、 法 務 局 の Ｈ Ｐ

（http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html）に掲載されています。その他登記手

続に御不明な点があれば、法人の主たる事務所を管轄する登記所の窓口に問い合わせてください

（窓口での相談には，事前の予約が必要です。）。 

（問14）どのような事項を登記するのですか。 

（問15）登記の申請書の記載事項と添付書類にはどのようなものがありますか。 

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
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（答） 組登令第２条第１項の規定により、設立の認証の通知があった日から２週間以内に主たる事務所の

所在地で登記を行うこととなります。従たる事務所がある場合には、組登令第11条第１項第１号の規

定により、設立の登記をした後２週間以内に登記をしなければなりません。従たる事務所が複数ある

場合には、そのすべての事務所の所在地で登記する必要があります。 

また、法第13条第３項の規定により、設立の認証があった日から６月を経過しても登記をしないと

きには、所轄庁により設立の認証を取り消されることがあります。 

 

（答） 設立の登記によって法人として成立したことになりますが、これだけで設立の手続は終わりではあ

りません。 

まず、登記をしたことを証する登記事項証明書及び設立当初の財産目録を添えて、所轄庁に届け出

る必要があります（法13②）。 

また、NPO法人は、設立の登記をした後２週間以内に、従たる事務所の所在地においても、登記を

しなければなりません。従たる事務所が複数ある場合は、そのすべての事務所の所在地で登記する必

要があります（組登令11①）。 

 

３．認定NPO法人制度について 

 

（答） NPO法人のうち、一定の基準等に適合するものとして所轄庁の認定又は特例認定を受けた法人（以下

「認定NPO法人等」といいます。）に対して支出した寄附について、次のような税制上の優遇措置が講

じられています。 

① 個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄

附（その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。）をした場合は、次のい

ずれかの控除を選択適用できます。 

イ その寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、寄附金控除（所得控除）の適用（措法41の18

の２①） 

ロ その寄附に係る支出金について、認定NPO法人等寄附金特別控除（税額控除）の適用（措法41

の18の２②） 

② 法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄

附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に損金算入限度額が設けられています。 

認定NPO法人等に対する上記の寄附金の額については、特定公益増進法人に対する一定の寄附の

金額と合わせて、特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額（以下「特別損金算入限

度額」といいます）の範囲内で損金算入が認められます。 

なお、これらの合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄

附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます（法人法

37④、措法66の11の２②）。 

③ 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO

法人（特例認定NPO法人は対象となりません）に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係

る事業に関連する寄附をした場合は、その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担

を不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税

（問16）登記はいつまでに行わなければならないのですか。登記を行わなかった場合はどうなりますか。 

（問17）設立の登記の後に行うべきことはありますか。 

（問18）認定NPO法人制度とは、どのような制度でしょうか。 
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の課税価格の計算の基礎に算入されません（措法70①⑩）。 

④ 認定NPO法人（特例認定NPO法人は対象となりません。）の収益事業に属する資産のうちからその

収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額をその収益

事業に係る寄附金の額とみなすとともに（みなし寄附金）、寄附金の損金算入限度額は、所得金額

の50％又は200万円のいずれか多い額までとなります（法人法37⑤、法人令73①、法人規22の５、

措法66の11の２①）。 

⑤個人が認定NPO法人等に対し、土地、建物、株式等の現物資産を寄附した場合のみなし譲渡所得税

について、その寄附財産を基金に組み入れる方法により管理するなどの一定の要件を満たす場合、

国税庁長官の非課税承認又は不承認の決定が申請から一定期間内に行われなかったときに自動的に

承認があったものとみなされます。また、非課税措置の適用を受けた寄附資産について、基金に組

み入れて管理し、その後買い換えた資産を当該基金の中で管理する等の一定の要件を満たす場合に

は、国税庁長官へ必要書類を提出することで、引き続き非課税措置の適用を受けることができます

（措法40）。 

 

（答） 認定又は特例認定手続が円滑に進められるよう、各所轄庁において申請に関する相談等を行ってい

る場合もありますので、まずは所轄庁となっている各都道府県又は指定都市にご相談ください。 

事前相談は任意の手続ですが、認定等の申請を行う皆様と各所轄庁の双方が、認定基準等について

の理解を共有するためのものであり、この事前相談を行うことにより、認定等の申請を行う皆様にと

っては、申請時に必要な資料作成事務を効率的に行うことができ、また、各所轄庁における申請後の

審査の円滑化・迅速化の効果が期待できるため、事前相談を積極的にご活用されることをお勧めしま

す。 

なお、事前相談は、原則として予約制としておりますので、相談を希望される方は、所轄庁に事前

に電話で相談の日時等を予約ください。（P447～P451の所轄庁一覧を参照） 

 

（答） 認定又は特例認定を受けるためには、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設

立の日以後１年を超える期間が経過していることが基準とされています（法45①八、59①一）。 

したがって、申請書を提出する事業年度の初日が、設立の日から１年を超える期間が経過していれ

ば、認定又は特例認定の申請をすることができます。 

例えば、事業年度の期間が１年である法人について、その設立初年度が１年に満たない期間となっ

ている場合には、事業年度の期間が１年である第２期が終了し、設立後の第１期及び第２期の事業年

度報告書等を作成し、所轄庁に提出していれば、設立の日以後１年を超える期間が経過していること

になりますので、認定又は特例認定の申請をすることができます。 

 

（答） 特例認定は、申請書を提出した日の前日において、その設立の日から５年を経過しないNPO法人であ

ることが基準の１つとなっています（法59①二）。 

 

 

 

 

（問19）認定等を受けたいと考えていますが、どこに相談すればよいでしょうか。 

（問20）認定等の申請は、NPO法人設立後、いつからすることができますか。 

（問21）設立から５年以上を経過している場合は、特例認定を受けることができないのでしょうか。 
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（答） NPO法人から認定等の申請書が提出されると、所轄庁の職員が当該申請書の内容等を確認するために

申請法人に臨場し、実態確認を行う場合があります。 

    実態確認においては、認定基準等の適合性や申請書類の記載内容を確認するための参考資料として、

以下のような書類の提示（又は提出）をお願いする可能性があります。 

 

（注） 上記は、確認させていただく資料の一例であり、認定審査等の過程において、必要に応じて、これ

ら以外の資料を確認させていただく場合があります。また、これらの資料は、事前相談の際にも確認

させていただく場合があります。 

（問22）所轄庁の認定等の審査に当たり、申請法人の実態確認が行われますか。 

確認させていただく書類の例 
（参 考） 

確認する主な認定基準 

1 

NPO法人の事業活動内容がわかる資料 

（パンフレット、会報誌、マスコミで紹介されてい

る記事、事業所一覧等） 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 

2 NPO法人の職員一覧、給与台帳 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 

3 

総勘定元帳など作成している帳簿や取引記録 

（会計について公認会計士又は監査法人の監査を受

けている場合の「監査証明書」を含みます。） 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 

4 

申請書に記載された数字の計算根拠となる資料 

（例）・事業費と管理費の区分基準 

   ・役員の総数に占める一定のグループの人数      

割合 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

5 

事業費の内容がわかる資料 

（事業活動の対象、イベント等の実績（開催回数、

募集内容等）、支出先など） 

活動の対象に関する基準 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

6 
寄附金・会費の内容がわかる資料 

（現物寄附の評価額、寄附金・会費に係る特典等） 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

事業活動に関する基準 

7 

絶対値基準（寄附金額の合計額が年3,000円以上の

者の人数が年平均100人以上）の算出方法がわかる

資料 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

8 
条例により個別に指定を受けていることがわかる資

料 
パブリック・サポート・テストに関する基準 

9 
助成金・補助金を受けている場合、その募集要項、

申請書及び報告書等 
パブリック・サポート・テストに関する基準 

10 閲覧に関する細則（社内規則） 情報公開に関する基準 

11 

NPO法人が特定の第三者を通じて活動を行っている

場合、特定の第三者の活動内容及びNPO法人と特定

の第三者との関係がわかる資料 

活動の対象に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 
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（答） 所轄庁は、認定等をしたときはその旨を、認定等をしないことを決定したときはその旨及びその理

由を、認定等の申請を行ったNPO法人に対して速やかに書面により通知しなければならないこととされ

ています（法49①、法62）。 

また、所轄庁は、認定又は特例認定をしたときは、インターネットその他の適切な方法により、次

の事項を公示しなければならないこととなっています（法49②、法62）。 

① 当該認定NPO法人等の名称 

② 代表者の氏名 

③ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 

④ 当該認定の有効期間 

⑤ その他都道府県又は指定都市の条例で定める事項 

なお、有効期間の満了等により認定又は特例認定の効力を失った場合には、所轄庁からNPO法人に

対する通知はされませんが、所轄庁は、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を

公示しなければならないこととされています（法57②、法62） 

 

（答） 認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して５年となっており、認定の有効期間の満了

後、引き続き認定NPO法人として活動を行おうとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の６カ月前

から３カ月前までの間に、所轄庁の条例で定めるところにより、有効期間の更新の申請書を提出し、

有効期間の更新を受けることができます（法51②③⑤）。 

また、特例認定の有効期間は所轄庁による特例認定の日から起算して３年となり、特例認定の有効

期間が経過したときは、特例認定は失効します（更新はできません）ので、特例認定の有効期間中又

は有効期間経過後に認定NPO法人として認定を受けたい場合は、認定の申請を行う必要があります。

なお、特例認定NPO法人が、認定NPO法人として認定を受けたときは、特例認定の効力を失います（法

61四）。 

なお、認定の有効期間の更新の申請があった場合において、従前の認定期間の満了の日までに当該

更新申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、従前の認定の有効期間の満了後も処分がな

されるまでの間は、なお効力を有することとなります（法51④）。 

 

（答） 法令上、相対値基準又は絶対値基準による申請の場合、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄

附者名簿については、初回の認定申請書に添付しなければならないこととされているため、寄附者名

簿を作成していなければ認定基準を満たさないこととなります（法44②一）。 

また、認定又は特例認定後においても、毎事業年度初めの３カ月以内に、条例で定めるところによ

り、前事業年度の寄附者名簿を作成し、その作成の日から起算して５年間（特例認定の場合は３年

間）その事務所に備え置く必要があります（法54②、62）。 

したがって、認定、特例認定を受けることをお考えの方は、寄附者名簿を確実に作成・保管してお

く必要があります。 

 

（答） 寄附者名簿には、原則として、寄附者全員の「氏名（法人・団体にあっては、その名称）及び住所

（問23）認定等の申請を行ったNPO法人に対して、その申請に対する結果は通知されるのですか。また、有効

期間が満了して認定が失効した場合、所轄庁からNPO法人に通知されるのですか。 

（問24）認定、特例認定の更新をすることはできますか。 

（問25）寄附者名簿を作成していないと認定されませんか。 

（問26）寄附者名簿にはどのような内容を記載すればよいのでしょうか。 
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並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日」を記載する必要があります。 

ただし、匿名で行われた寄附や1,000円に満たない少額の寄附については、例えば、「匿名寄附 ○

口 計○○○○円」、「少額寄附 ○口 計○○○○円」というように省略して記載しても差し支えあ

りません。 

 

（答） 「寄附金」とは、支出する側に任意性があり、直接の反対給付がない経済的利益の供与と考えられ

ます。一方、「会費」とは、サービス利用の対価又は会員たる地位にあるものが会を成り立たせるため

に負担すべきものであって、寄附金と異なり対価性を有するものと考えられます。 

したがって、会員から受領する「会費」については、一般的には、PSTの判定上、寄附金の額として

取り扱うことはできません。 

ただし、会費という名目であっても、定款や規約等から実質的に判断して、明らかに贈与と認めら

れる会費（すなわち対価性が認められない会費（注）。いわゆる「賛助会費」がこれに該当する場合が

多いと思われます）については、その名称にかかわらず、PSTの判定上、寄附金として取り扱って差

し支えないこととしております。 

なお、絶対値基準においても同様に、定款や規約等から実質的に判断して、明らかに贈与と認めら

れる会費については、その名称にかかわらず、PSTの判定上、寄附金として取り扱って差し支えない

こととしております。 

（注） 対価性の有無の判断に当たっては、例えば、不特定多数の者に対して無償で配布される機関

誌等を会員が受け取っている程度であれば、対価性がないものとして取り扱われます。 

 

（答） PSTの判定上寄附金として取り扱わないこととされている「寄附者の氏名（法人・団体にあっては、

その名称）及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金」とは、寄附者の確認（寄附者の特定）がで

きない寄附金のことを指しますので、PST上の寄附金として取り扱うためには、寄附者が確認（特定）

できること、つまり、氏名（名称）のみならずその住所又は主たる事務所の所在地も明確になってい

る必要があります。 

したがって、お尋ねのような、氏名（名称）以外分からない寄附金については、PSTの判定上の寄

附金として取り扱うことはできません（注）。 

例えば、口座振込による寄附金で氏名以外分からない場合には、寄附者が特定されているとはいえ

ず、「寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附

金」に該当し、PSTの判定上、寄附金として取り扱わないこととなります。 

（注） 相対値基準で小規模特例の適用を受ける場合には寄附金として取り扱うことができます。 

 

（答） NPO法人が寄附者からの現物寄附を受け入れた場合には、当該現物寄附が経済的価値のある場合には

受入時の時価で適正に評価し、PSTの判定上、寄附金の額に含めることができます。 

したがって、お尋ねのような古本を寄附として受領した場合、当該NPO法人は当該古本を業者による

（問27）パブリック・サポート・テスト（PST）の判定に当たって、会費を寄附金として取り扱うことはでき

るのでしょうか。 

（問28）寄附者の氏名（名称）だけ判明していれば、その寄附金は、パブリック・サポート・テスト（PST）

の判定に含めてもよろしいでしょうか。 

（問29）NPO法人等が寄附者から古本を寄贈（現物寄附）され、当該古本を業者に買い取ってもらったところ

５千円に換金できました。この場合、当該古本（現物寄附）の換金額を寄附金としてパブリック・サポ

ート・テスト（PST）の判定に含めてよろしいでしょうか。 
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換金により時価で適正に評価されたものとして、活動計算書において受取寄附金勘定中の資産受贈益

（例えば古本受贈益）として当該金額を計上することにより、PSTの相対値基準又は絶対値基準のい

ずれにおいても寄附金の額に含めて計算することができます。 

なお、現物寄附を受けた法人が認定NPO法人等である場合には、当該認定NPO法人等が寄附者に領収

書を発行することにより、寄附者は税制上の優遇措置を受けることができます（問80、問81を参照く

ださい）。 

（注） NPO法人が受領した現物寄附が、例えば不要となった子どもの洋服（古着）など経済的価値

がない場合には、時価ゼロ若しくは備忘価額１円として評価することとなります。 

 

（答） 新たにNPO法人を設立し、その前身の団体が有していた財産をそのまま無償で引き継いだ場合には、

新しく設立されたNPO法人と前身の団体とは法律上は別組織と考えられますので、前身の団体からの寄

附として取り扱うことになります。 

したがって、当該受入財産については、寄附金（受入時の時価）として「総収入金額」及び「受入

寄附金総額」に含めて計算することになります。 

なお、前身の団体が単なる個人の集合体である場合には、NPO法人に寄附した財産はそれぞれの財産

所有者である個人からの寄附となりますので、それぞれの金額の計算を行う際には注意が必要です。 

 

（答） PSTについて相対値基準を採用する場合、「その他の事業」を区分経理して活動計算書を作成してい

る場合であっても、「その他の事業」を含むすべての収益の部の合計額（経常収益計と経常外収益計の

合計額）が、総収入金額となります。 

（注１） 活動計算書における「固定資産売却益」（臨時的なものに限ります）は、PSTの相対値基準に

おける総収入金額には含めなくても差し支えありません。その場合、認定基準等チェック表

（第１表 相対値基準）の㋔欄の記載の必要はありません。 

（注２） 活動計算書における「前期繰越正味財産額」は、PSTの相対値基準における総収入金額には

含めないことに留意願います。 

 

（答） 国等からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものとは、補助金その他名称のいか

んにかかわらず、反対給付を受けないで国等が、直接、NPO法人に対して交付するものをいいます。 

したがって、国等以外の団体（例えば社会福祉法人等）が、反対給付を求めないでNPO法人に対し

て交付するもの（助成金等）については、この要件には該当せず、寄附金と同様に取り扱うことにな

ります。 

（注） 国等とは、国、地方公共団体、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学

共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいいます。 

（問30）NPO法人の設立に当たり、当該NPO法人の前身の団体から財産を受け入れた場合には、当該受入財産

については寄附として「総収入金額」及び「受入寄附金総額」に含めて計算してもよろしいのでしょう

か。 

（問31）特定非営利活動に係る事業に加え「その他の事業」を行っており、「その他の事業」を区分経理して

活動計算書を複数作成していますが、パブリック・サポート・テスト（PST）について相対値基準を採

用する場合、総収入金額には、「その他の事業」に係る収入金額も含めなければならないのでしょう

か。 

（問32）国等からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものとは、どういうものをいうので

すか。 
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（答） 国の補助金等とは、国、地方公共団体、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、

大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関から直接交付されるものであり、社会福祉

法人などの公益法人等から交付される助成金等は国の補助金等には該当しないため、受入寄附金総額

及び総収入金額に含めて計算することになります（法規５①一）。 

なお、受入寄附金総額に含めて計算することができる助成金等は、対価性がないものに限られます。 

 

（答） 税制上の優遇措置の対象となる認定NPO法人制度において、認定の際に広く市民からの支援を受けて

いるかどうかの判定に用いるPST算定式から、休眠預金等からの助成金を除外する制度改正を行いま

した（NPO法施行令、NPO法施行規則を改正。令和２年４月１日施行。）。 

パブリックサポートテスト（PST）の判定に休眠預金等活用制度に基づき事業を実施するために受

け取った助成金（休眠預金等交付金関係助成金）が影響を与えないようにするため、当該助成金を算

定式から除外することとなります。 

 

（答） 絶対値の具体的な水準は、実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上（ただ

し、休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている場合は、3,000円に当該休眠預金等交付金関係助成

金の額を加算した金額以上）である寄附者の数の合計数が年平均100人以上であることとされています。 

したがって、実績判定期間内においてこの水準を満たすかどうかは、次の算式に当てはめて判定す

ることとなります。 

 

 

 

 

 

 

※ 月数は暦に従って計算し、一月未満の端数は切り上げて一月としてください。 

 

なお、寄附者数のカウントに当たっては、次の点に注意してください。 

① 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附者のみを数えます。 

② 寄附者本人と生計を一にする者も含めて一人として数えます。 

③ 寄附者が、そのNPO法人の役員及び役員と生計を一にする者である場合は、これらの者は、寄附者

数に含めません。 

 

（答） 絶対値基準による場合であっても、法令上、寄附者名簿への明記は特に必要とされていません。し

（問33）社会福祉法人などの公益法人等から交付される助成金等はPSTの計算上、国の補助金等として計算し

てもよいのでしょうか。 

（問34）認定NPO法人の認定基準（PST算定）における休眠預金等からの助成金の除外とはどのような制度で

すか。 

（問35）パブリック・サポート・テスト（PST）の判定に当たって、絶対値基準を採用する予定ですが、寄附

者数は具体的にどのように算出すればよいのでしょうか。 

（問36）パブリック・サポート・テスト（PST）について絶対値基準を採用した場合、寄附者数に含めた者・

含めなかった者の区別を寄附者名簿に記載する必要はありますか。 

実績判定期間の月数 
≧ 100人 

× 12 
実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が

3,000 円以上（ただし、休眠預金等交付金関係助成金を受

け取っている場合は、3,000 円に当該休眠預金等交付金関

係助成金の額を加算した金額以上）の寄附者の合計人数 
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かしながら、寄附者数のカウントに当たっては、 

① 寄附者の氏名（法人・団体にあっては、その名称）及びその住所の明らかな寄附者のみを数え

る。 

② 寄附者の数は、寄附者本人と生計を一にする者を含めて一人とする。 

③ 認定申請を行うNPO法人の役員又は役員と生計を一にする者が寄附者である場合には、その者を

寄附者の数に含めない。 

といった点に注意していただく必要があり、認定審査に当たって、所轄庁から、寄附者数の算出方法 

等について確認させていただく場合があります。 

そのため、寄附者数の算出方法等が分かる何らかの資料の作成・保管（寄附者名簿に明記していた

だく方法でも構いません）をお願いいたします。 

 

（答） 寄附をしたときの現況で判断することになります。 

したがって、事業年度末において役員であったとしても、寄附をしたときに役員でなければ、絶対

値基準の計算上は、寄附者数に含めて差し支えありません。 

また、生計を一にするかどうかについては、原則として、寄附をしたときの現況で判断していただ

くこととなりますが、生計を一にするかどうかは、寄附をした時点の現況だけで判断することが難し

い場合もありますので、前後の生活状況等を踏まえた上で判断していただいて差し支えありません。 

（注） 寄附者名簿など外形的な情報に基づき寄附者数をカウントする場合、生計を一にするかどうかの

一義的な判断は、姓及び住所が同一かどうかで判断して差し支えありません。 

 

（答） 寄附者（又は役員）と生計を一にする者とは、寄附者（又は役員）と日常生活の資を共通にしてい

る者をいいます。 

したがって、同居していなくても仕送り等により日常生活の資を共通にしている場合には、その者

は生計を一にする者となります。 

（注） 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではありませ

んので、次のような場合には、それぞれ次によります。 

⑴ 勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合

であっても次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとされ

ます。 

          イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他

の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 

          ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 

⑵ 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいる

と認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとされます。 

 

（答） 寄附金の額が3,000円以上かどうかは、実績判定期間内の各事業年度ごとの合計額で判定することと

なります。 

（問37）絶対値基準において寄附者数を算出するに当たり、役員からの寄附金かどうか、生計を一にするか

どうかは、いつの時点で判断すればよいのでしょうか。 

（問38）寄附者（又は役員）と生計を一にする者とは具体的にどのような者を指すのでしょうか。 

（問39）絶対値基準において、同一人物が年度をまたいで数回に分けて寄附している場合、寄附者数はどの

ように計算するのでしょうか。 
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したがって、例えば、３月決算（実績判定期間が平成28年３月期、平成29年３月期の２事業年度と

します）の法人が、寄附者Ａさんから以下のように５回に分けて合計10,000円の寄附を受けた場合、

平成28年３月期は合計8,000円の寄附金となりますので、寄附者数に含めますが、平成29年３月期は合

計2,000円の寄附金となりますので、寄附者数に含めないこととなります。 

 

《寄附者Ａさんからの寄附内訳》 

事業年度 寄附年月 寄附金額 備  考 

平成28年３月期 

平成27年５月 2,000円 

合計8,000円≧3,000円 

⇒１人としてカウント 

平成27年８月 2,000円 

平成27年10月 2,000円 

平成28年２月 2,000円 

 

平成29年３月期 平成28年５月 2,000円 
合計2,000円＜3,000円 

⇒１人としてカウントしない 

 

（答） 絶対値基準における寄附者数の算出に当たっては、寄附者本人と生計を一にする者を含めて一人と

して数えることとなります。また、その場合、年3,000円以上の寄附金額かどうかについては合計金額

で判断することとなります。 

したがって、お尋ねの場合、ご夫婦で合計3,000円の寄附を行っていますので、ご夫婦を絶対値基準

における寄附者に含めることができますが、寄附者の数については「一人」として数えることになり

ます。 

 

（答） 条例による個別指定とは、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人と

して、これらの寄附金を定める条例により定められている場合、認定に係るPST基準を満たすものとし

て認められるというものです。 

なお、条例による個別指定については、寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人の

名称及び主たる事務所の所在地が条例で明らかにされていることが必要です。 

 

（答） 条例個別指定を受けたことによりPSTを満たすこととなるNPO法人は、条例を制定した都道府県（又

は市区町村）の区域内に事務所（注）を有するNPO法人に限られます。 

したがって、条例を制定した都道府県（又は市区町村）の区域内に事務所を有さない場合には、他

のPST（相対値基準又は絶対値基準）を満たす必要があります。 

（注） 定款において定められた事務所（主たる事務所か従たる事務所かは問いません）をいいます。 

 

（答） 認定申請書を提出する日の前日において、個人住民税の寄附金税額控除の対象として都道府県又は

（問40）近所にお住まいのご夫婦から3,000円（夫から2,000円、妻から1,000円）の寄附金を受領しました。

この場合、寄附者単位で見ると3,000円未満の寄附となるため、絶対値基準においては、寄附者に含ま

れないのでしょうか。 

（問41）条例による個別指定とはどのようなものですか。 

（問42）条例の個別指定を受けたNPO法人ですが、条例を制定した都道府県（又は市区町村）内には当NPO法

人の事務所はありません。この場合でも、パブリック・サポート・テスト（PST）基準を満たすことと

なりますか。 

（問43）条例による個別指定はいつの時点で受けていればよいのですか。 
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市区町村の条例で定められており、かつ、その条例の効力が生じている（注）必要があります。 

（注） その条例が、地方自治法第16条《条例及び規則の公告式》に基づき公布され、かつ、施行され

ていることをいいます。 

 

（答） 例えば、NPO法人の役員が８名いるとして、その中にＹさんの夫であるＡさんと、Ｙさんのいとこの

Ｂさん、Ｂさんの長男のＣさんがいます。なお、Ｙさんは当該NPO法人の役員とはなっていません。 

このような役員構成の場合には、ＢさんとＣさんは親族となります（一親等の血族）が、Ａさんは

Ｂさん及びＣさんと親族関係はありません（四親等及び五親等の姻族となります）。 

したがって、「配偶者及び三親等以内の親族」に該当する人数は２人となります（法45①三イ(1)）。 

（注） P83の≪三親等以内の親族図≫を参照ください。 

 

（答） 例えば、NPO法人の役員が10名いるとして、その中に株式会社Ｘの役員であるＡさんとＢさん及びＡ

さんの長男であるＣさんがいます。 

このような場合には、株式会社Ｘを「特定の法人」とみると、Ａさん及びＢさんは株式会社Ｘの役

員であることから「その法人の役員又は使用人である者」に該当し、ＣさんはＡさんの長男であるこ

とから「これらの者と親族関係を有する者」に該当することになります。 

したがって、「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこ

れらの者と特殊の関係のある者」に該当する人数は３人となります（法45①三イ(2））。 

（注） 「特定の法人」には、地方公共団体も含まれます。 

 

（答） 会計については、公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は青色申告法人と同等

の帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、当該帳簿書類を保存していることが認定基準ですので、

後者の認定基準を満たしていれば、必ずしも公認会計士等の監査を必要とするものではありません

（法45①三ハ、法規20）。 

 

（答） 青色申告法人の帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存について、その具体的な内容は

以下のとおりです。 

① 資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を複式簿記の原則に従って、整然と、かつ、明り

ょうに記録し、その記録に基づいて決算を行うこと（法人規53）。 

② 仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を備え、取引に関する一定事項を記載すること（法人規

54、同別表二十）。 

③ 仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し、総勘定元帳に

は、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載すること（法人規55）。 

④ たな卸表を作成すること（法人規56）。 

（問44）運営組織に関する要件のうち「配偶者及び三親等以内の親族」とは、具体的にどのような範囲をい

いますか。 

（問45）運営組織に関する基準のうち「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を

有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」とは、具体的にどのような範囲をいいますか。 

（問46）経理に関する基準に「公認会計士又は監査法人の監査を受けていること」というものがあります

が、小さな規模の法人でも必ず監査は受けなければならないのでしょうか。 

（問47）経理に関する基準に「帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に

準じて行われている」こととありますが、どのような帳簿書類の備付けなどが必要ですか。 
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⑤ 一定の科目をもって貸借対照表及び損益計算書を作成すること（法人規57、同別表二十一）。 

⑥ 帳簿書類を７年間整理保存すること（法人規59）。 

（注） NPO法上の活動計算書を作成していれば、⑤の損益計算書を作成していることとして取り扱って

も差し支えありません。 

 

（答） NPO法人の特定非営利活動において、その法人の将来の特定非営利活動事業に充てるために、集めた

寄附金の一部を一定期間法人内部に積み立てる場合も考えられます。 

このような場合、当該積立金相当額は、活動計算書上「費用」とはなりませんが、積立金の使用目

的（その法人の今後の特定非営利活動事業に充当するために法人の内部に積み立てるものであるこ

と）や事業計画、目的外取り崩しの禁止等について、理事会又は社員総会で議決するなど適正な手続

を踏んで積み立て、貸借対照表に例えば「特定資産」として計上するなどしているものであれば、い

わゆる「総事業費の80％基準」や「受入寄附金の70％基準」の判定において、特定非営利活動事業費

及び総事業費に含めて差し支えありません。 

実績判定期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、勘定科目と金額を「認定基準等チェ

ック表 第４表（次葉）」（P139参照）に記載して下さい。 

なお、この場合、当該積立金相当額は、既に「総事業費の80％基準」等の判定において特定非営利

活動事業費及び総事業費として含めておりますので、事後に当該積立金を取り崩して費消（資産の取

得等を含みます。）し、かつ、活動計算書において費用（取得資産に係る減価償却費を含みます）とし

て計上されている場合には、当該費用を特定非営利活動事業費及び総事業費から除いたところで「総

事業費の80％基準」等の判定をする必要があります。 

 

４．法人の管理・運営について 

 

（答） 所轄庁の変更を伴う場合とは、例えば、ある指定都市にのみ事務所を有する法人（所轄庁は当該指

定都市の長）が当該指定都市外に事務所を増設した場合 （所轄庁は当該指定都市が所在する道府県知

事に変更されます）や、東京都にのみ事務所を有する法人が神奈川県に事務所を移設した場合（所轄

庁は神奈川県知事）ですが、このような場合には、法人は、変更前の所轄庁を経由して、変更後の所

轄庁に認証申請書を提出します（法26①）。 

定款変更の認証を行うのは変更後の所轄庁ですので、申請書の様式や部数などについては、変更後

の所轄庁の定めに従う必要があります。 

提出する書類は、次のとおりです（法25④、26②）。 

① 定款変更認証申請書 

② 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 

③ 変更後の定款 

④ 役員名簿（最新のもの） 

⑤ 宗教活動・政治活動の制限等（法２②二）及び暴力団の統制下にないこと等（法12①三）に該当

する旨の確認書 

⑥ 直近の事業報告書 

⑦ 直近の活動計算書 

（問48）将来の特定非営利活動事業に充てるための積立金は、認定基準等のうち、「総事業費のうち80％以上

を特定非営利活動事業費に充てること」 及び「受入寄附金総額の70％以上を特定非営利活動事業費に

充てること」の両基準において「特定非営利活動事業費」に含めることができますか。 

（問49）所轄庁の変更を伴う定款変更の場合の手続と提出書類はどうなっていますか。 



279 

⑧ 直近の貸借対照表 

⑨ 直近の財産目録 

⑩ 年間役員名簿 

⑪ 直近の事業年度末日における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 

なお、⑦、⑧及び⑨については、設立又は合併の直後で、法第28条第１項の事業報告書等が作成さ

れるまでの間は、設立当初又は合併時及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書、設立当初又は合

併時の財産目録で代替することができます。 

認証後の手続は、所轄庁の変更を伴わない場合と同様です。 

 

（答） 所轄庁の変更を伴わない場合には、社員総会で議決した後、所轄庁に定款変更の認証申請書を提出

します。 

提出する書類は、次のとおりです（法25④）。 

① 定款変更認証申請書 

② 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 

③ 変更後の定款 

申請を受理した所轄庁は、設立認証と同様に、申請があった旨等をインターネットの利用（公報へ

の掲載でも可）により公表し、定款等を受理した日から２週間縦覧に供し、縦覧期間経過後２カ月以

内に、認証又は不認証の決定を行う必要があります（法25⑤）。 

定款変更については、認証を受けた段階で効力を有することとなります。ただし、変更された事項

に登記事項が含まれている場合、事務所の所在地の変更などは、登記を変更することが必要となりま

す。登記しないと、それを第三者に主張（法令用語では「対抗」）することができません。変更の登

記は、主たる事務所の所在地においては定款変更の認証を受けてから２週間以内に、従たる事務所の

所在地においては、３週間以内に行う必要があります（組登令３①、11③）。 

 

（答） 定款を変更するためには、所轄庁の認証を受けなければなりませんが、次のような事項について

は、社員総会での議決後、所轄庁にその内容を届け出るだけでよく、所轄庁の認証は必要ありません

（法25③）。 

① 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更 

所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更とは、例えば、千葉市内にしか事務所を持たない法

人（所轄庁は千葉市）が、同じ市内に事務所を増設した場合や、神奈川県に主たる事務所を有する

法人（所轄庁は神奈川県）が、埼玉県に事務所を増設した場合などです。 

② 役員の定数に関する事項 

③ 資産に関する事項 

④ 会計に関する事項 

⑤ 事業年度 

⑥ 残余財産の帰属すべき者に係るものを除く解散に関する事項 

⑦ 公告の方法に関する事項 

これらの届出だけで変更できる事項に関しては定款の変更を決定した時点で効力が発生します。た

だし、登記事項に該当する事項（具体的には事務所の所在地の変更）については、登記の変更をしな

くてはなりませんので、注意が必要です。 

 

（問50）所轄庁の変更を伴わない場合の定款変更（認証が必要な場合）の手続と提出書類は何ですか。 

（問51）定款変更に際して、所轄庁の認証が不要となるのはどんな場合ですか。 
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（答） 定款並びに認証及び登記に関する書類の写しについては、法第28条第２項の規定により、事務所に

備え置くことが義務付けられています。 

 

（答） 法第29条でNPO法人に所轄庁に対する提出義務が課されている書類は法第28条第１項で規定されてい

る「事業報告書等」ですので、定款等については毎年提出する義務はありません。 

 

（答） 役員は、氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合などは、所轄庁に届出をする義務がありま

すが、ここで、役員の「変更」としては、次のような場合が考えられます。 

① 再任 

② 任期満了 

③ 死亡 

④ 辞任 

⑤ 解任 

⑥ 氏名、住所又は居所の変更 

（「人」としての同一性が保たれている場合です。新任は⑦ですのでここには含まれません） 

⑦ 新任 

このうち、①の再任、⑤の解任及び⑦の新任については、総会における議決など定款に定められた

手続に従って決定される必要がありますが、それ以外の変更については、総会での決議などは必要あ

りません。 

これらの「変更」があった場合は、NPO法人はその旨を所轄庁に届け出ることになります。また、

これらの場合のうち、⑦の新任の場合には、その届出書に、就任承諾及び誓約書（法10①二ロ）、住

所又は居所を証する書面として条例で定める書面（法10①二ハ）を添付することが必要です（法

23）。 

なお、理事の氏名、住所、資格は登記事項ですので、これらに変更があった場合は、変更の登記を

しなくてはなりません（組登令３）。 

 

（答） 法人と理事個人との利益相反行為については、当該理事は代表権を有さないため、所轄庁は、利害

関係人の請求又は職権により特別代理人を選任することになります。 

定款で定められている任期が終了し、後任の役員が選任されていない場合、民法第654条の規定によ

り、急迫な事情があるときや、後任の役員が選任されるまでの間、前任者は必要な職務を行わなけれ

ばならないため、仮理事の選任は必ずしも必要ではありません。 

しかし、前任者が何らかの原因により職務を継続できない事情が生じて、法人に損害が発生するこ

とが避けられないような場合等、所轄庁は利害関係人の請求又は職権により仮理事を選任することに

なります。 

 

（答） 法第５条第１項において、その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない範囲で行うこ

（問52）定款等については、事務所に備え置く必要はないのですか。 

（問53）定款等については、毎年提出する必要はないのですか。 

（問54）役員を変更する場合どのような手続が必要ですか。 

（問55）特別代理人、仮理事を選任しなければいけない場合はどのような時ですか。 

（問56）「その他の事業」により赤字が生じた場合はどうなるのですか。 
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とができると規定されています。それゆえ、必ずしもその他の事業の開始の初年度から黒字が見込め

るとは限りませんが、２事業年度継続して多額の赤字が生じるような場合は、所轄庁による報告徴

収・立入検査の対象となる可能性があります。 

 

（答） 法第５条第１項で、その他の事業において利益を生じたときは、特定非営利活動に係る事業のため

に使用しなければならないと規定されていることから、その利益は特定非営利活動に係る事業に繰り

入れなければなりません。 

 

（答） NPO法人は、一定の要件のもとで特定非営利活動に係る事業（本来事業）以外の事業（その他の事

業）を行うことが認められています（法５①）が、その他の事業を行う場合には、その他の事業に関

する会計を本来事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません（法５

②）。 

これは、①その他の事業によって得られた利益が本来事業に充てられたこと、また、②その他の事

業が本来事業に支障がないこと、という法律上のその他の事業についての要件を確認できるように定

められたものです。 

ただし、従来のように計算書類等を別葉表示するのではなく、活動計算書（予算書）において別欄

表示することとします。また、その他の事業に固有の資産（在庫品としての棚卸資産等）で重要なも

のがある場合や、按分を要する本来事業とその他の事業に共通な資産で重要性が高いと判断される資

産については、計算書類の注記にその内訳を記載します。 

 

（答） NPO法人が設立された直後で、事業報告書等が作成されるまでの間には、次の書類を利害関係人に対

して閲覧させることになります（法28③）。 

① 設立当初及び翌事業年度の事業計画書 

② 設立当初及び翌事業年度の活動予算書 

③ 設立当初の財産目録 

④ 役員名簿 

⑤ 定款 

⑥ 認証に関する書類の写し 

⑦ 登記に関する書類の写し 

 

（答） 事業計画書及び活動予算書については、法人の設立申請時及び定款変更時に所轄庁へ提出する必要

がありますが、毎年所轄庁に提出したり、閲覧させたりする義務はありません。しかし、NPO法人自身

が当該事業年度の正味財産の増減原因等を事前に把握し、適切に法人運営を行うに当たって実務上有

用な書類であるといえるため、経常的に作成することを妨げるものではありません。 

 

（問57）その他の事業から生じた利益は、すべて特定非営利活動に係る事業に繰り入れなければならないの

ですか。 

（問58）区分経理を行わなければならないのはどのような場合ですか。 

（問59）NPO法人を設立した直後には、どのような書類を法人の事務所で閲覧させればよいのですか。 

（問60）事業計画書及び活動予算書は毎年作成しなければならないのですか。法人として成立後も所轄庁に

提出したり、閲覧させたりすることがあるのですか。 
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（答） 事業報告書、活動計算書及び貸借対照表は、設立後最初の決算が行われるまでは作成されませんの

で、備え置く必要はありません。 

しかし、財産目録については、設立の時に作成して備え置くことが義務付けられています（法14）。 

 

（答） 法第28条第３項の規定に基づき、その時点において「事業報告書等」「役員名簿」「定款等」として

備置期間内の有効なもの、すなわち「役員名簿」「定款等」は最新のものを閲覧させることとなります。 

 

（答） 法第28条第１項、第２項の規定により、すべての事務所において事業報告書等の備置きが義務付け

られたことから、閲覧の請求があった場合には、法第28条第３項の規定によりすべての事務所で閲覧

の義務が発生するものと考えられます。 

 

（答） NPO法人の事務所で閲覧できる書類と所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、基本的には同じです。 

ただし、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、所轄庁が「NPO法人から提出を受けた」事業報告書等、

役員名簿（法30）ですので、これらの書類が作成後所轄庁へ提出されるまでの間については、事務所で

のみ閲覧が可能になります。 

なお、所轄庁に対する閲覧、謄写請求の場合は誰でも閲覧、謄写が可能ですが、法人が事務所にお

いて閲覧をさせる義務を有するのは、社員、その他の利害関係人に限られます。 

 

（答） 開示書類の謄写については、請求者本人が行うこととされているので、情報公開制度のように、行

政機関が写しを交付する仕組みとは異なります。したがって、所轄庁が自ら謄写行為を行うこととし

て、当該行為に係る手数料を取ることは不適当だと考えられますが、閲覧・謄写が行われる場所にコ

ピー機等を設置し、実費（コピー代及び紙代等）を徴収することは、当事者間の合意に委ねられるこ

ととなります。 

 

（答） 定款を見た市民や利害関係者にとって当該NPO法人の貸借対照表がどのような手段により、どのよう

な媒体において公告されているかが明らかになる程度に明確に定めていただく必要があります。 

    具体的には、①官報に掲載する方法を選択する場合は、例えば、「官報に掲載」と記載してください。

②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を選択する場合は、例えば、「○○県におい

て発行する○○新聞に掲載」など具体的に記載してください。③電子公告の方法を選択する場合は、

例えば、「この法人のホームページに掲載」、「内閣府NPO法人ポータルサイト（法人入力情報欄）に掲

載」など具体的に記載してください。他方、URLまで定款に記載する必要はありません。④不特定多数

の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置を選択する場合は、例えば、

「この法人の主たる事務所の掲示場に掲示」など具体的に記載してください。（P26を参照ください。） 

（問61）事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、決算期に作成されるので、設立当初は備え

置く必要がないと考えてよいのですか。 

（問62）法人の事務所における閲覧について、各書類については、いつまでの期間のものを閲覧させればよ

いのですか。 

（問63）閲覧は、すべての事務所で行わなければならないのですか。 

（問64）法人の事務所で閲覧できる書類と、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は異なることがありますか。 

（問65）謄写に当たって、所轄庁から手数料等を請求されることはありますか。 

（問66）貸借対照表の公告方法を定款で定める場合、どの程度まで具体的に定める必要がありますか。 
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（答） 公告方法を「Ａ及びＢによる方法とする」といったように複数の手段を重ねて選択することは可能

ですが、「Ａ又はＢによる方法とする」といったように公告方法を選択的に定めることは認められない

と考えられます。 

これは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているかが明らかではないためで

す。 

 

（答） 法第11条第１項第14号では、定款において公告方法を記載しなければいけないと規定されています

ので、貸借対照表の公告も含めて法人としての公告方法を定款に記載していただく必要があります。

例えば、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、

法第28条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、○○県において発行する○○新聞に掲

載して行う。」といったように貸借対照表の公告方法のみを別途規定することは可能です。 

 

（答） 電子公告の方法として内閣府令で定める「インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用す

るもの」（法規第３条の２第１項）とは、要するにインターネット上のウェブサイトに公告事項を掲載

することをいいます。当該ウェブサイトは、NPO法人自身が管理運営するものでもよいし、第三者が管

理運営するものであって当該NPO法人が直接掲載するものや第三者に委託し掲載するものであっても構

いません。 

掲載については「不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に

置く」（法第28条の２第１項第３号）ことが必要ですので、判断に当たっては、例えば、無料で、かつ、

事前に登録したパスワード等を入力することなしに閲覧できる状態にあるのか、法定公告期間中継続

して掲載することが可能か、などを踏まえる必要があります。 

 

（答） SNSをはじめインターネットを利用して情報を発信できるサービスが近年増えていますが、提供され

るサービスの内容や利用規約等はそれぞれ異なっています。電子公告にあたっては、個々のサービス

ごとにその内容等を踏まえて電子公告の掲載場所としてふさわしいかどうかを判断してください。 

    例えば、あるNPO法人がLINEのトークに貸借対照表を投稿した場合、他の人がその貸借対照表を閲覧

するには、サービスを利用するために登録行為をしなければなりません。これは、「事前に登録したパ

スワード等を入力することなしに閲覧できる状態」とは言えませんので、LINEは電子公告の方法とし

てふさわしくないと考えられます。 

 

（答） 法第28条の２第１項第４号には「不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することがで

（問67）貸借対照表の公告方法を定款において定める場合、複数の手段を定めることはできますか。 

（問68）貸借対照表の公告以外にも公告事項はありますが、貸借対照表の公告のみを別の方法とすることを

定款に記載できますか。 

（問69）貸借対照表の公告の方法のうち、電子公告（法第28条の２第１項第３号、法規第３条の２第１項）

とはどのようなものですか。 

（問70）電子公告の方法として、LINEを使用する方法は含まれますか。 

（問71）貸借対照表の公告の方法のうち、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示」（法第28条の２第１

項第４号、法規第３条の２第２項）とはどのような場所が該当しますか。また、マンションや役員の自

宅の一室をＮＰＯ法人の主たる事務所としている場合はどのような場所に掲示すればいいですか。 
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きる状態」とあるので、利害関係者のみならず広く市民が当該NPO法人の主たる事務所において、容易

に貸借対照表にアクセスできる状態にあることが必要と考えられます。したがって、例えば、法人の

主たる事務所の掲示板や入口付近に掲示することが相応しいと考えられます。 

ただし、そのマンションや民家の構造、アクセス容易性などを踏まえて判断されるものです。 

 

（答） 掲載金額の単位については「千円」とするなど、適切な単位をもって公告するものをいいます。 

また、掲載科目の範囲については、各法人の事業活動の内容、規模、財務状況等の具体的事情に応

じて、各法人ごとに重要な項目に適切に区分し、それぞれの合計額を掲載した事項を公告するものを

いいます。 

 

（答） 他の認定NPO法人等が認定等を取り消された場合において、当該認定等の取消しの原因となった事実

があった日以前１年内に当該他の認定NPO法人等のその業務を行う理事であった者でその取消しの日か

ら５年を経過しないものが役員にいる認定NPO法人等は、義務的取消しの対象となります（法47一イ、

67①一）。 

しかしながら、義務的取消しであっても欠格事由に該当する疑いがあれば即座に取り消されるわけ

ではなく、義務的取消しという不利益処分については、原則として、所轄庁は聴聞による事実確認を

行うことが必要であり、欠格事由に該当するかは聴聞を踏まえて判断されることとなります。 

したがって、認定又は特例認定の取消しに関する聴聞手続が行われる前に、その役員を解任するな

どの措置をとっていれば、義務的取消しの対象とならず、欠格事由の対象とはなりません。 

 

（答） 法第47条第４号でいう国税又は地方税の滞納処分が執行されているものとは、その法人が国税又は

地方税を完納しない場合に租税債権の強制的実現を図るため、各行政機関が財産の差押え、交付要求

（参加差押えを含みます）、換価、配当等の行政処分を執行している状態をいいます。 

 

（答） 認定等の審査は提出されている活動計算書又は収支計算書に基づいて行われるものであり、書類の

違いにより認定等の基準が変わることはありません。 

 

（答） 認定NPO法人等は、助成金の支給を行ったときには、所轄庁の条例で定めるところにより、支給後遅

滞なく、助成金の実績を記載した書類を作成し、所轄庁に提出しなければなりません（法55②、62）。 

 

（答） 認定NPO法人等が発行する領収書は、特に形式は問いませんが、租税特別措置法施行規則上、「…認

定特定非営利活動法人等の行う租税特別措置法第66条11の２第２項に規定する特定非営利活動に係る

（問72）貸借対照表の「要旨」（法第28条の２第２項）とはどのようなものをいうのですか。 

（問73）役員が認定又は特例認定の取消しを受けた他の法人の理事を兼ねていたことを知らなかった場合で

あっても、その法人は欠格事由の対象となるのでしょうか。 

（問74）国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの（法第47条第4号）とはどのような状態をいうの

ですか。 

（問75）活動計算書と収支計算書では認定基準等の計算の仕方は違うのですか。 

（問76）事業年度終了後の報告のほかに、認定NPO法人等が所轄庁に提出しなければならない書類はあります

か。 

（問77）認定NPO法人等が寄附者に対して発行する領収書には、形式の定めはありますか。 
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事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類」とされていることか

ら、認定NPO法人等の名称、所在地、所轄庁からの認定等通知書に記載された番号、認定年月日、受領

した寄附金の額及び受領年月日並びにどのような特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である

のかが記載されている必要があります。また、認定NPO法人等寄附金控除（税額控除）の適用を受ける

ためには、領収書に寄附者の氏名と住所も記載する必要があります（措規19の10の４、22の12）。 

個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の

市区町村に申告を行うこととなりますが、その場合の記載事項については、住所地の市区町村にお問

い合わせください。 

 

（答） 認定NPO法人の認定が取り消された場合に、その取消しの基因となった事実が生じた日を含む事業年

度以後の各事業年度のみなし寄附金の額（注）のうち、所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

に相当する金額の合計額を、その法人のその取消しの日を含む事業年度の収益事業から生じた収益の

額とみなし、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する制度をいいます（措法66の11

の２③～⑤）。 

（注） みなし寄附金の額とは、収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業で特定非営利

活動事業に係る事業に該当するもののために支出した金額をいいます（P100を参照してくださ

い）。 

 

【概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 寄附金を支出した者等の所得税、法人税、相続税及び個人住民税の確定申告等において、次の手続

を行う必要があります。 

イ 所得税（所得控除又は税額控除） 

寄附をした日を含む年分の確定申告書の提出の際に、確定申告書に記載した特定寄附金の明細書と

①特定寄附金を受領した旨（その特定寄附金が認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関

連する寄附金である旨を含みます）、②その金額及び受領年月日を認定NPO法人等が証した書類を添付

又は提示する必要があります（所令262①、所規47の2③）。 

税額控除の適用を受けるためには、寄附金の税額控除額の計算明細書と上記①及び②の書類（寄附

者の氏名と住所が記載されたもの）を確定申告書に添付する必要があります（措法41の18の2③、措

（問78）認定が取り消された場合の取戻し課税とはどのような制度でしょうか。 

（問79）認定NPO法人等に寄附をした場合に税制上の優遇措置を受けるためには、どのような手続が必要です

か。 

ア

ア イ ウ

ウ

イ

収益事業から生じた

収益の額とみなす

取消しの基因とな

る事実発生

認定取消日

認定を取り消された事

業年度の課税所得

課税所得

みなし寄附金のうち損金

算入された金額

取戻し課税の対象事業年度

第ｎ－３期 第ｎ－２期 第ｎ－１期 第ｎ期 
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規19の10の４）。 

ロ 所得税（みなし譲渡所得） 

 寄附者は、認定ＮＰＯ法人等に現物資産を寄附した後、みなし譲渡所得税の非課税承認申請書に、

認定ＮＰＯ法人等から交付された基金証明書の写し等を添付し、寄附者の所轄税務署を経由し国税庁

長官に対して、当該寄附資産について、非課税承認の申請を行います（措法40）。 

詳細については、内閣府NPOホームページに掲載されている「認定NPO法人等に対する個人からの現

物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認～証明申請等の手引き～」や、国税庁ホームページに掲載

されている「『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた」等をご参照くださ

い。 

ハ 法人税 

寄附金の支出をした日を含む事業年度の確定申告書に特別損金算入限度超過額の計算上、寄附金の

額の合計額に算入されない金額（特定公益増進法人又は認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額

のうち特別損金算入限度額を超える金額をいいます）を記載し、その寄附金の明細を添付しなければ

なりません。また、認定NPO法人等が発行するその寄附金が特定非営利活動に係る事業に関連する寄

附金である旨等を記載した証明書を保存しておく必要があります（法人法37⑨、措規22の12㊴）。 

ニ 相続税 

相続税の申告書に特例措置の適用を受けようとする旨等を記載するとともに、その財産の寄附を受

けた認定NPO法人（特例認定NPO法人は対象となりません）が、①その寄附が特定非営利活動に係る事

業に関連する寄附である旨、②その寄附を受けた年月日及びその財産の明細、③その財産の使用目的

を記載した書類を添付する必要があります（措法70⑤⑩、措規23の5）。 

ホ 個人住民税 

個人が条例により指定された認定NPO法人等に対する寄附金を支出した場合は、所得税の確定申告

を行うことにより、個人住民税控除の適用も受けることができます（所得税の確定申告を行う方は住

民税の申告は不要です）。ただし、控除対象となるかどうかは自治体によって異なりますので、お住

まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。個人住民税控除の適用が受けられる時は、寄附

先の法人から受け取った領収書などを申告書に添付することが必要です。個人住民税の寄附金控除だ

けを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の市区町村に申告を行うことと

なります（この場合、所得税の控除は受けられません）。 

（注） 条例で個別に指定されたNPO法人で認定NPO法人等以外の法人への寄附金は、個人住民税の控

除の対象となりますが、所得税の控除対象となっていないため、控除を受ける場合は、確定申

告とは別に、市区町村への申告が必要となります。 

※P97～P101を参照ください。 

 

（答） 認定等の取消しを受けた場合は欠格事由に該当することとなりますが、認定等の取消しの日から５

年を経過した法人は認定の申請を行うことができます（法47二）。 

なお、認定等を受けたことがある法人は特例認定を受けることができないため、再度特例認定の申

請を行うことはできません（法59三）。 

 

（答） ① 次の場合には、認定又は特例認定が取り消されることとなります（法67①）。 

イ 欠格事由（認定等を取り消され、その取消しの日から５年を経過しないものを除きます。）のい

ずれかに該当するとき 

（問80）認定又は特例認定の取消しを受けたNPO法人は、二度と認定を受けることはできないのでしょうか。 

（問81）どのような場合に認定、特例認定は取り消されますか。 
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ロ 偽りその他不正の手段により認定、特例認定、認定の有効期間の更新又は合併の認定を受けたと

き 

ハ 正当な理由がなく、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事による命令に従わないとき 

ニ 認定NPO法人等から認定又は特例認定の取消しの申請があったとき 

② 次の場合には、所轄庁は認定又は特例認定を取り消すことができます（法67②）。 

イ 法第45条第１項第３号、第４号イ若しくはロ又は第７号に掲げる認定基準等に適合しなくなった

とき 

ロ 法第29条の事業報告書等の提出、法第52条第４項又は第54条第４項の閲覧の規定を遵守していな

いとき 

ハ 上記②イ及びロに掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき 

 

（答） 認定の基準等に適合しなくなった場合や事業報告書等を所轄庁に提出していないなどの義務違反が

あった場合には、所轄庁は認定等を取り消すことができるとされています（法67②）。 

通常、認定基準等を回復することが十分に期待される場合や、義務違反行為を発生させるに至った

ものの、再発防止策や法令遵守体制の整備が十分に講じられ、今後の是正が十分期待しうるような場

合には勧告、命令等が措置され事後の適正な発展を期することとなりますが、認定NPO法人等の行為

等が著しく悪質である等の場合には勧告、命令等の段階的な処分を前置することなく認定等を取り消

されることがあります。 

 

（答） 役員の親族割合基準を満たさない場合には、所轄庁は認定等を取り消すことができるとされていま

す（法67②）。 

なお、何らかの理由で理事が欠けた場合に、結果として親族割合が変動してしまう場合などが考え

られ、そのような場合には法人の努力や所轄庁の指導監督で改善が期待されることが少なくないこと

から、事態の度合いに応じて所轄庁が取消しの必要性を判断することとなります。 

 

５．法人の合併・解散について 

 

（答） 新設合併に際して、所轄庁に提出する書類は次のとおりです。 

① 合併認証申請書 

② 社員総会の議事録の謄本 

③ 定款 

④ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿） 

⑤ 役員の就任承諾及び誓約書の謄本 

⑥ 各役員の住所又は居所を証する書面 

⑦ 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 

⑧ 宗教活動・政治活動の制限等（法２②二）及び暴力団の統制下にないこと等（法12①三）に該当

する旨の確認書 

（問82）認定基準等に適合しなくなった場合や、認定法人等としての義務違反があった場合、勧告・命令を

経ずに取消しが行われることはありますか。 

（問83）事業年度の途中で役員の親族割合基準を満たさなくなった場合、直ちに認定取消しとなるのでしょ

うか。 

（問84）合併の認証申請の際にはどのような書類を所轄庁に提出する必要がありますか。 
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⑨ 合併趣旨書 

⑩ 合併の初年（度）及び翌年（度）の事業計画書 

⑪ 合併の初年（度）及び翌年（度）の活動予算書 

 

（答） 貸借対照表及び財産目録は、合併後存続するNPO法人及び合併によって消滅するNPO法人（合併によ

ってNPO法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各NPO法人）が作成することが必要で

す。これは、債権者の保護のためには、合併前の各法人の資産の状況を明確にしておくことが必要だ

からです。 

また、作成された貸借対照表及び財産目録については、合併するそれぞれの法人の事務所に備え置

くこととなります。 

 

（答） 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律（平成16年法律第87号）が平成17年２月

１日から施行され、これまで官報か時事に関する日刊新聞紙に限定されていた公告方法に加え、イン

ターネットを利用して公告を行うことが可能となりました。このため、電子公告の方法をもって公告

を行う旨を定款に定めておけば、インターネットのみによる公告も認められます。 

なお、公告方法が電子公告である場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による

公告ができない場合の公告方法（官報または日刊新聞紙のいずれか）を定款に定めることができま

す。 

 

（答） 組登令第８条、第11条第１項第２号及び第13条の規定により、合併の認可その他合併に必要な手続

が終了した日から主たる事務所の所在地において２週間以内、従たる事務所の所在地において３週間

以内に以下の登記を行うこととなります。 

① 合併により消滅した法人については、主たる事務所の所在地のみで解散の登記 

② 合併後存続する法人については、主たる事務所及び従たる事務所の所在地で変更の登記 

      （ただし、組登令第11条第２項各号に変更が生じない場合は主たる事務所の所在地のみ） 

③ 合併により設立する法人については、主たる事務所及び従たる事務所の所在地で設立の登記 

また、登記を行わなかった場合には、法第39条第２項において準用する法第13条第３項の規定によ

り、所轄庁から合併の認証を取り消される場合があります。 

 

（答） 合併により設立されたNPO法人又は合併後存続するNPO法人が合併の認定を受けようとする場合は、

その所轄庁に認定の申請を行う必要があります。当該法人について、①合併後の期間については、合

併後のNPO法人、②合併前については、次表の判定方法によって、基準の適合を判定します（P234参

照）。 

 

 

 

（問85）法第35条第１項の規定により作成する財産目録は、合併前の各法人が作成するのですか。また、ど

ちらの事務所に備え置くのですか。その財産目録は、申請時に提出する財産目録と異なるものですか。 

（問86）合併の際の公告はインターネットによる方法が認められますか。 

（問87）合併の登記は、いつまでに行う必要がありますか。また、登記を行わなかった場合はどうなります

か。 

（問88）認定NPO法人等の合併認定等の基準適合は、どのように判定するのですか。 
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認定基準 合併前の判定方法 

パブリック・サポート・テスト（PST）に関する基準（一号基準） 各合併消滅法人（合併後存続した

NPO法人の場合は、合併前法人及び

合併消滅法人）を一の法人とみな

して判定します。 
活動の対象に関する基準（二号基準） 

運営組織及び経理に関する規準（三号基準） 

各合併消滅法人（合併後存続した

NPO法人の場合は、合併前法人及び

合併消滅法人）のそれぞれについ

て判定します。 
事
業
活
動
に
関
す
る 

基
準
（
四
号
基
準
） 

イ 宗教活動、政治活動及び特定の公職者等又は政党を推

薦、支持又は反対する活動を行っていないこと 

ロ 役員、社員、職員又は寄附者等に特別の利益を与えな

いこと及び営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行

っていないこと 

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営

利活動に係る事業費の額の占める割合が80％以上である

こと 

各合併消滅法人（合併後存続した

NPO法人の場合は、合併前法人及び

合併消滅法人）を一の法人とみな

して判定します。 
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の70％以上を特

定非営利活動に係る事業費に充てていること 

情
報
公
開
に
関
す
る 

基
準
（
五
号
基
準
） 

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等を閲覧させること

（個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。） 

各合併消滅法人（合併後存続した

NPO法人の場合は、合併前法人及び

合併消滅法人）のそれぞれについ

て判定します。 

ロ 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨

を説明する書類、役員報酬又は職員給与の支給に関する

規程、収益に関する事項等、助成金の提出書、寄附金を

充当する予定の事業の内容を記載した書類等を閲覧させ

ること 

各合併消滅法人（合併後存続した

NPO法人の場合は、合併前法人及び

合併消滅法人）（実績判定期間中に

認定又は特例認定を受けていた期

間が含まれるものに限ります。）の

それぞれについて判定します。 

所轄庁への書類の提出に関する基準（六号基準） 各合併消滅法人のそれぞれについ

て判定します。 不正行為に関する基準（七号基準） 

 

また、設立後の経過期間に関する基準（八号基準）は次のとおりとなります。 

合併新設法人が申請書を提出しようする事業年度の初日においてその設立の日から１年を超える期間が経

過していない場合には、各合併消滅法人（合併後存続したNPO法人の場合は、合併前法人及び合併消滅法

人）のうち最も設立の早い法人の設立の日を基準として判定することとなります。 
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組合等登記令（昭和三十九年三月二十三日政令第二十九号）（抄） 

 

最終改正：令和二年一一月二〇日政令第三二七号  

 

（適用範囲） 

第一条 別表の名称の欄に掲げる法人（以下「組合等」という。）の登記については、他の法令に別

段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。 

 

（設立の登記） 

第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みそ

の他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。 

２ 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 

一 目的及び業務 

二 名称 

三 事務所の所在場所 

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項 

 

（変更の登記） 

第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主

たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、

毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。 

３ 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日

から三月以内にすれば足りる。 

 

（他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記） 

第四条 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧

所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しな

ければならない。 

 

（職務執行停止の仮処分等の登記） 

第五条 組合等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処

分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の
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所在地において、その登記をしなければならない。 

 

（代理人の登記） 

第六条 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所

の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任するこ

とができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地にお

いて、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。 

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は

裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したと

きは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置い

た事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。 

３ 前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したと

きは、二週間以内に、その登記をしなければならない。 

 

（解散の登記） 

第七条 組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第八条第二項に規定する承継があ

つたことによる解散の場合を除き、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登

記をしなければならない。 

 

（継続の登記） 

第七条の二 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により継続することができるもの

が、継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなけれ

ばならない。 

 

（合併等の登記） 

第八条 組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から二週間以

内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、

合併後存続する組合等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登

記をしなければならない。 

２ 前項の規定は、組合等が承継（組合等を会員とする他の組合等（以下この項において「連合会」

という。）において、会員が一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法

律の規定により当該連合会の権利義務を承継することをいう。第十三条において同じ。）をする場

合について準用する。 
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（分割の登記） 

第八条の二 組合等が分割をするときは、分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から二週

間以内に、その主たる事務所の所在地において、分割をする組合等及び当該組合等がその事業に関

して有する権利義務の全部又は一部を当該組合等から承継する他の組合等（第十三条及び第二十一

条の二において「吸収分割承継組合等」という。）については変更の登記をし、分割により設立す

る組合等については設立の登記をしなければならない。 

 

（移行等の登記） 

第九条 組合等が種類を異にする組合等となるときは、定款又は寄附行為の変更の認可その他必要な

手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新たに登記すべきこと

となつた事項を登記し、登記を要しないこととなつた事項の登記を抹消しなければならない。 

 

（清算結了の登記） 

第十条 組合等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在

地において、清算結了の登記をしなければならない。 

 

（従たる事務所の所在地における登記） 

第十一条 次の各号に掲げる場合（当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄

する登記所の管轄区域内にある場合を除く。）には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務

所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。 

一 組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合（次号及び第三号に掲げる場合を除く。） 主

たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内 

二 合併により設立する組合等が合併に際して従たる事務所を設けた場合 合併の認可その他合併

に必要な手続が終了した日から三週間以内 

三 分割により設立する組合等が分割に際して従たる事務所を設けた場合 分割の認可その他分割

に必要な手続が終了した日から三週間以内 

四 組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内 

２ 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。た

だし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、

第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。 

一 名称 

二 主たる事務所の所在場所 

三 従たる事務所（その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。）の所在場所 

３ 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地におい
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て、変更の登記をしなければならない。 

 

（他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記） 

第十二条 組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地（主た

る事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。）においては三週間以内に移

転の登記をし、新所在地（主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。

以下この条において同じ。）においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなけれ

ばならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所

を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。 

 

（従たる事務所における変更の登記等） 

第十三条 第八条、第八条の二及び第十条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週

間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。

ただし、合併（承継を含む。次条第二項及び第三項並びに第二十条において同じ。）後存続する組

合等、分割をする組合等又は吸収分割承継組合等についての変更の登記は、第十一条第二項各号に

掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。 

 

（登記の嘱託） 

第十四条 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、

遅滞なく、組合等の主たる事務所（第三号に規定する場合であつて当該決議によつて第十一条第二

項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあつては、主たる事務所及び当該登記に係

る従たる事務所）の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 

一 組合等の設立の無効の訴え 

二 組合等の出資一口の金額の減少の無効の訴え 

三 組合等の創立総会、総会、総代会、会員総会、議員総会又は常議員会の決議した事項について

の登記があつた場合におけるこれらの決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え 

２ 組合等の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職

権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等に

ついては変更の登記を嘱託し、合併により消滅する組合等については回復の登記を嘱託し、合併に

より設立する組合等については解散の登記を嘱託しなければならない。 

３ 前項に規定する場合において、同項の訴えに係る請求の目的に係る合併により第十一条第二項各

号に掲げる事項についての登記がされているときは、各組合等の従たる事務所の所在地を管轄する

登記所にも前項に規定する登記を嘱託しなければならない。 

４ 官庁が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により組合等に対し事業を廃止していない旨の届出
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をすべき旨を公告した場合において、当該組合等が当該届出をしないことにより当該法律の規定に

より解散したものとみなされたときは、当該官庁は、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄

する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。 

５ 官庁は、組合等を代表する者の解任又は組合等の解散を命ずる処分をしたときは、遅滞なく、そ

の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 

 

（登記簿） 

第十五条 登記所に、組合等登記簿を備える。 

 

（設立の登記の申請） 

第十六条 設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。 

２ 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添

付しなければならない。 

３ 第二条第二項第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証

する書面を添付しなければならない。 

 

（変更の登記の申請） 

第十七条 第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面

を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、

この限りでない。 

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、債

権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるも

のの出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異

議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しく

は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の

金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額

の減少をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新

聞紙又は電子公告（公告の方法のうち、電磁的方法（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条

第三十四号に規定する電磁的方法をいう。）により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の

提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同

じ。）によつてすることができる旨の規定があるものがこれらの方法による公告をしたときは、同

項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法によ

る公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 
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（代理人の登記の申請） 

第十八条 第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。 

２ 第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなけれ

ばならない。 

３ 第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなけ

ればならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。 

 

（解散の登記の申請） 

第十九条 第七条の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければなら

ない。 

 

（継続の登記の申請） 

第十九条の二 継続の登記の申請書には、組合等が継続したことを証する書面を添付しなければなら

ない。 

 

（合併による変更の登記の申請） 

第二十条 合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等（当該登記所の管轄区域

内にその主たる事務所があるものを除く。）の登記事項証明書を添付しなければならない。 

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し

異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記

の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者

に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的

として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証

する書面を添付しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をす

る場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電

子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請

書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたこ

とを証する書面を添付しなければならない。 

 

（合併による設立の登記の申請） 

第二十一条 合併による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項並びに前条に規定する

書面を添付しなければならない。 
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（分割による変更の登記の申請） 

第二十一条の二 吸収分割承継組合等がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添

付しなければならない。 

一 分割をする組合等（当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。）の登記

事項証明書 

二 債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた

債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債

権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は分割をしても当該債権

者を害するおそれがないことを証する書面 

 

（分割による設立の登記の申請） 

第二十一条の三 分割による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項に規定する書面並

びに前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により分割をす

る場合には、前条第二号の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙

又は電子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記

の申請書には、同号の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告を

したことを証する書面を添付しなければならない。 

 

（移行等の登記の申請） 

第二十二条 第九条の登記の申請書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添付しな

ければならない。 

 

（清算結了の登記の申請） 

第二十三条 清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添付しなければなら

ない。 

 

（登記の期間の計算） 

第二十四条 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時

から登記の期間を起算する。 

 

（商業登記法の準用） 
第二十五条 商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第一条の三から第五条まで、第七条から

第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条
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（第十五号を除く。）、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十

一条第一項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条及び第百三十

二条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。この場合において、同法第

二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在

地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」

と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「組合等登記令第十一

条第二項各号」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登

記令第八条第二項に規定する承継（以下「承継」という。）による」と、「合併を」とあるのは「合

併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八

十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは

「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若

しくは承継に」と読み替えるものとする。 

 

（特則）  

第二十六条 （略） 

 

 

別表（第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条

の三関係）  

名称 根拠法 登記事項 

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法（平成十年

法律第七号） 

代表権の範囲又は制限に関する

定めがあるときは、その定め 

 

 

【参考】 商業登記法（組合等登記令第二十五条関係）（抄） 

第十九条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証があ

る謄本を添附しなければならない。 
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所轄庁一覧 
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 所轄庁一覧 

所轄庁名 担当課名 電話番号 所在地

北海道 環境生活部 くらし安全局道民生活課 011-204-5095 北海道札幌市中央区北３条西６丁目

青森県
環境生活部 県民生活文化課 文化・ＮＰＯ活
動支援グループ

017-734-9207 青森県青森市長島一丁目１-１

岩手県 環境生活部 若者女性協働推進室 019-629-5199 岩手県盛岡市内丸10番１号

宮城県 環境生活部 共同参画社会推進課 022-211-2576
宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番
１号

秋田県 あきた未来創造部　地域づくり推進課 018-860-1245 秋田県秋田市山王四丁目１番１号

山形県
防災くらし安心部　消費生活・地域安全課
県民活動・防災ボランティア支援室

023-630-2122 山形県山形市松波二丁目８番１号

福島県 企画調整部 文化スポーツ局 文化振興課 024-521-7179 福島県福島市杉妻町２番16号

茨城県 生活環境部 女性活躍・県民協働課 029-301-2175 茨城県水戸市笠原町978番6

栃木県 県民生活部 県民文化課 県民協働推進室 028-623-3422 栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号

群馬県 生活こども部 県民活動支援・広聴課 027-226-2291 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

埼玉県 県民生活部 共助社会づくり課 048-830-2823
埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目
15番１号

千葉県 環境生活部 県民生活・文化課 043-223-4137 千葉県千葉市中央区市場町１番１号

東京都 生活文化局 都民生活部 管理法人課 03-5388-3095 東京都新宿区西新宿２丁目８番１号

神奈川県
政策局政策部NPO協働推進課 （NPO法人担
当）

045-312-1121(代)
2865(内線)

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２-
24-２  かながわ県民センター８階

新潟県 県民生活・環境部 県民生活課 025-280-5134 新潟県新潟市中央区新光町４番地１

富山県 生活環境文化部 県民生活課 076-444-9012 富山県富山市新総曲輪１番７号

石川県
県民文化スポーツ部県民交流課 (石川県NPO
活動支援センター)

076-223-9558
石川県金沢市香林坊２丁目４番30号
香林坊ラモーダ７階

福井県
地域戦略部　県民活躍課
(ふくい県民活動・ボランティアセンター)

0776-29-2522
福井県福井市手寄一丁目４番１号
AOSSA７階

山梨県 県民生活部 県民安全協働課 055-223-1351 山梨県甲府市丸の内１丁目６-１

長野県 県民文化部 県民協働課 026-235-7189
長野県長野市大字南長野字幅下692-
２

岐阜県 環境生活部 県民生活課 058-272-8203 岐阜県岐阜市薮田南２丁目１番１号

静岡県 くらし・環境部 県民生活局 県民生活課 054-221-3726 静岡県静岡市葵区追手町９番６号

愛知県 県民文化局県民生活部 社会活動推進課 052-961-8100
愛知県名古屋市東区上竪杉町１ウィ
ルあいち２階 (あいちNPO交流プラ
ザ)

◎所轄庁一覧（都道府県）
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三重県 環境生活部 ダイバーシティ社会推進課 059-222-5981
三重県津市羽所町700番地 アスト津
３階

総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働
推進室

077-528-3419 滋賀県大津市京町四丁目１番１号

滋賀県協働ポータルサイト「協働ネットし
が」

京都府
政策企画部 企画参事（中部担当・府民協働
担当）付

075-414-4210
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ
内町

大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課 06-6210-9320

大阪府大阪市中央区大手前１丁目３
番49号
大阪府立男女共同参画・青少年セン
ター（ドーンセンター）３階

兵庫県 企画県民部 県民生活課 078-362-9102
兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目
10番１号

奈良県
文化・教育・くらし創造部 青少年・社会活
動推進課

0742-27-8715
奈良県奈良市登大路町30番地 奈良
県庁主棟１Ｆ

和歌山県
環境生活部県民局県民生活課 県民活動団体
室

073-441-2053
和歌山県和歌山市小松原通１丁目１
番地

鳥取県 地域づくり推進部　県民参画協働課 0857-26-7751 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 0852-22-6099 島根県松江市殿町１番地

岡山県 県民生活部 県民生活交通課 県民協働推進班 086-226-7247
岡山県岡山市北区内山下二丁目４番
６号

広島県 環境県民局 県民活動課 082-513-2721 広島県広島市中区基町10番52号

山口県 環境生活部 県民生活課 083-933-2614 山口県山口市滝町１番１号

徳島県
未来創生文化部 未来創生政策課 共助社会推
進担当

088-621-2023 徳島県徳島市万代町１丁目１番地

香川県 政策部 男女参画・県民活動課 087-832-3174 香川県高松市番町四丁目１番10号

愛媛県
県民環境部 県民生活局 男女参画・県民協働
課

089-912-2305 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

高知県 文化生活スポーツ部 県民生活課 088-823-9769 高知県高知市丸ノ内１丁目２番20号

福岡県
人づくり・県民生活部 社会活動推進課
(NPO・ボランティアセンター)

092-631-4412
福岡県福岡市博多区吉塚本町13番50
号 福岡県吉塚合同庁舎５階

佐賀県 県民環境部 県民協働課 0952-25-7374 佐賀県佐賀市城内一丁目１番59号

長崎県 県民生活環境部 県民生活環境課 095-895-2314 長崎県長崎市尾上町3-1

環境生活部　県民生活局　男女参画・協働推
進課

096-333-2286
熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１
８番１号

くまもと県民交流館NPO・ボランティア協働
センター

大分県 生活環境部 県民生活・男女共同参画課 097-534-2052
大分県大分市東春日町１-１ ＮＳ大
分ビル１階

宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課 0985-26-7048 宮崎県宮崎市橘通東２丁目10番１号

鹿児島県 かごしま県民交流センター 協働活動促進課 099-221-6605 鹿児島県鹿児島市山下町14番50号

沖縄県 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課 098-866-2187 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号

滋賀県

熊本県
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所轄庁名 担当課名 電話番号 所在地

札幌市
市民文化局 市民自治推進室 市民活動促進担
当課

011-211-2964 札幌市中央区北１条西２丁目

仙台市
市民局 協働まちづくり推進部 市民協働推進
課

022-214-1080
仙台市青葉区二日町１番23号 二日
町第四仮庁舎２階 (アーバンネット
勾当台ビル)

さいたま市 市民局市民生活部 市民協働推進課 048-813-6404
さいたま市浦和区東高砂町11番１号
コムナーレ９階

千葉市 市民局 市民自治推進部 市民自治推進課 043-245-5664 千葉市中央区千葉港１番１号

横浜市 市民局 地域支援部 市民協働推進課 045-671-4737 横浜市中区本町6丁目50番地の10

川崎市
市民文化局コミュニティ推進部 市民活動推
進課

044-200-2341
川崎市川崎区駅前本町11番地２ 川
崎フロンティアビル７階

相模原市 市民局 市民協働推進課 042-769-8226
相模原市中央区中央２-11-15 市役
所第2 別館4 階

新潟市 市民生活部 市民協働課 025-226-1102
新潟市中央区学校町通１番町602番
地１

静岡市 市民局 市民自治推進課 054-221-1372 静岡市葵区追手町５番１号

浜松市 市民部 市民協働・地域政策課 053-457-2094 浜松市中区元城町103番地の２

名古屋市
スポーツ市民局 地域振興部 市民活動推進セ
ンター

052-228-8039
名古屋市中区栄三丁目18番１号ナ
ディアパークデザインセンタービル
６階

京都市
文化市民局 地域自治推進室 市民活動支援担
当

075-222-4072
京都市中京区寺町通御池上る上本能
寺前町488番地

大阪市 市民局 総務部 ＮＰＯ法人担当 06-6208-9864
大阪市北区中之島１丁目３番20号
（大阪市役所地下１階）

堺市 市民人権局 市民生活部 市民協働課 072-228-7405 堺市堺区南瓦町３番１号

神戸市 企画調整局　つなぐラボ
(認証) 078-322-6837
(認定) 078-322-6836

神戸市中央区加納町６-５-１ 神戸
市役所1号館12階

市民協働局 市民協働企画総務課 086-803-1061 岡山市北区大供一丁目１番１号

おかやまNPO・ボランティアサイト「つなが
る協働ひろば」

広島市 市民局 市民活動推進課 082-504-2746 広島市中区国泰寺町一丁目６番34号

北九州市
市民文化スポーツ局 地域・人づくり部市民
活動推進課

093-645-3101
北九州市八幡西区黒崎三丁目15番３
号コムシティ３階

福岡市
市民局 コミュニティ推進部 市民公益活動推
進課

092-711-4927 福岡市中央区天神１丁目８番１号

熊本市 文化市民局 市民生活部 地域活動推進課 096-328-2036 熊本市中央区手取本町１番１号

◎所轄庁一覧（政令指定都市）

岡山市

【注意事項】

・NPO法人の所轄庁は、その主たる事務所が存在する都道府県の知事（その事務所が一の政令指定都市の区域内のみに所在する場合は当
該政令指定都市の長）となります。

・各都道府県から各市町村へ事務が移譲されている場合があります。詳しくは各所轄庁へお問い合わせください。

（2021年 4月）

 



ボード規約　ベストプラクティス&最低限の基準
MÉDECINS DU MONDE/ DOCTORS OF THE WORLD/ MÉDICOS DEL MUNDO 
INTERNATIONAL NETWORK 最低限の基準

ベストプラクティス

バリュー # 規約 (ベストプラクティス／最低基準） 進捗 指標＋検証ソース

1
理事会メンバー（および会長）の健全なローテーション（任期制限と最長任期）を通じて、活動的なメンバーのコミュニティと結び
ついた動的な理事会構成を確保する。

Good progress

Indicator:
Having term limits on the terms and mandates of the Board members while ensuring gradual
renewal.
Sources of verification:
- Quote the concerned parts of the constitutional documents.
- Board composition with nomination dates.

 

2 理事会メンバーの任期中、具体的な方法で活動構築、コミュニケーション、または資金調達活動を推進し貢献するよう努める。 Good progress

No specific indicator but request to:
- Share examples of concrete ways in how Board members are contributing to movement-building,
communications, or fundraising activities (including for the network).
-Conduct a self-evaluation of the Board's activities.

 

3
理事任期中は、支部（および該当する場合はネットワーク）のコミュニケーション・ポリシーに沿って、MdMの活動を推進し、MdM
の知名度とリーチを高めるために、公的な場（ソーシャル・メディアやニュース・メディアなど）を活用するよう努める。

Good progress                                                                                         "

4
クラクフ憲章やオタワ憲章のような MdM の核となるアイデンティティ文書を、関連する支部の中で参照することにより、確実に
遵守する。

Good progress

Indicator:
Direct references to the Core MdM identity documents and MdM mission, vision, values, and principles
of action in each Chapter's legal documents.
Sources of verification:
-Documents: By-laws, Board agreements, Associative project, Chapter Strategic Plan, etc.
-Specify where these core MdM identity documents are referenced.

 

5 アドボカシーと社会正義のアプローチを、すべての MdM プログラムの中心に据えるよう努める。 Good progress
No specific indicator but request to:
- Share concrete examples of the impact on social change (change of laws, practices, and norms)
the chapter is striving for.

6
新理事会メンバーが、理事会の責任、役割、構造、プロセス、組織が直面する問題、MdMの方法論的アプローチなどを理解し、
理事会の活動に貢献できるようにするための、正式なオリエンテーション・プログラムの確立を確実にする。

Good progress

Indicator:
Existence of an induction package for Board Members, including at least the following topics: legal,
financial, and HR responsibilities, MdM history/mandate/governance.
Source of verification
-Each new Board member signs a letter of received and endorses that package (same as staff of
chapters)
-Letter with the documents listed and linked.

 

7
ボランティアと会員が支部のあらゆるレベルに参加し、組織の方向性に影響を与えることができるよう、発言力を行使するため
の仕組みの実施を確保する。

Good progress

Indicators:
Granting the attendance and vote of members in the Chapter's General Assemblies.
Existence of consultative bodies including members and volunteers.
Source of verification:
-Constitutional documents (bylaws).
-list/ToRs of the consultative bodies.

 

8
他の支部の理事会とピアツーピアの関係を築き、学びを得、効率性を実現し、知識を共有するために、少なくとも1名の理事会
メンバーを確保する。

Good progress
No specific indicator but request to:
-Share the concrete list of international meetings that the members of the Board had participated
in during the year with the name of the member and his/her position.

 

9 理事会レベルに少なくとも1名の受益者代表／権利保有者を含めるよう努める。 Good progress No specific indicator but request to:
-Share the Board composition and CVs, and short lines explaining the experience.

 

10
理事会メンバーが、議決権行使の責任を負う際に、利害の対立の可能性を明記した標準文書に署名し、それを継続的に管理
するようにする。

Good progress

Indicator:
Standard document identifying any possible conflicts of interest signed off by every Board member
by the moment of their nomination and on a yearly basis.
Source of verification:
-Conflict of Interest declaration signed off for all the Board members.

 

11 支部として、またネットワークの財務協定に沿って、財務上の独立性を確保する。 Good progress

Indicator:
Diversity of sources of funding (private/public)
Financial independence within the network (functional grants from other chapters)
Source of verification:
Share with the Network Fundraising community the Financial Statements and the Annual memory

12
理事会メンバー個人が、MdM の目的と価値観に抵触する可能性のある団体や、それに反する可能性のある団体の会員や代
表としての役割をやめるようにする。

Good progress

Indicator:
Existence of an internal mechanism or Body for control of these situations. Inform in the
Nomination procedure.
Source of verification:
-Conflict of Interest policy.
-Conflict of Interest resolution procedure.
-Legal document with the TORs of the governance body in charge of the resolution of these
conflicts (e.g. Evaluation Committee).

13
MdM の活動やプログラムに携わっている個々の理事会メンバーが、より良い監督を行うために、利害の衝突を避け、独立性と
距離を保つことができるよう努める。

Good progress No specific indicator but request to:
-Share a memorandum on a yearly basis with every case listed.

14 理事会の構成に、MdM の使命に関連した技能や教育を持つ多様な代表が含まれるようにする。 Good progress

Indicator:
Existence of an internal Policy of Board composition criteria and/or a mechanism or Body for
control of these situations.
Source of verification:
-By-laws or Nomination/Composition policy.
-Legal document with the TORs of the nomination body (e.g. Nomination Committee).
-Board composition and CVs.

 

15
支部として、国内外のプログラムを実施または支援するよう努める。 Good progress No specific indicator but request to:

-Explain how your chapter implements/supports international programmes.

16 支部として、緊急プログラムと長期プログラムの両方を実施または支援するよう努める。 Good progress No specific indicator but request to:
-Explain how your chapter implements/supports iemergency and long-term programmes.

17 理事会の議題の優先順位と重点分野のバランスを確立し、個人的な利益や能力が優位にならないように努める。 Good progress No specific indicator but request to:
-Explain the process of defining the Board agenda.

18 各支部は、認定された専門家による会計監査を毎年受けるようにする。 Good progress

Indicator:
Financial Statements Audited by External Auditor with a favorable audit opinion.
Source of verification:
Audit Report and Financial Statements.

19 匿名かつ内密の投票メカニズムを通じて、定期的で公正かつ包括的な選挙プロセスを確保する。 Good progress

Indicator:
The existence of a nomination and election process with an anonymous and confidential voting
mechanism when the local law doesn't require different.
Source of verification:
-By-laws or Nomination policy.
-Board composition with nomination dates.

20 理事会およびその委員会が、理事会の権限、責任、説明責任を明確に定義した職務権限を文書で持つようにする。 Good progress

Indicator:
The existence of a Board/Committees TORs.
Source of verification:
-By-laws or Governance Policy.

21
理事会メンバー、経営陣、スタッフ、ボランティアの行動規範／倫理規範の実施に努め、支部の内部方針として理解され、反映
されるようにする。

Good progress
No specific indicator but request to:
-Share the Chapter's Code of Conduct ("CoC").
-Share internal audit of compliance with the Charpter's CoC and examples of training.

私たちは、医療を提供するというMdMの使命を実行し、エビデンスに基づくアドボカシー活動を通じて証人となるため、変革の主体者として声
を上げることに同意する。

理事会のメンバーとして、医療への平等なアクセス、基本的権利の尊重、そして集団的連帯のための手段が社会正義につながることに同意
する。

 

私たちは理事会メンバーとして、会員組織とガバナンス組織におけるエンパワーメントを理解し、実践することに同意する。

私たちは理事会メンバーとして、ガバナンスの問題に対してバランスの取れたアプローチを維持し、意思決定と擁護能力において証拠と正当
な手続きに依拠することに同意します。

私たちは、理事会のメンバーとして、説明責任を果たし、透明性のある慣行を順守し、推進することに同意します。

私たちは理事会メンバーとして、政治的、宗教的、財政的な権威や利害から独立して行動することに同意する。
私たちは、プログラムと運営方法の選択において独立します。



22
理事長／会長が、支部やネットワーク内でリーダーシップを発揮し、理事会の「ビジョン」を同僚、寄付者、支部チーム、メディ
ア、その他のステークホルダーに伝えることができるようにする。

Good progress

Indicator:
Board chair / President formed on Network values via onboarding and specific training (e.g. Gloval
Voice Protocol).
Source of verification:
-Examples of Board chair / President activity.

 

23
理事会のメンバーが、プログラム活動、ボランティア活動、現地視察などの現場経験を持ち、または得ていることを確認し、理
事会の意思決定が MdM の運営実態に即したものとなるようにする。

Good progress
No specific indicator but request to:
-Share the Board composition and CVs
-Share examples of field visits.

 

24
ハイリスクとローリスク（戦略的リスク、受託リスク、運営リスク、安全保障関連債務など）の両方を評価・管理するリスク管理シ
ステムを確実に導入する。

Good progress

Indicator:
The existence of a risk management mechanism approved by the Board. In the event that an Audit
and Risk Committee is present, it must manage the mechanism.
Source of verification:
-Mechanism documents.
-Minutes of the Committee meetings.

 

25
理事会への新メンバーの申請を促進し、理事会のローテーションと継続性を計画するための中立的な指名メカニズムを確保す
る。

Good progress

Indicator:
The existence of a nomination and election process.
Source of verification:
-By-laws or Nomination policy.
-Board composition with nomination dates.

 

26 規約または付則に文書化された年次報告システムを確保し、理事会の任務遂行と実績を支部会員に報告する。 Good progress

Indicator:
A report of the Board's activity is presented yearly to the Chapter's General Assembly.
Source of verification:
-Extract of by-laws
-Last report

 

27 支部の財務リスクを定期的に評価することを確保する。 Good progress

Indicator:
Financial risk Evaluation is carried out yearly by the Risk and Audit committee or Board.
Approve the year budget and mid-review of it.
Report in treasury notes to the Board every two months.
Source of verification:
-Financial risk Evaluation.
-Budget and Financial Statements.
-Meetings minutes.

 

28 理事会が、財務システムと内部統制を監視する責任を組織的に果たすようにする。 Good progress

Indicator:
Regular feedback from the chief financial officer during the Board meetings.
Strategy lines of the board prior to the budget, then vote of year budget and year revised budget,
approval of year-end
Source of verification:
-Minutes of Board meetings

 

29
外部監査が合理的なコストで効率的に実施されるようにする。 Good progress

Indicator:
Tenders to choose external auditors (also for donor funding)
Source of verification:
-Comparison grids.

 

30 不正行為を防止するための適切な保護措置が講じられていることを確認する。 Good progress

Indicator:
Anti-fraud and corruption policy, procurement policy, training for logistics and administration staff
on procurement procedures
Sources of verification:
-Documents and list of training carried out.

 

31
各支部が、リソース共有に関するネットワーク協定に従って、最低月数の固定経費を支払う能力を保護するための準備金に関
する方針を持つようにする。

Good progress

Indicator:
The reserves policy is approved by the Board and reviewed every 3-5 years. Also analyzed by the
Network  Finance Community.
Sources of verification:
-Policy.

 

Some progress

No progress

Good progress

Completed

私たちは理事会のメンバーとして、理事会および支部の質、効率、実績を継続的に監視し、改善することに同意する。

私たちは、理事会メンバーとして、支部の財政的存続を確保するために積極的な役割を果たすことに同意します。



Code of Conduct (和訳) 
 
1.イントロダクション 
包括的な目的 
この行動規範の目的は、従業員、理事、評議員、ボランティア、請負業者、コンサル
タント、パートナー、インターンを含むMdM の代表者全員に、組織を代表する際に
求められる高いレベルの個人的・職業的水準と行動について指針を示すことである。 
この行動規範は、組織の見解と行動の倫理的基盤を守り、共に働く地域社会を確実に
保護し、彼らがより大きな危険にさらされないようにする方法を詳述した、全スタッ
フの手引きとなることを意図している。 
この行動規範は、場所を問わず、MdMの全従業員およびボランティアがその職務を遂
行し、その行動を規律するための枠組みを提供するものであり、支部の行動規範に沿
ったものである。 
特定の方針や手続き、雇用条件（該当する場合は雇用契約や労働協約に記載されてい
るもの）、ボランティア憲章、その他個人と MdM との関わりを示す文書。 
 
範囲と適用性 
この行動規範においてMdMとは、世界中の MdM 関連団体を指します。 
 
この CoC が適用される場合 
この行動規範は、常にMdMの代表者に期待される基準と行動を定めたものです。 
代表は、公式の勤務時間終了後に終了するものではない。MdM代表は、主に以下の
ような代表を務める場合、通常の職場環境以外での行動に留意しなければならない。
従って、すべての従業員および MdMを代表する者は、行動規範を読み、理解し、常
にこれを遵守することに同意することを確認するために、この文書に署名する必要が
あります。 
 
この CoC の適用対象者 
従業員、理事、評議員、ボランティア、請負業者、コンサルタント、パートナー、イ
ンターンを含むが、場所を問わずMdM のすべての代表者。 
MdMが容認しない行為や行動は、重大な違法行為となり、通常、即刻解雇となりま
す。各 MdM 支部は、本行動規範に記載されているように、報告の仕組みや違反の結
果について詳述した、支部の苦情処理および懲戒に関する方針が定められていること
を確認する。 
  



2.団体概要 
革新的な保健プログラムとエビデンスに基づくアドボカシー活動を通じて、私たちは
排除された人々やコミュニティに健康への権利を主張する力を与え、同時に医療への
普遍的なアクセスのために戦います。私たちは普遍的な人道主義の原則（1）に基づ
き、人権に基づいたアプローチを採用しています。 
私たちの価値観と原則は、クラクフ憲章（MdMインターナショナル・ネットワーク、
1990年）と「ビジョン、ミッション、バリュー」（MdM インターナショナル・ネット
ワーク、2016年）に網羅されている。 
人道性、公平性、中立性、独立性である。国際赤十字・赤新月運動の基本原則は、
1965年にウィーンで開催された 20th国際赤十字・赤新月運動会議において宣言され
た。 
医療の提供 
MdMの主な目的は、健康へのアクセスと医療を受ける普遍的権利を向上させること
である。 
MdMは健康に対する普遍的権利を信じている。自然災害、飢饉、疾病の犠牲者、武
力紛争や政治的暴力の犠牲者、難民、避難民、マイノリティーグループ、そして一般
的に医療から排除されているすべての人々など、あらゆる弱者を支援することに尽力
している。 
証言する責務 
MdMが効果的に機能するためには、単に医療を提供するだけでなく、医療を受ける
人々のためにアドボカシー活動を行う必要がある。MdM は、医療へのアクセスが制
限され、人権と尊厳が尊重されていない現状を目の当たりにしたとき、声を上げる。 
力関係 
MdMの代表者は皆、権力と信頼の特権的な立場にある。MdMのすべての代表者は、
自分自身と地域社会との間の力の差を理解し、社員がそのような力の差を利用して利
益を得ることのないようにすることが不可欠です。この行動規範は、MdM の代表者
を、自分自身やMdM の評判を傷つけるような事態から守り、社員が不平等な力関係
を利用して利益を得ることがないようにするため、個人の行動基準とプロフェッショ
ナリズムの指針を示すことを目的としています。 
MdMが行っている活動の多くは、必要としているコミュニティにアクセスする能力と
同様に、組織に対する信頼の度合いに左右される。 
その信頼は、全スタッフと MdM 代表者がこの行動規範に詳述されている基準を守る
ことに大きく依存しています。 

  



3.行動規範 
コア・プリンシプル 
1.すべての従業員と MdM の代表者は、人道主義の基本原則と健康に対する普遍的な
権利を認め、尊重し、すべての意思決定と行動においてその権利を守ることを約束す
る。 
2.MdMは、法律、慣習、文化が国によって異なることを認識しています。国際的なネ
ットワークとして、この行動規範は国際的な基準や規制に準拠して作成されており、
それらの基準に準拠するように解釈されるものとします。 
3.すべての人的、財政的、その他MdM の資源は、最も適切かつ効果的に、また意図
された手段のために使用されなければならない。 
4.すべての従業員および代表者は、本行動規範に違反する可能性について懸念または
疑いを抱いた場合、所属する MdM 支部の報告メカニズムを通じて報告しなければな
らない。 
5.管理職と指導者は、これらの基準が確実に守られるようにすることに特別な責任を
負っており、次のことを行います。本行動規範に違反した場合は、迅速かつ適切に対
処すること。 
6.この行動規範は、MdM が共に活動するすべての受益者、パートナー、地域社会と共
有されるべきであり、それによって彼らは、この行動規範に記載された基準に対する
MdMの責任を問うことができるようになる。 
 
性的搾取と虐待 
MdMは、すべての人々の固有の権利、自由、尊厳、平等を尊重するというコミット
メントを確認する。また私たちは、あらゆる形態の虐待や搾取を防止し、拒否しま
す。 
私たちは、脆弱な状況にある、あるいは不平等な権力力学が存在する子どもや成人に
特に注目している。子どもと青少年は、特に貧困、人道的危機、紛争において極めて
脆弱であり、より高い保護基準に値します。 
MdMの任務は、特に子どもたちに関するものではないが、MdM の代表は、その仕事
の過程で毎日子どもたちに出会っている。 
そのため、MdM はこの業務を遂行するにあたり、ネットワーク全体で完全実施を達
成することを約束する。 
 
PSEA ポリシーの 6 つの基本原則は以下の通り： 
1.「人道支援ワーカーによる性的搾取や虐待は重大な違法行為であり、解雇の理由と
なる。 



2.児童（18 歳未満）との性行為は、成人年齢に関係なく禁止されている。現地におけ
る同意年齢児童の年齢に関する誤信は弁護の対象とはならない。 
3.性的な好意や、その他の屈辱的、品位を傷つける、あるいは搾取的な行為を含む性
交渉と、金銭、雇用、商品、サービスとの交換は禁止されている。これには、受益者
に支払われるべき扶助の交換も含まれる。 
4.人道支援や保護を提供する者と、そのような人道支援や保護から利益を得る者との
間で、地位や立場を不当に利用するような性的関係を持つことは禁止されている。こ
のような関係は、人道援助活動の信頼性と完全性を損なうものである。 
5.人道支援ワーカーが、同じ機関であるか否かを問わず、同僚ワーカーによる性的虐
待や搾取に関する懸念や疑いを抱いた場合、そのワーカーは、確立された機関の報告
メカニズムを通じて、そのような懸念を報告しなければならない。 
6.人道支援従事者は、以下のことを防ぐ環境を作り、維持する義務がある。性的搾取
と虐待を防止し、行動規範の実施を促進する。 
7.すべてのレベルの管理職は、この環境を維持するシステムをサポートし、開発する
特別な責任を負っている。 
 
MdMは、性的搾取や虐待に関するすべての懸念や苦情を真摯に受け止めます。MdM
は、PSEA ポリシー違反の可能性を示す苦情の調査を開始します。 
この行動規範に署名することにより、あなたは PSEA の全方針を読み、理解し、遵守
することを確約します。 

  



4.コミットメント 
すべての人に尊敬と尊厳をもつ 
私はそうする 
 国籍、人種、民族、性自認、性的指向、宗教的信条、政治的意見、障がいに基づ

くいかなる差別もなく、すべての人を平等に尊重する 
 敬意、尊厳、礼儀をもって、すべての人に平等に接する 
 受益者のニーズと権利、ならびに彼らの価値観、信条、伝統が常に尊重されるよ

うにする 
 常に最も弱い立場の人々の権利を守り、「危害を加えない」アプローチを追求する 
 個人的な信条や意見が、MdMを代表して行う活動や業務に支障をきたさないよ

うにする 
 MdMを代表する際には、現地の基準に従った適切な服装をする 
 常に最高水準のプロ意識を維持する。サービスの対価として便宜を図ったり、受

けたりしないこと （例えば、保護や援助の対価として） 
 自分の人間関係や行動が、いかなる形であれ、搾取的、虐待的、腐敗的でないこ

とを確認する 
 いかなる形態または種類のハラスメント、脅迫、搾取、または虐待も阻止し、私

が気づいた行為はすべて、所属階層または既存の仕組みを通じて報告する。この
行動規範に対する不正行為、不履行、違反を報告する。 

 
私はそうしない 
 MdMの敷地内、車両内、宿泊施設において、アルコールまたは精神作用物質の

影響下で業務を行うこと 
 MdMの敷地内、MdMの車両、またはMdM が業務を行ういかなる場所において

も、武器または偽物の武器を携帯することは固く禁じられています 
 いかなる形であれ、私の権限や不平等な力関係を悪用すること 
 年齢を問わず、いかなる形態の性的虐待や搾取に関与すること。 
 
私の職務を遂行し、私生活を高水準に保つ 
私はそうする 
 MdM の活動に影響を及ぼす可能性のある金銭的、個人的、または親密な関係に

ある利害関係を申告する 
 指名または公的役割を求める意思がある場合は MdM に通知し、MdM での私の

職務と相反する、または相反すると思われる事項があるかどうかを明らかにする 
 MdM での職務の結果として、当局、受益者、篤志家、サプライヤー、その他の



人物から提供された金銭的または非金銭的な贈答品を拒否する 
 贈答品の授受が標準的な文化的慣習である場合、私はそのような贈答品が合理的

な判断の範囲内であり、社内ポリシーに従ったものであることを確認する 
 MdMの援助は、他者からのサービスや便宜と引き換えに提供されるものではな

いことを確認する 
 
私はそうしない 
 企業、個人を問わず、MdM と利害関係のある第三者を援助することで、優遇措置

を受けたり、利益相反につながる可能性のある活動に参加したりしない 
 MdM内での地位や所属を利用して、個人的な利益を得ること 
 賄賂を申し出たり、受け取ったりすること。MdM の職務上、また MdM の施設

内、旅行中、MdM のワークショップ、会議、研修への参加において、セックスワ
ーカーのサービスを勧誘すること 

 
MdM の資源とその保護、機微情報 
私はそうする 
 有形無形を問わず、MdM の資源を尊重する。MdM の情報、従業員や患者のデー

タ（画像や体験談を含む）、内部報告書を責任を持って適切に使用する 
 MdMを代表して国内外のメディアや公の場で発言する場合、または MdM に関す

る出版物を広める場合は、事前に（MdM 本部から）適切な許可を得ること 
  MdMの肖像権、および写真撮影やインタビューにおいて個人の私生活や情報が

保護される権利を遵守すること。私自身、私のチーム、または私のフィールド・
チームが撮影、撮影、インタビューすることを許可するインフォームド・コンセ
ントを関係者に求めること 

 写真、映像、インタビューによって証言を記録される個人が、MdM が証言やア
ウトリーチのために彼らの画像や話を使用することを理解し、同意していること
を確認し、彼らが十分な情報を得た上で決断できるよう、適切な情報を提供する
こと 

 証言は、彼らの生活と価値観を全面的かつ絶対的に尊重した上で収集されるこ
と、また、彼らのストーリーが提示された限りにおいて、私が彼らのストーリー
を誠実に伝えることを保証すること 

 MdMのコミュニケーション・チャンネルを通じて情報を収集・使用する際に
は、その地域に関連する一般データ保護規則（GDPR）を尊重し、常に個人の匿
名性を保護すること 

 同僚や支部から提供された画像や動画について、使用前に画像使用権や使用条件



を確認し、必要に応じて適切な使用料を支払うことで使用権を取得する。 
 
私はしない 
 機密情報を開示し、機密情報や個人情報を取り扱う際には慎重を期す 
 特別に許可された場合を除き、MdM の施設または所有物や資産を私的に使用す

ること。 



定款

第１章 総則

第1条 （商号）

1. 当会社は、READYFOR株式会社と称し、英⽂ではREADYFOR INC.と表記する。

第2条 （理念）

1. 当会社は、「想いの乗ったお⾦の流れを増やす」ことをミッション（果たすべき役割）と定め、「誰もがやりたいこと
を実現できる世の中をつくる」ことを⽬指して経営する。

第3条 （⽬的）

1. 当会社は、次の事業を営むことを⽬的とし、前条の理念を達成することを⽬指す。
i. クラウドファンディングに関連するインターネットサービスの運営
ii. 社会的活動、公益活動その他の活動を⾏う個⼈⼜は団体の資⾦調達その他の事業及び組織の維持・拡⼤に関連する
サービスの企画・運営

iii. 社会的活動、公益活動その他の活動を⾏う個⼈⼜は団体に対する寄付、資⾦提供、投融資その他の⽀援に関連する
サービスの企画、運営

iv. 国内外の社会課題の解決に関連する研究、調査、エコシステムの構築・発展、サービスの企画・運営
v. インターネットを利⽤した情報提供サービス及びコンピュータシステム、ソフトウェア、情報、知識、意匠、Ｗｅ
ｂ、ディジタルコンテンツ、ビジネスモデルに関する企画、研究、調査、設計、開発、販売、賃貸及び保守

vi. 上記各号に関連する広告代理業務、イベントの企画及び運営、書籍・雑誌等の編集・出版及び販売、教育及び教材
の開発・販売、各種コンサルティング、講演、 知的財産権の取得・管理・賃貸及び販売

vii. 上記各号に付帯⼜は関連する⼀切の業務

第4条 （本店の所在地）

1. 当会社は、本店を東京都千代⽥区に置く。

第5条 （機関）

1. 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
i. 取締役会
ii. 監査役

第6条 （公告⽅法）

1. 当会社の公告⽅法は、⽇刊⼯業新聞に掲載する⽅法とする。

第2章 株式

第7条 （発⾏可能株式総数及び発⾏可能種類株式総数）

1. 当会社は普通株式及び優先株式を発⾏し、優先株式はA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式からなるものとす
る。

2. 当会社の発⾏可能株式総数は、150万株とし、普通株式の発⾏可能種類株式総数は148万3,988株、A種優先株式の発⾏可
能種類株式総数は5,900株、B種優先株式の発⾏可能種類株式総数は4,347株、C種優先株式の発⾏可能種類株式総数は
5,765株とする。



第8条 （株券の不発⾏）

1. 当会社の株式については、株券を発⾏しない。

第9条 （株式の譲渡制限）

1. 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。

第10条 （相続⼈等に対する株式の売渡しの請求）

1. 当会社は、相続その他の⼀般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求す
ることができる。

第11条 （株式等の割当てを受ける権利を与える場合）

1. 当会社の株式（⾃⼰株式の処分による株式を含む。）及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式⼜は
新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式⼜は新株予約権の割当てを受ける
権利を与える旨及び引受けの申込みの期⽇の決定は取締役会の決議によって⾏う。

第12条 （株主名簿記載事項の記載等の請求）

1. 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載⼜は記録することを請求するには、株式取得者とその取得し
た株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者⼜はその相続⼈その他の⼀般承継⼈が当会社所定の書
式による請求書に署名⼜は記名押印し、共同して請求しなければならない。

2. 前項の規定にかかわらず、利害関係⼈の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者
が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載⼜は記録することを請求することができる。

第13条 （質権の登録及び信託財産の表⽰）

1. 当会社の株式につき質権の登録⼜は信託財産の表⽰を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名⼜
は記名押印し、提出しなければならない。その登録⼜は表⽰の抹消についても同様とする。

第14条 （⼿数料）

1. 前⼆条に定める請求をする場合には、当会社所定の⼿数料を⽀払わなければならない。

第15条 （株主の住所等の届出）

1. 当会社の株主及び登録株式質権者⼜はその法定代理⼈若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その⽒名⼜は名
称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を⽣じたときも、その事項につき、同様とす
る。

第16条 （基準⽇）

1. 当会社は、毎年6⽉末⽇の最終の株主名簿に記載⼜は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定
時株主総会において権利を⾏使することのできる株主とする。

第3章 優先株式

第17条 （残余財産の分配）

1. 当会社は、残余財産の分配をするときは、C種優先株式を有する株主（以下「C種優先株主」という。）⼜はC種優先株
式の登録株式質権者（以下「C種優先登録株式質権者」という。）に対し、B種優先株式を有する株主（以下「B種優先
株主」という。）⼜はB種優先株式の登録株式質権者（以下「B種優先登録株式質権者」という。）、A種優先株式を有
する株主（以下「A種優先株主」といい、C種優先株主及びB種優先株主とあわせて「優先株主」という。）⼜はA種優先
株式の登録株式質権者（以下「A種優先登録株式質権者」といい、C種優先登録株式質権者及びB種優先登録株式質権者



とあわせて「優先登録株式質権者」という。）及び普通株式の保有者（以下「普通株主」という。）⼜は普通株式の登
録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先⽴ち、C種優先株式１株につき基準価額⾦346,874円に1.0を
乗じた⾦額（以下「C種優先分配額」という。）に達するまで分配を⾏う。C種優先株主⼜はC種優先登録株式質権者に
対して分配する残余財産の⾦額が、C種優先分配額の全額の合計額を⽀払うのに不⾜する場合には、C種優先株主⼜はC
種優先登録株式質権者に対し、C種優先分配額の合計額に基づく割合で、残余財産を⽐例按分して当該残余財産を分配す
る。

2. 前項の分配が完了した後なお残余財産が存する場合には、B種優先株式を有する株主⼜はB種優先株式の登録株式質権者
及びA種優先株式を有する株主⼜はA種優先株式の登録株式質権者に対し、普通株式の保有者（以下「普通株主」とい
う。）⼜は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先⽴ち、B種優先株式１株につき基準
価額⾦230,000円に1.0を乗じた⾦額（以下「B種優先分配額」という。）に達するまで、A種優先株式１株につき基準価
額⾦105,000円に1.0を乗じた⾦額（以下「A種優先分配額」という。）に達するまで同順位にてそれぞれ分配を⾏う。B
種優先株主⼜はB種優先登録株式質権者及びA種優先株主⼜はA種優先登録株式質権者に対して分配する残余財産の⾦額
が、B種優先分配額の全額及びA種優先分配額の全額の合計額を⽀払うのに不⾜する場合には、B種優先株主⼜はB種優先
登録株式質権者及びA種優先株主⼜はA種優先登録株式質権者に対し、同順位で、B種優先分配額の合計額及びA種優先分
配額の合計額に基づく割合で、残余財産を⽐例按分して当該残余財産を分配する。

3. 前項の分配が完了した後なお残余財産が存する場合には、当会社は、C種優先株主⼜はC種優先登録株式質権者、B種優
先株主⼜はB種優先登録株式質権者、A種優先株主⼜はA種優先登録株式質権者及び普通株主⼜は普通登録株式質権者に
対して分配を⾏う。この場合、C種優先株主⼜はC種優先登録株式質権者、B種優先株主⼜はB種優先登録株式質権者及び
A種優先株主⼜はA種優先登録株式質権者に対しては、C種優先分配額、B種優先分配額⼜はA種優先分配額に加え、当該
分配⽇において当該C種優先株式、当該B種優先株式⼜は当該A種優先株式が普通株式に転換された場合に交付される数
の普通株式に対する残余財産分配額と同額の残余財産が分配される。

4. 第１項及び第２項の基準価額は、下記の定めに従い調整される。

i. 優先株式の分割⼜は併合が⾏われたときは、当該優先株式の基準価額は以下のとおり調整される。なお、「分割・
併合の⽐率」とは、株式分割⼜は株式併合後の発⾏済株式総数を株式分割⼜は株式併合前の発⾏済株式総数で除し
た数を意味するものとする。

ii. 優先株主に割当てを受ける権利を与えて優先株式の発⾏⼜は処分（株式無償割当てを含む。）を⾏ったときは、当
該優先株式の基準価額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発⾏当該優先株式数」からは、当該発⾏
⼜は処分の時点における当会社が保有する⾃⼰株式（当該優先株式のみ）の数を除外するものとし、⾃⼰株式を処
分する場合は下記算式の「新発⾏当該優先株式数」は「処分する⾃⼰株式（当該優先株式）の数」と読み替えるも
のとする。

iii. 上記（１）及び（２）における調整額の算定上発⽣した1円未満の端数は切り捨てるものとする。

第18条 （普通株式と引換えにする優先株式の取得請求権）

1. 優先株主は、優先株主となった⽇の翌⽇以降、当会社に対して、優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付する
ことを請求することができるものとし、当会社は、優先株主が普通株式の取得の請求をした場合には、下記に定める条
件で当会社の普通株式を当該優先株主に対して交付するものとする。

2. 取得と引換えに交付する普通株式の数
i. 優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当会社の普通株式は、優先株主が取得の請求をした優先株式の払込⾦
額の総額を第18条第3項に定める取得価額（以下「取得価額」という。）で除して得られる数とする。ただし、C種
優先株式の払込⾦額（当初、1株につき346,874円）、B種優先株式の払込⾦額（当初、1株につき230,000円）及びA
種優先株式の払込⾦額（当初、1株につき105,000円）は、当該優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株
式の併合その他これに類する事由が⽣じた場合には当会社の取締役会決議に基づき適切に調整される。

ii. 取得と引換えに交付する普通株式の数が1株に満たない端数があるときは、これを切り捨て、⾦銭による調整を⾏
う。

調整後基準価額 当該調整前の基準価額
分割・併合の⽐率

調整後基準価額
既発⾏当該優先株式数 当該調整前基準価額 新発⾏優先株式数 当該株当たり払込⾦額

既発⾏当該優先株式数 新発⾏当該優先株式数



3. 当初取得価額
i. A種優先株式の取得価額は、当初、1株につき⾦105,000円とする。
ii. B種優先株式の取得価額は、当初、1株につき⾦230,000円とする。
iii. C種優先株式の取得価額は、当初、1株につき⾦346,874円とする。

4. 取得価額の調整
i. 優先株式発⾏後、以下に掲げる事由が発⽣した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

a. 株式分割⼜は株式無償割当てにより当会社の普通株式を発⾏する場合、以下の算式により取得価額を調整す
る。ただし、以下の算式においては、当会社の保有する当会社の普通株式（以下「⾃⼰株式」という。）の数
及び株式分割により⾃⼰株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。なお、株式無償割当ての場合
には、以下の算式における「分割前発⾏済普通株式数」は「無償割当て前発⾏済普通株式数（ただし、その時
点での⾃⼰株式を除く。）」、「分割後発⾏済普通株式数」は「無償割当て後発⾏済普通株式数（ただし、そ
の時点での⾃⼰株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後の取得価額は、株式分割の基準⽇の翌⽇以降、⼜は株式無償割当ての効⼒の⽣じる⽇（株式無償割当て
に係る基準⽇を定めた場合は当該基準⽇）以降これを適⽤する。

b. 当会社の普通株式の株式併合を⾏う場合、株式併合の効⼒発⽣の時をもって以下の算式により取得価額を調整
する。ただし、以下の算式においては、⾃⼰株式の数は含まないものとする。

c. 調整前の取得価額を下回る払込⾦額⼜は処分価額をもって当会社の普通株式を発⾏⼜は⾃⼰株式を処分する場
合（ただし、株式無償割当て、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他
その保有者若しくは当会社の請求に基づき⼜は⼀定の事由の発⽣を条件として普通株式を取得し得る地位を伴
う証券⼜は権利に基づき当会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当会社の請求⼜は⼀定の事由
の発⽣による場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。な
お、調整後の取得価額は、払込期⽇（会社法第209条第1項第2号が適⽤される場合には、同号に定める期間の
末⽇）の翌⽇以降、また募集のための株主割当⽇がある場合は、その⽇の翌⽇以降これを適⽤する。

なお、⾃⼰株式処分の場合には、取得価額調整式における「新規発⾏株式数」は「処分⾃⼰株式数」、「1株当
たりの払込⾦額」は「1株当たりの処分価額」、「⾃⼰株式」は「処分前⾃⼰株式数」とそれぞれ読み替える。
取得価額調整式における「既発⾏普通株式の数」の算出上、その時点において発⾏され当会社が保有していな
い優先株式はすべてその取得請求権⼜は取得条項に従い普通株式に転換されたものと仮定し、その時点におい
て発⾏され当会社が保有していない新株予約権はすべて⾏使され普通株式が発⾏されたものと仮定し、それぞ
れ既発⾏普通株式の数に算⼊されるものとする。 ただし、本③による取得価額の調整は、優先株式の発⾏済株
式数の3分の2以上を保有する優先株主（複数の優先株主が保有する優先株式の数が3分の2以上となる場合を含
む。）がかかる調整を不要とした場合には調整は⾏われない。

d. 調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式の交付と引換えに当会社に取得される株式、新株予約権もし
くはその他の証券を発⾏⼜は処分する場合（無償割当てを含むが、株式無償割当てを除く。）、かかる株式、
新株予約権もしくはその他証券の払込期⽇（新株予約権の場合は割当⽇）に、また株主割当⽇がある場合はそ
の⽇に、発⾏⼜は処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取得⼜は⾏使等さ
れ普通株式が交付されたものとみなし､取得価額調整式において「1株当たり払込⾦額」としてかかる価額を使
⽤して計算される額をもって、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、払込期⽇（会社法第209条第1
項第2号が適⽤される場合には、同号に定める期間の末⽇）の翌⽇以降、また株主割当⽇がある場合は､その⽇
の翌⽇以降これを適⽤する。ただし、本④による取得価額の調整は、当会社⼜は当会社の⼦会社若しくは関連

調整後取得価格 調整前取得価額
分割前発⾏済普通株式数

分割後発⾏済普通株式数

調整後取得価格 調整前取得価額
併合前発⾏済普通株式数

併合後発⾏済普通株式数

調整後取得価格 調整前取得価額
（既発⾏株式数 ⾃⼰株式数） 新規発⾏株式数株当たりの払込⾦額

調整前取得価格

（既発⾏株式数 ⾃⼰株式数） 新規発⾏株式数



会社（財務諸表等の⽤語、様式及び作成⽅法に関する規則（昭和38年11⽉27⽇⼤蔵省令第59号。その後の改正
を含む。）第8条に定める「関連会社」を意味する。）の取締役、監査役、従業員⼜は顧問に対してインセンテ
ィブの付与を⽬的として発⾏される普通株式を⽬的とする新株予約権には適⽤されないものとする。また、本
④による取得価額の調整は、優先株式の発⾏済株式数の3分の2以上を保有する優先株主（複数の優先株主が保
有する優先株式の数が3分の2以上となる場合を含む。）がかかる調整を不要とした場合には調整は⾏われな
い。

e. 新株予約権の⾏使により発⾏される普通株式1株当たりの払込⾦額が調整前の取得価額を下回ることになる新株
予約権を発⾏する場合、かかる新株予約権の割当⽇に、また株主割当⽇がある場合はその⽇に、発⾏される新
株予約権全てが⾏使されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込⾦額」としてかかる価額を
使⽤して計算される額をもって、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当⽇
の翌⽇以降これを適⽤する。ただし、本⑤による取得価額の調整は、当会社⼜は当会社の⼦会社若しくは関連
会社（財務諸表等の⽤語、様式及び作成⽅法に関する規則（昭和38年11⽉27⽇⼤蔵省令第59号。その後の改正
を含む。）第8条に定める「関連会社」を意味する。）の取締役、監査役、従業員⼜は顧問に対してインセンテ
ィブの付与を⽬的として発⾏される普通株式を⽬的とする新株予約権には適⽤されないものとする。また、本
⑤による取得価額の調整は、優先株式の発⾏済株式数の3分の2以上を保有する優先株主（複数の優先株主が保
有する優先株式の数が3分の2以上となる場合を含む。）がかかる調整を不要とした場合には調整は⾏われな
い。

ii. 上記（１）に掲げた事由によるほか、次の①ないし④に該当する場合には、当会社は優先株主及び優先登録株式質
権者に対して、あらかじめ書⾯によりその旨並びにその事由、調整後の取得価額、適⽤の⽇及びその他必要な事項
を通知したうえ、取得価額の調整を適切に⾏うものとする。

a. 合併、株式交換、株式移転、会社分割、若しくは資本の減少のために取得価額の調整を必要とするとき。
b. 前①のほか、当会社の発⾏済普通株式数（ただし、当会社が保有する当会社の普通株式の数を除く。）の変更

⼜は変更の可能性を⽣ずる事由の発⽣によって取得価額の調整を必要とするとき。
c. 上記（１）の④に定める株式、新株予約権⼜はその他の証券につき、その取得・⾏使等により普通株式が交付
され得る期間が終了したとき。ただし、当該株式、新株予約権⼜はその他の証券すべてにつき普通株式が交付
された場合を除く。

d. 上記（１）の⑤に定める新株予約権の⾏使期間が終了したとき。ただし、当該新株予約権すべてにつき⾏使請
求が⾏われた場合を除く。

iii. 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満⼩数第2位まで算出し、⼩数第2位を四捨五⼊する。
iv. 取得価額の調整に際し計算を⾏った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、

取得価額の調整はこれを⾏わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発⽣し、取得価額を算出す
る場合には、調整前取得価額はこの差額を差引いた額とする。

v. 取得価額の調整が⾏われる場合には、当会社は、関連事項決定後、優先株主⼜は優先登録株式質権者に対して、そ
の旨並びにその事由、調整後の取得価額、適⽤の⽇及びその他の必要事項を通知しなくてはならない。

第19条 （⾦銭と引換えにする取得請求権）

1. 優先株主は、当会社が、事業譲渡⼜は会社分割により、当会社の全部⼜は実質的に全部の事業を第三者に移転させた場
合には、かかる移転の効⼒発⽣⽇を初⽇として30⽇間（以下、本条において「取得請求期間」という。）に限り、保有
する優先株式の全部⼜は⼀部を取得しその取得と引換えに本条の定めにより⾦銭を交付することを当会社に請求するこ
とができる。

2. 本条による優先株式の取得と引換えに交付される1株あたりの⾦銭（以下「取得⾦額」という。）は、取得請求期間の初
⽇に当会社が解散したとみなして第17条を適⽤した場合に、当該優先株式1株につき分配される額に相当する⾦額とす
る。なお、優先分配額の調整にかかる第17条第4項の規定は、取得⾦額に準⽤するものとする。

3. 本条による取得の請求があった場合、当会社は取得請求期間の満了時において請求の対象となった優先株式を取得する
ものとし、直ちに取得⾦額に対象となる株式数を乗じた⾦額を優先株主に⽀払うものとする。

第20条 （普通株式を対価とする取得条項）

1. 当会社は、優先株式の発⾏以降、当会社の株式のいずれかの⾦融商品取引所への上場（以下「株式公開」という。）の
申請を⾏うことが取締役会で可決され、かつ株式公開に関する主幹事の⾦融商品取引業者から要請を受けた場合には、
取締役会の定める⽇をもって、発⾏済の優先株式の全部を取得し、引換えに優先株主に当会社の普通株式を交付するこ



とができる。当会社は、その対価として、かかる優先株式の払込⾦額を、第18条に基づいて定められるその時点におけ
る取得価額で除して得られる数の普通株式を交付する。

2. 前項に定める普通株式の数の算出にあたって、優先株主に交付される普通株式の総数に1株に満たない端数が⽣じたとき
は、会社法第234条第1項の規定に従ってこれを取り扱う。

第21条 （議決権）

1. 優先株主は、普通株主と同様に、株主総会において優先株式1株につき1個の議決権を有する。

第22条 （株式の併合⼜は分割、募集株式の割当て等）

1. 当会社は、株式の分割⼜は併合を⾏うときは、全ての種類の株式につき同時に同⼀割合でこれを⾏う。
2. 当会社は、株主に株式無償割当て⼜は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本条において同

じ。）の無償割当てを⾏うときは、普通株主には普通株式⼜は普通株式を⽬的とする新株予約権の無償割当てを、優先
株主には当該優先株式⼜は当該優先株式を⽬的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同⼀割合で⾏う。

3. 当会社は、株主に募集株式⼜は募集新株予約権の割り当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式⼜は普
通株式の新株予約権の割当てを受ける権利を、優先株主には優先株式⼜は優先株式を⽬的とする新株予約権の割当てを
受ける権利を、それぞれ同時に同⼀割合で⾏う。

第4章 株主総会

第23条 （招集）

1. 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か⽉以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集す
る。

第24条 （招集権者及び議⻑）

1. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議をもって、取締役CEOが招集し、議⻑となる。
ただし、取締役CEOに事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定める順序に従い、他の取締役が株主総会を招
集し、議⻑となる。

第25条 （決議の⽅法）

1. 株主総会の決議は、法令⼜は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を⾏使することができる株主の議
決権の過半数をもって⾏う。

2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を⾏使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の3分の2以上をもって⾏う。

第26条 （議決権の代理⾏使）

1. 株主は、当会社の議決権を有するほかの株主1名を代理⼈として、その議決権を⾏使することができる。
2. 株主⼜は代理⼈は、株主総会ごとに代理権を証明する書⾯を当会社に提出しなければならない。

第5章 種類株主総会

第27条 （種類株主総会）

1. 当会社は、すべての種類株式について会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要しない。
2. すべての種類株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引受ける者の募集につき当該種類の株式の種類株主を

構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
3. すべての種類株式を⽬的とする新株予約権に関する募集事項の決定は、当該新株予約権を引受ける者の募集につき当該

種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主の決議を要しない。



第28条 （株主総会に関する規定の準⽤）

1. 前章の規定は、種類株主総会においてこれを準⽤する。
2. 第16条の規定は、定時株主総会と同⽇に開催される種類株主総会にこれを準⽤する。

第6章 取締役、監査役及び取締役会

第29条 （取締役及び監査役の員数）

1. 当会社の取締役は3名以上とし、監査役は1名以上とする。

第30条 （取締役及び監査役の選任）

1. 当会社の取締役及び監査役の選任決議は、議決権を⾏使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
席し、その議決権の過半数をもって⾏う。

2. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

第31条 （取締役及び監査役の任期）

1. 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、監査
役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2. 補⽋⼜は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
3. 任期の満了前に退任した監査役の補⽋として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとす

る。

第32条 （役付取締役）

1. 取締役会の決議をもって、取締役の中から､CEO1名を選定する。

第33条 （代表取締役）

1. 取締役会の決議をもって、取締役CEOを会社を代表する取締役として定める。

第34条 （取締役会の招集及び議⻑）

1. 取締役会は取締役CEOが招集し、議⻑となる。ただし、取締役CEOに事故があるときは、取締役会においてあらかじめ
定める順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議⻑となる。

第35条 （取締役会の招集通知）

1. 取締役会の招集通知は、会⽇の3⽇前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の場合に
は、この期間を短縮することができる。

第36条 （取締役会の決議の省略）

1. 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

第37条 （取締役会規程）

1. 取締役会に関する事項は、法令⼜は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

第38条 （報酬等）

1. 取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として当会社から受ける財産上の利益は、それぞれ株主総会の
決議によって定める。

第39条 （⾮業務執⾏取締役及び監査役との責任限定契約）



1. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執⾏取締役等であるものを除く）との間で、当会社に対す
る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定め
る額とする。

2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により監査役との間で、当会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結する
ことができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。

第7章 計算

第40条 （事業年度）

1. 当会社の事業年度は、毎年7⽉１⽇から翌年6⽉30⽇までの1年とする。

第41条 （剰余⾦の配当等）

1. 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末⽇の最終の株主名簿に記載⼜は記録ある株主、登録株式質権者（以
下「株主等」という。）に対して剰余⾦の配当を⾏う。

2. 前項に定める場合のほか、当会社は、基準⽇を定め、その最終の株主名簿に記載⼜は記録ある株主等に対して、剰余⾦
の配当を⾏うことができる。

第42条 （剰余⾦の配当の除斥期間）

1. 剰余⾦の配当がその⽀払提供の⽇から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその⽀払義務を免れる。

第8章 附則

第43条 （法令の準拠）

1. 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

以上



















「誰もが治療を受けられる未来を」
“POUR UN MONDE OÙ CHACUN PEUT ÊTRE SOIGNÉ”

世界の医療団
2022年度 
年次報告書 

2022年1月1日～12月31日

2023年4月発行

世界の医療団は17ヶ国に活動拠点があり、70以上の国や地域でプログラムを実施しています。
日本はアジアの拠点として、３ヶ国で３つのプログラムを実施しました。

●日本事務局 理事
 （五十音順）※2023年3月末時点

 石原 恵 看護師
 磯村 尚徳 外交評論家
 ガエル・オスタン（理事長） PMC株式会社代表取締役
 大浦 紀彦 形成外科医
 佐藤 直 ワープジャパン株式会社代表取締役
 瀬古 篤子 株式会社ヴィジョン・エイ代表取締役
 パトリック・ダビッド（副理事長） 麻酔科医
 日野 慶子 東京都立多摩総合医療センター 
  精神神経科医長
 見山 謙一郎 （株）フィールド・デザイン・ネットワークス
  代表取締役CEO
 森川 すいめい 精神科医
 横森 佳世 東京農工大学グローバル教育院准教授

●事務局スタッフ
 （五十音順）※2023年3月末時点

 安達 洋子 ファンドレイザー（ドナーリレーション）
 阿部 さやか ファンドレイザー（ドナーリレーション）
 石井 夕美 総務・経理マネージャー
 小川 亜紀 プロジェクト・コーディネーター（ラオス事業）
 カンポン・リーチャールーンスック プロジェクト・コーディネーター（ラオス事業）
 木田 晶子 メディカル・コーディネーター（ロヒンギャ事業）
 サルワル・カマル 現地運転手（ロヒンギャ事業）
 シポン・シタボングサイ プロジェクト・マネージャー、医療専門家（ラオス事業）
 セング・ソスパン ハウスキーパー、セキュリティーオフィサー（ラオス事業）
 武石 晶子 プロジェクト・コーディネーター（ハウジングファースト東京プロジェクト）
 タワットザイ・ポムヴォングサイ プロジェクトオフィサー（ラオス事業）
 ティックター・カムヴンフェーング 会計・アドミンアシスタント、プロジェクトアシスタント（ラオス事業）
 ティンカム・マニボング 現地運転手（ラオス事業）
 寺村 滋 マーケティング・マネージャー
 トゥラバン・クンカムディー プロジェクトオフィサー（ラオス事業）
 冨岡 亜矢子 ファンドレイザー（法人パートナー、イベント担当）
 中嶋 秀昭 プロジェクト・コーディネーター（ロヒンギャ事業）
 ブントム・タマチャーン 会計・アドミンオフィサー（ラオス事業）
 ベンコング・ソクヴァンサイ 現地運転手、プロジェクトオフィサー（ラオス事業）
 松井 智美 ファンドレイザー（個人支援者担当）
 米良 彰子 事務局長

1995年
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2007年
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2011年

2012年
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●沿革
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E-mail: info@mdm.or.jp
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Twitter: https://twitter.com/mdm_jp
Instagram: https://instagram.com/mdmjapan
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発行所 世界の医療団（認定NPO法人）

特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン

 Médecins du Monde Japan

阪神大震災の発生を受け、フランスのNGOのメドゥサン・
デュ・モンド（Médecins du Monde）が神戸で活動

「スマイル作戦」に与座聡医師が日本人として初参加

特定非営利活動法人（NPO）の設立認証を獲得。登録名
を「メドゥサン・デュ・モンド ジャポン」とする

認定特定非営利活動法人の認定を受ける。翌年以降の税
法上の優遇措置（寄付金控除等）の対象となる。

初めての国内プロジェクトとして、東京プロジェクト（現・ハウ
ジングファースト東京プロジェクト）を開始

東日本大震災発生を受けて、岩手県大槌町へ。団体として
初めての国内緊急支援を行う

ラオスで小児医療強化プロジェクトを開始。世界の医療団 
日本として初めての単独の海外事業

ロヒンギャ緊急医療支援を開始

ⒸChihiro Masuho

2022年度に日本の皆さまにご支援を呼びかけた国
世界の医療団　事務局
フランス・日本・ドイツ・アルゼンチン・ベルギー・カナダ・
スペイン・アメリカ・ギリシャ・ルクセンブルグ・オランダ・
ポルトガル・イギリス・スウェーデン・スイス・トルコ・イタリア

バングラデシュ南東部コックスバザール県のホストコミュニティの人々に保健衛生の啓発活動をする様子

バングラデシュ

ギリシャ

ウクライナ

パレスチナ
（ガザ、ヨルダン川西岸）

コンゴ民主共和国

マダガスカル

ラオス

ネパール

パキスタン

アフガニスタン

コロンビア



支援者の皆さまへ
日頃より世界の医療団の活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。

2022年は新型コロナウイルス感染症による影響が続くなか、2月末、ロシアによるウクライナ侵攻

が始まり、世界に衝撃を与えました。爆弾の音とともに、ウクライナの人々は突如として日常を奪われ

ました。2015年からすでに現地に介入していた世界の医療団は、直ちに拠点を安全な場所に移すと

ともに、侵攻の翌日には支援を開始しました。今も命を救う活動は休むことなく続いています。

ウクライナ侵攻が与えた影響はウクライナ国内にとどまりません。この侵攻によりエネルギーや原材料

価格が高騰し、世界規模のインフレが起きています。このようなときに最も影響を受けるのは社会的に

弱い立場にいる人々です。東京・池袋で実施している炊き出し・医療相談会には、リーマンショック時

よりも多くの人々が訪れました。世界の医療団は一人ひとりが必要な支援につながれるよう日々奔走

しました。そんななか、昨年は炊き出し・医療相談会の現場で活動を支えてくださるボランティアがこれ

まで以上に増えました。社会情勢や私たちを取り巻く問題への関心が高まっていることがうかがえ、非常

に心強い思いがしました。

今も世界では、トルコ・シリアでの大規模な地震、気候変動による干ばつ、長期化する難民問題など

により、必要な医療につながれていない人々がたくさんいます。世界の医療団は、「すべての人が必要な

ときに、適切な費用で医療を受けられる状態を目指す」というユニバーサルヘルスカバレッジの理念を

反映した世界の実現に向けて、日々の活動を積み重ねてまいります。2023年も皆さまの引き続きの

ご支援をお願いいたします。
世界の医療団 日本

理事長 ガエル・オスタン

誰もが自ら持つ権利として保健医療サービスへアクセスでき、
心身ともに健康的な暮らしが実現する世界をつくります
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紛争、災害、貧困などで必要な医療を

途絶えさせないために―

ⒸPietro Chekal - Médicos del Mundo

医療にアクセス
できない人々

基本的人権が保障された
健康的な暮らしの実現

保健
医療

証言

治療

予防

保健医療体制
の整備

政策提言

啓発

世界の医療団

世界中どこであっても、誰であっても、公平で適切な保健医
療サービスへのアクセスは生まれながらに有する権利です。
国籍、人種、民族、思想、宗教などのあらゆる壁を越え、心身
の治療に加え、持続して健康な状態を保つための予防や健
康知識の普及、公的な医療基盤の構築などを中心に、保健
医療・公衆衛生分野において活動しています。

世界の医療団の使命

必要な保健医療サービスにアクセスできない原因、保健医療
支援を実施する上で障壁となるもの、人権を侵害する現状や
事実について証言します。課題に直面する人びとの声や現状
を伝える素材を集め、多くの人々に向けて情報発信と啓発を行
い、課題の解決のために行動を起こすことを促します。また、保
健医療へのアクセスを阻む状況を根本的に改善するため、政
策提言を行い、仕組みを変えるよう働きかけます。

紛争、自然災害や感染症などの危機的状況時に医

療チームを派遣し、現地の医療機関と連携しながら、

迅速かつ効果的に医療を提供。また、健康を回復した

人びとがその状態が持続できるよう、健康知識の普

及、衛生的な環境づくりなど予防活動を行います。さ

らに、医療スタッフの育成や医療施設の運営支援な

ど持続可能な医療システムの構築を目指します。活

動にあたって、難民や移民、性的マイノリティ、女性や

子どもなど、社会的に弱い立場にある人々が差別や

偏見にさらされることなく医療にアクセスできるよう支

援します。当事者へのエンパワーメントに加え、コミュ

ニティ、社会に向けて、多様性を尊重し、それぞれの

権利を認め合うよう啓発。現地コミュニティの人びと

が主体となって政策提言を行えるようサポートします。

世界の医療団の活動

基
本
的
人
権
が
保
障
さ
れ
た

健
康
的
な
暮
ら
し
の
実
現

治療

証言（情報収集と発信）

予防
保健医療体制の整備

・医療スタッフの育成
・医療施設の運営支援
・エンパワーメント

・健康教育
・ハウジングファースト型支援
・ハームリダクションアプローチ
　を軸にしたプログラム

・疾病・ケガの治療
・メンタルヘルスケア
・リプロダクティブヘルスケア
・医薬品の整備

・人権が侵害されている社会を変えるための行動を促す啓発
・国、国際機関などへ、保健医療を阻害する仕組みを変えるための政策提言

緊急支援 中期的な支援 長期的支援

保
健
医
療

証
言

活動理念
社会正義 医療サービスへの平等なアクセス、基本的人権の尊重、連帯意識の共有を希求します。
自立支援 すべての人びとが自己の健康に対する当事者となり、自らの権利を行使できるよう支援します。
独立性 すべての政治、宗教、経済による権力、利害から独立しています。
コミットメント 献身的に、そして高いスキルと専門知識、職業倫理を備えたプロ集団として活動します。
バランス 国内外での活動、緊急と中長期プログラム、医療と周辺サービス、官民の資金、それぞれのバランスを尊重します。

目標実現までのロードマップ

コミュニティ・国
不十分な医療体制

健康を妨げる社会的背景
差別・偏見

保
健
医
療

証
言

ⒸMdM

ⒸMdM Greece



欧州への入り口として70ヶ国以上の国々から難民が集まるレスボス島。2022年1月現在、2,300人を超える
難民が身を寄せています。難民キャンプ内は衛生状態が悪く、電気の供給も不安定です。難民がキャンプを出る
には公的書類を得る必要がありますが、そのためには弁護士との面会、メディカルチェックなどさまざまな条件を
クリアしなければならず、ある程度の期間を難民キャンプで過ごさなければいけません。しかし、ギリシャ保健省に
よる医療サービスは2022年2月に終了。心身のケアを必要とする難民への医療サービスは、世界の医療団を
はじめNGOが全面的に担っている状況です。また、新型コロナウイルス感染症の対応として、2021年から引き
続きワクチン接種の啓発を行いました。

ギリシャ レスボス島

難民のなかには妊婦や子ども、高齢者、持病を抱えた人も。
難民キャンプの医療に空白を作らないために

イスラエルの軍事占領下に置かれているパレスチナ・ガザ地区とヨルダン川西岸地区。
人口の3分の1の人々が極度の貧困状態にあります。ガザ地区内では医療施設や救急
車が攻撃の対象となり、医療が十分に機能していないにもかかわらず、外国で治療を
受けるために与えられる出国許可の件数は徐々に減少。緊迫した状態が絶えず続く
なかで人々は不安や睡眠障害を抱え、子どもは幼児退行、学業の遅れや社会的スキルの
発達に影響がみられています。2022年、世界の医療団は、危機が長期化していること
を鑑み、これまでも実施してきたこころのケアをより一層強化。紛争や新型コロナウイルス
の影響を受けたコミュニティの回復力を高めるため、活動に尽力しました。

パレスチナ自治区　ガザ・ヨルダン川西岸

先の見えない占領下の緊迫した状態が
絶えず続くなか、人々の不安に寄り添い、
こころのケアをより一層強化

ネパール 医療を軸にした活動で、労働環境と健康状態の改善を目指す

アフリカ大陸の中央に位置するコンゴ民主共和国では、豊富な天然資源が火種
となり、武装集団の間で利権争いが繰り広げられています。武装集団は女性たち
に性暴力を加え、人々に恐怖心を与えることで支配しています。被害にあった女性
たちは心身ともに深い傷を負うだけでなく、「性暴力被害者」というレッテルを貼ら
れ、社会生活を営むことが困難になってしまうのです。世界の医療団は、2018年
にノーベル平和賞を受賞した婦人科医デニ・ムクウェゲ医師の病院において、被害
にあった女性たちの支援プログラムを行いました。また、コンゴの女性たちの安全な
出産をサポートするため、国内の40ヶ所以上の産科施設に医薬品や医療資機材
を提供する活動も実施しました。

コンゴ民主共和国

性暴力によって心身ともに深い傷を負った女性たちに寄り添い、
社会での日常生活を取り戻すための多面的なサポートを実施

ネパール最大の都市である首都カトマンズとその周辺の盆地では、近年、急激な人口増加とともに都市化が進む
一方で、環境問題が深刻になっています。首都カトマンズでは、毎日1,000トン以上の廃棄物が出ていると言わ
れており、その量は東京23区の約1.7倍。廃棄物が引き起こす問題は、環境だけでなく、それを処理する労働者の
健康にも影響を与えていることから、世界の医療団は2018年
より、カトマンズで廃棄物処理の労働者の健康を守るプロジェ
クトを開始。2020年にはインドとの国境の町ネパールガンジ
にも活動を広げました。廃棄物処理は、労働者にとって賃金を
得、生活を支えるための重要な仕事であるため、有害な環境に
さらされることに伴うリスクを軽減するよう防護具などを提供。
また、適切で質の高い医療サービスと情報へのアクセスの向上
を図りました。
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ⒸMdM

ⒸMdM Greece

ⒸMdM France

ⒸMdM Belgium

［  医療支援  ］

世界の医療団のネットワークでは、
世界各地で紛争や暴力、自然災害、貧困に苦しむ人々の
命と健康を守る活動に力を注ぎました。

2 0 2 2 年度の活動

ウクライナから避難してきた人々への支援（モルドバ）

サポートした
医療機関

16ヶ所

マダガスカル

コンゴ民主共和国

保健医療の
受益者総数

5,055人

パレスチナ自治区
ガザ・ヨルダン川西岸

ギリシャ レスボス島

トルコ

緊急時の対応について
研修を受けた医師

55人
ⒸOlivier Papegnies - Collectif Huma

ネパール

中国

インド

労働衛生や安全対策の支援および
診療の件数

9,743件 1,087セット
個人防護具（マスク、手袋、帽子、
長靴、安全靴、作業着）の配布

サポートした
医療機関

6ヶ所

マダガスカル

干ばつによって子どもたちの栄養状態が悪化。
緊急を要する事態において、
移動診療車の機動力が有効な手段に
アフリカ大陸の東、インド洋にある島国、マダガスカルでは、ここ数年、気候変動の影響を受けて雨量が極端
に少なく、特に南部では、川は干上がり、土地は痩せ、農作物が育たなくなっています。食料価格が高騰し、

100万人以上が水と食料の不足に苦しむ深刻な事態に陥っています。さら
に、新型コロナウイルスの蔓延で人々の収入は減少、その結果、ますます
食料を手に入れることが難しくなりました。影響は特に子どもたちに深刻
で、11万人以上が重度の栄養失調の状態にあるといわれています。世界
の医療団は移動診療車でアクセスが悪い地域や緊急に治療が必要な
人々のもとへ赴き、栄養失調の治療をはじめ子どもを対象にした麻しんの
予防接種、妊産婦の産前産後の診察、治療が難しい症例の高度医療施設
への紹介と医療費の補助などを実施しました。

栄養失調の患者を含む
診療の件数

6,223件
研修を受けた
医療従事者

6人ⒸMdM France

新型コロナウイルスについての啓発チラシ。
アフガニスタンで使われるダリー語でも作成した



2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻。世界の医療団は2015年からウクライナで事業を実施して
いたため、直ちにチームを緊急支援体制に切り替えました。攻撃の被害は民間人にも及び、医療施設も攻撃の対象と
なるなど、非常に困難な状況のなかで、医療の提供と物資の輸送を中心に活動を展開。移動診療車で地域を巡回
して医療サービスを直接届ける活動は、医療施設や道路などのインフラが破壊された場所や移動が困難な人々に
とって特にニーズが高く、当初より地域や台数を増やして対応しました。移動診療車には心理士が同乗し、こころの

ケアも提供しています。また、物流が滞っているため、各地で物資の不足が起きて
います。医薬品や医療資機材のみならず、おむつや毛布、停電時に使用するための
発電機などのニーズもありました。活動は戦闘の最前線に近い場所でも行われて
おり、常に現状の把握とスタッフの安全を確保しながら進めています。

終わりの見えない紛争下で増え続ける支援のニーズ。
必要とする人々のもとへ医療を届ける移動診療車は活動の要

ハウジングファースト東京プロジェクト

長引く新型コロナウイルス流行の
影響により相談者が増加。
医療相談会をきっかけに包括的な支援へ
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世界の医療団 日本は、日本を含むアジア3ヶ国で医療アクセスの強化を目指すとともに、
ウクライナにおける緊急医療支援を行いました。

ⒸMdM Japan

ⒸKazuo Koishi

東南アジアの内陸国ラオス。世界の医療団が活動するのは北部フアパン県の山岳地帯です。活動開始当初
のフアムアン郡とソン郡では患者を受け入れる十分な保健・医療体制が整っていませんでしたが、病院の修繕
をはじめ、医療従事者への研修、村の人々への啓発活動を通じて地域に根差した医療を築く活動を続けてきま
した。2022年7月には、これまで蓄積してきたノウハウを活かし、フアパン県の中でさらに活動地域を拡大。新た
にサムヌア郡とクアン郡で母子保健を中心に地域の保健を発展させていく活動を始めました。住民の健康促進
活動の強化、医療従事者の能力・技術の強化、保健行政の運営能力の強化と3者に働きかけることで、母子
保健の向上を目指した活動を行っています。現地の人々が自らの手で健康を守っていけるよう、現地の人 と々ともに
事業を進めています。また、2022年12月には現地で初めてのチャリティガラと写真コンテストを開催。ラオスの

会社経営者や政府関係者、医療
関係者など88名の参加者に、
医療から取り残されている人々
への支援の重要性を伝え、活動
のための資金調達につなげること
ができました。

ラオス これまでの経験を活かし、活動地域を拡大。
妊娠・出産、新生児期から医療を継続させることを目指して

ⒸMdM Japan

赤ちゃんの人形を使って研修を行う様子

ⒸKazuo Koishi

12月にビエンチャンで開かれたチャリティガラ 6月に実施した3回目のワクチン接種会

2 0 2 2 年度の活動

医療相談会（7月、東京・池袋）

バングラデシュ（ロヒンギャ）

ラオス

日本中国

「住まいは人権である」という考えのもと、東京・池袋周辺でホームレス状態にある人々に、まずは
安心できる住まいを提供、そこから医療や福祉につながり、精神状態や生活を安定させ、地域で
暮らすことを目指すハウジングファースト東京プロジェクト。新型コロナウイルスの流行の影響に
より、毎月第2・4土曜日に実施している炊き出し医療・生活相談会の利用者は徐々に増加。
2022年、炊き出しは平均483人（2021年平均359人）、医療相談会はのべ1,602人（同の
べ1,425人）が利用し、新型コロナウイルスが生活に与えたインパクトの大きさが数字になって
現れました。また、ホームレス状態にある人々の多くは新型コロナウイルスについての情報への
アクセスや感染予防対策が困難であることから、炊き出し医療・生活相談会や夜回りで感染予防
キットを配布、心配な症状がある人には医師が対応しました。豊島区との連携のもと2021年に
2回実施した住民票をもたない人々のためのワクチン接種会ですが、2022年には3回目と4回目
を実現。のべ48人が接種を受けることができました。

※証言については次ページをご覧ください。

ホストコミュニティの人々に保健衛生の啓発活動をする様子ともに事業を行う協力団体の事務局長（左）
とプロジェクト・コーディネーターの中嶋（右）

ⒸChihiro MasuhoⒸMdM Japan

2017年8月以降、ミャンマー軍の弾圧を受けたロヒンギャの多くが隣国バングラデシュ
に逃れ、現在も90万人以上が難民キャンプでの生活を余儀なくされています。世界の医
療団は、事態の長期化を見越し、2021年より非感染性疾患予防のための啓発事業を
展開してきました。昨年は40歳以上の人々、および非感染性疾患罹患者とそれを支える
家族を対象とし、バランスの取れた食事や家の中でもできる運動方法、たばこの健康
リスクなどを伝える健康教育を実施。活動は難民キャンプだけでなく、それを受け入れて
いるホストコミュニティにも同時に行いました。また、活動のオーナーシップの観点から、
ロヒンギャ難民とホストコミュニティのボランティアをコミュニティ・ヘルス・ワーカーとして
育成。彼らが中心となって健康教育を行い、持続発展的な体制づくりを目指しました。

バングラデシュ（ロヒンギャ）
不自由の多い難民キャンプ生活のなかで、
自らの健康を守るための工夫を日々の習慣に

非感染性疾患に関連した健康教育に
参加した対象者

ロヒンギャ難民キャンプ

19人
40歳以上の

非感染性疾患罹患者

2,068人
40歳以上の
主たる支援者

ホストコミュニティ

コミュニティ・ヘルス・ワーカーの数

40歳以上の
非感染性疾患罹患者

220人 659人
40歳以上の
主たる支援者

12人
ロヒンギャ
難民キャンプ

16人
ホスト

コミュニティ

19,906セット
新型コロナウイルス
感染予防キット配布数

44人
ハウジングファースト型支援により
アパートで暮らし始めた人

102回
リハビリプログラム
（日中活動）開催

移動診療車での診察

ⒸMdM Greece

事業対象者
女性

4,330人

事業対象者
5歳未満の子ども

3,702人

30村
サポートした村

ロシア

ウクライナ

ウクライナ

移動診療車による診療

15,143回 6,904回
心理社会的支援 サポートした医療機関

120ヶ所トルコ
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紛争、災害、貧困などで厳しい現実に直面する人々の現状を伝える証言活動。ウクライナ侵攻開始から約2ヶ月後の4月29日、「ウクライナ人道危機、現
地の状況―いま必要な医療を届けるために」と題したウェビナーを開催しました。現地ウクライナと緊急支援をよく知る世界の医療団のスタッフが、現地の
活動について説明。緊迫した活動の様子を伝えました。また、メインゲストにウクライナ出身の方をお招きし、現地の家族や友人の様子、思いを伝えていた
だきました。ハウジングファースト東京プロジェクトでは、連携団体とともに東京都や自治体に生活保護申請者への待遇改善や、支援対策について申し入れを
行ったほか、意見交換会を実施しました。
2022年はコロナ禍により対面形式でのイベント開催が依然として困難であったため、月に1度、オンラインイベントを実施。毎月異なるテーマを設定し、
ラオスやロヒンギャ難民支援の拠点など現地スタッフとつないでライブで発信、最新の情報を届けることができました。

正味財産増減計算書（2022年１月１日～2022年12月31日）

［  証言活動  ］
2 0 2 2 年度の活動 2 0 2 2 年度  ［  財政報告  ］

激しい攻撃を受けたあとの首都キーウ郊外

●難民支援
 ・ロヒンギャ危機対応保健支援プロジェクト 20.7%
 ・アフガニスタン／カブール州国内避難民と 5.2%
 ホストコミュニティのプライマリーヘルス事業
 ・ギリシャレスボス島／難民支援 2.2%

●緊急医療支援
 ・ウクライナ／人道危機被害者に対する 16.1%
 緊急医療支援

●その他
 ・ネパール／廃棄物処理労働者の健康を 8.3%
 守る事業
 ・マダガスカル／南部における自然災害の 8.3%
 復興及び栄養危機支援
 ・スマイル作戦 0.8％

●性と生殖啓発
 ・コンゴ民主共和国／女性健康支援事業 1.4％ 
 ・スリランカ／茶農園における性と生殖の 0.1％
  健康を守るプロジェクト事務所閉所業務

●ハウジングファースト型支援
 ・ハウジングファースト東京プロジェクト 8.7％ 

●こころのケア
 ・コロンビア／メンタルヘルス向上にむけて 8.3％
 自治体の能力強化支援
 ・パレスチナ自治区／メンタルヘルスサービス 5.2%
 へのアクセスの強化事業

●母子保健
 ・ラオス／母子保健プロジェクト 14.6％
 ・ニジェール／母子保健事業 0.1％

28.1%

8.7%

1.5%

17.4%

■受取寄付金
■民間助成金振替額
■国庫助成金振替額
■受取会費 0.1%
■雑収益 0.3%
■商標権使用料収益 0.4%

収入

支出

■事業費
■管理費

71.8%

22.2%

5.2%

97.9%

2.1%

2 0 2 2年度に実施した各プロジェクトの費用の内訳

世界の医療団は、1名の監事による会計及び業務の内部監査と、監査法人による会計監査を毎年受けています。
収入面では、世界の医療団を継続して応援してくださるスマイルクラブの会員が増え、スマイルクラブ寄付金は昨年度の111％となりました。支出面では、
オンラインを積極的に活用したことにより、支援者の方々をはじめ多くの方々に活動を知っていただく説明会の機会を設けることができた一方、経費は
抑えることができました。

ハフポスト

ユニホームでウクライナ支援
ベルマーレ、販売収益を寄付 

3/8

3/11

4/9

4/14

朝日新聞社　論座

BuzzFeed

NHK

朝日新聞

「何もできない」「どうすれば」ニュースを見て、
今つらいと感じる人へ。心のケアのためにできること

ウクライナ支援のNGO 
医療資源不足や心のケアの必要性報告

［62］貧困パンデミックの2年、野戦病院となった
支援現場から見た現状と課題　稲葉剛

心が苦しくなった時、大きな悲しみや不安を感じた時、
私たちができる心のケアとは？

●プレスリリース： ●講演・セミナー：

主なメディア掲載

5/23 時事通信社 Janet

9/20 テラコヤプラス

【難民】ロヒンギャの尊厳守れ―支援現場からの提言
世界の医療団プロジェクト・コーディネーター　中嶋秀昭

「世界の医療団」を取材！ 誰もが医療を受けられる
未来に向けての活動を聞いた

12/1 TBSラジオ
『荻上チキ・Session』
「公的支援がストップする年末年始。生活に困っている人たちは
どうすればいいのか」（ハウジングファースト東京プロジェクト）

33本 6回 ●メディア掲載実績：31件

5/11

ⒸMédicos del Mundo

16.1%

14.7%

13.5%

経常収益計
192,247,003
　　　　　円

経常費用計
220,412,860
　　　　　円

（単位：円）

科　目 金　額
Ⅰ.  一般正味財産増減の部
　1 経常増減の部
（1）経常収益

① 受取寄付金 137,988,677
キャンペーン寄付金 26,112,473
スマイルクラブ寄付金 97,145,987
イベント寄付金 701,921
その他寄付金 14,028,296

② 受取補助金等 52,726,191
民間助成金振替額 42,816,303
国庫助成金振替額 9,909,888

③ 受取会費 215,000
正会員受取会費 215,000

④ 雑収益 500,635
受取利息 1,046
雑収益（謝礼・足代・為替差益） 499,589

⑤ 商標権使用料収益 816,500
商標権使用料収益 816,500

経常収益計 192,247,003

（単位：円）

科　目 金　額
（2）経常費用

① 事業費 215,837,411
人件費 48,269,802
旅費交通費 2,646,029
通信費 1,709,169
イベント経費 14,472
ミッション経費 117,170,931
事務用品費 961,033
支払報酬 3,904,200
リース料 303,760
保険料 709,017
業務委託費 23,077,802
広告宣伝費 1,556,446
支払手数料 7,225,269
地代家賃 6,426,601
水道光熱費 293,285
車両費 135,894
減価償却費 642,303
参加費 172,613
諸会費 434,961
修繕費 52,844
採用教育費 16,985
雑費 113,995

② 管理費 4,575,449
人件費 2,490,099
旅費交通費 165,738
通信費 55,421
事務用品費 128,572
リース料 17,000
保険料 11,287
業務委託費 669,359
支払手数料 202,051
地代家賃 175,550
水道光熱費 11,620
減価償却費 102,474
諸会費 22,484
支払報酬 19,059
採用教育費 665
雑費 434,070
その他（住民税） 70,000

経常費用計 220,412,860
当期経常増減額 △ 28,165,857

　2 経常外増減の部
（1）経常外収益

前期損益修正益 4,240
経常外収益計 4,240

（2）経常外費用
前期損益修正損 43,633

経常外費用計 43,633
当期経常外増減額 △ 39,393

当期一般正味財産増減額 △ 28,205,250
一般正味財産期首残高 156,299,043
一般正味財産期末残高 128,093,793

Ⅱ.  指定正味財産増減の部
   受取補助金等 54,411,713
   一般正味財産への振替額 52,726,191

当期指定正味財産増減額 1,685,522
指定正味財産期首残高 400,000
指定正味財産期末残高 2,085,522

Ⅲ.  正味財産期末残高 130,179,315



ご協力いただいた企業・団体

2022年度にご支援をいただきましたすべての法人・企業のみなさまに対し、改めましてお礼申し上げます。

◆パートナー（五十音順・敬称略）
会津オリンパス（株）／青森オリンパス（株）／アニエスベージャパン（株）／アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド／
いちよし証券（株）／（公財）岩佐教育文化財団／（公財）ウェスレー財団／（株）エイペックスインターナショナル／エーツーケア（株）／
エドワーズライフサイエンス（株）／（株）大塚商会/オリンパス（株）／（有）画廊アートエミュウ／（株）クニエ／（株）グリーティングライフ／
KUROFUNE&PARTNERS（株）／（一財）ザ・ブラフ・クリニック／ジェイレックスコーポレーション（株）／（医）秀峰会／小豆島ヘルシーランド（株）／
（株）湘南ベルマーレ／住信SBIネット銀行（株）／ソフトバンク（株）／NIKOLA TESLA.K.K／（一財）日本寄付財団／（株）バリューブックス／
フレンチブルーミーティング実行委員会／三菱UFJ信託銀行（株）／（公財）森村豊明会／ヤフー（株）／楽天銀行（株）／リンベル（株）／
連合愛のカンパ／（株）ワールドモータースグループ
※紙面の都合上、金額・継続期間等の基準による抜粋とさせていただきました。

〈物品サービス〉 エクスコムグローバル（株）
〈イベント協力〉 コングラント（株）／清泉女子大学／戸室玄
〈プロボノ〉 小石和男／小林意匠研究所／斎藤順子／東京西法律事務所／長島・大野・常松 法律事務所／
 べーカー＆マッケンジー法律事務所／ホワイト&ケース法律事務所／水野貴仁

世界の医療団はさまざまな法人・企業と連携して世界各地に医療を届けています。

寄付金による支援のほか、コラボ商品による寄付、物品の提供、プロボノなど、多様な協働の方法があります。

お問い合わせ ： 電話03-3585-6436 E-mail info＠mdm.or.jp

継続したご支援により、紛争や自然災害など
緊急時でも迅速な対応が可能になります。

ホームページからのお申し込み（クレジットカード利用）▶ ホームページからのお申し込み（クレジットカード利用）▶

寄付のご案内

世界の医療団は「認定NPO法人」として東京都より認定されています。世界の医療団へのご寄付は
税制上の優遇措置（寄付控除等）を受けることができます。領収書は年間一括で1月下旬に発送します。

毎月の寄付（スマイルクラブ）

遺贈・相続財産・お香典からの寄付

いつでもいくらでも、
お気持ちに合わせて寄付できます。

単発の寄付

詳細資料をお送りします。事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ・資料請求　電話 03-3585-6436  E-mail: leg@mdm.or.jp
◆その他にもさまざまな寄付を受け付けています。詳しくはホームページをご覧ください。

法人パートナー募集

上記ホームページでのクレジットカード決済以外に、郵便局からお振込みもできます。

郵便振替口座番号 ： 00110-8-172839
郵便振替口座名 ： 特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
※通信欄に寄付者の方のお名前、ご住所等ご連絡先を必ずご記入ください

郵便振込
による寄付
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貸借対照表（2022年12月31日現在）

支援してくださる人びと

◆寄付者 5,543人 （法人85団体）
 うちマンスリーサポーター 4,033人
◆会員 46人 

◆ボランティア 132人

◆Facebookフォロワー数 4,700人 （9%　※）

◆Twitterフォロワー数 5,916人 （7％　※）

◆Instagramフォロワー数 803人 （17％　※）

私の今の状況では、寄付での
関わり方しかできません。現地
で活躍されている方 を々応援
しています。お身体を大切に、
無理せずに、安全に。

世界の医療団の活動がもっと世間に
知られれば応援する方も増えると思い
ます。 今がその時ですね。寄付をどこに
したらよいか、きっかけがないけれどした
い方はたくさんいると思います。

●支援者からのメッセージ

2 0 2 2 年度  ［  財政報告  ］

※前年同月比 　2022年12月末現在

世界の医療団と
SDGs（持続可能な開発目標）
世界の医療団の活動は、SDGsが目指す
「誰一人取り残さない（leave no one behind）」
社会の実現に貢献しています。

難民支援の話をお聞きし、
少しでも支援できたらと思いま
した。日本にいると、なんと平和
なのか、もっと世界に関心を
持たなければと思いました。

独立監査人の監査報告書（抜粋）

（単位：円）

科　目 金　額

Ⅰ. 資産の部
１. 流動資産

現金預金 164,988,017

貯蔵品 63,236

未収入金 15,920,151

前払費用 2,001,992

前渡金 38,556,428

仮払金 5,819,484

流動資産合計 227,349,308

２. 固定資産
（1）特定資産
医療支援活動指定積立資産 2,085,522

特定資産合計 2,085,522

（2）その他固定資産
① 有形固定資産 20,038

　建物 1

　機械装置 1

　車両運搬具 1

　什器備品 13,985

　一括償却資産 6,050

② 無形固定資産 402,310

　ソフトウエア 402,310

③ 投資その他の資産 642,000

　敷金 642,000

その他固定資産合計 1,064,348

固定資産合計 3,149,870

資産合計 230,499,178

（単位：円）

科　目 金　額

Ⅱ. 負債の部

1. 流動負債
未払金 28,292,342

未払費用 7,664,012

前受金 63,272,395

預り金 993,491

仮受金 27,623

未払住民税 70,000

流動負債合計 100,319,863

負債合計 100,319,863

Ⅲ. 正味財産の部

1. 指定正味財産
民間助成金 2,085,522

指定正味財産合計 2,085,522

（うち基本財産への充当額） (                  0)

（うち特定資産への充当額） (    2,085,522)  

2. 一般正味財産 128,093,793

（うち基本財産への充当額） (                  0)

（うち特定財産への充当額） (                  0)

正味財産合計 130,179,315

負債及び正味財産合計 230,499,178



「誰もが治療を受けられる未来を」
“POUR UN MONDE OÙ CHACUN PEUT ÊTRE SOIGNÉ”

世界の医療団
2023年度
年次報告書

2023年1月1日～12月31日

2024年4月発行

世界の医療団は17ヶ国に活動拠点があり、70以上の国や地域でプログラムを実施しています。

●日本事務局 理事
 （五十音順）※2024年3月末時点

 石原 恵 看護師
 大浦 紀彦 形成外科医
 ガエル・オスタン（理事長） PMC株式会社代表取締役
 佐藤 直 ワープジャパン株式会社代表取締役
 瀬古 篤子 株式会社ヴィジョン・エイ代表取締役
 パトリック・ダビッド（副理事長） 麻酔科医
 日野 慶子 東京都立多摩総合医療センター 
  精神神経科医長
 見山 謙一郎 （株）フィールド・デザイン・ネットワークス
  代表取締役CEO
 横森 佳世 東京農工大学グローバル教育院准教授

●スタッフ紹介
 （五十音順）※2024年3月末時点

 阿部 さやか ファンドレイザー（ドナーリレーション）
 石井 夕美 総務・経理マネージャー
 ヴァンサイ・トー プロジェクトオフィサー（ラオス事業）
 小川 亜紀 プロジェクト・コーディネーター（ラオス事業）
 糟谷 知子 広報・証言担当
 木田 晶子 メディカル・コーディネーター（ロヒンギャ事業）
 古賀 智子 マーケティングアシスタント
 サルワル・カマル 現地運転手（ロヒンギャ事業）
 シポン・シタボングサイ プロジェクト・マネージャー、医療専門家（ラオス事業）
 セング・ソスパン ハウスキーパー、セキュリティーオフィサー（ラオス事業）
髙野 夏樹 ファンドレイザー（ドナーリレーション）
タワットザイ・ポムヴォングサイ プロジェクトオフィサー（ラオス事業）
ティックター・カムヴンフェーング 会計・アドミンアシスタント、プロジェクトアシスタント（ラオス事業）

 ティンカム・マニボング 現地運転手（ラオス事業）
 寺村 滋 マーケティング・マネージャー
トゥラバン・クンカムディー プロジェクトオフィサー（ラオス事業）
中嶋 秀昭 海外事業プロジェクト・コーディネーター

 フア・チョングチャイムス プロジェクトオフィサー（ラオス事業）
 ブントム・タマチャーン 会計・アドミンオフィサー（ラオス事業）
ベンコング・ソクヴァンサイ 現地運転手、プロジェクトオフィサー（ラオス事業）

 松井 智美 ファンドレイザー（個人支援者担当）
 米良 彰子 事務局長

1995年

1996年

2000年

2007年

2010年

2011年

2012年

2017年

●沿革

〒106-0044  東京都港区東麻布2-6-10麻布善波ビル2F
TEL: 03-3585-6436　FAX: 03-3560-8073
E-mail: info@mdm.or.jp
ホームページ: https://www.mdm.or.jp
Facebook: https://www.facebook.com/mdmjapan
Twitter: https://twitter.com/mdm_jp
Instagram: https://instagram.com/mdmjapan

2023年度年次報告書

発行人 ガエル・オスタン

発 行 2024年4月

発行所 世界の医療団（認定NPO法人）

特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン

Médecins du Monde Japan

阪神淡路大震災の発生を受け、フランスのNGOのメドゥ
サン・デュ・モンド（Médecins du Monde）が神戸で活動。
世界の医療団日本を設立

「スマイル作戦」に与座聡医師が日本人として初参加

特定非営利活動法人（NPO）の設立認証を獲得。登録名
を「メドゥサン・デュ・モンド ジャポン」とする

認定特定非営利活動法人の認定を受ける。翌年以降の税
法上の優遇措置（寄付金控除等）の対象となる。

初めての国内プロジェクトとして、東京プロジェクト（後のハウ
ジングファースト東京プロジェクト）を開始

東日本大震災発生を受けて、岩手県大槌町へ。団体として
初めての国内緊急支援を行う

ラオスで小児医療強化プロジェクトを開始。世界の医療団 
日本として初めての単独の海外事業

ロヒンギャ緊急医療支援を開始

ⒸHuseyin Aldemir

2023年度に日本の皆さまにご支援を呼びかけた国
世界の医療団　事務局
フランス・日本・ドイツ・アルゼンチン・ベルギー・カナダ・
スペイン・アメリカ・ギリシャ・ルクセンブルグ・オランダ・
ポルトガル・イギリス・スウェーデン・スイス・トルコ・イタリア

トルコ・シリア地震の被災者に寄り添う

バングラデシュ

ギリシャ

ウクライナ

パレスチナ（ガザ地区）

マダガスカル

ラオス

トルコ

シリア

コロンビア



支援者の皆さまへ
日頃より世界の医療団の活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。

2023年5月、世界保健機関（WHO）は3年3ヶ月に及んだ新型コロナウイルス感染症に対する緊急

事態宣言の終了を発表しました。以降、制限を受けていた社会・経済活動も徐々に戻り、国境を越えた

人々の移動も活発になってきています。

世界の医療団はその使命として、コロナ禍においても災害や紛争、貧困などで弱い立場に置かれて

いる人々に常に寄り添い、医療を届けてまいりました。そのようななかで、2023年は人々の命が脅かされる

事態が次々に発生しました。2月には、シリアの紛争を逃れた難民・避難民が多く暮らすトルコとシリア

の国境付近を震源とする大地震が発生。10月にはイスラエルとハマスの軍事衝突を契機に、イスラ

エル軍によるパレスチナ・ガザ地区への大規模な攻撃が始まりました。また、これまでの数々の人道上

の危機も収束の兆しが見えないままです。ウクライナ侵攻は3年目に突入し、ロヒンギャ難民危機は7年が

経過しようとしています。報道されることの少ないギリシャ・レスボス島の難民問題、マダガスカルの干ばつ

による栄養危機など、各地で課題が山積しています。日本国内でも例外ではありません。物価高騰など

により日々の暮らしに困窮する人々が増えています。世界で発生しているこのような危機においては、平時

でも脆弱な立場にあった人々が最も大きな影響を受けるため、命とこころを守る医療が必要とされて

います。

誰もが医療につながり、人間としての尊厳と自由を保つために、私たちは活動しています。数々の困難

に直面しても、多くの方々、企業・団体の皆さまのご支援によって、活動を進めることができました。

どうか2024年も引き続きのご支援をお願いいたします。
世界の医療団 日本

理事長 ガエル・オスタン

誰もが自ら持つ権利として保健医療サービスへアクセスでき、
心身ともに健康的な暮らしが実現する世界をつくります
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最も支援の届きにくい

人々のもとへ

「誰ひとり取り残さない」

ⒸMdM France

医療にアクセス
できない人々

基本的人権が保障された
健康的な暮らしの実現

保健
医療

証言

治療

予防

保健医療体制
の整備

政策提言

啓発

世界の医療団

世界中どこであっても、誰であっても、公平で適切な保健医
療サービスへのアクセスは生まれながらに有する権利です。
国籍、人種、民族、思想、宗教などのあらゆる壁を越え、心身
の治療に加え、持続して健康な状態を保つための予防や健
康知識の普及、公的な医療基盤の構築などを中心に、保健
医療・公衆衛生分野において活動しています。

世界の医療団の使命

必要な保健医療サービスにアクセスできない原因、保健医療
支援を実施する上で障壁となるもの、人権を侵害する現状や
事実について証言します。課題に直面する人びとの声や現状
を伝える素材を集め、多くの人々に向けて情報発信と啓発を行
い、課題の解決のために行動を起こすことを促します。また、保
健医療へのアクセスを阻む状況を根本的に改善するため、政
策提言を行い、仕組みを変えるよう働きかけます。

紛争、自然災害や感染症などの危機的状況時に医

療チームを派遣し、現地の医療機関と連携しながら、

迅速かつ効果的に医療を提供。また、健康を回復した

人びとがその状態が持続できるよう、健康知識の普

及、衛生的な環境づくりなど予防活動を行います。さ

らに、医療スタッフの育成や医療施設の運営支援な

ど持続可能な医療システムの構築を目指します。活

動にあたって、難民や移民、性的マイノリティ、女性や

子どもなど、社会的に弱い立場にある人々が差別や

偏見にさらされることなく医療にアクセスできるよう支

援します。当事者へのエンパワーメントに加え、コミュ

ニティ、社会に向けて、多様性を尊重し、それぞれの

権利を認め合うよう啓発。現地コミュニティの人びと

が主体となって政策提言を行えるようサポートします。

世界の医療団の使命

世界の医療団の活動世界の医療団の活動

基
本
的
人
権
が
保
障
さ
れ
た

健
康
的
な
暮
ら
し
の
実
現

治療

証言（情報収集と発信）

予防
保健医療体制の整備

・医療スタッフの育成
・医療施設の運営支援
・エンパワーメント
・行政との連携

・健康教育
・ハウジングファースト型支援
・ハームリダクションアプローチ
を軸にしたプログラム

・疾病・ケガの治療
・メンタルヘルスケア
・リプロダクティブヘルスケア
・医薬品の提供・整備

・人権が侵害されている社会を変えるための行動を促す啓発
・国、国際機関などへ、保健医療を阻害する仕組みを変えるための政策提言

緊急支援 中期的な支援 長期的支援

保
健
医
療

証
言

活動理念活動理念
社会正義 医療サービスへの平等なアクセス、基本的人権の尊重、連帯意識の共有を希求します。
自立支援 すべての人びとが自己の健康に対する当事者となり、自らの権利を行使できるよう支援します。
独立性 すべての政治、宗教、経済による権力、利害から独立しています。
コミットメント 献身的に、そして高いスキルと専門知識、職業倫理を備えたプロ集団として活動します。
バランス 国内外での活動、緊急と中長期プログラム、医療と周辺サービス、官民の資金、それぞれのバランスを尊重します。

目標実現までのロードマップ

コミュニティ・国
不十分な医療体制

健康を妨げる社会的背景
差別・偏見

保
健
医
療

証
言



ⒸMdM Switzerland

エーゲ海北東部に位置するギリシャ領レスボス島は、母国を追われ、ヨーロッパを目指す人々が海を渡ってたどり着く
島です。2023年に入り、海のルートでギリシャに入国する人の数が増加する一方、ギリシャ領土への上陸を阻止され、
強制的に海に戻される事例も発生しました。島内の難民キャンプの衛生状態は非常に悪く、医療体制も不十分です。
医療サービスについては、2022年2月にギリシャ保健省による提供が終了して以降、世界の医療団をはじめNGOが
全面的に支えています。世界の医療団は難民キャンプ内のすべての小児医療と妊産婦のケアを担っています。ギリ
シャ国内で難民が医療を受けるための申請手続きが完了していない妊産婦が、緊急に受診を必要とするケースもあり、
公立病院では対応できないため、民間の医療施設に搬送する手続きを行うなどしました。

ギリシャ レスボス島

島内の医療を途絶えさせない
緊急に受診を必要とするケースにも柔軟に対応

2023年10月7日、パレスチナ・ガザ地区を実効支配する武装組織ハマスがイスラエル
を攻撃したことにより、イスラエル軍は大規模な空爆で報復を開始しました。ガザはこれ
までも幾度もパレスチナとイスラエルの衝突の場となり多くの犠牲者を出しています。ガザ
では病院が攻撃の対象となり、また、負傷者が病院に押し寄せたため、医療システムは
ほとんど機能を失いました。すでに現地で活動をしていた世界の医療団は、直ちに緊急
医療支援体制を整え、難民キャンプで暮らす2,400人分をカバーする400個の衛生
キットを配布するなどしました。今後は現地の状況に注意しながら、必要とされるこころの
ケアをはじめ、現地医療体制のサポートや復興支援を実施する予定です。

パレスチナ・ガザ地区

突如始まった衝突
犠牲になっているのは民間人
緊急医療支援を開始

1960年代以降、半世紀以上も内戦が続いていたコロ
ンビア。2016年に和平合意が成立したものの、長期
にわたる内戦の間に各地で発生した武力組織は、今
も民間人を巻き込んで衝突を繰り返しています。世界
の医療団は特に支援が必要な農村部において、医
師、心理士、ソーシャルワーカー、栄養士などの専門家
からなるチームを派遣して活動しています。交通アク
セスが困難な場所では、川を使い、移動診療船でコミュ
ニティを巡回。一般的な診療のほか、妊婦の定期健診、
子どもの栄養失調などに対応しています。また、内戦の
記憶や今も続く衝突により、人々はこころのケアを必
要としており、心理社会的支援にも注力しました。

コロンビア

長期にわたった内戦と今も続く衝突
へき地へ医療を届けるのは移動診療船
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コロンビア

ⒸMdM Spain

ⒸMdM Greece

ⒸIsrael Fuguemann

［  医療支援  ］

世界の医療団のネットワークでは、
世界各地で紛争や暴力、自然災害、貧困に苦しむ人々の
命と健康を守る活動に力を注ぎました。

2 0 2 3 年度の活動

こころのケアのプログラムを受けた子どもたち（パレスチナ・ガザ）

マダガスカル

ブラジル

応急手当の重要性の
啓発を受けた人

167人

パレスチナ・ガザ地区

ギリシャ レスボス島

トルコ

市民救助隊への
研修

20回

マダガスカル

頻発する自然災害による食料不足
移動診療車の巡回で栄養状態の悪い人々を
医療につなげる
アフリカ大陸の東にあり、世界で4番目に大きい島国、マダガスカル。島の南部はここ数年間、過去
40年で最悪といわれる大規模な干ばつに見舞われています。また、東部では、2022年から2023年
にかけて巨大なサイクロンが3度にわたって島を直撃し、34万人が被災、7万6000人が避難する
など、壊滅的な被害を受けました。2023年、世界の医療団は6つの地域圏で事業を実施しました。
頻発する自然災害による食料不足が発生しており、急性栄養失調状態にある人々に無料で診療
を提供。また、移動診療車で巡回し、栄養状態の悪い人々を早期発見し、治療につなげることに努
めました。また、サイクロンの被害にあった医療施設に医薬品や医療資機材の提供を行い、現地
医療の早期復旧を目指しました。

研修を受けた医療従事者

335人

ⒸMdM France ⒸMdM France

難民キャンプでの診療の様子

絶え間ない攻撃で破壊された街

移動診療車で巡回し、赤ちゃんを診療 乾燥した土地が続き、農作物を育てることが困難

ケニアコンゴ
民主共和国

サポートした医療機関

43ヶ所

診療

2万5865回

心理社会的支援

5757回
移動診療船で妊産婦健診を受ける女性

受益者総数

10万324人

ボートを使い、
岸から離れた川に停泊する
移動診療船まで行くⒸIsrael Fuguemann



2022年2月24日、ロシアによるウクライナ侵攻が始まりました。東部を中心に絶え間ない攻撃が続いています。
特に前線地域の被害は甚大です。医療施設も攻撃の対象となり、十分な医療を提供できる状態にありません。
また、紛争の長期化による影響も出てきています。トラウマとなる出来事に加え、先が見えないことや家族が前線
に駆り出されるかもしれないことへの不安、ミサイル攻撃に遭うかもしれない恐怖など、人々のこころの健康への
リスクが高まっています。世界の医療団は、攻撃を受けて機能を失った病院に代わって移動診療車による地域
の巡回を行っています。移動診療車には臨床心理士が同乗し、こころのケアも提供しています。今後さらに
ニーズが増大することが予想されるこころのケアに対応するため、現地の医療従事者への研修も行っています。
また、破壊された医療施設を使用できるようにするため、修復や医療資機材の提供も実施しました。

紛争の長期化により高まるこころの健康のリスク
移動診療車には専門のスタッフが同乗して地域を巡回

ハウジングファースト東京プロジェクト

コロナ禍が明けても生活に困難を抱えている人々の数は減少せず
炊き出し医療・生活相談会を月2回実施
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世界の医療団 日本は、日本を含むアジア3ヶ国で医療アクセス強化を目指すとともに、
ウクライナ侵攻、トルコ・シリア地震、パレスチナ・ガザ地区での戦闘における緊急医療支援を行いました。

ⒸMdM Japan

2023年2月6日、トルコ南部とシリア北西部を震源とするマグニチュード7.8の地震が発生、余震
が数週間にわたって続きました。この地震により5万8000人以上が死亡、数百万人が避難し、
1800万人以上が被災、建物やインフラは広範囲にわたって破壊されました。2016年よりトルコ
とシリアの国境付近でシリア紛争の難民・避難民に医療やサービスを提供していた世界の医療団
は、地震発生後、がれきの下にいる人々の救出を行うなど、直ちに緊急支援活動を開始しました。
診療をはじめ、医薬品や衛生キット、分娩セットなどの配布、性と生殖に関する健康サービスや
心理社会的支援の提供など、包括的な医療支援を実施。その他、支援が届きにくい場所にこちら
から出向いて医療を届ける移動診療車の巡回と、最も弱い立場にある女性と子どもが安心・安全
に過ごせる場所の運営を行っています。

トルコ・シリア地震

震源地で活動していた世界の医療団は
直ちに緊急支援活動を開始。包括的な医療とともに、
弱い立場にある人々へは重点的に支援

ⒸOLIVIER PAPEGNIES

被災した子どものケア（トルコ）

ⒸMdM Türkiye

クリニックでの診療（シリア）

ⒸKazuo Koishi

医療相談会の様子（2023年6月）

2 0 2 3 年度の活動

ロヒンギャ難民コミュニティ支援プロジェクト

バングラデシュ（ロヒンギャ）

ラオス

日本中国

ホームレス状態にある人々に対し、まずは安心できる住まいを提供し、そこから医療や福祉、
地域での社会生活につなげることを目指す、ハウジングファースト東京プロジェクト。毎月
第2・4土曜日に東京・池袋で実施している炊き出し医療・生活相談会の利用者は、2023年
は毎回500人を下回ることはなく、医療相談会は、多い日には90人以上が利用しました。
世界の医療団は、2010年の活動スタートより医療相談会の運営や全体のコーディネート、
行政への提言などを行ってきましたが、2023年11月末でその役割を現場に手渡し、今後
はアドボカシー活動を中心に担うことになりました。12月には、セーフティネットが脆弱な難民
認定申請者の保護費増額について、外務省ODA政策協議会の場で現状を伝え、改善の
ための提言を行いました。

※証言については次ページをご覧ください。

保健ボランティアによる集団健康教育

ⒸMdM Japan

2017年8月に始まったミャンマー軍の武力弾圧。多くのロヒンギャが隣国バングラデシュに逃れ、現在も97万人以上が難民キャンプで生活をしています。
難民キャンプでは生活習慣の変化により、非感染性疾患の予防対策が課題となっています。また、難民キャンプがあるバングラデシュにおいても、

近代化にともなう疾病の変化や平均寿命が延びていることより、全死因における非感染性疾患の占める割合
が年々増加。難民キャンプだけでなく、ホストコミュニティでも予防対策が求められていることがわかりました。この
ような背景により、世界の医療団は2021年から非感染性疾患の予防対策事業を実施。20歳以上の成人を対象
に、保健ボランティアが非感染性疾患への予防行動をとるための働きかけを行っています。また、非感染性疾患
に罹患している人には、その疾患や生活習慣に応じた個別の健康教育を行い、行動変容を促しています。同時
に、現地医療施設へ医療資機材の提供を行うことで検査・診療体制の整備と、医療従事者へ日常的なモニタリ
ングを通じた助言や指導を行って診療の質の向上を図りました。

バングラデシュ（ロヒンギャ）

長期化する難民キャンプ生活による非感染性疾患の予防対策
現地の人々が自らの健康を守るための包括的かつ持続発展的な体制づくりを目指す

ロヒンギャ難民キャンプ

非感染性疾患に関連した
一般健康教育を受けた人

3264人 992人
非感染性疾患の罹患者のうち
個別健康教育を受けた人

ホストコミュニティ

非感染性疾患に関連した
一般健康教育を受けた人

3890人 841人
非感染性疾患の罹患者のうち
個別健康教育を受けた人

医療資機材などの物資を提供

ⒸMdM Greece

ウクライナ

ロシア

ウクライナ

トルコ

シリア

世界の医療団が活動するラオス北東部フアパン県は、妊娠・出産、小児医療といった基本的な母子保健サービスへの
アクセスに困難を抱え、ラオス国内でも妊産婦および5歳未満児死亡率が高い地域です。人々の健康や医療への理解
不足、また、医療施設までへ行くための物理的な障壁がアクセスの妨げとなっています。加えて、医療従事者の能力不足
により、十分な質の医療を提供できないという問題もありました。世界の医療団は、母子保健サービスの質を高め、また、
その利用を促進するため、人々への健康教育活動、医療従事者の能力・技術力の強化、保健行政の運営・マネージメントの
能力強化を行っています。2023年は、健康教育活動で使用する教材を専門学校や企業と連携してわかりやすく作り直
すなど、理解促進のための工夫もしました。

ラオス
妊産婦死亡率と5歳未満児死亡率が
高いフアパン県。母子保健サービスへの
アクセス改善に多角的にアプローチ

ⒸMdM Japan

妊産婦健診の様子

研修を受けた母子保健サービスの
郡トレーナー

11人
村落健康普及委員会メンバーで

研修を受けた人

30村219人

診療

3万3450回

7100人
心理社会的支援

［ トルコ ］

診療

42万5321回
［ シリア ］

避難者に配布したキット

3万9個
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ウクライナ侵攻、トルコ・シリア地震、パレスチナ・ガザ地区での戦闘など、多発する紛争や自然災害時の緊急支援について、ウェブサイト、SNS、
プレスリリースなどで現地の状況や人々の声を詳細に、迅速に発信しました。また、ロヒンギャ難民支援、ラオス地域医療強化プロジェクト、ハウジング
ファースト東京プロジェクトでは、関心を持ち続けていただくことの大切さと長期支援の必要性を伝えました。
オンラインイベントでは、2月に「2022年度活動報告会」を開催したほか、5月に「ウクライナ医療支援活動報告」として現地スタッフから活動報告を
しました。また、6月に「世界難民の日に寄せて―シリアの現場から」、8月に「ジェンダーの視点からみたロヒンギャ難民キャンプ6年」、11月に「多発する
人道危機と世界の医療団の活動」を開催。いずれも他団体の方にも登壇いただき、より広い層に世界の医療団の活動を伝えることができました。

正味財産増減計算書（2023年１月１日～2023年12月31日）

［  証言活動  ］
2 0 2 3 年度の活動 2 0 2 3 年度  ［  財政報告  ］

6月20日に開催した「世界難民の日によせて―シリアの現場から―」

●難民支援
・ロヒンギャ危機対応保健支援プロジェクト
・アフガニスタン／カブール州における国内避難民と 
ホストコミュニティのプライマリーヘルス支援
・レバノン／シリア難民支援
・ギリシャ／レスボス島難民支援

●緊急医療支援
・ウクライナ／人道危機被害者に対する緊急医療支援
・トルコ・シリア震災被災者への支援

●その他
・ネパール／廃棄物処理労働者の健康を守る
・マダガスカル／南部における自然災害の復興及び
　栄養危機への取組

●証言

●形成外科手術
・スマイル作戦

●ハウジングファースト型支援
・ハウジングファースト東京プロジェクト 

●母子保健
・ラオス／母子保健プロジェクト

18.7%4.2%

0.9%

10.8%

1.6%

■受取寄付金
■民間助成金振替額
■国庫助成金振替額
■受取会費 0.1%
■雑収益 0.1%
■商標権使用料収益 0.3%

収入

支出

■事業費
■管理費

48.8%

33.9%

16.9%

99%

1%

2 0 2 3年度に実施した各プロジェクトの費用の内訳

世界の医療団は、1名の監事による会計及び業務の内部監査と、監査法人による会計監査を毎年受けています。
収入面では、引き続きスマイルクラブによるご支援をいただくとともに、2023年はコロナ禍が明け、対面でのイベントが復活したことにより、イベント寄付金
が増えました。支出面では、海外における緊急支援対応によりミッション経費が47％増となりました。

2/8

2/21

5/5

クーリエ・ジャポン

日本経済新聞

日本経済新聞

難民への「支援疲れ」で揺れる
地元コミュニティに寄り添う日本のNGO

避難長期化の恐れ食料や防寒具の支援急ぐ

シリア地震発生3カ月、「あらゆる物資不足」　復興遠く

時事通信社
e-World Premium
12月号

ロヒンギャ問題、長期化する避難
（中嶋秀昭）

●プレスリリース： ●講演・セミナー：

●主なメディア掲載 ●執筆・寄稿

9本 8回 ●執筆・寄稿：1件

46.9%

8.1%

8.8%

●こころのケア
・コロンビア／メンタルヘルス向上にむけて自治体の
　能力強化
・パレスチナ自治区／メンタルヘルスサービスへの
　アクセスの強化

経常収益計
300,115,655
　　　　 円

経常費用計
333,275,717
　　　　 円

トルコ・シリア地震発生後すぐに
被災地へ向かう世界の医療団
スタッフ。移動中のバスから現
地の様子を動画で伝えた

ガザの空爆で自宅を破壊された
世界の医療団スタッフが現地
の状況を動画で報告した

（単位：円）

科　目 金　額
Ⅰ.  一般正味財産増減の部

1 経常増減の部
（1）経常収益

① 受取寄付金 146,318,133
キャンペーン寄付金 26,875,297
スマイルクラブ寄付金 91,039,043
イベント寄付金 6,500,000
その他寄付金 21,903,793

② 受取補助金等 152,336,209
民間助成金振替額 101,605,745
国庫助成金振替額 50,730,464

③ 受取会費 200,000
正会員受取会費 200,000

④ 雑収益 359,813
受取利息 624
雑収益（謝礼・足代・為替差益） 359,189

⑤ 商標権使用料収益 901,500
商標権使用料収益 901,500

経常収益計 300,115,655

（単位：円）

科　目 金　額
（2）経常費用

① 事業費 329,104,796
人件費 47,996,813
旅費交通費 3,491,696
通信費 1,430,307
イベント経費 2,772,520
ミッション経費 224,887,088
事務用品費 1,468,854
支払報酬 1,832,532
リース料 309,855
保険料 630,753
業務委託費 28,310,356
広告宣伝費 2,004,750
支払手数料 5,744,911
地代家賃 6,170,353
水道光熱費 273,297
車両費 149,457
減価償却費 142,693
参加費 303,271
諸会費 1,133,248
雑費 52,042

② 管理費 4,170,921
人件費 2,623,052
旅費交通費 185,535
通信費 42,813
事務用品費 110,842
リース料 10,905
保険料 954
業務委託費 625,647
支払手数料 125,939
地代家賃 96,397
水道光熱費 5,428
減価償却費 5,329
諸会費 36,682
支払報酬 30,148
雑費 201,250
その他（住民税） 70,000

経常費用計 333,275,717
当期経常増減額 △ 33,160,062

2 経常外増減の部
（1）経常外収益

前期損益修正益 303,206
経常外収益計 303,206

（2）経常外費用
前期損益修正損 92,133

経常外費用計 92,133
当期経常外増減額 211,073

当期一般正味財産増減額 △ 32,948,989
一般正味財産期首残高 128,093,793
一般正味財産期末残高 95,144,804

Ⅱ.  指定正味財産増減の部
   受取補助金等 150,250,687
   一般正味財産への振替額 152,336,209

当期指定正味財産増減額 △ 2,085,522
指定正味財産期首残高 2,085,522
指定正味財産期末残高 0

Ⅲ.  正味財産期末残高 95,144,804



ご協力いただいた企業・団体

2023年度にご支援をいただきましたすべての法人・企業のみなさまに対し、改めましてお礼申し上げます。

◆パートナー（五十音順・敬称略）
アサヒプリテック（株）／アニエスベージャパン（株）／アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド／いちよし証券（株）／
（公財）ウェスレー財団／（株）エイペックスインターナショナル／エーツーケア（株）／エドワーズライフサイエンス（株）／オリンパス（株）／
（有）アート・エミュウ／（株）クニエ／（株）グリーティングライフ／KUROFUNE&PARTNERS（株）／（一財）ザ・ブラフ・クリニック／
（特非）ジャパン・プラットフォーム／小豆島ヘルシーランド（株）／（株）湘南ベルマーレ／住信SBIネット銀行（株）／ソフトバンク（株）／
NIKOLA TESLA.K.K／（株）バリューブックス／（株）フェリシモ／ヤフー（株）／楽天銀行（株）／リンベル（株）／連合愛のカンパ
※紙面の都合上、金額・継続期間等の基準による抜粋とさせていただきました。

〈物品サービス〉 エクスコムグローバル（株）／パナソニック株式会社／（株）モンベル
〈イベント協力〉 戸室玄／フランス農事功労章協会／フランス料理文化センター
〈プロボノ〉 小石和男／小林意匠研究所／斎藤順子／東京西法律事務所／長島・大野・常松法律事務所／学校法人日本教育財団HAL／

べーカー＆マッケンジー法律事務所／ホワイト&ケース法律事務所／水野貴仁

世界の医療団はさまざまな法人・企業と連携して世界各地に医療を届けています。

寄付金による支援のほか、コラボ商品による寄付、物品の提供、プロボノなど、多様な協働の方法があります。

お問い合わせ ： 電話03-3585-6436 E-mail info＠mdm.or.jp

継続したご支援により、紛争や自然災害など
緊急時でも迅速な対応が可能になります。

ホームページからのお申し込み（クレジットカード利用）▶ ホームページからのお申し込み（クレジットカード利用）▶

寄付のご案内

世界の医療団は「認定NPO法人」として東京都より認定されています。世界の医療団へのご寄付は
税制上の優遇措置（寄付控除等）を受けることができます。領収書は年間一括で1月下旬に発送します。

毎月の寄付（スマイルクラブ）

遺贈・相続財産・お香典からの寄付

いつでもいくらでも、
お気持ちに合わせて寄付できます。

単発の寄付

詳細資料をお送りします。事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ・資料請求　電話 03-3585-6436  E-mail: leg@mdm.or.jp
◆その他にもさまざまな寄付を受け付けています。詳しくはホームページをご覧ください。

法人パートナー募集

上記ホームページでのクレジットカード決済以外に、郵便局からお振込みもできます。

郵便振替口座番号 ： 00110-8-172839
郵便振替口座名 ： 特定非営利活動法人メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
※通信欄に寄付者の方のお名前、ご住所等ご連絡先を必ずご記入ください

郵便振込
による寄付
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貸借対照表（2023年12月31日現在）

支援してくださる人びと

◆寄付者 5,488人（法人129団体）
うちマンスリーサポーター 3,668人

◆会員 39人

◆Facebookフォロワー数 4,780人 （2%　※）

◆Twitterフォロワー数 6,071人 （3％　※）

◆Instagramフォロワー数 1,077人 （34％　※）

医療がなかなか届かない土地に
出向く医療活動に感銘を受けます。
トルコ・シリア地震でもご尽力を宜しく
お願い致します。

●支援者からのメッセージ

2 0 2 3 年度  ［  財政報告  ］

※前年同月比 　2023年12月末現在

世界の医療団と
SDGs（持続可能な開発目標）
世界の医療団の活動は、SDGsが目指す
「誰一人取り残さない（leave no one behind）」
社会の実現に貢献しています。

ガザのこと、胸が痛
みます。少しですが
使ってください。

困難な状況の方 を々治療、
サポートなさっている世界の
医療団の方々。心から感謝
申し上げます。

独立監査人の監査報告書（抜粋）

（単位：円）

科　目 金　額

Ⅰ. 資産の部
１. 流動資産

現金預金 225,287,954

貯蔵品 203,077

未収入金 11,138,577

前払費用 1,604,364

前渡金 30,412,249

仮払金 3,227,627

流動資産合計 271,873,848

２. 固定資産
（1）特定資産
医療支援活動指定積立資産 0

特定資産合計 0

（2）その他固定資産
① 有形固定資産 13,988

　建物 1

　機械装置 1

　車両運搬具 1

　什器備品 13,985

　一括償却資産 0

② 無形固定資産 260,338

　ソフトウエア 260,338

③ 投資その他の資産 847,250

　敷金 740,000

　長期前払費用 107,250

その他固定資産合計 1,121,576

固定資産合計 1,121,576

資産合計 272,995,424

（単位：円）

科　目 金　額

Ⅱ. 負債の部

1. 流動負債
未払金 36,239,406

未払費用 21,657,485

前受金 118,917,654

預り金 966,075

仮受金 0

未払住民税 70,000

流動負債合計 177,850,620

負債合計 177,850,620

Ⅲ. 正味財産の部

1. 指定正味財産
民間助成金 0

指定正味財産合計 0

（うち基本財産への充当額） (                  0)

（うち特定資産への充当額） (                  0)  

2. 一般正味財産 95,144,804

（うち基本財産への充当額） (                  0)

（うち特定資産への充当額） (                  0)

正味財産合計 95,144,804

負債及び正味財産合計 272,995,424



（6）　財産目録

特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
　

財　務　諸　表　等

第22期

自　2021年1月1日　　　　至　2021年12月31日

（1）　貸借対照表

（5）　附属明細書

（3）　正味財産増減計算書

（2）　貸借対照表内訳表

（4）　正味財産増減計算書内訳表



科　　　　　　目 当年度 前年度 増減

 I　 資産の部
1  流動資産

現金預金 194,931,901 157,576,880 37,355,021
貯蔵品 189,903 122,978 66,925
未収入金 10,423,684 36,938,082 △ 26,514,398
前払費用 2,219,458 2,631,794 △ 412,336
前渡金 488,231 666,417 △ 178,186
仮払金 2,307,607 754,662 1,552,945

流動資産合計　 210,560,784 198,690,813 11,869,971
2  固定資産

(1)特定資産
医療支援活動指定積立資産 400,000 3,142,100 △ 2,742,100

特定資産合計 400,000 3,142,100 △ 2,742,100
(2)その他固定資産
 ①有形固定資産 96,851 2,357,270 △ 2,260,419

建物 46,564 62,085 △ 15,521
機械装置 1 1 0
車両運搬具 1 1,943,351 △ 1,943,350
什器備品 13,985 13,985 0
一括償却資産 36,300 337,848 △ 301,548

 ②無形固定資産 1,059,307 2,084,179 △ 1,024,872
ソフトウエア 1,059,307 2,084,179 △ 1,024,872

 ③投資その他の資産 760,410 699,310 61,100
敷金 666,910 699,310 △ 32,400
長期前払費用 93,500 0 93,500

その他固定資産合計 1,916,568 5,140,759 △ 3,224,191
固定資産合計　 2,316,568 8,282,859 △ 5,966,291
資産合計 212,877,352 206,973,672 5,903,680

 II  負債の部
1  流動負債

未払金 26,104,000 19,048,500 7,055,500
未払費用 6,434,158 4,892,683 1,541,475
前受金 22,328,575 34,890,833 △ 12,562,258
預り金 1,213,953 1,226,579 △ 12,626
仮受金 27,623 55,246 △ 27,623
未払住民税 70,000 70,000 0

流動負債合計 56,178,309 60,183,841 △ 4,005,532
負債合計 56,178,309 60,183,841 △ 4,005,532

 III  正味財産の部
1  指定正味財産

民間助成金 400,000 3,142,100 △ 2,742,100
指定正味財産合計 400,000 3,142,100 △ 2,742,100

      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0)
      （うち特定資産への充当額） (       　 400,000) (        3,142,100) (     △2,742,100)

2  一般正味財産 156,299,043 143,647,731 12,651,312
      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0)
      （うち特定資産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0)

正味財産合計 156,699,043 146,789,831 9,909,212
負債及び正味財産合計 212,877,352 206,973,672 5,903,680

（単位：　円）

2021年12月31日現在

貸借対照表　

特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（単位：円）

科　　　　　　目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合　計

 I　 資産の部
1  流動資産

現金預金 0 0 194,931,901 0 194,931,901
貯蔵品 0 0 189,903 0 189,903
未収入金 9,372,684 801,000 250,000 0 10,423,684
前払費用 2,219,458 0 0 0 2,219,458
前渡金 488,231 0 0 0 488,231
立替金 0 0 5,013,625 △ 5,013,625 0
仮払金 2,307,607 0 0 0 2,307,607
法人会計 132,585,513 70 △ 132,585,583 0

流動資産合計　 146,973,493 801,070 200,385,429 △ 137,599,208 210,560,784
2  固定資産

(1)特定資産
医療支援活動指定積立資産 400,000 0 0 0 400,000

特定資産合計 400,000 0 0 0 400,000
(2)その他固定資産
 ①有形固定資産 1 0 96,850 0 96,851

建物 0 0 46,564 0 46,564
機械装置 0 0 1 0 1
車輛運搬具 1 0 0 0 1
什器備品 0 0 13,985 0 13,985
一括償却資産 0 0 36,300 0 36,300

 ②無形固定資産 0 0 1,059,307 0 1,059,307
ソフトウエア 0 0 1,059,307 0 1,059,307

 ③投資その他の資産 0 0 760,410 0 760,410
敷金 0 0 666,910 0 666,910
長期前払費用 0 0 93,500 0 93,500

その他固定資産合計 1 0 1,916,567 0 1,916,568
固定資産合計　 400,001 0 1,916,567 0 2,316,568
資産合計 147,373,494 801,070 202,301,996 △ 137,599,208 212,877,352

 II  負債の部
1  流動負債

未払金 26,104,000 5,013,625 0 △ 5,013,625 26,104,000
未払費用 5,246,854 0 1,187,304 0 6,434,158
前受金 22,328,575 0 0 0 22,328,575
預り金 0 0 1,213,953 0 1,213,953
仮受金 27,623 0 0 0 27,623
未払住民税 0 0 70,000 0 70,000
法人会計 0 0 0 0 0
公益目的事業会計 0 0 132,585,513 △ 132,585,513 0
収益事業等会計 0 0 70 △ 70 0

流動負債合計 53,707,052 5,013,625 135,056,840 △ 137,599,208 56,178,309
負債合計 53,707,052 5,013,625 135,056,840 △ 137,599,208 56,178,309

 III  正味財産の部
1  指定正味財産

民間助成金 400,000 0 0 0 400,000
指定正味財産合計 400,000 0 0 0 400,000

      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0) (                  0) (                  0)
      （うち特定資産への充当額） (       　 400,000) (                  0) (                  0) (                  0) (       　 400,000)

2  一般正味財産 93,266,442 △ 4,212,555 67,245,156 0 156,299,043
      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0) (                  0) (                  0)
      （うち特定資産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0) (                  0) (                  0)

正味財産合計 93,666,442 △ 4,212,555 67,245,156 0 156,699,043
負債及び正味財産合計 147,373,494 801,070 202,301,996 △ 137,599,208 212,877,352

      貸　借　対　照　表  内  訳  表

2021年12月31日現在



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（単位：円）

科　　　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ一般正味財産増減の部
1　経常増減の部

(1)経常収益
①受取寄付金 141,975,091 132,611,917 9,363,174

キャンペーン寄付金 19,482,087 20,527,354 △ 1,045,267
スマイルクラブ寄付金 87,213,287 87,640,299 △ 427,012
イベント寄付金 567,992 1,054,000 △ 486,008
その他寄付金 34,711,725 23,390,264 11,321,461

②受取補助金等 88,214,459 101,468,037 △ 13,253,578
民間助成金振替額 50,243,951 75,421,918 △ 25,177,967
国庫助成金振替額 37,970,508 26,046,119 11,924,389

③受取会費 210,000 215,000 △ 5,000
正会員受取会費 210,000 215,000 △ 5,000

④雑収益 3,740,390 378,299 3,362,091
受取利息 1,395 644 751
雑収益（謝礼・足代・為替差益） 3,738,995 377,655 3,361,340

⑤商標権使用料収益 801,000 615,000 186,000
商標権使用料収益 801,000 615,000 186,000

経常収益計 234,940,940 235,288,253 △ 347,313
(2)経常費用

①事業費 215,433,310 218,238,870 △ 2,805,560
人件費 55,782,746 70,658,658 △ 14,875,912
旅費交通費 1,228,595 5,665,806 △ 4,437,211
通信費 1,717,314 1,314,908 402,406
イベント経費 0 321,670 △ 321,670
ミッション経費 106,462,355 87,750,879 18,711,476
事務用品費 1,002,823 2,178,611 △ 1,175,788
支払報酬 7,283,362 14,757,846 △ 7,474,484
リース料 301,514 207,782 93,732
保険料 384,534 950,106 △ 565,572
業務委託費 21,902,086 14,866,162 7,035,924
広告宣伝費 1,708,126 1,025,762 682,364
支払手数料 5,458,163 4,852,233 605,930
地代家賃 6,738,081 7,972,933 △ 1,234,852
水道光熱費 445,283 776,533 △ 331,250
車両費 1,441,451 1,604,918 △ 163,467
減価償却費 1,372,160 2,022,373 △ 650,213
参加費 428,093 396,821 31,272
諸会費 433,312 308,650 124,662
修繕費 18,920 12,483 6,437
採用教育費 1,241,740 11,050 1,230,690
雑費 82,652 582,686 △ 500,034

②管理費 3,478,784 2,664,428 814,356
人件費 1,849,830 1,531,731 318,099
旅費交通費 6,778 14,907 △ 8,129
通信費 74,757 43,967 30,790
事務用品費 136,876 127,666 9,210
会議費 0 20,700 △ 20,700
リース料 19,246 10,936 8,310
保険料 620 472 148
業務委託費 688,731 447,203 241,528
支払手数料 175,344 135,774 39,570
地代家賃 133,229 45,333 87,896
水道光熱費 9,668 8,655 1,013
減価償却費 185,493 178,705 6,788
諸会費 25,563 18,245 7,318
支払報酬 21,612 0 21,612
採用教育費 79,260 0 79,260
雑費 1,777 10,134 △ 8,357
その他（住民税） 70,000 70,000 0

経常費用計 218,912,094 220,903,298 △ 1,991,204
当期経常増減額 16,028,846 14,384,955 1,643,891

2　経常外増減の部
(1)経常外収益

前期損益修正益 215,344 0 215,344
経常外収益計 215,344 0 215,344

(2)経常外費用
前期損益修正損 1,865,240 589,190 1,276,050
固定資産譲渡損 1,727,638 14,373 1,713,265

経常外費用計 3,592,878 603,563 2,989,315
当期経常外増減額 △ 3,377,534 △ 603,563 △ 2,773,971
当期一般正味財産増減額 12,651,312 13,781,392 △ 1,130,080
一般正味財産期首残高 143,647,731 129,866,339 13,781,392
一般正味財産期末残高 156,299,043 143,647,731 12,651,312

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等 85,472,359 103,502,658 △ 18,030,299
一般正味財産への振替額 88,214,459 101,468,037 △ 13,253,578

当期指定正味財産増減額 △ 2,742,100 2,034,621 △ 4,776,721
指定正味財産期首残高 3,142,100 1,107,479 2,034,621
指定正味財産期末残高 400,000 3,142,100 △ 2,742,100

Ⅲ正味財産期末残高 156,699,043 146,789,831 9,909,212

正味財産増減計算書

2021年1月1日から2021年12月31日まで



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（単位：円）

収益事業等会計
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 募金事業 小計 商標権使用料等事業

Ⅰ一般正味財産増減の部
1　経常増減の部

(1)経常収益
①受取寄付金 680,203 141,258,609 141,938,812 0 36,279 0 141,975,091

キャンペーン寄付金 0 19,482,087 19,482,087 0 0 0 19,482,087
スマイルクラブ寄付金 0 87,213,287 87,213,287 0 0 0 87,213,287
イベント寄付金 0 567,992 567,992 0 0 0 567,992
その他寄付金 680,203 33,995,243 34,675,446 0 36,279 0 34,711,725

②受取補助金等 56,762,055 31,356,205 88,118,260 0 96,199 0 88,214,459
民間助成金振替額 19,140,272 31,103,679 50,243,951 0 0 0 50,243,951
国庫助成金振替額 37,621,783 252,526 37,874,309 0 96,199 0 37,970,508

③受取会費 0 0 0 0 210,000 0 210,000
正会員受取会費 0 0 0 0 210,000 0 210,000

④雑収益 231,279 38,600 269,879 0 3,470,511 0 3,740,390
受取利息 0 0 0 0 1,395 0 1,395
雑収益（謝礼・足代・為替差益） 231,279 38,600 269,879 0 3,469,116 0 3,738,995

⑤商標権使用料収益 0 0 0 801,000 0 0 801,000
商標権使用料収益 0 0 0 801,000 0 0 801,000

経常収益計 57,673,537 172,653,414 230,326,951 801,000 3,812,989 0 234,940,940
(2)経常費用

①事業費 183,569,610 31,062,700 214,632,310 801,000 0 0 215,433,310
人件費 48,537,598 6,628,540 55,166,138 616,608 0 0 55,782,746
旅費交通費 1,204,254 24,296 1,228,550 45 0 0 1,228,595
通信費 876,011 831,951 1,707,962 9,352 0 0 1,717,314
イベント経費 0 0 0 0 0 0 0
ミッション経費 106,462,355 0 106,462,355 0 0 0 106,462,355
事務用品費 786,894 203,670 990,564 12,259 0 0 1,002,823
支払報酬 7,101,105 175,053 7,276,158 7,204 0 0 7,283,362
リース料 227,740 67,359 295,099 6,415 0 0 301,514
保険料 294,942 89,384 384,326 208 0 0 384,534
業務委託費 7,069,709 14,785,071 21,854,780 47,306 0 0 21,902,086
広告宣伝費 0 1,708,126 1,708,126 0 0 0 1,708,126
支払手数料 480,327 4,968,072 5,448,399 9,764 0 0 5,458,163
地代家賃 6,227,365 466,306 6,693,671 44,410 0 0 6,738,081
水道光熱費 408,220 33,840 442,060 3,223 0 0 445,283
車両費 1,441,451 0 1,441,451 0 0 0 1,441,451
減価償却費 1,104,040 258,939 1,362,979 9,181 0 0 1,372,160
参加費 2,840 425,173 428,013 80 0 0 428,093
諸会費 305,301 119,488 424,789 8,523 0 0 433,312
修繕費 18,920 0 18,920 0 0 0 18,920
採用教育費 937,910 277,410 1,215,320 26,420 0 0 1,241,740
雑費 82,628 22 82,650 2 0 0 82,652

②管理費 0 0 0 0 3,478,784 0 3,478,784
人件費 0 0 0 0 1,849,830 0 1,849,830
旅費交通費 0 0 0 0 6,778 0 6,778
通信費 0 0 0 0 74,757 0 74,757
事務用品費 0 0 0 0 136,876 0 136,876
会議費 0 0 0 0 0 0 0
リース料 0 0 0 0 19,246 0 19,246
保険料 0 0 0 0 620 0 620
業務委託費 0 0 0 0 688,731 0 688,731
支払手数料 0 0 0 0 175,344 0 175,344
地代家賃 0 0 0 0 133,229 0 133,229
水道光熱費 0 0 0 0 9,668 0 9,668
減価償却費 0 0 0 0 185,493 0 185,493
諸会費 0 0 0 0 25,563 0 25,563
支払報酬料 0 0 0 0 21,612 0 21,612
採用教育費 0 0 0 0 79,260 0 79,260
雑費 0 0 0 0 1,777 0 1,777
その他（住民税） 0 0 0 0 70,000 0 70,000

経常費用計 183,569,610 31,062,700 214,632,310 801,000 3,478,784 0 218,912,094
当期経常増減額 △ 125,896,073 141,590,714 15,694,641 0 334,205 0 16,028,846

2　経常外増減の部
(1)経常外収益

前期損益修正益 215,344 0 215,344 0 0 0 215,344
経常外収益計 215,344 0 215,344 0 0 0 215,344

(2)経常外費用
前期損益修正損 1,593,838 197,094 1,790,932 0 74,308 0 1,865,240
固定資産譲渡損 1,727,638 0 1,727,638 0 0 0 1,727,638

経常外費用計 3,321,476 197,094 3,518,570 0 74,308 0 3,592,878
当期経常外増減額 △ 3,106,132 △ 197,094 △ 3,303,226 0 △ 74,308 0 △ 3,377,534
当期一般正味財産増減額 △ 129,002,205 141,393,620 12,391,415 0 259,897 0 12,651,312
一般正味財産期首残高 △ 876,071,225 956,946,252 80,875,027 △ 4,212,555 66,985,259 0 143,647,731
一般正味財産期末残高 △ 1,005,073,430 1,098,339,872 93,266,442 △ 4,212,555 67,245,156 0 156,299,043

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等 54,019,955 31,356,205 85,376,160 0 96,199 0 85,472,359
一般正味財産への振替額 56,762,055 31,356,205 88,118,260 0 96,199 0 88,214,459

当期指定正味財産増減額 △ 2,742,100 0 △ 2,742,100 0 0 0 △ 2,742,100
指定正味財産期首残高 3,142,100 0 3,142,100 0 0 0 3,142,100
指定正味財産期末残高 400,000 0 400,000 0 0 0 400,000

Ⅲ正味財産期末残高 △ 1,004,673,430 1,098,339,872 93,666,442 △ 4,212,555 67,245,156 0 156,699,043

正味財産増減計算書内訳表

2021年1月1日から2021年12月31日まで

科　　　　　　目
公益目的事業会計

法人会計 内部取引消去 合計



1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記「4.特定資産の増減額及びその残高」に記載してあります。

2 引当金の明細
該当する事項はない。

附属明細書



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　額

 I　 資産の部
1  流動資産

現金預金 運転資金として 194,931,901
現金　　　　  手許有高 547,242
普通預金　  みずほ銀行神谷町支店　 101,038,097
普通預金　  楽天銀行 16,115,833
普通預金　  三菱UFJ銀行麻布支店 61,460,593
郵便貯金　  振替口座　 8,768,404
普通預金　  住信SBIネット銀行 120,368
当座預金　　BANQUE POUR LE COMMERCE 6,881,364
          EXTERIEUR LAO

貯蔵品 189,903
切手等 189,903

未収入金 10,423,684
寄付金収入未入金分　 9,157,319
助成金収入未入金分 115,365
商標権使用料許諾分等 収益事業他 1,151,000

前払費用 2,219,458
前払家賃・保険等 賃料2022年1月分、保険料2022年分他 2,219,458

前渡金 488,231
ロヒンギャ医療支援前渡金 現地プロジェクトに対する前渡分 488,231

仮払金 2,307,607
ロヒンギャ難民緊急医療支援現地仮払費用 2,264,000
イベント仮払費用等 43,607

流動資産合計　 210,560,784
2  固定資産

(1)特定資産
医療支援活動指定積立資産 プロジェクトとの積立資産であり、資産

取得資金として管理されている預金
400,000

特定資産合計 400,000
(2)その他固定資産

　　　①有形固定資産 96,851
 建物 事務所　内装工事 建物帳簿残高 46,564
 機械装置 事務所　電話・LAN工事 機械装置帳簿残高 1
 車輛運搬具 普通自動車　1台 事業利用車両 1
 什器備品　（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・机･他） 事務所 什器費品等帳簿残高 13,985
 一括償却資産　（パソコン） 一括償却資産帳簿残高 36,300

　　　②無形固定資産 1,059,307
 ソフトウェア プログラム等無形固定資産 1,059,307

　　　③投資その他の資産 760,410
 敷金（本部等） ㈲福寿不動産 事務所敷金 666,910
 長期前払費用 ㈲福寿不動産 事務所更新料 93,500

その他固定資産合計 1,916,568
固定資産合計　 2,316,568
資産合計 212,877,352

 II  負債の部
1 流動負債

未払金 26,104,000
海外活動支援費　 フランス活動支援費 26,104,000

未払費用 6,434,158
業務委託費 事業費・管理費未払金 3,479,020
社会保険料 1,187,304
他経費　 事業費・管理費未払金 1,767,834

前受金 2022年度助成金等 22,328,575
エドワーズライフサイエンス㈱ 2022年実施事業助成金 2,250,600
ジャパンプラットフォーム助成金 返還予定額 934,069
メドゥサン・デュ・モンドフランス 2022年実施香港資金調達事業助成金 776,936
使途指定寄付他 2022年実施事業寄付等 972,012
外務省（ラオス） 返還予定額 321,257
外務省（ロヒンギャ） 2022年実施事業助成金 11,152,531
ラオス期末現地現金預金繰入 2022年実施事業資金 5,921,170

預り金 社会保険料等 1,213,953

仮受金 ロヒンギャ現地セキュリティマネー 27,623

未払住民税 法人都民税均等割額 70,000
流動負債合計 56,178,309
負債合計 56,178,309
正味財産 156,699,043

注記１　：　財産目録は我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成している。

       財　産　目　録　

           2021年12月31日現在



（6）　財産目録

特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
　

財　務　諸　表　等

第23期

自　2022年1月1日　　　　至　2022年12月31日

（1）　貸借対照表

（5）　附属明細書

（3）　正味財産増減計算書

（2）　貸借対照表内訳表

（4）　正味財産増減計算書内訳表



科　　　　　　目 当年度 前年度 増減

 I　 資産の部
1  流動資産

現金預金 164,988,017 194,931,901 △ 29,943,884
貯蔵品 63,236 189,903 △ 126,667
未収入金 15,920,151 10,423,684 5,496,467
前払費用 2,001,992 2,219,458 △ 217,466
前渡金 38,556,428 488,231 38,068,197
仮払金 5,819,484 2,307,607 3,511,877

流動資産合計　 227,349,308 210,560,784 16,788,524
2  固定資産

(1)特定資産
医療支援活動指定積立資産 2,085,522 400,000 1,685,522

特定資産合計 2,085,522 400,000 1,685,522
(2)その他固定資産
 ①有形固定資産 20,038 96,851 △ 76,813

建物 1 46,564 △ 46,563
機械装置 1 1 0
車両運搬具 1 1 0
什器備品 13,985 13,985 0
一括償却資産 6,050 36,300 △ 30,250

 ②無形固定資産 402,310 1,059,307 △ 656,997
ソフトウエア 402,310 1,059,307 △ 656,997

 ③投資その他の資産 642,000 760,410 △ 118,410
敷金 642,000 666,910 △ 24,910
長期前払費用 0 93,500 △ 93,500

その他固定資産合計 1,064,348 1,916,568 △ 852,220
固定資産合計　 3,149,870 2,316,568 833,302
資産合計 230,499,178 212,877,352 17,621,826

 II  負債の部
1  流動負債

未払金 28,292,342 26,104,000 2,188,342
未払費用 7,664,012 6,434,158 1,229,854
前受金 63,272,395 22,328,575 40,943,820
預り金 993,491 1,213,953 △ 220,462
仮受金 27,623 27,623 0
未払住民税 70,000 70,000 0

流動負債合計 100,319,863 56,178,309 44,141,554
負債合計 100,319,863 56,178,309 44,141,554

 III  正味財産の部
1  指定正味財産

民間助成金 2,085,522 400,000 1,685,522
指定正味財産合計 2,085,522 400,000 1,685,522

      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0)
      （うち特定資産への充当額） (       　2,085,522) (       　 400,000) (       　1,685,522)

2  一般正味財産 128,093,793 156,299,043 △ 28,205,250
      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0)
      （うち特定資産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0)

正味財産合計 130,179,315 156,699,043 △ 26,519,728
負債及び正味財産合計 230,499,178 212,877,352 17,621,826

（単位：　円）

2022年12月31日現在

貸借対照表　

特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（単位：円）

科　　　　　　目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合　計

 I　 資産の部
1  流動資産

現金預金 0 0 164,988,017 0 164,988,017
貯蔵品 0 0 63,236 0 63,236
未収入金 14,858,651 816,500 245,000 0 15,920,151
前払費用 2,001,992 0 0 0 2,001,992
前渡金 38,556,428 0 0 0 38,556,428
立替金 0 0 5,029,125 △ 5,029,125 0
仮払金 5,819,484 0 0 0 5,819,484
法人会計 106,535,518 70 △ 106,535,588 0

流動資産合計　 167,772,073 816,570 170,325,378 △ 111,564,713 227,349,308
2  固定資産

(1)特定資産
医療支援活動指定積立資産 2,085,522 0 0 0 2,085,522

特定資産合計 2,085,522 0 0 0 2,085,522
(2)その他固定資産
 ①有形固定資産 1 0 20,037 0 20,038

建物 0 0 1 0 1
機械装置 0 0 1 0 1
車輛運搬具 1 0 0 0 1
什器備品 0 0 13,985 0 13,985
一括償却資産 0 0 6,050 0 6,050

 ②無形固定資産 0 0 402,310 0 402,310
ソフトウエア 0 0 402,310 0 402,310

 ③投資その他の資産 0 0 642,000 0 642,000
敷金 0 0 642,000 0 642,000
長期前払費用 0 0 0 0 0

その他固定資産合計 1 0 1,064,347 0 1,064,348
固定資産合計　 2,085,523 0 1,064,347 0 3,149,870
資産合計 169,857,596 816,570 171,389,725 △ 111,564,713 230,499,178

 II  負債の部
1  流動負債

未払金 28,292,342 5,029,125 0 △ 5,029,125 28,292,342
未払費用 6,732,894 0 931,118 0 7,664,012
前受金 63,272,395 0 0 0 63,272,395
預り金 0 0 993,491 0 993,491
仮受金 27,623 0 0 0 27,623
未払住民税 0 0 70,000 0 70,000
法人会計 0 0 0 0 0
公益目的事業会計 0 0 106,535,518 △ 106,535,518 0
収益事業等会計 0 0 70 △ 70 0

流動負債合計 98,325,254 5,029,125 108,530,197 △ 111,564,713 100,319,863
負債合計 98,325,254 5,029,125 108,530,197 △ 111,564,713 100,319,863

 III  正味財産の部
1  指定正味財産

民間助成金 2,085,522 0 0 0 2,085,522
指定正味財産合計 2,085,522 0 0 0 2,085,522

      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0) (                  0) (                  0)
      （うち特定資産への充当額） (       　2,085,522) (                  0) (                  0) (                  0) (       　2,085,522)

2  一般正味財産 69,446,820 △ 4,212,555 62,859,528 0 128,093,793
      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0) (                  0) (                  0)
      （うち特定資産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0) (                  0) (                  0)

正味財産合計 71,532,342 △ 4,212,555 62,859,528 0 130,179,315
負債及び正味財産合計 169,857,596 816,570 171,389,725 △ 111,564,713 230,499,178

      貸　借　対　照　表  内  訳  表

2022年12月31日現在



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（単位：円）

科　　　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ一般正味財産増減の部
1　経常増減の部

(1)経常収益
①受取寄付金 137,988,677 141,975,091 △ 3,986,414

キャンペーン寄付金 26,112,473 19,482,087 6,630,386
スマイルクラブ寄付金 97,145,987 87,213,287 9,932,700
イベント寄付金 701,921 567,992 133,929
その他寄付金 14,028,296 34,711,725 △ 20,683,429

②受取補助金等 52,726,191 88,214,459 △ 35,488,268
民間助成金振替額 42,816,303 50,243,951 △ 7,427,648
国庫助成金振替額 9,909,888 37,970,508 △ 28,060,620

③受取会費 215,000 210,000 5,000
正会員受取会費 215,000 210,000 5,000

④雑収益 500,635 3,740,390 △ 3,239,755
受取利息 1,046 1,395 △ 349
雑収益（謝礼・足代・為替差益） 499,589 3,738,995 △ 3,239,406

⑤商標権使用料収益 816,500 801,000 15,500
商標権使用料収益 816,500 801,000 15,500

経常収益計 192,247,003 234,940,940 △ 42,693,937
(2)経常費用

①事業費 215,837,411 215,433,310 404,101
人件費 48,269,802 55,782,746 △ 7,512,944
旅費交通費 2,646,029 1,228,595 1,417,434
通信費 1,709,169 1,717,314 △ 8,145
イベント経費 14,472 0 14,472
ミッション経費 117,170,931 106,462,355 10,708,576
事務用品費 961,033 1,002,823 △ 41,790
支払報酬 3,904,200 7,283,362 △ 3,379,162
リース料 303,760 301,514 2,246
保険料 709,017 384,534 324,483
業務委託費 23,077,802 21,902,086 1,175,716
広告宣伝費 1,556,446 1,708,126 △ 151,680
支払手数料 7,225,269 5,458,163 1,767,106
地代家賃 6,426,601 6,738,081 △ 311,480
水道光熱費 293,285 445,283 △ 151,998
車両費 135,894 1,441,451 △ 1,305,557
減価償却費 642,303 1,372,160 △ 729,857
参加費 172,613 428,093 △ 255,480
諸会費 434,961 433,312 1,649
修繕費 52,844 18,920 33,924
採用教育費 16,985 1,241,740 △ 1,224,755
雑費 113,995 82,652 31,343

②管理費 4,575,449 3,478,784 1,096,665
人件費 2,490,099 1,849,830 640,269
旅費交通費 165,738 6,778 158,960
通信費 55,421 74,757 △ 19,336
事務用品費 128,572 136,876 △ 8,304
リース料 17,000 19,246 △ 2,246
保険料 11,287 620 10,667
業務委託費 669,359 688,731 △ 19,372
支払手数料 202,051 175,344 26,707
地代家賃 175,550 133,229 42,321
水道光熱費 11,620 9,668 1,952
減価償却費 102,474 185,493 △ 83,019
諸会費 22,484 25,563 △ 3,079
支払報酬 19,059 21,612 △ 2,553
採用教育費 665 79,260 △ 78,595
雑費 434,070 1,777 432,293
その他（住民税） 70,000 70,000 0

経常費用計 220,412,860 218,912,094 1,500,766
当期経常増減額 △ 28,165,857 16,028,846 △ 44,194,703

2　経常外増減の部
(1)経常外収益

前期損益修正益 4,240 215,344 △ 211,104
経常外収益計 4,240 215,344 △ 211,104

(2)経常外費用
前期損益修正損 43,633 1,865,240 △ 1,821,607
固定資産譲渡損 0 1,727,638 △ 1,727,638

経常外費用計 43,633 3,592,878 △ 3,549,245
当期経常外増減額 △ 39,393 △ 3,377,534 3,338,141
当期一般正味財産増減額 △ 28,205,250 12,651,312 △ 40,856,562
一般正味財産期首残高 156,299,043 143,647,731 12,651,312
一般正味財産期末残高 128,093,793 156,299,043 △ 28,205,250

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等 54,411,713 85,472,359 △ 31,060,646
一般正味財産への振替額 52,726,191 88,214,459 △ 35,488,268

当期指定正味財産増減額 1,685,522 △ 2,742,100 4,427,622
指定正味財産期首残高 400,000 3,142,100 △ 2,742,100
指定正味財産期末残高 2,085,522 400,000 1,685,522

Ⅲ正味財産期末残高 130,179,315 156,699,043 △ 26,519,728

正味財産増減計算書

2022年1月1日から2022年12月31日まで



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（単位：円）

収益事業等会計
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 募金事業 小計 商標権使用料等事業

Ⅰ一般正味財産増減の部
1　経常増減の部

(1)経常収益
①受取寄付金 688,391 137,300,286 137,988,677 0 0 0 137,988,677

キャンペーン寄付金 0 26,112,473 26,112,473 0 0 0 26,112,473
スマイルクラブ寄付金 0 97,145,987 97,145,987 0 0 0 97,145,987
イベント寄付金 0 701,921 701,921 0 0 0 701,921
その他寄付金 688,391 13,339,905 14,028,296 0 0 0 14,028,296

②受取補助金等 43,613,037 9,106,259 52,719,296 0 6,895 0 52,726,191
民間助成金振替額 33,731,714 9,084,589 42,816,303 0 0 0 42,816,303
国庫助成金振替額 9,881,323 21,670 9,902,993 0 6,895 0 9,909,888

③受取会費 0 0 0 0 215,000 0 215,000
正会員受取会費 0 0 0 0 215,000 0 215,000

④雑収益 404,789 86,400 491,189 0 9,446 0 500,635
受取利息 0 0 0 0 1,046 0 1,046
雑収益（謝礼・足代・為替差益） 404,789 86,400 491,189 0 8,400 0 499,589

⑤商標権使用料収益 0 0 0 816,500 0 0 816,500
商標権使用料収益 0 0 0 816,500 0 0 816,500

経常収益計 44,706,217 146,492,945 191,199,162 816,500 231,341 0 192,247,003
(2)経常費用

①事業費 169,095,442 45,925,469 215,020,911 816,500 0 0 215,837,411
人件費 29,905,291 17,741,984 47,647,275 622,527 0 0 48,269,802
旅費交通費 2,190,997 440,703 2,631,700 14,329 0 0 2,646,029
通信費 725,923 977,041 1,702,964 6,205 0 0 1,709,169
イベント経費 0 14,472 14,472 0 0 0 14,472
ミッション経費 117,170,931 0 117,170,931 0 0 0 117,170,931
事務用品費 807,878 148,053 955,931 5,102 0 0 961,033
支払報酬 3,691,651 206,436 3,898,087 6,113 0 0 3,904,200
リース料 227,739 70,568 298,307 5,453 0 0 303,760
保険料 553,458 155,030 708,488 529 0 0 709,017
業務委託費 5,414,245 17,609,220 23,023,465 54,337 0 0 23,077,802
広告宣伝費 0 1,556,446 1,556,446 0 0 0 1,556,446
支払手数料 1,331,193 5,864,587 7,195,780 29,489 0 0 7,225,269
地代家賃 5,641,591 728,701 6,370,292 56,309 0 0 6,426,601
水道光熱費 241,326 48,232 289,558 3,727 0 0 293,285
車両費 135,894 0 135,894 0 0 0 135,894
減価償却費 491,577 146,820 638,397 3,906 0 0 642,303
参加費 98,302 74,260 172,562 51 0 0 172,613
諸会費 304,411 123,338 427,749 7,212 0 0 434,961
修繕費 52,844 0 52,844 0 0 0 52,844
採用教育費 13,984 2,786 16,770 215 0 0 16,985
雑費 96,207 16,792 112,999 996 0 0 113,995

②管理費 0 0 0 0 4,575,449 0 4,575,449
人件費 0 0 0 0 2,490,099 0 2,490,099
旅費交通費 0 0 0 0 165,738 0 165,738
通信費 0 0 0 0 55,421 0 55,421
事務用品費 0 0 0 0 128,572 0 128,572
リース料 0 0 0 0 17,000 0 17,000
保険料 0 0 0 0 11,287 0 11,287
業務委託費 0 0 0 0 669,359 0 669,359
支払手数料 0 0 0 0 202,051 0 202,051
地代家賃 0 0 0 0 175,550 0 175,550
水道光熱費 0 0 0 0 11,620 0 11,620
減価償却費 0 0 0 0 102,474 0 102,474
諸会費 0 0 0 0 22,484 0 22,484
支払報酬料 0 0 0 0 19,059 0 19,059
採用教育費 0 0 0 0 665 0 665
雑費 0 0 0 0 434,070 0 434,070
その他（住民税） 0 0 0 0 70,000 0 70,000

経常費用計 169,095,442 45,925,469 215,020,911 816,500 4,575,449 0 220,412,860
当期経常増減額 △ 124,389,225 100,567,476 △ 23,821,749 0 △ 4,344,108 0 △ 28,165,857

2　経常外増減の部
(1)経常外収益

前期損益修正益 4,240 0 4,240 0 0 0 4,240
指定正味財産からの振替額 0 0 0 0 0 0 0

経常外収益計 4,240 0 4,240 0 0 0 4,240
(2)経常外費用

前期損益修正損 2,113 0 2,113 0 41,520 0 43,633
固定資産譲渡損 0 0 0 0 0 0 0

経常外費用計 2,113 0 2,113 0 41,520 0 43,633
当期経常外増減額 2,127 0 2,127 0 △ 41,520 0 △ 39,393
当期一般正味財産増減額 △ 124,387,098 100,567,476 △ 23,819,622 0 △ 4,385,628 0 △ 28,205,250
一般正味財産期首残高 △ 1,005,073,430 1,098,339,872 93,266,442 △ 4,212,555 67,245,156 0 156,299,043
一般正味財産期末残高 △ 1,129,460,528 1,198,907,348 69,446,820 △ 4,212,555 62,859,528 0 128,093,793

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等 45,298,559 9,106,259 54,404,818 0 6,895 0 54,411,713
一般正味財産への振替額 43,613,037 9,106,259 52,719,296 0 6,895 0 52,726,191

当期指定正味財産増減額 1,685,522 0 1,685,522 0 0 0 1,685,522
指定正味財産期首残高 400,000 0 400,000 0 0 0 400,000
指定正味財産期末残高 2,085,522 0 2,085,522 0 0 0 2,085,522

Ⅲ正味財産期末残高 △ 1,127,375,006 1,198,907,348 71,532,342 △ 4,212,555 62,859,528 0 130,179,315

正味財産増減計算書内訳表

2022年1月1日から2022年12月31日まで

科　　　　　　目
公益目的事業会計

法人会計 内部取引消去 合計



1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記「4.特定資産の増減額及びその残高」に記載してあります。

2 引当金の明細
該当する事項はない。

附属明細書



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　額

 I　 資産の部
1  流動資産

現金預金 運転資金として 164,988,017
現金　　　　  手許有高 1,057,953
普通預金　  みずほ銀行神谷町支店　 55,326,124
普通預金　  楽天銀行 13,499,900
普通預金　  三菱UFJ銀行麻布支店 57,661,331
郵便貯金　  振替口座　 29,755,052
普通預金　  住信SBIネット銀行 403,708
当座預金　　BANQUE POUR LE COMMERCE 7,283,949
          EXTERIEUR LAO

貯蔵品 63,236

未収入金 15,920,151
寄付金収入未入金分　 11,197,293
助成金収入未入金分 3,491,618
商標権使用料許諾分等 収益事業他 1,231,240

前払費用 2,001,992
前払家賃・保険等 賃料2023年1月分、保険料2023年分他 2,001,992

前渡金 38,556,428
ロヒンギャ医療支援前渡金 現地プロジェクトに対する前渡分 73,530
ウクライナ緊急医療支援MdMスペイン前渡金 現地プロジェクトに対する前渡分 38,482,898

仮払金 5,819,484
ロヒンギャ難民緊急医療支援現地仮払費用 5,809,877
経費仮払等 9,607

流動資産合計　 227,349,308
2  固定資産

(1)特定資産
医療支援活動指定積立資産 プロジェクトとの積立資産であり、資産取

得資金として管理されている預金
2,085,522

特定資産合計 2,085,522
(2)その他固定資産

　　　①有形固定資産 20,038
 建物 事務所　内装工事 建物帳簿残高 1
 機械装置 事務所　電話・LAN工事 機械装置帳簿残高 1
 車輛運搬具 普通自動車　1台 事業利用車両 1
 什器備品　（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・机･他） 事務所 什器費品等帳簿残高 13,985
 一括償却資産　（パソコン） 一括償却資産帳簿残高 6,050

　　　②無形固定資産 402,310
 ソフトウェア プログラム等無形固定資産 402,310

　　　③投資その他の資産 642,000
 敷金（本部等） ㈲福寿不動産 事務所敷金 642,000

その他固定資産合計 1,064,348
固定資産合計　 3,149,870
資産合計 230,499,178

 II  負債の部
1 流動負債

未払金 28,292,342
海外活動支援費　 フランス活動支援費 28,292,342

未払費用 7,664,012
業務委託費 事業費・管理費未払金 3,156,470
社会保険料 931,118
他経費　 事業費・管理費未払金 3,576,424

前受金 2023年度助成金等 63,272,395
ジャパンプラットフォーム助成金 2023年実施事業助成金 41,701,937
メドゥサン・デュ・モンドフランス 2023年実施香港資金調達事業助成金 776,936
使途指定寄付他 2023年実施事業寄付等 10,882,852
外務省（ラオス） 返還予定額 321,257
外務省（ロヒンギャ） 返還予定額 1,343,819
ラオス期末現地現金預金繰入 2023年実施事業資金 8,245,594

預り金 社会保険料等 993,491

仮受金 ロヒンギャ現地セキュリティマネー 27,623

未払住民税 法人都民税均等割額 70,000
流動負債合計 100,319,863
負債合計 100,319,863
正味財産 130,179,315

注記１　：　財産目録は我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成している。

       財　産　目　録　

           2022年12月31日現在



（6）　財産目録

特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
　

財　務　諸　表　等

第24期

自　2023年1月1日　　　　至　2023年12月31日

（1）　貸借対照表

（5）　附属明細書

（3）　正味財産増減計算書

（2）　貸借対照表内訳表

（4）　正味財産増減計算書内訳表



科　　　　　　目 当年度 前年度 増減

 I　 資産の部
1  流動資産

現金預金 225,287,954 164,988,017 60,299,937
貯蔵品 203,077 63,236 139,841
未収入金 11,138,577 15,920,151 △ 4,781,574
前払費用 1,604,364 2,001,992 △ 397,628
前渡金 30,412,249 38,556,428 △ 8,144,179
仮払金 3,227,627 5,819,484 △ 2,591,857

流動資産合計　 271,873,848 227,349,308 44,524,540
2  固定資産

(1)特定資産
医療支援活動指定積立資産 0 2,085,522 △ 2,085,522

特定資産合計 0 2,085,522 △ 2,085,522
(2)その他固定資産
 ①有形固定資産 13,988 20,038 △ 6,050

建物 1 1 0
機械装置 1 1 0
車両運搬具 1 1 0
什器備品 13,985 13,985 0
一括償却資産 0 6,050 △ 6,050

 ②無形固定資産 260,338 402,310 △ 141,972
ソフトウエア 260,338 402,310 △ 141,972

 ③投資その他の資産 847,250 642,000 205,250
敷金 740,000 642,000 98,000
長期前払費用 107,250 0 107,250

その他固定資産合計 1,121,576 1,064,348 57,228
固定資産合計　 1,121,576 3,149,870 △ 2,028,294
資産合計 272,995,424 230,499,178 42,496,246

 II  負債の部
1  流動負債

未払金 36,239,406 28,292,342 7,947,064
未払費用 21,657,485 7,664,012 13,993,473
前受金 118,917,654 63,272,395 55,645,259
預り金 966,075 993,491 △ 27,416
仮受金 0 27,623 △ 27,623
未払住民税 70,000 70,000 0

流動負債合計 177,850,620 100,319,863 77,530,757
負債合計 177,850,620 100,319,863 77,530,757

 III  正味財産の部
1  指定正味財産

民間助成金 0 2,085,522 △ 2,085,522
指定正味財産合計 0 2,085,522 △ 2,085,522

      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0)
      （うち特定資産への充当額） (                  0) (       　2,085,522) (       　△2,085,522)

2  一般正味財産 95,144,804 128,093,793 △ 32,948,989
      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0)
      （うち特定資産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0)

正味財産合計 95,144,804 130,179,315 △ 35,034,511
負債及び正味財産合計 272,995,424 230,499,178 42,496,246

（単位：　円）

2023年12月31日現在

貸借対照表　

特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（単位：円）

科　　　　　　目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合　計

 I　 資産の部

1  流動資産

現金預金 0 0 225,287,954 0 225,287,954

貯蔵品 0 0 203,077 0 203,077

未収入金 10,974,346 901,500 461,956 △ 1,199,225 11,138,577

前払費用 941,830 0 662,534 0 1,604,364

前渡金 30,412,249 0 0 0 30,412,249

立替金 0 0 5,114,125 △ 5,114,125 0

仮払金 3,227,627 0 0 0 3,227,627

法人会計 171,993,133 70 △ 171,993,203 0

流動資産合計　 217,549,185 901,570 231,729,646 △ 178,306,553 271,873,848

2  固定資産

(1)特定資産

医療支援活動指定積立資産 0 0 0 0 0

特定資産合計 0 0 0 0 0

(2)その他固定資産

 ①有形固定資産 1 0 13,987 0 13,988

建物 0 0 1 0 1

機械装置 0 0 1 0 1

車輛運搬具 1 0 0 0 1

什器備品 0 0 13,985 0 13,985

一括償却資産 0 0 0 0 0

 ②無形固定資産 0 0 260,338 0 260,338

ソフトウエア 0 0 260,338 0 260,338

 ③投資その他の資産 0 0 847,250 0 847,250

敷金 0 0 740,000 0 740,000

長期前払費用 0 0 107,250 0 107,250

その他固定資産合計 1 0 1,121,575 0 1,121,576

固定資産合計　 1 0 1,121,575 0 1,121,576
資産合計 217,549,186 901,570 232,851,221 △ 178,306,553 272,995,424

 II  負債の部

1  流動負債

未払金 37,438,631 5,114,125 0 △ 6,313,350 36,239,406

未払費用 20,730,581 0 926,904 0 21,657,485

前受金 118,917,654 0 0 0 118,917,654

預り金 0 0 966,075 0 966,075

仮受金 0 0 0 0 0

未払住民税 0 0 70,000 0 70,000

法人会計 0 0 0 0 0

公益目的事業会計 0 0 171,993,133 △ 171,993,133 0

収益事業等会計 0 0 70 △ 70 0

流動負債合計 177,086,866 5,114,125 173,956,182 △ 178,306,553 177,850,620

負債合計 177,086,866 5,114,125 173,956,182 △ 178,306,553 177,850,620

 III  正味財産の部

1  指定正味財産

民間助成金 0 0 0 0 0

指定正味財産合計 0 0 0 0 0

      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0) (                  0) (                  0)

      （うち特定資産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0) (                  0) (                  0)

2  一般正味財産 40,462,320 △ 4,212,555 58,895,039 0 95,144,804

      （うち基本財産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0) (                  0) (                  0)

      （うち特定資産への充当額） (                  0) (                  0) (                  0) (                  0) (                  0)

正味財産合計 40,462,320 △ 4,212,555 58,895,039 0 95,144,804
負債及び正味財産合計 217,549,186 901,570 232,851,221 △ 178,306,553 272,995,424

      貸　借　対　照　表  内  訳  表

2023年12月31日現在



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（単位：円）

科　　　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ一般正味財産増減の部
1　経常増減の部

(1)経常収益
①受取寄付金 146,318,133 137,988,677 8,329,456

キャンペーン寄付金 26,875,297 26,112,473 762,824
スマイルクラブ寄付金 91,039,043 97,145,987 △ 6,106,944
イベント寄付金 6,500,000 701,921 5,798,079
その他寄付金 21,903,793 14,028,296 7,875,497

②受取補助金等 152,336,209 52,726,191 99,610,018
民間助成金振替額 101,605,745 42,816,303 58,789,442
国庫助成金振替額 50,730,464 9,909,888 40,820,576

③受取会費 200,000 215,000 △ 15,000
正会員受取会費 200,000 215,000 △ 15,000

④雑収益 359,813 500,635 △ 140,822
受取利息 624 1,046 △ 422
雑収益（謝礼・足代・為替差益） 359,189 499,589 △ 140,400

⑤商標権使用料収益 901,500 816,500 85,000
商標権使用料収益 901,500 816,500 85,000

経常収益計 300,115,655 192,247,003 107,868,652
(2)経常費用

①事業費 329,104,796 215,837,411 113,267,385
人件費 47,996,813 48,269,802 △ 272,989
旅費交通費 3,491,696 2,646,029 845,667
通信費 1,430,307 1,709,169 △ 278,862
イベント経費 2,772,520 14,472 2,758,048
ミッション経費 224,887,088 117,170,931 107,716,157
事務用品費 1,468,854 961,033 507,821
支払報酬 1,832,532 3,904,200 △ 2,071,668
リース料 309,855 303,760 6,095
保険料 630,753 709,017 △ 78,264
業務委託費 28,310,356 23,077,802 5,232,554
広告宣伝費 2,004,750 1,556,446 448,304
支払手数料 5,744,911 7,225,269 △ 1,480,358
地代家賃 6,170,353 6,426,601 △ 256,248
水道光熱費 273,297 293,285 △ 19,988
車両費 149,457 135,894 13,563
減価償却費 142,693 642,303 △ 499,610
参加費 303,271 172,613 130,658
諸会費 1,133,248 434,961 698,287
修繕費 0 52,844 △ 52,844
採用教育費 0 16,985 △ 16,985
雑費 52,042 113,995 △ 61,953

②管理費 4,170,921 4,575,449 △ 404,528
人件費 2,623,052 2,490,099 132,953
旅費交通費 185,535 165,738 19,797
通信費 42,813 55,421 △ 12,608
事務用品費 110,842 128,572 △ 17,730
リース料 10,905 17,000 △ 6,095
保険料 954 11,287 △ 10,333
業務委託費 625,647 669,359 △ 43,712
支払手数料 125,939 202,051 △ 76,112
地代家賃 96,397 175,550 △ 79,153
水道光熱費 5,428 11,620 △ 6,192
減価償却費 5,329 102,474 △ 97,145
諸会費 36,682 22,484 14,198
支払報酬 30,148 19,059 11,089
採用教育費 0 665 △ 665
雑費 201,250 434,070 △ 232,820
その他（住民税） 70,000 70,000 0

経常費用計 333,275,717 220,412,860 112,862,857
当期経常増減額 △ 33,160,062 △ 28,165,857 △ 4,994,205

2　経常外増減の部
(1)経常外収益

前期損益修正益 303,206 4,240 298,966
経常外収益計 303,206 4,240 298,966

(2)経常外費用
前期損益修正損 92,133 43,633 48,500

経常外費用計 92,133 43,633 48,500
当期経常外増減額 211,073 △ 39,393 250,466
当期一般正味財産増減額 △ 32,948,989 △ 28,205,250 △ 4,743,739
一般正味財産期首残高 128,093,793 156,299,043 △ 28,205,250
一般正味財産期末残高 95,144,804 128,093,793 △ 32,948,989

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等 150,250,687 54,411,713 95,838,974
一般正味財産への振替額 152,336,209 52,726,191 99,610,018

当期指定正味財産増減額 △ 2,085,522 1,685,522 △ 3,771,044
指定正味財産期首残高 2,085,522 400,000 1,685,522
指定正味財産期末残高 0 2,085,522 △ 2,085,522

Ⅲ正味財産期末残高 95,144,804 130,179,315 △ 35,034,511

正味財産増減計算書

2023年1月1日から2023年12月31日まで



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン
（単位：円）

収益事業等会計
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 募金事業 小計 商標権使用料等事業

Ⅰ一般正味財産増減の部

1　経常増減の部

(1)経常収益

①受取寄付金 20,200 146,297,933 146,318,133 0 0 0 146,318,133

キャンペーン寄付金 0 26,875,297 26,875,297 0 0 0 26,875,297

スマイルクラブ寄付金 0 91,039,043 91,039,043 0 0 0 91,039,043

イベント寄付金 0 6,500,000 6,500,000 0 0 0 6,500,000

その他寄付金 20,200 21,883,593 21,903,793 0 0 0 21,903,793

②受取補助金等 144,971,662 7,364,547 152,336,209 0 0 0 152,336,209

民間助成金振替額 94,241,198 7,364,547 101,605,745 0 0 0 101,605,745

国庫助成金振替額 50,730,464 0 50,730,464 0 0 0 50,730,464

③受取会費 0 0 0 0 200,000 0 200,000

正会員受取会費 0 0 0 0 200,000 0 200,000

④雑収益 234,439 109,285 343,724 0 16,089 0 359,813

受取利息 0 0 0 0 624 0 624

雑収益（謝礼・足代・為替差益） 234,439 109,285 343,724 0 15,465 0 359,189

⑤商標権使用料収益 0 0 0 901,500 0 0 901,500

商標権使用料収益 0 0 0 901,500 0 0 901,500

経常収益計 145,226,301 153,771,765 298,998,066 901,500 216,089 0 300,115,655

(2)経常費用

①事業費 281,556,058 46,647,238 328,203,296 901,500 0 0 329,104,796

人件費 34,250,159 13,154,226 47,404,385 592,428 0 0 47,996,813

旅費交通費 3,056,908 398,034 3,454,942 36,754 0 0 3,491,696

通信費 567,549 854,404 1,421,953 8,354 0 0 1,430,307

イベント経費 0 2,772,520 2,772,520 0 0 0 2,772,520

ミッション経費 224,887,088 0 224,887,088 0 0 0 224,887,088

事務用品費 1,335,533 125,861 1,461,394 7,460 0 0 1,468,854

支払報酬 881,957 927,521 1,809,478 23,054 0 0 1,832,532

リース料 227,740 73,775 301,515 8,340 0 0 309,855

保険料 491,646 138,379 630,025 728 0 0 630,753

業務委託費 8,828,453 19,369,628 28,198,081 112,275 0 0 28,310,356

広告宣伝費 0 2,004,750 2,004,750 0 0 2,004,750

支払手数料 185,269 5,557,340 5,742,609 2,302 0 0 5,744,911

地代家賃 5,444,521 652,115 6,096,636 73,717 0 0 6,170,353

水道光熱費 232,429 36,717 269,146 4,151 0 0 273,297

車両費 149,457 0 149,457 0 0 149,457

減価償却費 103,616 35,228 138,844 3,849 0 0 142,693

参加費 5,000 298,271 303,271 0 0 303,271

諸会費 857,034 248,161 1,105,195 28,053 0 0 1,133,248

雑費 51,699 308 52,007 35 0 0 52,042

②管理費 0 0 0 0 4,170,921 0 4,170,921

人件費 0 0 0 0 2,623,052 0 2,623,052

旅費交通費 0 0 0 0 185,535 0 185,535

通信費 0 0 0 0 42,813 0 42,813

事務用品費 0 0 0 0 110,842 0 110,842

リース料 0 0 0 0 10,905 0 10,905

保険料 0 0 0 0 954 0 954

業務委託費 0 0 0 0 625,647 0 625,647

支払手数料 0 0 0 0 125,939 0 125,939

地代家賃 0 0 0 0 96,397 0 96,397

水道光熱費 0 0 0 0 5,428 0 5,428

減価償却費 0 0 0 0 5,329 0 5,329

諸会費 0 0 0 0 36,682 0 36,682

支払報酬料 0 0 0 0 30,148 0 30,148

雑費 0 0 0 0 201,250 0 201,250

その他（住民税） 0 0 0 0 70,000 0 70,000

経常費用計 281,556,058 46,647,238 328,203,296 901,500 4,170,921 0 333,275,717

当期経常増減額 △ 136,329,757 107,124,527 △ 29,205,230 0 △ 3,954,832 0 △ 33,160,062

2　経常外増減の部

(1)経常外収益

前期損益修正益 0 303,206 303,206 0 0 0 303,206

経常外収益計 0 303,206 303,206 0 0 0 303,206

(2)経常外費用

前期損益修正損 82,476 0 82,476 0 9,657 0 92,133

経常外費用計 82,476 0 82,476 0 9,657 0 92,133

当期経常外増減額 △ 82,476 303,206 220,730 0 △ 9,657 0 211,073

当期一般正味財産増減額 △ 136,412,233 107,427,733 △ 28,984,500 0 △ 3,964,489 0 △ 32,948,989

一般正味財産期首残高 △ 1,129,460,528 1,198,907,348 69,446,820 △ 4,212,555 62,859,528 0 128,093,793

一般正味財産期末残高 △ 1,265,872,761 1,306,335,081 40,462,320 △ 4,212,555 58,895,039 0 95,144,804

Ⅱ指定正味財産増減の部

受取補助金等 142,886,140 7,364,547 150,250,687 0 0 0 150,250,687

一般正味財産への振替額 144,971,662 7,364,547 152,336,209 0 0 0 152,336,209

当期指定正味財産増減額 △ 2,085,522 0 △ 2,085,522 0 0 0 △ 2,085,522

指定正味財産期首残高 2,085,522 0 2,085,522 0 0 0 2,085,522

指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0
Ⅲ正味財産期末残高 △ 1,265,872,761 1,306,335,081 40,462,320 △ 4,212,555 58,895,039 0 95,144,804

正味財産増減計算書内訳表

2023年1月1日から2023年12月31日まで

科　　　　　　目
公益目的事業会計

法人会計 内部取引消去 合計



1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記「4.特定資産の増減額及びその残高」に記載してあります。

2 引当金の明細
該当する事項はない。

附属明細書



特定非営利活動法人　メドゥサン・デュ・モンド ジャポン

（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　額

 I　 資産の部

1  流動資産

現金預金 運転資金として 225,287,954

現金　　　　  手許有高 1,329,322

普通預金　  みずほ銀行神谷町支店　 41,034,627

普通預金　  楽天銀行 22,775,945

普通預金　  三菱UFJ銀行麻布支店 135,845,332

郵便貯金　  振替口座　 11,131,194

普通預金　  住信SBIネット銀行 474,935

当座預金　　BANQUE POUR LE COMMERCE 12,696,599
          EXTERIEUR LAO

貯蔵品 203,077

未収入金 11,138,577

寄付金収入未入金分　 9,829,646

助成金収入未入金分 77,431

商標権使用料許諾分等 収益事業他 1,231,500

前払費用 1,604,364

前払家賃・保険等 賃料2024年1月分、保険料2024年分他 1,604,364

前渡金 30,412,249

ロヒンギャ医療支援前渡金 現地プロジェクトに対する前渡分 53,267

ウクライナ緊急医療支援MdMギリシャ前渡金 現地プロジェクトに対する前渡分 30,358,982

仮払金 3,227,627

ロヒンギャ難民緊急医療支援現地仮払費用 3,122,810

経費仮払等 104,817

流動資産合計　 271,873,848

2  固定資産

(1)特定資産
医療支援活動指定積立資産 プロジェクトとの積立資産であり、資産取

得資金として管理されている預金
0

特定資産合計 0

(2)その他固定資産

　　　①有形固定資産 13,988

 建物 事務所　内装工事 建物帳簿残高 1

 機械装置 事務所　電話・LAN工事 機械装置帳簿残高 1

 車輛運搬具 普通自動車　1台 事業利用車両 1

 什器備品　（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・机･他） 事務所 什器費品等帳簿残高 13,985

 一括償却資産　（パソコン） 一括償却資産帳簿残高 0

　　　②無形固定資産 260,338

 ソフトウェア プログラム等無形固定資産 260,338

　　　③投資その他の資産 847,250

 敷金（本部等） ㈲福寿不動産 事務所敷金 740,000

 長期前払費用 ㈲福寿不動産 事務所更新料 107,250

その他固定資産合計 1,121,576

固定資産合計　 1,121,576

資産合計 272,995,424

 II  負債の部

1 流動負債

未払金 36,239,406

海外活動支援費　 フランス活動支援費 36,239,406

未払費用 21,657,485

業務委託費 事業費・管理費未払金 4,401,467

社会保険料 926,904

他経費　 事業費・管理費未払金 16,329,114

前受金 2024年度助成金等 118,917,654

ジャパンプラットフォーム助成金
2024年実施事業助成金及び2023年未
精算分 94,406,502

日本NGO連携無償資金
2024年実施事業助成金及び2023年未
精算分 15,526,519

ラオス期末現地現金預金繰入 2024年実施事業資金 8,984,633

預り金 社会保険料等 966,075

未払住民税 法人都民税均等割額 70,000

流動負債合計 177,850,620

負債合計 177,850,620
正味財産 95,144,804

注記１　：　財産目録は我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成している。

       財　産　目　録　

           2023年12月31日現在
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